
背 18.5mm

主催／

公
益
財
団
法
人  

さ
わ
や
か
福
祉
財
団

花 開 く

地域包括ケア

いきがい・助け合いサミット in 大阪

助け合い大全’19
パネル編

い
き
が
い
・
助
け
合
い
サ
ミ
ッ
ト
in 

大
阪 　

助
け
合
い
大
全
’19  

パ
ネ
ル
編

23803051_登壇者表紙.indd   すべてのページ 2019/07/12   16:33



1

いきがい
助け合い

パネル編

　この大全に収録されている「発言要旨」は、公益財団法人さわやか福

祉財団主催の「いきがい・助け合いサミット　in　大阪　共生社会をつ

くる地域包括ケア  ～生活を支え合う仕組みと実践～」における全体シン

ポジウム及び54のパネル（分科会）の各登壇者から提出いただいた「発

言要旨」（シンポジウムについては、パワーポイントスライド）計299

編です。

「発言要旨」は、そのパネルの視聴を望みながら、同時間帯の他のパネ

ルを視聴するなどの理由で望みが叶えられない参加者に、そのパネルの

内容の概要を知っていただくためにご提出いただいたものです。

　なお、文中に登場する西暦・和暦や文体及び表記等については基本的

に各登壇者からご提供いただいた原稿のまま掲載させていただいており

ます。
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　本サミットは、生活支援コーディネーター（以下、ＳＣ）・協議体構成員など、助け合い

活動をしようと働きかけるメンバーがその際に遭遇するさまざまな課題にどう対応するか

を、みんなで探ろうというものです。

　だからパネルのテーマは、ＳＣ・協議体構成員や関係する行政、社会福祉協議会、地域

包括支援センターなどの職員が、働きかけるに当たって現実に直面した課題を、可能な限

り網羅できるように整理しています（ですから１日半の間に54ものパネルを開くことにな

りました）。

　パネリストは、そのテーマに関して最高の智恵と実例を提供していただける方々にお願

いしました。それぞれの分野の実力者が揃った超豪華なメンバーです。

「発言要旨」の提出を受けて、私たちはパネリストの方々の智恵の深さと実例の豊かさに

改めて驚嘆し、これを他のパネルの概要を理解するためだけに用いるのでなく、少なくと

も数年間保存していただいて、その折々に直面した課題に対応するためにもっとも有効な

アイデアを提供してくれる実務用テキストとして、同時発行の「大全‘19ポスター編」と

ともに活用していただきたいと願うようになりました。

　もとより助け合い活動は住民が自主的、自律的に行うものであり、その内容は地域によ

り時代によって異なりますから、画一的なテキストを作成することは不可能です。

　生活支援を助け合い活動で行うというけっこう重い課題にはじめて行政が挑戦している

わけですが、その最前線を担うＳＣからは、事業開始５年になる今でも、各地で必ず「何

をどうしていいかわからない」という声があがります。また、何年もやっているＳＣも、

熱心に取り組むほど日常的に壁にぶつかり、ためいきをついています。壁はすべて形が違

うのです。

１. パネルのテーマ及びパネリストは？( (

２. この「大全」を保管してご活用ください( (

この大全をご活用ください
～ヒントがいっぱいです ～
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　その時、何をするかというもっとも大きな壁を含め、さまざまな壁を乗り越えるのにも

っとも役に立つのは、「基本に立ち返って考える」ことと、「似たような壁を乗り越えた

人のやり方を学んで、自分に合うやり方を考える」ことだと思います。

　この事業の基本になる智恵と多様な実例を提供するのが、この大全及びその姉妹編であ

る「大全‘19ポスター編」です。

　どうぞご活用ください。

	

　パネルでは、それぞれのパネリストの所見の開陳に続いて、主要な論点について議論が

行われると思われます。各パネルでまとめる「提言」及び提言に至る議論の骨子は、本サ

ミット終了後まとめて「大全‘19提言編」として、参加者全員にお配りします。

　それらの提言が実現されるようみんなで頑張り、その結果を2020年９月29日（火）、

30日（水）名古屋で、2021年９月１日（水）、 ２日（木）横浜でそれぞれ開催するサミ

ットで確認しようと考えていますので、長い目でフォローしてください。

	

　企画者サイドから見た注目点を率直に書きます。

【全体シンポジウム】

共生社会をつくる地域包括ケア  ～生活を支え合う仕組みと実践～

　これまでの社会の基本的構造が行き詰まる中、ＩＴとロボットが人の働く場を奪う超高

齢社会を幸せに持続させる唯一の方向は、共助・共生による人間性と人間力の復活だと思

われます。その大きな方向を共有し、助け合いをどう深めるかについて、どこまで説得力

のある議論を展開できるかが注目点です。

【第１部パネル】

分科会１　生活支援を助け合い活動で行うには、具体的にどうすればよいか

　市民サイドのパネリストは、新総合事業で住民の主体的助け合い活動がどれだけ進んだ

と評価しているのか、また行政の責任者大島一博老健局長は今後の進め方をどれだけ具体

的に示せるかなどが注目点でしょう。

３. パネルでの議論と提言( (

４. 各パネルの意義と注目点( (
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分科会２　市区町村における庁内体制はどうあるべきか

　タテワリの行政組織の中で、総合的に事業を進める庁内体制ができている自治体はわず

かしかありません。有効な連携の仕方をどこまで示せるかが注目点です。

分科会３　住民から信頼される体制をどうつくるか

　　　　　～ＳＣと協議体構成員の人選、２層圏域の設定・事務局体制など～

　住民から信頼される人が誰かは住民の中に入っていかないとわかりません。しかし、そ

ういう人は必ずいます。どのようにしてそういう人が現れたか、その点に注目して実例か

ら学びましょう。

分科会４　ＳＣと協議体はどう役割を果たすか

　　　　　～ＳＣと行政との連携、１層と２層の連携など～

　いい活動をしているＳＣがいます。どんな姿勢で任務に取り組んでいるのか、そこをつ

かみ取りたいパネルです。

分科会５　目指す地域像の意義と取り組み方

　目指す地域像を共有しないと、必要な助け合い活動が有効に創れないのですが、これが

案外難しい。いろいろ違うやり方のどこが有効だったのか、分析しながら聞きましょう。

分科会６　助け合いのネットワークをつくるにあたり、

　　　　　既存の助け合い活動を生かすにはどうすればよいか

　既存の活動者は、新しい仕組みに組み入れられるのに抵抗感があるのが一般的。そこの

微妙な課題がどう整理されるかが注目点でしょう。

分科会７　地縁の助け合い活動を活性化するには？

　地縁の活動は、まさに千差万別。動かない自治会・町内会を動かすのに有効な手法をど

れだけ多く探り出せるかが今の段階での注目点でしょう。

分科会８　共生型常設型居場所をどう広げるか

　多くの住民が望むのはいつでも誰でも型の居場所ですが、実際にはサロン型の方がはる

かに多い。運営者の負担をどう軽くするかの具体的手法をどこまで探れるかが注目点で

しょう。

分科会９　有償（謝礼付き）ボランティア活動をどう広げるか

　継続的な生活支援を助け合い活動でやるなら、今の段階では有償ボランティアが実際的
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です。ボランティアは無償でなくてはならないとこだわる人たちをどう説得するのか、そ

の智恵に注目したいと思います。

分科会10　自動車による移動支援をどう広げるか

　ニーズが強く広いのに、応えきれていない地域が圧倒的に多い。住民がすんなり参加で

きる助け合いの移動支援をどう広めるか。その智恵がどこまで出るのかが注目されます。

分科会11　行政やＳＣ、協議体などによる後方支援、特に補助をどのようにすればよいか

　行政の後方支援は難しい。やり過ぎると依存型にしてしまうし、法令の制約や組織の制

約があって対象者に即した支援ができないことが多い。これを乗り越えている実践者がど

んな智恵を披露してくれるか、大注目です。

分科会12　人生100年時代、介護問題を女性の目で見る

　樋口恵子さんと猪熊律子さん、それだけで注目です。

分科会13　要介護者の生活支援を助け合いで行うことができるか

　新総合事業はいずれ対象者を要介護者に広げるという観測が一般化しています。要介護

者の生活支援がどこまでできるのか。実務家の答えが注目されます。

分科会14　医療・介護サービスと生活支援の助け合い活動とのネットワークをどうつくるか

　プロとアマはどの分野でもあまり連携しません。それが適正にできている実例は、それ

だけで注目です。

分科会15　ケアプランに生活支援の助け合い活動及び本人のいきがい活動を

　　　　 　どう取り入れるか

　地域包括ケアを実現するために、実務上きわめて重要な課題です。ケアマネジャーの仕

組み上も実現するのが困難な課題に、良識あるプロがどんな姿勢で取り組むのか、各パネ

リストの発言自体が注目点です。

分科会16　いわゆる重度者に対する24時間在宅ケアサービスをどう組み立てるか

　この課題に適正な答えが出ない以上、地域包括ケアが実現することはありえません。と

ころが現行の介護保険の仕組みでは、結構、答えを出すのが難しい。制度の設計、運営上

最大の難問に、田中滋さんを進行役とするこのパネルがどこまで迫るのか。そのこと自体

が大注目点です。
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【第２部パネル】　

分科会17　助け合いによる生活支援活動に対する寄付・遺贈などの意義と仕組みは何か

　やっぱり助け合いである以上、行政の補助ではなく自由に使える寄付金で支援したいで

すよね。でも、日本の寄付文化は、もう一息。そこをどうするか、基本に迫るパネル。ど

こまで実践上有効な智恵が出るかが注目点です。

分科会18　子どもと高齢者の交流や助け合いをどう広げるか

　子どもと高齢者は合います。子ども食堂は勢いよく広がっており、あとはそういう交流

をどのようにして一般的なものにするのか、その智恵をどこまで提示できるかが注目点で

しょう。

分科会19　小・中学校における共生教育、特に助け合いによる生活支援の理解をうながす

　　　　 　人間教育をどう行うのが望まれるか

　共生のこころは本当は子どもの頃から育てないと隠れてしまいます。日本ではまだまだ

貴重な人間教育の実例を知ること自体に大きな意味があります。

分科会20　障がい者が地域の人々とともに生きる地域をどうつくるか

　障がい者支援は歴史があるだけに歪みも抱えています。「普通に暮らしたい」思いを当

事者はどう話し、支援者はどう受け止めるのか、パネリストのやりとり自体が注目点でし

ょう。

分科会21　認知症の人が地域の人々とともに生きる地域をどうつくるか

　地域の受け入れ体制を進めた大綱（新々オレンジプラン）をどう生かすか。新しい対策

が打ち出されるでしょう。

分科会22　生活困窮の人が地域の人々とともに生きる地域をどうつくるか

　幅広く生活困窮者をワンストップで受け入れ、地域のいろいろな力を借りて伴走支援し

ようというのは、新しい手法です。それがうまくいっていることをこのパネルで確認する

のが注目点で、そうなればこの手法を一般化するインセンティブにもなるでしょう。

分科会23　刑余者などの人が地域の人々とともに生きる地域をどうつくるか

　刑余者を普通に受け入れる地域にすることは、難しい作業ですが、これができなければ

共生社会は実現しません。この特異な分野で苦労されている先駆者がどんなメッセージを

出されるか自体が注目点です。
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分科会24　市民後見人による後見活動と生活支援活動はどう連携するのが望ましいか

　成年後見制度は、旧制度を引きずっていて身上保護を中核とする仕組みになっておらず、

制度として大きな問題を抱えています。この問題の突破口となり得るのが市民後見人です

が、どのようにすれば身上保護中心の運用に変えていけるのか、その智恵がどこまで出る

のかが注目点でしょう。

分科会25　企業ＯＢに助け合いによる生活支援活動への参加をうながすには

　　　　 　どうすればよいか

　日本の企業ＯＢが地域社会に容易に溶け込めないことが、男女共同参画の共生社会をつ

くるうえでの障壁になっています。しかしその大きな原因は、日本社会における働き方に

あり、長い時間を経ても解決しません。この難題にどんなアプローチがあるのか、披露さ

れるすべての智恵に注目したいと思います。

分科会26　助け合い活動にプロボノとしてどう参加するか

　プロボノは企業人や専門家が共生の社会とつながるための手法であり、日本の将来のた

めにも重要です。プロはどんなプロボノ活動をしているのか、その広がり具合に注目しま

しょう。

分科会27　我が事・丸ごとや小規模多機能自治などの地域づくり活動と

　　　　 　生活支援活動とをどう結び付けるか

　共生社会を目指してまちづくりをする時、障壁になるのが行政のタテワリですが、民間

や地方自治体の智恵者がタテワリをどう突破しているか。智恵と気力にあふれた取り組み

の実態が注目点です。

分科会28　介護におけるエンパワーメントと自立支援のあり方は何か

　介護の究極の目的は利用者の尊厳の保持であり、それを具体的に実現する手法がエンパ

ワーメントと精神的自立支援です。理論・実務に通じる最高の識者が介護の本質にどう迫

るかが注目点です。

分科会29　認定介護福祉士が地域の連携強化に果たす役割

　施設は地域に開かれ、地域とつながっているのが当然のあり方ですが、その方向に向け

内部からリードするのに重要な役割を果たすことを期待されているのが、新しく動き出し

た認定介護福祉士です。彼ら、彼女らがどう動こうとしているのか。それは、任務に誇り

を持っている介護福祉士だけでなく、地域包括ケアの実現を目指すすべての人の注目点で

しょう。
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分科会30　「民間の公益」（助け合い活動）と

　　　　 　「行政の公益」（生活支援サービス）の関係を考える

　行政の事業（直轄又は委託）として行ってきた事業を、民間の事業（ただし、補助付き）

に移すことは、「行政の公益」及び「民間の公益」という視点から整理すると、どういう

ことになるのか。これまであまり検討されてこなかった問題を、基本から考えること自体

が注目点で、各パネリストの発言は未知との遭遇感があります。

【第３部パネル】

分科会31　都道府県は助け合いによる生活支援活動を広めるために何をすべきか

　熱意と能力にばらつきが目立つ市区町村を指導して、住民の生活レベルに大差がつかな

いようにすることが都道府県の存在理由ですが、その都道府県の指導力自体にかなりの差

が出ています。先導的な府県のやり方に目をこらして、学んでほしいと願っています。

分科会32　人口が少ない自治体における助け合いによる

　　　　 　生活支援に関する課題と対応策は何か

「職員が少ないからやれない」という小規模自治体も目立つ中で、工夫すればこれだけや

れるということを実証します。早々とその実証をした小坂町から厚労省に入ってこの事業

を担当し、再び小坂町に戻って実践を重ねている三政貴秀さんの進行ぶりも注目点です。

分科会33　協議体は地域ケア会議その他の類似機関と兼ねることができるか

　この問題の整理がつかないと、組織の混乱、非効率、疲弊におちていきますが、類似機

関の実態はさまざまです。議論がすっきり整理できるかが注目点でしょう。

分科会34　社会福祉協議会の総合事業・体制整備事業における役割は何か

　新総合事業は社協ど真中の事業ですが、社協だけでやり遂げることは困難です。どのよ

うに協力体制をつくるかについて、社協自身がどう考えるのかが注目点です。

分科会35　地域包括支援センターは総合事業・体制整備事業に

　　　　 　どこまで関わるのが望ましいか

　この事業への地域包括支援センターの関わりぶりは、包括完全主導型からほとんど蚊帳

の外型まで、千差万別です。包括のあり方にどこまで迫るかが注目点でしょう。

分科会36　ＳＣやその関係者の人事はどうあるのが望ましいか

　助け合い活動は住民の中に入らないと創れませんから適材が継続して配置されるかどう

かの影響は実に大きい。しかし兼職のＳＣや行政などにおける事業関係者の人事は、おお
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むね従来型（ゼネラリスト養成型）で行われており、住民サイドの活動者のためいきは深

いものがあります。アドバイザーの岩名礼介さんから、どれだけ大胆で実務的なアイデア

が出るかも、注目点です。

分科会37　工程表のつくり方

　　　　 　～目指す地域像を実現するためのステップはどのように考えたらよいか～

　行政は、政策目標を定めて工程表をつくりＰＤＣＡサイクルで政策を実施しています。

しかし、住民主体の助け合い活動創出については、行政は成果目標を立てる立場にありま

せんし、行政が立てると住民が反発して動きません。では、後方支援の立場を守っている

優れた行政や SC などは、どのように工程（計画）を立てているのか。実務の智恵が注目

点です。

分科会38　町内会レベルのワークショップの手法は何か

　町内会レベルのワークショップこそが、真の住民のニーズを住民同士で確認し合い、共

感と助け合いの意欲を引き出す手法なのですが、生活困難者のワークショップ参加が結構

な力仕事で、あまり普及していません。実践者の智恵や工夫をしっかり学びたいところで

す。

分科会39　アンケートと訪問調査を有効に行い、活用する方法は何か

　アンケートはごく一般的なニーズ把握の手法であり、訪問調査もやり方によって担い手

発掘の効果を上げてはいますが、工夫をしないと通り一遍のものになります。ニーズ把握

がこの事業の出発点ですから、成果を上げているところの手法に注目したいパネルです。

分科会40　担い手養成講座の成果を生かす方法は何か

　実践と結び付かない担い手養成講座は、単なる教養講座です。実践と結び付ける具体的

な手法に注目しましょう。

	

分科会41　地域で行われている助け合い活動をどう再発見するか

　地域では自然な助け合い活動が目立つことなく行われています。それをこの事業にどう

結び付けるかについて、経験豊かな有識者からどんな智恵が披露されるのかが注目点で

しょう。

分科会42　防災活動をどう助け合い活動に結び付けるか

　　　　 　～助け合いマップの活用など～

　これまでの大災害の経験から、防災活動の基礎は平素の住民相互の絆にあると言えるで
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しょう。防災活動には、生活支援活動と異なり、男性が参加しやすい特徴があるところか

ら、防災活動と平素の助け合い活動を結び付ける実践例が注目されます。

分科会43　特に大都市部において地域により助け合い活動創出の可能性や手法に

　　　　 　大きな差異がある場合に、助け合い創出の戦略をどう立てるか

　大都市には近隣の関係が冷え込んでいる地域も多く、生活支援体制が機能していない圏

域のほうが多い実情にあります。これが機能しているパネリストの地域のやり方に注目し

て実践可能な戦略を立てないと、大都市の生活弱者が置き去りにされるおそれがあります。

分科会44　地域の中高年男性をどう助け合い活動に引き込むか

　日本社会の最大の欠点の一つは、中高年男性の家庭生活・地域生活への不参加です。ど

んな対策が有効か、実践者たちの智恵と工夫が聞きどころです。

分科会45　住民のやらされ感を払しょくするコツと手法は何か

　この事業の泣きどころ、“住民のやらされ感”を払しょくできるかどうかで、この事業

の成否が決まります。助け合いの本質を理解した SC と関係者の成功のコツに注目しま

しょう。

分科会46　居場所にはどんな形があり得るか

　居場所の幅の広さを聞くうち、楽しくなってくるでしょう。

分科会47　現場視察を有効に行うには、どんな工夫をすればよいか

　現場視察は助け合い活動のもっとも有効な学習方法ですが、その企画実施には、結構智

恵と配慮と準備が必要で、それがないと現場の視察や見学がかえって助け合い活動の軽視

や偏見を生むことがあります。たくさんの実例から、ポイントをつかんでいただくための

パネルです。

分科会48　社会福祉法人はどのように社会貢献を行うか

　社会福祉法人が自分と地域に適した社会貢献活動を行うことは、法人と地域の双方にプ

ラスとなるウィンウィンの関係をつくります。多彩な実践例が紹介されますので、いかに

自法人に適したやり方を選ぶかが焦点でしょう。また、地域の側からは、その圏域におけ

る社会福祉法人の力の引き出し方を学びたいところです。

分科会49　時間預託をどう広めるか

　　　　 　～ＮＡＬＣの実践から～
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いきがい
助け合い

　ＮＡＬＣが、新総合事業が広がる中、どうその特徴を活かして発展しようとするのか、注

目されています。

分科会50　助け合い活動でどこまで家事支援や身体介助ができるか

　助け合い活動はプロの活動の補完というように漠然と認識されてきましたが、助け合い

活動にはプロにはあまり期待できない独自の長所と役割があり、その認識を共有して両者

が適切に連携することが求められます。

　その点についてプロのパネリストがどういう考えを披露されるかが注目されます。

分科会51　海外では地域の助け合い活動でどれだけ高齢者の生活を支えているか

　海外の生活支援で助け合い活動はどんな役割を期待されているのかを学びましょう。

分科会52　在宅における介護人材の確保をどうするか

　　　　 　～本人の尊厳・いきがいを含めて生活を支える人材の確保～

　介護人材の確保はこれからますます大問題になっていきます。最大の難問に、どんなア

イデアが出て来るか。朝川知昭さんと服部真治さんは新地域支援事業の創設者ですから、そ

の立場からの智恵に特に注目が集まっています。

分科会53　医師・看護師などの専門家にいきがいや助け合いの重要性を

　　　　 　どう理解してもらうか

　プロには失礼なテーマですが、プロも尊厳の保持を目的とする以上、助け合い活動によ

るいきがいや人間性の確保の意義を理解し、助け合い活動と連携しつつその役割を果たす

ことが必要です。しかし、現実には医療の専門化が進むにつれ、専門性に徹して病の治療

にのみ専念するプロがまだ少なからずおられることも事実ですので、このパネルでどんな

工夫が打ち出されるかは、患者・利用者からは大きな注目点です。

分科会54　在宅での人生の最終章の過ごし方及び看取りのあり方

　　　　 　～医療関係者の関わり方、親族のあるべき態度、

　　　　 　　助け合い活動者の関わり方など～

　国民の大多数は、在宅での大往生を望んでいます。それだけに、プロや助け合い活動者

による実践例は、誰もが知りたいところです。
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堀田  力	 （公財）さわやか福祉財団会長

原　  勝則氏	 元厚生労働審議官・老健局長

宮本  太郎氏	 中央大学法学部教授

袖井  孝子氏	 お茶の水女子大学名誉教授

蒲原  基道氏	 前厚生労働事務次官

堀田  聰子氏	 慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授

大島  一博氏	 厚生労働省老健局長

渋谷  篤男氏	 （社福）中央共同募金会常務理事

山際  淳氏	 日本生活協同組合連合会福祉事業推進部長

澤出  桃姫子氏	 日常生活支援あつべつ・たすけ愛ふくろう代表

堀田  力	 （公財）さわやか福祉財団会長

村田  幸子氏	 福祉ジャーナリスト

大森  彌氏	 東京大学名誉教授

吉田  一平氏	 長久手市長

秋山  由美子氏	 元世田谷区副区長

望月  迪洋氏	 新潟市政策企画部・政策調整監

小玉  昭子氏	 越前市社会福祉課相談支援包括化推進員

菅原  弥生氏	 大館市長寿課長

長瀬  純治	 （公財）さわやか福祉財団

松尾  好明氏	 つくばみらい市第1層ＳＣ

小山  貴行氏	 志木市長寿応援課

川嶋  祥子氏	 志木市第1層ＳＣ

渡邉  洋子氏	 板橋区第1層ＳＣ

小林  陽一氏	 南アルプス市第２層ＳＣ

大山  洋治氏	 葛城市第1層ＳＣ

園田  香奈子氏	 奄美市高齢者福祉課

田丸  友三郎氏	 奄美市第1層ＳＣ

土屋  幸己氏	 （一社）コミュニティーネットハピネス代表理事

原　  勝則氏	 元厚生労働審議官・老健局長

目崎  智恵子	 高崎市第1層ＳＣ・（公財）さわやか福祉財団

渡邊  優子氏	 村上市第2層ＳＣ

河村  政徳氏	 犬山市第1層ＳＣ

貝長  誉之氏	 太子町第1層ＳＣ

 22
23
30
41
48

 54
55
56
57
58
59

60
61
62
63
64
65
66

  67
68
69
70
71
72
73
74
75

76
 77
78
79
80
81

「共生社会をつくる地域包括ケア ～生活を支え合う仕組みと実践～」

分科会 2 市区町村における庁内体制はどうあるべきか

分科会 3 住民から信頼される体制をどうつくるか ～ＳＣと協議体構成員の人選、 2層圏域の設定・事務局体制など～

分科会 4 ＳＣと協議体はどう役割を果たすか ～ＳＣと行政との連携、 1層と2層の連携など～

分科会 1 生活支援を助け合い活動で行うには、具体的にどうすればよいか

全体シンポジウム	 9日（月）　13:10～15:00

第1部パネル	 9日（月）　15:30～17:50

目　次 肩書は7月10日時点のものです。本文は敬称略。ＳＣ＝生活支援コーディネーターの略

【進行役】

【進行役】

【進行役】

【アドバイザー】

【進行役】

【進行役】

【アドバイザー】
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いきがい
助け合い

齋木  由利氏	 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株） 経済政策部副主任研究員

和田  敏明氏	 ルーテル学院大学名誉教授

井上  秀子氏	 阿賀野市第1層ＳＣ

斉藤  節子氏	 南アルプス市第1層ＳＣ

坂上  尚大氏	 阪南市第1層ＳＣ

清水  民樹氏	 福津市第1層ＳＣ

岩名  礼介氏	 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株）社会政策部長、主席研究員

齊藤  秀樹氏	 （公財）全国老人クラブ連合会常務理事

河田  珪子氏	 地域の茶の間創設者／支え合いのしくみづくりアドバイザー

石橋  正道氏	 （社福）綾瀬市社会福祉協議会

岡　  保正氏	 箱の浦自治会まちづくり協議会会長

佐藤  智彦氏	 （社福）池田町社会福祉協議会事務局長

岡野  貴代	 （公財）さわやか福祉財団

髙橋  由和氏	 （特非）きらりよしじまネットワーク事務局長

細貝  光義氏	 （特非）鶴ヶ島第二小学校区地域支え合い協議会会長

小林  孝氏	 コープ南砂助け合いの会事務局長

初田  隆史氏	 若葉台自治会長・宇治市第１層協議体委員長

内鏡原  勇氏	 鹿屋市高齢福祉課

穂園  裕治氏	 鹿屋市第２層ＳＣ

鶴山  芳子	 （公財）さわやか福祉財団理事

島村  孝一氏	 （認定特非）きらりびとみやしろ理事長

塩澤  敏男氏	 新潟市西蒲区第1層ＳＣ

砂塚  一美氏	 柏崎市第1層・第2層ＳＣ

稲葉  ゆり子氏	 （特非）たすけあい遠州代表理事

新川  好敏氏	 （社福）曽於市社会福祉協議会地域福祉課長

中村  順子氏	 （認定特非）コミュニティ・サポートセンター神戸理事長

袖井  孝子氏	 お茶の水女子大学名誉教授

成瀬  和子氏	 （社福）しみんふくし滋賀副理事長

加藤  由紀子氏	 （特非）ふれあい天童理事長

杉山  久美子氏	 生活協同組合コープにいがたくらしの助け合いたんぽぽの会代表

牧　  圭介氏	 前　生活協同組合コープこうべ大阪北地区活動本部長

河崎  民子氏	 （特非）全国移動サービスネットワーク副理事長

遠藤  準司氏	 （特非）全国移動サービスネットワーク理事

三星  昭宏氏	 近畿大学名誉教授

梅田  寛章氏	 不動ヶ丘高齢者等生活支援プロジェクトほっとらいふ代表

窄口  真吾氏	 （社福）小野市社会福祉協議会地域福祉課

川部  勝一氏	 厚生労働省老健局振興課課長補佐

 82
83
84
85
86
87

88
89
90
91
92
93

94
95
96
98
99

100
101

  

102
103
104
105
106
107

108
109
110
111 

112
113

114
115
116
117
118
119

分科会 5 目指す地域像の意義と取り組み方

分科会 6 助け合いのネットワークをつくるにあたり、既存の助け合い活動を生かすにはどうすればよいか

分科会 7 地縁の助け合い活動を活性化するには？

分科会 8 共生型常設型居場所をどう広げるか

分科会 9 有償（謝礼付き）ボランティア活動をどう広げるか

分科会 � 自動車による移動支援をどう広げるか（企画・協力：（特非）全国移動サービスネットワーク）

【進行役】

【アドバイザー】 

【進行役】

【進行役】

【進行役】

【進行役】

【アドバイザー】

【進行役】
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服部  真治氏	 医療経済研究機構研究部主任研究員兼研究総務部次長

辻野  文彦氏	 八王子市高齢者福祉課・第１層ＳＣ

森　  紫歩氏	 豊明市第１層ＳＣ

山本  真琴氏	 （社福）萩市社会福祉協議会地域福祉課長・第２層ＳＣ

鈴木  聞氏	 池田町保健福祉課

樋口  恵子氏	 （特非）高齢社会をよくする女性の会理事長

猪熊  律子氏	 読売新聞東京本社編集委員

松岡  洋子氏	 東京家政大学人文学部准教授

平野  覚治氏	 （一社）全国食支援活動協力会専務理事

渡邊  典子氏	 （特非）ほっとあい副理事長

神谷  良子氏	 （特非）神戸ライフ・ケアー協会理事長

熊谷  美和子氏	 （特非）たすけあい平田理事長

中村  秀一氏	 （一社）医療介護福祉政策研究フォーラム理事長

小野  健悦氏	 （医）博仁会 志村大宮病院法人サポート部副部長

中島  由美子氏	 （医）恒貴会訪問看護ステーション愛美園所長

早川  仁氏	 流山市健康福祉部長

佐藤  寿一氏	 （社福）宝塚市社会福祉協議会常務理事

江田  佳子氏	 佐々町住民福祉課／佐々町地域包括支援センター課長補佐

岡持  利亘氏	 （医）真正会 霞ヶ関南病院地域リハビリテーション・ケアサポートセンター長

唐木  美代子氏	 居宅介護支援事業所「ケアステーション地球人」ケアマネージャー

古海  りえ子氏	 （特非）みんなの元気塾副理事長

安本  勝博氏	 津山市健康増進課・高齢介護課

石川  裕子氏	 地域密着多機能ホーム「鞆の浦・さくらホーム」主任ケアマネージャー

田中  滋氏	 埼玉県立大学理事長、慶應義塾大学名誉教授

秋山  正子氏	 暮らしの保健室長、（認定特非）マギーズ東京センター長

時田  佳代子氏	 （社福）小田原福祉会理事長

竹本  匡吾氏	 （社福）地
ま ち

域でくらす会副理事長

早瀬  昇氏	 （社福）大阪ボランティア協会理事長

井手  達也氏	 （社福）合志市社会福祉協議会事務局次長・地域福祉課長

鵜尾  雅隆氏	 （認定特非）日本ファンドレイジング協会代表理事

髙橋  陽子氏	 （公社）日本フィランソロピー協会理事長

山田  健一郎氏	 （公財）佐賀未来創造基金代表理事

米田  佐知子氏	 子どもの未来サポートオフィス代表

分科会 � 行政やＳＣ、協議体などによる後方支援、特に補助をどのようにすればよいか

分科会 � 人生100年時代、介護問題を女性の目で見る

分科会 � 要介護者の生活支援を助け合いで行うことができるか

分科会 � 医療・介護サービスと生活支援の助け合い活動とのネットワークをどうつくるか

分科会 � ケアプランに生活支援の助け合い活動及び本人のいきがい活動をどう取り入れるか

分科会 � いわゆる重度者に対する24時間在宅ケアサービスをどう組み立てるか

分科会 � 助け合いによる生活支援活動に対する寄付・遺贈などの意義と仕組みは何か

第2部パネル	 10日（火）　9:00～11:00

【進行役】

【進行役】

【進行役】

【進行役】

【進行役】

【進行役】
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奥山  千鶴子氏	 （特非）子育てひろば全国連絡協議会理事長

石蔵  文信氏	 大阪大学人間科学研究科未来共創センター招へい教授

岡村  紀男氏	 元ほっとスペースじいちゃんち代表

松本  茂子氏	 ボランティアはなぞの代表

宮内  敏雄氏	 （特非）あい・ぽーとステーション 子育て・まちづくり支援プロデューサー

梅澤  隆氏	 （特非）あい・ぽーとステーション 子育て・まちづくり支援プロデューサー

中村  豊	 （公財）さわやか福祉財団

嶋野  道弘氏	 元文教大学教育学部教授

大河原  敦氏	 前 川西町立吉島小学校校長

齋藤  舞氏	 （社福）埼玉県社会福祉協議会地域活動支援課

武智  理惠氏	 （特非）まちと学校のみらい理事

田中  克博氏	 精華町キャラバン・メイト連絡会代表

土屋  幸己氏	 （一社）コミュニティーネットハピネス代表理事

蒲原  基道氏	 前厚生労働事務次官

飯田  大輔氏	 （社福）福祉楽団理事長

内布  智之氏	 （一社）日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構代表理事

大原  裕介氏	 （社福）ゆうゆう理事長

杉田  健一氏	 （特非）縁活代表

新田  國夫氏	 （医）つくし会理事長

大島  一博氏	 厚生労働省老健局長

原　  勝則氏	 元厚生労働審議官・老健局長

服部  安子氏	 （社福）浴風会ケアスクール校長

勝部  麗子氏	 （社福）豊中市社会福祉協議会福祉推進室長

伊藤  まり氏	 （一社）音別ふき蕗団代表理事

櫛部  武俊氏	 （一社）釧路社会的企業創造協議会副代表

（登壇者は他６名）

堀田  力	 （公財）さわやか福祉財団会長

村木  厚子氏	 津田塾大学客員教授

玄　  秀盛氏	 （公社）日本駆け込み寺代表

中本  忠子氏	 （特非）食べて語ろう会理事長

西村  穣氏	 （認定特非）全国就労支援事業者機構事務局長

山本  譲司氏	 作家、福祉活動家

大森  彌氏	 東京大学名誉教授

赤沼  康弘氏	 赤沼法律事務所 弁護士

東　  啓二氏	 東京大学大学院教育学研究科特任専門職員

分科会 � 子どもと高齢者の交流や助け合いをどう広げるか （企画・協力：にっぽん子ども・子育て応援団）

分科会 � 小・中学校における共生教育、特に助け合いによる生活支援の理解をうながす人間教育をどう行うのが望まれるか

分科会 � 障がい者が地域の人々とともに生きる地域をどうつくるか

分科会 � 認知症の人が地域の人々とともに生きる地域をどうつくるか

分科会 � 生活困窮の人が地域の人々とともに生きる地域をどうつくるか

分科会 � 刑余者などの人が地域の人々とともに生きる地域をどうつくるか

【進行役】

【進行役】

【アドバイザー】

【進行役】

【アドバイザー】

【進行役】

【進行役】

【進行役】

【進行役】
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159
160
161
162
163
164

165
166
167
168
169
170

171
172
173
174

175
176
176

177
178
179
180
181
182

183
184
185

分科会 � 市民後見人による後見活動と生活支援活動はどう連携するのが望ましいか
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小池  信行氏	 山田二郎法律事務所 弁護士

羽田  冨美江氏	 地域密着多機能ホーム「鞆の浦・さくらホーム」施設長

村井  智子氏	 大阪市成年後見支援センター所長

神野  毅氏	 （特非）ニッポン・アクティブライフ・クラブ会長

奥山  俊一氏	 （認定特非）プラチナ・ギルドの会理事長

齊藤  秀樹氏	 （公財）全国老人クラブ連合会常務理事

中村  順子氏	 （認定特非）コミュニティ・サポートセンター神戸理事長

和多 幸司朗氏	 （公社）門真市シルバー人材センター常務理事・事務局長

嵯峨  生馬氏	 （認定特非）サービスグラント代表理事

猪俣  健一氏	 （社福）阪南市社会福祉協議会事務局次長

金山  佳子氏	 （特非）ここから100代表理事

森本  健司氏	 医療関連企業勤務

吉田  夏子氏	 大阪府介護支援課

吉村  悦子氏	 （特非）住まいみまもりたい理事長・大東市第1層ＳＣ

堀田  聰子氏	 慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授

板持  周治氏	 雲南市地域振興課長

髙橋  由和氏	 （特非）きらりよしじまネットワーク事務局長

森脇  俊二氏	 （社福）氷見市社会福祉協議会事務局次長

吉田  昌司氏	 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長（兼）地域共生社会推進室長

中村  秀一氏	 （一社）医療介護福祉政策研究フォーラム理事長

石山  麗子氏	 国際医療福祉大学大学院教授

河田  珪子氏	 地域の茶の間創設者／支え合いのしくみづくりアドバイザー

熊谷  美和子氏	 （特非）たすけあい平田理事長

近藤  克則氏	 千葉大学予防医学センター 社会予防医学研究部門教授

松井  一人氏	 （公社）日本理学療法士協会理事

諏訪  徹氏	 日本大学文理学部社会福祉学科教授

平川  博之氏	 （一社）認定介護福祉士認証・認定機構理事

山田  尋志氏	 地域密着型総合ケアセンターきたおおじ代表

家﨑  かおり氏	 認定介護福祉士／（社福）坂城町社会福祉協議会

北山  加代子氏	 認定介護福祉士／（特非）ほのぼのセンターひなたぼっこ代表

遠藤  洋一氏	 京都市介護ケア推進課資格・認定給付担当課長

雨宮  孝子氏	 （公財）公益法人協会理事長

上野谷  加代子氏	 同志社大学社会学部社会福祉学科教授

岡本  仁宏氏	 関西学院大学法学部教授

出口  正之氏	 国立民族学博物館教授／総合研究大学院大学教授

山岡  義典氏	 （公財）助成財団センター理事長

分科会 � 企業OBに助け合いによる生活支援活動への参加をうながすにはどうすればよいか

分科会 � 助け合い活動にプロボノとしてどう参加するか（企画・協力：（認定特非）サービスグラント）

分科会 � 我が事・丸ごとや小規模多機能自治などの地域づくり活動と生活支援活動とをどう結び付けるか

分科会 � 介護におけるエンパワーメントと自立支援のあり方は何か

分科会 � 認定介護福祉士が地域の連携強化に果たす役割

分科会 � 「民間の公益」（助け合い活動）と「行政の公益」（生活支援サービス）の関係を考える
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【進行役】

【進行役】

【進行役】

【進行役】

【進行役】

【進行役】
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いきがい
助け合い

清水  肇子	 （公財）さわやか福祉財団理事長

石山  裕子氏	 厚生労働省老健局振興課主任調査員

今井  隆元氏	 埼玉県地域包括ケア課

小林  亮太氏	 新潟県高齢福祉保健課

舟澤  輝氏	 静岡県長寿政策課

吉田  夏子氏	 大阪府介護支援課

三政  貴秀氏	 小坂町福祉課

津澤  安彦氏	 浦河町第1層ＳＣ

高津佐  智香子氏	 神河町健康福祉課

海野  久代氏	 新富町福祉課

岡本  貢氏	 三原村第1層ＳＣ

土屋  幸己氏	 （一社）コミュニティーネットハピネス代表理事

齋藤  大輔氏	 市原市第1層ＳＣ

瀬賀  秀雄氏	 村上市第2層神林地区協議体委員

平田  清美氏	 （社福）安城市社会福祉協議会地域福祉課

河上  誠氏	 泉南市第２層ＳＣ

石井  義恭氏	 厚生労働省老健局総務課／社会・援護局地域福祉課（併）地域共生社会推進室（併）課長補佐

高橋  良太氏	 （社福）全国社会福祉協議会地域福祉部長

太田  美津子氏	 板橋区第1層ＳＣ

佐藤  小百合氏	 村上市第2層ＳＣ

龍井  久美氏	 （社福）対馬市社会福祉協議会事務局長

関口  和宏氏	 三芳町第1層ＳＣ

髙良  麻子氏	 東京学芸大学教育学部教授

岡村  美花氏	 武蔵村山市南部地域包括支援センター・第1層ＳＣ

平井  栄理子氏	 松前町健康課地域包括支援センター係

大浦  むつみ氏	 佐々町地域包括支援センター・第１層ＳＣ

櫻井  宏充氏	 厚生労働省老健局振興課課長補佐

丸藤  競氏	 函館市地域交流まちづくりセンター長・第1層ＳＣ

岩名  礼介氏	 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株） 社会政策部長、主席研究員

砂塚  一美氏	 柏崎市第1層・第2層ＳＣ

河村  政徳氏	 犬山市第1層ＳＣ

永田  孝一氏	 奄美市高齢者福祉課長

岡野  貴代	 （公財）さわやか福祉財団

分科会 � 都道府県は助け合いによる生活支援活動を広めるために何をすべきか

分科会 � 人口が少ない自治体における助け合いによる生活支援に関する課題と対応策は何か

分科会 � 協議体は地域ケア会議その他の類似機関と兼ねることができるか

分科会 � 社会福祉協議会の総合事業・体制整備事業における役割は何か

分科会 � 地域包括支援センターは総合事業・体制整備事業にどこまで関わるのが望ましいか

分科会 � ＳＣやその関係者の人事はどうあるのが望ましいか

第3部パネル	 10日（火）　12:30～14:30
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【進行役】

【進行役】

【進行役】

【進行役】

【進行役】

【進行役】

【アドバイザー】 

【進行役】

分科会 � 工程表のつくり方 ～目指す地域像を実現するためのステップはどのように考えたらよいか～
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野中  久美子氏	 （地独）東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加と地域保健研究チーム研究員

立花  幹氏	 埼玉県地域包括ケア課

佐藤  正和氏	 新潟市地域包括ケア推進課副参事

常盤  かね美氏	 長野市第2層ＳＣ

佐藤  千佳氏	 （社福）豊中市社会福祉協議会地域福祉課長

三角  奈都美氏	 川島町健康福祉課

小林  節子氏	 川島町第１層ＳＣ

東條  信也氏	 太子町高齢介護課長

髙橋  望	 （公財）さわやか福祉財団

髙橋  誠氏	 柏崎市第1層ＳＣ

平野  歌織氏	 長野市第2層ＳＣ

久本  一富氏	 人吉市第1層ＳＣ

對馬  ひろみ氏	 小坂町第1層ＳＣ

相山  馨氏	 富山国際大学子ども育成学部准教授

袖井  孝子氏	 お茶の水女子大学名誉教授

坂上  尚大氏	 阪南市第1層ＳＣ

高木  佳奈枝氏	 竹田市第1層ＳＣ

斉藤  貴紀氏	 対馬市第1層ＳＣ

中村  順子氏	 （認定特非）コミュニティ・サポートセンター神戸理事長

中村  仁氏	 （特非）ニッポン・アクティブライフ・クラブ函館はまなす副代表・事務局長

目崎  智恵子	 高崎市第1層ＳＣ・（公財）さわやか福祉財団

渡邉  隆幸氏	 新潟市中央区第1層ＳＣ

大錦  清文氏	 出雲市第1層ＳＣ

池田  昌弘氏	 （特非）全国コミュニティライフサポートセンター理事長

髙橋  由和氏	 （特非）きらりよしじまネットワーク事務局長

酒井  保氏	 ご近所福祉クリエイション主宰 ご近所福祉クリエーター

菱沼  幹男氏	 日本社会事業大学社会福祉学部准教授

野村  恭代氏	 大阪市立大学大学院生活科学研究科准教授

水嶌  順二氏	 京都市春日学区自主防災会会長

仲　  峰子氏	 豊中市刀根山校区福祉委員会会長

浜　  尚美氏	 竹の台地区防災・防犯福祉コミュニティ会長

長瀬  純治	 （公財）さわやか福祉財団

和田  敏明氏	 ルーテル学院大学名誉教授

徳江  俊一氏	 高崎市長寿社会課

金子  和雄氏	 新潟市地域包括ケア推進課

内田  岳史氏	 板橋区おとしより保健福祉センター

分科会 � 町内会レベルのワークショップの手法は何か

分科会 � アンケートと訪問調査を有効に行い、活用する方法は何か

分科会 � 担い手養成講座の成果を生かす方法は何か

分科会 � 地域で行われている助け合い活動をどう再発見するか（企画・協力：（特非）全国コミュニティライフサポートセンター）

分科会 � 防災活動をどう助け合い活動に結び付けるか ～助け合いマップの活用など～

分科会 � 特に大都市部において地域により助け合い活動創出の可能性や手法に大きな差異がある場合に、助け合い創出の戦略をどう立てるか
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【進行役】

【進行役】

【アドバイザー】

【進行役】

【進行役】

【進行役】

【進行役】

【アドバイザー】
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いきがい
助け合い

勝部  麗子氏	 （社福）豊中市社会福祉協議会福祉推進室長

大下  勝巳氏	 おやじの会「いたか」世話人

加藤  由紀子氏	 （特非）ふれあい天童理事長

戸谷  友隆氏	 豊中あぐりプロジェクト運営委員会運営委員

初鹿野  聡氏	 （特非）みんなのくらしターミナル代表理事

原藤  光氏	 「おんどりクラブ」会長

齋木  由利氏	 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株） 経済政策部副主任研究員

古屋  皓司氏	 甲斐市長寿推進課／甲斐市地域包括支援センター

斉藤  節子氏	 南アルプス市第１層ＳＣ

福沢  千恵子氏	 高森支え合いネットワーク（協議体）メンバー

今西  綾氏	 広陵町介護福祉課

中家  裕美氏	 岬町第1層ＳＣ

竹本  靖典氏	 岬町第1層協議体副委員長

鶴山  芳子	 （公財）さわやか福祉財団理事

藤原  佳典氏	 （地独）東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加と地域保健研究チーム研究部長

河田  珪子氏	 地域の茶の間創設者／支え合いのしくみづくりアドバイザー

米田  佐知子氏	 子どもの未来サポートオフィス代表

大坪  直子氏	 （一社）ふらっとカフェ鎌倉理事

國生  美南子氏	 （認定特非）たすけあいの会ふきのとう副代表

土屋  龍太郎氏	 土屋建設（株）代表取締役社長

佐藤  昭男氏	 （特非）ぽっかぽかすずかけ代表

山本  純子氏	 （特非）福祉NPO支援ネット北海道代表理事

西村  有里氏	 芽室町第１層ＳＣ

佐藤  潤一氏	 （社福）埼玉県社会福祉協議会地域連携課

宮城  智広氏	 鶴ヶ島市第１層ＳＣ

稲葉  ゆり子氏	 （特非）たすけあい遠州代表理事

松井  杏奈氏	 御前崎市第1層ＳＣ

寺井  正治氏	 （特非）ニッポン・アクティブライフ・クラブ副会長

羽根  武志氏	 藤井寺市第１層ＳＣ

岡山  隆二氏	 もちつ・もたれつ・まくネット代表

大竹野  佑介氏	 南大隅町第１層ＳＣ

諏訪  徹氏	 日本大学文理学部社会福祉学科教授

川邊  弘美氏	 （社福）芦別慈恵園理事・総合施設長

宮田  裕司氏	 （社福）全国社会福祉法人経営者協議会地域共生社会推進委員会委員長

杉　  啓以子氏	 （社福）江東園経営企画管理室（TQM）本部長

髙杉  威一郎氏	 （社福）峰栄会特別養護老人ホームさぎの宮寮施設長

中島  浩氏	 （社福）福津市社会福祉協議会

川内  みより氏	 （社福）恵仁会・鹿屋市第1層・第2層ＳＣ

分科会 � 地域の中高年男性をどう助け合い活動に引き込むか

分科会 � 住民のやらされ感を払しょくするコツと手法は何か

分科会 � 居場所にはどんな形があり得るか

分科会 � 現場視察を有効に行うには、 どんな工夫をすればよいか

分科会 � 社会福祉法人はどのように社会貢献を行うか

295
296
297
299
300
301

302
303
304
305
306
307
308

309
310
311
312
313
314
315
316

317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

327
328
329
330
331
332
333

【進行役】

【進行役】

【進行役】

【アドバイザー】

【進行役】

【進行役】
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西村  順子氏	 （特非）ニッポン・アクティブライフ・クラブ事務局長

和田  修身氏	 （特非）ニッポン・アクティブライフ・クラブ水戸拠点代表

近藤  秀子氏	 （特非）ニッポン・アクティブライフ・クラブ枚方拠点副代表・家事介助支援統括

浅野  公博氏	 （特非）ニッポン・アクティブライフ・クラブ徳島拠点代表

堀田  力	 （公財）さわやか福祉財団会長

田中  雅子氏	 前 （一社）富山県介護福祉士会会長／（社福）富山県社会福祉協議会富山県福祉カレッジ教授

秋山  正子氏	 暮らしの保健室長、（認定特非）マギーズ東京センター長

谷　  仙一郎氏	 （特非）元気な仲間代表理事

阿部  かおり氏	 （特非）たすけ愛京築統括理事

大上  真一氏	 （一財）長寿社会開発センター 国際長寿センター室長

馬　  利中氏	 上海大学教授・東アジア研究センター所長

李　  誠國氏	 慶北大学校医科大学名誉教授

松岡  洋子氏	 東京家政大学人文学部准教授

鎌田  大啓氏	 （株）TRAPE代表取締役

服部  真治氏	 医療経済研究機構研究部主任研究員兼研究総務部次長

朝川  知昭氏	 厚生労働省参事官（総合政策統括担当）

斉藤  正身氏	 （医）真正会・（社福）真正会理事長

山田  尋志氏	 地域密着型総合ケアセンターきたおおじ代表

中村  一朗氏	 防府市高齢福祉課・第1層ＳＣ

村田  幸子氏	 福祉ジャーナリスト

川口  篤也氏	 （医）道南勤労者医療協会函館稜北病院副院長

新田  國夫氏	 （医）つくし会理事長

沖田  光昭氏	 公立みつぎ総合病院院長

麻野  信子氏	 （特非）さわやか徳島 幸せの家・ありがとう会長

花戸  貴司氏	 東近江市永源寺診療所所長

村松  静子氏	 在宅看護研究センターLLP代表

永井  康徳氏	 （医）ゆうの森理事長

熊谷  美和子氏	 （特非）たすけあい平田理事長

分科会 � 時間預託をどう広めるか ～NALCの実践から～（企画・協力：（特非）ニッポン・アクティブライフ・クラブ）

分科会 � 助け合い活動でどこまで家事支援や身体介助ができるか

分科会 � 海外では地域の助け合い活動でどれだけ高齢者の生活を支えているか（企画・協力：（一財）長寿社会開発センター　国際長寿センター）

分科会 � 在宅における介護人材の確保をどうするか ～本人の尊厳・いきがいを含めて生活を支える人材の確保～

分科会 � 医師・看護師などの専門家にいきがいや助け合いの重要性をどう理解してもらうか

分科会 � 在宅での人生の最終章の過ごし方及び看取りのあり方　～医療関係者の関わり方、親族のあるべき態度、助け合い活動者の関わり方など～

【進行役】

【進行役】

【進行役】

【進行役】

【進行役】

【進行役】
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登壇者紹介
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共生社会をつくる地域包括ケア
～生活を支え合う仕組みと実践～

■ 進行役
公益財団法人
さわやか福祉財団会長

堀田  力　

◎第1部パネル  分科会1
◎第2部パネル  分科会23
◎第3部パネル  分科会50
　にも登壇

経  歴

発言要旨

〇近代社会から現代社会にかけて、「個の
確立」に向けて一直線に進んできた先進
諸国は、その過程で地域共同体や大家族
による互助を衰退させた半面、個人の自

助努力で経済生活を支えられない部分を社会保障で救済
する仕組みを発展させてきました。
〇しかし、特に日本の場合、近年、少子高齢化及び富の
集中によって、財政負担能力及び現物給付能力が減退す
る一方で社会保障ニーズが増大しているため、自助と社
会保障を核とする国民の生活水準の維持は困難になって
います。
〇他方、「個」として目覚めた国民は、次第に物質的な豊
かさよりも「心の豊かさ」を求めるようになり、「尊厳の
保持」「精神的自立」「自己肯定感」「自己有用感」「いき
がい」などは、今や幸せに暮らすために不可欠の要素と
なっています。
〇これらの精神的欲求は、個別的であって複雑、多様で
あり、金銭給付や現物給付と違って、行政の給付（サー
ビス）にはなじみません。
〇これらの精神的欲求は、個人の自助努力のみによって
満たすことも難しく、他者とのかかわり、相互関係があ
ってはじめて満たされます。他者との精神的な絆の中で、
自らの気持ちを生かすことにより、他者の承認、感謝、
敬意、満足、あるいは、他者との共感、受容、親愛の念
などの相互関係が強まり、そこから自己肯定感やいきが

いなどを獲得するのです。
〇つまり、人間が尊厳を保持して自分らしく生きるのに
不可欠な精神的欲求を満たすことができるのは、行政で
はなく、人と人とのつながりであり、互助の関係だとい
うことです。「個」は、結局、共生社会におけるつながり
の中で確立されるのです。
〇そして、互助の関係は、話し合いだけでなく、相互に
認め合い、助け合う行動によってより着実に深まってい
きます。助け合い活動は、人の複雑多様な精神的欲求を
満たすだけでなく、他者の生活を助け合いで支えれば、
社会保障では困難になりつつある生活水準の維持という
課題にも対応できるのです。
〇以上に述べましたように、助け合い活動により生活を
支え合う仕組みは、尊厳（いきがい）の保持を究極の目
的とする地域包括ケアにおける重要な要素なのですが、
助け合い活動が活性化するのは、共生社会だからこそと
いう関係にあります。
〇この構造を踏まえながら、日本最高の有識者がそろっ
たこのシンポジウムにおいて、それぞれのお立場から、
共生社会、地域包括ケア、助け合いによる生活支援の関
係を解き明かしていただこうと目論んでいます。
〇その内容は、本サミットにおける54の分科会の総論の
役割りを果たすものになると意気込んでいますので、ど
うぞご参加ください。

　京都府生まれ、京都大学卒業、85歳。
　1961年より30年間検事として、各地６つの検察庁及び法務省、在米日本大使館に
勤務。人間の弱さと強さ、社会の温かさと冷たさ、法制度のあり方などを学ぶ。
　1991年弁護士。同時にさわやか福祉推進センター（現公益財団法人さわやか福祉
財団）開設。「新しいふれあい社会の創造」を旗印に、共生社会を目指してボランテ
ィア活動・助け合い活動の普及に全力投入。
　現在、同財団会長、高齢社会ＮＧＯ連携協議会共同代表、にっぽん子ども・子育て
応援団共同代表。
　2003年高齢者介護研究会座長、10年24時間地域巡回型訪問サービスのあり方検討
会座長。その他、介護、医療、社会保障改革、税制、教育、公益法人・ＮＰＯ等に関
する各種審議会・委員会等の委員として庶民の立場で発言。
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発言要旨

元厚生労働審議官・老健局長

原  勝則
◎第１部パネル  分科会４
◎第２部パネル  分科会21
　にも登壇

経  歴  等

　1955年４月佐賀県生まれ。1979年厚生省に入省。環境庁や静岡県（民生部障害福
祉課長）への出向等を経て、1998年内閣官房内閣参事官、2000年健康政策局経済課長、
2002年保険局国民健康保険課長、2004年医政局総務課長、2006年内閣官房内閣審議
官、2010年内閣総務官、2012年老健局長、2014年厚生労働審議官、2015年10月に厚
生労働省を退職。2016年６月末より公益社団法人国民健康保険中央会理事長。2018
年６月さわやか福祉財団評議員に就任。
　老健局長として、2014年の介護保険制度改革において、自助（健康づくり・介護予
防）と互助（住民主体の助け合い）の取組による地域づくりを推進するための地域支援
事業の改正等に携わる。
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中央大学法学部教授

宮本  太郎　

発言要旨

経  歴  等

1958年東京都に生まれる。中央大学大学院法学研究科修了。中央大学法学部教授。福
祉政治論専攻。立命館大学法学部助教授、北海道大学法学部教授などを経て、2013年
より現職。

　安心社会実現会議委員、内閣府参与、総務省顧問、男女共同参画会議議員、中央教
育審議会臨時委員、社会保障改革に関する有識者検討会座長、社会保障制度改革国民
会議委員、社会保障審議会・生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会部会長
など歴任。現在、日本学術会議連携会員、社会保障審議会委員、東京都税制調査会委
員、全国社会福祉協議会理事、『月刊福祉』編集委員長、一般社団法人「生活困窮者自
立支援全国ネットワーク」代表理事などつとめる。

　単著に『共生保障　「支え合い」の戦略』（岩波新書）、『生活保障　排除しない社会
へ』（岩波新書）、『福祉国家という戦略　スウェーデンモデルの政治経済学』（法律文化
社）、『福祉政治　日本の生活保障とデモクラシー』（有斐閣）、『社会的包摂の政治学　
自立と承認をめぐる政治対抗』（ミネルヴァ書房）。編著に『転げ落ちない社会　困窮と
孤立をふせぐ制度戦略』（勁草書房）など
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お茶の水女子大学名誉教授

袖井  孝子　

◎第１部パネル  分科会９
◎第３部パネル  分科会39
　にも登壇

お茶の水女子大学名誉教授、東京家政学院大学客員教授、ＮＰＯ法人高齢社会をよく
する女性の会副理事長、一般社団法人シニア社会学会会長、一般社団法人コミュニテ
ィネットワーク協会会長。専門は家族社会学、老年学、女性学。とりわけ老年期の家族
関係、女性の老後、人生の最終段階における自己決定などに関心。主な著書に『高齢
者は社会的弱者なのか』（ミネルヴァ書房）、『女の活路　男の末路』（中央法規）、編著
に『「地方創生」へのまちづくり・ひとづくり』（ミネルヴァ書房）など多数。

発言要旨
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前厚生労働事務次官

蒲原  基道　

◎第２部パネル  分科会20
　にも登壇

発言要旨

生年月日　昭和34年11月30日　（59歳）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
学歴　昭和57年東京大学法学部卒業

職歴
昭和57年４月	 厚生省採用
平成16年７月	 文部科学省初等中等教育局幼児教育課長
平成18年９月	 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長
平成20年７月	 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
	 企画課長　
平成22年７月	 厚生労働省大臣官房人事課長
平成23年８月	 厚生労働省大臣官房審議官（年金担当）
平成25年７月	 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長     
平成26年７月	 厚生労働省大臣官房長
平成28年６月	 厚生労働省老健局長
平成29年７月	 厚生労働省厚生労働事務次官
平成30年７月	 退官

経  歴  等
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登壇者紹介
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第１部パネル

生活支援を助け合い活動で行うには、
具体的にどうすればよいか

■ 進行役
慶應義塾大学大学院
健康マネジメント研究科教授

堀田  聰子
◎第2部パネル　分科会27
　にも登壇

経  歴  等

京都大学法学部卒業後、東京大学社会科学研究所特任准教授、ユトレヒト大学訪問教
授等を経て、現職（医学部・ウェルビーイングリサーチセンター兼担、認知症未来共創
ハブ代表）。博士（国際公共政策）。compassionate community、dementia friendly 
community 等を手がかりに、より人間的で持続可能なケアと地域づくりに向けた移行
の支援及び加速に取組み、社会保障審議会・介護給付費分科会及び福祉部会、政策評
価審議会、地域包括ケア研究会、地域共生社会研究会等において委員を務める。日経
ウーマン・オブ・ザ・イヤー2015リーダー部門入賞。

発言要旨

　本分科会では、基本的事項を論じた全
体シンポジウムを受けて、新地域支援事
業発足時における構想会議の基本的立場
（2014年2月17日発「新たな地域支援

事業に対する基本的な考え方」）に立ち返り、構想会議の
呼びかけ3団体に国及び地域活動団体の代表者が加わり、
助け合い活動に関する要望がどこまで受け入れられてい
るかについて、まず協議していきます。さらに進行役と
して研究者の立場からの意見を交えながら、これまでの
取り組みの評価と将来に向けたより良い仕組みのあり方
を考えていきます。

【主なポイント】
●新地域支援事業発足時、新地域支援構想会議は、要支
援者等の生活を支えるには、①原則として助け合い活動
によることが相当で、②その助け合い活動は、対象を高
齢者のみに限定せず、幅広く主体的に行われるものであ
ることが重要との要望を行ってきたが、その要望がどこ

まで認められ、助け合い活動による生活支援はどこまで
広がっているのか。
●前提の議論として、厚生労働省は新地域支援事業に助
け合い活動を組み入れた成果を全体としてどう評価して
いるか。
●構想会議の立場からのそれぞれの評価について。特に
助け合いの自主性の確保、自治体・生活支援コーディネ
ーター・協議体の取り組みの実情はどうか。
●助け合い活動の現場から、制度の実際の使い勝手はど
うか。

　それぞれの立場からの議論を深めながら、助け合い活
動をいっそう広め、高めるために、行政の支援の仕組み、
住民の自主性・自発性をさらに高めていくことの重要性
を認識し、改善に向けた方向性を参加者の皆さんと共有
し合いながら、社会に発信できる機会となることを期待
しています。

（事務局記載）
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第１部パネル

経  歴  等

厚生労働省老健局長

大島  一博
◎第2部パネル  分科会21
　にも登壇

1987（昭和62）年4月　厚生省入省
社会福祉、廃棄物処理、健康増進等を担当後、 1995年から3年間北九州市役所勤務
その後、厚生労働省で介護保険、医療保険等を担当し、内閣府・内閣官房に出向

2012年 9月　厚生労働省保険局保険課長

2013年 7月　厚生労働省保険局総務課長

2015年10月　内閣官房 健康・医療戦略室次長  兼  一億総活躍推進室次長

2017年 7月　内閣府　大臣官房審議官

2018年 7月　厚生労働省老健局長
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経  歴  等

社会福祉法人
中央共同募金会常務理事

渋谷  篤男

発言要旨

「助け合い活動」を組み入れた成果の
全体的な評価
　サービス A の割合が高いのは、残念だ
が、無理やり変えるわけにもいかないの

で徐々に変わっていくことを期待した方が適切かと思っ
ている。サービス B を増やすにしても、やはり、大切な
のは、住民の自主性、主体性である。

新地域支援構想会議が要望した自主性の確保の実情の認識
　自主性のポイントは、次のように考えている。①どう
いう活動が必要かを判断し、どのようなやり方が必要か
は、それぞれの組織の考え方によること、②だれに対し
て支援するかも、それぞれの現場の判断が重要であるこ
と、③自主性を担保するために、サービスの対価ではな
く、組織の運営を支える性格の補助を行うこと。
　このことは自由にやっていいという意味ではなく、当
該組織のメンバーが支援を要する人のニーズに真剣に向
かいあわなければならない。これを自治体ひいては社会
がどう評価するかが重要である。
　また、サービスの対価という位置づけにすると、サー
ビス内容・提供方法を拘束することになる。そういう意
味で、運営に対する補助という位置づけにすることが重
要である。
　たとえば、「サロンは週１回以上かつ運動などのプロ 
グラムを入れないと、補助対象にしない」というように

自治体が一定の水準を要求してくる場合がある。そうす
ると、住民側は、「そんなことを言われるくらいなら、補
助金は要らない。」 と言われる、と聞いている。それを無
理やりすすめるようなことでは、専門職の見識・力量が
問われる。
　無理をしないことは、住民の主体性を重んずる立場か
らは当然のことと思われる。サービス A を生かしながら
徐々に助け合いに移していくことかと思う。

活動を継続的生活支援の普遍化にまで高めるには
これからどうすればよいか
　総合事業の仕組みそのものはおおむね適切だが、自治
体や関係者の理解がすすんでいないと感じる。
　もっとも大切なのは、いま高齢者が持っている課題の
見方である。とくに要支援者の生活援助の内容（掃除、
洗濯、調理等）がニーズであるととらえている人が少な
くない。やはり、孤立の防止、地域社会とのつながりの
回復・維持が基本ニーズであることを理解する必要があ
る。また、住民に対しては、積極的に活動に参加するこ
とを働きかけることも重要だが、無関心、場合によって
福祉に対して反発を持っている人に対して理解を広める
活動も同じくらい重要であることを関係者の共通理解に
していく必要がある。
　このことによって、高齢者に限らない、支援に広がっ
ていくと思う。

1954年名古屋生まれ。
中央共同募金会常務理事、日本社会事業大学専門職大学院客員教授、日本福祉大学客
員教授。
1977年より全国社会福祉協議会。全国ボランティア活動振興センター、地域組織部、
高年福祉部、地域福祉部、政策企画部等を担当。2013年同事務局長、2016年同常務
理事、2018年3月退任。2018年4月より現職。
社会的孤立は、あらゆる世代に深刻な問題を引き起こしており、専門職、住民、ボラン
ティア等、さまざまな支援者が取り組んでいるが容易に解決しない状況にある。制度に
よる支えも重要であるが、孤立の問題に関しては、地域社会におけるボランタリーな活
動（地域公益活動も含む）の可能性はまだまだあるように思われる。その方向性・あり
方・位置づけを考えていきたい。
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１．生協の助け合い活動概要
　　（2017年度49会員生協81組織集計）
　○くらしの助け合い活動（訪問型有償
　　ボランティア活動）

・活動時間数合計　約76万時間
・活動者数　　　　2万3千人超

～組合員同士の「くらしの助け合いの会」からスタ
ートした組織が多く、現在は組合員以外の地域
の方々と協力する「おたがいさま」の組織も増加

～ワーカーズコープのような形態もあり

○サロン活動（20会員生協回答）　
　　・グループ数　	 ：300グループ
　　・述べ開催数　	 ：約4,000回   
　　・述べ参加者数	 ：約5万4千人

○お食事会・配食活動（19会員生協回答）   
　　・開催及び調理箇所数：75箇所 
　　・開催及び配食回数　：約1,000回   
　　・年間調理食数　　　：約2万9千食

●子ども食堂：30生協201箇所
　※2018年度調査より（70生協回答）　

●地域支援事業・総合事業との関わり
　　・協議体への参加　　：100箇所以上
　　・サービスＢへの参加：数十箇所

２．地域支援事業・総合事業の現状と課題に関して
○地域での支え合いのしくみづくりの点では、重要

な意義のあるもの

○ボランティアの自主性との関係での課題

○行政がこのしくみの主旨を再確認する必要性（活
動支援のあり方の見直しも）

○行政の役割の見直し（基盤整備等へ重点化するこ
ともありえるのではないか）

○国や都道府県から市区町村への支援強化
○参加組織として、参加の場づくりや元気になる関

係性のあり方、ネットワーク強化

経  歴  等

1984年		  　 日本生活協同組合連合会入協
2006年～	 　 福祉事業推進部へ異動
2009年～	 　 福祉事業推進部長（現職）
2009年～	 　 経済産業省　日本工業標準会　専門委員（現任）
2012年～2015年	　 厚生労働省　社会保障審議会　介護給付費分科会委員
2018年～	 　 厚生労働省　社会保障審議会　介護保険部会委員（現任）

日本生活協同組合連合会
福祉事業推進部長

山際  淳

発言要旨
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日常生活支援 あつべつ・
たすけ愛ふくろう代表

澤出  桃姫子

経  歴  等

ＮＰＯ法人ホームヘルパーノア理事長
日常生活支援あつべつ・たすけ愛ふくろう代表

公益財団法人さわやか福祉財団さわやかインストラクター委嘱（2001年～）
札幌市厚別区青葉地区民生委員・児童委員協議会委員（2002年～）
札幌市厚別区青葉地区社会福祉協議会常任理事（2014年～）
札幌市厚別区生活支援体制整備事業協議体アドバイザー（2016年～）

【活動経緯】
1999年5月　有償ボランティア立ち上げ
　　　　　　 （福祉有償サービス訪問介護、家事支援開設）
2000年2月　ＮＰＯ法人取得
2002年1月　宅老所・通所介護開設
　　　　　　 （青葉地区での365日24時間ケアシステムの構築）
2009年7月　札幌市委託事業「日常生活支援たすけ愛ふくろう」開設　
2012年4月　上記部門を法人より独立し、「日常生活支援あつべつ・たすけ愛
　　　　　　 ふくろう」を立ち上げ
2013年3月　集いの場「わ・わ・わ　あつべつ」常設　地域の困りごと相談窓口
2015年4月　認知症専門ボランティア「オレンジサポーターあつべつ」開設
2017年9月　集いの場「和・輪・笑 あおば」地域食堂開設

発言要旨

【住民主体の活動運営の課題】

　私たちの住民主体の訪問型助け合い活
動は、地域の困りごとの解決に向けて、

地域住民が自らの意思で集まりお互いに協力しあいなが
ら、子供から高齢者まで地域住民全ての困りごとに対応
し助け合う活動です。地域の既存の自治会組織、医療、
介護専門機関、行政等と連携しながら要請（子供から高
齢者まで）内容に対処し活動をしています。新地域支援
事業のガイドラインによる要支援者等へのサービス提供
に限るわけではないのです。活動を継続していく上での
資金も持ち出しとなっており、心意気だけでは後継者が
育たない環境です。この活動を10年20年と継続可能に
していく為にも、活動経費や拠点への補助が必要となっ
ています。

　基本的には住民主体での訪問介護型や通所介護型及び
通いの場は手上げ方式とし、同じ自治体の中でも地域性
があり、地域の特性を認め補助の金額内で組み立ては住
民に任せることが創意工夫となり活動継続に繋がります。

　今後全国の生活支援コーディネータが、協議体と協力
し、地域のニーズに応じて助け合い活動グループや団体
を立ち上げるアドバイスや協力をしていく上でも、必ず
立ち上げ資金や活動継続のための経費が必要となってき
ます。今のような複雑でわかりづらい内容ではなくシン
プルで地域住民が理解できるような内容にすることが重
要と考えます。

【現行の仕組みを改めなくてよいか】

　改めたほうが良い。
　地域支援事業の A 型のサービスを住民主体の地域の支
え合いや助け合いが整う３年後に無くすか、あるいは10
割負担とし、利用者が A 型サービスに依存している状態
を自助努力と地域の支え合いで対応する状態に変えてい
くことが必要です。
理由：
　現在、訪問介護事業所が地域のボランティアで足りる
生活支援を総合事業の A 型サービスで提供する事業に移
行したため、地域包括支援センターからの依頼で行う事
業の割合が増え、従来より安い単価では訪問介護事業所
が経費をまかなえなくなって廃業している。結果サービ
ス提供の総量が不足、空き待ちの状態となり本当に介護
の必要な利用者へのサービス提供が難しくなっています。
助け合い活動による B 型サービスが定着しないのは、従
来型や A 型のサービスの利用者負担額が B 型サービスの
謝礼金の標準額に比べて安すぎるからです。
　また、人口が１万人を切っている自治体は北海道は70
％となっており、このようなところで多様な生活支援は
市場性からも困難で、早急に自助、地縁による支え合い
助け合いの互助の仕組みを整えていくことが現実的です。
そのためには、住民自身が当事者として意識を高め、行
政、ＳＣ、協議体と一体になり共生というキーワードで
互助の活動を強める方向を目指す（生き方を変えてい
く）ことが必要です。
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〇2013年の暮れ、新しい地域支援事業
が姿を現わした時、私たちが一番心配し
たのは、要支援者などの生活を支えるこ
とになる住民の助け合い活動が、行政サ

ービスの補完として行われる、自主性・自律性のない活
動に堕することであった。補助金の力で活動を縛り付け
られれば、そうなる。そうなれば活動は死んでしまう。
〇私たち共助・共生の非営利活動者は直ちに新地域支
援構想会議を結成し、厚労省等に強く訴えたが、厚労
省においても、新事業の理念に「共生」を掲げ、助け
合い事業（Ｂ型事業や通いの場など）の対象は要支援
等の高齢者に限らず幅広く困っている人でよいとするな
ど、ある程度緩やかな仕組みをつくった。
〇新事業が動き出して５年、自主・自律的な助け合い活
動は広がっているのか。
　一言でいえば、やっと芽が出始めたというところであ
ろう。
〇行政が体制をつくって助け合いを働きかけるという制
度は、欧米先進諸国から見れば異常であるから、働き
かけられた住民の相当数がやらされ感を持ったことは間
違いない。
　しかし住民たちは、「助け合いは自分たちが主体的に
やるしかないし、やればいきがいが持てる」ということ
を理解すれば、結構素直に動き始めるということが、こ
の事業で助け合いを働きかける過程で判明しつつある。
〇住民が自主的に助け合い活動を始める条件は、経験
上次のように整理できる。

①高齢者に対する生活支援については、少子高齢化
の急激な進展に伴う人材難、財政難により、行政
はその能力を失いつつあり、家族の支援も期待で
きないから、お互いに助け合うしかない実情になり

つつあることを冷静に住民が認識すること
②助け合いは自己の人生の質を高めるということを住

民が実感すること
③ SC・協議体メンバー等が住民集会を開催し、そこ

で住民がそれぞれに助け合いを必要とすることを
語り合い、共感すること

④ SC・協議体メンバー等が地域ごとの住民のニーズ
を把握して助け合い活動創出の戦略を立て、担い
手をヒト・モノ・カネ・情報面で後方支援すること

⑤行政、社協、包括が連携して SC・協議体を支援す
ること

〇実態は、かなり多くの自治体が住民主体でやることの
重要性と特殊性（従来の行政サービスのやり方と違うこ
と）を理解していないことが大きなネックになっている。
〇事業の仕組みとしては、助け合い活動（住民が行い、
行政は「補助」するに止まる）が、従来型及びＡ型
（雇用）事業（行政が直接行うか民間事業者に「委
託」して行う）と並列で位置付けられているため、自治
体が「補助」を「委託」と誤解して事業を細かく縛り付
ける例が少なくない点が、ネックになっている。
〇助け合い活動が、居場所や見守りをベースとしつつ
有償ボランティアによる継続的な家事援助や移動支援
を行うレベルにまで高まらなければ、制度の目的は達成
されない。仕掛け人たちはその目的を共有してねばり強
く働きかけるべきであるが、これを住民側から見れば、
それだけの助け合い活動を日常的に、かつ、自主的に行
うには、「自助とあわせて互助・共助を行うのが当然」
という生活意識の大変革（少し前までは人類として当然
だった意識を取り戻すこと）が必要となる。その必要性
に目覚めた人がこぞって取り組まなければ達成できない
一大事業であることを強調したい。

経  歴  等

　京都府生まれ、京都大学卒業、85歳。
　1961年より30年間検事として、各地６つの検察庁及び法務省、在米日本大使館に
勤務。人間の弱さと強さ、社会の温かさと冷たさ、法制度のあり方などを学ぶ。
　1991年弁護士。同時にさわやか福祉推進センター（現公益財団法人さわやか福祉
財団）開設。「新しいふれあい社会の創造」を旗印に、共生社会を目指してボランテ
ィア活動・助け合い活動の普及に全力投入。
　現在、同財団会長、高齢社会ＮＧＯ連携協議会共同代表、にっぽん子ども・子育て
応援団共同代表。
　2003年高齢者介護研究会座長、10年24時間地域巡回型訪問サービスのあり方検討
会座長。その他、介護、医療、社会保障改革、税制、教育、公益法人・ＮＰＯ等に関
する各種審議会・委員会等の委員として庶民の立場で発言。

公益財団法人
さわやか福祉財団会長

堀田  力　

◎全体シンポジウム
◎第２部パネル  分科会23
◎第３部パネル  分科会50
　にも登壇

発言要旨
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市区町村における庁内体制はどうあるべきか

■ 進行役
福祉ジャーナリスト

村田  幸子
◎第3部パネル  分科会53
　にも登壇

経  歴  等

発言要旨

　行政の「縦割りの弊害」ということが、
長いこと指摘されてきましたが、身につ
いた考え方や事業の進め方から、未だ組
織も職員も抜け出せていません。しかし

日本の社会が目指している「共生社会」は、従来の、縦
割りで個別の事業を進めていくというあり方ではつくり
あげることはできません。「パラダイム・シフトの転換」
という言葉が使われますが、これは今までの価値観や見
方、あるいは枠組みを大きく変え、行政全体で、包括的
なシステムを考えていく視点が重要だということでしょ
う。そのためには職員ひとりひとりが、地域包括ケアシ

ステムの真に目指す所を理解し、行動することが大事で
す。職員間の共通理解があってこそ、行政組織における
横の連携が成り立つのだと思います。同時に、職員が地
域社会に積極的に出向き、住民のナマの声を聞き出し、
住民の活動の現状を肌で感じることも必要でしょう。
　とは言うものの、従来の価値観や仕事のやり方を変え
ていくことは容易なことではありません。全国で試行錯
誤が行われています。地域の状況は実にさまざま。試行
錯誤を重ねながら今日に至っている各地域の具体的事例
を伺いながら、我が町に取り入れられるヒントを得て頂
ければと願い、ディスカッションを進めてまいります。

立教大学英米文学科卒業後、ＮＨＫにアナウンサーとして入局。
報道番組のリポーターや社会性のある硬派の番組を中心に担当。
1990年、解説委員に就任。
ＮＨＫスペシャル「あなたが寝たきりになった時」、ＮＨＫモーニングワイド「高齢化
社会」のキャスター、「ラジオ夕刊」編集長など多くの番組を担当。
2004年、解説委員を退任後も高齢者問題の第一人者として活躍中。
現在、江戸川総合人生大学「介護・健康学科」学科長。
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経  歴  等

■ アドバイザー
東京大学名誉教授

大森  彌
◎第２部パネル  分科会24
　にも登壇

発言要旨

　市区町村は、地域住民にとって最も身
近な「地方政府」として、住民が安心・
安全に、平穏に日常生活を送れるよう、
公共の施設・サービスを提供する責任を

負っている。役所・役場とは「住民に役立つところ」と
いう意味である。この行政活動は独任の直接公選首長の
下で総合的に行われなければならない。総合的とは、地
域住民が抱えている多面的、複合的な課題の解決のため
に関係の行政組織の間で情報が共有され施策間の調整が
とれているという意味である。もし、担当者がそれぞれ

縦割りの任務分担に固執し、課題解決に副作用や偏りや
隙間を生みだすことになれば、市区町村行政の総合性を
損なうことになる。
　長い間、役所の縦割り行政の弊害をどのように是正す
るのか、職員の意識改革を含め検討されてきた。昨今、
地域共生社会の実現をめざして、日常生活圏を単位とし
て、役所と地域住民の協働・連携の促進が改めて求めら
れている。本分科会では、各地の取り組みを共に学び、
機能連携の庁内体制に関する新たな展望を拓きたい。

　1940年旧東京市生まれ。東京大学大学院法学部政治学研究科博士課程修了。法学博
士。東京大学教授、東京大学教養学部長、千葉大学教授、放送大学大学院客員教授を
歴任。専門は行政学・地方自治論。
　地方分権推進委員会専門委員・くらしづくり部会長、日本行政学会理事長、社会保
障審議会会長・同介護給付費分科会会長、内閣府成年後見制度利用促進委員会委員
長、地域活性化センター「全国地域リーダー養成塾」塾長などを歴任。現在、全国町
村会「道州制と町村に関する研究会」座長、「ＮＰＯ法人地域ケア政策ネットワーク」
代表理事など。
　近著に、『老いを拓く社会システム―介護保険の歩みと自治行政』（第一法規）、『人口
減少時代を生き抜く自治体』（第一法規）、『自治体の長とそれを支える人びと』（第一法
規）、『自治体職員再論』（ぎょうせい）、『変化に挑戦する自治体』（第一法規）、『政権交
代と自治の潮流』（第一法規）、『官のシステム』（東京大学出版会）など。
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　長久手市は、2015（平成27）年の国
勢調査によると、平均年齢が38.6歳と
全国で最も低い「日本一若いまち」であ
り、人口の伸びも続いています。このよ

うに若いまちではありますが、高齢者人口の増加は急 
速に進んでおり、将来的には本市の人口も、日本全体
の動向と同じく減少に転じる見込みです。これからの人
口減少の時代をこれまでの行政手法だけで乗り切ること
はできません。市民がお互いに声を掛け合い、助け合
う仕組みをつくっていく必要があります。
　地域には、多様な人々が暮らしています。あいさつを
して、人と人とがつながれば、自分の思い通りにならな

いこと、わずらわしいこともたくさん出てくるでしょう。
そうしたことを互いに受け入れることが、地域で共に生
きるという「共生」には必要なことです。国においても
「地域共生社会の実現」をめざしていますが、これはま
さに、本市が取り組んでいる「市民一人ひとりに役割と
居場所のあるまち」の延長上にあるものです。しかし、
市民のみなさんが地域に関心を持ち、わずらわしいこと
に自分たちから参加してもらえるような「市民主体のま
ち」を作っていくことは、まだこれからです。
　本市における「市民主体のまちづくり」の試行錯誤
の状況をお話ししながら、皆さまと一緒に共生社会のつ
くりかたを考えていきたいと思います。

経  歴  等

生年月日：昭和21年4月1日

学　歴
昭和39年3月　　愛知県立愛知商業高等学校卒業

職　歴
昭和56年4月　　学校法人𠮷田学園理事長
昭和62年9月　　社会福祉法人愛知たいようの杜理事長
平成23年9月　　長久手町長
平成24年1月　　長久手市長（市制施行による）
平成27年9月～　長久手市長（２期目）

長久手市長

吉田  一平　

発言要旨
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経  歴  等

元世田谷区副区長

秋山  由美子　

発言要旨

　世田谷区は人口約912,000人、65歳以
上人口約183,000人、高齢化率20.1％、
要介護認定率20.9％。隣近所との付き合
いの希薄化は進む一方で区民の福祉活動

は盛んで、ふれあいいきいきサロン・ミニデイは700か
所を超えている。
　平成26年３月に作成した世田谷区地域保健医療福祉
総合計画では、区民の生活上の困りごとや悩みの相談を
身近な地区で受ける総合相談の実施を明確にし、地域包
括ケアの推進を目指した。
　現在、地域包括支援センターと行政のまちづくりセン
ター、社会福祉協議会の三者が連携して28か所で福祉
の相談窓口を展開している。区民にわかりやすいように
三者が同じ建物に入り、高齢者だけではなく、子育て家
庭、障害者、生きづらさを抱えた若者、生活困窮者等誰
でも、困りごとや悩みを全て受ける福祉の相談窓口とし
て、またそれぞれの特性を活かした地区独自の活動を展
開している。
　三者の連携以上に連携が必要だったのが行政内部であ
る。区の組織は企画総務、区民生活、福祉保健、都市整
備、文教領域の５つの領域に分かれている。まちづくり
センターは区民生活領域、地域包括支援センターや社協
は保健福祉領域であり、領域が異なれば日々の仕事で顔
を合わせることは少ない。しかし、ふれあいいきいきサ
ロンの活動場所に空き家を利用しようとすれば都市整備
領域と、子ども食堂の活動を行おうとすれば文教領域と
の連携は欠かすことができない。

　各領域から課長１名を領域連携担当課長として位置づ
け、各領域が連携して仕事を進めることを明確にした。
組織として明確にしたことは意義があったがこれだけで
仕事が進んだわけではない。連携担当課長を中心に、顔
を見て話し合いを重ねながらお互いの仕事を知り信頼関
係を築き、物を言える関係をつくっていった。
　一方でまちづくりセンター、地域包括支援センター、
社会福祉協議会の連携を進め地域づくりを推進するため
にまちづくりセンターの建物に三者が一緒に入ることと
した。三者の連携会議はまちづくりセンターが中心とな
り、三者連携をバックアップする機能として、総合支所
（５か所）の保健福祉課や生活支援課、健康づくり課を
はじめ、地域障害者相談支援センターや発達障害者支援
センター、生活困窮者自立支援センターなどの充実も図
っている。
　地区では区民同士のつながりやネットワークを作るこ
とを意識しながら、訪問型の支えあいサービスや通所型
の地域デイサービスの活動支援や地域活動リーダーの発
掘や育成等も三者で相談できる体制が整いつつある。ま
た、地区の町会・自治会や商店街などの活動団体が中心
となって高齢者や障害者などを穏やかに見守る地区高齢
者見守りネットワーク事業も各地区、独自の形で実施さ
れまちづくりに取り組んでいる。
　28か所に誰もが気軽に何でも相談できる福祉の窓口が
できて３年、地域包括ケアの推進やまちづくりにもそれ
ぞれ工夫を凝らしながら活動しており、これからの展開
を区民の一人としても支えて行きたい。

東京都立高等学校卒業後、1967年５月世田谷区役所世田谷福祉事務所入職、世田谷
福祉事務所査察指導員、社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会事業部次長（派遣）、
高齢対策室高齢者福祉課長、特別区職員研修所講師、社会福祉法人世田谷区社会福祉
事業団上北沢ホーム施設長（派遣）、 保健福祉部計画調整課長、在宅サービス部長、
保健福祉部長を経て2009年３月31日世田谷区役所定年退職。2009年４月～2011
年５月社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団理事長、 2011年５月から世田谷区副区
長を勤め2015年５月退任。
　現在、特定非営利活動法人日本地域福祉研究所理事・主任研究員、一般財団法人社
会福祉研究所研究員、特定非営利活動法人在宅ケアを支える診療所・市民全国ネット
ワーク理事、一般財団法人東京都弘済会理事、社会福祉法人友愛十字会評議員等。
　資格：社会福祉士、介護支援専門員、産業カウンセラー
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第１部パネル

―政令指定都市である新潟市において、
連携体制を組み、一体的に体制整備事
業や助け合い事業（地域の茶の間や有
償ボランティア事業）を推進している実
践例について…

◆新潟市の取組がスタートしたのは2013年秋で、河田
珪子さんが新潟市支え合いのしくみづくりアドバイザー
に就任したときです。河田さんは新潟市内で居場所「う
ちの実家」活動を10年間に渡って実践しており、新潟
県内で初めて有償ボランティアの住民助け合い活動
「まごころヘルプ」を組織した方でした。当時の篠田昭
市長が直に面談し、アドバイザー就任を懇請しました。
新潟市の助け合いによる地域づくり事業は、河田さんの
積み重ねてきた活動ノウハウを全面的に提供してもらっ
て進めたいというのが篠田市長の構想でした。
　その手始めが、助け合い活動の拠点を河田流の居場
所づくりで開設することでした。「実家の茶の間」と命
名したこのモデルハウスは、河田さんの居場所「うちの
実家」をさらに進化させたもので、いわば地域住民の自
立化を進め、相互助け合い活動の実践道場という趣き
になりました。
　事業推進のために、住民と行政が協働する「戦略会
議」という常設機関を設置し、構成員は河田さんのほ
か、新潟市が包括連携協定を結ぶ「さわやか福祉財
団」の鶴山芳子さんなど市民メンバーらと、新潟市福
祉部の地域包括ケア推進課職員の合計6～8人。これが
“官民協働 ”での支え合いの仕組みづくり事業の司令塔
役になりました。
◆2014年夏に発足したモデルハウス「実家の茶の間」
が軌道にのるには、約半年の時間を要しました。それと
並行しながら、8つの行政区ごとに協議体の設置と1層
の生活支援コーディネーター8人の選出作業が区役所の
健康福祉課を巻き込みながら進み、2015年春には行政
区ごとの生活支援コーディネーターが8人そろい、地域
における助け合いの仕組みをどう構築してゆくのか具体

的な計画は「戦略会議」の中で練り上げることになりま
した。コーディネーター8人と戦略会議との意見交換を
幾度も重ねた末に、「実家の茶の間」に倣って行政区ご
とに拠点となるべき居場所を開設することが1層コーデ
ィネーターの最初の任務になりました。重要な点は、こ
の課題提示が上部機関の「戦略会議」からの下達とし
てでなくて、コーディネーターも参画する合同会議での
合意事項として決めてゆく仕組みをつくったことです。
この課題実現には協議体構成員や区役所も巻き込んだ
大掛かりな作業になるため、市役所全体としても市長
が何度か区長会議を招集して、生活支援の仕組みづく
り政策の重要性を周知徹底させました。
◆行政区ごとにモデルハウスを開設、1層に加えて2層の
27生活圏域ごとのコーディネーターを選出して、助け
合い活動推進体制の概要が整ったのが2017年春です。
その間に地域住民を対象にした「茶の間の学校」を公民
館で幾度も開催、その講師は河田さんです。受講生は
総数で200人を超え、新潟市内では現在500か所以上の
「地域の茶の間」が運営されていますが、これが助け合
い活動の見逃せない基盤になっています。さらに2018
年春からは「助け合いの学校」も発足し、これまで4回
ほど開催しています。この受講生が地域での生活支援の
手助けの担い手になり、さらに、2018年10月からは
「実家の茶の間」を事務局にし、いよいよ「お互いさ
ま・新潟」の仕組みづくりを開始しました。手助けを求
める人が電話して、その支援を「助け合いの学校」受講
生や、すでに活動している市内の有償ボランティア組織
などともネットワークで連携して実践してゆく。基本形
は歩いて15分以内の住民が手助けに自宅訪問し、1時間
500円の「謝礼」を受け取る。手助けが必要な人の周辺
に支援者がいないケースが多いので、電話を受ける都度、
その手助け集団を地域に創出する作業に追われることに
なる。「お互いさま・新潟」の事務局は、現在「実家の
茶の間」一つだけですが、年内には複数の行政区のモデ
ルハウスに分権化する準備を進めています。

経  歴  等

1946年8月、佐渡市生まれ、 73歳。1969年、早稲田大学卒業。新潟日報社編集局で
主に経済・政治畑の取材活動を続け、東京報道部長、本社第二報道部長、編集委員室
長など歴任し2007年3月、新潟日報社を定年退社。同年4月、政令指定都市への昇格
を機に新潟市が設立した「都市政策研究所」の主任研究員となり、農業・産業振興や
商店街再生などのテーマを担当した。2010年4月、新潟市地域魅力創造部（現・政策
企画部）の政策調整監（非常勤）に転身し、現在に至る。
主な著書、「ムラは語る」（共著、岩波書店刊）、「コメは政なれど -ウルグアイラウンド
異聞」（（株）オンブック刊）など。

新潟市政策企画部・政策調整監

望月  迪洋　

発言要旨
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第１部パネル

経  歴  等

越前市社会福祉課
相談支援包括化推進員

小玉  昭子

発言要旨

　越前市は、平成17年10月に福井県の
ほぼ中央に位置する旧武生市と旧今立町
の１市１町が新設合併し誕生しました。
越前和紙、打ち刃物、箪笥といった伝統

産業からＩＴ機器関連の先端産業まで幅広い分野で企業
等が立地する県下有数の産業都市です。
　人口は82,614人で、高齢化率28．65％、一方外国人
が4,225人と５％を超えています。そのような越前市は、
旧武生市時代の平成15年に自治基本条例を制定し、地域
の自治を担う自治振興会が小学校単位に設けられました。
一方、高齢者部門については、平成18年度からの第３期
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画では地域包括支
援センターを市直営とし、高齢者に関するすべての相談
支援窓口を一か所で対応できる体制とし、民間の地域包
括サブセンターとともに地域包括ケアシステムの構築に
努めてきました。
　また、本市では、以前から老人保健法に基づく健康増
進事業として高齢者の「つどい」が一部の自主的な集落
で実施されていました。市としては、この「つどい」が、
高齢者の「通いの場」として、また介護予防に大変重要
であると考え、地域での立ち上げ支援を行っていました。
特に平成22年度から、つどいの代表者を一堂に集めて、
各々の年間計画をその場で立てるという、「お見合い
会」のような計画会を実施しています。この計画会には、
当初は市の関係する担当課や「運動」「栄養」「口腔」の

介護予防の団体などが参加していましたが、今では、市
の出前講座、警察、消防、民間事業所やボランテイアの
紙芝居、手品など40以上の事業所などが参加し大盛況と
なっています。また、平成28年度からは各地区自治振興
会などの協力を得て、つどいの回数や内容に応じた交付
金制度を実施したところ、実施する町内が現在は209か
所に増え、その実施回数も月１回から２回、週１回と増
加しています。 参加登録者も7,583人と高齢者の31.9
％になっています。これらのことにより平成25年３月末
には18％であった要介護認定率が徐々に下がり始め、平
成30年３月には16.03％と県内で最下位となりました。
　一方、平成27年３月から生活支援サービス協議体準備
会を立ち上げました。メンバーは庁内の関係各課や地域
の介護事業者、協同組合、商工会、シルバー人材センタ
ーなど、高齢者の社会参加や介護予防、居場所づくりに
取り組む多彩な関係者に参加して頂き、その後、第１層
協議体となり今も熱心に協議がなされています。そして、
今は小学校単位の第２層協議体のコーディネーターが全
ての地区で選出され、地区毎の協議体の活動も始まって
います。また、その活動の中から生活支援サービス提供
団体が５か所設立され、今年度も新しいサポート団体が
生まれようとしています。
　本市は、これらの仕組みを障がい者や子育て支援にも
拡大し、地域共生社会に向けた福祉のまちづくりを庁内
の関係部署が連携し推進しています。　

1981年3月　富山県立総合衛生学院保健学科卒業
1981年4月　福井赤十字病院看護師
1983年4月　福井県越前（旧武生）市役所　保健センターに保健婦として採用
　　　　　　　　その後、老人保健事業・教育委員会で学校保健・精神保健・母子
　　　　　　　　保健健康診査事業等に携わる。
2008年	 総務部職員課参事　
2011年	 社会福祉課副課長　　
2012年	 基幹型地域包括支援センターセンター長
2016年	 健康増進課課長（統括保健師）
2018年	 市民福祉部理事（健康・長寿担当）
2019年	 定年退職後、相談支援包括化推進員として市に再雇用
　	 （主に社会福祉法人、地域福祉、生活困窮事業）
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経  歴  等

大館市長寿課長

菅原  弥生

発言要旨

　大館市では平成30年６月に庁内を横
断する「地域包括ケアシステム庁内推進
会議」を設置しました。
　前年度には第２層ＳＣ６名と各地域で

協議体が設置され、平30年４月に第１層ＳＣ１名を選出
し協議体の設立に向けて準備が始まったところでした。
また、ＳＣが実際に地域の声を聞いていく中で、移動や
買い物、居場所の設置など住民が求める支援は幅広く、
生活支援体制を整備するうえで行政全体でバックアップ
する体制を構築しなければならないと考えたためです。
　メンバーは、行政協力員を所管する総務部総務課、
「地域応援プラン」により地域活動を補助する総務部企
画調整課、高齢者の就労支援を所管する産業部商工課、
「おおだて暮らしを楽しむ」基本計画を所管する産業部
移住交流課、公共交通を所管する建設部都市計画課、国
民健康保険を運営する市民部保険課、民生委員・児童委
員を所管する福祉部福祉課、市民の健康管理を行う福祉
部健康課、生涯学習を所管する教育委員会生涯学習課に
長寿課を加えた10課の課長です。
　目的は、庁内の関係する部署において制度に関する理
解と連携を深め、各課の施策を反映させることにより効
果的に地域包括ケアの推進を図ることです。まずは、関
係課長に市の現状と地域包括ケアについて説明すること
から始めました。住民の希望を叶えるために本来であれ
ば行政が直接住民と対話しニーズを把握していくべきと

ころであるが現状は難しく、この制度を利用しＳＣや協
議体から上がる声を各課の施策に反映させていくことに
より、住民の希望を実現することが可能になるとの認識
を共有したところです。
　また、係長や主査クラスの職員により、推進会議内に
介護予防部会と生活支援部会を設けました。昨年度は部
会職員に、市の現状と地域包括ケアについて説明を行い、
第１層の協議体を選出する勉強会に参加するなどして制
度に対する理解を深めてもらいました。
　推進会議を設置した効果としては、ＳＣが行政と繋が
りやすくなったことが挙げられます。ＳＣが調整し、移
住交流課が所管する「キッチンカー」が、地域で行われ
ているサロンなどの集まりに活用され地域の交流の場づ
くりに結び付いています。また、自分の担当地域で「地
域応援プラン」補助金の活用について企画調整課の担当
職員とスムーズに繋がることができています。
　今年度は、地域づくりには防災の視点も欠かせないと
考え、メンバーに総務部危機管理課を加え11課体制と
しました。
　今後は、専門部会ごとに具体的な課題解決の方法を探
りながら、第１層協議体と推進会議を繋げ、高齢者の社
会参加や地域での助け合いを推進するための活動を行政
全体で支援し、第１層協議体のスローガンである「みん
なでつくろう！みんながつながり支え合う大館」を実現
していきたいと考えています。

1981年3月　秋田県立大館商業高等学校卒業
1981年4月　大館市役所採用　会計課会計係に配属
1985年4月　大館市立総合病院医事課医事係に配属
1996年4月　都市開発課管理係に配属
2000年4月　商工課商工係に配属
2002年4月　水道課管理係に配属
2008年4月　福祉課児童相談係に配属
2013年4月　農林課管理係に配属
2014年4月　都市計画課管理係に係長で配属
2016年4月　長寿課に課長補佐で配属
2018年4月　長寿課長で配属
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住民から信頼される体制をどうつくるか
～ＳＣと協議体構成員の人選、2層圏域の設定・事務局体制など～

■ 進行役
公益財団法人
さわやか福祉財団

長瀬  純治
◎第3部パネル  分科会43
　にも登壇

経  歴  等

発言要旨

　住民から信頼される体制は、行政主導
で形だけをつくるのではなく、地域住民
に働きかけ主体的な意思を引き出し、巻
き込みながら、構築されなくてはならな

いと考えます。
　この分科会では、体制整備事業に係る取り組みを通し
て、全国の生活支援コーディネーターと協議体の取り組
み状況について事例を共有しながら、現場で生じる課題
や問題点などを、具体的なイメージを作り、明確にして
いきます。またそのような課題に対し、どのような対策
を取ることが望ましいのかを意見交換の形で確認してい
きます。
　特に、この分科会の登壇者は実践者として豊富な経験
を積んだ方々です。現場で生じる悩ましい状況に対し、
それぞれに異なる経緯や背景、地域性などを配慮しなが
ら様々な工夫が行われていますので、その状況を生々し
く語っていただくことができると期待しています。
　さらに、行政、社会福祉協議会をはじめとする関係者
や生活支援コーディネーターの当事者の視点から、協議
体の機能に焦点を当て、第2層協議体として設定される圏

域のあり方や、構成員として望ましい人物像とその人選
方法などを、登壇者のこれまでの経験を踏まえながら意
識すべき点について意見を交換します。
　また、その運営を展開するにあたり、協議体が助け合
い創出に向けた取り組みを進めるための、事務局体制の
あり方など、事業のバックアップ体制にも話題を広げて
いきたいと考えています。
　このような議論を踏まえ、分科会の後半では、生活支
援コーディネーターと協議体の地域との関係について検
討します。「住民主体」を実現するために、必要な関係者
と生活支援コーディネーター、協議体構成員の意識、ま
たその取り組みとしてあるべき姿を自由な意見交換の形
で議論を深め、それぞれの役割と立場について、会場全
体でその具体的なイメージを共有します。
　地域の現状について情報を共有し、目指す地域像の実
現に向け何ができるのか。全ては「住民に聞く」という
基本姿勢の重要性から、生活支援コーディネーターと協
議体の取り組みと住民との連携について意識を高められ
る、内容の濃い分科会になると期待しています。

公益財団法人さわやか福祉財団　新地域支援事業担当リーダー
社会福祉士

さわやか福祉財団の担当リーダーとして、これまで「北関東」「東海」「四国」のエリア
を中心に、新地域支援事業の推進に協力した市町村は170を超える。こだわりは現場の
視点。研修の講師や戦略会議におけるアドバイザーといった机上の取り組みだけではな
く、行政や社会福祉協議会、地域包括支援センターなどの関係者とともに、協議体の編
成に向けた住民との意見交換や、実際に活動を始めた協議体への参加など、現場におけ
る助け合い創出に向けた支援も積極的に行っている。その他、「助け合いでできること
の研究（2017年6月）」「政令指定都市における生活支援体制整備事業の現状とあり方
に関する調査・提言（2018年5月）」「広域連合における生活支援体制整備事業の取り
組み実態に関する調査研究業務基礎調査報告書（2019年3月）」など、財団の研究業務
の担当者として現場で生じる様々な課題の解決に向け、前向きに取り組んでいる。
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①	つくばみらい市での体制づくりの経過
　平成28年度　行政・地域包括支援セ
ンター（以下、包括）職員で体制づくり
の話し合いを進め、SC 研修等に職員を

派遣する。このような中で、体制整備に向け、行政・包
括・社協職員が本事業の理解を深める必要性を確認し、
さわやか福祉財団へ職員向け勉強会開催の打診をする。
　11月に、さわやか福祉財団長瀬氏を講師に迎え、行
政・包括・社協職員対象の勉強会を開催した。この時
点で、長瀬氏より制度説明の他に、大づかみ勉強会方
式による協議体の立ち上げや、今後の事業の進め方等
のアドバイスを受け、12月に、職員のみで検討会議を行
ったが、三者間・職員間での体制整備に関する方向性
の統一・協力体制の構築が図れず、事業が停滞する。
（約4か月間進展せず）
　平成29年度　行政より社協が本事業の業務を受託す
る。これを受け、社協では第1層 SC（事務局兼務）を配
置する。SC を中心に再度、行政・包括・社協の主担当
が集まり、三者間の協力体制を確認する。SC が年間行
程表を作成し、これを基本に事業の進め方を協議し、
再度、さわやか福祉財団長瀬氏の協力を依頼する。
　6月、長瀬氏及び行政・包括・社協のコアメンバーで
意見交換会を開催。この場で、年間行程表を基に、第2
層圏域地区の設定、大づかみ勉強会開催に向けた日程
調整等々まで行った。（圏域設定・構成員人選詳細は後
述）
　8～9月に、前期3圏域での大づかみ勉強会を開催す
る。9月末には3圏域が設置となり、 10月より協議体が
スタートする。
　2～3月に、後期2圏域での大づかみ勉強会を開催。
と同時に前期3地区のコアメンバーを中心とする第1層

研究会も発足する。
　3月末、後期2圏域でも協議体が立ち上がり、第2層
全5圏域で協議体がスタートする。また、第1層協議体
も研究会からの正式な設置となる。
②協議体構成員の人選について
　既存の○○委員会等の方式の脱却を図るため、自ら
考え行動する方の人選を進める。（第1層・第2層構成員
への委嘱状の交付も実施せず。）
　基本的には、民生委員児童委員・区長・ボランティ
ア関係・サロン運営者・介護施設職員を中心に大づか
み勉強会への参加を募る。三者間協議でコアメンバー
となりうる方をピックアップ。個別に声がけ等を実施す
る。基本ルールとして、「絶対にお願いはしない」、「お
願いします」というフレーズは使わないことを決めて声
がけを実施。（後々のやらされ感の払拭）
　これで多少は、興味・関心のある方、自ら進んで協
力したい方が選べたのではないかと考える。
③2層圏域の設定について
　2層圏域の設定は事務局で行った。基本は、中学校区
域（人口1万人前後）で4圏域を設定。さらに平成17年
につくばエクスプレスが開業し、駅前開発地域に約1万
人が転入、新たな地域ができ、ここに一つ第2層圏域を
設置し、全5圏域とした。
　駅前地区は、高齢化率約7％、また、自治会・町内会
が未設置などから生じる課題が他圏域と異なるため圏
域をわけることとした。
④事務局体制について
　社協の業務受託により、事業の中心的役割を担う第1
層 SC ＝事務局が決まったことで事業が推進した。また、
包括を社協で受託していること、包括の事務所が市庁
舎内にあることで三者間の連携が密に図れる。

経  歴  等

つくばみらい市社会福祉協議会

平成 8 年（1996年）5月	 社会福祉法人伊奈町社会福祉協議会入職
平成18年（2006年）4月	 社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会入職
	 （市町村合併による）
平成29年（2017年）4月	 社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会　
	 ボランティア市民活動センター長
	 第1層生活支援コーディネーター

社会福祉法人つくばみらい市
社会福祉協議会　第1層生活
支援コーディネーター

松尾  好明　

発言要旨
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志木市健康福祉部長寿応援課
いきがい支援グループ主任

小山  貴行

経  歴  等

高崎経済大学経済学部経済学科卒業後、いるま野農業協同組合にて10年間勤務ののち、
平成25年4月に志木市役所に入庁。地域振興課、産業観光課、志木市農業委員会事務
局（前記所属と兼務）を経て、平成30年4月、長寿応援課に配属。
生活支援体制整備事業を担当して2年目。協議体メンバー、第1層生活支援コーディネ
ーター、第2層生活支援コーディネーターと共に、地域住民の居場所・支えあい活動づ
くりに関わる。
その他、高齢者サロン事業、敬老祝金事業、ご長寿応援買物券事業、認定訪問介護員
合同養成研修、多世代交流事業、多世代交流カフェ事業、ゲートボール場管理事業等
を兼務で担当している。　　

発言要旨

＜第1層・第2層協議体及び生活支援コー
ディネーターの委託について＞
　協議体については、町内会などの地縁
組織や民生委員・児童委員、商工会など

と連携した介護予防・日常生活支援総合事業を推進して
いくことができ、かつ志木市におけるボランティア等の
支援の担い手に対する研修や人材の発掘をしていくため、
志木市社会福祉協議会及び志木市高齢者あんしん相談セ
ンター（地域包括支援センター）を委託先候補としたとこ
ろである。平成27年、第1層協議体を志木市社会福祉協
議会へ委託し、平成28年には、第2層協議体を市内5圏
域の高齢者あんしん相談センターへ委託することとなっ
た。
　生活支援コーディネーターについては、平成26年当時、
厚生労働省老健局振興課が例示したガイドラインでは、
地域で適任な者がいる場合には、協議体の先に設置する
ことができるとされていたため、志木市においては、先
にコーディネーターを設置することとした。これは、両
委託先において、地域における助け合いや生活支援サー
ビスの提供に実績があり、コーディネート機能を適切に
担うことができる社会福祉士等専門職が在籍していたこ
とが大きいと言える。

＜志木市の特徴＞
・志木市の第1層協議体は、さまざまな団体に広く声をか

け「生活支援体制整備連絡会」という形でメンバーを
固定せず実施している。その中から助け合い活動を推
進したいという意欲あるコアメンバーに手挙げ方式で
参画いただき、コアメンバーを中心に積極的な話し合
いを行っている。連絡会では、コアメンバーが実施し
た取り組みを共有するなど工夫を凝らすことで、協議
体が動きやすく、かつ広く住民を巻き込む体制をとっ
ている。

・庁内でも会議等で生活支援体制整備事業関係の報告を
し、連絡会やフォーラムに関係部署職員の参加をして
もらうなどにより、情報の共有化に努めている。

・第2層ＳＣから提案された隣接する市（富士見市）の
住民と志木市の住民が一緒に参加できる集いの場の創
設という課題は、行政、第1層、第2層が行政間の調整
や、住民との話し合いについて役割分担しながら進め
ることで実現した。このように第2層の取り組みにも、
行政、第1層ＳＣが関わりながら進めている。

・行政、第1層ＳＣ（社協）、 第2層ＳＣ（包括）の連携
に関しては、3者で定期的に生活支援コーディネーター
会議を開催することで、良好な関係を築き、関係者間
の情報共有を図っている。

　このように、行政、第1層、第2層が一体となり情報共
有しながら取り組みを進めることで、住民との距離の近
い、信頼される体制づくりができている。

第1層協議体
市内1カ所設置
平成30年度実績	 協議体…7回開催
	 フォーラム等…2回開催

第2層協議体　
市内5カ所、日常生活圏域ごとに設置
平成30年度実績	 協議体…19回開催
	 フォーラム等…5回開催

生活支援コーディネーター会議
各コーディネーターとの情報共有及び地域課題検討など
を実施
平成30年度実績　6回開催
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（第1層および第2層生活支援コーディ
ネーターの委託については市が説明）

＜協議体構成員の人選について＞
　第1層が社協に委託された平成27年度末、行政・第1
層（社協）で、第1回生活支援体制整備連絡会を開催。
　町内会連合会・老人クラブ連合会等の地縁組織、民
生児童委員・各種ボランティア団体等の地域団体、社
福法人・NPO 法人等の法人施設や民間企業、行政各
課・包括に呼びかけ、主に団体の代表を対象に事業の
説明を行った。
　市全域については、この全体連絡会を第1層の協議体
に位置づけ、年1・2回継続して開催している他、平成
29年度から、連絡会のアンケートで特に意欲の高かっ
た方に呼びかけ「第1層コアメンバー会」を開催し、市
民全体への支えあいに関する意識啓発や、横のつなが
りづくりについて具体的な方法を協議し、フォーラム等
を共に企画・運営している。
　第2層については、第2層コーディネーターが地域包
括支援センターに委託された平成28年度から、行政、
第1層・第2層コーディネーターの合同会議「コーディ
ネーター会議」を開催し、第2層協議体のスタートメン
バーを協議。
　全体連絡会に参加した団体および、把握している各
圏域の町内会・老人会・サロン団体・地元飲食店・ボ
ランティア等をあげ、その方々に呼びかけて各圏域で
「意見交換会」を開催。その参加者が第2層協議体メン
バーの核となった。
　以降は、メンバーから意欲ある住民の紹介をしてい
ただきながら、目的に応じて規模を大きくしたり、分化
会にしたりしながら、支えあい活動の具体化を図ってい
る。

＜協議体運営のポイント＞
・「コーディネーター会議」を年5回程度開催し、コーデ

ィネーター間で、各圏域の課題検討や、進捗状況・研
修受講情報について情報共有をしている。

・協議体は固定メンバーにせず、住民の口コミや紹介な
どがあった際に参画していただけるよう工夫している。

・協議体のメンバーと共に、フォーラムや、集いの場、
支えあい活動を検討し、具体化している。

＜実績＞
フォーラム・講演会・イベント : 市内3カ所╱1年程度の
頻度で開催
集いの場の創出（試行も含め）: 市内12カ所で新規立ち
上げ（百歳体操・サロン）
平成30年度
各圏域で課題となっている「閉じこもりがちな高齢者」
「若い世代」を地域につなげる方法を検討。
・第1層フォーラム「地域の支えあいを広げるフォーラ

ム」
市内小学生に「将来どのような志木市になると良い
か」について絵・作文で募集。応募作品から5人をコ
アメンバー・関係団体で選出。住民の集まる市民祭り
にて、「堀田力会長講演・未来デザインコンテスト
（表彰）」を開催。小学生から95作品の応募があり、
200人前後の住民が参加した。

・宗岡圏域イベント「むねおか元気会」
地域のサロン・集いの場・地域活動団体による周知イ
ベントを小学校体育館を借りて開催。宗岡圏域敬老会
に位置づけ、町内会回覧板・口コミ等で周知。数か所
の高齢者施設の車両を借り会場まで送迎、企業の協賛
品・サロンの手作り品等を景品とし、 500人以上の高
齢者が参加した。

経  歴  等

志木市社会福祉協議会総務・地域福祉グループ地域福祉担当主事
福祉系大学卒業後、聴覚障がい者支援施設にて生活支援員・相談員の経験を経て、平
成24年7月に志木市社会福祉協議会に入職。
地域福祉を担当して7年目。社会福祉士。
生活支援体制整備事業は、平成27年度末から受託。
受託開始年度から、第1層生活支援コーディネーターとして、協議体・第2層コーディ
ネーターと共に、地域住民の居場所・支えあい活動づくりに関わる。
その他、地域福祉計画・活動計画策定に関する業務、住民参加型在宅福祉サービス事
業、単身高齢者会食事業・こども食堂支援事業等、食を通じた集いの場に関する業
務、介護者支援事業、社会福祉実習指導等を兼務で担当している。社会福祉法人志木市社会福祉

協議会　第1層生活支援コー
ディネーター

川嶋  祥子　

発言要旨
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社会福祉法人板橋区社会福祉
協議会　第1層生活支援コー
ディネーター

渡邉  洋子　

経  歴  等

板橋区社会福祉協議会　経営企画推進課地域包括ケアシステム推進係主任
第1層生活支援コーディネーター　（第1層協議体、第2層協議体（6地域）を担当）
社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員

平成28年	 地域包括ケアシステム推進係に配属となる。
	 板橋区での生活支援体制整備事業開始当初より担当。
	 行政とともに、3年間で18地域の第2層協議体の立ち上げを行う。
	� 当該事業のほか、地域拠点事業（サードプレイス＠まもりん坊ハウス）の

開設、運営に携わる。

現在は、第1層、第2層協議体運営及び第2層生活支援コーディネーターや協議体メン
バーと共に板橋区での支え合い活動の推進のために活動中。
生活支援体制整備事業のほか、ゆるやかご近助さん養成事業（板橋区地域見守り活動
支援研修）、 前野地区福祉ネットワーク担当等の地域支援を担当。
他区社会福祉協議会、高齢者施設、障がい者施設での勤務経験あり。

発言要旨

１　生活支援体制整備事業の位置付けと
　　進め方
　板橋区では、第1層生活支援コーディ
ネーター（ＳＣ）を板橋区社会福祉協議会

（社協）が受託し、平成27年度から常に板橋区と協議の
上、事業を実施してきた。
　平成28年度から3年間で、全18地域の第2層協議体を
立ち上げた。当初より、「その地域ならでは」の支え合い
の仕組みづくりの構築を目指していたため、「住民主体」
で第2層協議体を立ち上げることが重要な課題であった。
よって、構成員や構成員の選出方法は地域ごとに異なる
ことを認識していた。そのため、常に臨機応変な対応を
求められ、当初は苦慮することも多かったが、現在は住
民ＳＣを含めた第2層ＳＣの配置と、各地域での具体的な
取り組みが進んでいる。

２　信頼される体制づくり
　地域住民に信頼される体制を作るために、以下の点を
重視して取り組んだ。
①行政と社協の協働・連携強化
・こまめな連絡調整を意識的に行う
・行政との方向性や考え方の統一を図る
・行政と社協との役割分担の明確化と、一律的な対応を

しないことを心掛ける
②事業の継続性を重視する
・結果を急がず5〜10年後も住み続ける、次世代につな

げるといった長い付き合いで考える
③住民との協働をすすめる
・丁寧な事前説明と連絡調整をする
・行政・社協ともに全ての協議体に構成員として毎回必

ず参加する

・住民の理解や取り組みの進捗に合せた支援を行う
④住民主体で取り組む　
・住民が「自分たちの地域」をどうしていきたいかを最

優先にする（地域包括ケアシステムの構築、サービス
づくり等、行政・社協の目的や成果を優先しない）

・協議体のメンバー構成や人選など、立ち上げ段階から
参加者と一緒に考える

⑤地域性を尊重
・「自分たちの地域」で自分たちができることを探し、取

り組むよう意識づける
・地域の多様性に気づき、幅広い選択肢から、自分たち

で決定できるように後方支援をする

３　協議体の現状と今後の方向性　
　現在、第2層協議体が住民主体で取り組みを進めてい
ることは、参加者を始めとして、各団体、関係機関の理
解と協力を得られたことが大きいと感じている。形式
（単なる会議体）を作ることが目的ではなく、目的は
「住民主体によるその地域ならではの自分たちの支え合
いの仕組みづくり」であることを区、社協ともに認識の
もと、参加者と立ち上げから取り組んできたことが結果
として、「信頼される体制づくり」につながったと思う。
　具体的な取り組みを進めていく中で、住民が持つ地域
とのつながりや活動の日常性の重要さを再認識し、その
つながりや活動の意味づけや福祉的視点をプラスするこ
とでさらなるネットワークの拡大や支え合いの仕組みへ
の発展が期待できると考えている。そのために今後は、
第2層協議体・生活支援コーディネーター研修会や連絡
会を定期的に実施し、縦横のつながりづくりや専門性の
向上を図っていく予定でいる。
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3
第１部パネル

社会福祉法人南アルプス市社
会福祉協議会　第2層生活支
援コーディネーター

小林  陽一

経  歴  等

平成の大合併時直前に八田村社会福祉協議会に入職。その後、合併し南アルプス市社
会福祉協議会職員となる。社協マンとなって今年で17年目。当初は、老人クラブや共
同募金など地域の事業を担当し、多くの人と関わり人々の温かさに触れる。その後、9
年間にわたり防災及びボランティア担当を行う。平成16年の新潟中越地震から毎年の
ように被災現場に出向き、災害ＶＣのスタッフ及びボランティアとして活動。被災地か
ら「日ごろからの地域のつながりの大切さ」を学ぶ。平成27年介護支援専門員の資格
を取得し、ケアマネジャーとして2年間業務に携わる。高齢者のいつまでも元気でいた
いという意欲を活かし、「その人らしい」暮らしが実現できるか考えながらケアプラン
を作成。平成29年からコミュニティソーシャルワーカーとして業務に就き、制度や地
域の狭間で日々生きづらさを抱えている方を支援。貧困、ごみ屋敷、虐待、多問題家族、
ひきこもり、社会からの孤立者など様々な方と出会い、人と環境との相互作用や地域で
支える仕組みづくりの必要性を実感。平成31年3月社会福祉士資格を取得し、今年4月
に第2層生活支援コーディネーターとなり現在に至る。

発言要旨

　平成27年度から市の担当課と共に協議
体に取り組むための協議を始めた。その
中で南アルプス市としての２層は小学校
区単位と決めた。これは、まとまりがあ

り地域課題も把握しやすいことからである。その後28年
度に市が１層を立ち上げ、社協は30年度までに２層全地
区において取り組みを始めることを目標に本格的な活動
が始まった。２層のコーディネーターはいずれ住民の中
からの誕生を目指し、それまでは社協の地区担当職員が
中心となり進めることにした。
　まずは「地域の支えあいを考える会」を開催し、地域
住民の理解を得ることから開始した。開催するにあたり
自治会役員や民生委員など地域福祉に欠かせない方々に
協力を求め、自分たちの地域の事という意識を持っても
らうようにした。考える会の参加者からその後の活動の
協力者を手上げ方式で募り、勉強会を開始した。手上げ
方式にした理由は「役だから」「言われたから」など他人
事ではなく、自分自身の意思で関わっていただくためで
ある。熱い想いを持って集まった方々なので、すぐに何
か始めたいという地区もあったが、社協で言ってくれれ
ば何でもするという様に受け身からスタートする地区や、
これは行政の仕事ではないかと反発する地区もあった。
何度も話し合いを重ね、参加者が考え実行する形になる
よう辛抱強く関わった。そして、参加者の中から代表、
副代表を決め組織を固めることで更に自分事として地域

を考えなくてはという方向に進められた。
　現在、協議体がより活発に進めていけるよう社協全職
員を協議体ごとに配置している。また、今年度は、２層
ＳＣ配置事業として正式に市の委託を受け、１名専任で
配置している。専任を設けたことで、16か所ある協議体
の状況把握が可能となり、１層、２層との情報交換、役
割の明確化につながった。
　協議体の活動については、毎月２層で話し合いをして
いるところや、２層よりも更に小さな地域の方が活動し
やすいと自治会単位の３層で活動しているところもある。
しかし、体制を整えるに留まっているところも依然とし
てあり、「何をすればよいのか」「運営費はどうしたらい
いか」「自治会が非協力的でどうしたらいいか」など不安
の声もあがっている。そのような協議体を実施していく
過程で出てきた課題を見逃さないために、２層ＳＣが中
心となり、毎月１層ＳＣや市職員、各協議体を担当する
職員と話し合い、運営に悩んでいる協議体に対して解決
策を提案することで社協の協力体制の理解が得られ、更
に住民との信頼関係も築けるようになった。
　協議体は、地域の実情に即したものであり、こうある
べきだというマニュアルやモデルはない。だからこそ難
しくもある。住民が主体的につながり、支えあい活動が
できるよう環境や体制を整備し支援していくことが大切
であり、「住民と共にという姿勢で臨むこと」。これが社
会福祉協議会の使命でもあると考えている。
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3
第１部パネル

社会福祉法人葛城市社会福祉
協議会総務課長補佐　第1層
生活支援コーディネーター

大山  洋治

経  歴  等

大学卒業後11年間の民間企業勤務を経て、2002年に當麻町社会福祉協議会に転職。市
町村合併により2004年に、新庄町と當麻町が合併し、葛城市社会福祉協議会となる。
管理運営業務、庶務等を担当後、地域福祉係として生活福祉資金や共同募金の業務を
担当する。2016年8月、葛城市から生活支援体制整備事業の業務委託を受け、第1層生
活支援コーディネーターとして、地域のサロン活動の活性化や、地域の支え合い ・助け
合いの掘り起こしや活動支援を行う。2017年に、さわやか福祉財団の協力を得て、行
政担当者と社協で葛城市生活支援体制整備事業シンポジウム「みんなでつくろう助け
合いのまち」を開催。その後の勉強会を通して、協議体の基盤をつくる。
翌年度新たに、社協介護福祉課長補佐が、第2層生活支援コーディネーターとして配置
され、第1層、2層協議体が正式に結成される。
好きな言葉：「桃李もの言わざれど下自ら蹊を成す」「一歩踏み出す勇気」
最近のマイブーム：プロレス鑑賞

発言要旨

１．葛城市について
 ・�葛城市は、平成16年10月、旧新庄町

と旧當麻町の2町が奈良県内初の合併
により誕生。

人口は約3万7千人で、高齢化率は27.5％。大阪への
アクセスも良く、ベッドタウンとして新しい住宅地が
増える一方、旧村が多く高齢化が進む地区も多くある。

２．協議体が発足されるまで
○平成28年度
・行政より生活支援体制整備事業を受託。
・行政（包括支援センター）からは、第1層は包括運営

協議会で考えていると言われた。
○平成29年度
・講師に（当時）さわやか福祉財団の土屋幸己氏をお招

きし、行政と社協共催で、生活支援体制整備事業シン
ポジウム「みんなでつくろう助け合いのまち」を開催。
熱心に小地域活動を実践する方をパネリストに招き、
実践報告をしていただいた。予想を超える200名の方
に参加いただき、終了後の勉強会参加希望者は38名。

・38名の思いの熱いうちにと、次月から「みんなでつく
ろう助け合いのまち」に向けての勉強会を全3回行う。
シンポジウムに引き続き、講師及び勉強会進行役を土
屋氏にお願いした。

○平成30年度
・土屋氏に協議体設置について相談すると、「まずは、行

政・社協が生活支援体制整備事業の目的共有のための
規範的統合が必要」と言われ、あらためて協議した。
本来ならシンポジウム前にすべき規範的統合であるが、
シンポジウム開催によって行政と社協の関係が近くな
り、規範的統合がすすむという効果があった。結果、
あて職で委員の兼務の多い包括運営協議会では意味が
ないと、一度、ほぼ決まっていた第1層メンバーを白紙
にして選びなおした。

・結果、第1層は勉強会で住民が選んだ各団体の長に説

明し、代表者を選出していただいた。また、勉強会か
ら選出したメンバーで中学校区（2校区）を第2層とし
て構成。その代表が第1層に入ることで、協議内容を
連携できる仕組みを取った。勉強会から「地域の課題
は大字ごとで違う」という課題も出ていたため、コー
ディネーターが地域をまわり、ミニ協議体を作るとい
う構想も並行して進行することとなる。将来的にはミ
ニ協議体が第2層になれば、との思いをもっている。

　30年6月、第1層、第2層協議体が誕生。
３．協議体の構成
第1層：民生委員、区長会、老人会、市ボ連、ＪＡ、福祉

関係有識者、第2層コアメンバー4名、行政長寿
福祉課長、社協事務局長、社協コーディネーター

第2層：勉強会から選出したメンバー、各中学校区から7
名程度、社協コーディネーター

４．協議体開催頻度
　　第1層：3ヶ月に1回程度
　　第2層：1～2ヶ月に1回程度
５．協議体で話し合った議題
　・まずは協議体のネーミング！
　・地域資源マップ
　・公民館の居場所利用について
　・地域の課題について整理（アンケート作成）
６．事務局体制と課題
・行政には「異動」があり、実際当初から関わってきた

職員2名が異動。
・当初からの流れを知る者が行政側では管理職1名に。
・不安はあったが、もう一度規範的統合を行い、社協・

行政ともにこの事業の大切さを理解し、前にすすむ決
意を新たにした。

・生活支援体制整備事業は長く続く「地域づくり」、住民
さんに顔が知られて信頼される関係が大切である。で
きるだけ短いスパンで担当者が変わることがないよう
にすることが望ましいと考える。
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3
第１部パネル

奄美市高齢者福祉課

園田  香奈子

経  歴  等

鹿児島市出身
平成22年4月奄美市役所入職。
平成22年〜入職後高齢者福祉課配属。社会福祉士として名瀬地域包括支援センターに
在職。
生活支援体制整備事業に関し、平成28年度より引き継ぎをうけ、担当している。
主な活動は、第1層生活支援コーディネーター・協議体の事務局としてのとりまとめ、
第2層生活支援コーディネーター・協議体・事務局のとりまとめ。第2層の事務局は在
宅介護支援センターに委託している。
平成28年7月金久地区、平成28年11月伊津部地区、平成30年9月古見方地区が立ち上
がり、方向性を確認しながら1、2ヶ月に1回の協議体への集まりに参加している。
今後は第2層各地区で、有償ボランティアの立ち上げを目指している。
地域住民の声を聞きながら事業展開をすることをモットーに日々迷走中。

発言要旨

SC・第1層について
　すべてゼロからのスタートであり、ま
ず勉強会をスタート。H27年度から「地
域支え合い体制づくりを考える会」研究

会を立ち上げ、奄美市の各種団体に呼びかけた。
　参加者には、行政関係者【市民協働・健康増進・福祉
政策・環境対策】、自治会町内会、病院、学校、PTA・老
人クラブ等の各種団体や、日頃から地域活動に関心の高
い住民等に呼びかけた。（第２層、３層も視野に入れ、職
員や住民代表も参加）、市議会、在宅介護支援センター、
NPO 等、毎回50名〜70名程度の参加で講話やディスカ
ッションで意見交換をしながら４回開催。
　研究会の実施については次のとおり。
1回目は H27.6.29
　地域での助け合いの必要性、奄美市の目指す地域像に
ついて
2回目は H27.7.27
　奄美市の目指す地域像の確認
3回目は H27.8.13
　協議体・生活支援コーディネーターの役割と選出方法
について、第１層、第２層の協議体構成員・団体の選出
について
4回目は H27.10.14
　第１層協議体構成団体等の承認、生活支援コーディネ
ーターの承認、地域で支える・支えられる体験ゲーム
　これらの研究会の中で、最終的に地域内で信頼され、

集まったメンバー全員から推薦された田丸氏がまず第１
層のコーディネーターとして選出された。
　第１層協議体の事務局は名瀬地域包括支援センター（直
営）で行っている。
　第１層も第２層も市民の皆さんに生活支援コーディネ
ーターを担ってもらうことで、各地域に座談会等で伺う
ときも、地域になじみのある方々なので、入っていきや
すい。また受け入れもとても良い。行政からの一方的な
お願いとならない。

第2層について
　協議体で集まって話をする際も、全体の方向性を市や
事務局と一緒に考えながら、コーディネーターが良い中
間役を担ってくれているので、市はバックアップという
立場で支援している。
　最初は何を考えていけばいいのか漠然としていたが、
何度も勉強会を行うことで、共通理解を図りながら、進
む方向性も見えてきたように感じる。
　住民同士の集まりなので、なんでも気軽に話ができて
いる。
　生活支援体制整備事業に関してはコーディネーターや
事務局には県内である研修会に参加してもらったり、さ
わやか福祉財団さんに支援していただき定期的に勉強会
ができている。
　大きな事業の立ち上げはできていないが、少しずつ長
い目で地域づくりを行っていきたいと考えている。
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3
第１部パネル

奄美市第1層生活支援コーデ
ィネーター

田丸  友三郎　

経  歴  等

昭和46年4月1日名瀬市役所入職
幅広い分野の職種を経験し、水道 ･ 税務・建築・給食センター・国保介護・財産管理・
環境対策・農政局長 ･ 市民部長を歴任
平成25年3月31日奄美市役所退職
退職後は平成26年有屋町内会会長を務め、平成27年〜奄美市名瀬町内会 ･ 自治会連合
会会長として、奄美市の地域活動に従事しながら、社会福祉協議会理事及び奄美市の
各種審議会の委員を受託し、地域と行政のパイプ役として奄美市行政協力員も兼任し
ながら活動中。

平成27年3月奄美市にてさわやかフォーラム開催。
平成27年度研究会を立ち上げ、おおづかみ方式で第1層生活支援コーディネーターとし
て各種団体の代表からの推薦をうける。
平成28年4月第1層生活支援コーディネーターとして委嘱状が交付され、現在奄美市第
1層生活支援コーディネーターとして活躍中。
第1層の取りまとめや、8地区の第2層協議体への助言指導を行っている。
有屋町内での有償ボランティアの立ち上げ準備中。

発言要旨

第2層 SC・協議体づくりについて
　２層の圏域設定について、８地区の生
活圏域に決めましたが、競争意識の高い
市民体育祭の地区割りにしました。

協議体構成員の人選について
　８地区の協議体の構成員につきましては、それぞれの
地域において勉強会を開催し、地区ごとに選出していた
だきましたが、５名〜20名以上と構成人数はそれぞれで
した。地区の中で同じ団体構成メンバーから一人を推薦
していただいて、選出したり、地域づくりに興味のあり
そうな方には直接声をかけて、勉強会に参加していただ
いたりしました。

　しかし、人数が多すぎる地区ではまとまりを欠く結果
となり、現在では各地区で10名前後で活動しております。
また第２層生活支援コーディネーターも協議体メンバー
に選ばれた人の中から住民の方にお願いしました。最初
地域で良く知られている会長などを立てましたが、実務
的でないため、失敗した事例もありました。
　協議体の事務局体制については、第２層圏域の事務局
体制についてそれぞれの地区にある在宅介護支援センタ
ー６地区に委託と、社協１地区、残り１地区は直営の包
括支援センターを事務局とし、構成メンバーへの連絡
（日程、調整、会合時の内容まとめ等）事項などをお願
いしております。
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ＳＣと協議体はどう役割を果たすか
～ＳＣと行政との連携、1層と2層の連携など～

■ 進行役
一般社団法人コミュニティー
ネットハピネス代表理事

土屋  幸己
◎第2部パネル  分科会20
◎第3部パネル  分科会33
　にも登壇

経  歴  等

発言要旨

　地域包括ケアシステムを構成する2大
要素として、医療介護連携と地域の支え
合い体制の構築が必要といわれています。
医療介護連携に関しては、行政や医療・

介護にかかわる専門職がその構築に努めますが、地域の
支え合い体制構築に関しては、住民主体で進めることに
なります。
　その具体的な事業として、介護保険制度の地域支援事
業に生活支援体制整備事業が位置づけられました。この
事業は市町村事業であるため、行政がしっかりと枠組み
を作り、その中で関係機関、関係者が規範的統合を行い
ながら事業を進めることが必要となります。

　我が国は健康寿命の延伸を目指しており、そのために
介護予防に資する通いの場や、担い手不足による介護人
材の不足を補うための生活支援体制と地域における支え
合い体制の構築が当面の課題となっています。いうまで
もなく生活支援コーディネーターや協議体は支え合い活
動の推進を図りながらも生活支援体制整備を推進するこ
とが重要な役割となります。
　本分科会では、そもそも生活支援コーディネーターや
協議体の役割は何かを再確認するとともに、行政の担う
べき役割と関係機関との連携についても議論していきた
いと思います。

1981年淑徳大学社会福祉学部卒業。知的障害児施設、特別養護老人ホーム、知的障害
者通所授産施設、知的障害者更生施設、療育等支援事業コーディネーター等を経て、
2006年 4 月～2015年9月　富士宮市福祉総合相談課長（兼）地域包括支援センター長
2015年10月～2019年3月　公益財団法人さわやか福祉財団戦略アドバイザー

1997年　社会福祉士資格取得
2000年　日本社会福祉士会　第1期　成年後見人養成研修終了
2016年　認定社会福祉士登録
一般社団法人成年後見支援センター「ぱあとなあ静岡」委員
公益社団法人日本社会福祉士会　生活困窮者支援委員会委員
国際城西大学兼任講師（2013～）
厚生労働省	 地域包括ケア推進指導者養成研修企画委員（2010～2012）
厚生労働省	 安心生活創造事業推進委員会委員（2011～2012）
厚生労働省	 「生活困窮自立促進プロセス構築モデル事業」統括委員会委員（2013）
厚生労働省	 「相談支援の質の向上に向けた検討会」構成員（2014）

パネル登壇者_本文01-1.indd   76 2019/07/31   11:55



77

いきがい
助け合い

全
体
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

第
1
部  

パ
ネ
ル

第
2
部  

パ
ネ
ル

第
3
部  

パ
ネ
ル

分 科 会

4
第１部パネル

■ アドバイザー
元厚生労働審議官・老健局長

原  勝則
◎全体シンポジウム
◎第２部パネル  分科会21
　にも登壇

経  歴  等

　1955年４月佐賀県生まれ。1979年厚生省に入省。環境庁や静岡県（民生部障害福
祉課長）への出向等を経て、1998年内閣官房内閣参事官、2000年健康政策局経済課長、
2002年保険局国民健康保険課長、2004年医政局総務課長、2006年内閣官房内閣審議
官、2010年内閣総務官、2012年老健局長、2014年厚生労働審議官、2015年10月に厚
生労働省を退職。2016年６月末より公益社団法人国民健康保険中央会理事長。2018
年６月さわやか福祉財団評議員に就任。
　老健局長として、2014年の介護保険制度改革において、自助（健康づくり・介護予
防）と互助（住民主体の助け合い）の取組による地域づくりを推進するための地域支援
事業の改正等に携わる。

発言要旨

　地域包括ケアシステムの構築が、高齢
化や人材・施設等の資源の状況等地域の
実情に応じて、市町村や都道府県の行政
と地域の関係者が連携・協力して取り組

むものであるのに対し、地域包括ケアシステムの一翼を
なす互助（住民主体の生活支援・助け合い）は、地域の
住民が中心となって取り組むものであり、そうした住民
の活動を支えるのが生活支援コーディネーターと協議体
である。
　こうした住民主体の取組を社会保障制度の中で制度化
するのは珍しく、またその取組の仕方も地域の状況に応
じて様々であることから、一律にこうすればよいといっ
たマニュアルはないこと、高齢化や人口減少が進み、家
族や地域の絆が弱くなっている状況の中で、活動の立ち
上げのみならず、それ以上に活動の継続こそが難しいこ
となど、生活支援体制整備事業の実施は簡単なことでは
ない。また住民と一言でいっても、そこには考えも性格
も違う様々な住民が存在し、複雑な人間関係があり、過
去の経緯がある。
　一方、支援する行政側にも複雑な事情や様々な考えが
ある。互助の取組には行政の協力、伴走型支援が不可欠

であるが、まだまだこうした考え方は広まっていない。
　生活支援コーディネーターと協議体の活動の難しさは、
このようなこの事業の特殊性にあるが、だからこそ面白
いのではないかと思う。互助の取組は地域づくりと密接
に関係しており、地域に住む者にとってやりがいのある
取組である。
　分科会では、４つの市町の取組を報告していただくが、
それぞれに課題の違いや取組の特徴がある。答えは一つ
ではない。参加者はそこから、自らの地域の課題解決の
ヒントや好事例として参考となる方法を見つけ出し、地
元に持ち帰っていただきたい。
　また、限られた時間の中で、得られるノウハウ等には
限りがあるが、全国の同じ仕事、同じ取組に従事する者
が集まって、共感し、悩みを共有し、そしてつながる
（ネットワークができる）ことはとても意義深い。
　私自身は生活支援体制整備事業には現在数自治体と関
わっているだけであり、助言者として参加者の悩みに十
分応えられるだけの能力は持ち備えていないが、知識・
経験豊かな進行役の土屋さんと協力して、有意義な時間
となるよう、努力したい。
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　高崎市は人口約37万人。１市６町村
が平成の大合併を経て、2011年に中核
市に移行した。合併しても7地域にはそ
れぞれ異なる事情もあり、必要とされる

支援、支え合い活動もそれぞれ。市全体での理解や関
係者等の意識合わせには時間がかかる。高崎市は事業
の計画当初から、住民主体の支え合い活動を体制整備
により生み出す。市民人一人が自分ごととして捉える意
識へ。そして主体的・自律的な基盤づくり“地域の人材
と社会資源の掘り起こし”できていること・できること
を探し、地域住民の提言を施策へつなげる仕組みをつく
ることを目標とした。そのために平成27年９月にさわ
やか福祉財団と包括連携協定を結び、事業推進チーム
（行政・社協・NPO 等）＝コア会議を作り、平成27年
度から３年計画でこの事業立ち上げを行なってきた。翌
平成28年４月、協議体設置及び住民の声を政策にもつ
なげる為に、第１層生活支援コーディネーターを個人委
託し、介護保険運営協議会委員も委嘱した。そして、第
１層協議体よりも、第２層協議体立ち上げを先行する方
針を決め、高齢者あんしんセンター（委託包括）の担当
する地域ごとに第２層協議体を26地区立ち上げてきた。
第１層生活支援コーディネーターの役割として、第２層
協議体発足のサポート（地区勉強会開催・第２層協議
体への情報提供・アドバイス等）そして市全体の勉強会、
フォーラム等での先行地区活動の紹介。第１層協議体設
置に向け、第２層協議体情報交換会の企画・実施。第２

層協議体からの相談・視察対応等を行っている。そして
第１層協議体運営・多職種関係者とのネットワーク作
り・支え合い創出等を行なっている。
　第1層・第2層は、上下関係ではなく、相互に連携・
協働する関係。第２層の安定化・活性化に向けて各圏
域での協議の内容や抱えている課題をコア会議で共有
し、地域の状況に応じた対応方法を考えてきた。そして
生活支援コーディネーターとして、協議体の皆さんと一
緒に支え合い仕組みづくりの「推進役」として様々な活
動を育んで行きたいと思っている。
　この事業にマニュアルや正解はなく、事業に携わる人
が同じようにその意義を共有し、“高崎市版”の考え方
や進め方を理解していないと継続性が担保できない。
市職員や社協職員は異動がある前提で、コア会議（事
業推進会議）というチームを核とし、今後の第１層協議
体の運営も考えていく方向である。また人口規模が同
程度の市の取り組みを知るには、県内に留まらず全国の
情報を得て、“高崎市版”の事業の進め方を考えていく
必要がある。加えて、住民の声を市の政策に結びつけ
る為にも、他の新地域支援事業と情報共有し、連動さ
せていくことの重要性も感じている。
　日常は、地域に出向き、住民のやる気の後押し。推
進役の包括との意識合わせ。行政との情報共有を定期
的に行い、お互いの温度差がなくなるよう日々活動して
いる。地域や事業全体を俯瞰しながら、タイミングを
逃さず、行動することを心がけている。

経  歴  等

公益財団法人さわやか福祉財
団　高崎市第１層生活支援コ
ーディネーター

目崎  智恵子
◎第3部パネル  分科会40
　にも登壇

発言要旨

1963年群馬県高崎市生まれ
2010年10月から2019年２月まで、認定ＮＰＯ法人じゃんけんぽん本部事務局で、
インフォーマル事業を担当。共生常設型居場所・配食サービス ･ 助け合い活動等の立ち
上げに携わり、生活支援相談員として、専門職や地域住民等と連携し、様々な困りご
と（高齢者・障がい者・子ども等）を解決してきた。同時に支え合う地域づくりも行っ
てきた。
2015年4月生活支援体制整備事業開始に伴い、同年7月から高崎市生活支援体制整備
事業の推進チームに参画。翌2016年4月高崎市第1層生活支援コーディネーターを個人
受嘱。同時に介護保険運営協議会委員受嘱。現在も活動中。
2017年4月から群馬県新地域支援事業推進協議会に委員として参画。
2019年厚労省老健事業「生活支援コーディネーター・協議体の効果的な活動のための
研修プログラムの開発に関する調査研究事業」研究会に委員として参画。
その他の活動として、2011年9月から、東日本大震災群馬県避難者支援団体 ｢ぐんま暮
らし応援会」の運営委員として避難者支援活動も行っている。
2019年5月からさわやか福祉財団にも参加し、全国で地域づくりを実践中。
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村上市第2層生活支援コーデ
ィネーター

渡邊  優子　

経  歴  等

ＮＰＯ法人希楽々（きらら）（総合型地域スポーツクラブ） 理事長兼ゼネラルマネジャー 
【資格】（公財）日本スポーツ協会公認クラブマネジャー、（公社）真向法協会准教士、
（公財）障がい者スポーツ協会障がい者スポーツ指導員、生涯学習コーディネーター、
1級建築士 
【スポーツ関係歴】総合型地域スポーツクラブ全国協議会副幹事長、新潟県総合型地
域スポーツクラブ連絡協議会会長、村上市スポーツ推進委員、新潟県生涯学習審議会
委員、新潟県運動部活動在り方検討委員、スポーツ庁運動部活動の在り方に関する総
合的なガイドライン作成検討委員
【講師実績】全国スポーツクラブ会議（島根県）、沖縄県総合型地域スポーツクラブ研
修会、にいがた生涯学習フォーラム、全国スポーツ推進委員研究協議会（福井県）、新
潟県教職員組合合同学習会、北信越ネットワークアクション（長野県）、和歌山県総合
型地域スポーツクラブ実践交流会、山形県総合型地域スポーツクラブマネジャー養成
講習会、群馬県総合型地域スポーツクラブ研修会、県民フォーラム、 石川県クラブマネ
ジャースキルアップ講習会、新潟県建設業協会講演会、社会教育主事講習 
【表彰】文部科学大臣表彰   生涯スポーツ功労者（Ｈ26） 
【その他】「優子のふ・た・り言」出版

発言要旨

（１）「希楽々」紹介と生活支援協議体
　　　に関わった経緯
　　①総合型地域スポーツクラブ
　　②3つの理念

　　③希楽々活動紹介
　　④希楽々を選んでくれたこと＆発揮できるスキル
（２）第2層活動紹介
　　①愛称で親近感
　　②地域別フォーラム＆ささえあいフォーラム
　　③多世代参加の工夫と当事者意識
　　④広報誌作成と全戸配布
　　⑤買い物支援「ささえ隊」の参加促進
（３）第2層の雰囲気づくり
　　①第2層役割の明確化と前向きコーディネート
　　②行政との関係良好福祉＆自治振興

（４）第1層と第2層の関係
　　①地域の特性を活かした事業＆戦略の多様化に対す
　　　る第1層の理解
　　②気軽なランチミーティング
　　③「ロゴ＆キャラクター」募集プロジェクト
　　④共通課題「移動手段」勉強会
（５）合同勉強会
　　①各地区の取組発表で情報共有
　　②モチベーションアップでさらに
　　③第1層と第2層で合意形成
（６）今年度の取組と構想
　　①「ささえあいカタログ」の作成
　　②みんなで創る「居場所」と「出番」
（７）多地区・多分野連携で仕掛ける村上市
　　①各地区で行う多様な活動で住民理解へ
　　②官民＆多分野協働で住民主体活動へ
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犬山市第1層生活支援コーデ
ィネーター

河村  政徳　

◎第３部パネル  分科会36
　にも登壇

経  歴  等

一般社団法人和顔の輪代表理事
株式会社地域福祉推進会代表取締役社長

　特別養護老人ホーム、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所での就労の中で
「人が自分らしく人生を終えることの難しさ」を実感し、要介護状態や認知症になって
も、自分が生きてきた方法、大切にしてきた価値観を壊さないよう、穏やかに終に向か
うことができるようエスコートすることが介護実践であると考え、地域の介護インフラ
を整えるべく、平成20年に在宅介護サービスを担う法人と、中立公平な相談支援を行
うための法人をそれぞれに設立。法人の代表に就任するとともに、次世代を担う介護職
の育成、社会資源づくりに努めている。
　平成29年に犬山市生活支援体制整備事業のプロポーザルにて、犬山市第1層生活支
援コーディネーター業務を受託。
　地域包括ケアシステムの重要性をリスペクトし、「地域づくり」を真剣に楽しんでい
る。

発言要旨

　平成29年度の事業開始当初、所属する
法人が違う2層ＳＣと、事業の進め方を
模索する行政との間で、まずは意識のベ
クトル合わせをしようと考え『共同企業

体』としてプロジェクトに挑んではどうかと投げかけた。
　プロジェクトチームとなるべく、ＳＣの顔写真を載せ
たチラシを名刺代わりに地域回りを開始し、各地区の2層
ＳＣと意見交換する中で、共通して、孤独感や焦燥感、
事業に対する不安を抱えていることが分かった。そうし
た思いに対し、1層ＳＣと2層ＳＣが連携し、活動をする
上でのヒントや課題を共有するためのミーティングを定
期開催することとした。
　また2層協議体の立ち上げ当初は、2層ＳＣと地域包括
支援センターが協議体の運営を行う風潮が全圏域で見ら
れ、2層ＳＣが協議体の運営に悩み疲弊していた。各セン
ターに出向き、軌道修正のための打ち合わせを行う中で、
2層ＳＣが司会ではなく協議体を俯瞰的にファシリテート
できるよう、1層として後方支援を行っている。
　
　一方、協議体に参加される住民は、意識が高く、地元
愛が強い方々である。立ち上げから半年を過ぎた頃、
「協議体はこれでよいのか？」、「他の地区の協議体の進
捗は？」といった声を受け、１層主催で２層協議体交流
会を開催。客観的に自分たちの協議体を見直し、他地域
の取り組みを見聞きすることで、相互に良い刺激を得る
ことができた。
　

　その後、複数の地域で「協議体をもっとメジャーに」、
「新規参加者を増やしたい」と、協議体の周知と参加者
募集のため「協議体のチラシ」が作成された。チラシ作
成をきっかけに、住民にデザインを依頼、諸団体に掲示
を依頼するなど2層ＳＣの活動も協議体から派生する事が
増えてきた。
　また、協議体の新規参加者が、時として熱い思いから、
社会問題の解決や、行政批判を繰り広げられることもあ
るが、協議体のメンバーが自発的に軌道修正していただ
けるようになったことも協議体の成長だと思われる。

　2層ＳＣを補完する役割がうまく機能している協議体で
は、協議体に地域情報が集約され、その情報を持って2
層ＳＣが地域に出ることで、新たな人や社会資源と出会
い、それぞれを繋ぎ、またその情報を協議体にフィード
バックするという活動のサイクルが回り始めている。そ
うした圏域の2層ＳＣは「協議体に助けてもらっている」
と発言していることが印象的である。
　補完機能がうまく機能していない圏域の要因としては、
依然として2層ＳＣや地域包括支援センターが協議体を運
営しているという自負自責からか、形式的な進行に囚わ
れ、実績を作るために、上から物を作ろうとしてしまう
傾向が感じられる。

　地域に出ると、あらゆる既存の組織や団体があり、協
議体や体制整備事業について理解を求めるには困難を要
することもある。少しずつ浸透させ、スタンダードな流
れにしていく為に、各ＳＣ、行政、協議体がともに補完
し合い、効果的に水平展開していくことが必要である。
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4
第１部パネル

社会福祉法人太子町社会福祉
協議会　第1層生活支援コー
ディネーター

貝長  誉之

経  歴  等

太子町社会福祉協議会地域包括推進室室長
平成16年入職　ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）として相談援助業務に携
わり、平成25年に総務係長、平成29年より生活支援コーディネーターを兼務。平成31
年4月より現職

発言要旨

　生活支援体制整備事業を考えるにあた
り、高齢介護課･地域包括支援センター･
社協で構成するコアメンバー内で2つの
合意があった。1つ目は「未来の太子町

を考えるなら住民さんと同じ目線で考えていこう」。2つ
目は「分からないことは住民さんに直接聞こう」である。
“ 同じ目線で ” は、言葉で言うと簡単だけど、実際には非
常に難しい。けれども、将来をイメージしたときに住民
さんと同じようなカタチをイメージできたらかなり素敵
なことだと思うし、時間と手間をかけてでもイメージの
すり合わせが重要だと考えた。“ 分からないことは ” は、
新地域支援事業の「地域の実情に応じた…」を知り考え
る、ある意味この事業のキモであると考えた。頭でっか
ちで絵に描いた餅のような使えない制度やサービスは作
らない、住民さんの思いとマッチしていくことを心がけ
た。この考えは、平成28年度当初から変わらず今も持ち
続けている。

　太子町の第1層協議体「ＳＡＳＡＥ（ささえ） 愛太子」
は、地域づくりからの支え合い勉強会（以下　勉強会）
から地域づくりからの支え合い研究会（以下　研究会）
を経て出来上がった。
　勉強会は、町会・自治会に出向くかたちで実施した。
行政や社協が一方的に話す一方通行型の説明会ではなく、
双方向で建設的に話し合える説明会とした。私たちを含
むその場にいる者すべてが「（制度を）知り」「（将来
を）考えて」「（何をすれば良いか）見つける」ことが出

来るような勉強会を心がけた。
　研究会は、太子町の将来を一緒に考えたいというメン
バーを委員として、計3回実施した。そこには、意見が出
やすくなる仕掛けをつくった。毎回実施したワークショ
ップは、各回に「みつける」「つなげる」「つくりあげ
る」というキーワードを込め、これからの太子町で本当
に必要なものを検討した。この時に検討したテーマは
「集いの場」「移動・外出支援」「買い物支援」「町会・自
治会の活性化」であり、協議体に引き継がれている。

　研究会を終えた時点では、協議体のメンバー構成は別
の案をもっていた。が、研究会での労をねぎらう茶話会
的なものを開催したときに参加したメンバー達が笑顔で
太子町の将来を語る姿に、太子町の協議体はこれでええ
んちゃう！と参加した職員すべてが思い、現在のカタチ
となった。
　翌年度、意欲のある地域住民とともに、第1層協議体を
発足させた。協議体のメンバーに肩書はなく、会長など
の代表もいない。ＢＧＭを流しながら、柔らかい感じで
話し合い・考えるスタイルをとっている。特にシナリオ
はなく、当日の話の方向はどちらを向くかは分からない
が、方向性とイメージは合致しているからか、共に考え、
走りながらの事業展開は、いつも驚きと楽しさがいっぱ
いである。
　太子町では、住民さんの考えが反映する仕組みで、参
加し、一緒に創りあげるというスタイルで住民主体のま
ちづくりの取り組みを今後も進めていきたい。
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5
第１部パネル

目指す地域像の意義と取り組み方

■ 進行役
三菱 UFJ リサーチ＆コンサル
ティング（株） 
経済政策部副主任研究員

齋木  由利
◎第３部パネル  分科会45
　にも登壇

経  歴  等

■専門分野
地域包括ケアシステム、高齢者福祉、地域福祉
■経歴
平成19年３月	 大阪大学大学院工学研究科修了
平成19年４月	 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社入社
【主要実績】
◇厚生労働省の調査研究・研修等業務／地域支援事業、介護人材、要介護認定、介護
保険事業計画をテーマとした、厚生労働省の調査研究、研修等の業務に従事。
◇自治体のコンサルティング・研修等業務／市町村・都道府県を対象とした、総合事
業、医療介護連携など地域包括ケアシステム関連の調査・コンサルティング業務に従
事。介護保険事業計画や地域福祉計画の策定支援などの実績多数。また、地域づくり
や要介護認定、医介連携をテーマとしたセミナー・研修講師の実績もあり。
◇介護予防・日常生活支援総合事業関連／平成26～28年度にかけて、総合事業、生活
支援体制整備事業の普及等を目的とした厚生労働省の調査研究事業に従事。平成29年
度には、公益財団法人さわやか福祉財団の「住民主体の生活支援推進研究会」運営支
援業務に従事。
◇「地域包括ケア研究会」事務局（平成25、27年度）

発言要旨

　地域づくりには、住民、自治会、民生
委員、老人クラブ、ＮＰＯ・ボランティ
ア団体、民間事業者など様々な主体が関
わっています。そして、住民にもいろい

ろな人がいます。今では、生活スタイルも価値観も多様
化しており、様々な考えや想いを持つ人が同じ地域に住
んでいます。

「こんな風だったらいいな」と思う地域の姿も、人によ
って違うでしょう。ある人にとっては「子どもやお年寄
りが安心して暮らせる地域」、また、ある人にとっては
「いつまでも元気に活躍できる地域」、あるいは「住民
同士のつながりがある温かな地域」と考える人もいるで
しょう。

　地域を良くしたいという人達が出てきたとしても、そ
れぞれが思い描く目標や方向性が違えば、ばらばらの取
組になってしまい効果が出ません。中には、地域のため
に何かしたいと思っていても、何をすればよいのか分か
らないという人もいるでしょう。
　本分科会では、「こんな風だったらいいな」と思う地
域の姿、すなわち「目指す地域像」を共有することの重
要性について考えていきます。

　一言で、「目指す地域像」を共有するといっても、そ
れは幾つかのプロセスに分かれるのではないでしょうか。

まず、「目指す地域像」を描くためには、地域のことを
知らなければいけません。どんな人が住んでいて、どん
な生活をしていて、どんなことに困っているのか、そう
したことを知ることで、地域のあるべき姿が見えてきま
す。

　次に、「目指す地域像」を共有するというのは、共感
を広げるということですから、そこには地域の人と人の
つながりが必要です。住民の話し合いの場を持ったり、
地域の中に集いの場を設ける、あるいは既存のサロンな
どを活用する方法もあるでしょう。人と人のつながりを
介して「目指す地域像」は共有され、地域に広がってい
きます。

「目指す地域像」を描くプロセスで地域の課題を知り、
「目指す地域像」を共有するプロセスで住民同士のつな
がりができれば、同志で活動を始めるということもある
かもしれません。そう考えると、「目指す地域像」を共
有するプロセスそのものが、地域づくりを前に進めるこ
とにつながると言えます。

　本分科会では、「目指す地域像」の共有に取り組むパ
ネリストの皆さんのお話をお伺いしながら、実際の取組
方や、それによる効果・意義を解き明かしていきたいと
思います。
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5
第１部パネル

■ アドバイザー
ルーテル学院大学名誉教授

和田  敏明　

◎第3部パネル  分科会43
　にも登壇

経  歴  等

ルーテル学院大学コミュニティ人材養成センター所長
社会福祉法人東京聖労院理事長

全国社会福祉協議会で社会福祉研究情報センター所長、高年福祉部長、地域福祉部
長、全国ボランティア活動振興センター所長、理事・事務局長、ルーテル学院大学大
学院社会福祉学専攻主任教授などを歴任、地域福祉や福祉への住民参加の実践推進と
研究を行ってきた。現在、厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の推進に関する検討
会」構成員、全国社会福祉協議会「生活困窮者自立支援制度人材養成研修企画・運営
委員会」委員長などを務めている。日本地域福祉学会名誉会員、日本福祉教育・ボラ
ンティア学習学会名誉会員

発言要旨

　どのような地域にしたいのか、目指す
べき地域像を、関係者で繰り返し話し合
い、作り上げていく過程を通じて、共通
のイメージが生まれ、取り組みへの動機

づけや、活動の計画が作られ、実践に踏み出していく力
がはぐくまれます。関係者の経験や意見だけでなく、他
の優れた実践を、問題意識や仮説を持って見学、交流す
ることは、言葉として作り上げる目指すべき地域像が、
参加した関係者に具体的イメージを与えます。さらにど

のように取り組めばよいのか、どのような課題や問題が
生じるのか、それへの対応策をあらかじめ考える事も可
能になります。地域づくりに参加する人々や団体を広げ
るためには、目指すべき地域像を住民や関係者の中に広
げ、共有することが鍵になります。目指す地域像をつく
り共有することは、活動のエネルギーの源泉であり、活
動の進展とともに、目指すべき地域像のイメージも豊か
に育っていき、活動も豊かになる羅針盤の役割も果たす
といえます。
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5
第１部パネル

経  歴  等

阿賀野市第1層生活支援コー
ディネーター

井上  秀子

発言要旨

【阿賀野市の概要】
　阿賀野市は、新潟平野のほぼ中央に位
置し、南側に阿賀野川、東側に五頭連峰
を拝し、水田が広がる穀倉地帯です。平

成16年に4町村（水原町、安田町、笹神村、京ヶ瀬村）
が合併し、平成31年3月末現在の人口は、42,252人、高
齢化率は32.5％、世帯数は14,444、高齢世帯数1,731、
1人暮らし世帯数1,623、要介護認定率は18.7％です。
冬になると数千羽の白鳥が飛来するラムサール登録湿地
の『瓢湖』や、ラジウム温泉の五頭温泉郷が有名です。

【生活支援協議体の立ち上げと生活支援コーディネータ
ーの配置】
　市では、第2層の立ち上げを目的に、平成27年度に庁
内連携推進会議と生活支援サービス提供準備委員会を開
催し、平成28年度に3回の学習会を経て協議体になりう
る方についての人選をし、参加に意志を表明してくれた
方々で2層協議体を旧4町村単位で発足させました。
　また、皆さんの思いを1つにする意味で、市全体の協議
体のキャッチフレーズを話し合い『あったかい、思いや
り、やさしく、気づきあえるまち（あなたの思いかなえ
隊）』としました。生活支援コーディネーターは、全地区
を担当することとし1名選任しました。現在は２名となっ
ています。

【目指す地域像の取組み】
　平成28年度は、各地区協議体で話し合い、地区毎に実
態把握や事例検討を行いました。平成29年度は、実態の
まとめを自治会やサロン・運動教室などへ出向き報告す
るとともに、その地域特有の『困りごと』の掘り起こし
をしてきました。そこで出された地域の困りごとを、さ
らに市全体の共通課題として6つに整理し、協議体の全
体会で共有しました。
　また、協議体メンバーから、「どこまで目指しているの
かわからない」という指摘をいただき、めざす姿がイメ
ージできるように、事務局で図を作成し、協議体の会議
に提案し、意見交換しながら修正し完成させました。
　また、平成29年度からは毎年『地域支え合いづくり市
民フォーラム』を行い、協議体メンバーの『劇団かなえ
隊劇場』が劇を上演しています。劇で使用した「地域包
括ケアシステムのめざす姿」や「協議体と生活支援コー
ディネーターの役割』の手作りポスターを、地域での座
談会に必ず持参し説明しています。
　イメージを図に表わすことは、担当者の考えの整理に
もなりますし、協議体メンバーだけでなく、一般市民に
対しても説明しやすく、めざす姿の共感・共有できる良
さがあります。平成30年度は、４地区に拠点となる居場
所を設置し、そこから顔と顔の見える関係を築き、有償
支援の仕組みづくりと助け合いの輪を市内に広げようと
活動を展開し、1地区が開所できました。他の3地区は今
年度の開所に向け、ボランティアの方と検討会を行って
いるところです。

1997年3月　新潟県公衆衛生看護学校卒業
1997年4月　新潟県北蒲原郡安田町役場に保健師として就職
2004年4月　新潟県阿賀野市（水原町、安田町、笹神村、京ヶ瀬村が合併）の市営の
　　　　　　 在宅介護支援センターでケアマネージャーとして勤務
2005年4月　阿賀野市役所健康推進課に配属
2013年4月　阿賀野市役所地域医療推進課長に就任
2015年3月　阿賀野市役所を定年退職
2015年4月　阿賀野市役所民生部長に任命される（任期付職員）
2017年3月　阿賀野市役所民生部長退任
2017年5月　阿賀野市生活支援コーディネーターに任命され、現在に至る
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5
第１部パネル

南アルプス市第１層生活支援
コーディネーター

斉藤  節子
◎第３部パネル  分科会45
　にも登壇

経  歴  等

社会福祉士　介護支援専門員
平成４年、山梨県若草町社会福祉協議会にボランティアコーディネーターとして任用さ
れる。ボランティア活動が、地域に認知されていない時代、ボランティア養成講座の開
催、手作りのボランティアだよりの発行、地域ニーズ発掘等により、地域ニーズとボラ
ンティア活動のマッチングに携わるようになる。
平成12年の介護保険制度の誕生とともに、介護支援専門員としてプラン作成に携わる
中で、一人ひとりの生活に寄り添うインフォーマルサービスの必要性を感じる。
平成15年、合併により南アルプス市社会福祉協議会地域福祉課職員として、地域福祉
活動に携わるなかで、「住民主体の地域づくり」を支援する役割としての社会福祉協議
会の使命を明確化することを目的として「第１期地域福祉活動計画」作成に携わる。
平成26年３月、南アルプス市社会福祉協議会退職
平成27年４月より南アルプス市介護福祉課第１層生活支援コーディネーターとして、
第１層協議体の発足及び、第２層・第３層協議体の立ち上げを社会福祉協議会と協働し
て行っている。

発言要旨

　当初、この初めて耳にする「生活支援
体制整備事業」をどうすすめていくのか、
何を目指していけばよいのか、住民主体
というけれど、住民にどう伝えていった

らいいのか、雲をつかむような気持でした。
　そんな日々のなかで、地域包括支援センターに寄せら
れる相談の一人ひとりに目を向けて見ると「ちょっとし
た支援があればまだまだ自立して生活できる高齢者」が
多くいることに気づきました。同時に、そのちょっとし
た生活支援が出来ていないことにも気づかされ「生活支
援体制整備事業、一日でも早く進めたい。そのために、
まず内部でこの事業の必要性を共有したい」が始まりで
した。
　平成28年２月から、（当時）さわやか福祉財団の土屋
戦略アドバイザーを講師に８回にわたる内部勉強会がス
タートしました。市福祉部局、社協も参加するなかで、
住民自身が考え、行動して作っていく「住民主体の地域
づくり」を進めていくために、住民にどう伝えるか、市
や社協はどんな役割を果たしていくのか話し合い「第１
層、第２層の体制・市、社協のかかわり方の体制図」を
描いていきました。
　そして、その未来予想図を住民と一緒に完成していく
ための第１歩として「支えあいの地域づくりフォーラ
ム」を平成28年８月に開催しました。
　フォーラム参加者180名のうち、「住民主体の支えあ
いの地域づくり」に参加したいと59名が手を挙げてく
れました。参加者の１/ ３ではありましたが、｢本当の住
民主体の協議体｣ を目指していく希望を見つけることが
できました。そのメンバーを中心に勉強会を重ねるなか
で、情熱・信頼・地域愛にあふれた住民代表６名と皆さ

んから声のあがった地域団体代表８名による「第１層地
域支えあい協議体」がその年の12月に立ち上がりまし
た。
　第１層協議体の協議の中で「支えあいの地域づくり」
を進めていくためには、第２層の協議体の重要性が指摘
され、小学校区15地区で立ち上がるよう第１層協議体
が支援していく方針が決まりました。第２層協議体も、
第１層協議体と同様、小学校区ごとの「支えあいの地域
づくりミニフォーラム」を開催し、参加したいと手を上
げた住民により勉強会を重ねて２層がたちあがっていき
ました。そこから３年の年月を経て15地区全小学校区
に２層協議体が誕生しました。
　全ての地区で、すんなり立ち上がっていくわけではあ
りませんが、必ず理解してくれる住民はいました。少数
でもその方たちの熱意が地域を動かしていきます。私た
ちが地域の個別のニーズから「生活支援体制整備事業」
の必要性に気づいたように、２層の話し合いの中で「地
域のニーズ」に気づくと「Ａさんの困りごとは、他の誰
かの困りごとでもあるね。それはいずれ自分自身の困り
ごとでもある」と理解していきます。ニーズが見えてく
ると、２層から自治会単位の第３層の協議体に多くの地
域が移行していきます。小さな単位の話し合いは、ニー
ズも発見し易く、受け皿づくりも具体案がでやすい気が
します。有償ボランティア・移送サービス・誰でも自由
にいける居場所などなど、それぞれの地域の課題にあっ
た支援策が少しずつ誕生しています。
　今後の課題として、この活動が継続して、地域に根付
いていくために自治会との連携についての協議を進めて
いきたいと考えています。
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5
第１部パネル

経  歴  等

社会福祉法人阪南市社会福祉
協議会　第1層生活支援コー
ディネーター

坂上  尚大　

◎第3部パネル  分科会39
　にも登壇

発言要旨

目指す地域像の共有のため、阪南市社協
が大切にしている〝4つのサイクル″

1．阪南市の概要
・人口54,218人、世帯数 24,169世帯。
・校区数12校区・高齢化率31％。毎年約1％ずつ高齢化

率が上がっている。
・行政と民の要である社協とが協働で地域福祉推進計画

を策定。
・生活支援体制整備事業と地域共生のモデル事業を融合

することで、重層的に地域支援の専門職を配置し、住
民活動を応援している体制を構築。

2．阪南市の介護予防・日常生活支援総合事業
・現行相当サービスと住民が主体となった支援のみ（緩

和した基準によるサービスは実施しない）。
・第1層協議体（平成28年4月より毎月1回協議。平成

29年4月より2ヶ月に1回協議）。
・第1層協議体内に平成29年度より3つの部会（市民啓

発、担い手養成、移動外出支援）を設置。
・地域住民が個人や団体の垣根を越えて話し合う場を第

2層協議体としている。

3．地域福祉を進めるための4つのサイクル
・市全域や身近な場（日常生活圏域）において、①学

び・知る・気づく　②話し合う　③計画をたてる ④実
行する　そして再び学ぶことへ立ち返るといったサイ
クルを意識しながら地域や専門職へ働きかけてきた。

・目指す地域像を話し合うためには学び・知る・気づく
ことが必要。そのため、第1層協議体で要支援認定者
のうち訪問介護・通所介護を利用している方全員へケ
アマネジャーによる質問紙を使用した聞き取り調査を
実施。358名から回収・分析し、出てきたニーズを第1
層協議体内の議論するテーマにする。また、事業所等
の新たなサービス実施意向調査をおこない、事業者19
社から回収・分析。結果から緩和した基準によるサー
ビスは実施しないことに決まる。

・身近な場（日常生活圏域）においても地域住民による
ニーズ調査をサポート。地域の生活課題を知り、話し
合うことで会話の中から「共感」が生まれ、自然と助
け合い活動が創出された。

4．まとめ
・「目指す地域像を共有」するためには「現在の地域生活

課題を知ること」が大切である。
・ニーズに沿った地域での話し合いには、共感が生まれ

住民が主体となった活動が広がっていく。

1989年和歌山県生まれ。障がいのある人やその家族の権利が守られ、安心して住むこ
とができる地域づくりとは何かを学ぶため桃山学院大学社会福祉学科へ入学。卒業後は
2013年8月まで泉佐野市社会福祉協議会でボランティアコーディネーターとして勤務。
子どもから大人まで幅広く「ボランティア活動の面白さ」や「障がい者の社会参加」等
をテーマに福祉教育を進めてきた。
2013年9月からは阪南市社会福祉協議会で、コミュニティワーカー（地域支援ワーカ
ー）・ボランティアコーディネーター・日常生活自立支援事業の専門員として勤務。個
別支援と地域支援の一体的推進をめざし、地域、グループ、個人への支援を進めてき
た。
2016年からは生活支援コーディネーターとして、阪南市民ひとりひとりが自分たちの
地域のことを考える場づくり、話し合う場づくり、生活・暮らしをまもる住民活動の立
ち上げのサポートをしている。
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5
第１部パネル

福津市第1層生活支援コーデ
ィネーター

清水  民樹

経  歴  等

職業　現役時代は建設畑一筋
2013年	 福津市民生委員児童委員
2016年	 福津市民生委員児童委員副会長
2016年7月	 くらしのサポートセンター「サンクス」開設初代代表
	 主な取り組み（寄り合い場、集いの場、生活支援の拠点）
2019年現在	 買い物支援、移送支援と進化中
2016年10月～	 現職　

以後、毎月1回第1層ささえあい協議体開催
市全域からの参加者とともに地域性に応じたささえあいの構築

発言要旨

　毎月1回の「福津市ささえ合い協議
体」も、9月で36回となる。参加メンバ
ーは協議体準備会（9回開催）からの
方々が多く引き続き構成員となっている。

参加自由でどなたでも、参加届けを出せば出席できるこ
とになっている。非常に大きな第1層の協議体である。
　現在、登録者は150名を超え、毎回の出席者は50名程
度で市職員、社会福祉協議会、包括支援センター等を加
えると、 70～80名ほど。市内全域（8つの圏域）から万
遍ない構成となっている。市民ボランティアをされてい
る方、これからしてみたい方や、スーパー・コンビニの
店長、イオン、ユニクロ、介護事業所の方々なども参加
されている。グループワークの進行役は、包括支援セン
ターの職員が担ってくれており、非常に大きな役割を果
たしてくれている。
　第1層コーディネーターは2016年9月にプロポーザル
で選出された「くらしのサポートセンターサンクス」と
いう民間の介護予防の活動団体である。2015年12月か
ら始めた協議体準備会は9回を数えた。準備会参加者は
各郷づくりから集まった福祉活動に従事している、もし
くは取り組みたい人たちであった。その参加者の中から
投票の委員が手をあげることとなる。
　サンクスは寄り合い場、集いの場、そして生活支援の
拠点で、われわれの行政区で始めた施設である。協議体
ではこんな施設が自分たちの近くにあったらいいな、始
めるにはどうすればいいのだろう。自分たちの地域に合
った活動にするには何が必要だろうからスタートした。
年をとっても、介護が必要になってもここに住み続ける
には近所の関わりが必要なんだ。それを協議体で話し合
い、アイディアを出し合い、自分たちで出来ることから始
めようというのが、福津市の協議体の取り組み方である。
　地域のニーズは多種に渡り地域性もあったが、最大公
約数の居場所、買い物支援、サロン活動、生活支援、移
動支援を最初のテーマとし、打ち合わせを重ねた。毎月1
回の協議体は、郷づくりという圏域ごとのグループであ

ったり、5つのテーマごとのグループであったり、また協
力してくれる事業所を探したり、声かけ、参加依頼をし
たりでいろんなジャンルの人たちが集まってくる場所と
なった。参加自由、来れる時に来る。自分の意見が言い
やすい、人の話が聞きやすい場所である。
　5つのテーマの実現のためにはどうしても移動の問題が
ネックとなりここの解決を第一に進めようということと
なり、集中的に問題解決の話し合いをすすめ、今現在で
は移動支援は福津市が「外出支援活動団体サポート事
業」を社協に委託し、地域住民の協力者さえ見つければ、
ガソリン代や保険料の支援、運転教習、介護補助者の講
習までしてもらえる環境となっている。
　圏域ごとの話し合いでは何があれば解決するか、必要
なものは何か、自分たちで出来ることはすぐに始めよう
と3年間アイディアを出しあっている。
　生活支援の若木台3区サポートの会、地区開業医の自
費建築の東福間ふれ愛サロン、有料老人ホームでの集い
の場みどり、くらしのサポートセンターサンクス、移動
販売協力では、生産者直売所の「あんずの里市」、移動販
売に一肌脱いだ商店「青い鳥」、福津市の地域商社「福津
いいざい」が希望地区で開催するようになり、今まで買
い物に苦労されていた方々に喜ばれている。
　社会福祉協議会では他にも、市内の社会福祉法人に協
力を呼びかけ、法人の車の空いている時間に送迎しても
らえる「サロン＆買い物ツアー in イオンモール福津」も
実施されるようになった。
　昨年から宮司3区で始めた「おたがい様隊」は、福津
市全域をカバーする支援グループである。草刈、家の片
付け、病院の送迎等の移送支援、乳児の検診送迎も行っ
ている。現在はまだ、きちっとした料金体系など模索中
であるが、有償で持続可能な仕組みを作って市内全域か
らメンバーも募って活動していきたい。
　昨年11月には、第1層協議体メンバーから各圏域の第2
層のコーディネーターが選出された。今後はこのおたが
い様隊組織の充実の推進活動を手がけていきたい。
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6
第１部パネル

助け合いのネットワークをつくるにあたり、
既存の助け合い活動を生かすにはどうすればよいか

■ 進行役
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング（株）社会政策部長、
主席研究員

岩名  礼介
◎第3部パネル  分科会36
　にも登壇

経  歴  等

介護保険誕生前夜の1999年、三和総合研究所に入社し介護保険と遭遇。
2007年から11年間、厚生労働省要介護認定適正化事業「認定適正化専門員」として全
国約300の介護認定審査会を傍聴・助言。認定調査員向けの研修は250回を超え、市
町村支援の面白さを知る。
2008年から「地域包括ケア研究会」の事務局に従事、 2012年以降、事務局統括とし
て、田中滋座長考案の「地域包ケアの植木鉢」のデザイン化などに関わる。
2012年から広島県全市町を対象とした支援事業にて、現在全国で実施されている「在
宅介護実態調査」の原型となる認定調査を使った調査方式を広島県と開発。
2014年からは介護予防・日常生活支援総合事業の解説と助言で全国を行脚。わかりに
くい行政用語満載の資料をかみ砕き、「腹落ち」する解説に執念を燃やす。
2017年には、さわやか福祉財団の「住民主体の生活支援推進研究会」の事務局を担
当。近年は年度当初に地方厚生局が実施する行政職向けの初任者研修の講師や、厚生
労働省の市町村セミナーの講師などを担当。
2016年から社会政策部長／上席主任研究員。
2019年7月から現職。

発言要旨

　生活支援体制整備事業（以下、整備事
業）が始まって以来、助け合い活動に取
り組む市民の方は、確実に増えていると
思います。と同時に、忘れてはいけない

のは、いま私たちが関わっている「地域づくり」は、厚
生労働省の「整備事業」があるから取り組んでいるわけ
ではないということです。地域づくり活動は、これまで
もたくさんの助け合いを生み出してきましたし、いまも
どんどん形を変えながら地域を支えています。
　全国の地域にはこれまでの取組とまったく異なる新し
い地域づくりが生まれることもあれば、既存の活動をさ
らに発展させた取組もあるでしょう。このセッションが
「既存の助け合い活動を生かすには」となっていること
の意味は、「古いも新しいもまぜこぜで、どうやって地域
を支えていくか」ということでもあると思っています。
　地域包括ケア研究会の座長である田中滋先生が提示さ
れた「植木鉢の絵」をご存知の方も多いと思います。あ
の絵の中で「植木鉢」の中に入っている土の部分には、
「生活支援・介護予防」と書かれています。ただ、地域
への参加を通じて介護予防や生活支援を実現していくと
いう趣旨から考えれば、その意味は「地域生活」そのも

のです。園芸に使う土は、いろんな養分が多種多様に入
っている「ごちゃまぜの土」です。植木鉢の中の土は、
そうした地域の活動の「ごちゃまぜ感」のメタファー（暗
喩）になっていると思っています。
　もともと鉢に入っている「既存の土」もあれば、あと
で追加した「新しい土」も「肥料」もあるでしょう。豊
かな土壌というのは、時間をかけて堆積した土や砂、枯
葉、微生物などの化学反応でもたらされます。
　そう考えると、地域活動が多種多様で、時に新旧の活
動がぶつかったり、あるいは驚くような出会いがあった
り、化学反応が起こって新しいものが生まれるといった
ことは、まさに、地域の土壌が豊かになっていく過程で
はないかと思えてきます。
　このセッションでは、全国各地で地域の助け合い活動
を進める実践者の皆様にお集まりいただきました。皆さ
んからどういうアイデアと考え方が示されるのかは、当
日のお楽しみですが、進行役としては、あえて「一つの
答え」を求めるのではなく、植木鉢の中の土のように、
「ごちゃまぜ感」をキーワードにパネリストの皆さんの
お話をお伺いしたいと思います。
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6
第１部パネル

公益財団法人全国老人クラブ
連合会常務理事

齊藤  秀樹　

◎第2部パネル  分科会25
　にも登壇

経  歴  等

昭和49年4月～平成14年3月　
（財）秋田県老人クラブ連合会の業務に従事
平成14年4月～現在
（公財）全国老人クラブ連合会の業務に従事、26年から現職

委 員 等	 平成19年～平成31年	 厚生労働省社会保障審議会臨時委員
	 （介護保険給付費分科会・介護保険部会）
	 平成20年～平成31年	 厚生労働省社会保障審議会専門委員
	 （生活機能分類専門委員会）　　ほか

発言要旨

１．老人クラブの概要
①�おおむね60歳以上の会員による当事者

組織。自治会・町内会の範囲で自主的
に組織化。

②モデルは英国。戦後、先覚者の提唱と社協の協力によ
って誕生し全国各地に広がった。

③当初は「生きがいと健康づくり」の活動。現在は「健
康・友愛・奉仕」の三大運動中心に。

２．老人クラブのボランティア活動
　公園・地域等の清掃、美化等環境整備、リサイクル、
交通安全、見守り（児童通学・高齢者）、伝承・世代交流
等のほか、「友愛活動」と称する安否確認、訪問支援、施
設訪問等。

３．老人クラブの友愛活動
第1段階：�自然発生的に仲間の病気見舞や施設慰問からは

じまった活動。
第2段階：�孤立防止の話し相手を基本に、虚弱・援助が

必要な会員の安否確認や生活支援
見守り、声かけ・話し相手、家事援助、日常
生活援助（買い物、薬の受取り、代筆、留守
番）、外出援助（通院、買い物同行、墓参り 
など）、簡易な修繕、植木剪定、電球交換等。

第3段階：�「会員から非会員に対象拡大」をめざすなかで
①会員同士の支えあい活動でも継続性には課
題。そのため「支援対象の拡大」には抵抗感。

②「福祉のまちづくり」が動くなか、社協や自
治会等と連携した支援サービス拡大に参画。

③しかし、介護保険制度開始（Ｈ12）、個人情
報保護法成立（Ｈ15）以降の活動は停滞。

第4段階：‌�「新地域支援事業」に向けての行動提案（H27
年3月）。

４．新地域支援事業の取り組み状況
①全体的に事業に対する取り組みは低調。徐々にではあ

るが実施クラブは増加傾向。
②第1層協議体への参加は約4割。内約2割の市町村

（100か所程度）での取り組み確認。
③活動はおおむね「集いの場づくり」4割、「健康づくり」

4割、「生活支援」2割弱。

５．助け合いのネットワーク化の課題
①自治体の本気度、協議体の機能発揮の度合が支援活動

の進捗に大きく影響している。
②協議体では「ニーズの共有化」、「継続的な支援策」、

「役割分担とサポート体制」が重要。
③「期待への負担感・警戒感」を取り除く工夫。（会員理

解が得にくい、高齢化、責任論等）
④「高齢化する会員サポート」への理解は得やすい。協

議体でも会員互助の評価・支援を。
⑤多様な支援の「頻回提供、継続、担い手確保」は「新

たな福祉のまちづくり」への挑戦。
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6
第１部パネル

地域の茶の間創設者　支え合い
のしくみづくりアドバイザー

河田  珪子
◎第2部パネル  分科会28
◎第3部パネル  分科会46
　にも登壇

経  歴  等

昭和19年、新潟県生まれ
任意団体実家の茶の間世話人代表　社会福祉主事任用資格・介護福祉士

平成元年、認知症の夫の親達の介護のため、大阪から単身で新潟にもどる。平成2年、
有償の助け合い「まごころヘルプ」を開始。その後子どもから高齢者まで誰もが自由に
集える「居場所」を「地域の茶の間」と名付けて推進。平成15年、空き家を活用した
泊まることもできる常設型地域の茶の間「うちの実家」開始（25年終了）。平成26年、
市と任意団体「実家の茶の間」の協働事業として、助け合いの推進を目的に地域包括ケ
ア推進モデルハウス「実家の茶の間・紫竹」を立ち上げる。その後、地域のつながりづ
くりに向けて「茶の間の学校」「助け合いの学校」「お互いさま・新潟」なども開始。

【受賞・委員等】
新潟県弁護士会人権賞、国際ソロプチミスト女性栄誉賞、第1回「21世紀への道標 
賞」、平成19年度地域づくり総務大臣表彰（個人表彰）、エイボン女性年度賞2014、 
第4回健康寿命を延ばそう！アワード団体賞（実家の茶の間）他、受賞。
他に、新潟県高齢者保健福祉推進協議会委員、新潟県地域包括ケアシステム推進会議
構成員、新潟県共同募金会配分委員会委員、シニアカレッジ・新潟副学長、新潟市地
域医療推進会議委員、公益財団法人さわやか福祉財団評議員他を務める。

発言要旨

　平成2年、当事者であり、実践者、介
護専門職の立場から「頑張りすぎてはい
ませんか？」「鬼嫁になりたくない」と過
激なチラシを配布しながら、有償の助け

合い「まごころヘルプ」の活動を始めて、あっという間
に10年が経過した頃、平成12年に公的介護保険制度が
始まりました。
　活動を始めた頃は、個人の家庭の中の介護や日常生活
の困りごとは、措置制度のほかは、家族、親戚、家政婦
さんに依頼するぐらいしか解決する手立てがなかったに
もかかわらず、有償の助け合い活動には多くの住民も役
所も当初は懐疑的なまなざしを注いでいました。しかし、
高齢者保健福祉10か年戦略の基盤整備の効果と、女性の
社会進出も加速化し、家の中での介護や生活支援を人目
を気にしつつも、他人に頼むことも受け入れ始めたこと
もあり、いつの間にか2,860人の会員組織となり、年間
48,000時間の活動をするようになっていました。増え続
けるニーズと、ニーズ地域の拡大、応えることのできな
い内容に断らずに何とかしたいと強く思い始めていまし
た。
　また、男性100人による安否確認を兼ねた配食サービ
スも信越郵政局の理解を得、弁当を作る業者さんと配食

する会員の弁当受け渡しの場所として、市内の地元郵便
局を業務に支障のない限りという条件付きで借りること
ができ、おかげで、平成9年には3人の孤立死の発見につ
ながり、2人を救急車に連絡することができました。ま
た、地元の万代シテイ商工連合会の協力を得て、新潟市
中心部のバスセンター2階で月に一回地域の茶の間（居
場所）を協働開催、新潟市貯金事務センターでも月に一
回開催するなど少しずつネットワークが広がり始めてい
ました。
　そんな平成12年、思い切って有償の立ち上げにかかわ
らせていただいたグループ、子育て支援グループ、障が
い者の自助グループ、6団体ほどに声掛けし第一回の集ま
りを持ち連携が始まりました。月に一回の集まりの際に
各グループが知っている団体などに声掛けし、集まって
いるうちにあっという間に70団体が集まるようになりま
した。堀田力先生の「ごちゃごちゃだね」の言葉が的を
得ていたため「ごちゃまぜネットワーク」と命名しまし
た。目的は、困りごとのニーズを断らずに、顔の見える
関係に紹介することができて、すべてに応えるため。今
回新潟市で新しく始まった「お互いさま・新潟」という
取り組みにも、その多様なネットワーク構築の手法と関
係を活かしつつ進めていきます。

パネル登壇者_本文01-1.indd   90 2019/07/31   11:55



91

いきがい
助け合い

全
体
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

第
1
部  

パ
ネ
ル

第
2
部  

パ
ネ
ル

第
3
部  

パ
ネ
ル

分 科 会

6
第１部パネル

社会福祉法人綾瀬市社会福祉
協議会地域福祉班長

石橋  正道　

経  歴  等

社会福祉法人綾瀬市社会福祉協議会（平成元年〜現在）
第1層生活支援コーディネーター（平成28年5月～平成31年3月）

日本福祉教育専門学校社会学科卒（平成元年）
日本福祉大学福祉経営マネジメント学科卒（平成23年）
特定非営利活動法人神奈川県介護支援専門員協会　理事（6期　11年）　
あやせ介護支援専門員協会顧問（元会長）
公益社団法人神奈川県社会福祉士会　前理事（3期6年・平成30年5月退任）
特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会　会員

【主な資格】
社会福祉士、介護支援専門員、ＡＦＰ・2級ファイナンシャルプラン技能士、ワール
ド・カフェプラクティショナー
【主に立ち上げた団体や事業】
綾瀬市内地区社協（14地区）、介護保険事業所（居宅介護支援事業所、訪問介護事業
所）、障害者介護支援事業所（当時：支援費支給制度）、法人後見事業、東日本大震災
被災地支援事業、福祉人材確保事業、生活支援体制整備事業
【著作（共著）】
ケアマネ受験パーフェクトガイド（中央法規出版）
ケアマネトラブル事例集（新日本法規出版）

発言要旨

地域に新しい仕組みを作る…
「地区社協があるのにまた新しい組織を
作るのか！」。生活支援体制整備事業を
受託することになり、地区社協連絡協議

会にて「今後、第2層協議体（ささえあい井戸端会議）
を地区社協と同じエリア14箇所に設置したい」と提案し
た時に言われた言葉でした。
　思えば今から23年前に地区社協を市内全地区に設置し
ようと自治会に説明した時もそうでした。「自治会がある
のに地区社協なんて必要なのか？」そんなことを言われ
ながら14年かけて14地区社協を立ち上げてきました。
　「地域の担い手は自分たちしかいない」「やってくれる
人間がいないから、結局自分たちが大変になる」地域に
新しい組織を作ることも、仕組みを作ることも同じ反応
…本当に大変な思いをしました。

まず、何をすればいいの？
　当時の担当であった私自身が「なにをどうすればよい
のか？」正解が全く見えないまま彷徨っていたところに
助け舟を出してくださったのが、さわやか福祉財団の長
瀬さんでした。
　地域へのアプローチチャンネルが地区社協しかないた
め、まず、勉強会に参加してくれる人、団体、施設の名
簿を作ってもらい、一人ひとりに通知を出して人集めを
しました。今日までに出したダイレクトメールは800通
を超えていると思います。

　最初に3地区をモデル地区に設定し、各地区に長瀬さ
んに来ていただき、まず第1回の大つかみ勉強会、そして
アンケートをとり、興味を持って連絡先を書いてくれた
人を対象に第2回、そして発足に向けた意思確認を行う3
回目と進め、モデル地区3地区が立ち上がりました。

既存の助け合い活動を活かす
　今回「既存の助け合い活動を生かすにはどうすればよ
いか」というテーマをいただきました。
　やはり、市社協が活用できる最大の既存ネットワーク
は地区社協です。度重なる抵抗の中には、「地区社協の活
動として展開してはダメなのか？」という意見も多々あ
りました。
　しかし、私がこだわったのは、既存の組織（地区社
協）を活用はするが、地区社協をそのまま「第2層協議
体（ささえあい井戸端会議）」と読み替えることだけはし
たくありませんでした。
　この活動は、組織ではなく仕組み作りであり、規約も
なければ予算もない。代表もいないし出入り自由。地区
社協との違いを明確にするために、この活動は「多様な
主体の参加を得ることが最大の特徴である」と言い続け
ました。そんな思いが徐々に浸透し、今では具体的な助
け合い活動に発展していく地域も出始めました。
　今あるものを活用することは大事なことですが、そこ
にどんな思いを乗せて、新しい仕組みを育てるかが第１
層生活支援コーディネーターの腕の見せどころですね。
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6
第１部パネル

箱の浦自治会まちづくり協議
会会長

岡  保正

経  歴  等

1937年9月生まれ、81歳
職歴	 1955年南海電鉄入社
	 1985年みさき公園園長
	 1999年9月南海電鉄退職
地域活動　地域自治会会長6期務める

阪南市総合計画審議委員
阪南市自治基本条例推進委員

2012年 6 月	【箱の浦自治会まちづくり協議会】会長、以後今日に至る。
2018年11月	【箱の浦福祉医療協議会】会長、以後今日に至る。
2018年10月	【箱の浦自主防災協議会】会長、以後今日に至る。
この間、「おしゃべりサロン」「ランチ : モーニング」「朝市」「こどもサロン」「お
助け隊」「のびのびクラブ」「箱の浦福祉医療協議会」「箱の浦自主防災協議会」等
を開設・立ち上げを行い、地域の高齢者・子どもの安全に貢献している。

発言要旨

【箱の浦の事は、箱の浦で解決を】

　2012年６月進む高齢化社会の中で、
箱の浦地域の高齢者が健康で、文化的な

生活を送るのに如何にして行くべきか、当時の自治会役
員会で議論になり、自治会では、役員が１～２年で交替
をするので継続しての高齢者問題、地域での解決しなけ
ればならない問題が解決出来ないとの結論になり、そこ
で出されたのが自治会の組織をベースに「箱の浦自治会
まちづくり協議会」を結成することで、協議会は既存の
社協、民生委員、老人会、趣旨賛同者を巻き込んで発足
を致しました。
　高齢者が健康で生活する為には、「出る：喋る：食べ
る」が基本と考え、先ず、「出る」「喋る」の居場所作り
に取り組み、空き事務所を格安で借り「おしゃべりサロ
ン」を開設し、此処を拠点に「朝市」の開設をいずれも
2012年に行いました。この際に、資金援助をさわやか
福祉財団さんに応募させて頂いた所、 15万円の援助を頂
き、勇気と元気が湧き出て今日の私達「箱の浦自治会ま
ちづくり協議会」の活動に繋がって来ております。
　私達の「まち協」では、以後も行政に頼らず、活動資
金も自身で調達をする為に「再生資源回収」を行ってお
り、毎月第４日曜日にスタッフが各家庭を回りアルミ缶、
古紙、ダンボール、雑誌の拠出を受け、古物所にトラッ
ク４台で持ち込み、年間100万の資金を得ています。又
高齢者の見守りを兼ねて「お助け隊」を編成して、電球
交換、水道のパッキン交換等から、庭の手入れ、屋内の
整理、現在は空き地の除草迄と範囲を広げ、活動資金に
貢献すると共に、スタッフには多少の小遣いになってい
ます。「お助け隊」のみは、有償ですが、他は無償ボラ
ンティアです。

　活動範囲の拡大に伴い、子ども達が虐めや不登校が無
く、伸び伸びと育つ事を願い「のびのびクラブ」「子ども
サロン」を続けて開設して１ヶ月に一度は子どもさんの
イベントを開催して地域の要望に応えています。現在取
り組んでおります私達の活動は、高齢者が出る為の
「足」の確保です。本年５月より、「らくらく送迎」と銘
打って始めた、ドアツードアで朝９時から夕方５時迄の
間、自由に利用が出来る（利用の申し込みは、前日まで
に行う）システムで、１ヶ月40名の利用者があります。
このシステムを利用して免許証を返納しようとする人も
出て来ています。因みに利用料金は、最寄りの駅、スー
パーマーケットまで2km を利用しても、燃料費として
50円を支払うのみです。
　続いての取り組みとして、地域包括支援センター、デ
イ施設、薬局、ケアマネジャー、医師等で「箱の浦地域
福祉医療協議会」を昨年11月に立ち上げ、医療、福祉に
関する問題の解決に中心となって取り組みを行っていま
す。事例として、独居高齢者の閉籠り、家屋の整理など
機会を見付けて、積極的に話し合い、入って行くように
して解決をしています。
　私達の活動は、５名の役員と、17名の幹事とで構成さ
れ、１ヶ月に一度役員会を、２ヶ月に一度幹事会を開催
して問題の提起、協議を行って全委員が活動の事項を共
有することにしています。
　立ち上げ当初から連携してきた社協が生活支援コーデ
ィネーターを担っています。今後は、私達「箱の浦自治
会まちづくり協議会」の活動を全市に広げて行く為に、
行政、社協生活支援コーディネーターその他の活動団体
と積極的に連携をして、阪南市に住んで良かった、「箱
の浦に住んで良かった、此れからも住みたい箱の浦」を
目指して活動を広げていきます。
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6
第１部パネル

経  歴  等

社会福祉法人池田町社会福祉
協議会事務局長

佐藤  智彦　

発言要旨

　平成18年の介護保険制度改正をきっか
けに、今救わなければならない要介護・
要支援認定者への支援と、介護保険に頼
らずに地域で生活できる元気な高齢者を

増やすことを分けて検討することが必要だと考え始めま
した。そこで、平成19年度から住民が担う『介護予防に
資する』サロンを町内に少しずつ作り、一定の研修を受
けた住民にボランティアとして通ってもらい、更に住民
間の交流を促進する住民活動支援員（非専門職社協パー
ト職員）を派遣して、元気な高齢者を生み出す事業を組
み立てていきました。平成27年４月から受託した生活支
援体制整備事業は、単に行政から依頼を受けたから取り
組んだのではなく、社協が町内会連合会や老人クラブ連
合会等地縁組織の事務局を担当していたので、団体とし
ての課題も地域の生活課題も住民の皆様としっかり共有
できると考えていたからでした。北海道で人口１万人以
下の自治体数は７割を占めます。小規模自治体のどこで
も再現できる介護予防の方策を示したいと日々悩み考え、
実際にＳＣとしてそれら既存の活動を組み入れて活動し
ています。なお、ＳＣとしては次の３点＋αに着目して
事業を展開しています。１.介護予防の拠点の整備、２.通
いの場への交通の確保、３. 高齢者同士の助けあいの３点
と、＋αは介護予防活動の量的数値化（見える化）を意
識して取組んできました。また、町が実施しているボラ
ンティアポイント事業は、町で利用するワインスタンプ
券に換券しますが、老人クラブ連合会が互助組織を作り
取り組んでいるＬＯＲＥＮ支えあいパートナー事業も、

活動後にはワインスタンプ券が得られ、活動に相乗効果
が生まれるしくみにしました。
　今後は、人が多く集まっている場所に介護予防の０次
予防拠点（マックスバリュの２階）と、既存の町内会館
のサロン（１次予防拠点）とをコミバスで結び、既存組
織の協力や活動を通して、点から面へと人のつながりを
拡大していきます。
　池田町には昭和47年から続いている「いきがい焼き」
という陶芸通所事業がありますが、これは既存の活動を
生活支援体制整備事業に取り入れている例といえると思
います。当時の町長が広報誌で町民に参加と協力をお願
いした言葉は『生きがいは人それぞれに違いますし、役
場の窓口でつくり出せるほど、お年寄りの生きがいが軽
いものとは決して思っておりません。したがって、焼物
づくり、菜園だけで終わりとも思っていません。もちろ
ん強制しようとは決して思っていません。みなさんのご
意見を頂きながら、それを参考にしながらお年寄りの方
たち、私たちの先輩が楽しく長生きをしていただくため
のお手伝いを幅広く進めていきたいと考えているもので
す。』と、まさにそのものと理解し事業に取り組んでいま
す。
　加齢に伴いできることが限られていく中で、その時の
気力や体力に合わせて取り組めるメニューや役割が池田
町のどこかにあり、人生の最後まで、やりたいことが自
ら選択でき、それが「いきがい」となる地域づくりを目
指したいと考えています。　　

北海道池田町出身

平成３年３月	 淑徳大学社会福祉学部社会福祉学科卒業
平成４年４月～	 社会福祉法人至誠学舎東京高齢者介護相談センター・サンメール
	 尚和採用
平成６年９月～	 社会福祉法人池田町社会福祉協議会採用　
平成29年４月～	 社会福祉法人池田町社会福祉協議会事務局長に就任、現在に至る。

【資格】　社会福祉士、介護支援専門員

平成27年～30年北海道生活支援コーディネーター養成研修講師。
ケアマネジャーとしての経験と、地縁組織の団体の事務を担当してきた経験を生かし、
生活支援体制整備事業を活用し、池田町の魅力を再発見、住民間の役割分担を再構築
する視点で事業を展開し現在に至る。
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7
第１部パネル

地縁の助け合い活動を活性化するには？

■ 進行役
公益財団法人
さわやか福祉財団

岡野  貴代
◎第３部パネル  分科会37
　にも登壇

経  歴  等

発言要旨

　安心して地域で暮らしていくためには、
近隣同士、いわゆる地縁の助け合いはな
くてはならないものでしょう。少子高齢
社会では、若い世代が高齢者を支えると

いう考え方は成り立ちません。助ける人、助けられる人
という一方向の関係ではなく、近隣でお互いができるこ
とで助け合うことがますます必要となってきます。
　まさしくその必要性を感じ、身近な地域で、お互いさ
まで助け合えるしくみを生み出したいと考えている方も
多いのではないでしょうか。しかし、地域の絆の希薄化、
自治会加入率の低下等、課題も多く、なかなか助け合い
のしくみづくりまではつながらないという悩みはよく聞
かれるところです。
　そこで、そうした課題を乗り越え、地縁の助け合い活
動を立ち上げ、進めている実践者および関係者の方から、
その取り組みとポイントをうかがいたいと思います。
　実際にどのような課題があり、どのように地域住民の
気持ちを動かし、どのように助け合いのしくみを立ち上
げたのでしょうか。地域の特徴もさまざまな５つの地縁
組織から登壇いただきます。
　東京都江東区のコープ南砂では、一般的に近所づきあ
いが希薄化しているといわれる都市部の団地で、自治会
内の会員制の互助組織として、生活支援やサロンなどを

行う助け合いの会をつくりあげています。
　鹿児島県鹿屋市泉が丘地区では、行政と第２層生活支
援コーディネーターが連携しながら住民を支援し、町内
会を主体とした生活支援の助け合いのしくみを立ち上げ
ています。
　京都府宇治市若葉台自治会では、組織形態や若い世代
も巻き込む工夫を行いながら、生活支援やサロン、見守
りなどの助け合いを行っています。
　山形県川西町吉島地区では、地区全員が参加するワー
クショップを行い、住民自らが考え目標を持ち、多くの
人を巻き込み出番をつくる、理想的な地縁活動を実践し
ています。
　埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ島第二小学校区では、防災をきっ
かけに地域が助け合う大切さに目覚め、会員性の地縁組
織“ＮＰＯ法人鶴ヶ島第二小学校区地域支え合い協議
会”を立ち上げました。小学校の空き教室を拠点として、
自治会と連携しながら、高齢者の生活支援や子育て支援
など幅広く行っています。
　これだけの地縁の活動実践者が集まるパネルですから、
必ずや参加者みなさんの地域においても実践的に使える
ヒントをたくさん持ち帰ることができると確信していま
す。近隣からの助け合いを広めたいと考えている関係者
の皆様のご参加をぜひお待ちしています。

公益財団法人さわやか福祉財団　新地域支援事業担当リーダー
社会福祉士

さわやか福祉財団の新地域支援事業担当リーダーとして、埼玉県、福島県、東京都を担
当。協議体設置のための勉強会や助け合い創出に向けたワークショップを中心に新地域
支援事業の推進を支援。平成28年度、29年度埼玉県生活支援モデル事業アドバイザー。
平成30年度から現在まで埼玉県総合支援チームにて生活支援を担当。「埼玉県国保連合
会在宅保健活動者の会」「認知症家族の会」等、地域の支え合い活動の推進に向けた講
演活動も行っている。
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7
第１部パネル

特定非営利活動法人きらりよ
しじまネットワーク事務局長

髙橋  由和
◎第2部パネル  分科会27
◎第3部パネル  分科会41
　にも登壇

経  歴  等

今までの地域づくりのシステムを根本から見直し、住民ワークショップを取り入れた地
域の合意形成を推進。地域を経営する全世帯加入のＮＰＯ法人として持続可能な新しい
まちづくりに挑む。また、コミュニティー支援のためのネットワーク型中間支援組織お
きたまネットワークサポートセンターを設立し、地域課題を複数力で解決するシステム
を構築。
　1989年　川西町の体育指導員として地区公民館事業に関わる
　2002年　サラリーマンを辞め、吉島地区社会教育振興会勤務　事務局長に就任
　2004年　文科省全国優良公民館表彰（吉島地区公民館）
　2007年　特定非営利活動法人きらりよしじまネットワーク設立　事務局長就任
　2008年　山形県公益大賞受賞（きらりよしじま）
　2010年　平成21年度地域づくり総務大臣表彰（きらりよしじま）
　2011年　おきたまネットワークサポートセンター設立　事務局長就任
　2012年　荘内銀行ふる里創造基金地域貢献大賞受賞（きらりよしじま）
　2012年　文科省スポーツ功労者表彰（個人）
　2017年　地方自治法施行70周年記念総務大臣表彰受賞
　2019年　第9回地域再生大賞準大賞受賞
【その他役職・委員等】
山形県地域活動支援アドバイザー、スポネットおきたま事務局長、山形県総合型地域ス
ポーツクラブ連絡協議会事務局長、マイマイスポーツクラブクラブマネージャー、東北
大学「成人教育論」 兼任講師、東北福祉大学「地域マネジメント学」兼任講師、東北芸
術工科大学コミュニティデザイン科特別講師、地域の課題解決のための地域運営組織
に関する有識者会議委員（内閣府）、暮らしを支える地域運営組織に関する研究会委員
（総務省）、過疎問題懇談会委員（同）、山形大学教育学部・教育実践研究科非常勤講
師他を務める。

発言要旨

　超高齢化や人口減少の急速化、自然災
害が多発化する中で、地域課題も多様化、
高度化してきており、それらの課題解決
に取り組む担い手も激減してきています。

　地域の各種団体及び自治会単位の役員は輪番制で責任
感は希薄化傾向にあります。人口減少、高齢化が進んで
おり、集落単位の作業要員不足や自治会費の縮小により、
自治会は形骸化している現状があります。
　地域の形骸化に歯止めをかけ、地域を再生するために
は、地域住民が世代を超えて協力連携でき、地域資源を
集約・活用して成長を促すことのできる「結の再生」が
できる組織に再編する必要があります。
　助け合いの仕組みをつくる上では、地域の資源（ヒト、
モノ、カネ、情報や手法）を一旦集約し棚卸をする必要
があります。そして、特に助け合いに直接関わる人材に
は様々な分野のスキルとノウハウが求められるため、学
びの環境をつくり、その学びから新しい発想の住民サー
ビスを考え実践につなげなくてはなりません。
　また、地域の助け合いでは、住民が何を求めているの
かを真剣に考える話し合いの場をつくること。その助け
合い活動に参加することで生み出される「利」（心の利、

物理的な利）を考えること。そしてそれらの活動を継続
していくために、住民の持つ力や資源を地域に提供する
仕組みをつくることが重要です。地域には昔ながらの人
のつながり（自治会、隣組）の「地縁」があると同時に、
「もっと地域を元気にしたい」、「地域の役に立ちたい」
といった人のつながり「志縁」があります。この地縁と
志縁の出会いの場が住民同士の話し合いの場です。そし
てその場の設定によって知恵を出し合う縁「知縁」が生
まれるのです。地域の助け合いは地縁だけでは限界が見
えてきました。多様な人の巻き込みによる知縁を育み、
助け合いを具現化していかなければなりません。
　その助け合いを地域の中で持続可能なものにしていく
ためには、住民が地域の課題を真正面から捉え危機感を
共有し、夢をもって解決していけるプロセスをデザイン
しなくてはなりません。そのプロセスの中で「話し合
い」は住民の合意形成を図る上で最も大事な点です。話
し合いから地域の誇るべきものが見出され、新しい住民
参加の仕組みと仕掛けが生まれていきます。そして、そ
の誇るべき魅力を磨き上げていくことを “ プロジェクト ”
（事業化する）として取り組むことが大切です。
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7
第１部パネル

特定非営利活動法人
鶴ヶ島第二小学校区
地域支え合い協議会会長

細貝  光義　

経  歴  等

1949年　新潟市生まれ
本田技研・本田技術研究所（和光）・ホンダレーシング
小 ･ 中 ･ 高校ＰＴＡ会長、副会長・自治会長・民生委員
学童保育連絡協議会会長・茶華道連盟役員
ＮＰＯ法人鶴ヶ島第二小学校区地域支え合い協議会事務局長
ＮＰＯ法人鶴ヶ島第二小学校区地域支え合い協議会会長

発言要旨

地域支え合いの新たなカタチ

= 埼玉県鶴ヶ島第二小学校区地域支え
　合い協議会の取り組み =

　私たちの地域は、東京池袋から40分ほどの首都圏のベ
ッドタウンとして昭和30年～40年代から開発が進み、鶴
ヶ島市の中でも最も高齢化が進んでいる地域です。
　この地域（10自治会）では夏は納涼大会、秋には運動
会、春と秋の一斉清掃などの住民主体の行事が盛んに行
われ、地域の繋がりが出来ておりました。
　平成19年、10自治会長懇親会で平成７年の阪神淡路大
震災の応援に行った方が「小学校が避難所になってはい
るが、どのような組織体制になっているのだろう」と言
われたが皆わからず、学校へ入った事もない方が沢山い
ました。それなら避難所運営委員会をつくろうという事
になりましたが、全員が賛成したわけではなく当初10人
中６名の賛成で物議をかもしつつも、平成20年１月に避
難所運営委員会を設立する事が出来ました。
　ところが避難訓練するにもヘルメット一つなく行政に
お願いしてヘルメット20個借用又各自治会員にＰＲする
には印刷代がなく各自治会から1,000円頂きコンビニで
印刷して自治会員に通知しましたところ、なんと500名
を超える参加者が集まり主催者側は自信をもちスタート
しました。
　更には、平成23年１月に社会福祉協議会が地域住民の
アンケート調査をした中で3,200世帯中1,100軒の回答
を頂き700名の方がボランティア活動に協力したいとい
う意見を頂きました。そして一人暮しの方や、老夫婦な
ど400名の方から協力してほしいとの回答がありました。
　一方、鶴ヶ島市では、第五次鶴ヶ島市総合計画「共に
支え合う仕組みづくり」が打ち出され、埼玉県では「新
しい公共支援事業」が発信され年間500万円の助成金を
出すという情報を頂き早速応募しました。応募の際には

全く経験のない人ばかりでありましたが、行政の全面的
な協力により２ケ月で資料作成をしてみごと採択されま
した。400万円を頂き事務所は小学校の空き教室３つ貸
して頂き平成23年７月支え合い協議会がスタートしまし
た。
　又、平成25年12月3日、ＮＰＯ法人発足までには大変
な議論がありました。
「どの法人にするのか、何で難しい報告をしなければな
らないのか、ボランティア活動なのでだれでも気楽に参
加できないのか」沢山の意見があり一時順延、最終的に
は全員一致で採択されました。今では法人当たり前感で
ありますが今後はしっかりと確認して行く必要があります。
　ＮＰＯ法人の理由は一つ、法人として責任ある事業活
動を行う（責任）。二つ、法の下で徹底した情報公開によ
る事業活動を行う（透明性）。三つ、契約業務委託を受け
事業活動の充実を図る（スピード）。この三つを大切にし
て事業展開を図っております。
　自治会との関係は、自治会で出来ない事業として助け
合い隊、宿題サロン、エスポワール、プレーパーク、サ
イエンス教室、合同（10自治会）防災避難訓練などを行
っています。
　さらに支え合い協議会の月一回の広報『鶴二だより』
などを回覧してもらっています。最初は、屋上屋を重ね
無駄な税金を使ってどうするのかなど苦情が相継ぎまし
たが丁寧に一つ一つ話し合いながら解決してきました。
いまの様な関係が出来るまでには、5年かかりました。
　鶴二支え合い協議会の活動は、会員275名で年会費
500円頂きボランティア活動をして頂いており最高齢者
は101歳で元気であります。役員は全員無報酬であり活
動でのキャッチフレーズは500円でこの様な活動が楽し
く元気に沢山出来ますよ～！
　支え合い協議会の活動のモットーは、一人ひとりが出
来る事から始め共に支え合い助け合う新たな地域社会を
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つくる。言い出した人は口だけでなく実践する。ただし
失敗しても誰も文句は言わない。一人ひとりが主役で創
って喜び・見て聞いて喜び・参加して喜び、三つの喜び
を共感する事です。
『防災委員会』
　万一に備えた地域の減災、防災力を高め、地域防災合
同訓練・講習会等の実施、災害弱者への支援体制づくり、
防災備品の整備等を行います。
『福祉支え合い委員会』
　地域の超高齢化を踏まえて、福祉ふれあい各サロン活
動、見守り声掛け活動、地域福祉等に関する講演会・セ
ミナーの開催など高齢者の福祉支援活動等を行います。
『子ども委員会』
　地域の子ども達を健やかに育てるため、プレーパーク、
宿題サロン、子育てサロンを開催し、子育て講座、観劇
会等を関係団体と連携協力していきます。
『助け合い隊委員会』
　身近な生活上の困りごとを、地域の有償ボランティア
の協力で解決する取り組みを通じて、地域の高齢化に備
えて地域の絆づくりを推進します。

『地域活き活き委員会』
　地域の諸団体、南市民センターや行政とのネットワー
クを生かし南どんぐりまつり、地域デビューきっかけ広
場等への参加を呼びかけコラボ事業を通じて地域コミュ
ニティの活性化と地域住民の交流と元気を推進し、諸課
題の解決に向けて取り組んでいます。
『環境委員会』
　科学への関心や環境問題への啓発にむけて、サイエン
ス教室を開催し、環境まつりや落ち葉堆肥化などを通じ
て環境保護と市内緑地化の保全に取り組んでいます。
『活動実績』
　事業件数（打合せ、会議等）：546件／年、協力要員：
1,700名、参加人数：8,546名
『今後の進め方』
　子ども編：総合学習、コミュニティスクール
　高齢者編 ：居場所、行く場所づくり
　防災編：中学生の参画・助け合い隊
　生活支援・継続性編：担い手の広がり、人材バンク

“ 最後に言えることは、人は長く生きることは大事である
が、どう生きるかがもっと大切である！”
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コープ南砂助け合いの会
事務局長

小林  孝

経  歴  等

1949年３月生まれの団塊世代。長野県出身。大学卒業後、社団法人勤務を経て現代通
信社で新聞・雑誌の発行に関わりながら、進出企業問題を考える会事務局長、日本消
費者連盟運営委員として海外進出企業のモニタリングや脱原発運動などの社会運動に
取り組む。
2006年11月に居住する集合住宅で自治会活動の一環として「コープ南砂助け合いの
会」を設立。以来、会の事務局長を務め、現在はコープ南砂管理組合理事長、江東区
助け合い活動連絡会事務局長、江東区地域ケア委員なども兼務し、安心・安全な住み
良いコミュニティづくりに取り組んでいる。

発言要旨

テーマ：集合住宅での助け合いの仕組み
　　　　づくりと課題

●コープ南砂助け合いの会　会は会員が
お互いにできることで助け合うことで、居住者が心豊か
に安心して暮らせる住みよいコミュニティづくりに寄与
することを目的に、自治会活動の一環として2006年11
月に発足した会員制の互助会組織です。2018年度の会
員数は138軒（自治会会員世帯の87％）、主に住宅設備
等の保守修理、家事支援、外出支援、介護支援、子育て
支援、相談活動、親睦活動などに取り組んでいます。

●助け合いのニーズ　少子高齢化社会が進行する中、地
域や集合住宅での高齢者等の日常生活支援や助け合いの
ニーズはますます増えています。集合住宅では築年数が
30年以上になると、住宅設備の老朽化とともに居住者の
高齢化が進み、助け合い活動の利用件数が増え、内容も
多様化してきます。助け合いは “ できることから無理な
く ” が基本です。

●助け合い活動の人材　地域や集合住宅には様々な考え
方を持った住民が住んでいて、地域的なそれぞれの特性
もあります。また、地域や集合住宅には多様な能力を持
った人材が暮らしています。そこで、助け合い活動の普
及のためには、住民が気持ちよく活動に参加できる環境
を整えることが大切です。

●コミュニティ活動の活性化　助け合い活動は相互の信
頼と思いやりの上に成り立つボランティア活動であり、
住民の信頼関係は日頃のコミュニティ活動によって醸成
されることから、助け合い活動にはコミュニティ活動の
活性化が大切になります。

●助け合いの仕組みづくり　助け合いの仕組みづくりは
地域と集合住宅では異なりますが、コープ南砂での取り
組みを踏まえ、集合住宅での仕組みづくりの課題につい
て提案します。
＜検討課題１＞ 助け合いはどのような組織で行うか
　コープ南砂では自治会の呼びかけで会員制の互助会組
織として設立、自治会活動の一環として活動しています。
助け合い活動は、居住者が誰でも参加、利用できること
が基本で、自治会で呼びかけることで居住者に広く呼び
かけ、助け合いの輪を広めることができます。また、会
員制の独立した組織にしたのは、会則に会員の遵守事項
などの明記、人材・ノウハウなど活動の継続性が必要だ
からです。
＜検討課題２＞ 助け合いのニーズ把握、人材確保
　当住宅では会の設立にあたって自治会で居住者の意向
とニーズ調査、人材確保のためのアンケートを実施しま
した。回収率は83.5％、うち賛同92％でした。お住まい
の住宅でのニーズ調査、人材の確保が必要です。
＜検討課題３＞ 利用方法、ルール、遵守事項などの検討
　当住宅では利用の際は管理室または事務局長に所定の
申込書か電話で申し込み、事務局長は支援者・日時を調
整します。利用料は350円／30分、活動終了後に事務局
長が「助け合い活動利用料請求書」を発行し、利用者は
現金で支払います。当会の会則を一つの参考に、ご検討
ください。
＜検討課題４＞ 活動費、運営費の検討
　助け合い活動には活動費や運営費が必要です。当会の
年間予算規模は30万円ほどで、年会費千円と利用料
（350円／30分）、 寄付その他で賄っています。入会時
の出資金３千円／１世帯は「基金」にし、一般会計が不
足した場合に補填しています。自治会などからの補助金
があれば助かります。
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若葉台自治会長
宇治市第1層協議体委員長

初田  隆史　

経  歴  等

昭和19年生まれ、74歳
昭和43年より京都府学校教員になる。平成17年まで宇治市内の中学校に勤務。
定年退職後、平成19年～22年民生児童委員。
平成23年若葉台自治会の会長になる。
平成29年1月より若葉台自治会で生活支援活動を開始。
現在、若葉台自治会会長、若葉台自治会助け合い委員会代表、宇治市地域の支え合い
仕組みづくり会議（第1層協議体）委員長、西小倉自治連合会「西小倉のりあいタクシ
ー運営委員会」事務局長。

発言要旨

若葉台自治会の直近９年間の歩み

　若葉台自治会（世帯数398）は京都府
宇治市にあり、昭和48年に開発された一

戸建て住宅です。高齢化率は31％、組織率は89％です。
平成22年度までは、役員と組長全員が毎年交代していた
のですが、平成23年度に私が会長に立候補してからは、
役員は毎年少なくとも1名は残るようになりました。
　本会で特別委員会のひとつである「若葉台自治会自主
防災会」を結成したのは平成24年度のことです。「特別
委員会」というのは、組長の委員とボランティアの委員
が混在する委員会のことで、従来からある専門委員会と
区別するため、「特別委員会」と名付けました。この自主
防災会は、現在5名の組長と40名のボランティア委員で
構成しています。また、平成28年1月に新たな特別委員
会として「若葉台自治会助け合い委員会」を32名で結成
しました。この委員会は「サロン部会」「生活支援部会」
「安否確認部会」の三つの部会を持ち、それぞれで活動
しています。「サロン部会」は14名で構成され、月1回行
っているサロンの企画運営を担当しています。「生活支援
部会」は8名で構成しており、生活支援の事務局メンバー
を兼ねています。本会における生活支援の仕組みは、30
分250円の有償で、依頼者がサポートセンターの専用電
話（携帯電話）で依頼し、2名のコーディネーターが依頼

者と実際にボランティアを行う約30名の「生活支援ボラ
ンティア」をつなぐ役割を担っています。専用電話を受
けるのは25名の「電話ボランティア」で月1回当番が回
ってきます。平成30年度の1年間に受け付けた生活支援
の件数は209件で、支援内容は、力仕事、散歩同行、犬
の散歩、パソコン支援、庭の散水、草抜き、枝切りなど
です。
「特別委員会」とは別に、「自治会内サークル」として、
平成27年度に「健康麻雀サークル」を、また平成29年
度に「健康体操サークル」をつくり、毎週金曜日の朝、
ラジオ体操などを行っています。「健康体操サークル」は
75名が登録し、平均40名程度の参加状況です。更に、
今年度から「食べてしゃべるだけ会」という昼食を共に
する自治会内サークルを立ち上げ、月1回の昼食会とその
あと、おしゃべりやゲームなどを行っています。参加者
は平均約40名です。このほか、砂田喜老会（若葉台の老
人クラブ）は95名の会員を擁し、老人クラブとしての活
動のほか、8つの喜老会サークルを毎月1～2回の活動日を
設けて活動されています。
　若葉台自治会には約300名の高齢者がおられますが、
特別委員会の活動、自治会内サークル活動、喜老会の活
動などのいずれかに、実人数で約半数の方々が参加され
ています。しかし、現役世代など若い人たちの活動はま
だまだ不十分であり今後の課題です。

パネル登壇者_本文01-1.indd   99 2019/07/31   11:55



100

全
体
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

第
2
部  

パ
ネ
ル

第
3
部  

パ
ネ
ル

第
1
部  

パ
ネ
ル

分 科 会

7
第１部パネル

鹿屋市保健福祉部高齢福祉課
地域包括ケア推進係係長

内鏡原  勇

経  歴  等

昭和47（1972）年鹿児島県鹿屋市生まれ。早稲田大学人間科学部卒業。平成9年に鹿
屋市役所に入庁後、税務課（平成9～13年）、 企画課（平成13～18年）を経て、産業
政策課（平成18～19年）では鹿屋市産業支援センターの立上げを経験。平成19年4月
からは鹿児島県かごしま遊楽館（現東京事務所）に出向し、企業誘致担当として延べ
400社以上を訪問。平成21年4月帰任後、企業支援課（平成21～24年）で企業誘致、
教育委員会教育総務課（平成24～27年）では学校再編を担当し、小規模校の統廃合に
取り組む。平成27年4月からは新設された高齢福祉課地域包括ケア推進室に配属さ
れ、地域包括支援センターの再編（平成28年）、介護予防・日常生活支援総合事業（平
成29年度～）や生活支援体制整備事業（平成28年度～）など新規事業の立上げを担
当。平成31年4月の機構改革により地域包括ケア推進係として再編され、係長として地
域支援事業をはじめとする地域包括ケア体制整備に係る施策・事業の全般を担当。

発言要旨

鹿屋市が生活支援体制整備事業を開始
したのは平成28年、あれから早3年が経
ちました。介護保険法の条文を読んでも
まったく理解できず、頭の中にイメージ

すらわかなかったことを思い出します。
生活支援コーディネーターの活動は、地域資源の情報

収集、関係者ネットワークの構築、担い手の発掘・育成、
住民主体による支え合い活動の創出、ニーズとサービス
のマッチングなど多岐にわたり、私は彼らが孤立しない
ように、そして一人で悩まないように、月に最低1回は情
報・意見交換の場を設け、互いにああでもない、こうで
もないと、時にはお酒を酌み交わしながら議論し、手探
り状態で活動を進めていました。そんな中、救いの手が
差し伸べられることになります。
それが、さわやか福祉財団との出会いでした。生活支

援コーディネーターの役割とは、協議体とは何か、とい
った基本的なことから住民主体による見守り活動や集い
の場、支え合い活動の創出事例を学ぶ勉強会の開催、市
民の意識啓発を図るとともにやる気のある市民の発掘に
もつながった市民フォーラムの開催、協議体の設置に向
けた地域づくり勉強会の開催など、本市の地域づくりに
多大なるご支援を賜りました。こうした取組を重ねるこ
とで、生活支援コーディネーターはもとより市民の中で
も、住民主体による助け合い活動に対する意識が変化し

ていったのではないかと感じています。
今回紹介する泉ヶ丘町内会は、独居高齢者の孤独死を

きっかけに町内会長を始め地域住民が危機感を共有し、
見守り隊を結成し、その見守りから住民間で顔の見える
関係が生まれ、その延長でちょっとした助け合いが始ま
り、最終的に有償ボランティアの創出へとつながった地
域です。ただ、ここに至るまでには、町内会長を始め地
域住民や生活支援コーディネーター、さわやかインスト
ラクターなど関係者が幾度と無く協議を重ね、やっとの
思いで泉ヶ丘きばいもんそ会を立上げており、関係者の
皆さんの熱意なくして達成はできなかったのではないか
と感じています。その熱意をいかに引き出し、いかに形
にしていくかが生活支援コーディネーターや行政の役割
になるのかなと今は思っています。
幸い、本市では泉ヶ丘に続く第2、第3の有償ボランテ

ィアも立ち上がりつつあり、こうした取組を持続させ、
さらに活性化するための支援策も現在、検討していると
ころです。
本分科会のテーマは、「地縁の助け合い活動を活性化す

るには？」ですが、これから地域に入って助け合い活動
の創出を支援していこうと考えている方や、地域の担い
手として助け合い活動に携わっていこうと考えている方
も多いと思います。本市の取組の紹介を通じて、皆さん
のこれからの地域活動の一助となれば幸いです。
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鹿屋市第2層生活支援コーデ
ィネーター

穂園  裕治　

経  歴  等

平成28年3月	 鹿児島国際大学福祉社会学部社会福祉学科を卒業
平成28年4月	 鹿児島県鹿屋市にある社会医療法人恒心会おぐら病院に入職。

社会医療法人恒心会おぐら病院では医療ソーシャルワーカーとして勤
務し外来通院患者様や急性期病棟の入院患者様（主に脳神経内科）の
相談支援業務などを2年間行う。

平成30年4月	 社会医療法人恒心会より社会福祉士として鹿屋市基幹型地域包括支援
センターに出向し総合相談の対応や権利擁護業務などを1年間行う。

平成31年4月より鹿屋市第2層生活支援コーディネーターとして生活支援体制整備事業
を行っていくこととなる。取得している資格は社会福祉士と精神保健福祉士。

発言要旨

　現在有償ボランティアを行っている泉
ヶ丘町内会を取り巻く環境としては市営
住宅、県営住宅があり人口559人、世帯
数267世帯、高齢化率24.3％であり町内

会加入率は75.8％であります。また、独居の方や夫婦２
人だけの高齢者世帯が増えてきている状況にあります。
　泉ヶ丘地域が住民主体の地域作りを始めたのは平成27
年からになります。地域で起きたある出来事がきっかけ
となり、地域での見守りグループによる高齢者等の見守
り活動から始めていくことになりました。見守り活動を
していく中で、ちょっとした困り事の支援を請け負って
いた状況があり、 65歳以上の高齢者を対象とした住民ア
ンケートを実施した結果、有償ボランティアの仕組みが
あれば利用したいとの声が多くありました。そういった
声もあり町内会長をはじめ民生委員、地域住民、鹿屋市
職員、さわやかインストラクター、鹿屋市社会福祉協議
会、生活支援コーディネーターなどの関係者が話し合い
を重ね、平成30年5月に現在の町内会主体の有償ボラン
ティア「泉ヶ丘きばいもんそ会」の仕組みを作り上げ活
動をスタートさせていきました。泉ヶ丘きばいもんそ会
の立ち上げに向けての会議を行っていく道のりの中では

様々な課題もありましたが、一つひとつ話し合いを行い
課題の整理をしていくことで立ち上げにつなげることが
できました。
　有償ボランティアの支援内容にはゴミ出しや簡単な庭
仕事など様々な支援がありますが、地域住民で出来るこ
とを出来る範囲で行っており、「泉ヶ丘きばいもんそ会」
の支援員の中には80歳代の方や小学生も支援者として活
動を行ってくださっています。地域住民同士で協力をし
ながら困ったときはお互いさまの精神のもと、地域のち
ょっとした困りごとを住民同士で助け合う地域活動とな
っています。
　鹿屋市においても「泉ヶ丘きばいもんそ会」の活動は
広がりをみせており、他の町内会の方からの支援の依頼
が届くこともあります。また同様の取り組みを始めてみ
たいという町内会も出てきており立ち上げに向けて活動
を行っています。こういった取り組みが広がり、より暮
らしやすい町づくりができればと思っています。
　今回のサミットを通じて、これから地縁の助け合い活
動の創出をしていこうと考えている方にとって、地域住
民が主体となって支え合う有償ボランティアの取り組み
がこれからの地域活動の一助となれば幸いです。
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第１部パネル

共生型常設型居場所をどう広げるか

■ 進行役
公益財団法人
さわやか福祉財団理事

鶴山  芳子
◎第３部パネル  分科会46
　にも登壇

経  歴  等

発言要旨

助け合いを広げるのであれば、
“ いつでもだれでも型 ” をしかけませんか

「助け合いましょう」と呼び掛けても助
け合いはすぐにはじまらない。まずは「つながるところ
から」と各地で居場所が広がっています。生活支援コー
ディネーター（以下ＳＣ）も積極的にしかけ始めていま
す。「子どもから高齢者までみんなで集まれる居場所がほ
しい」「いつでも行けるところがいい」と各地で“いつで
もだれでも型の居場所”が求められています。一方、「65
歳以上」「月１回」など、限られた人たちが時々会う居場
所も多いのが現状です。
　人と人とがつながると気になる関係となり、助け合う
関係に発展します。そのためには会う頻度が高いこと、
年齢や障がい等にとらわれず、誰もが自由に交流できる
ことが重要です。しかし、ＳＣからは「地域のリーダー
は忙しい。これ以上負担をかけられない」などの声が聞
こえ、“いつでもだれでも型”の広がりはまだ弱いようで
す。
　そこで、このパネルでは
①“いつでもだれでも型居場所”の実践者や仕掛け人から、
立ち上げのポイントや運営のコツとその効果を紹介し
ていただきます。

②月１、２回などの居場所を“いつでもだれでも型”に発
展させた「しかけ」について紹介をしていただきます。

「椅子があれば人は集まります」と静岡県袋井市の駅前
で「もうひとつの家」を運営している稲葉ゆり子さん。

居場所歴は20年以上。開設当初の赤ちゃんは大学生、90
歳以上の方も日々たくさん、認知症がある人も自然に溶
け込んでいます。そこにいる人はみんな元気で楽しそう
なのはなぜでしょう。埼玉県宮代町で余裕教室を活用し
「陽だまりサロン」を開いている島村孝一さん。身近な
中学校の空き教室で子どもから高齢者まで様々な人たち
が思い思いに過ごしています。そこで生まれたたくさん
の効果もご紹介いただきます。新潟市では第１層ＳＣが
共生型の地域の茶の間を立ち上げ、それを見える化して
地域全体に助け合いを広げる戦略を立て活動中。「助けて
と言える地域づくり」を目指しています。第１層ＳＣの
塩澤敏男さんからどう仕掛けたか、助け合いにどう発展
させているかをご紹介いただきます。鹿児島県曽於市で
は住民ニーズから「皆来館」を立ち上げています。補助
金が切れても住民が継続したい思いで自立した運営をス
タートしていますが、支援をした新川好敏さんにどう支
援したのか、また、助け合いや様々な自発的な活動に発
展している様子もお話しいただきます。そして、新潟県
柏崎市の第１層ＳＣの砂塚一美さんからは人材育成講座
を開催し、市の補助金をうまく活用して既存のサロンを
“いつでもだれでも型”へ広げている取り組みを紹介して
いただきます。
“いつでもだれでも型”を始めるには支援する側の意識改
革なのか、人見つけなのか、何がポイントなのか、たく
さんのヒントが盛りだくさんです。そして、どの事例で
も居場所に参加している地域の人たちみんながいきいき
しているところも魅力的です。

平成6年〜さわやか福祉財団に在籍し、組織づくり支援、ふれあい居場所推進プロジェ
クトや時間通貨推進プロジェクトなどの基盤である助け合い活動の担当。新地域支援事
業では、東北５県、新潟県、九州４県を担当し、全国各地においての住民主体による助
け合いある地域づくりを応援する活動に尽力中。平成28年〜29年熊本県多様な生活支
援サービス創出市町村アドバイザー、平成29年～長崎県生活支援体制強化事業アドバ
イザー、平成29年～新潟県生活支援体制整備アドバイザー、神奈川県コミュニティカ
レッジ運営委員。
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第１部パネル

「陽だまりサロンの紹介」

１．設立の経緯
　　平成10年　学校の空き教室増加を

受けて、専門家による「宮代町まちづくりアドバ
イザーコア会議」から「学校を地域の核ととらえ、
高齢者福祉を含め多面的に積極的な利用をすべき
である」との答申があった。これにより行政によ
る「宮代町立小中学校余裕教室活用検討委員会」
が設置され、高齢者や障がい者、学校の子供たち
との地域交流・世代間交流を目指すとの基本方針
が出された。これを受け各団体関係、学校、福祉
作業所、母親クラブ、一般町民からなる「福祉交
流センター事業内容検討委員会」により、福祉作
業所「すだちの家」、福祉交流センター「陽だまり
サロン」の設立が決定、運営はNPOや市民団体
とするとされ、陽だまりサロンはNPO法人の
「きらりびとみやしろ」への委託となった。
　平成12年6月「陽だまりサロン」オープン。

２．パワーポイントによる陽だまりサロンの紹介

３．常設であることの効果・事例
○集まりやすい
　　�何時行っても開いているので・友達を誘いや

すい
○やりたいことに参加できる
　　スケジュールが明確になっているので
○情報の伝達が早い
　　口コミで広がる
○ボランティア指導者が多い
　　スケジュールが調整しやすい
○サロン開設の機運が高まる
　　参加者が多くなると分室が必要になる

経  歴  等

昭和24年生まれ

1967年3月	 埼玉県立不動岡高等学校卒業
1967年4月	 宮代町役場就職
2002年4月	 宮代町収入役
2006年4月	 株式会社新しい村代表
2013年6月～　現職

「NPO法人きらりびとみやしろ」（1998年設立）とのかかわりは、2005年「小規模
多機能ホームきらり姫宮」の開設から会の運営に参画、2006年副理事長、2013年理事
長に就任、現在に至っている。

小規模多機能ホーム「きらり姫宮」を拠点として
【助け合い事業】	 有償ボランテイアによる助け合い・福祉有償運送法による

移送サービス
【介護保険事業】	 居宅介護支援事業・訪問介護事業・認知症対応型共同生活

介護事業・通所介護事業
【宮代町からの受託事業】	 「陽だまりサロン」の運営・ファミリーサポートセンター事業
【社会貢献事業】	 地域ふれあい活動「ふれあいサロン」・認知症予防研究協

力活動「ふれあい共想法」
などを行っている。

認定特定非営利活動法人
きらりびとみやしろ理事長

島村  孝一

発言要旨

�ネル登壇者_本文01-2.indd   103 2019/07/31   11:03



104

全
体
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

第
2
部  

パ
ネ
ル

第
3
部  

パ
ネ
ル

第
1
部  

パ
ネ
ル

分 科 会

8
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　新潟市では、地域包括ケアシステム
を進めて行く中で、生活支援・介護予
防の分野を住民主体で取り組むために、
一方的に支えるだけではなく、お互いさ

まの関係性による「新しい支え合いのしくみ」が必要
である。茶の間は、市内約500か所で開催されている。
これは、新潟市の新しい支え合いのしくみづくりの土
台であり、要でもある。地域力を発揮した多様な地域
の茶の間には、多くの可能性がある。この取り組みが
さらに広がり、深化していくよう、住民と行政が協働
して、地域包括ケア推進モデルハウスを立ち上げた。
～立ち上げに関しては場所探し～　
行政担当課と一緒に数日間地域を見て歩いた。
　・空き家、空き店舗の活用を意識。
　・各地区からの交通の便の良いところ。
　・地域に様々な活動の団体がある。
　・公共の駐車場が近くにある。
～人探し～　最も大事。
　幸いなことに、長年社協職員として地域住民と関わ
ってきたこともあり、地域とのつながりが深かった。運
営のコアメンバーとしては、熱意があり茶の間の必要
性に共感できる人。思いやりと気遣いができ、地域で
人のために活動できる人に声掛け。
　自分なりに感じることは、居心地が良く楽しい居場

所とは、運営している人たちの人柄が影響してくると
思う。活動自体にやらされ感があれば、きっと同じ場
にいる人も感じとってしまい足が遠のいてしまう。やは
り、人が人を育てることで、居心地の良い安心できる
場がつくられていき、結果的に地域づくりに繋がると、
動き回ってみてつくづく思う。
　これからも、モデルハウスは各地域で助け合いを広
げるための拠点として、住民みんなの力で運営してい
く。そして、新潟市全体に助け合いを広げ、地域での
自然な助け合いが生まれることを目指していく。
　立ち上げの一例として今まで月１回のサロンを20年
くらい運営している代表者が、高齢者の行く場所を増
やしたいと考え、 2019年の１月から週１回開催になっ
た。共感した数名の地域住民も一緒に活動してくれる
こととなった。この地区は福祉バス（週に４日間だけ
朝、昼、夕の運行）が唯一の交通手段である。この先、
本数はだんだん少なくなるだろうと思い、どうせ遠く
に出かけられないのなら、地元で毎週開催し「ここに
来れば仲間がいる」と地元に呼び掛けた。また「どこ
からでも誰でも」と地元以外にもチラシを配って周知
している。20年間女性だけの集まりだったサロンに男
性参加者も数名ではあるが増えてきた。運営している
代表者が今後の自分たちのことを考えて、自発的に
我々SCに支援を求めてきた事例である。

経  歴  等

昭和62年４月１日　社会福祉法人西川町社会福祉協議会勤務。
平成17年３月21日　�新潟市との合併により、社会福祉法人新潟市社会福祉協議会勤

務。
平成25年４月１日より、主にＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）として地域
住民と向かい合う。
平成27年３月より、新潟市西蒲区第１層支え合いのしくみづくり推進員（生活支援コ
ーディネーター）として住民主体の支え合い・助け合いのしくみづくりを進める。
平成30年４月１日より、社会福祉法人南福祉会に勤務。引き続き新潟市西蒲区第１層
支え合いのしくみづくり推進員として専念。
新潟市の新しい支え合いのしくみづくりの土台である「新潟市地域包括ケア推進モデ
ルハウスにしかんの茶の間」の開設支援を皮切りに、各圏域の２層ＳＣと一緒に週一
茶の間の新たな開設を支援。
これからも、このサミット主催者である、さわやか福祉財団「さぁ、言おう」での清
水理事長のつぶやき「壁は本当に住民か？」をモットーに、自分自身地域福祉の集大
成のつもりで、住民と本気に向かい合って、いつまでも安心して生活できる地域づく
りを目指す。

新潟市西蒲区第1層生活支援
コーディネーター

塩澤  敏男

発言要旨
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第１部パネル

「既存の居場所を、『お互いさま』で支える場にリニューアル中 !!」
柏崎市は人口約84,000人、高齢化率33.3％（中山間地及び山間部では50～70％）概ね小学校区単位
が26地区の市である。中山間地では、隣近所のお茶のみや、共同作業・生活上の手助けなどが日常的
に行われている地区も多い。以下にH30年度現在の主な交流目的の集いの場（居場所の意）の紹介を
したい。

柏崎市第１層（２層兼務）生
活支援コーディネーター

砂塚  一美
◎第３部パネル  分科会36
　にも登壇

経  歴  等

保健師　民生委員　健康推進員

昭和49年（1974年）柏崎市入職
35年間にわたり６課に人事異動しながら、「健康づくり元気づくり」「健やかな母と
子」「精神・知的・身体等の障害があっても安心なくらし」「高齢になってもいきいき
と」「介護が必要になっても地域で自分らしく」をモットーに、子どもから成人・高齢
者に及ぶ保健事業に取り組んだ。平成６年度から地域コミュニティが運営する虚弱高
齢者の閉じこもり予防居場所づくりの施策として「コミュニティ・デイ・ホーム（市
補助）」（現在の「くらしのサポートセンター」）事業開始。平成12年度介護保険制度、
その他、地域包括支援センターの立ち上げ等を経て、平成20年度退職。平成28年度
から現職。

発言要旨

１　くらしのサポートセンター（以下、くらサポ）
　市はH８年に虚弱高齢者の閉じこもり予防を目的に、
地区手上げ方式によるデイ・ホーム事業（通いの場）を
開始した。H28年度に、「くらサポ」と改称し基盤強化
に着手。住民がいつでも・だれでも・気軽に交流する
「お茶の間活動」と「地域が取り組む支え合い活動」を
付随事業として加え、現在５地区が実施。心を開いた交
流を楽しむ場になり、更に基幹型くらサポには身体・知
的・精神の障がいを有する方の参加も見られるようにな
った。
　養成した「くらしのサポーター」により、交流の活性
化と参加者のすそ野が広がった。更に一部ではあるもの
の、有償による支え合い活動も始まり、馴染みの関係か
ら些少ながらも“絆の深まり”“お互いさま”の将来性が
見えてきた。

２　地域ふれあいサロン
　社協とＳＣが協働して現場の聞き取り調査を実施。マ
ンネリ化による目的の不明確さ、運営の弱体化等の課題
を把握。絆につながる“いつでも・だれでも型の居場
所”を目指し、月１回開催から、週１回の「コツコツ貯
筋体操」との共同開催、課題解消に向けたテーマ型の研
修会、情報交換会などを積み重ねている。即時、課題は
解消しないものの、その際に発露された声や知恵を詰め
込んだ「居心地のいい居場所マニュアル」も作成した。

ＳＣとして今後に向け
・地域防災の視点からも、日常の絆と支え合い活動の必
然性について、同時に啓発していく。

・今まで方式の居場所を目指す姿に近づけていくには、
現場に寄り添い、声を聞き取り、課題の洗い出しと整
理をしながら、共に共感し続けていく。

・運営の主体や活動内容は異なっても、目指すところは
違わない理念を共有するため、一体的な共同研修や議
論の場をコーディネートしていく。

居場所 主な運営主体 実施数 平均的な頻度 利用者数

１ 基幹型くらしのサポートセンター 市補助・NPO法人 １か所 常設 / 週1回茶の間 延6979人

2 地域型くらしのサポートセンター 市補助・コミュニティ 20地区 月〜金曜 / 週１回 実751人

3 地域ふれあいサロン 社協補助・町内単位 130会場 月〜金曜 / 週１回 実751人
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第１部パネル

特定非営利活動法人
たすけあい遠州代表理事

稲葉  ゆり子
◎第3部パネル  分科会47
　にも登壇

経  歴  等

さわやか福祉財団理事・さわやかインストラクター

1993年　学校事務職員を退職
1995年 「働く女性を支援しよう」とたすけあい活動団体を設立
1999年　居場所「もうひとつの家」立ち上げ（現在４代目）
2000年　時間通貨「周」のたすけあい活動開始

発言要旨

だれもが いつでも 来ていい居場所です

この家（場所）を何に？　
　この家「何に使う？」住宅街の二階建

の家を借りたのは20年前。とりあえず付けた名前が
「もうひとつの家」自分の家はあってもうひとつ、お母
さんのような人が待っていてくれる家。
・いつでも出入りできる
・だれかに会える
・活動メニューはないが、食事はある
　その後・旧東海道西本陣跡・田圃の中の広い敷地に平
屋2棟、ＪＲ袋井駅前ビル1階へ来て10年。どこかで変化
を楽しみながら移動して、変わらないのは居場所の名前
「もうひとつの家」。

「入っていい、座っていい」ここは
①座った人が帰りたくないという
②何にも聞かれないから話したくなるという
③ありがとうを言われるのはここだけ
④何歳になってもやれることがあって、仲間はほぼ70
歳をこえた（調理最年長は85歳、認知症で来客対応
等）

⑤メニュー（やってやる）がないので負担も少なく、
　いつでも開けられる（週5日）

「もうひとつの家」で伝えているのは
①「入っていい、座っていい」 があれば、出会いの機
会は増える

②「いない人のことは話題にしない、相手のことは詮
索しない」から空気がいい

③「だれも同じ」活動する人も寄る人も
④「自由な交流」世代を超えて・地域でつながり・新
しい出会いと社会参加へ

⑤「ありがとうの交換」できることもやってもいいこ
とも、やりがいへ

⑥「食」があれば入りやすい（敷居が低い）、一緒に食
べる、健康と安心へ

⑦「気になる人」困った人が見えて助け合いがはじま
る

居場所を広めるために私たちは何をしてきたか
・インストラクターの運営する居場所へ見学者の受入れ
・  「居場所を作りたい」の声に応えて出向き「やり方は
いろいろ」を伝える

・  「居場所アドバイザー連絡会」を設立（4人のインスト
ラクターと７人の実践者）
　県営住宅・無人駅舎・施設の一角・空き店舗・公会
堂で男性中心・事業所が運営、サロンから居場所へ
等々。場所も取組み方も違うメンバーは各地でその取
組みを伝達（見学者受入・市町等勉強会・ＳＣ養成研
修会・体験ツアーの受入等）

・  「居場所からはじまる助け合い」「県内の助け合い活動
事例集」を作成、市町やＳＣ等へ配布、勉強会にも活
用

県・県社協と協働で進めてきたこと
・県内各地で進める居場所作り勉強会等へ参加
・静岡県が作る「ふじのくに型福祉サービス」の居場所
   ・共生・相談の冊子作り協力
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第１部パネル

経  歴  等

社会福祉法人曽於市社会福祉
協議会地域福祉課長

新川  好敏

発言要旨

　曽於市は、鹿児島県北東部に位置する
緑豊かで畑作や畜産などの農業を基幹産
業とする人口3万5千人程度のまち。3町
が合併して発足してからの14年間で人口

は7千人減少し、高齢化率はついに40パーセント台とな
った（平成31年3月末）。
　共生型常設型居場所の「皆来館」は、鹿児島県が地方
再生戦略交付金を活用して実施した「多世代交流多機能
型支援の拠点づくり事業」を活用し、平成28年3月に設
置されたものである。廃止された駐在所の建物の一部を
改修し、平成27年度から3年かけて総事業費7,749,245
円を投入し、軌道に乗せ現在に至っている。
　平成17年7月、町の合併に伴い誕生した曽於市社協は、
法人合併後間もなく小学校区を単位とした地域の組織化
に取り組んだ。地域にある課題はまず地域で考え、解決
につなげていく仕組みをつくるためである。平成20年度
までに4年がかりで市内全域をカバーする26地区に校区
社協を発足させた。すべての校区社協で取り組んでいる
事業は見守り活動で、住民、民生委員、自治会関係者、
企業、公的機関などが共同で行っている。核となる650
人の在宅福祉アドバイザーは、約1,700人の要援護者を
見守っている。
　共生型常設型居場所「皆来館」のある柳迫小学校区は、
16の自治会から成る1,300人超が住む高齢化率41パーセ
ントの地域。曽於市をコンパクトにしたような構造であ
る。皆来館を立ち上げる段階から住民には実行委員会等
のメンバーに加わってもらい、将来の運営と活動を担う
人材の発掘と育成を意図的に支援してきた。人が人を呼

び、共に汗をかきながら築いてきた関係性は、自主的な
活動に移行した現在はより強固なものになっている。
　地域で起きていることを分かってもらうには、地域福
祉活動計画の策定や支え合いマップづくりが有効であっ
た。参加した住民は、最初は一体何のために取り組んで
いるのかよく分からなかったようであるが、次第に気に
なっていたことや見えていなかったことが、地域の困り
ごととしてあがってきた。そこから住民によるイベント
の企画やサロンの開設、見守り活動の強化、そして人と
人とのつながりに発展した。さらに住民の意識にまで波
及し、地域全体の福祉活動は活性化した。
　常駐の市社協職員は、段階的に住民（現在のコアメン
バー）にバトンを渡し、自主運営を見守ってきた。職員
がいなくなる日が近づくにつれ思いが複雑になっていっ
たことを忘れることができないとメンバーは振り返る。
しかし、人的にも金銭的にもいよいよ支援が受けられな
くなる直前に再び動き始めた。運営のために助成を受け
ようと共同募金委員会のプレゼンテーションに手を挙げ
たのである。市社協も同じ土俵で資金の必要性を訴え、
助成金を得て事業を実施する立場。仲間だったメンバー
が、会場に入った途端ライバルとして横に座り、競い合
う光景は、今年も同じであった。
　これまで参加者だった人が、支援者になっていく過程
を目の当たりにし、メンバーは言葉に言い表せない喜び
を感じている。その人らしさを取り戻し、勢いづいてい
く場面は、確実な一歩を予感させ、コアメンバー共通の
喜びとなり、地域が認める共生型常設型の居場所につな
がっている。

1971年4月生まれ。鹿児島県曽於郡大隅町（現在の曽於市）出身。
1997年11月、社会福祉法人大隅町社会福祉協議会が受託運営する大隅町老人デイサー
ビスセンターの職員として採用される。
2003年9月、市町村合併に伴う法人合併の事務を進めるために設置された曽於北部社
会福祉協議会合併協議会に派遣され、末吉町、大隅町、財部町の3町社会福祉協議会が
実施する事務事業の調査や調整に向けた会議を担当。
2005年7月、3町社会福祉協議会の法人合併により、社会福祉法人曽於市社会福祉協議
会が設立され、本所総務課で法人運営の基盤づくりを2年半担当。
2008年1月、支所での総合的な相談援助業務や指定管理施設の管理業務、介護支援専
門員としての業務にも従事。
2017年4月、本所地域福祉課で地域福祉全般に関わる業務を担当し現在に至る。
福祉のふの字も知らず入職したが、10年がかりで国家資格（社会福祉士、介護福祉士、
精神保健福祉士）を取得。
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第１部パネル

有償（謝礼付き）ボランティア活動をどう広げるか

■ 進行役
認定特定非営利活動法人
コミュニティ・サポートセン
ター神戸理事長

中村  順子
◎第２部パネル  分科会25
◎第３部パネル  分科会40
　にも登壇

経  歴  等

・1947年兵庫県生まれ
・短大卒業後、会社勤めを経て1982年から在宅高齢者等の生活支援ボランティアに
従事。1995年、阪神淡路大震災直後から地元で「水汲み110番」「茶話（さわ）や
かテント」等の復興活動に取り組み、1996年には、地元主導グループ創出の必要性
を鑑み、現在のＣＳ神戸である中間支援組織を立ち上げる。地域密着型の総合的な
ＮＰＯ活動を展開し、地域活動につながる調査・研修・講座等約200の事業、さら
にグループ創出として500以上に及ぶＮＰＯ等市民主体の団体立ち上げと支援を実
施。変化する時代にふさわしい新しいコミュニティのあり方を常に模索している。

・主な著書：「希望につながるコミュニティ」ＣＳ神戸、「コミュニティ・エンパワメン
ト」ＣＳ神戸、「火の鳥の女性たち ～市民がつむぐ新しい公への挑戦」兵庫ジャー
ナル社等

・主な委員活動：さわやか福祉財団理事・さわやかインストラクター、ひょうご震災
記念研究機構評議員、神戸市創生懇話会委員他

発言要旨

有償ボランティアは時代のニーズ
　団塊世代が後期高齢者予備軍となり、
日常生活支援や介護分野におけるニーズ
の増加は、各種予測資料に詳しい。とは

いえ高齢者のおよそ８割は元気であり活動意欲旺盛であ
る。毎年１％上昇する高齢化率ではあるが元気高齢者の
総量も増加している現状のなか、双方にメリットある謝
礼金を伴う有償ボランティアのマッティングで解決に結
び付けたい。
　振り返れば、この30年間に、高齢者や若者、世代間に
おいて経済格差が生じ、社会的分断が否めない様相では
あるが、この亀裂を回復させコミュニケーションを図る
有効な手段としてボランティア活動がある。中でも謝礼
金付きの有償ボランティアは、継続性や個別性の高いニ
ーズにも対等性を担保できる実に実践的なサービス手法
といえる。単なる手法ではなく、世代間同士や多世代と
連帯し助け合う、社会的コミュニケーションと捉え、そ
の歩みや仕組み、現状、今後の展開等について議論をす
すめていきたい。

1、有償ボランティアの歩み
　1980年代にさかのぼる発祥とそれからの経緯、
2000年介護保険導入後の実態、そして現在に至る
系譜を共有し、これからの指針につなげる。

　　・有償ボランティア導入の背景や経緯
　　・住民参加型在宅福祉サービスの歴史と現状

２、多様な有償ボランティアの活躍領域
　地域支援事業体制整備をうけて、今後求められる
有償ボランティアは、どのような領域で活動が期待
されているのか。公的制度の動向をにらみながら、
事業者との相違や足りないサービス、あれば助かる
サービスを明らかにする。

　　・在宅高齢者の生活支援
　　・地域包括支援センター・高齢者施設・保育施設・
　　　医療機関等でのしごと
　　・アダプト制度、イベント補助等々

３、高齢者の生活支援における有償ボランティアの仕組
　　み

　使いやすく担い手にとっても魅力的な有償ボラン
ティアの仕組みについて検討する。

　　・有償ボランティア活動の特性　無償との相違
　　・労働の対価ではなく、自発的な行為への謝礼金
　　・運営主体、方式、標準額、用途の違い　

４、社会的コミュニケーションの手法としての位置づけ
　有償ボランティアを生活支援の手法としてのみで
はなく、世代間をつなぐ実践的な社会的コミュニケ
ーションとして捉える。

　　・介護保険はじめ制度のはざまを受け止める役割
　　・100歳時代のいきがい、エイジズムへの対抗
　　・自尊感情　尊厳の担保
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9
第１部パネル

発言要旨

1．事例から見えてきた有償ボランティ
　　アの特徴
　①労働の対価ではない：しかし、あま
　　り低額なのは善意の搾取につながる

　　のでは。
　　適切な価格はいくらか。
②対等性：お金を払うことで、利用者の気兼ねがなく
なる
・キリスト教的な考え方：他者への無償の支援は天
国への道。他者への支援は、別の他者への支援に
つながる。他者から他者へと広がる支援の輪。

・日本人の考え方：伝統的に無償の支援はあったが、
必ずお返しが伴う。お返しをしないことへの苦痛。
贈答文化。Give and takeの閉じられた関係。

③実践的な社会的コミュニケーション：世代間、健常
者と障がい者・要介護者をつなぐ。

④活動の継続性を担保

2．有償ボランティアのタイプ
①低額の謝礼金
②時間預託制度：ＮＡＬＣ（ニッポン・アクティブ・
ライフクラブ）1時間1点、いつでもどこでも誰にで
も使える。

③地域通貨や施設内通貨：1時間ないし1作業1点。商
品・サービスの購入に利用。

3．有償ボランティア活動を広げるには
①住民への周知：広報、イベント、口コミ
②参加への動機づけ、きっかけ
③運営への参画：当事者意識、コミュニティへの帰属
意識

④サービス利用者から提供者への転換：障がいのある
人にもできる活動がある。

⑤リーダーの重要性：成功事例には必ず優れたリーダ
ーがいる。リーダーの育成。

⑥活動の継続性：リーダーの世代交替、新規加入者を
増やすには。

経  歴  等

■ アドバイザー
お茶の水女子大学名誉教授

袖井  孝子　

◎全体シンポジウム
◎第3部パネル  分科会39
　にも登壇

お茶の水女子大学名誉教授、東京家政学院大学客員教授、ＮＰＯ法人高齢社会をよく
する女性の会副理事長、一般社団法人シニア社会学会会長、一般社団法人コミュニテ
ィネットワーク協会会長。専門は家族社会学、老年学、女性学。とりわけ老年期の家族
関係、女性の老後、人生の最終段階における自己決定などに関心。主な著書に『高齢
者は社会的弱者なのか』（ミネルヴァ書房）、『女の活路　男の末路』（中央法規）、編著
に『「地方創生」へのまちづくり・ひとづくり』（ミネルヴァ書房）など多数。
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9
第１部パネル

社会福祉法人
しみんふくし滋賀副理事長

成瀬  和子　

経  歴  等

住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会副代表幹事

湖南消費生活協同組合理事
しみんふくし生協設立準備会運営委員
生活協同組合コープしが理事
公民館　社会教育指導員
主任児童委員　
ＮＰＯ法人しみんふくし滋賀専務理事・事務局長
社会福祉法人しみんふくし滋賀副理事長（現）
社会福祉法人近江八幡市社会福祉協議会理事・ボランティアセンター運営委員　

1986年消費生活協同組合の理事として安全安心な暮らしを求めて、組合員と共に学習
し、普及する活動をしてきた。食の安全だけではなく、文化、福祉、環境の生協をつく
ろうという動きの中、抱きしめてＢＩＷＡＫＯのイベントに参画した。イベントを通し
て福祉について住民が自分たちの問題として考える組織が必要と思った。地域での生涯
学習や福祉活動に目を向け、今できることは何かを仲間と話し合い、それを社会化する
ために声を挙げることやネットワークの必要性を感じ、ボランティア、コーディネータ
ー、サポーター等の養成講座を企画運営した。楽しく活動。気がつけば社会貢献。

発言要旨

住民参加型在宅福祉サービス活動の経緯
　住民参加型在宅福祉サービスは、近所
の人同士で気兼ねなく助け合う活動から
始まりました。しかし、最近では介護保

険法の施行に伴い、公的サービスからもれてしまったり、
公的サービスだけでは足りないという高齢者へのサービ
ス提供としても注目を浴びています。ただ、有料とはい
え営利目的の活動ではないので、サービス提供者に対す
る報酬は、パート・アルバイトとはちがい非常に低額で
す。サービス提供者にボランティア精神がないと続けて
いかれないというのも事実です。
　ボランティア活動は「無料」であることが一般的でし
たが、昭和50年代より新しい市民活動として、非営利で
有料・有償の福祉サービスを行う「住民参加型在宅福祉
サービス」が都市部を中心に広がってきました。
住民参加型在宅福祉サービス活動の5つの特徴
●制度にとらわれない、地域でのあたりまえの暮らしを
支える　“よろずなんでも活動”   

● “助けられたり、助けたり”の支えあいの活動  
●「ここでずっと暮らしたい！」と思えるまちづくりを
めざす活動   

●会員制と有償制２つの仕組みで理念を支える活動
会員制…サービスの利用者、提供者ともに団体の会員
です。利用者も時には提供者になるなど、助け合いの
精神を具体化したものです。サービスの提供者と利用
者が同じ会の会員として対等な立場をとります。

　有償制…サービスは非営利・有償で提供される仕組み
です。無償のサービス提供では利用者側が遠慮や気詰
まりを抱きがちなことから、金銭を介在させることで
それを取り除くことをねらいとしています。利用者が

比較的負担とならない範囲の料金です。お金をとるこ
とで利用者の気兼ねをなくします。提供者からの経費
持ち出しをなくし、活動に継続性を持たせます。

●多様な運営主体による活動
｢住民互助型｣、「社協運営型」、「生協型」、「農協型」、
「ワーカーズコレクティブ型」など、運営主体はさま
ざまです。

　＊ワーカーズコレクティブとは…
地域で暮らす人たちが、地域に必要な仕事を自分た
ちで創り出していく働き方で、 メンバー全員で出資、
労働、経営に関わっていく点に特徴があります。

介護保険制度の開始と要支援者の新総合事業への移行
●要支援者に対する生活支援が介護保険では出来なくな
り、新総合事業も市町によっては、大きな進展も望め
そうにありません。

●要支援者に対する生活支援は、住民の助け合いでやり
ましょうという方針ですが、無償では支えきれる程担
い手が集まりません。

●ある団体では年間15,000件もの助け合い活動がありま
す。

●謝金が少額でも担い手が集まりにくく担い手の受取額
は概ね800円程度です。

●孫へのプレゼントや友人とコーヒーを飲むなどに充て
られています。

●利用者に喜んでもらえている。自分がそこに価値を感
じることで、もっと活動したいという意欲が沸き、有
償で活動することで、より責任感がうまれます。

●住民の助け合いで地域の住民力がつき、自然に助け合
いが行われるようになることが望ましい。
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9
第１部パネル

特定非営利活動法人
ふれあい天童理事長

加藤  由紀子
◎第3部パネル  分科会44
　にも登壇

経  歴  等

昭和44年から15年　中学校教員
昭和55年より12年間3人の子育てと同居の夫の両親と同居の夫の叔父夫婦4人の介護に
専念
平成 4年	 介護終了　活動開始（ふれあい天童）　さわやか福祉推進センターで学ぶ
平成 6年	 さわやか福祉推進センター　インストラクターに任命を受ける
平成 7年	 山形県互助型福祉連絡会設立（県単位の組織は全国初の民間福祉協議会）
平成12年	 居場所活動開始（高橋勇さんより提供）
平成13年	 ＮＰＯ法人格取得
平成13年 1月	 居場所　の～んびり茶の間開設（毎日型）
平成17年 9月	 内閣府より社会参加賞受賞
平成17年11月	 毎日新聞社より毎日介護賞　グランプリ受賞
平成17年11月	 アフラックより100万円をいただく
平成18年　現在地に事務所およびの～んびり茶の間移設
平成28年　新総合事業Ｂ型（生活支援通いの場）・Ｄ型認定
（公財）さわやか福祉財団理事　及び　インストラクター
山形県社会福祉審議会委員、山形県地域福祉策定委員、山形県民生児童委員推薦委員、
山形県児童福祉専門委員、山形県社会福祉法人施設整備協議会委員、山形県共同募金
会評議員及び配分委員、天童市社会福祉協議会理事、天童福祉厚生会理事、社会福祉
法人睦会ラ・フォーレ監事

発言要旨

有償の助け合い活動が
品格ある老いを目指す
　天童市は山形県の東部にある将棋生産
日本一、また今年発表された「住みやす

さランキング」では北海道・東北ブロックで2位と心豊か
な町です。この町で私たちふれあい天童は、利用者のあ
らゆるニーズに応え、有償とする（これを謝礼と考え
る）活動を行なっています（無償の場合もありますが）。
　ふれあい天童は、私が1980～92年まで二世代4人の
介護と3人の子育てが同時進行となり、私にとって大事な
中学校の教職を退職して介護にあたったことが原点でし
た。手の足りない毎日は、本当に困りごとの連続でした
が、急に要介護状態が発生したり、一人が重篤な状態に
なった場合などには、誰かに応援をいただかないと生活
が回らなくなったり、子供たちに心さえ掛けられない有
様になることもありました。自分が困っている時は、他
人の困りごとも見えるものです。「この困りごとは私一人
の課題ではなく、社会の課題だ」と気がつき、まだ3人の
介護の最中、1984年の時点には「全員を看取った際には
助け合いの会をつくらねば」と考えていました。介護に
対する積極的な気持ちや、より良い介護になるための道
具などを作ってもらったりもしました。介護の最中であ
っても、介護後の「助け合いをつくる」という目標がで
きた時、介護に対してどんどん前向きになることができ
ました。
　助け合いは、ボランティアの心を大切にしながらも、
活動はポケットマネーから出せる謝礼金を支払う有償制
にした方が良いと心は固まっていました。介護が進むに
つれ、その考えは確信になりました。利用する立場とし

ては、気持ちが楽になり、頼みやすくなります。きっと
有償の組織を作った方が持続するだろうと考えました。
　さわやか福祉推進センター（現　さわやか福祉財団）で
助け合いのノウハウを学び、ふれあい天童の設立後は仲
間にも恵まれ、山形県内に十数件の組織立ち上げの支援
を行ない、全国で初めて山形県内の互助団体の連絡協議
会を立ち上げました。1995年のことです。しかし、2000
年、介護保険法が施行された後には、既存の助け合い団
体も介護保険事業に参入し、助け合いの活動は薄れてし
まいました。その様な中でも、私たちふれあい天童の仲
間は助け合いに徹し、住民を支えていくべきと心を固め
ました。
　新総合事業がスタートし、4年前山形県内で初めて天童
市よりＢ型やＤ型として縛りのない認定を受けました。
私たちの活動が運営危機の心配もなく27年間も続けてこ
られたのは、有償の活動が住民、利用者、活動者に支え
られているからだと思っています。
　おわりに、ふれあい天童の利用者は生き方、身体や精
神の面に自立の姿が見え、前向きであることが、活動者
の見本になっており、私も尊敬しています。そして、活
動者は、活動から学んで、建設的で自発的、主体性のあ
る行動や発言をされることが多く、有償の助け合いは、
どんな生涯学習にも勝る学びだと思うと同時に、「品格あ
る生き方、品格ある老い」を育てる誇らしい活動である
と思います。介護保険を利用されている方が、助け合い
と併用することにより、さらに効果が高まることは、多
くの経験から実証済みです。現在まで継続できているの
は、有償の活動だからであり、それは、合理的かつ心も
安らぐ方式なのかもしれません。

�ネル登壇者_本文01-2.indd   111 2019/07/31   11:03



112

全
体
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

第
2
部  

パ
ネ
ル

第
3
部  

パ
ネ
ル

第
1
部  

パ
ネ
ル

分 科 会

9
第１部パネル

生活協同組合コープにいがた
くらしの助け合いたんぽぽの
会代表

杉山  久美子

経  歴  等

2004年 8月　�「コープにいがたくらしの助け合いたんぽぽの会」活動会員として登録
し、活動を始める。

2005年10月　�「コープにいがたくらしの助け合いたんぽぽの会」コーディネーター着
任

2011年 4月　代表コーディネーター兼副代表
2013年 4月　代表着任

前後して、住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会に新潟市推薦
の幹事団体として2017年3月まで参加。

新潟市ファミリーサポートセンター運営委員
新潟市住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会に参加
認知症キャラバンメイトとしてサポーター養成講座を開催
2018年10月より新潟市で開始した「お互いさま・新潟」のエンジンメンバーとして活
動、現在に至る。

発言要旨

（1）今なぜ有償ボランティア活動なのか
　　①手助けをうける側（利用会員）は、
　　　無償で依頼を続けていくと、お礼
などお返しをどうしたらいいかと、気が

重くなってしまいます。
　　有償にすることで気兼ねなく依頼できるよう
に、また、援助依頼を最小限にとどめることに
もつながります。

　　結果として得られる、「可能な限り自分自身で
生活を支えるという自立と自助の精神」を大切
にしています。

　　このようにたんぽぽの会では、継続して依頼
しやすい環境づくりには、有償であることが必
要と考えます。

②手助けをする側（活動会員）は、謝礼を受け取
ることで自分自身の行動に責任と自覚を持ち活
動しています。

　　誰かのために、と思ってはじめた活動も利用
会員から様々なことを学び、多くのエネルギー
をもらいます。それが自分自身の宝となり、自
信になっていくことを実感しているという声が
多くの活動会員からあります。

（2）謝礼は労働の対価ではない
①「困った時はお互いさま」の気持ちでこの活動
に参加しています。

　　いつか自分が助けてもらうかもしれない時、
自分だったらどうしてほしいか、ということを
常に考えながら行動します。

②「自分から進んで考えて行動する」
　　活動会員はこの活動に自信と誇りをもってい
ます。

　　活動会員は謝礼をいただいているからといっ
て、何でもやるのではありません。

　　コミュニケーションをとりながら、助けを必
要としていることだけ、利用会員ができること
は取り上げない、または、一緒に行うことを大
切にしています。

　　時には活動内容よりも話を聴くことが今日は
大切だと感じ取れる場合は、臨機応変に判断し
行動していくことも必要とされます。

③「ともに支え合い、学びあう」
　　たんぽぽの会の活動は、速さや腕前を披露す
る場ではありません。

　　利用会員と活動会員は「～してあげる」「～し
てもらう」の上下関係ではなく、対等平等の関
係です。できること、できないことの基本的ル
ールをお互いが守りながら、一定の距離感を保
ち、それぞれの立場を尊重しています。信頼関
係を築きながら活動ができているからこそ、た
んぽぽの会は19年間継続できているのだと考え
ます。
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9
第１部パネル

前 生活協同組合コープこうべ
大阪北地区活動本部長

牧  圭介　

経  歴  等

1984年3月	 灘神戸生活協同組合（現生活協同組合コープこうべ）入所
	 垂水支部（現協同購入センター西神戸）配属
2007年5月	 情報システム部統括部長
2011年9月	 第４地区本部（*1）本部長
2014年6月	 第５地区活動本部（*2）本部長
2017年8月	 大阪北地区活動本部（*3）本部長
	 この間、各地域の第1層協議体構成メンバーとして参加。（神戸市垂水

区、西区、明石市等）
2019年6月	 株式会社コープムービング代表取締役社長

*1：神戸市北区､ 三木市､ 三田市､ 小野市､ 西脇市､ 加西市､ 篠山市､ 丹波市､ 加東市､ 多可町
*2：神戸市垂水区 ･ 西区､ 明石市､ 淡路市､ 洲本市､ 南あわじ市
*3：豊中市､ 箕面市､ 池田市､ 豊能町､ 能勢町､ 島本町､ 高槻市､ 茨木市､ 摂津市､ 吹田市､
　   大阪市東淀川区 ･ 淀川区 ･ 西淀川区

発言要旨

１．助け合い制度「コープむつみ会」
　コープこうべは、主に兵庫県と大阪府
北摂を活動エリアとする生協です。助け
合い制度「コープむつみ会」は、北摂の

組合員同士の助け合い活動で、1984年３月に設立されま
した。活動内容は、高齢者、障がい者、産前・産後や病
気の主婦を対象に、掃除、買い物、食事作りといった家
事支援、外出の付き添い、高齢者の話し相手等を行って
います。専門事業者の対応とは異なり、支援を受ける人
の暮らし方を尊重し、その人の希望に沿ったやり方で対
応します。逆に専門性を必要とする身体介助等はできま
せん。地域包括ケアシステムの枠組みの中では、生活支
援と介護予防に関わる、老人クラブ、自治会、ボランテ
ィア、ＮＰＯと同じ位置づけになります。現在、支援を
受ける利用会員は172名、支援する活動会員は119名で、
年間活動時間は6,683時間、活動回数は3, 494回と前年
対比微減で推移しています。（コープこうべ全体では、利
用会員696人、活動会員556人、活動時間33,093時間、
活動回数18,579回、むつみ会以外前年対比10％減）

２．有償の理由
　支援を受ける人と支援をする人を対等の関係とするた

めです。具体的には次の三つです。一つは、無償の場合、
謝礼やお返しで気が重くなる。活動がごく一部の人同士
に限られ、助け合いの輪が広がりません。二つは、有償
であれば、支援を受ける人は一定の謝礼を出すことで気
兼ねなく支援を頼むことができ、支援をする人も謝礼を
受け取ることで、より責任感を持って活動できます。三
つは、有償にすることで支援依頼を最小限に留め、後は
できる限り自分自身で生活を支えるという自助自立の精
神を大切にしたいからです。

３．生協として有償ボランティアを行う意義
　生協は民間企業と違って利潤追求を目的としておらず、
行政と異なり平等性に拘ることもありません。従って、
一人ひとりのくらしに寄り添って活動することができま
す。むつみ会では、支援する人は特別な資格や技術を持
たずに普段のくらしの中でできるサービスを支援が必要
な人に提供しています。支援する人にとっても、多くの
人が自身の生き甲斐になっていると言われており、双方
向の関係を大事にしています。助けるのではなく助け合
い、支えるのではなく互いに支え支えられているのです。
誰もが安心して暮らせる地域社会づくりを進める生協に
とっては、「有償ボランティア」は有効な仕組みの一つで
あると考えます。

４．その他の「有償ボランティア」活動
　店舗で買い物する際、身体がご不自由等の理由で買い
物に難儀している高齢者を見て、何かお手伝いできない
かという組合員の声をきっかけに、コープこうべの店舗
では買い物のお手伝いをする「買い物ボランティア」が
広がっています。その場でも「有償ボランティア」の仕
組みを実験的に取り入れています。今後地域の様々な場
で「有償ボランティア」の活動が広がることを期待して
います。
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第１部パネル

自動車による移動支援をどう広げるか
（企画・協力：（特非）全国移動サービスネットワーク

■ 進行役
特定非営利活動法人
全国移動サービスネットワーク
副理事長

河崎  民子

経  歴  等

山口市出身、九州大学卒。神奈川県大和市在住。
助けあいの家事介護グループを通して移動や外出が困難な方たちがいることを知り「何
とかしなくちゃ」と仲間たちと1998年外出介助のワーカーズ・コレクティブ　ケアび
ーくるを設立。
だが、さまざまな困難が待ち受けていた。以来、法制度をニーズに近づけることがライ
フワークになった。
2003年　　　　ＮＰＯ法人かながわ福祉移動サービスネットワーク設立。
2006年～現在　ＮＰＯ法人全国移動サービスネットワーク副理事長。
2017～18年　　国土交通省「高齢者の移動手段の確保に関する検討会」委員。

発言要旨

　20年前に地域ニーズに押されて仲間た
ちと自動車による移動・外出支援を始め
た。その頃は、移動・外出に困っている
のは、障害者手帳等保有者や、今で言う

要介護認定者等であった。2006年に登録制度が創設さ
れた際も、利用対象者については大きな問題はなかった。
　しかし、その後の高齢者数の伸びや過疎化の進行など
社会状況の変化は著しい。福祉有償運送では対象にしに
くい高齢者が日常生活に不可欠な移動・外出に困ってい
る現状がある。経済産業省は買物弱者を700万人と推計
し、農林水産省は、65歳以上・75歳以上の「食料品アク
セス困難人口」をマップで公表して警鐘を鳴らしている。
食料品アクセス困難地域は、移動・外出困難地域と重な
る。農水省は、外出頻度低下による生きがいの喪失や、
食品摂取の多様性が低下することによる低栄養化と、こ
れらが及ぼす医療費や介護費の増加の可能性等を指摘し
ている。
　健康寿命や介護予防は、高齢者自身にとっても自治体
の財政にとっても重要課題となってきた。
　高齢者等の外出の足を確保するためには、地域の公共
交通や自家用有償旅客運送を使いやすいものに変革して
いくことが重要だ。ＮＰＯ等による登録制度は、制度の
欠陥について国が是正に踏み切れずにいる間に、高齢者

の移動・外出の問題はますます深刻化し、何とかしたい
と知恵を絞る自治体や住民組織等により、地域は次のス
テージに移行しつつある。登録等の手続き不要の形態で、
高齢者の移動・外出を支援する好事例が増えている。
　ディスカッションでは、「有償」にあたらない各種類型
の解説と仕組みづくりの工夫、市町村事業となった介護
予防・日常生活支援総合事業に基づく訪問型サービスＤ
やＢ等の活用事例、社会福祉法人の責務となった「地域
における公益的な取組」等による買物支援やサロン送迎
等の事例を紹介する。公益的な取組みは、法人の職員に
も良好な意識変化を及ぼしているようだ。
　質疑応答では、共通課題のうちボランティア運転者の
確保についてモデルとなる取組みを紹介する。ボランテ
ィアがマイカーで行う場合の保険の問題も取り上げる。
全体を通して、助け合いの移動・外出支援の取組みが広
がっていくよう情報共有と議論をすすめたい。
　なお、当日は、全国移動ネットが作成した「地域支え
合い型移動サービスガイドブック－道路運送法上の登録
を要しない移動・外出支援について」および日本財団助
成事業で調査・収集した「総合事業などによる住民主体
の移動・外出支援－立ち上げに役立つ事例の資料集」を
頒布もしくは情報提供する予定である。
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特定非営利活動法人
全国移動サービスネットワーク
理事

遠藤  準司　

発言要旨

　2016年11月、国は高齢運転者の関わ
る重大事故が相次いで発生する事態を受
け、警察庁、国土交通省、厚生労働省、
総務省が参加し『高齢者の移動手段の確

保』をテーマに①改正道路交通法の円滑な施行、②社会
全体で高齢者の生活を支える体制の整備、③更なる対策
の必要性、について対応策が話し合われることになる。
翌2017年3月に国土交通省内に「高齢者の移動手段の確
保に関する検討会」が設置され具体的な対応策の検討が
スタートした。ここで私たち助け合い活動による移動支
援について最も関係性の高い「許可・登録を要しない輸
送（互助による輸送）の明確化」が検討対象として俎上
に上る。
「許可・登録を要しない輸送（互助による輸送）」は平成
18年9月29日に国土交通省自動車交通局旅客課長より発
出された事務連絡で、主としてボランティア活動におけ
る自家用自動車を活用した移動・送迎サービス等を念頭
におき、4つのパターンの送迎行為等について登録又は許
可を要しない運送の態様として紹介されている。しかし、
この事務連絡発出後も全国の地方運輸支局で、助け合い
活動の無理解や誤解釈（白タク）等が原因によるミスリ
ードが後を絶たない。その結果として、行政・住民発意
による移動支援活動は、当初の計画の変更を余儀なくさ
れたり、或いは中止に追い込まれるなど混乱した状況が
現在まで続いている。このため検討会の中間とりまとめ

概要では、「許可・登録を要しない輸送（互助による輸
送）」の活用によって、社会全体で高齢者の生活を支える
体制の整備に資するよう、また、地方運輸支局、サービ
ス提供団体、行政にとっても分かり易い事務連絡の解釈
を目指して、一層のルールの明確化を打ち出した。
　また同じく国土交通省内で地域がその潜在力を活かし
て持続可能で利便性の高い交通ネットワークを維持・確
保することを目的として「地域交通フォローアップ・イ
ノベーション検討会」を平成30年11月から開催している。
この検討会で国・自治体等公的主体からの観点として共
助の役割分担と導入円滑化が方針提案されている。具体
的にはバス・タクシーや自家用有償旅客運送、許可・登
録を要しない互助による輸送等について、適切な役割分
担のもとで、地域が必要な運送をより導入しやすくする
環境の整備の必要性を打ち出していて、垣根を越えて事
業者のみならず地域を巻き込んだ幅広い連携を模索して
いる。やはりここでも移動支援の不足が地域衰退に直結
した問題として認識されていて、互助による輸送のさら
なる活用が検討されている。
　このような国の動きからも私たちが地域で取り組む移
送サービスの活動は、今後ますますその果たす役割と可
能性が拡がっていくに違いない。基調講演では国の最新
動向を中心に助け合い活動の一環として提供される移動
支援についての現状と課題について報告を行う。

1969年　大阪府茨木市生まれ
1997年　移動困難者のための外出支援組織設立
1999年　ＮＰＯ法人アクティブネットワーク設立　代表理事（現職）
2005年　ＮＰＯ法人全国移動サービスネットワーク　理事
2014年　国土交通相認定　自家用有償運送運転協力者研修機関
2016年　くらしの足をみんなで考える全国フォーラム　実行委員

　アクティブネットワークのミッションは「住み慣れた街で最期まで生活できる地域社
会を目指して」。
　誰もが生まれ育った地域で高齢になっても、障がいがあっても、その人らしく安心し
ていきいきと生活できるよう、主に介護保険制度の在宅サービスを中心に「居宅介護支
援」、「訪問介護」、「訪問看護」、「通所介護」、「看護小規模多機能型」、「24ｈ定期巡回
型サービス」、「障害福祉サービス」を展開している。
　また任意団体設立来からの活動の旗印でもある高齢者や障がい者を対象とした社会
参加の支援活動として自家用自動車を活用した移動支援（自家用有償旅客運送：福祉
有償運送）に取り組んでいる。
　全国移動ネットにおける最近の活動では、関西地方の自治体向けに介護保険制度の
総合事業における移動支援（訪問型サービスＤ）の相談業務、許可・登録を要さない住
民主体の自家用車を活用した移動支援の立ち上げや運転者講習の開催に携わっている。
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第１部パネル

経  歴  等

近畿大学名誉教授

三星  昭宏

発言要旨

　本稿では、公共交通対策が国民的課題
であるとともに、「交通困難層」のための
「助け合い」が必要であり、一層の政策
展開と地域の取り組みが必要であること

をのべる。
1. 地域交通の崩壊・破綻 : 我が国の地域公共交通手段は
崩壊の一途を辿っており、「我が国の形」を変えつつある
といって過言でない。原因は、①自家用乗用車の浸透、
②都市構造の変化、③人口減少・少子化、④高齢化・家
族送迎の減少、⑤労働力不足などである。
2. 公共交通崩壊と生活困難 :①立地条件崩壊・人口減の
加速（車非保有者の居住困難）、②生活者の難儀（通勤
 ・通学・通院・買い物…）、③交通事故と免許返納困難、
④交通費増大（自動車費用、公共交通料金)など。これら
は今後さらに深刻の度を強めてこよう。
3. 公共交通（通常の電車・バス・タクシー等）再建課題 
 :公共交通再構築は喫緊の課題である。①公共交通重視
と再建の抜本政策、②公共交通ネットワークと連携・サ
ービス向上、③公共交通事業への財政支援と財源確保、 
④公共交通と「まちづくり」、「福祉」、「地域活性化」な
どを結合した「交通まちづくり」に取り組むことが必要
である。
4.「交通困難層」の視点 :このような生活者の難儀には原
因がある。これまでの公共交通施策における高齢者・障
害者等の視点の欠如・不足である。①身体的理由で鉄
道・バスが使えない人、②公共交通があっても停留所ま
で行けない人、③経済的理由で公共交通が利用できない
人、とくにタクシーを費用面で利用できない人、④そも
そも公共交通のサービスが不在な地域の人などは公共交
通の需要層として軽視されてきた。これらの人たちが可

能な限り公共交通を利用できるようにするとともに、利
用不可能な人については別の対策も必要である。この施
策はそもそも経済的には成り立ちにくく、公共および市
民による支援が必要になってくる。市民は「助け合い」
によるサービス提供支援を行う。現在助け合いは、道路
運送法上、有償ボランティアの「福祉有償運送・交通空
白地有償運送」と「無償運送」とがある。これらについ
て、従来行政上、拡大・活用の計画はなく、行政は受け
身の許認可行政のみ行ってきた。しかしここにきて政府
は積極策を迫られている。とくに、有償・無償の取り組
みへの規制が、「厳しすぎるのではないか」というボラン
ティア現場の声が強く、助け合い交通発展の妨げにさえ
なっているという声が強かった。平成30年の国土交通省
の「高齢者の移動手段」施策検討結果はこれらを強く意
識したものである。自家用有償運送については、「高齢者
の移動手段として、自家用有償運送の活用を推進してゆ
く必要がある」（検討会答申引用）。許可・登録を要しな
い輸送（「互助」による輸送）については「地域における
助け合いも今後重要性が増すものと考えられる。介護・
福祉分野においても、こうした活動に一定の役割が期待
されている。」 このように国土交通省は今回の文書で、福
祉有償運送、無償運送に対しこれまでの姿勢から一歩踏
み出し、「活用推進、役割期待」を明確にした点が画期的
である。電車・バス・タクシーに加えて有償・無償のボ
ランティア輸送を地域交通の主役に加えることに道を開
いたとも言える。一方道路運送法の許認可の枠組みは変
わっていない。タクシーと並んで「助け合い」が末端の
交通を担うためにはさらに「規制緩和」が必要であると
ともに、地域の現場で新しい展開が求められる。

1945年生まれ。名古屋大学大学院卒業後、大阪大学工学部助手、近畿大学講師・助教
授・教授を経て2011年度より名誉教授。
他に、関西福祉科学大学客員教授、関西sts連絡会シニアフェローを現任。
専門は、土木工学、交通計画学、福祉のまちづくり学。1980年代から関西を中心に	
福祉のまちづくりに尽力。元日本福祉のまちづくり学会会長。
【代表者を務めた研究論文】
「交通困難者の概念と交通需要について」
「ライフスタイルの変化を考慮した高齢者のモビリティ確保に関する研究」
「車いすの混合を考慮した歩道サービスレベルと幅員決定に関する研究」
「高齢者モビリティ増加要因の分析とモビリティ需要推計に関する研究」
「福祉移送サービスにおけるリスク分析」
「知的・精神・発達障害者の移動に関する問題点の抽出」
「車いすドライバーの運転時における人間工学的評価と自動車道路整備に関する研究」
【主な著書】「建築・交通・まちづくりをつなぐ共生のユニバーサルデザイン」学芸出
版社（著者：三星昭宏、磯部友彦、高橋儀平）
【ひと言】学生の時、自動車中心の地域づくりとそのための交通計画に疑問を持ち、交
通弱者とよばれる人たちの安全、移動、交通システムの研究に取組むようになる。共生
社会づくりとユニバーサルデザイン、地域交通のありかたについて現場で格闘中。
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第１部パネル

経  歴  等

不動ヶ丘高齢者等生活支援プ
ロジェクトほっとらいふ代表

梅田  寛章　

発言要旨

住民主体の移動・外出支援組織
「不動ヶ丘高齢者等生活支援プロジェク
トほっとらいふ」の事例

移動困難者の増加と、自治会主体の移動支援組織の設立
　大阪府富田林市不動ヶ丘地区は大阪市のベッドタウン
として駅からは比較的近く利便性のある地域ですが、坂道
が続きバスが走っていないため、ご主人を亡くされた方や
免許証返納者など自家用車を利用できなくて不便を感じ
ている高齢者が増えてきているのが現状です。
　不動ヶ丘町では高齢化率が40％に近づく平成26年に
自治会が母体となって「高齢者等生活支援プロジェクトほ
っとらいふ」を設立し、その中で移動・外出支援を行って
います。年齢・要介護・障がい者等に関わらず全住民が対
象です。

移動・外出支援の概要
　予約に応じて隣接する市町村への通院・買い物のほか、
銀行・美容院・お墓参りなど高齢者のニーズに応える送迎
をドア toドアで行っています。
　車両は自前で購入した2台とボランティア（支援会員）
のマイカーで行っています。
　利用料はガソリン代のみで事前に購入したポイント券
で支払います。
　これらの仕組みは、市の道路交通課の呼びかけに応えて
住民主体の勉強会を立ち上げ、学識経験者、コンサルタン
ト会社を交えて決めていきました。

その他の支援活動について
「ほっとらいふ」は、「住み慣れた地域で元気で長生き」
をモットーに様々な活動を展開しています。（10分100
円の活動謝礼金を頂き、1/2は支援会員へ）
　◎日常生活困りごと支援

ゴミ出しや庭の清掃、家具の移動、その他雨戸の補修、
蛍光灯の取替など高齢者が自力で行うことが難しい
ことの支援

　◎憩いの場支援
朝市・お買い物ツアー・お食事会・介護予防教室・ノ
ルディックウォーキング・タブレットで脳トレなど
様々な企画で憩いの場づくり

　◎ＩＴ（アイティ）支援
携帯電話・スマートフォン・パソコンなどの使い方支
援

ほっとらいふの組織について　
　◎不動ヶ丘町は235世帯、人口615名、高齢化率46.5

％…Ｈ30年9月現在
　◎利用会員41名（年会費3,000円）、支援会員31名、

賛助会員97名（約16万円の寄付金）…令和元年度5
月現在

　◎収入は、年会費・賛助会員寄付金・利用券収入のほか、
廃品回収の売上金の一部・バザーの実施・企業への補
助金申請などからなり、ボランティア保険・搭乗者傷
害保険・福祉有償運送講習会の受講・車両の点検整
備費用、その他の支出を賄っています。

1950年北海道生まれ、1971年東京のコンピューター専門学校卒業

【職 歴】
1971年	 大手企業入社、システム部門配属、その後人事部転籍
1993年	 同企業のシステム部門の子会社出向、総務人事部
2001年	 同社退職、その後同社系列の人材派遣会社で契約社員として勤務
                   （2005年まで）
【家族の支援・介護歴】
2002年	 義父死去　母を呼びよせ生活補助　【移動支援・困りごと支援】
2004年	 義母脳梗塞で入院
2005年	 ホームヘルパー２級資格と第二種自動車免許取得
2006年～　義母介護開始　【介護支援】
2010年	 義母施設入所（2015年1月死去）
【ほっとらいふの履歴】
2012年	 不動ヶ丘自治会自治会長に就任　（高齢化率40％に近づく）
2013年	 高齢者生活支援プロジェクトを自治会内に設立
2014年	 自治会内に「不動ヶ丘高齢者等生活支援プロジェクトほっとらいふ」設立
2014年～　活動開始　現在に至る
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経  歴  等

社会福祉法人小野市社会福祉
協議会地域福祉課

窄
さ こ

口
ぐ ち

  真吾　

発言要旨

移動支援型訪問サービス「おのりんカ
ー」の取り組みについて
　平成30年10月から、住民の支え合い
活動として運転ボランティアのマイカー

による移動支援型訪問サービス「おのりんカー」を開始
しました。
　訪問型サービスＤの類型であり、対象者は要支援1・2
が対象となります。
　きっかけは、生活支援体制整備事業の第２層協議体で
行った訪問調査により、移動支援のニーズが高いことに
住民が気付き協議を始めたことです。
　この住民の声をきっかけに、市と協議し、全国移動サ
ービスネットワークへ相談しながら事業を開始すること
になりました。
　事業の実施状況とともに、事業開始に至った経緯を中
心として、第2層協議体における移動支援に関する取り組
み（買い物バスツアー等）も交えて報告したいと思いま
す。

移動支援型訪問サービス「おのりんカー」の概要
内　　　容　運転ボランティアのマイカーを使用し、通

院送迎のお手伝いをする。
事業開始　平成30年10月

類　　　型　介護ファミリーサポートセンター事業＋訪
問型サービスＤの類型

利　用　料　往復1,200円
対　象　者　要介護認定を受け要支援1・2認定者。また

は、事業対象者と判定された方。
送　迎　先　小野市内の病院

※特別な理由がある場合は、利用者宅から
10㎞圏内にある北播磨圏域の医療機関へ
の送迎を可とする。

運　転　者　生活支援サポーター養成講座ならびに、運
転者講習を受講した協力会員

送　迎　車　運転者の自家用車

移動支援型訪問サービス「おのりんカー」の特徴
①住民の意見を反映するため、事業について継続的に協
議する運営協議体を、第1層協議体に位置付けました。

②介護ファミリーサポートセンター事業＋訪問型サービ
スＤで実施しています。

③市の福祉部局、交通部局と事業実施について協議し、
現在も行政との連携を意識し実施しています。

④オペレーター活動として、運転ボランティアが活動報
告書のとりまとめ（パソコン入力）、目的地までのルー
ト調査を行っています。

⑤4月から送迎先を市外へ拡大するなど、利用者の意見、
協議体の意見を反映し改善を続けています。

小野市について
　平成31年3月末時点で、人口48,560人、高齢化率
28.0％。地区によっては高齢化率が30％を超えるところ
もあります。
　国宝浄土寺があり、そろばんのまちでもあります。
　鉄道は、神戸電鉄粟生線とＪＲ加古川線がありますが、
生活には自家用車やバスを利用している人が多い状態で
す。

社会福祉士
職名：地域福祉コーディネーター

【担当した主な業務】
地域福祉関連、ボランティア関連、赤い羽根共同募金、日常生活自立支援事業、生活
福祉資金貸付事業、福祉有償運送、広報紙、総務等
【小野市社会福祉協議会での職歴】
平成15年度　小野市社会福祉協議会入局
平成21年度　小野市社協キャラクター「おの社協戦士ウイングレッド」考案
平成25年度　小野市役所社会福祉課障がい福祉係へ出向
平成28年度　地域福祉コーディネーターとして、生活支援体制整備事業担当

（平成28年度第1層協議体設置、平成29年度来住・市場地区第2層協
議体設置、平成30年度大部・下東条地区第2層協議体設置）

平成29年度　小野市社会福祉法人連絡協議会設立担当
平成30年度　地域福祉推進計画策定担当、移動支援型訪問サービス「おのりんカー」

（訪問型サービスＤ）開始
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経  歴  等

厚生労働省老健局振興課
課長補佐

川部  勝一　

発言要旨

　今後ますます地域で必要性の増す「助け合い移送」について、どの様に推進していくのか、制度の
建て付け、市町村における直近の実施状況、普及にあたっての車両の購入費、対象経費の支出方法な
ど実例を交えて紹介し、「助け合い移送」がより広がるヒントとなるよう資料を用いて発言したい。　

平成３年４月	 国立リハビリテーションセンター採用
以後	 障害保健部局、自立支援指導官等
平成25年～27年　老健局振興課　総合事業、地域包括支援センター担当
平成28年～29年　社会・援護局福祉基盤課　介護人材確保
平成30年～	 老健局振興課　人材研修係　ケアマネ担当
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行政やＳＣ、協議体などによる後方支援、
特に補助をどのようにすればよいか

■ 進行役
医療経済研究機構研究部
主任研究員兼研究総務部次長

服部  真治
◎第3部パネル  分科会52
　にも登壇

経  歴  等

1996年 ４月	 東京都八王子市入庁
2005年 ４月	 同健康福祉部介護サービス課
	 その後、介護保険課主査、財政課主査、高齢者いきいき課課長補佐等
2014年 ４月	 厚生労働省老健局総務課・介護保険計画課・振興課併任課長補佐
2016年 ４月	 医療経済研究機構研究部研究員兼研究総務部次長
2016年10月	 公益財団法人さわやか福祉財団研究アドバイザー（現職）
2017年 ４月	 鳥取大学地域学部特任教員（現職）
2018年 ４月	 医療経済研究機構研究部主任研究員兼研究総務部次長（現職）
2019年 ４月	 放送大学客員准教授（現職）

著書（共編著）：
「私たちが描く新地域支援事業の姿　地域で助け合いを広める鍵と方策」堀田力・服
部真治（中央法規）、「入門　介護予防ケアマネジメント～新しい総合事業対応版～」
【監修】結城康博・服部真治【編著】総合事業・介護予防ケアマネジメント研究会（ぎ
ょうせい）、「地域でつくる !  介護予防ケアマネジメントと通所型サービスC－生駒
市の実践から学ぶ総合事業の組み立て方－」【著】田中明美・北原理宣【編著】服部
真治（社会保険研究所）など

発言要旨

　生活支援や介護予防の活動を実施する
グループや団体に対する後方支援や補助
が一律に決められるものではないことは、
議論するまでもありません。これから立

ち上げを検討している団体、立ち上がって間もない団体、
既に活動していて対象を要支援者などにも広げようとし
ている団体、あるいは財源や人材の不足で活動が縮小、
消滅しそうになっている団体など、団体の状況は様々で、
その状況によって当然、ニーズは異なるからです。
　そこで、ニーズに応じて柔軟に適用できる「制度」を
構築すべきという話になりますが、しかし、一般に「制
度」は、このような多様なニーズに応えることが得意で
はありません。例えば、団体によってそれぞれ補助すべ
き額が異なるとしたら、誰がどのようにその額を決定す
るのでしょうか。後方支援を担う生活支援コーディネー
ターや、彼らをチームで支える協議体が全国で生まれて
も、訪問Bなどの補助の仕組みを市町村で組めるように
なっても、公正性、中立性を担保しつつ、適切な後方支
援や補助を行うことは、そう簡単なことではありません。
　本分科会では、まず①鈴木聞氏に、池田町の行政と生
活支援コーディネーターの連携の実態を通じて、ニーズ

を把握することの難しさと補助金のあり方、だからこそ
の生活支援コーディネーターの役割の重要性を提起して
いただきます。続いて②森紫歩氏に、個別地域ケア会議
を介して「個人」と「地域」を行き来し、地域のあらゆ
る資源をつなぎ、生かす豊明市の生活支援コーディネー
ターの後方支援について、③辻野文彦氏に、活動団体の
声を聴き、第3層生活支援コーディネーターに着目して
生活支援体制整備事業と一体的に進める八王子市の訪問
Bについて報告していただきます。
　これらを踏まえて、④山本真琴氏に、地域の課題の把
握、住民主体で行うべきことの確定、必要な後方支援、
補助などを行政、社協、住民が議論し、協力して進める
萩市の「地域支え合い協議体」についてご報告いただき、
改めて協議体の意義を会場と共有しつつ、後半の討議で
は、各市町村の後方支援や補助の考え方、制度構築のプ
ロセスなどから、共通するポイントや実務的な工夫のコ
ツなども含めて整理したいと考えています。
　なお、生活支援体制整備事業や総合事業は必ずしもう
まくいっているとは言えないのが実情です。分科会の最
後では、全国の市町村に広げるにはどのようにすればよ
いかも検討します。

�ネル登壇者_本文01-2.indd   120 2019/07/31   11:03



121

いきがい
助け合い

全
体
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

第
1
部  

パ
ネ
ル

第
2
部  

パ
ネ
ル

第
3
部  

パ
ネ
ル

分 科 会

11
第１部パネル

　八王子市では、平成29年度から住民
主体による訪問型サービス事業（訪問
Ｂ）を開始している。
　当初、住民主体のサービスは、高齢者

人口の増加に伴う専門職不足や給付費増大を緩和する
ためのサービスとして検討を進めていたが、既に活動し
ている団体との意見交換から、活動を始めたきっかけや
現状等の実態について何も把握せず検討していたこと
に気付き、まずは今の活動状況や効果、運営課題等を
把握するため、平成28年度試行的に訪問Ｂを開始した。
　その結果、既存の地域団体の多くはすでに要介護認
定を受けている方に生活援助を提供している（全体の
60％が認定を受けている）ことが判明。
　このことから、既存の活動が今後も安定して運営でき
るよう支援すれば、要介護認定を受けた方でも意識せ
ず地域で助け合えるのではと考え、既存の活動を阻害
せず、住民が自由に地域課題に取り組むことができる
柔軟性を持たせた新たな補助制度を構築。
　市の補助制度の最大の特徴は、活動内容を団体が自
由に決められる点。
「できることをできる範囲で」をスローガンに、高齢者
の生活課題を支援するものであれば、利用者負担も含
め、団体で自由に支援内容を決めることができる。
　また、その団体内に担い手と利用者のマッチングや行
政への活動報告や利用調整、シンポジウムや研修、協
議体への参加など、「第三層生活支援コーディネータ
ー」的な役割を担う人材を配置し、その人件費相当分
を補助基準額とする仕組みとしたことも工夫した点であ

り、柔軟な補助制度を支えている要素でもある。
　２つ目の特徴は、生活支援体制整備事業と訪問Ｂが
一体的に行われている点。
　地域課題に住民が気付き、具体的に活動するには人
材集めやルール決め、地域でのネットワーク作り等ハー
ドルが高く、どうしていいか分からない住民も多い。
　そこで、生活支援コーディネーターが団体立ち上げ
から運営まで一緒に考え、より地域課題に沿った活動
がスムーズに行えるようコーディネートしている。
　訪問Ｂの補助金を受ける場合においても、まずは生
活支援コーディネーターに相談し、地域課題と団体が
できることをマッチング（自己実現の手段ではなく地域
課題を解決するものとして整理）してから申請いただく
ことで、支援内容を自由に決められるという柔軟性の中
でも、介護予防・生活支援に資するという目的から逸脱
しないよう誘導している。
　生活支援体制整備事業の目的を「支援が必要な状態
になっても支えられる地域づくり」と考えれば、事業の
推進によって、おのずと訪問Ｂの団体も増えていくと考
える。（訪問Ｂは生活支援体制整備事業の副産物）
　今年度、団体からの意向を踏まえ補助制度を改定し
た。
　活動する中でより多くの地域課題に気付き、活動の
幅を広げたいというニーズがあったためである。
　地域課題の多様化とニーズを捉え、自治体で制度を
構築できる点が地域支援事業のメリット。今後も工夫し
て制度を活用していきたい。

経  歴  等

　1997年４月東京都八王子市入庁。市民部国民健康保険課、総務部ＩＴ推進室、子
ども家庭部子どものしあわせ課を経て2013年４月から福祉部高齢者福祉課（地域包
括担当）に在籍し、今年度で７年目となる。
　主に「介護予防・日常生活支援総合事業」における訪問型の住民主体サービスや
「短期集中予防サービス」、「生活支援体制整備事業」の推進に携わっており、地域課
題やニーズに取り組む多様な住民主体の助け合い活動に対し、「できることをできる
範囲で」をスローガンに住民の創意工夫を最大限尊重した行政支援を行っている。
　また、今年度より自ら第1層生活支援コーディネーターとなり、社会資源の宝庫で
ある庁内他所管や大学、民間企業との“つなぎ”をより強化・推進することとし、地
域支援事業の柔軟性を生かした八王子市らしい取り組みの創出に力を入れている。八王子市高齢者福祉課　第1

層生活支援コーディネーター

辻野  文彦

発言要旨
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　豊明市の第７期介護保険事業計画は、
「ふつうに暮らせるしあわせを支える地
域づくり」を基本理念としており、個別
の高齢者支援を通じて、医療福祉介護関

係者、民生・児童委員、区・町内会、ボランティア等、
高齢者を支える地域関係者との連携を強化することに
より、高齢者を支える地域の体制づくりを進めていく、
「地域マネジメント」の視点をもって『地域包括ケアシ
ステムの深化・推進』を具現化していくこととしていま
す。豊明市の生活支援コーディネーターは、個別地域
ケア会議を介して「個人」と「地域全体」を行き来し、
地域の医療・福祉・介護専門職と地域や住民をつなぐ
役割を果たしながら、「地域ぐるみ」で高齢者をはじめ
地域住民を支える機運づくりを行っています。
　その中で、住民同士の支えあいの仕組みを創出する
ために、長年豊明市内で住民主体の支えあいの機能を
有している協同組合３団体（コープあいち、JAあいち
尾東農協、南医療生協）と行政が協議を重ね、『豊明市
おたがいさまセンター “ちゃっと ”』を立ち上げました。
生活の中でのちょっとした困りごとを住民同士で互いに
支えあい、安心して暮らせるまちを作っていくための仕
組みです。登録したサポーターらによる助け合い組織
です。活動を開始し一年以上経過しました。市民の間
にも “ちゃっと ”は定着してきており、当初想定してい
た以上の反響で、特に依頼内容も多岐に渡っており、
担当している生活支援コーディネーターは毎日市内を駆
け回っています。登録サポーターは目標にしていた
２００名を超え、現在は各地域ごとに分散化させるため、
“ちゃっと ”の地域組織の仕組みづくりを進めていると
ころです。
　また、高齢者の暮らしにくさを解決する生活支援や
健康寿命を延ばすようなサービスを展開する民間企業

に対し、行政から声かけをし協議の場を設け、サービス
の協議も重ねていきました。現在、市内外の民間事業
者と連携したサービスを各地域で展開しています。高
齢化率の高い地域では、高齢者の暮らしや健康に関す
る民間事業者も参入しており、行政と協議、連携しな
がらニーズに合ったサービスを展開しています。
　また、新たな資源の開発を行うだけではなく、足りな
い資源の創出として、豊明市の喫茶店文化を活かすた
めに、市内の喫茶店を常連客の見守り喫茶店「ホッこり
カフェ」と位置づけ、高齢者のみならず、そのご家族に
も周知をし、日常生活の中での見守りにつなげています。
豊明市内のあらゆるものに対し、社会資源になり得るか
どうかという視点を忘れず、常に市内を駆け回っていま
す。
　さらに、集めてきた資源についてどのように発信でき
るかが生活支援コーディネーターにとって最も重要な役
割の一つであると活動を通して感じています。豊明市に
おいて月２回「多職種合同ケアカンファレンス」が開催
されており、その場には市内のさまざまな専門職がケー
ススタディのため集っています。会議の中では「その方
にとっての自立とは？」について、現状とありたい姿の
ギャップから課題を特定、本当の課題は何かを議論の
ポイントとしています。その方にとっての “ふつうに暮
らす ”を考える際に、専門職が考えるサービスがその方
の暮らしの中では “ふつう ”ではないことがしばしば見
えてくる中で、この会議の持つ意義の大切さを各専門職
が感じてきており、生活の視点に立ち返るためにも、ま
た、生活支援コーディネーターの発掘した資源や開発
した資源を伝えるとても大切な場面になっています。
　今後も生活支援コーディネーターとして、高齢者の
みならずすべての方が “ふつうに暮らす ”ことができる
地域づくりの実現に向けて活動をしていきます。

経  歴  等

●略歴
2007年	 医療法人豊和会　南豊田病院デイケア担当ワーカーとして従事。
2012年	 社会福祉法人豊田市社会福祉協議会　地域福祉サービスセンター　社協包

括支援センターにて、社会福祉士として従事。
2016年	 社会福祉法人豊明市社会福祉協議会　第１層生活支援コーディネーターと

して従事。現在、地域福祉活動推進グループで第１層生活支援コーディネ
ーターに加え、支えあいのまちづくり事業、子ども食堂、地区社協の担当と
して活動中。

●所属学会、資格等
日本社会福祉士会、日本精神保健福祉士協会、社会福祉士、精神保健福祉士、認知
症地域支援推進員、CSW

社会福祉法人豊明市社会福祉
協議会　第１層生活支援コー
ディネーター

森  紫歩

発言要旨
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経  歴  等

社会福祉法人萩市社会福祉協
議会地域福祉課長　第2層生
活支援コーディネーター

山本  真琴　

発言要旨

　山口県萩市は、平成17年3月に1市2町
4村が合併し、当時の人口は59,702人、
高齢化率30.8％でした。それから14年、
今では人口47,018人、高齢化率は42.4

％となりました。また、平成30年度の出生数は200人を
切り、まさに少子高齢化が急速に進んでいる町です。
　そんな中、平成27年度より生活支援体制整備事業の第
2層の協議体を萩市より委託を受け、16地域に生活支援コ
ーディネーターを配置し、概ね毎月1回の「地域ささえあ
い協議体」を開催しています。
　これまで社協では、町内会福祉部活動や小地域福祉活
動を推進し、地域の困りごとの相談や高齢者を中心とし
たサロン活動、イベントの開催など、地域の担い手のみ
なさんと一緒に考え協力しながら進めてきました。
　しかしこの地域ささえあい協議体は、地域の各種団体
の方々や、商店、お寺や神社、郵便局や駐在所など地域
のことをよく知っている人を中心にして、萩市高齢者支
援課（担当課）、健康増進課、地域包括支援センターや在
宅介護支援センターなどの関係機関の担当者が同じテー
ブルで話し合う場となっています。
　まずは、地域の生活福祉課題を整理したり、地域の社
会資源を整理したりと地域全体を点検することから始め
ました。そして、行政にお願いしたいことや、民間にお
願いしたいこと、そして住民でもできることの仕分けを
行い、住民主体で行う訪問型サービスＢと通所型サービ
スＢの開発に取り組みました。

　徐々に実施団体（第3層）がサービスを進めてくると、
今度は地域のひとりの困りごとがクローズアップされる
ようになり、協議体の中で個別課題に取り組むようにな
りました。そこでは関係機関と協働して、その人が地域
で暮らせるようにご近所でできることや専門職が行うこ
となど、連携した支援が行えるように考えました。協議
体の中では、地域住民からの個別の困りごとや専門職か
らの個別ケースを、お互いに共有し、必要な生活支援を
考え、ひとりの困りごとを地域全体の困りごととして捉
えられるようになってきています。
　萩市の中心部から離れた地域では、過疎化が急速に進
み、地域の高齢者が買い物や通院に行く交通手段がない
ことが喫緊の課題です。そこで、今年度から一部の地域
で萩市商工政策部の公共交通対策室の方にも協議体へ参
加してもらい、地域の交通手段を一緒に考えるようにな
りました。
　第2層協議体を受託して5年目となります。委託元であ
る萩市は、各地域の協議体に必ず出席し、地域住民の話
に耳を傾け、住民主体のサービスがスムーズに行えるよ
うに、第3層への補助金、公用車の貸出し、様々な情報
提供など多様な後方支援を行っています。
　協議体は、地域住民、行政や専門職、社協と連携協働
することで、公的サービスではできない思いもよらぬ支
援が生まれ、課題を抱える個人の生活の質の向上や、地
域の互助の強化につながっています。

　山口県萩市（旧むつみ村）出身。萩市在住。
　12年間、一般企業の事務職を経験。その後、2000年に社会福祉法人むつみ村社会福
祉協議会へ入職（2005年、市町村合併により萩市社会福祉協議会となる）。 入職以後、
生きがいデイサービス、ボランティアコーディネーター、当事者団体組織、小地域福祉
活動などに携わる。2013年萩市東部地域豪雨災害により、災害ボランティアセンター
及び生活応援センターの運営業務にあたる。2015年より生活支援体制整備事業のコ
ーディネーターを兼務する。
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　池田町では、平成27年４月から、生
活支援コーディネーターの配置と協議体
の運営等を池田町社協に委託しています。
社協に事業を委託することを決めたのは、

社協は介護事業所を運営しており町内の介護資源を熟
知している、町内会連合会や老人クラブ連合の事務局
を担っており地縁組織と深い関わりがある、ふまねっと
やサロン等住民活動を支援してきた実績があることから、
生活支援コーディネーター（以下ＣＯ）の業務として重
要な、地域住民と話し合い協力して支え合いの体制を
作っていくことができると判断したからです。
　事業の開始前から町の担当係と社協で打合せを行い、
意見を擦り合わせ、早い段階で事業を開始することが
重要であると考え、平成27年４月に事業を開始しまし
た。開始当初、この制度は確立されたものとは言えず、
皆が手探りの状態でした。当町においても、進めながら
考え、失敗しては軌道修正をし、少しずつ形としてきた
ものです。そのため、池田町では月に１回定期的に社協
職員である生活支援ＣＯと町の担当者とが話し合う場を
設けています。
　当町の生活支援ＣＯは、社協に新たに第１層ＣＯを１
名配置していますが、実態は３名の職員が関わってくれ
ています。１層ＣＯは色々な事業を行う中で、老人クラ
ブや町内会と話し合ったり協力したりして深い繋がりを
作ってきています。特にふまねっと等の住民自らが行う
ボランティア事業に関わる方達に、長年に渡り伴走型の
支援を行ってきたことで、自ら行動する住民が多くいる
ことが力となっています。
　また、第３層ＣＯとして、住民活動支援員という社協
の臨時職員の方達に活動していただいています。この方

たちは、社協の関わっている介護予防事業の支援業務
を担っており、これまで、福祉や介護に関わりの少なか
った、若い子育て中のお母さんが中心戦力となっていま
す。また、各老人クラブにも生活支援の調整を行う担
当者がおり、その方達も３層ＣＯとして活動して頂いて
います。
　協議体は、会議を開催することが目的ではない、初め
にしなければならないことは、地域の現状や問題点を多
くの住民と共有し、これから自分たちの住む地域をどう
したいのか、どうすればいいのかを皆で話し合うことと
考え進めてきました。ですから、池田町では、団体の代
表による会議は未だ開催していません。それは、今後
そのような話し合いの場が必要となった時に開催すべき
ものと考えています。
　これらの仕組みは、社協と協力し進みながら築き上
げてきたものです。その中から、必要と判断したものに
対し補助金を交付できるようにしてきました。先に補助
金があって、それから使う人を探すのでは、中々使い易
いものにはなりません。補助金に限らず、施設を建てる
場合でも、コミュニティバス等を運行する場合でも、利
用する方のニーズを無視したものは、結局利活用され
ないものになります。行政の課題は、住民の本当のニー
ズをどの様にして把握するかということで、それは、た
だ会議を開けばできるものではないし、一人ひとりに話
を聞けば良いというものでもありません。行政が聞く住
民の意見と、住民が本当に必要としている物には誤差
があります。それは小さいものかもしれませんが、要と
なるものである場合も多いのです。如何にしてそこを外
さずに進めて行けるか、生活支援ＣＯが必要とされると
ころはそこにあるのではないでしょうか。

経  歴  等

昭和57年3月	 池田高校卒業
昭和57年4月	 池田町役場入職　池田町立病院事務局
平成18年4月	 池田町役場町民課保険係
平成22年4月	 　同上　　保健福祉課高齢者支援係（係長）

池田町保健福祉課高齢者支援
係長

鈴木  聞

発言要旨
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人生100年時代、介護問題を女性の目で見る

　猪熊さんとはちょうど親子の世代差、日本の社会保障を支え引っ張っていくホープです。女性の視
点から平成の介護を振り返りつつ、令和の介護を語りたい。
　８０代を生きる私からは「介護され上手」とは何か、人生の終わりを見据えながら、老いの生き方
を語り合いたいと願っています。

東京大学文学部美学美術史学科卒業、東京大学新聞研究所本科修了後、時事通信社・
学習研究社・キャノン株式会社を経て、評論活動に入る。

内閣府男女共同参画会議議員、厚生労働省社会保障審議会委員、男女共同参画会議委
員、社会保障国民会議委員、消費者庁参与などを歴任。

現在、評論家、ＮＰＯ法人「高齢社会をよくする女性の会」理事長、東京家政大学名
誉教授、同大学女性未来研究所長、日本社会事業大学名誉博士、「高齢社会ＮＧＯ連携
協議会」代表（複数代表制）。

著書「私の老い構え」（文化出版局）、「女一生の働き方（ＢＢからＨＢへ）」（海竜社）、
「大介護時代を生きる」（中央法規）、「おひとりシニアのよろず人生相談」（主婦の友
社）、「人生１００年時代への船出」（ミネルヴァ書房）、「その介護離職　おまちなさ
い」（潮出版）など

発言要旨

特定非営利活動法人高齢社会
をよくする女性の会理事長

樋口  恵子

経  歴  等
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　高齢化、長寿化、単身化が急速に進む日本。女性たち、そして男性たちにとっても暮らしやすい社
会を築くにはどうしたらよいかを考えてみたいと思います。

経  歴  等

　読売新聞東京本社編集委員。専門は社会保障。年金、医療、介護、子育て、雇用な
どの取材に長く携わる。若者に、社会保障について学び、考えてもらう「社会保障教
育」にも熱心に取り組む。社会保障部長を経て、2017年から現職。1999年、フルブ
ライト奨学生兼読売新聞社海外留学生として米国に留学、スタンフォード大学のジャ
ーナリスト向けプログラム「ジョン・エス・ナイト・ジャーナリズムフェローシッ
プ」修了。早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了。著書に『＃社会保障、はじめ
ました。』（2018年、SCICUS）、『社会保障のグランドデザイン――記者の眼でと
らえた「生活保障」構築への新たな視点』（2007年、中央法規出版）など。

読売新聞東京本社編集委員

猪熊  律子

発言要旨
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要介護者の生活支援を助け合いで行うことが
できるか

　何らかの生活課題をもつ人々が受ける
ケアやサポートは、大きくフォーマル・
ケア（FCと略す）とインフォーマル・
サポート（ISと略す）に分けることがで

きる。この分科会のテーマとなっている「助け合い」は
後者の ISに属するものである。
　古くから両者の関係は議論されており、FCが十分に
整備されている北欧諸国では ISは FCが足りない部分
（主として情緒的側面など）を補完するものという位置
づけがなされており、「FCあっての IS」などとも言わ
れてきた。また、日本においては介護保険があるとはい
え、制度的サービスのスキマが多く、家族がFCの代わ
りに（代替として）支えなければならない場面が多く、
ISが FCの代替として使われていると理解することがで
きる。いずれにせよ、両者は対立的な存在として議論さ
れてきたが、近年では両者ともに必要であることを認め、
うまく組み合わせて活用していくもの、という理解が進
んでいる。
　そうしたなか本分科会では、要支援者だけでなく要
介護者であっても日常の生活支援であれば助け合いで
できることは様々にあることを確認し、ボランティアに
よる ISならではの価値について事例を通して整理し、
今後さらに期待が寄せられるこの領域の課題とその解
決策について深めていく。最終的には、一歩前に踏み
出すための具体的な取り組みのヒントを得られればと考

えている。
　4名の登壇者にはそれぞれの取り組み・実践から具体
的な事例を出していただき、助け合いならではの価値は
どのようなところにあるのか、どのような点が課題とな
っているかについて触れていただく。
　NPO法人ほっとあい（渡邊典子副理事長・宮城県大
河原町）、NPO法人たすけあい平田（熊谷美和子理事
長・島根県出雲市）では終末期に近い方の支援もされ
ており、支援する /される関係を超えた互酬性について
触れていただく。一般社団法人全国食支援活動協力会
（平野覚治専務理事・東京都世田谷区）では助け合い
で配食支援を行っておられるので、市場サービスとの差
別化についても触れていただく。NPO法人神戸ライ
フ・ケアー協会（神谷良子理事長・兵庫県神戸市）に
は「専門職による介護保険などの制度サービス部門」
と「ボランティア部門」があり、ニーズに合わせてケア
プランにも ISを組み入れている取り組みをご紹介いた
だく。
　ディスカッションでは、要介護度の軽い /重いにかか
わらず、助け合いでできることは多様にあることを確認
し、その限界点を高めるというよりは、助け合いならで
はの価値の何たるかを深めていきたい。そして、その議
論を通じて生活支援の推進につなげるような議論を行
いたい。

　1997年のデンマーク居住をきっかけに、高齢者福祉の研究を始める。その頃はちょ
うど、「住まいとケアの分離」によってデンマークが「エイジング・イン・プレイス
（地域居住）」を進めるなか、自立型住宅と24時間在宅ケアも完璧に整い、いよいよ
要介護者向けの介護型住宅の建設をスタートしている時であった。個室の立派な施設
「プライエム」を否定した理由をさぐる中で「エイジング・イン・プレイス」の概念
に出会い、現在に至るまで研究の中心テーマになっている。
   以来、住宅・ケア・福祉の側面から高齢者福祉の研究を行い、オランダ、イギリス
にも対象を広げ日本との比較研究をしている。国際長寿センターの国際比較研究事業
の主査も務める。著書に『老人ホームを超えて：21世紀・デンマーク高齢者福祉レポ
ート』（クリエイツかもがわ、2001年）、『エイジング・イン・プレイス（地域居住）
と高齢者住宅』（新評論、2005年）、『エイジング・イン・プレイスと高齢者住宅』（新
評論、2011年）等がある。社会福祉士、博士（社会福祉学）。

発言要旨

■ 進行役
東京家政大学人文学部准教授

松岡  洋子
◎第3部パネル  分科会51
　にも登壇

経  歴  等

�ネル登壇者_本文01-2.indd   127 2019/07/31   11:03



128

全
体
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

第
2
部  

パ
ネ
ル

第
3
部  

パ
ネ
ル

第
1
部  

パ
ネ
ル

分 科 会

13
第１部パネル

　私が代表を務める、「老人給食協力会ふ
きのとう」は、1983年の設立当初から一
貫して「地域で老後」をと、市民参加に
よる食事サービス活動を展開してきまし

た。現在は会食と配食、男性料理教室、ホームヘルプサ
ービス、コミュニティカフェの実施。1996年にふきのと
うを母体に社会福祉法人を設立。法人では通所介護、居
宅介護支援、サービス付き高齢者向け住宅、地域包括支
援センターを運営しています。
１．ふきのとうの配食活動の特徴
○地域密着で利用者一人ひとりの状況に合った配食サー
ビスの提供

・�配食サービスの利用開始に当たっては、本会が独自で
作成した「配食サービス利用者調査書」というアセス
メントシートを用いて、利用者の家族構成や健康状況
などを把握し、利用者一人ひとりの状況に合った適切
なメニューを提案しています。

・�配達時には、毎回利用者の様子を記録し、食形態が合
わない場合は通常食から刻み食への変更を利用者に提
案するなど、随時、利用者の健康状況や要望に対応し
ています。

○地域一帯で連携して取り組む高齢者の健康支援
・�配達時の利用者の様子や食事の摂取状況などを踏まえ、
身体状況や健康状況、配食の摂取量などに変化が見ら
れる場合は、配達した職員やボランティアが「コーデ
ィネーター」と呼ばれる責任者に速やかに伝達し、コ
ーディネーターから利用者の家族、介護支援専門員
（ケアマネージャー）、地域包括支援センター、医療
機関などにつなぐなど、関係者や関係機関と連携しな
がら高齢者の健康支援を行っています。

○栄養士監修による、栄養バランスの良いバリエーショ

ン豊富なメニュー構成
・�「食べ続けられる食事の提供を」の考えの下、サイク
ルメニューを採用せずに、毎日異なるメニューを構成
しています。

・�毎日利用する方のことも配慮して、肉と魚を交互にし
たり、各地域の郷土料理や行事食を取り入れたりする
など、飽きの来ないメニューを設定しています。

・�全ての献立を栄養士が監修し、提供する食事の内容は、
ご飯と一汁三菜で、栄養バランスの良い食事となって
います。

○高齢者の生きがいづくりにも貢献
・�調理・配達には元気高齢者がボランティアとして参加
し、互助の効果を生むとともに、自らの食生活を見直
す機会や生きがいづくりにつながっています。

・�食支援協が主催するセミナーなどで、高齢者の低栄養
予防や栄養状態の改善に役立つ情報発信に努めていま
す。

２．配食サービスのニーズについて
・�食事作りが困難になってきた方、老々介護の介護負担
軽減、同居家族の介護負担軽減など。

・�認知症で配食サービスを受けている利用者は、体はお
元気で独居（または日中独居）の方が多く、ご家族が
食事をきちんととっているかを心配して利用されるケ
ースが殆どです。

・�認知症の大体が要介護ですが、食事を手渡しすればご
自身で食べることができ、定期的に食事が届くことで
時間の感覚を整える役割にもなっています。

・�歩行が困難になった利用者も、その殆どは要介護者で
すが、ご本人やご家族の要望があればお部屋の中の食
卓までお弁当を届け、汁物などの蓋を緩めるなどのフ
ォローもしています。

経  歴  等

平成３年	３月	 全国老人給食協力会（ミールズオンホイールズ日本協会）事務局長
平成８年	１月	 社会福祉法人ふきのとうの会理事・評議員、デイホーム赤堤施設長
平成16年	２月	 老人給食協力会ふきのとう代表
平成16年	３月	 社会福祉法人ふきのとうの会理事長
平成22年10月	 一社）日本応用老年学会理事
平成23年	７月	 一社）ユニバーサル志縁センター常務理事
平成25年	６月	 一社）全国老人給食協力会専務理事（現、全国食支援活動協力会）
平成27年	２月	 東京都社会福祉協議会、住民参加型助け合いサービス部会運営委

員、地域福祉推進委員
平成28年度	 「広がれ、こども食堂の輪！」全国ツアー実行委員会副代表
平成29年度	 社会的企業研究会運営委員
平成31年度	 新宿区協働支援会議委員
委員等：厚労省関係「地域高齢者の健康支援を推進する配食事業の栄養管理の在り方
検討会」（2016、2017）、「生活支援サービスコーディネーター指導者養成事業」
（2015）、農水省関係「新しい介護食品普及推進会議」（2015、2016）、「新地域
支援構想会議」構成委員、「広がれボランティアの輪」連絡会議構成員。

一般社団法人全国食支援活動
協力会専務理事

平野  覚治　

発言要旨
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「ほっとあい」の名前には「ほっとす
る」「あたたかい」「たすけあう」「愛」
という思いが込められています。
　現在ほっとあいは12の活動を行ってい

ます。この中で住民参加型の助け合いの活動は５つです。
　これは、意図的に事業を拡大してきたのではなく、出
会った人の「困った」に答えていく中で、増えてきまし
た。
　スタートは助け合い事業のファミリーサポートホーム
ヘルプです。この活動の中で、医療に繋ぐ必要な生活
困窮の方を、病院医へお連れしたことから外出支援が
始まりました。
　ほっとあいの家は平成10年のスタートの時から行って
いましたが、平成13年の３月から正式に始めました。ど
の活動も「見てあげる人」「見てもらう人」の関係では
なく、「お互いにかかわり合い、支え合い、繫がり合って
生活する地域の大切な関係」と考えて活動しています。
　心が元気になるように・だれにでも役割があることを
お互いに信じて関わらせていただき、お一人お一人から
学ばせていただいたことを経験として積み重ねてきまし
た。

　介護保険制度のサービスが始まる以前は、公的なサ
ービスは僅かでした。向こう三軒両隣りの助け合い、身
近な地域の助け合い、有償ボランティアの助け合いな
どによる生活支援が行われていました。安心して生活を
継続するための生活支援は、ひとりひとり異なり、多様
です。介護保険制度の枠での生活支援は、対象者も内
容も限られています。
　助け合いの活動でどこまですることができるでしょう
か。
　人と人とのかかわりから生まれる相互作用、信頼関
係、役に立つ喜び、そして一人一人に必要な人、関連
機関等とのネットワークがキーポイントだと思います。
　人生の最後を自宅で迎えるための取り組みは、医療
と介護の連携が進み、若干ですが増えてきているよう
です。助け合いによる本人や家族の生活支援も大切な
社会資源として認め合い、活かしあう視点が大切だと
思っています。
　本分科会では、要介護状態になっても、当団体の助
け合い活動の支援を受けながら、いきがいをもって暮ら
されている方々のお話しをご紹介します。

経  歴  等

特定非営利活動法人ほっとあい副理事長（助け合い支え合い事業担当）
（2001年から2015年５月まで理事長）
宮城県地域支え合い・生活支援推進連絡会運営委員・アドバイザー
公益財団法人さわやか福祉財団　東北ブロックさわやかインストラクター

1998年10月	 住民参加型在宅福祉サービスほっとあい設立
2000年	４月	 特定非営利活動法人ほっとあい設立

住民参加型・助け合い支え合い事業
・ファミリーサポートホームヘルプサービス（1998年10月～）
・外出支援移動サービス（1998年12月～）
・ほっとあいの家（日中・お泊まりサービス）（2001年３月～）
・おしゃべりサロンほっとあい（2006年３月～）
・ほっとあい夢ステーションみんなの居場所（2014年９月～）
・介護・福祉相談（1998年10月～）
その他の事業
　（公的介護保険事業・行政委託事業・障がい者生活総合支援事業）
その他の地域活動
・大河原町社会福祉協議会理事・認知症キャラバンメイト
・朗読グループ「糸でんわ」代表
資格等
介護福祉士・居宅介護支援専門員（ケアマネジャー）・幼稚園教諭

特定非営利活動法人
ほっとあい副理事長

渡邊  典子

発言要旨
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１．神戸ライフ・ケアー協会の概要
　　当協会は1982年に神戸市東灘区に
　　おいて住民参加型在宅福祉サービ
　　ス団体として設立され今年で37年

になります。当初は有償ボランティアとして高齢
者宅等へホームヘルプサービスを中心にサービス
提供をしてきましたが、阪神淡路大震災後に、子
育て支援事業も開始しました。2000年の介護保険
を契機に、NPO法人となり居宅介護支援事業、訪
問介護、地域包括支援センター、障がい福祉サー
ビス等の公的なサービスも開始し、現在では「ゆ
とり」（支え合い活動の名称）と制度サービス部門
の両輪で事業展開をしています。

２．要介護者の生活と「ゆとり部門」の活動
１）担い手について
ヘルパー部門・ゆとり部門ともに担い手不足が否
めない状況で、人材確保が課題です。ヘルパー数
は約110名で「ゆとり部門」だけの登録者数は約
20名。最初はボランティアとしてスタートし、ヘ
ルパー資格、介護福祉士などの資格を得る人もい
ます。両部門で活動しているスタッフも多く、ボ
ランティアの最高年齢は83歳で要介護者の「ゴミ
だし」等の活動を体力に応じて元気に担ってくれ
ています。

２）利用者について
介護保険等のヘルパー部門の利用者数は約370名
（月平均）で、「ゆとり」の利用者数は約90名（月
平均）です。そのうち7割が介護保険等との併用で
「ゆとり」の単独は約３割です。相談者は、介護
保険と併用では、ケアマネジャーや本人・家族か
らで、制度サービスを組み合わせて活用され、そ

こに「ゆとり」も加わるケースが多くあります。
単独利用では、本人、区役所、病院、知人からの
相談が多く、制度が使えないために利用される方
もおられます。ケアマネジャーのサポートがない
ので、コーディネーターによる丁寧な説明や対応
を心がけています。

３）「ゆとり」活動の内容
ゆとりでは、要介護者や家族の生活支援、本人の
楽しみを支える活動など、制度にしばられない本
人の希望に沿ったサービスの提供が可能です。具
体的には、掃除や庭の草ぬき、ゴミだし、受診券
の予約、通院付き添いや買い物代行、調理、新聞
や本の代読等も多く、車いす生活の方では、散歩
や映画の付添い、同窓会や孫の結婚式の付添いな
どもあります。ゆとり活動の良い点は、要介護に
なってもそれ以前からでも、家族にとっても柔軟
に利用できる点です。時には人生の最期を自宅で
暮らす方もあり、要介護者も含めた家族を支える
ことも可能で、心身ともにつらい時期を一緒に分
かち合うこともあります。

３．多職種チームの一員として　つながりを大切に
複数の課題を抱えた家族の暮らしを介護保険制度
等だけで完結する場合は多くはありません。しか
し「ゆとり」など制度外サービスについて、ケア
マネジャーからのケアプランに位置付けられる場
合はまだまだ少ないのが現状です。チームケアと
いう視点からも、こちらからケアマネジャー等の
関係者と「つながり」を意識して連携して行くこ
とは要介護者の生活を支えるうえで大切なことだ
と考えます。

経  歴  等

2004年　関西学院大学大学院社会学研究科社会福祉学専攻博士課程前期課程修了
1991年　神戸ライフ・ケアー協会に入職　ホームヘルプサービスコーディネーター。
1999年から同法人が神戸市から受託した在宅介護支援センターで相談員、ケアマネジ
ャーとして地域に根差した活動を続ける。2006年から現在まで地域包括支援センター
の主任ケアマネジャー・運営管理者として現場での相談業務などの仕事を行う。2007
年から法人理事長を務める。

法人では「共に生きる暮らしをめざして」の理念のもと、赤ちゃんからお年寄りまで
人々がどんな状態になっても安心して暮らせる地域づくりをめざし、高齢者、障がい
者、子育て支援等の制度内、制度外のサービスを実施している。

日本ケアマネジメント学会理事　神戸市ケアマネジャー連絡会相談役など

特定非営利活動法人神戸ライ
フ・ケアー協会理事長

神谷  良子

発言要旨
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特定非営利活動法人
たすけあい平田理事長

熊谷  美和子　

◎第２部パネル  分科会28
◎第３部パネル  分科会54
　にも登壇

経  歴  等

　栃木県庁勤務の後、夫の転勤で旧平田市に移住。親類、知人のいない未知の地で、
介護や子育てをする中で、助け合いの大切さを痛感。
「これからは血縁だけが頼りじゃない。困ったときはお互いさま。地域に住む者同士の
たすけあいが必要」との思いを強くし、1992年市民による助け合い制度を設立、活動
の輪を広げてきた。
　2000年、ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）を設立し、理事長となる。ボランティ
アから発展した県内初の介護保険事業者となり、ボランティアと介護保険事業者という
２つの顔を持つ組織として、それぞれの良さを活かしたきめ細かで、柔軟な福祉サービ
スの提供を行っている。
　現在も ｢困ったときはお互いさま」のたすけあい活動で、お互いが ｢地域に住むもう
ひとりの家族になろう｣ を合い言葉に活動している。
　さわやか福祉財団さわやかインストラクター

発言要旨

　当法人は、平成４年から「困ったとき
はお互い様｣ ｢近くに住むもう一人の家
族」の気持ちで介護保険でできないサー
ビスを提供しています。今までの経験か

ら要介護者の生活支援は、たすけあいで十分対応できる
と感じています。過去に対応した事例をご紹介します。
　認知症の姉Ａさん（89歳　要介護１）と妹Ｂさん
（85歳　要支援１）が支え合って暮らしている事例
　介護保険でできないおつかい、通院や外出支援、家具
の移動、草取りなどをたすけあい平田のサービスで利用
して生活していた姉妹。
　ある日、Ｂさんから「転倒骨折で、急遽入院した」と
連絡を受け、病院へ駆けつけた。「近くに頼れる身内がい
ないので、たすけあい平田を頼りにしている。すぐ来て
くれてありがとう」と涙を浮かべて喜ばれ、安堵の表情
をみせられた。家に残してきた認知症の姉Ａさんのこと、
入院中の自分の身の回りの世話、間もなくお隣と同時に
工事をすることになっている駐車場のことなど心配事が
山積しているとのこと。病院の枕元で打ち合わせをし、
ケアマネとしてＡさんの介護計画を作り直し、介護保険
のサービスとたすけあいのサービスを組み合わせて、切
れ目のないサービスを提供することにした。介護保険の
ヘルパーが、入浴、服薬確認、調理、掃除などを行い、

それ以外の見守り、夜間の訪問、買い物などは、たすけ
あいのサービスで対応した。「心細い」と言うことはあっ
たが、ヘルパーやたすけあいの会員の訪問で何事もなく
過ごすことができた。入院中の妹Ｂさんのお世話もすべ
てたすけあいで対応した。
　もう一つ、助け合いが発展したきっかけになった活動
がある。癌を患った一人暮らしの女性Ｉさんに、在宅時
代から家事のお手伝いを続け、病院で息を引き取るまで、
交代で枕元に付き添い、話し相手や身体さすり、買い物、
町内会との連絡、自宅へ来た郵便物のお届け、草取り、
役所への手続きなどを続けた。
「平田に住んで良かった。よそのまちに住んでいたら私
はどうなっていたでしょう」と病院へ行くたびに感謝さ
れ、県外に住む息子さん夫婦からは、お通夜の席で「私
たちにできないことをよくやってくださいました」と
深々と頭を下げてお礼を言われた。
　仲間たちは「こんなに喜んでいただけるなんて思わな
かった。やって良かった」との思いを強くした。これを
きっかけにメンバーが奮起し、研鑽を積んで、ケアマネ、
介護福祉士などの資格を取る等、「普通の生活のことなん
だからみんなでできることをやれる限りやっていこう」
とより結束し、その後、次々と活動が発展してきた。
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医療・介護サービスと生活支援の助け合い活動との
ネットワークをどうつくるか

■ 進行役
一般社団法人医療介護福祉政
策研究フォーラム理事長
国際医療福祉大学大学院教授

中村  秀一
◎第２部パネル  分科会28
　にも登壇

経  歴  等

略歴
1973年	 厚生省（当時）入省
1981年から84年まで　在スウェーデン日本国大使館勤務
1987年から89年まで　北海道庁に勤務（水産部国際漁業課長、漁政課長）
1990年に厚生省老人保健福祉部老人福祉課長
以後、年金課長、水道環境部計画課長、保険局企画課長、大臣官房政策課長を経て、
2001年	 厚生労働省大臣官房審議官（医療保険、医政担当）
2002年	 老健局長
2005年	 社会・援護局長
2008年から2010年まで　社会保険診療報酬支払基金理事長
2010年10月から2014年2月まで　内閣官房社会保障改革担当室長（「社会保障と税の
一体改革」事務局及び社会保障改革国民会議事務局長を務める）
2012年1月に医療介護福祉政策研究フォーラムを立ち上げるとともに、2012年4月か
ら国際医療福祉大学大学院において社会保障政策について講義

発言要旨

　全国で地域包括ケアシステムの構築が
求められています。2014年の介護保険
法の改正で、2018年度から市区町村は
介護予防・日常生活支援総合事業に取り

組むことが必須になってきています。ここにおいて、医
療・介護サービスと生活支援の助け合いが、共にネット
ワークされながら地域に広がることが一層重要になって
います。
　このパネルでは、そのために何が必要か、そのための
手法、さらに解決すべき課題等について、専門職・地域
づくり関係者双方が共有し、理解しあうことを目指しま
す。　
　パネルでは、最初に、医療・看護・介護の専門サービ
スと、生活・いきがいを支える助け合い活動とのネット
ワークを、各パネリストはどのように構築しているか、
また、ネットワークの効果はどうであるか、について各
パネリストの自己紹介を兼ねて、 15分程度でご発言いた
だきます。
　その際、宝塚市社協常務理事の佐藤寿一氏には、地域
ケア拠点などの助け合い活動（地域福祉活動）と介護保
険による訪問介護、通所介護等のサービスの双方を行っ
ている宝塚市社協の体験を基にお話しいただくとともに、
都市部における助け合いのあり方についてお伺いしたい
と思います。
　訪問介護ステーション愛美園所長の中島由美子氏には、
患者・家族の意向に寄り添うケアを目指す訪問看護の体
験を基に、住民の助け合い活動の重要性をお話しいただ

きます。加えて、地方における助け合い活動の実情につ
いて触れていただきます。
　志村大宮病院法人サポート部副部長の小野健悦氏には、
病院が中心となったまちづくりを進める中での地域との
連携の在り方をお話しいただきます。特に、まちづくり
のサポーター活動である「フロイデＤＡＮ」の活動につ
いてご紹介いただきたいと思います。
　流山市健康福祉部長の早川仁氏には、行政の立場から、
介護保険等の公的サービスと住民の生活支援の助け合い
活動を地域でどう組み立てようとしているか、流山市に
おける事例も踏まえお話しいただきたいと思います。
　パネルの後半では、医療・介護サービスと生活支援の
助け合い活動とのネットワークを構築するにあたり、
　①障害となるものは何か
　②それをどう克服していくか
　③残された課題は何か
　④制度や仕組みに求めることがあるか
などについて、それぞれの実践を踏まえ、また、それぞ
れの立場から討論していただきます。
　最後に各登壇者から、医療・介護サービスと生活支援
の助け合い活動とのネットワークの構築について、皆様
への提言を指定いただきます。
　このパネルが、地域において、医療関係者、介護事業
者、ケアマネジャーなどの専門職と、地域において支え
合い・助け合い活動を行う担い手等が、協働して、包括
的な支援のネットワークづくりに向けて動き出すための
ヒントになることを期待します。
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【背景】
　茨城県常陸大宮市は人口減少と少子
化・高齢化が地域課題となっており、
2050年には人口が半減すると予測され

ている。また生産年齢人口の市外への流出が毎年約150
名程度あり、人口減少に拍車をかけている。このような
課題に対して、行政も全課を挙げて様々な施策を試行
しているが、効果は表れてない。

【目的】
　2040年には生産年齢人口と高齢者人口がほぼ同数と
なる予測がされている常陸大宮市が、「住み慣れた地域
で安心して暮らせる場所」であるために、医療・介護の
専門職ができる活動はなにかを模索している。
　人口減少社会の中で、地域で安心して暮らすために、
医療・介護の専門職は「専門的知識を地域でどのよう
に活用していくべきか」「専門職に必要とされるスキル
とはどのようなものなのか」を考えた結果、常陸大宮市
地域活性化プロジェクトフロイデＤＡＮ（だん）を結成
することになった。

【方法】
　フロイデＤＡＮは「地域高齢者の健康維持・介護予
防」「医療・介護の専門職と地域住民のネットワークづ
くり」を目的に活動を行ってきた。

　地域包括ケアシステムでは、地域住民・元気高齢者
の活用・連携を掲げているが、医療・介護とのマッチン
グがうまくいっている事例は極めて少ない。
　また医療・介護の専門職の地域へのアプローチとし
て、「コミュニティナーシング（看護師）」、「地域リハビ
リテーション（リハビリ専門職）」、「コミュニティソー
シャルワーク（ケアマネジャー・社会福祉士等）」とい
った考え方があるが、実践をする機会はほとんどない。
　今まで医療・介護の専門職としての役割は「治すこ
と・手助けをすること」であったが、地域包括ケアシス
テムで求められる専門職のスキルは今までとは違ったも
のになっている。平成26年度 地域保健総合推進事業　
日本公衆衛生学会「地域保健に関わる理学療法士・作
業療法士の人材育成に関する調査研究2014」では、こ
れからの専門職に必要なスキルは「地域を診断する
力」「コーディネートする力」「企画・広報する力」「シ
ステムを構築する力」「地域の人材を育成する力」と記
述している。この地域包括ケアシステムで求められるス
キルを学ぶ場は、「地域」であり、「地域に出て、地域を
知る」ことが不可欠である。
　フロイデＤＡＮの活動を通じて、専門職が地域に積
極的に関わり、「地域をデザインする」ことが地域包括
ケアシステム構築の基盤となるのではないかと考える。

経  歴  等

1994年	３月	 東洋大学卒業
2001年	４月	 社会福祉法人博友会入職
	 	 通所介護・訪問入浴・小規模多機能型居宅介護等の管理者を歴任
2013年11月　医療法人博仁会入職
	 	 居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター勤務
2016年	４月	 茨城県介護支援専門員協会理事

医療法人博仁会 志村大宮病
院法人サポート部副部長

小野  健悦

発言要旨
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医療法人恒貴会訪問看護ステ
ーション愛美園所長

中島  由美子　

経  歴  等

生年月日：1965年12月29日
医療法人恒貴会訪問看護ステーション愛美園看護副部長及び所長

　土浦協同病院看護専門学校卒業後、土浦協同病院、筑波メディカルセンター病院に
勤務。
　1999年より医療法人恒貴会訪問看護ステーション愛美園勤務、翌年より所長職。看
護職の他、ケアマネジャー、呼吸療法認定士としてもケアを提供している。茨城県看護
協会職能Ⅱ委員を務めている。
　地域の多職種との連携や福祉職への教育を通じて訪問地域が在宅看取りの出来る地域
となるように働きかけ、1999年から2017年の18年間で450名を在宅で看取っている。
　2016年から「新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討
会」にて構成員を務め、昨年は「医師の働き方改革に関する検討会」「看護基礎教育
検討会」に参加している。

≪著書≫
「最新　訪問看護研修テキスト　ステップ1」　日本看護協会出版会
「よくわかる在宅看護」　学研メディカル秀潤社
　月間介護保険　連載執筆中
≪資格≫
看護師、居宅介護支援専門員、３学会合同呼吸療法認定士

発言要旨

　訪問看護ステーション愛美園（以下愛
美園）は、筑波山麓の北西部に位置する
茨城県桜川市と筑西市の合わせて約15万
人の住民を対象に訪問しています。０歳

から高齢者まで、疾患も母性以外のすべての領域を対象
としており、病院やかかりつけ医との連携や地域の福祉
や介護職、教員や保育士、行政の方等幅広く他職種と連
携しています。
　看護師として地域で活躍する多職種の方々と連携する
際に特に意識していることがあります。それは「利用者
の要望や期待、選択を尊重し、多職種間における共通の
目標とする」ことです。看護職はどうしても患者の持つ
医療や介護の面における問題点に着目し、問題点の解決
や安全面への配慮に注目しがちです。一方、地域で熱心
に福祉に取り組む方々は利用者の持つ率直なニーズに対
して支援されており、看護職のアセスメントとずれが生
じてしまう場合があり利用者の不利益につながりかねま
せん。多職種との連携のもとで愛美園では看護師として、
問題解決思考とストレングスモデルを併用して利用者へ
のケアを提供しています。専門職としての役割を果たす
とともにケアチームの一員として多彩な利用者のニーズ

に対応できるように心がけています。
　話題は変わりますが、愛美園の新規利用者の約４割は
がん患者です。病院や診療所からの紹介がほとんどです
が、中には、独居などの環境要因等によって医療が継続
されず、がん難民のような状態に陥っている状況で、地
域の住民に発見され緊急の相談を愛美園で受ける場合が
あります。また、愛美園の所在する地域では、がん患者
は、訪問看護を利用されていても他に利用できるサービ
スが少なく、患者と家族が孤立してしまう、もしくは患
者が家に引きこもってしまう場合があります。そのよう
な中で、愛美園では、月に２回「がんサロン」を運営し
ています。がん患者の外出の機会を作り、情報共有や互
いの気持ちを話し合う場所を作れたらと考えており、で
きる限りがん患者ら自身が積極的に地域での活動をイメ
ージできるように関わっています。まだ２年目ですが、
20歳代から70歳代のがん患者やその家族が参加しており
少しずつコアなメンバーが集うようになり、がん患者自
身の闘病や健康についての共助のかかわりを考える場に
なってきています。今回は愛美園におけるこの２点の活
動についてお伝えしたいと考えています。
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　人は誰しも加齢に伴いちょっとした
‘困った ’ が起こるようになる。例えば、
掃除が思うようにできない、洗濯物が干
せない、電球交換や季節の衣替えができ

ないといったことだ。これらに介護保険で対応していて
は制度が疲弊する一方である。地域のチカラ、助け合
いの仕組みがあれば、認定調査や主治医意見書といっ
た煩わしい手続き無しで助けてもらえる。それも ‘温か
さ ’を感じながらである。また、介護保険の利用の場面
でも、助け合いを併用すれば多彩で厚みのあるケアプ
ランにすることができる。何より本人が住み慣れた地域
で暮らし続けられる気持ちになれるのが最大の長所だ。
　地域包括ケアシステムは、医療、介護、予防、住ま
い、そして生活支援が包括的かつ連続的に提供される
ことが完成形である。
このように医療・介
護と助け合いに係る
生活支援は、システ
ムの形成において一
体的に推進すべきも
のである。では、ど
のような手法で推進
していけば良いのか。
その効果が期待でき
る手法のひとつとし
て、医療介護連携⇔
地域ケア会議⇔ SC  
･ 協議体を上手に紡
いで運営するやり方
を提案する。
　実践の話に入ろう。
流山市の地域ケア会
議は3層構造。中間

に位置するのが、多職種が参加する市主催の個別事例
検討方式の地域ケア会議。第3層が地域包括支援センタ
ーの運営する地域コミュニティ会議と称する地域ケア
会議。ここには地域の様々な関係者が参加する、言わ
ば協議体の機能を果たすものだ。「助け合い」に係る課
題は、第3層→第2層→第1層とボトムアップされる一方、
ブラッシュアップされた課題解決策が再び第3層にフィ
ードバックされる。ポイントは、地域ケア会議で抽出さ
れた課題を、並行して、医療介護連携の各種会議やグ
ループワークで取り上げ医療やリハビリテーションの関
係者に共有化していくことだ。「助け合い」が様々なと
ころで深堀りされ、その結果、地域包括ケアシステムの
要素として形成されていくことを期待している。

経  歴  等

・1985年4月流山市役所入庁
・1998年4月介護保険準備室に配属され、2016年3月まで介護保険担当課に所属
・この間、2013年4月から2016年3月まで健康福祉部介護支援課長
・2016年4月から2018年3月まで総務部総務課長
・2018年4月から現職

～文化情報学修士課程修了
～介護支援専門員

・改正介護保険の新しい総合事業のてびき（第一法規・2016年）事例編：千葉県流山
市編執筆

・入門社会保障制度（ぎょうせい・2014年）介護保険制度編執筆

流山市健康福祉部長

早川  仁

発言要旨
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経  歴  等

社会福祉法人宝塚市社会福祉
協議会常務理事

佐藤  寿一

発言要旨

宝塚市の課題解決に向けた協議・協働の
場づくり

１．宝塚市の概要
　宝塚市は人口22万5千人、高齢化率27.4％で、兵庫県
の南東部に位置し歌劇のまちとして知られる。1970年代
以後、大阪、神戸のベッドタウンとして人口急増し、こ
の時期に開発されたニュータウンは、高齢化率が40％を
超える所も出てきている。阪神・淡路大震災での被災後、
市内を7つの地区に区分して行政サービスが整備され、地
域包括支援センター、特養、児童館等もこれに合わせて
配置されてきた。1993年から始まった概ね小学校区のま
ちづくり協議会（以下まち協）の組織化も、震災を契機
に一気に進み20のまち協が様々な活動を行っている。
２．宝塚市社会福祉協議会と地域福祉活動支援
　宝塚市社会福祉協議会（以下市社協）では、1989年以
後積極的に介護サービスに取り組んだ。しかし1995年の
震災時には、地域福祉への取り組みの遅れから被災市民
への支援が十分に行えなかった。これを転機に、総合型
社協をめざして7地区に社協地区センターを開設、地区担
当職員を配置してまち協や自治会での地域福祉活動を支
援してきた。現在ではすべてのまち協で、地域事情やニ
ーズに合わせた居場所づくり、見守り・支え合い等の活
動が展開されている。2011年からは市全体、 7地区、小
学校区（20のまち協）、自治会と4層のエリアを設定し、
エリアごとの住民が主体となった協議・協働の場づくり
を推進している。

３．エリアごとの協議・協働の場づくり
　地域活動が活性化すると、潜在化していた複雑な課題
に住民が向き合うことが多くなり、専門職と協働して解
決していく仕組みが必要となった。そこで市社協では、
地域共同ケア拠点づくりやエリアごとの包括的な支援体
制づくりを進め、住民との協議・協働の場づくりを行っ
ている。
　地域共同ケア拠点として、2005年から民家での小規模
通所介護を住民と共同運営し、支援の必要な人への対応
を行っている。住民による運営委員会が月1回開催され、
事業運営だけでなく気になる人への対応や地域の福祉課
題等幅広い検討が行われる。相互保育やサロン活動等の
場としても機能し、誰もが気軽に立ち寄れる場となった。
市社協では、他の事業でも運営委員会を実施し、住民と
ともに地域の福祉課題を検討する場としている。
　次に、包括的な支援体制づくりの第一歩として、2012
年市社協事務局組織を事業別の「タテ割り」から地域別
の「ヨコ割り」に再編した。多職種の職員がエリアごと
にチームを組み、住民の話し合いの場や活動の場に出向
き、課題の解決に向けた協働の取り組みを行っている。
これに加えて、行政や他の事業所、専門職と連携した包
括的な支援体制をつくるために、地区担当者が地域包括
支援センターや地区内の事業者に、住民の話し合いの場
や活動の場に出向くよう働きかけている。また、2017年
からは市内の事業所や専門機関に呼びかけ、地域で住民
と協働できる専門職を養成する研修を行っている。

10年間の民間企業勤務を経て、1989年4月より宝塚市社会福祉協議会に勤務、以後、
地域福祉推進事業、介護サービス事業、総務等を担当してきた。2008年からは事務局
長、2015年常務理事を兼務、2017年からは常務理事専任となり、事業の総合化や地域
福祉のマネジメントに取り組んでいる。
厚生労働省 これからの地域福祉のあり方に関する研究会 委員　2007年度
全社協 地域福祉推進委員会常任委員、政策委員会幹事　2009～12年度
全社協 地域福祉推進委員会介護サービス事業経営研究会　幹事・委員長2013～16
年度
兵庫県復興フォローアップ委員会委員　2009～15年度

≪著書≫
○改正介護保険の新しい総合事業のてびき　2016.7　第一法規
○よくわかる地域包括ケア　2018.4　ミネルヴァ書房
○�改訂版市民がつくる地域福祉のすすめ方　2018.6　全国コミュニティライフサポ　
ートセンター

○よくわかる地域福祉　2019.4　ミネルヴァ書房
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ケアプランに生活支援の助け合い活動及び本人の
いきがい活動をどう取り入れるか

■ 進行役
佐々町住民福祉課
地域包括支援センター課長補佐

江田  佳子

経  歴  等

平成  6年4月～	 佐々町役場に保健師として就職、健康相談センター勤務
平成18年4月～	 地域包括支援センター勤務、現在に至る
【公職】
平成23年度	 厚生労働省　介護予防・日常生活支援総合事業検討委員会委員
平成24年度	 厚生労働省　地域ケア会議運営マニュアル作成委員会委員
平成25～27年度	 厚生労働省　地域ケア会議に係る演習事業企画委員会委員
平成27～28年度	 厚生労働省　地域づくりによる介護予防推進支援事業　広域アド	
	 　　　　　　バイザー
平成30年度	 厚生労働省　介護予防活動普及展開事業　国アドバイザー

佐々町：第７回「健康長寿をのばそう！アワード」介護予防・高齢者生活支援分野
　　　　『厚生労働大臣最優秀賞』受賞

　高齢社会に向けてどう取り組めばいいのか、途方に暮れる中、後押ししてくれたのが
地域の方々の前向きなお姿でした。地域の生活をサポートする立場として、住民の力に
頼ることなく様々な事業をしていたことは、正に傲りであったと気づかされました。
　可能性を秘めた地域の様子に、日々心揺さぶられています。地域の皆さんが私の師で
す。

発言要旨

　今回、「ケアプランに生活支援の助け合
い活動及び本人のいきがい活動をどう取
り入れるか」というテーマを皆さんと深
めていきたいと思います。

　介護保険制度スタート当初、佐々町において、高齢に
なって困ったら、介護保険制度につなぐ事が当然の解決
策のように勘違いしていた時代がありました。その結果、
介護保険サービスでは解決できないことが溢れ、一方で
「介護保険に頼る＝地域に期待しない」傾向となり、地
域の力はどんどんと衰退していく現実に直面し、危機感
を感じたことを思い出します。
　現在、地域ケア会議が全国的に普及し、介護保険サー
ビスにおけるケアプラン作成が、ケアマネージャーと本
人・家族だけのものではなく、自立支援に向けて多職種
で検討するようになってきました。しかし、その一方、
本来その人らしい生活を実現するために、本人や地域が、
同じ目標を持って取り組むために立てられるべきケアプ
ランが、介護サービスを受けるためだけのものになって

いることも否めません。
　その人らしい生活の実現のために、地域の助け合い活
動や本人のいきがいはどう反映されていくのか。そして、
地域の助け合いで個を支えた時、地域にどのような変化
が起こってくるのか。
　各分野の現場で、住民と地域としっかり向き合って取
り組んでいらっしゃる５名のパネリストの方々と、個の
自立支援を促す地域の可能性と魅力について掘り下げて
いきたいと思います。また、自立を支えるにあたり、地
域関係者と介護事業所と行政等の協働の在り方、連携し
やすい体制づくり等、アイディアを出しあっていきたい
と思います。
　その地域の中で解決できることは地域の力で解決して
いく。地域の可能性を信じ、期待し続けること。それが、
地域を活気づけていくことだと感じています。会場の皆
さまのお声もぜひ、聴かせてください。ご来場、心より
お待ちしております。
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　埼玉県では、「住みなれた地域で、そ
の人らしくいきいきと、安心して暮らし
続けられる社会」の実現に向けた地域包
括ケアの推進と、それを支える地域リハ

ビリテーション支援体制づくりを進めている。
　具体的には、地域包括支援センターや市町村が、介
護予防や自立促進などを行う際、医療機関等に勤務す
るリハビリテーション専門職（以下、リハ専門職）を派
遣する調整窓口として、地域リハビリテーション・ケア
サポートセンターを10ヶ所、市町村に近い位置で派遣
元となる、協力医療機関等（医療機関や介護老人保健
施設）を281ヶ所、県内に指定し活動している。
　介護予防では、住民主体の通いの場を増やすための、
住民サポーターの養成や、通いの場の立ち上げ・継続
支援を行っている（養成講座682件、通いの場支援
2,318件）。自立促進では、地域ケア会議への助言者等
の派遣（508件）を行っている。その他、研修会等で
の講師（455件）等も依頼され、全体で3,962件の派遣
実績がある（平成30年度）。
　介護予防は26年度から、地域ケア会議は28年度から
県内での取り組みを始め、63市町村の多くで実施され
るようになった。開始当初は、「どのように事業を実施
するか」という方法論の伝達を求められたが、事業の
進捗とともに、各市町村の事業進捗にあわせ、進化
（深化）への協力も求められた。
　30年度からは総合支援チームとして、事業経験のあ
る関係者（さわやか福祉財団や県社協、移送支援の経

験者、リハ専門職など）が県職員に同行し、ニーズに
合わせ伴走支援する取り組みも開始した。
　これらの取り組みで感じたポイントは、①市町村は、
医療介護連携、認知症施策、地域ケア会議、生活支援、
介護予防といった地域支援事業の取り組みを懸命に進
めておられる事、②しかしながら、どこも限られた人数
で多くの事業に取り組むため、応援者が必要である事、
③市町村では、高齢者数や要介護者の比率、地域資源
の種類や量、協力してくれる人や組織とそれらの関係性
等、様々な背景と進捗度に違いがあるので、今できる
最適な状況づくりは、個々にアレンジが必要である事、
④関係者の共通認識が必要である事、などが挙げられ
る。
　リハ専門職は、どの事業においても「自立支援」とい
う視点や考え方、方法論を、お伝えしている。その経
験で、地域につなげる前の医療の現場での取り組み方
にも変化を感じ始めた。例えばケア・カンファレンスや
退院時調整の方法や内容に工夫が生まれる。
　これまでは、退院調整において、介護保険サービス
以外が週間サービス計画表に書かれる事は少なかった。
しかし、現在では通いの場や生活支援の居場所、地域
での役割も組み込まれる変化が散見される。今後も、
地域での活動により、共助以外の自助・互助の資源に
触れ、全ての関係者が自立支援に向かい、「今までとは
違う、一歩進める」という覚悟が持てるような支援を続
けたい。

経  歴  等

昭和41年2月6日生（53）　理学療法士

　埼玉県地域リハ・ケアサポートセンター霞ヶ関南病院は、県から委託を受け、二次
医療圏域（14市町村）の地域支援担当として、市町村の介護予防事業や地域ケア会議
等にリハ職を派遣する窓口・コーディネートを担当。
　平成25年から埼玉県の地域包括ケアシステムの構築に資する地域リハビリテーショ
ン業務を担当、平成30年度から「埼玉県地域包括ケア総合支援チームチーム員」とし
て、県職員と共に、県全域の介護予防・地域ケア会議・生活支援体制整備・総合事業
等を推進する市町村への伴走支援も担当。

団体　　公益社団法人埼玉県理学療法士会副会長
　　　　一般社団法人埼玉県リハビリテーション専門職協会会長

医療法人真正会霞ヶ関南病院
地域リハビリテーション推進
部地域リハビリテーション・
ケアサポートセンター長

岡持  利亘

発言要旨
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介護サービスと地域の関係性について
　介護保険制度は「介護」を社会全体
で担う制度として2000年に施行されま
した。

　それ以前は行政の福祉サービスとして提供され措置
が中心でした。ご本人やご家族がサービスを選択し決
定していくという概念は薄いものでした。
　高齢化が進む中、介護保険は大きな期待と希望から
スタートしました。
　制度以前、行政の保健師は地区担当制をとり、住民
の健康問題に対し妊婦さんから高齢者まで家族を単位
に生活全般について相談を受け、身近なところで活動
を展開してきました。相談は本人、家族だけでなく地区
の役員さん、近所の方など地域の方からもたくさん寄せ
られていました。家庭訪問には知り合いや近所の方が
立ち会ってくれることも多く経験しています。特に一人
暮らしや高齢者世帯に対しては、地域で見守り、あると
きは直接支援をしながら暮らしを支えていました。いわ
ゆる田舎の小さな自治体で、昔からのしきたりや組組織
での活動が盛んに行われ、支援者や関係する人が顔見
知りという時代でした。
　現在、介護保険を申請される方の多くが本人、家族
が生活を継続していく上で何らかの問題を抱えて困って
います。そのためサービスの導入についてはできるだけ
早い時期での利用を希望されるとともに必要性も高くな
ります。

　契約を交わしたケアマネージャーは情報収集や適切
なサービスについて検討し、担当者会議を開催します。
しかし、この時点で本人と地域のつながり、地域資源に
ついて十分な把握ができずサービス計画に入れること
ができていません。どうしても介護保険サービス中心に
計画されます。ケアマネージャーはインフォーマルサー
ビスを計画に位置付ける必要性について意識は持って
いますが、個人情報や社会情勢の変化により地区民生
委員や近隣の方に声かけが難しい状況があります。知
り合いの方が訪ねてきたが出かけているらしく留守だっ
た、おかずのおすそ分けに来たがヘルパーさんにより調
理が済んでいた、いつ行っても玄関は戸締めで声かけ
ができない、地区行事への参加呼びかけのための電話
が通じない、などの声が聞かれます。こうした状況を解
決し地域の方の協力が得られる体制が取れるようにし
なければなりません。
　広範で多様なニーズのある高齢者やその家族の暮ら
しや生活を、介護保険サービスだけで支えることは困難
です。各自治体においても地域づくりに向けたさまざま
な取り組みを進めているところだと思います。しかし地
域の特性や課題をしっかりととらえたきめ細かいもので
なければ継続性も発展性もないものとなってしまいます。
　地区活動団体、NPO、ボランティア等各関係者や機関、
住民を巻き込んだ取り組みを期待するところです。どこ
かが頑張るのではなくみんなが頑張るという気運を高
めていくことが大切だと考えています。

経  歴  等

看護師・保健師・主任介護支援専門員
【略歴】
昭和30年2月生まれ
昭和52年	4月	 山梨県立中央病院　看護師として勤務
昭和57年	4月	 須玉町役場保健師
平成10年	 4月	 須玉町社会福祉協議会出向
	 （デイサービスセンター・在宅介護支援センター長）
平成12年	 4月	 須玉町指定通所介護事業所・居宅介護支援事業所・在介センタ　	
	 	 ー長兼務
平成16年	 須玉町役場民生課長補佐・基幹型在介センター長兼務
平成16年11月	 北杜市長寿福祉課保健指導監
平成18年	 4月	 北杜市地域包括支援センター長
平成23年	4月	 北杜市介護支援課長
平成24・25年度	 地域ケア会議運営マニュアル作成委員
平成25年	6月	 一般社団法人日本介護支援専門員協会常任理事
平成27年	 平成27年度地域ケア会議運営に係る実務者研修企画委員
平成27年	8月	 南アルプス市認知症地域支援推進員・自立支援型ケア会議
	 オブザーバー
平成29年〜	 独立型居宅介護支援事業所　主任介護支援専門員
	 山梨県介護支援専門員協議会監事
	 一般社団法人ヒューマンアース理事

居宅介護支援事業所
「ケアステーション地球人」
ケアマネージャー

唐木  美代子

発言要旨
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　2000年４月、鳴り物入りで介護保険
制度はスタートした。これからの介護は
家族だけでなく社会で介護し、介護サー
ビスも自分で選択する事が出来ると、そ

れまでの行政措置から介護保険制度に変わる事への期
待は大きなものだった。
　誰もが、いつまでも元気で楽しく暮らしたいと願って
いるが齢を重ねると共に何らかの原因で介護状態にな
った時には介護事故と捉え、介護保険サービスを利用
して元の生活に戻って行く事が期待されるというのが介
護保険の位置づけだった。ただ介護保険制度がスター
トしその後の状況をずっと見て来たが、介護保険の根
底に流れている本当の意味での「自立支援」に乗っ取
った事例にはあまり遭遇しなかったし、介護保険を利用
し、そこから卒業していく事等は一部の希少な事例でし
かなく、殆どが年数と共に要介護度は徐々に重度化し
ていく傾向であった。
　私も当初、ケアマネジャーとしてケアプラン作成に携
わっていた時は、本人や家族等の意向を聞いて介護サ
ービスに繋げる事だけを重視して来た経験があるが、
退職後に地域のボランティアとして地域活動を始めた
時に、改めて地域に根付いた視点を持つという事がど
んなに重要な事なのかと反省している。地域に目を向け
てこそ地域で暮らしている高齢者の日常が見えてくると
いう事を実感している。ケアプラン作成時には本人の意

向・家族の意向・地域の力を念頭に地域の中で暮らし
て来た様をまずは基本に考え、その中で出来にくくなっ
て来た事や困った事を地域や介護保険で補っていくと
いうスタンスでケアプランを立てて行く姿勢が重要であ
る。
　地域の居場所という地域活動を行っている場所の一
角でケアプランを作成するという全く似つかわしくない
スタイルで始めたが（５年経過）、それはなんと地域に
密着したケアプランが作成出来る環境であったし、その
環境は介護保険サービス事業に縛られる事なく本人・
家族・地域の力をプランの中に盛り込むことができ、ま
た連携がとりやすい等メリットは予想外に大きかった。
　いろいろな出会いの場面が入り混じっている地域の居
場所にケアプランセンターがあることは、地域の安心に
繋がっている（包括支援センターからも地域を考えて
相談が来る）。また、ケアプラン作成時からインフォー
マルサービスがきちんと位置付けられており、ケアプラ
ンは地域での暮らしを重要視する目線で立てられている
ので、介護認定をもらったと同時に地域から切り離され
て行くような事はなく、だから介護状態になってもその
人らしい暮らしを地域で続けることが出来ると実感して
いる。尚、今後は元気な高齢者が出入りしている居場
所でマイケアプラン作成の勉強会をしたいなと考えてい
る。

経  歴  等

　若い頃は、白衣の天使を目指して赤十字病院の看護師として医療に従事し、結婚し
てからの15年間は3人の育児に専念する専業主婦でした。
　平成4年に精華町に引っ越して来たのをきっかけに、平成6年から精華町嘱託職員と
して高齢者福祉関係の仕事に携わっていましたが、平成12年の介護保険制度スタート
に伴い、精華町社会福祉協議会に移籍し17年の長きに渡り高齢者福祉に携わって来ま
した。
　精華町社会福祉協議会在職中は在宅福祉課長として、介護保険事業や地域のサロン
の立ち上げ等の仕事に携わっていましたが、平成23年3月末をもって退職。
　平成23年6月に地域のふれあいの居場所である「みんなの元気塾」を開所し、8年が
経過しています。
　平成25年5月にＮＰＯ法人の認証を取得し副理事長となり、平成26年2月にはさわ
やか福祉財団からさわやかインストラクターとして委嘱され、地域に助け合いを広め
ていく活動に取り組んでいます。

特定非営利活動法人
みんなの元気塾副理事長

古海  りえ子

発言要旨
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　私が勤務している岡山県津山市では、
平成16年度より住民主体による地域で
の通いの場の立ち上げや継続支援を行っ
ており、令和元年５月末現在で210地区

で行われている。すべての地区で「こけないからだ体
操」が行われ、参加者数は4,000人を超える（高齢者参
加率13.1％）。通いの場では体操だけではなく、参加者
がやりたいことを話し合い実践する場ともなっており、
７割を超える会場で多様な取り組みが行われ、住民相
互の生きがい活動として定着している。
　生活支援の助け合い活動の一例としては、住民によ
る生活支援サポーターが平成31年度末で172名おり、
100名前後のサポーターが実際の生活支援の場で活躍
している。
　住民主体による地域活動は、地域に万能な活動では
なく、多様な活動を選択できることが重要と考えている。
つまり週１回の通いの場や生活支援サポーター「だけ」
しかない津山市ではなく、住民が必要に応じて自己選択
できることが望ましい。そして必要と感じたときに、な

るべく早く住民の互助活動につながる仕組みが行政とし
て必要と感じている。
　また津山市では、自立支援型の地域ケア個別会議を
平成28年度より実施し、30年度末までの3年間に134回、
433例の検討を重ねてきた。事例提出者、サービス提
供事業所、司会者、助言者、保険者が自立支援に向け
たケアプランとなっているか、本人の望む生き方に寄与
できるプランとなっているかを検討している。
　その場で、提供を予定しているサービスが適切なの
か、本人にとって真に必要なサービスとは何かを検討す
る中で、当事者が地域の住民の互助活動につながる大
切さを確認してきた。また具体的につながる仕組みの
構築にも携わってきた。

　地域ケア個別会議→通所C→住民運営の通いの場や
生活支援などの地域の互助による場へ戻る支援を通じ
て、介護予防、自立支援を意識したケアプランは、当事
者や地域住民が健康になるという経験をお伝えできれ
ばと考えている。

経  歴  等

学歴
平成４年	 愛媛十全医療学院作業療法学科卒業
平成28年	 県立広島大学大学院総合学術研究科保健福祉学修士課程修了

職歴
平成４年	 水島第一病院リハビリテーション科勤務
平成８年	 津山市役所健康増進課勤務
現在	 こども保健部健康増進課主幹（兼）環境福祉部高齢介護課主査

平成26-28年	 厚生労働省　平成26-28年度地域づくりによる介護予防推進支援事
業　広域アドバイザー（東京都・愛知県・鹿児島県・宮崎県　担
当）

平成30年度	 厚生労働省　介護予防活動普及展開事業アドバイザー
平成30-31年度	 JICA（独立行政法人国際協力機構）草の根技術協力事業　ベトナム

社会主義共和国　高齢化対策としての介護予防事業の支援事業に協
力

主な役職
・岡山県内市町村等理学療法士作業療法士連絡会議副会長
・岡山地域ケア研究会副会長
・美作大学生活科学部社会福祉学科非常勤講師（リハビリテーション論）

津山市健康増進課主幹（兼）
高齢介護課主査

安本  勝博

発言要旨
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　ケアマネジメントの面白さのひとつは、
本人の暮らしや生き方を理解しようと向
き合うことである。本人が忘れても隣の
家の人が教えてくれることもあるし、背

景には地域独自の文化もある。また、要介護者中心の
相互作用を大切に、暮らしを再構築することも挙げられ
る。特に小規模多機能型居宅介護のような包括報酬の
仕組みが面白い。事業所だけですべてを支援すること
は難しいと自覚できる。専門職が困難さを感じたときに
すぐに施設入所を勧めるか。もしくは、地域の人たちに
助けを求め共に考え動いていくか。私たち専門職は覚
悟を決める必要がある。地域のなかには要介護者と介
護保険事業所だけでなく、面倒な人も含め多様な人や
居場所、問題が存在する。私たちがその地域の複雑な
ネットワークに目を向け巻き込まれることで、要介護者
の地域での暮らしの幅が広がる。人口減少著しい田舎
でも、高齢者の急増する都会でも。自分たちの専門の
中で完結しない日々の活動が、10年後50年後のその地
域の子どもの教育にも、地域独自の介護文化にも影響
を与える。
　高齢化率46％の鞆の浦の、たとえば一人暮らしのA
さん。Aさんが週３、４日立ち寄っていた本家が、Aさ
んの異変に気づいた。手渡したタッパーのことを「知ら
んで」とすっかり忘れているAさんを検査に連れていっ
た結果「脳がすいとった」。Aさんは検査入院中に点滴

を抜いて行方不明、数時間後に自宅に戻った（捜索願
を受けた地元の警察官から相談を受けたことが、事業
所にとってのAさんとの最初の出会い）。退院後、自宅
の冷蔵庫のコンセントを抜いていたり、友人らの集まる
集落のサロンに誘われても「腰が痛いけぇ」と断ってい
る状況だった。正式に相談を受け小規模多機能に登録、
スタッフを固定して伺った。その際Aさんと本家に寄る
機会を作り一緒に出かける流れで、サロンにも案内した。
サロンに足を踏み入れるとAさんの周りに友人が集まっ
た。Aさんの明るい姿にスタッフは驚き、誘い出せたス
タッフに地域の人が驚いた。サロンに毎週案内するプラ
ンを追加した。その後も本家から連絡があり『再度行
方不明事件か！』と焦ったら、再会したサロン参加者と
散髪屋で毛染めしていたこともあった。自宅にて転倒し、
骨折手術もした。最短での退院後に事業所へ泊まった
のち、自宅で過ごす初日、地域の人が入れ替わりに顔を
出してくれたことにスタッフが感動した。現在、排泄や
入浴支援は事業所、ゴミだしや掘りごたつの管理は隣
の奥さんが手伝い、Aさんはサロンに参加する。本家、
隣の奥さん、サロン運営の地域のおばちゃん、参加する
同級生のおばあさんたちと笑って怒ってやりとりする、
要介護３のAさんの地域での暮らしは続いている。地
域ケア会議よりもより本人に近しい人たちと日々軒下会
議を重ね、「自立支援」は難しくても豊かな「ネットワ
ーク」を支えている。

経  歴  等

県立広島女子大学卒業
社会福祉士　主任介護支援専門員

1999年に大学を卒業し、広島県福山市内にある老健で相談員として勤務する。利用者
に鞆町の人が多かったことから、鞆の浦に引っ越し。もっと地域の中で人を支えられ
るようになりたいと５年務めた老健を退職して長野で「修行」したあと、鞆の浦・さ
くらホームに勤める。要介護者を支えてくれる地域住民と専門職を結び「どうすれば
その人が自分らしく暮らせるか」ということを話し合い、ケアプランに組み込み、専
門職として責任を持ってそれを支援している。
（昨春より、岡山大学大学院社会文化学研究科にて文化人類学を学び始める）

※鞆物語より https://tomonoura.npnp.jp/story/12384/
　その人 “らしさ ”を支えたい
　地域で介護するということ
　ソーシャルワーカー 石川裕子さんの物語り
　Text : 葦原なみ／Photograph : Nipponia Nippon
　Ⓒ 2019 Nipponia Nippon TM

地域密着多機能ホーム
「鞆の浦・さくらホーム」
主任ケアマネージャー

石川  裕子

発言要旨
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いわゆる重度者に対する24時間在宅ケアサービスを
どう組み立てるか

■ 進行役
埼玉県立大学理事長、
慶應義塾大学名誉教授

田中  滋

経  歴  等

埼玉県立大学理事長・慶應義塾大学名誉教授
専門は医療経済学、医療・介護政策、医療・介護経営、地域包括ケアシステム論。
1971年慶應義塾大学商学部卒、同大学助手・助教授を経て1993年から慶應義塾大学
大学院経営管理研究科教授。2014年定年退職後も同研究科に設けられたヘルスケアマ
ネジメント・イノベーション寄附講座をベースに研究・教育を継続。
2018年４月公立大学法人埼玉県立大学理事長に就任。

学会：
日本介護経営学会会長、日本ヘルスサポート学会理事長、日本ケアマネジメント学会理
事、医療経済学会理事
公職：
社会保障審議会委員（介護給付費分科会長・福祉部会長・医療部会長代理）、医療介護
総合確保促進会議座長、協会けんぽ運営委員長

発言要旨

　24時間巡回サービスを、事業ラインの
名称ではなく、サービスの形、業務の種
類として捉えるなら、その価値はとても
大きいことに異論はあるまい。ただし現

在、介護保険サービスの給付対象の１つに位置付けられ
ている、定期巡回随時対応型訪問介護看護は、採算を考
えるうえで独立の事業ラインとして見ることは厳しい。
なぜなら、一定の顧客数を安定的に確保しやすい軽度者
と違って、いつも同じような数の重度者が地域に存在す
るわけではなく、最近の半月はおられた利用者が次の半
月は激減してしまうなど、需要の波が大きいからである。
亡くなる方や入院する方、施設に入所する方など、かな
り変動がある以上、それを単独事業ラインとして採算を
とり続けるあり方は難しい。
　しかし、より柔軟に考え、経営の安定が相対的に図り
やすい小規模多機能型居宅介護などの地域密着型事業所
が「今月はサービス圏域に重度者の方が〇〇人おられる
から24時間巡回サービスも実施しよう」というように、
いろいろなサービスを組み合わせる中でなら、24時間巡
回サービスはもっと実施しやすくなるのではなかろうか。
つまり、24時間巡回サービスを提供する手段は、現行の
定期巡回随時対応型訪問介護看護には限られない。
　もう１点、今の定期巡回随時対応型訪問介護看護では、
軽度の時からなじみだったサービスが連続しない点を弱
みとして指摘できる。ある時点で定期巡回型に契約し直
すと、軽度の状態だった頃からのなじみの訪問介護やデ

イサービスから切り離されてしまう。その点、小多機・
看多機はそれまでの関係性を継続できるので、仮に重度
になっても同じ事業所で必要なサービスを利用可能であ
る。
　さらに、中度要介護者の生活は24時間巡回サービスだ
けでは支えられないことも指摘しておきたい。人の生活
には、他者とのふれ合いや、孫・ひ孫・ペット・趣味を
めぐるおしゃべりなども欠かせない。こうした広義の
「生活」は、優れた特養や介護付きホームでは比較的確
保され、一方24時間巡回サービスでは乏しくならざるを
えない。これに対し24時間巡回サービスは、技術的には
高度であるものの、専門人材を活用するためもあり、滞
在時間の関係から主に「介護サービスの提供」にならざ
るをえない。レクリエーションやみんなで食べる食事な
どの生活場面は別途確保する必要がある。
　世の中には要介護者だけではなく、要支援者や虚弱な
高齢者、障害者、医療的ケア児なども存在する。それら
の人々が地域で暮らしていくためには、プロフェッショ
ナルではない住民や地元ビジネス、地元学生なども参
加・貢献する地域の拠点が大変大きな意味を持つ。元気
な人も虚弱な人も昼間に行く場所があって顔なじみの関
係を築く。それをベースにして、状態が悪化してきたら
24時間巡回サービスも、という柔軟な移行が求められる。
軽度要介護状態、あるいはそれよりもっと前の段階から
の連続性は重要である。
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経  歴  等

暮らしの保健室室長、
認定特定非営利活動法人
マギーズ東京センター長

秋山  正子
◎第3部パネル  分科会50
　にも登壇

発言要旨

看取りまでを担うためには、
まずは入り口の相談から
　1992年老人保健法の改正で生まれた
老人訪問看護ステーション、その初年度

から都市部で訪問看護を始め、在宅ホスピスを目指しな
がら、家で最期までを叶えられるように活動してきまし
た。当初は医療法人立、途中からは介護保険となり、独
立起業した形で、同一地域で、比較的重度の要介護状態
の方や、医療依存度の高い方に、必要としている看護を
提供し、看取るところまでを支援しています。
　ほぼ全数に遺族訪問を行って、グリーフケアにも力を
入れました。介護・看護を担ったご家族はご遺族となっ
ても、支援者であった訪問看護や介護とのつながりが続
くことを喜んで下さり、その中の一部の方は、今度は
「自分たちが何かお役にたちたい」と申し出られる結果
を引き出しました。この方々は、のちに白十字在宅ボラ
ンティアの会のメンバーとなり、様々な場面で活動を続
けてくれています。
　その一つが、 2011年7月にオープンした「暮らしの保
健室」の活動です。高齢化率50%を超える都営団地の商
店街の空き店舗を利用して開設。このお店を安く貸して
下さったのも地域の元民生委員さんでした。この地域に
は高齢化と共に一人暮らしの方も増え、今では団地世帯
の4割強が独居世帯となっています。
　その中で、安心して集える居場所を確保し、そこへ行
けばちょっとした相談ができ、適切な窓口に繋がるため

に、一緒に考えてもらえる、時には健康講座や、趣味の
会、昼の食事会なども企画され、そこにはたくさんのボ
ランティアが関わる結果となっていて、ボランティアの
育成の場にもなってきました。
　人生の最期の時を地域でと願った方々を支援すること
から活動が始まった訪問看護の展開の中で、家族との絆
が生まれ、ボランティア活動に繋がり、少しでも早めに
相談することで、医療依存度が高くならずに、入院もさ
けられて穏やかな最期を迎えられる、そのことを家族の
立場で経験した方々が、話し相手も務めてくれます。
　そのことはそこに配置された看護師にとってもとても
働きやすい状況が生まれ、まさに「支える・支えられる
が循環する場所」となっていきました。
　このボランティアの方々の一部は2015年に誕生した看
護小規模多機能型居宅介護「坂町ミモザの家」の調理の
お手伝いや、送迎、見守りなども担う人材ともなってい
ます。
　重度になってから繋がるのではなく、もっと手前の所
から、地域の中で気軽に相談に行ける所がある、そこに
いったら必ず話を聞いてくれる人がいるという拠点をつ
くる事はとても大事であることを日々実感しています。
　予約がなく、相談料が無料であり、行ったら、必ず専
門職に会える、このスタイルはイギリスで始まったマギ
ーズセンターにならったものでした。予防から関わる意
味も含めて、重度になってからではないつながりを持つ
地域の再生に寄与していきたいと考えます。

株式会社ケアーズ代表取締役、白十字訪問看護ステーション統括所長、NPO法人白十
字在宅ボランティアの会理事長。

聖路加看護大学卒業後、臨床や看護教育に従事。実姉の末期がん看取りで在宅ホスピ
スと出会い、1992年より東京新宿区で訪問看護を開始。現在、新宿区と東久留米市で
訪問看護・居宅介護支援・訪問介護を展開。2011年、高齢化する東京の大規模団地に
「暮らしの保健室」開設。くつろげる空間で、医療・介護従事者らが地域住民やがん患
者の様々な相談に乗り、情報提供や医療機関との橋渡しをしている。 2016年、東京・
豊洲に開設した「マギーズ東京」は、がん患者が病院でも自宅でもない場所で過ごしな
がら実用的・心理的・社会的サポートを無料で受けられる。
『つながる・ささえる・つくりだす　在宅現場の地域包括ケア』（2016年・医学書院）
ほか著書多数。ＮＨＫ「プロフェッショナル仕事の流儀」ほかドキュメンタリー番組に
出演。2019年、第47回フローレンス・ナイチンゲール記章受章。
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社会福祉法人
小田原福祉会理事長

時田  佳代子

経  歴  等

発言要旨

　介護保険制度が始まる以前の1996年、
神奈川県で初めての24時間365日型の訪
問介護を受託したことから、当法人の訪
問介護の新たな挑戦がスタートした。そ

れまでの訪問介護は当初役所の就業時間と同じ８時～５
時の仕事で、ほぼニーズはないという状況であった。
　サービスの内容も今で言う生活援助が中心であり、身
体介護を提供できるヘルパーもほとんど存在しなかった。
一方高齢化への流れはますます顕著になり、在宅での暮
らし全般を支えるためにヘルパーへの期待も高まってい
った。当法人が訪問介護事業を自治体から受託した際、
最初に行ったことはサービス提供時間の拡大であった。
それまでニーズはないと言われていたにもかかわらず、
時間拡大によって大きくニーズの広がりを見せたのだっ
た。
　24時間365日型への展開はその延長線上にあった。当
時のヘルパーは夜間は２人一組で行動、一晩に30軒を訪
問するなど、小田原市内全域をカバーした。この時以来
当法人の訪問介護は生活を支えるために24時間365日が
当たり前という認識である。
　1992年にはヘルパー人財の養成を目的に、全国で初
めて社会福祉法人として訪問介護員養成研修事業もスタ
ートさせた。他者のために24時間働くことを厭わない人
財は、自前で育てる以外にない、との思いからであった。
この養成研修はへルパー１級の資格取得から始め、２級

ヘルパーへと対象を拡大し、現在では初任者研修、実務
者研修へと形を変え継続されている。必要な人財は手塩
にかけて育てることが、法人理念を体現する職員育成の
基本であると考えている。
　2000年介護保険制度のスタートとともに、ヘルパー事
業所も市内に数カ所の拠点を設け、サービス提供時間数
も拡大の一途を辿っていった。やがて「夜間対応型訪問
介護」を受託、この時には市内の訪問介護事業者に連携
を相談したが、夜間に稼働している事業者は皆無で、市
内全域を当法人が一手にカバーすることとなった。そし
て2012年「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が創
設された。当法人会長である時田純は、この新たなサー
ビスの普及啓発のために北海道から沖縄まで全国を行脚
し、在宅を支える究極のサービスであることを強く訴え
て回った。その思いの拠り所となったのが、堀田会長の
メッセージであった。
「最先端を拓く仕事」と題するその一文の中で、「定期巡
回・随時対応サービスは人類の夢をかなえる究極のサー
ビスといってよい」と述べられ、さらに「そのサービス
を、自ら担える人々は、ほんとに幸運な人々だと思う。
報酬を得て行う自分の仕事が、福祉の歴史を切り拓くも
のになるからである。」と私たちにエールを送って下さっ
ている。このエールに応え、私たちは介護という「人間
の文化」を活用して「人間の尊厳」を守ることを使命と
して日々仕事に邁進している。

【職歴】　2002年４月　社会福祉法人小田原福祉会入職
　2003年４月　通所介護部統括部長
　2005年４月　地域福祉部部長兼鴨宮ケアセンターセンター長
　2006年４月　　　　〃　　　　　　〃　　　　　兼食事サービス部部長
　2008年４月　特別養護老人ホーム潤生園　施設長
　2011年３月　潤生園中央総合センター　　施設長
　2011年６月　社会福祉法人小田原福祉会　理事兼評議員
　2012年７月　　　　　　〃　　　　　　　事務局長兼経営本部副本部長
　2013年６月　　　　　　〃　　　　　　　常務理事
　2014年４月　　　　　　〃　　　　　　　事務局長兼総務部長
　2018年６月　　　　　　〃　　　　　　　理事長

【資格】
社会福祉主事、訪問介護員２級課程修了、福祉施設士、介護福祉士、社会福祉士、介
護支援専門員、認知症ケア専門士、介護福祉経営士２級
【学位】
2006年３月　日本福祉大学経済学部 経営開発学科 学士（経営開発） 
2012年３月　日本社会事業大学大学院福祉マネジメント修士（専門職）
【所属学会等】
日本認知症ケア学会評議員、神奈川県認知症ケア専門士会副代表、ＮＰＯ法人福祉フ
ォーラムジャパン理事、日本スポーツ健康科学学会理事、全国地域包括ケアシステム
連絡会理事、認知症ケア事業協同組合理事長
【その他】
神奈川県県西地区地域包括ケア会議委員、小田原市介護認定審査会副会長
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第１部パネル

社会福祉法人
地
ま ち

域でくらす会副理事長

竹本  匡吾

経  歴  等

昭和47年生まれ
平成５年３月	 鳥取県立保育専門学院卒業
　　同年４月	 鳥取県厚生事業団就職 
平成８年５月	 森本外科脳神経外科医院就職
平成８年９月	 宅老所「デイサービスいくのさん家」を開設し副代表
平成13年４月	「グループホームいくのさん家」管理者
平成19年４月	「小規模多機能型居宅介護いくのさん家」管理者
平成22年１月	「小規模多機能型居宅介護木守舎」管理者

（その他）
〇全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会理事
〇鳥取県小規模多機能型居宅介護事業所連絡会事務局長
〇鳥取市認知症高齢者家族やすらぎ支援事業コーディネーター
〇鳥取県智頭町生活支援コーディネーター
〇ＮＰＯ法人コトリ舎監事・まちなか支え隊コーディネーター
〇鳥取大学非常勤講師　

発言要旨

□小規模多機能型居宅介護（以下、小規
模多機能）は、在宅で365日・24時間の
安心を提供するサービスとして、平成18
年（2006年）に制度化された地域密着

型サービスのひとつです。「通い」を中心に要介護者の様
態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合
わせてサービスを提供することで、中重度となっても住
み慣れた自宅での生活が継続できるよう支援することを
目的として創設されて、丸13年が経ちました。平成
30年10月現在、全国には5,445か所の事業所が稼働し、
9.97万人の高齢者等が利用されています。
□制度創設時、国は小規模多機能の利用者像を平均要介
護度3.5と想定していたそうですが、平成30年度の実態
調査（全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会）では
2.20となっており、併せてサービス提供のあり方も、当
初多かった「通い＋泊まり」タイプの利用から「通い＋
訪問」中心へと変化してきています。
□「通い＋訪問」が増えてきた理由としては、制度当初
はデイサービス等からの利用転換（居宅介護支援からの
移行）の方が多くおられましたが、近年では特に独居の
方に対して、介護だけでなく生活支援を含めたサービス
を期待されるようになってきていることが挙げられます。
背景には、小規模多機能が日常生活圏域に計画的に配置
されてきたこと等により、「多機能居宅介護」の利点が
徐々に知られるようになり、地域の身近な支援拠点とし
て、地域包括や医療機関、そして地域住民との関係が深

まってきていることが挙げられる、と言うと少しほめす
ぎでしょうか。
□今回のお話では、「地域住民と小規模多機能とのかかわ
り」についてお話をさせていただきたいと思います。こ
うしたテーマのときにいつも思うのは、住民の方も小規
模多機能も、それぞれが同じ地域づくりというトンネル
を掘っているのに、どうしてそのトンネル同士がうまく
つながらないのか、ということです。その原因について、
小規模多機能側の抱えている課題について、皆さんにお
話ができたらと思っております。
□小規模多機能は、これからの地域社会を支える中核的
サービスとして期待されている反面、全国で5,445か所
とはいえ、まだまだ地域の皆さんに知られているとは言
い難い状況にあります。「地域共生社会」の実現が叫ばれ
るなか、小規模多機能は高齢者の支援を通して、地域で
様々な課題を抱えている方々にも柔軟に寄り添う役割が
求められていますが、小規模多機能に勤める職員自体も
「送迎も訪問も夜勤もできる」柔軟かつ多機能な人材で
あることを求められており、そうしたいわば「地域包括
ケア人材」ともいうべき貴重な人材の確保が、近年とて
も困難になってきています。
□これからの地域において、真に地域住民と小規模多機
能との連携を果たしていくにはどうすればいいのか。そ
のヒントを会場の皆さんと一緒に考える事ができれば幸
いです。
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助け合いによる生活支援活動に対する寄付・遺贈など
の意義と仕組みは何か

〇社会の課題解決に自発的に取り組もう
とすると、「頑張る人ほど疲れてしま
う」問題が起きがちです。行政の事業は
全体の合意に基づいて取り組まれ、予算
も人員も保障されます。企業は対価の得

られる範囲で活動を抑えることができます。しかし
市民の取り組みは、周囲の賛同がなくても（自分の
こともできてないのに…と言われがち）、時に持ち出
しとなっても、放っておけないと思うと、ともかく頑
張ります。しかし、無理を重ねると継続が困難にな
ります。自ら自発的に取り組み始めたことなのに、他
ならぬ自分自身が疲れてしまう。金子郁容慶應義塾
大学教授が名付けた「自発性パラドックス」状態で
す。住民の自発的努力によって進められる助け合い
による生活支援活動では、特にこの問題は活動を継
続する上での大きな課題となってきます。

〇この問題解決策の一つは「広く支援者を募り、参加
の輪を広げる」こと。ボランティアの参加促進や補
助金・助成金の確保に加え、この分科会で焦点とす
る「寄付」を募ることがあります。

　社会福祉の世界では、これまで政府や自治体からの
受託金や補助金、共同募金会や助成財団などからの
助成金などで事業資金を確保することが一般的でし
た。しかし、政府・自治体は厳しい財政状況が続き、
共同募金も戸別募金の低下などで募金実績が減少を
続け、助成財団も長引く低金利による運用難で助成

活動に制約が生じ始めています。
　こうした中、私たちの活動を幅広い市民の力で財政
的に支え、広く市民が間接的に参加する方法として、
寄付や遺贈に注目が集まっています。この分科会で
は、その意義を確認し、寄付や遺贈を増やすための
方策と先進的な事例を共有することをめざします。

〇具体的には、以下のような内容を組み合わせる形で
構成する予定です。

　まず、寄付や遺贈の意義を確認します。比較的自由
に活用できる財源を確保するだけでなく、資金提供
を通じて多くの人々が “参加 ”する機会を提供するこ
との意義を確認します。

　次に、現状の確認。一般に欧米などに比べ「寄付の
文化」がないと言われがちな日本社会ですが、古来、
勧進などの名称で寄付を募り寺院や仏像の修復・再
建を進めてきた伝統があります。さらに近年、ファ
ンドレイザーの体系的な研修システムの開発、全国
各地でコミュニティ財団の創設、寄付税制の抜本的
な改革など、寄付を進める環境整備が進んでいます。
さらに相続税制度の改正や生涯未婚者の増加などの
影響もあり、遺贈に関する関心も高まり、専門の相
談機関も各地に生まれています。それぞれの取り組
みに関わる皆さんから報告してもらいます。

　最後に、寄付や遺贈を受け入れるために、どのよう
な努力が必要なのかを、成功事例などを通じて具体
的な形で共有したいと思います。

大阪ボランティア協会理事長、日本NPO学会副会長
1955年、大阪府生まれ

大学で電子工学科を専攻するも、交通遺児家族支援、地下鉄のバリアフリー化、市民
活動情報誌の編集などの活動に次々に参加。大学卒業後、フランス、ベルギーの障害
者グループホームでケアワーカーを経験した後、1978年に大阪ボランティア協会に就
職。91年から2010年まで事務局長。「市民の参加の力」で社会問題を自治的に解決す
る環境整備をライフワークとし、現在、日本ファンドレイジング協会副代表理事、日
本ボランティアコーディネーター協会副代表理事なども務める。著書に『「参加の力」
が創る共生社会－市民の共感・主体性をどう醸成するか』『寝ても覚めても市民活動
論』など。大の阪神タイガースファン。赤ワイン党。

発言要旨

■ 進行役
社会福祉法人
大阪ボランティア協会理事長

早瀬  昇

経  歴  等
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　地域共生社会のスローガンのもと、多
くの施策が打ち出され、国の方針転換等
も図られていますが、その中心は常に住
民のみなさんであり「自分たちの地域は

自分たちが良くする！」という気概を持っていただける
ように、社協は寄り添って支援していきます。
　その方策を打ち出し実現していくためにも、住民支え
合い活動等を中心とした地域福祉事業財源の根拠づけ
は大切なテーマであり、私たち社会福祉協議会は真剣
に考えていく必要があります。
　地域のつながりが希薄になり、そのことに起因する
様々な課題があることは、当事者である住民が一番感
じていると思います。そして、そういった課題を国の丸
抱えで解決を図るのではなく「自分たちの地域は少しで
も自分たちで良くしたい」と思う方々も多数おられるの
も実際であります。
　日本の歴史的・文化的背景を鑑みると寄付文化が醸
成されているとは必ずしも言えないと思いますが、最近
では赤い羽根共同募金の “テーマ型募金 ”やネットで寄
付を募る “クラウドファンディング ”等、明確にテーマ
を打ち出すことで賛同を得る形も定着してきていると思
います。本会が住民支え合い活動として、住民の皆さ
んと一緒に力を入れている「ぽっかぽかサポート事業」
も正にここが大切なところであり、活動の見える化を図
ることで、少しずつ賛同者を得ることができてきていま
す。

　また、支援する側を支える仕組みは非常に大切な考
え方であり、漠然とした活動ではなく、いかに共感を得
る活動ができるか、いかにそれを見える化することがで
きるかが大きなポイントであると言えると思います。
　本会の状況はと申しますと、社協会費・共同募金と
いった浄財をこのような市民にとって見えやすく、現在
の地域にとって必要不可欠であるサポート事業に積極
的に投入しています。しかし、今後の見通しについては、
更にニーズが増え、対応人数が増えたときに（人材・
資金とも）絶対数が不足することは目に見えています。
　そこで、新たな仕組みづくりを目指し、昨年度から生
活支援協議体の中でも特に地域貢献に積極的な団体
（社福法人、株式会社）と連携して地域福祉座談会の
「この街を良くする茶話会」を開催しています。具体的
には“社協としてできること”“事業所としてできること”
“ 住民としてできること ”等をそれぞれ話し合い、その
中から協働でできる事業等の考案を行いながら取り組
みを通じてできてきた信頼関係を基に、社会福祉法人
制度改革でも提案されている通り、社福法人の内部留
保の課題についても少しずつ切り込みながら、それぞ
れが拠出する、具体的な地域福祉ファンドの創設等を
訴えていきたいと考えています。
　民間団体や社福法人事業所に対してそこまで求める
のであれば、当然公の性質を強く持つ社協がまずは率
先して拠出することで理解を得ながら賛同者を募りたい
と考えているところです。

経  歴  等

経歴・職歴
●平成 7年3月	 鹿児島経済大学（現・鹿児島国際大学）社会学部・社会福祉学科卒業
●平成 7年7月	 社会福祉法人慈雄会老人保健施設「阿房宮」入職⇒介護職員
●平成 9年3月	 社会福祉法人清陽会特別養護老人ホーム「貴鳳苑（現・きほう

苑）」入職⇒介護職、生活相談員補佐、デイサービス生活相談員
●平成14年5月	 社会福祉法人西合志町社会福祉協議会入職（現・合志市社協）⇒デ

イサービス生活相談員（通所介護係長）、地域福祉関連部署（総務
課・地域福祉課）などを歴任後、平成27年4月から地域福祉課長、
平成31年4月より現職

その他職歴
〇社会福祉主事　〇介護福祉士　〇介護支援専門員　
〇�キャラバンメイト　〇合志市認知症地域支援推進員　〇合志市在宅医療・介護連携
会議委員（平成26年から）

〇�合志市介護保険事業計画等策定員会委員　〇合志市地域包括支援センター運営協議
会委員（平成27年から）

認知症に関するテーマは地域福祉とともにライフワークとなっており、合志市社協職
員（キャラバンメイト）で周知啓発活動を行う「はってん組」を平成21年に結成。肥
後にわか劇、人形劇、スライド絵本、音楽を取り入れた啓発活動を地域で多世代に行
っている。

社会福祉法人合志市社会福祉
協議会事務局次長・地域福祉
課長

井手  達也

発言要旨
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認定特定非営利活動法人
日本ファンドレイジング協会
代表理事

鵜尾  雅隆

経  歴  等

認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会代表理事。ＧＳＧ社会インパクト
投資タスクフォース日本諮問委員会副委員長、社会的投資促進フォーラムメンバー、
（株）ファンドレックス代表取締役なども務める。ＪＩＣＡ、外務省、米国ＮＰＯなど
を経て2008年ＮＰＯ向け戦略コンサルティング企業（株）ファンドレックス創業、
2009年、日本ファンドレイジング協会を創設し、2012年から現職。認定ファンドレイ
ザー資格の創設、アジア最大のファンドレイジングの祭典「ファンドレイジング日本」
の開催や寄付白書・社会投資市場形成に向けたロードマップの発行、子供向けの社会貢
献教育の全国展開など、寄付・社会的投資促進への取り組みなどを進める。
2004年米国ケース大学Mandel Center for Nonprofit Organizationsにて非営利組
織修士取得。同年、インディアナ大学The Fundraising School 修了。
著書に「ファンドレイジングが社会を変える」「ＮＰＯ実践マネジメント入門（共著）」
「Global Fundraising（共著）」「寄付白書（共著）」「社会投資市場形成に向けたロー
ドマップ（共著）」「寄付をしてみよう、と思ったら読む本（共著）」などがある。

発言要旨

　日本ファンドレイジング協会は、寄付
や社会的インパクト投資などが進む社会
を目指して2009年に発足し10年を経て
いる。その過程の中で、これまで認定フ

ァンドレイザー資格制度の創設、成功事例等を一堂に集
めた「ファンドレイジング日本」の開催などのほか、社
会のお金の流れを生み出す取り組みとして寄付・社会貢
献教育の展開、遺贈寄付推進の全国ネットワーク「全国
レガシーギフト協会」の創設などに取り組んできている。

　日本の寄付は確実な成長を遂げてきている。米国の個
人寄付（25兆円～30兆円）にくらべると日本の個人寄付
は約7000億円となっているが、 2010年ごろに「一年に
一度以上寄付する人」は33～34％だったのに対して、
東日本震災を経て、現在では44～45％になっている。ま
た、遺贈寄付の近年の急速な関心の高まりは、多くの団
体が受贈団体として感じ始めている状況である。例えば
相続資産の一部を寄付してもいいと考える人は21％いて、
相続総額の年間40～50兆円と考えたときに、その潜在
的可能性は大きい。しかし、実際に遺言を書いて遺贈し
ている人は、0.01％もいない状況がある。この「意思はあ
るが行動につながっていない」人たちへのサポートの重
要性もある。

　日本の寄付には成長可能性がある。しかし、そのため
の一番のポイントは、「寄付者が寄付に達成感をもつ」機
会をどれだけもたらせるかにある。日本の寄付者は、寄
付の成功体験を感じている人が少ない。その観点では寄

付を求める側のコミュニケーションの能力も高まってき
ていることは、日本の寄付の成長にとって極めて重要な
変化である。認定／准認定ファンドレイザーの必修研修
受講者は4000人を超え、有資格者も1200名となった。
寄付が進むための第一歩は、「寄付者に達成感を感じても
らうコミュニケーションができる受け手団体の増加」に
ある。

　日本の寄付集めは、欧米に比べた場合に逆に「狩猟民
族的」寄付集めになっていることが多い。欧米の寄付集
めは「農耕民族型」である。この意味は、日本の多くの
団体は、寄付者を一過性の資金支援者としかとらえてお
らず、過去の支援者を大切にしていない団体が多い（狩
猟民族的）ということである。欧米の団体が、「ドナーピ
ラミッド」を意識して、寄付者を長年かけて「育ててい
く」発想（農耕民族的）があるのと対極的である。日本
らしく、「農耕民族的」に寄付者を育んでいく民間非営利
セクターをどう育てていくかが課題である。

　クラウドファンディングなどの寄付にまつわる社会の
仕組みはどんどん成長してきている。遺贈寄付の急増に
見えるように、寄付者側の潜在的関心もある。寄付が進
んでいくためには、「寄付者とは自分たちにとって何なの
か」ということに真剣に向き合い、寄付者を社会課題を
変えるパートナーとしてとらえられるかどうかが重要で
ある。また、長期的な環境づくりとしては、寄付教育の
もたらす効果が大きいが、その点が非常に弱いのが日本
の課題である。
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公益社団法人日本フィランソ
ロピー協会理事長

髙橋  陽子

経  歴  等

岡山県生まれ　
1973年	 津田塾大学学芸学部国際関係学科卒業
1980年	 千代田女学園高等学校英語科非常勤講師
1985年	 上智大学カウンセリング研究所専門カウンセラー養成課程修了
	 専門カウンセラーの認定を受ける。
1987年～1991年　
	 �関東学院中学・高等学校心理カウンセラーとして生徒・教師・父母のカウン

セリングに従事。
1991年	 社団法人日本フィランソロピー協会に入職。
	 事務局長・常務理事を経て2001年６月より理事長。

主に、企業の社員参加の社会貢献を中心としたＣＳＲの推進に従事。さらに、個人の寄
付行動の推進に力を入れている。これらの事業を推進しつつ、ＮＰＯや行政との協働事
業の立案・実施や、各セクター間の橋渡しをし、「民間の果たす公益」の促進に寄与す
ることをめざしている。

発言要旨

１．日本フィランソロピー協会が
　　寄付推進事業をするわけは？
　当協会は、一人ひとりの市民が行政に
依存するのではなく、自分たちの周囲の

課題解決のために、お互いに助け合いながら、できるこ
とをしていくことが、健全な民主主義社会創造に不可欠
である、という考えの下、企業の従業員などを中心に、
寄付やボランティアの推進をしています。中でも、寄付
は、クラウドファンディングなど多様なチャンネルが出
来ているものの、まだまだ浸透しているとは言えない現
実があります。少子高齢化による税収の減少、課題の深
刻化・複雑化に対応するため、個人寄付は重要な財源で
す。また、個人レベルで考えても、人は、人の役に立つ、
あてにされている、ということが生きる力になると考え
ています。

２．寄付推進事業の事例
①従業員の給与天引きや顧客のポイントによる個人の浄
財や企業のマッチングによって得た資金の寄付先の選
定や分配をする事業

②中高生の募金・寄付活動を核にしたサービスラーニン
グ教育

③まちかどのフィランソロピスト賞（社会的な課題解決
のために寄付をした人を顕彰）→誕生日寄付事業

３．新事業「誕生日寄付」について
　「誕生日寄付」は、自分の誕生日に、いのちを授かった
ことに感謝し、子どもたちの命を守り育てる活動を、寄
付で応援する取り組みです。寄付先は、今、困難を抱え

ている子どもたちです。年に一度の寄付により若者たち
を支えることで、いのちのバトンを次世代に渡したいと
考えています。また、人生１００年時代、お金に余裕は
あっても、孤独な人が増え、誕生日はお祝いをしてもら
えない寂しい日になる可能性があります。寄付をするこ
とで、つながりが拡がる日、仲間が増える日にして、寄
付が幸せを作るきっかけになれば、と思っています。

４．寄付を通して、社会の課題を俯瞰し、自分の活動を
客観視する

　社会の課題はたくさんあります。ソーシャルビジネス
として、非営利組織として、また、ボランティアとして
関わっておられる分野がおありだと思います。気を付け
なければならないのは、自分の関心のある課題だけが、
大事な課題だと思いがちなことです。寄付は、自分では
活動できないけれど、活動をする人を応援するものです。
寄付は心を寄せて、信頼を送るものです。人に委ねる寄
付を通して、少し広い視野で社会の課題を見て、自分の
関わっている活動を俯瞰してみることが大事だと思いま
す。

５．かっこいい大人の姿を見せる
　寄付を考える時、ファンドレイズの一つの手段として
捉えがちですが、当協会は、寄付をする側の気持ちや寄
付先との関係性に着目しています。寄付をする人が幸せ
を感じて欲しい、そして、子どもたちが、そういうかっ
こいい大人の姿を見ることで、いいロールモデルとし、
寄付文化を拡げたいと思っています。
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　2011年の東日本大震災での支援活動
を契機に、さわやか福祉財団の協力を経
て、「助け合い基金」創設のための勉強
会やネットワーク会議を重ね、2013年4

月に「一般財団法人佐賀未来創造基金」を設立、11月に
は公益財団法人化をして、助け合いを推進する基金、
地域の貯金箱として資源循環と市民の参加の機会と支
え合いの運動を県内外に拡げています。

　助け合い基金としての佐賀未来創造基金のこれまで
の実績は、人口82万人ほどの小さい県のなかで、総額
約1億5千万円、8,600件以上の寄付を集め、累積5,000
万円以上の想いの詰まったお金を地域の助け合い活動
をはじめ、その他の様々な地域活動に助成金という形
で届けています。
　そのなかでインフォーマルな助け合い活動としては、
子ども支援などを含める福祉分野は当財団の助成割合
の6割を超えています。一昨年度からは子どもの貧困
（社会的孤立等）対策支援などの基金もふるさと納税
を活用して創設され、助け合い活動の推進への地域か
らの期待はますます増えてきている状況です。

　こうした「市民性」と「地域性」を大切にした地域資
源を循環する「市民コミュニティ財団」という存在が、
現在全国で30団体ほど創設されて地域づくりの担い手
を支える仕組みとして全国的に期待されている現状で
す。

　また、市民コミュニティ財団のように一般・公益財団
法人を設立するという大きな動きから、地域のなかで目
的を特定して積み上げた地域の基金という概念で、小
さくても地域にとって必要なお金を中心とした助け合い
活動を推進する「みんなの貯金箱」も地域に拡がって
きています。
　今回は生活支援コーディネーター（SC）や協議体の
自立と自律のために、寄付や助成を中心とした財政基盤
支援をはじめ、プロボノなどのボランティア参加、食材
などの物資、研修会やノウハウ提供などの支援、いわ
ゆる地域資源と言われる「人・モノ・金・情報」などの
総合的な支援をすることにより、総合事業の後押しとな
るべく地域資源の循環と社会参加の促進についてのお
話をさせていただきます。
　今後の地域のSCに求められるスキルとして、協議体
が今のうちに準備しておくべきこととして、ファンドレ
イジングやプロボノ等の支援者の巻き込み、事業化支
援や制度化などへの調整提言能力など、地域を変える
能力と準備など様々なスキルが必要となってくると考え
られます。

　これまでの寄付や助成事業をはじめ、九州①ブロッ
クにおける現場ニーズ調査（アンケート形式）や助けら
れ上手カードゲームとのコラボ研修実施などの地域で
の展開、今後の時間通貨や有償ボランティアなどとの
連携の可能性も含めて、支え合いの社会に必要なファ
ンドレイジングをはじめとした市民が創る市民のための
「助け合い基金」について考えていきます。

経  歴  等

1977年佐賀県生・早稲田大学卒。まちづくり・環境・福祉分野のNPOに携わる。
佐賀県庁県民協働課、NPO法人さが市民活動サポートセンターで理事長。
2010年に国連公共サービス部門世界一の「協働化テスト」事業で官民協働の事務局長
として活動、その後にドバイ世界政府サミットに登壇。
2013年より公益財団法人佐賀未来創造基金の代表理事として設立・運営に携わり、総
額1億5千万円と2000人を超える支援を集めて2018年に総務大臣表彰を受賞。
佐賀県CSO誘致アドバイザーをはじめ、地方創生、産業振興、子どもの貧困等の委
員やエバンジェリスト（伝道師）など多数の公職を務める。
また、全国コミュニティ財団協会や全国レガシーギフト協会の理事、日本ファンドレ
イジング協会九州チャプターにも携わる。
その他、地元唐人町商店街振興組合副理事長、地域福祉ネットワーク事務局、子ども
の居場所ネットワーク、災害対策ネットワーク、空き家対策ネットワーク、地域おこ
し協力隊支援等、多数の現場活動の創業・運営支援等の地域プロデュースを実践して
いる。
さわやか福祉財団さわやかインストラクター

公益財団法人
佐賀未来創造基金代表理事

山田  健一郎

発言要旨
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●全国初のテーマ型地域ファンド「神奈
　川子ども未来ファンド」について
　※報告者の米田は、2001年ファンドの
構想づくりから設立に関わり、初代事務

局長として2012年まで実務に携わった。以下考え
方は当時に基づくもの。

　神奈川県の児童虐待相談件数は年に13,928件
（2017年・全国の約10％）、不登校児童生徒数は
12,238人（2017 年・全国の9%）、10年前に比べると
倍近くに増えている。24歳以下の若者の死因の1位は自
殺。県内では、平均すると3日に1人自殺している
（2016年）ことになる。
「子どもの育ちを社会で支えるための仕組みが必要」と、
2001年に神奈川県内で子ども若者支援・子育て支援に実
績をもつ5つの現場ＮＰＯとＮＰＯ中間支援組織が集ま
り、「神奈川子ども未来ファンド設立準備委員会」を発
足、2003年にＮＰＯ法人（2007年認定NPO法人）を設
立した。

＜神奈川子ども未来ファンドとは＞
https://www.kodomofund.com/
子どもの育ちや子育てを社会で支える仕組み。一人
ひとりの寄付を、子どもや若者のいのちを守り、多
様な可能性と生きる力を育む活動への投資にかえて、
生きていることに誇りと喜びを持てる地域社会づく
りを目指す。

＜ファンドの事業＞
①助成事業
　2019年度までに延べ111団体へ総額3,652万円を
　助成
②ファンドレイジング
　2017年度寄付金品・協賛金合計4,273,738円
③情報発信
　HPでデータベース提供「子どもの居場所情報箱」
④啓発事業
朗読劇「ハッピーバースデー」チャリティ公演、
いじめストップキャンペーン・ピンクシャツデー
など

＜神奈川子ども未来ファンドの特徴＞
①運動性：「寄付を募って助成する」は“手段”。子ど
も・子育ての支援のために「子ども・子育てに関
心を寄せ応援する人を増やす」「子ども・若者や子
育て支援団体のネットワークづくり」「地域への啓
発活動」

②当事者性：子ども・若者や子育て支援の現場ＮＰ
ＯとＮＰＯ支援組織が協力して設立。困難を抱え
た経験のある親や若者も運営に関わる。

③専門性：当事者ニーズを理解・現場ＮＰＯとのつ
ながりが深い「現場にとって使い勝手のよいファ
ンド」であり、中間支援組織としてＮＰＯ支援、
助成選考を行う力量を持つ。

経  歴  等

東京家政大学・関東学院大学非常勤講師。

大阪生まれ。横浜へ転入後、ボランティアセンター職員を経て、子育て当事者による
まちづくりＮＰＯを設立し、横浜市域、神奈川県域の子育て支援ネットワーク設立を
コーディネイト。その後、ＮＰＯの中間支援に関わり、子どもの育ちを社会で支える
市民基金「神奈川子ども未来ファンド」設立に参加、初代事務局長として寄付を財源
とする親子・子どもの居場所活動への資金助成、運営支援に10年従事。2013年に個
人事務所「子どもの未来サポートオフィス」を立ち上げて、子ども・子育て支援に社
会資源をつなぎ、コミュニティカフェなど地域の中で人がつながり支えあう場づくり
をサポートしている。居場所づくりやＮＰＯの運営や資金調達に関する講演多数。
神奈川こども食堂ネットワーク・横浜こども食堂ネットワーク、かながわ高校内居場
所カフェネットワーク、横浜コミュニティカフェネットワーク世話人、子育てひろば
全国連絡協議会監事、行政・企業・財団等の各種助成プログラム選考委員など。共著
書『まち保育のススメ』。
●子どもの未来サポートオフィス　http://kodomomirai-so.com/
●コミュニティカフェFun　https://www.facebook.com/communitycafeFun/

子どもの未来サポートオフィ
ス代表

米田  佐知子　

◎第3部パネル  分科会46
　にも登壇

発言要旨
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子どもと高齢者の交流や助け合いをどう広げるか
（企画・協力：にっぽん子ども・子育て応援団）

　地域において、実は高齢者も子育て家
庭も似たような状況におかれていること
がわかっています。同世代とばかりつき
合っている、家にこもりがちで話し相手

がいないなど、最近では孤食も問題になっています。
　そこで、本分科会は、本サミットの開催趣旨である共
生型社会づくりにむけて、地域における子どもと高齢者
の交流や助け合いをどう広げていくかを、全国の実践を
踏まえて自分事として考える分科会となっています。
　おとなはもとより、子ども一人ひとりが人として尊重
される社会づくりの基本として、人生の先達である高齢
者と子どものふれあいや結びつきの仕組み、あり方に今
一度目を向け、特に人生のスタート期を地域で支える体
制づくりに、高齢者の活躍を期待したいと思います。さ
らには、子どもが親だけでなく、地域の人たちに育まれ
て育つ環境が、子どもや家庭だけでなく、高齢者や地
域に及ぼす笑顔と活力について学び、これからの社会
づくりに活かしていきたいと思います。
　本分科会は、後半グループワークを行う参加型とな
っています。是非、話題提供やグループでの話し合い
の成果を地元に持ち帰り、実践につないでください。

【４つの話題提供】
■石蔵文信さん（大阪大学人間科学研究科未来共創セ
ンター招へい教授、医師、育じい）

　　育じいとして活躍。日本の高齢男性の孤立の課題
解決に子育てを活用し、子育てを中心とした地域社
会の再生を目指して、地元の保育園などでも活躍中。

	 大阪府枚方市。
■岡村紀男さん（ほっとスペースじいちゃんち　元代
表）

　　リタイア後、2011年6月より自宅を開放して乳幼児
の居場所「ほっとスペースじいちゃんち」を立ち上
げた。「人はひとの関りの中で生きる」を実践中。

	 東京都大田区。
■宮内敏雄さん、梅澤隆さん（NPO法人あい・ぽーと
ステーション　子育て・まちづくり支援プロデュー
サー）

　　シニア世代男性が、子どもたちの育つ姿を間近に
見つつ、子育ての苦楽を親とともに分かち合う地域
の子育て支援から得たものは、新たな価値観との出
会いだった。

	 東京都港区。
■松本茂子さん（ボランティアはなぞの代表）
　　平成3年より小学校区の福祉活動に取り組み、阪神
淡路大震災の後の仮設住宅の支援をきっかけに地域
の見守り活動を継続。市から地域支え合いの家設置
事業を受託して「西明石サポーティングファミリ
ー」を開設、多様な助け合い活動を展開中。

	 兵庫県明石市。

　大学卒業後、会議の企画運営会社に就職。社内育児休業取得第一号となるも、両立
がかなわず退職。地域の親たちと平成12年4月、商店街空き店舗を活用して子育て家
庭の交流の場「おやこの広場びーのびーの」を立ち上げる。平成18年3月、港北区地
域子育て支援拠点「どろっぷ」オープン。主に、乳幼児を育てる家庭への支援（交流
の場、相談、情報発信など）を実施。
　現在、NPO法人子育てひろば全国連絡協議会理事長、認定NPO法人びーのびーの
理事長、内閣府子ども・子育て会議委員、にっぽん子ども・子育て応援団企画委員。
　著書「子育て支援NPO親立ちが立ち上げたおやこの広場びーのびーの」（共編著
ミネルヴァ書房）「地域子育て支援拠点ガイドラインの手引き」（執筆者　中央法規
出版）

発言要旨

■ 進行役
NPO法人子育てひろば全国
連絡協議会理事長

奥山  千鶴子

経  歴  等
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高齢男性の育児参加は家庭にも地域にも
メリットが多い　
・熟年夫婦問題は子育て期間に生じる
▶夫婦間の亀裂は結婚後すぐ、子育ての

時期におきるようです。ワンオペ育児による不満
による離婚の危機は産後クライシスと言われ、シ
ングルマザーの増加につながっているようです。

▶昔の女性は辛抱強かっただけで、その不満が熟年期
に噴き出すのが熟年離婚。離婚の原因が子育て時
期の不満によることが大きい。そこに定年後夫の
妻への生活依存やモラハラが重なり熟年離婚・別
居につながるようです。

・孫疲れは祖母だけの現象？
　孫の世話と生活自立できていない定年夫の世話で疲
れ切るのが問題。中高年女性の問題ではなく男性自身
の問題で、男性が生活自立できればかなりの戦力が期
待できます。

 

・孤独社会の深刻さも解消できる？
・孤独でいることは1日にたばこ15本を吸うくらい健
康に悪いという研究もある。

・日本の高齢男性は特に深刻；2017年国立社会保
障・人口問題研究所の「生活と支え合いに関する調
査」
　65歳以上の独居男性の15％が会話の頻度が２週
間に１回以下、30.3％が頼れる人がいない。これは
女性の約3倍深刻で、ソーシャル・キャピタル（社
会や地域での信頼関係や結びつき）に関しても日本
は101位でリビア（53位）やルワンダ（84位）よ
り低い順位。

・日本人高齢男性の特徴
　会社という場所に存在意義を求め、個より場に重
きを置く。その為に肩書に依存し、名刺交換をしな
いと会話を始められない。

・社会から孤立せず、個人を結ぶネットワークの構築
のために子育てを活用。

・子育てを中心とした地域社会の再生を
保育園や幼稚園を中心とした地域社会の再構築が必
要！
認知症の予防や災害対策にもつながる可能性。

 
　佐賀の介護施設では子供連れ出勤を推奨したところ、
赤ちゃんが高齢者の良い刺激となって介護に良い影響
をもたらしているようです。

経  歴  等

　循環器科医師。国立循環器病センター、大阪警察病院、大阪大学医学系研究科准教
授、大阪樟蔭女子大学健康栄養学部教授などを経て現職。男性更年期外来を市内で開
設。夫の何気ない行動や言葉が強いストレスになり、妻の身体に更年期障害のような
変調を引き起こす病気を「夫源病」と名付ける。テレビ、新聞、雑誌など様々なメデ
ィアで活躍中。「一般医 -精神科医ネットワーク（通称Ｇ -Ｐネット）」を立ち上げ、大
阪を中心に自殺者を減らす活動やHP（孫育のグチ帳）を立ち上げて孫育の推進のため
の活動をしている。自身も3人の孫の世話と、2か所の保育園の園芸ボランティアをし
ている。

大阪大学人間科学研究科
未来共創センター招へい教授

石蔵  文信

発言要旨
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人はひとりでは生きられない、人とひと
の関わりの中で生きる
　プロフィールに書いておきましたが、
私は５歳まで中国東北部奉天で豊かな家

庭に育ちました。その影響で私は味覚が発達していて、
美味しいものを食べると味を知覚し、その味を復元する
特技があります。しかし、引き揚げてきてからはどん底
を味わうことになりました。父がソ連の捕虜になり帰国
が遅れましたので母と兄妹４人での生活が始まりました
が、食べるものがなくあぜ道に生えている草を茹でて
食べたこともありました。父は２年後に帰国しましたが、
ソ連で捕虜になっていたことで、アカ（共産主義者）の
レッテルを張られ村八分に合い、子どものころ辛い思い
をして育ちました。父が帰っても貧乏な生活は変わりま
せんでしたが、両親の豊かな愛に育まれて成長したの
で、どんな状況にあっても人を愛すること、思いやる気
持ちを持つことができる人間になれたと考えています。
“愛されたことがない人は人を愛することができない ”
と私は思います。
　前置きが長くなりましたが、私は仕事人間で朝6時半
に家を出て帰宅は21時なので、地域の人とは全く付き
合いがありませんでした。退職して、この後20～30年
間を地域でどうしてここで生きていくのだろかと考えた
ら愕然としました。区の広報誌を見ていたら社会教育委
員会が主催する『「地域と教育」講座』が目に入り受講
することにしました。講座終了後、それぞれどんな形で
地域の教育に関わるか発表しましたが、私は自宅を開

放して子育て支援をしたいと発言しました。私の考えに
賛同した仲間の６人で、 2011年6月より地域で子育て
“ほっとスペースじいちゃんち ”を立ち上げ活動をはじ
めました。集まって来た親子が昼食やおやつを食べる
ので、準備や後片付けのために、そのお世話をボラン
ティアの方々がしてくださいました。7年間活動を続け
てこられたのは良いスタッフとボランティアの方に恵ま
れたからだと思っています。
　自宅を開放しての子育て支援は珍しいのでマスコミに
注目されることになり、同じ日にNHK・朝日新聞・雑
誌社と３つの取材が重なり、子育て支援の本来の活動
が阻害されるようになり対応を迫られることになりまし
た。もう一つの問題は活動資金で、区からの助成は残
念ながら得られませんでした。公的支援は区の社会福
祉協議会から立ち上げ資金として50,000円いただき、
その後も助成していただいたのは本当に助かりました。
私たちは、子育て中の若いママに負担をさせるのは避け
たいと考え、ここで子どもを遊ばせたいと考える方に２
度目から200円を会費として負担していただくことにし
ました。当然、200円で運営費を賄うことはできません。
私たちの活動を評価してくださる方があり寄付で支えて
くださったのです。子どもを遊ばせるにはおもちゃが必
要ですが、おもちゃも寄付してくださったので、私が自
分の趣味で買った木馬以外は全部いただいたもので済
みました。『人はひとの関わりの中で生きる』この言葉
は実感です。

経  歴  等

中国東北部奉天生まれ（５歳で山口県大島郡に引き上げ）
高校卒業後上京上場企業に就職（10年間勤務。この間明治学院大学社会学部Ⅱ部で学
ぶ）
親戚が経営する染色会社に転職（子会社の社長に就任するも1974年10月に廃業）
1975年に聖学院に入職し33年間勤務（最後の10年間は学生の就職支援に従事）
2009年に大田区社会教育委員会が開催する『「地域と教育」講座』で学ぶ
2010年に講座で学んだ仲間と子育て支援「ほっとスペースじいちゃんち」を設立
2017年　7年間続けた子育て支援をクローズ（この間382組の親子が来会）

肩書：無職（サンデー毎日）元ほっとスペースじいちゃんち
代表

岡村  紀男

発言要旨
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「やさしさのアーケード」の実現
〜こどもから高齢者・障害者まで誰もが
　あったかいまちを目指して〜

【望海中学校区・花園小学校区の現況（平成31年1月現在）】
　望海中学校区は、播磨灘に面した明石市の中央付近に
位置し、人口 31,001人（花園小9,864人）・高齢化率
25.2%（花園小20.1%）で、漁村、住宅街、商店街と多
様な地域性を兼ね備えている。花園小学校区はJR西明石
駅の南側に位置し、古くからの商店街中心のまちである。
【事業の概要】
「ボランティアはなぞの」は、平成3年より花園小学校
区の福祉活動に取り組み、平成7年の阪神淡路大震災の
あとの仮設住宅の支援をきっかけとして、さらに活発に
地域の見守り活動等を続けてきた。平成29年4月から、
地域共生社会の実現に向けた活動を行うため、市から
「地域支え合いの家の設置・運営パイロット事業」を
受託し、総合相談・居場所・地域の仕組みづくりの機
能を有する「西明石サポーティングファミリー」を開設
した。活動範囲を小学校区から中学校区に拡大し、活
動理念「HANCSコミュニケーション」（※）を重視し、
地域福祉を推進している。
○開設日／月曜日から金曜日までの5日間（10：00〜

16：00）行事によって土日も開設
○会員数／178名（商店や医院、銀行、郵便局等が協力）
※「HANCSコミュニケーション」とは／①障害者
Handicapped、 ② 高 齢 者 Aged、 ③ 要 援 護 者
Nursing、④子ども Child、⑤認知記憶症候群
Syndrome cognitivio-mnesiquo

【主なイベント】
①支援が必要になっても専門職に任すことなく、地域で
支えられることを学ぶ「命塾」

②地域住民の健康の保持増進を図るため、医療関係者
との協力を得て開催する「健康・介護のひろば」

③障害があっても、認知症があっても、友達と一緒にご飯
を食べたい子どもたちも、みんなで食べて、交流する、
地域連携型こども食堂である「みんな食堂」の実施

④ひとり暮らし高齢者、気になる夫婦、障がい者（児）
等を定期的に訪問する「あったか訪問」

⑤高齢者の孤食防止や交流を深める「ふれあい会食」
や「わんサポクラブ」の実施

⑥気づきの拠点・世代間交流拠点として子どもたちに
食事を提供する「はなぞのサポーティングランチ」

⑦ちょっとした困りごと（病院への付き添い等）に対応
する「ヘルパータレント事業」

【活動の成果等】
（1）高齢者や障害者、子どもとの交流

　高齢者にとっては子どもとのふれあいを通じ
て、日常生活の改善や会話が促進される。また、
障害者にとっては、居場所ができることで、自分
の役割を見出し、自立へとつながっている。さら
に、子どもにとっては、様々な人たちの価値観に
ふれることができ、他人への思いやりや優しさが
身につくなどの成果につながっている。

（2）防災への意識の向上
　発災時に「一人の犠牲もださない」という気持
ちから生まれた「命塾」や、まちの見守りを含め
たウォーキング、毎年開催する「未来に継ぐ志
1.17」など、防災の意識の向上に努めている。

（3）専門機関・行政との協働
　日頃から専門機関と連携し、行政を含む関係機
関を交えた会議で定期的に情報共有を図るなど、
支援が必要な人を早期に専門機関につなぎ、対応
ができている。

経  歴  等

【経歴】	 　昭和17年生まれ
平成3年3月	 ボランティアはなぞの設立
平成7年	 阪神淡路大震災で避難所運営にかかわる
	 西明石仮設住宅で約3年間、被災者への支援を行う
平成13年	 喫茶店を改造した居場所から始まる
平成23年	 JR西明石駅前に「はなぞの広場」を拠点として活動
平成29年	 地域支え合いの家「西明石サポーティングファミリー」立上げ
【実績】（ボランティア会員180名（商店・地域クリニック等35ヶ所を含む）
活動内容：命塾／健康介護のひろば／わんサポクラブ／支援を必要とされるなんでも
相談会／地域食堂／みんな食堂／はなぞのサポーティングランチ（子ども食堂）／ヘ
ルパータレント事業／あったか訪問／ふれあい会食／1.17未来に継ぐ志／サポーティ
ングマルシェ／地域、幼少中学校への行事参加、協力／まちなかウォーク／施設ボラ
ンティア／男性太極拳、ペン習字、刺繍、編み物等、各教室の開催
受賞歴	 震災時ボランティア活動賞　明石市善行賞
	 兵庫県くすのき賞　ひょうご県民ボランタリー活動賞

ボランティアはなぞの代表

松本  茂子

発言要旨
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　NPO法人あい・ぽーとステーション
（代表理事　大日向雅美）は、2013年
の春、シニア世代男性の定年後の第2の
人生を切り開く「子育て・まちづくり支

援プロデューサー養成講座」（現役時代の名刺で勝負!）
をスタートしました。一枚の名刺には長年の仕事人生で
蓄えたすばらしい知識・技能・経験が込められている、
それを地域の子育て支援に生かしてほしいと願ってのこ
とでした。
“シニア世代男性と地域・子育て支援”という、これまで
ほとんど接点のない世界に躍り出た男性たちですが、
この6年間の成果にはシニア世代男性にとっても、地域
に集う子育て中の親子や女性支援者たちにとっても、想
定外の大きな喜びと気づきがありました。それは、主と
して女性と子どもから成り立ってきた地域や子育てひろ
ばの光景が、シニア世代男性（子育て・まちづくり支援
プロデューサー :愛称まちプロ）の参画で一変したとい
っても過言ではありません。
　しかし、今、まちプロタイム、イベント、広報・企画、

カフェなどのまちプロ活動を振り返って、私たちがそこ
から得たものは、ただ子育て支援だけにはとどまらない、
“新たな社会モードの転換 ”と言えるものがあることを
痛感しております。そして、それをさまざまな世代の方
や地域の方と共有させていただきたいと願っております。
　高度経済成長を築きあげ、低成長期の厳しい国際競
争の中で生きてきたシニア世代男性が、子どもたちの育
つ姿を間近に見つつ、子育ての苦楽を親と共に分かち
合う地域の子育て支援活動から得たもの、それは競争
原理社会から分かち合い原理に基づく新たな社会の構
築と言っても良いかと思います。折しも、人生100年時
代を迎え、多様な生き方や価値観に基づいた選択の大
切さが注目されています。福祉の分野では地域福祉の
考え方の下、地域住民と行政の協働である共助の重要
性が指摘されているところですが、こうした動向は福祉
だけでなく、教育、インフラ整備、産業振興など様々な
分野で、目下、日本が抱えている課題や困難を克服す
るための新たな方策となり、近未来の日本社会に新た
な地平を拓くものと考えられます。

経  歴  等 経  歴  等

東京工業大学において助手、助教授、教授として機械工
学、特に熱流体力学の教育・研究に携わってきた。2013
年3月に東京工業大学を退職後、明治大学に移り、その後
2016年4月にNPO法人あい・ぽーとステーションの子
育て・まちづくり支援プロデューサーとなった。現在、
子育てひろば「あい・ぽーと麹町」の副施設長も務めて
いる。

約40年にわたり新聞制作の現場に。その後、国会内で政
策づくりに携わる。編集、政務調査会時代を通じて環
境、政治改革、社会保障全般（特にユニバーサル社会形
成への道筋づくり）等、幅広い分野を扱う。2017年4月
にNPO法人あい・ぽーとステーションの子育て・まちづ
くり支援プロデューサー、同年8月に港区子育て・家族支
援者に。あい・ぽーとではバックオフィス活動に従事。

特定非営利活動法人あい・ぽ
ーとステーション 子育て・ま
ちづくり支援プロデューサー

宮内  敏雄

特定非営利活動法人あい・ぽ
ーとステーション 子育て・ま
ちづくり支援プロデューサー

梅澤  隆

発言要旨
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小・中学校における共生教育、特に助け合いによる生活支援 
の理解をうながす人間教育をどう行うのが望まれるか

　現在の学校現場では、「グローバル
化」「情報化」の流れから、早期の「英
語教育」、「プログラミング教育」などに
関心が集まっている。またAIによって

将来仕事がなくなるという生徒・保護者の不安から、
新たな進学競争がおこり、依然として高校は大学受験
実績、大学は就職実績を競い合っている。
　学習指導要領では子どもたちに「社会を生き抜く力
を育成する」とあるが、現在の状況では、この力は「競
争力」ととらえられ、助け合い・支え合う力を育む「共
生教育」とはほど遠くなっている感がある。
　この状況を踏まえ共生社会をつくるために、子どもの
人間力をどのように育てるのか、そのために学校・地
域・行政ができることは何か、改めて考えてみる必要
がある。
　本分科会では、子どもたちの人間力育成には学校だ
けでなく、様々な大人の協力や地域社会とのつながり
が不可欠であることを確認し、そのためのネットワーク
づくりのヒントなども発信できればと考えている。
　４名の登壇者にはそれぞれの取り組み・実践から具
体的な事例を出していただき、子どもの人間力育成や学
校との連携に必要なものなどをあげてもらう。
　精華町キャラバン・メイト連絡会代表の田中克博氏
は、キャラバン・メイトの活動と認知症サポーターの養

成活動による子どもたちの人間的成長について話してい
ただく。
　ＮＰＯ法人まちと学校のみらい理事の武智理惠氏には
「市ケ尾ユースプロジェクト」において学校・地域・行
政がどのように連携・協働しているかをご紹介いただき、
年齢・経験・価値観の異なる中高生と大人がつながる
ことの成果を報告していただく。
　前　川西町立吉島小学校校長の大河原敦氏には「きら
りよしじま」での活動紹介と、近隣の学校等の連携・協
働による地域づくりの実践を紹介していただく。
　埼玉県社会福祉協議会の齋藤舞氏には県社会福祉協
議会と学校が協働で行っている共生教育の実践等を紹
介いただく。
　アドバイザーの嶋野道弘氏には共生教育は地域の協
力が必要なことを強調し、その一例として静岡市立清水
江尻小学校と地域の連携について紹介をしていただく。
そして総合的な学習の時間において共生教育を実践し
ていく意義についてまとめていただく。
　ディスカッションでは、参加者に行政や社協職員も
多いことから、学校との関係づくりについて登壇者から
アドバイスをいただきながら、子どもたちの人間教育の
ために今なすべきことを話し合っていく。その議論を通
して学校・地域・行政の役割を明確にしていきたい。

1982年　東京都公立中学校教諭
1999年　東京都教育委員会長期社会体験研修生として、さわやか福祉財団に出向
2000年　世田谷区立北沢中学校教頭
2003年　世田谷区立富士中学校副校長
2007年　世田谷区立松沢中学校長　全日本中学校長会幹事
2012年　世田谷区立駒留中学校長　全日本中学校長会総務副部長
2015年　世田谷区立用賀中学校長　全日本中学校長会事業部長　世田谷区立中学校

長会長
2019年　東京都公立中学校長を定年退職

公益財団法人さわやか福祉財団入団（事務局次長）

発言要旨

■ 進行役
公益財団法人
さわやか福祉財団

中村  豊
　

経  歴  等
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〇「ある（存在）」「なる（成長）」
　  「する（意思）」への着眼
　共生社会をつくるための子供の人間力
を育成する共生教育の実現には、一人一

人の子供の「ある（存在）」「なる（成長）」「する（意
思）」への着眼が重要です。無生物も生物も「ある」こ
とが大切ですが、生物は「なる」力を持っています。特
に子供がそうです。子供は「なる」だけでなく、自分を
何者かに「する」力を持っています。ぼんやりとなるの
ではなく、『なりたい』という思いや願いを持って、自
分ですることによってなっていくことができます。人間
は、自己存在感を実感しながら力を発揮したり伸ばした
りしていこうとしますー人間力―。
〇地域と関わり合う中で育まれる生きる力
　ビデオ視聴「地域まるごと学校だ！」―学校のそばを
流れる「巴川」を大切にしようという思いのもと、地域
の方々を巻き込む「そうじ大会」を立ち上げ実現した約
４ヵ月間の総合的な学習の時間の記録（部分視聴）で
す─
　博報財団こども研究所と静岡市立清水江尻小学校
（５年２組）との共同プロジェクト
　博報財団こども研究所のウェブサイト
　（www.kodomoken.com）で公開
〇「対話」と「協働」を重視した実践
　自己存在感を実感しながら力を発揮したり伸ばしたり

することは、多様な他者との相互行為を通じて現れ出て
きます。具体的な目的（例：そうじ大会）を設定し、そ
の実現に向かい、他者とのやりとりを通じて、思いや情
報、考えなどを共有し、相互理解や認識を深めたり、
合意を形成したり、共に実践したりする過程が大切で
す。自分の役割がある、自分のアイディアが採用される、
友達の言動によって自分が変化している、友と力を合わ
せて実現できた、などを実感する。それが子供の人間
力を高めます。そのためには子供たちが「対話」と「協
働」によって活動を組み立てていく学びの体験が必要
です。
〇地域のヒト（人）モノ（事物）コト（現象）と
　直接関わり合う学び
　そうした学びの体験は、地域のヒト（人）モノ（事
物）コト（現象）と直接関わって学ぶ総合的な学習時間
の学び方が有効です。調査（博報子ども研究所「子ど
もと地域調査」2016年）によれば、「子供が地域と関
わる頻度が高く、深く地域と交流を持っていれば、その
保護者も、地域に対する関心や交流の度合いなどが高
くなり地域への愛着も増す」ことが報告されています。
地域の人々の協力は子供にとって大きな励みとなります。
子供は大人の影響を受けて育ちますが、大人は子供の
影響を受けて上質な地域を創り出します。そこでは共生
社会の実現に欠かせない「互恵性」が高まっています。

経  歴  等

埼玉県熊谷市生まれ。公立小学校教員、埼玉大学教育学部附属小学校教員、埼玉県教
育委員会主任指導主事。1993年より文部省小学校課教科調査官、文部科学省初中局
主任視学官。2005年より文教大学教育学部教授・同大学院教育学研究科長を経て
2016年退職。博報児童教育振興会理事。日本教育公務員弘済会評議員。川越市教育
委員会教育委員。
生活科及び総合的な学習の時間の創設に関わり、以来、その研究と実践の充実・発展
に向けて取り組んでいる。日本生活科・総合的学習教育学会常任理事、会長を歴任。
また、子どもの学びを研究の基軸に置き、理論と実践をつなぎながら授業改革と教育
の活性化に取組んでいる。
〈主な著書〉『学びの哲学―誰もが認める「いい授業」がある！』（2018年、東洋館
出版社）『学びの美学―「生活」「総合」が教えてくれたこと　伝えたいこと』（2016
年、東洋館出版社）/『育て！子どもの学ぶ力―「総合的な学習の時間の教育原理」』
（2003年、全国学校給食協会） /『子どもの心を動かす親と教師の “語りかけ ”』
（2003年、明治図書）、ほか多数。

■ アドバイザー
元文教大学教育学部教授

嶋野  道弘

発言要旨
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前 川西町立吉島小学校校長

大河原  敦

経  歴  等

昭和57年3月　日本大学文理学部数学科卒業
昭和57年4月～昭和63年3月　　埼玉県　中学校勤務（教諭）　6年
昭和63年4月～平成14年3月　　山形県　中学校勤務（教諭）　14年
・長期研修　国立教育研究所　生徒指導　（県教委・町教委主催）
　　平成6年9月から6カ月間
・教職員等中央研修中堅教員研修（旧文部省主催）
　　平成11年9月から1か月
平成14年4月～平成24年3月　　山形県　中学校勤務（教頭）　10年
平成24年4月～平成31年3月　　山形県　小中学校勤務（校長）　7年
・小国町立叶水小中学校勤務（校長）　3年
　　平成26年度　山形県へき地小規模学校教育研究会会長
・川西町立東沢小学校勤務（校長）　1年
　　東沢やんちゃ留学（東京都町田市との間で）四半世紀に
・川西町立吉島小学校勤務（校長）　3年
　　平成29年度　地域学校協働活動　文部科学大臣表彰　
　　平成30年度　東置賜地区小学校長会副会長　川西町小中学校長会会長
平成31年3月　山形県　川西町立吉島小学校定年退職

発言要旨

学校と地域のつながり
～学校運営協議会と地域学校協働本部の
　振り返りから～
　少子高齢化に伴う人口減少、地域コミ

ュニティ機能の弱体化・形骸化、社会や経済のグローバ
ル化など、社会を取り巻く環境は急激に変化しています。
川西町では、学校・家庭・地域が一体となったよりよい
教育を目指して、平成25年度に県内で最初に東沢小学校
でコミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）が導
入されました。平成27年度には全ての小学校で、翌年度
には中学校にも導入されました。
　吉島小学校のコミュニティ・スクールの両輪は、学校
運営協議会と地域学校協働本部で、それぞれ、シンクタ
ンクと実行部隊との捉えでいます。
　これ以前に吉島地区では、地域の諸課題を解決してい
くために平成19年に地域づくり計画（5か年）を策定、
地区の全戸が加入する集落圏ネットワーク「特定非営利
活動法人きらりよしじまネットワーク」（通称「きら
り」）が設立されていました。（現在3期目）
　吉島小学校のコミュニティ・スクールの最大の特徴は、
「きらり」が中心となり学校と地域の組織・機関を紡い
でいるところです。このことが、シンプルかつダイレク
トで実効性ある制度となっています。

◎学校運営協議会で承認された地域学校協働本部事
業
○最重要の取り組み：キラリかけ愛運動、運動会

（学校・地区合同）
〇教育支援活動（地域福祉・介護に関する授業、
田圃・畑・ダリア栽培・うこぎ摘み、家庭科授
業補助、読書活動支援（読み聞かせ）、スキー
授業）ビオトープ環境整備

○安全見守り、校内外環境整備（花壇、校内清掃）、
花飾り（玄関、校長室）

◎「きらり」による青少年育成事業：キッズジョブス
クール、わんぱくキッズスクール、通学合宿、中
高生ボランティア、青年ボランティア

◎放課後児童クラブきらり：全校児童の4分の3が通
っています。

　吉島地区の「最優先課題」の一つに、地域の存続をか
けて「地方創生社会と地域共生社会のマッチングをどの
ように実現していくか」があります。
　そのために、「地域の次代を担う子どもたちは、どのよ
うな地域環境で育つべきか」という問いに向き合い、多
くの若者を参画させています。豊かな発想でアイディア
や企画等を考え、多様な主体と連携しながら活動する人
をつくっていくことや、豊かな人間関係を築きながら世
代がつながっていくことが大事と考え「つながる学びの
場づくり」を進めています。その一端を地域の学校とし
て担っている思いです。
　地域の良さや関わり合いの楽しさなど様々学び、最終
的にはふるさと回帰に繋げていく、そのようなサイクル
を構築できたらと願っています。
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　埼玉県社会福祉協議会では、地域共
生社会の実現に向けて、小中学校を対象
とした各種事業を実施しています。幼少
期から地域や福祉について学び、自分た

ちが暮らす地域で何ができるかを考えることは重要と捉
えています。福祉の心を育むための入口として、体験す
る・学ぶ・感じる授業や生活の一助となるような事業展
開を目指しています。
　そのために市町村社協とともに、教育委員会、学校
関係者等の多くの関係機関や地域とのつながりを大切
にしています。

【彩の国ボランティア体験プログラム事業】
　ボランティア活動の「体験」の機会を提供し、様々
な人との出会いや活動を通じて社会の一員としての意
識を育みます。地域で共に支え合う“福祉のまちづく
り”につながる福祉意識の醸成とボランティア活動の普
及を目的としています。７・８月を強化月間として、多
くの小中学生が参加しています。地域での体験活動は、
授業での学びとあわせて、福祉への理解を深めること
につながっています。

【小中学生作文コンクール】
　普段の暮らしでの体験から、「ふれ合うことの楽し
さ」「共に生きる幸せ・喜び」について考える機会を創
出することで、福祉意識の醸成を図ることを目的として
います。夏休みの宿題とするなど、県内多くの児童・生
徒に参加いただいています。自らの地域でのつながりを
実感したエピソード、学校での経験から、想いをまとめ
て伝えることで、主体性と “生きる力 ”の育成をめざし
ています。

【福祉図書デリバリー事業】
　市町村社協を窓口として、小学校へ福祉に関する図
書やユニバーサルデザイン用品等を一体的に貸し出す
事業です。福祉について考え、地域で共に暮らす一員
として地域社会への関心を高め、共生・共助について
学ぶことを目的としております。調べ学習や福祉体験授
業の振り返り、朝読書などの機会で活用いただいていま
す。

【福祉の心を育む交流事業】
　市町村社会福祉協議会が小中学校と社会福祉施設の
間をつなぎ、学校と施設の寄付寄贈や交流を通じて、
子どもたちの福祉の心を育むとともに、社会福祉法人
の社会貢献活動に寄与する取り組みとして、実施してい
ます。学校と施設の交流を、社会福祉協議会が関わる
ことでさらに推進していく取り組みです。
　
　その他、中学・高校生を対象に「出張介護授業」を
実施しています。キャリア教育の視点のほか、福祉の学
びを提供し、理解を深めるものです。
　また、高校生を対象に「ヤングボランティア交流事
業」を実施しています。学校を超えた交流や日頃のボ
ランティア活動の幅を広げることを目的とした事業です。
高校生が企画委員となり企画・運営しており、主体性
や自主性を大切にしています。
　
　県内各地では福祉の心を育む多様な取り組みが展開
されています。県社協でのこれまでの実践・関係者との
連携を大切にしながら、これからも共生社会に向けて事
業を実施して参ります。

経  歴  等

平成27年度入職。社会福祉施設職員等を対象とした人材育成・課題別研修等の担当を
経て、平成30年度の人事異動により、生活支援コーディネーター養成研修等（県委託
事業）の他、県域ネットワークとの連携、共生・共助の視点での福祉教育関連事業に
取り組む。

社会福祉法人埼玉県社会福祉
協議会地域活動支援課
（埼玉県ボランティア・市民
活動センター）主事

齋藤  舞

発言要旨
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中高生と地域人材による、
まちの未来づくりプログラム
－市ケ尾ユースプロジェクトについて－

背景と目的
「市ケ尾ユースプロジェクト」は、横浜市青葉区こども
家庭支援課の事業として、神奈川県立市ケ尾高等学校、
横浜市立市ケ尾中学校、NPO法人まちと学校のみらい
など、多様な主体が協力して2017年度からスタートし
ました。中高生と豊かな経験を持つ大人が力を合わせ、
まちの魅力アップに取り組むことで、多世代交流による
こども・若者の育成支援を行う活動です。
　プロジェクトを企画した背景には２つの“もったいな
い”があります。
・青葉区にはさまざまな経験をもつ人材がいるにもかか
わらず、地域の活動に参画できていない人も多い。

・中高生のもつ力、ポテンシャルは高いにもかかわらず、
地域や実社会との接点をもつ活動が多く行われてい
るわけではない。

　市ケ尾高等学校、市ケ尾中学校ともコミュニティスク
ールであり地域活動のプロセスで体験的に学び、ホン
モノに出会っています。３年目を迎えた2019年度は、
SDGsを土台に、さらに地域課題解決に向けた動きを目
的としています。

大切にしていること
１、簡単な正解はない、ホンモノと出会う。
２、行動する、やってみる。

活動のプロセス
　地域の大人への呼びかけは、青葉区のシニア世代の
地域参画をうながす「あおばセカンドキャリアフォーラ

ム」で行われました。教職員対象には「新しい時代に
必要な資質能力の育成に向けた地域協働の重要性につ
いて」の研修を実施し、大人の共通認識を図りました。
中高生にはそれぞれの学校に応募チラシを配布しまし
た。例年、約30名の生徒が参加しています。

　中高生がまちの課題解決や魅力づくりについて、まず
自分自身で考え、他のメンバーと意見交換をした後、似
た考えの人がチームをつくりました。そのチームに大人
が加わり、それぞれの活動がスタート。
　例えば、「多世代交流」をテーマにしたチームは高齢
者のニーズを聞き取り、それをもとに中高生が教えるス
マホ講習会を行い、高齢者と中高生が学びあい交流を
深めることができました。また、SDGs№10「誰一人取
り残さない」の視点で、「障がいへの理解を深めて偏見
をなくし、健常者との交流を深める」をテーマに、中高
生と障がい児童が一緒に遊ぶイベント『お兄さんとお
姉さんと遊ぼう！』を開催しました。どの活動も中高生
の課題意識からスタート、ワークショップを重ね、企画
から実施のプロセスにおいて大人は先回りせず、サポー
トに徹しています。

　このプロジェクトで中高生は大きく成長しています。
大人たちへの「信頼」が増し「コミュニケーションする
意欲と技術」が高められ、チームで協力して新しいこと
をやってみる楽しさに目覚めます。そして何よりも地域
の「多彩な人との出会い」から、共生ということを体験
的に学んでいます。

　おおさかサミットでは、「市ケ尾ユースプロジェク
ト」を通じて培われている、子どもたちの人間力の向上
を具体的に紹介します。

経  歴  等

1996年より愛媛県松山市を中心に地域とつながることを目的に「トーンチャイムグ
ループ　すぃーてん・はーと」を結成、特別支援学校など年間90回を超えるボランテ
ィア・イベントの企画・運営を行っている。
愛媛県・地域教育実践交流集会実行委員として全国各地の社会教育実践者の交流の場
を企画・運営。生涯学習音楽指導協会トーンチャイム公認講師。愛媛県学校・家庭・
地域連携協議会推進委員、愛媛県人権施策推進協議会委員等を歴任。
2017年より横浜市にも拠点を持ち、地域活動をスタート。横浜市青葉区役所とNPO
法人まちと学校のみらいの協働事業「市ケ尾ユースプロジェクト」に参画し、コミュ
ニティ・スクールである市ケ尾中学校、市ケ尾高校の生徒と地域人材によるまちの未
来づくりをコーディネート。現在、青葉区区民活動支援センターの機能強化のコンサ
ルタント業務にもかかわっている。

特定非営利活動法人
まちと学校のみらい理事

武智  理惠

発言要旨
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第２部パネル

精華町キャラバン・メイト
連絡会代表

田中  克博

経  歴  等

現、大阪府都市整備部安威川ダム建設事務所次長 
府福祉部高齢介護室所属時に「介護保険制度」「地域包括ケアシステム」「認知症対
策」等を担当。 
また、地元の精華町で、福祉専門職だけでなく、一般住民を主なメンバーとする「精華
町キャラバン・メイト連絡会」を組織し、「認知症」をキーワードに「誰もが安心して
暮らし続けるまちづくり」に取り組んでいる。特に、「相手の立場に立って、相手の事
を思いやれる、やさしい人になりましょう！」をテーマとした講座を、町内5小学校、3
中学校、 1高校で開催。精華町での活動は、ＡＣジャパンの支援キャンペーンＣＭ「小
中学生サポーター」で取り上げられたほか、第32回国際アルツハイマー病協会国際会
議（於　国立京都国際会館）、第33回同会議（於　シカゴ）で報告された。

発言要旨

　認知症になれば、「何も分からなくなる、
何もできなくなる」という偏見がありま
す。
　でも認知症当事者は、「何も分からない

人、何もできない人」ではありません。
　最初に気づくのも不安になるのもご本人です。
「精華町キャラバン・メイト連絡会」は、認知症当事
者の声をお伝えし、認知症当事者やご家族にしっかりと
寄り添い、サポートできる「認知症サポーター」の養成
に努めています。
　特に力を入れているのが、町内全ての小中学校で行っ
ている「認知症キッズ・ジュニアサポーター養成講座」
です。
　単に認知症の知識を伝えるだけでなく、「（認知症にな
ってもならなくても）誰もが安心して暮らし続けられる
まち・精華町」の実現に向け、「相手のことを思いやり、
相手の立場に立って考え、行動できる『やさしい人』に
なってほしい！」という想いのもと、学校の先生方と一
緒に取り組んでいます。
　講師は地域の方々（「お母ちゃんメイト」「おっちゃん
メイト」）が務めます。
　小中学生は受講後すぐ、とてもやさしい行動・言動を
示してくれています。
　公園で遊んでいる手を止めて、認知症の方と家まで一
緒に帰ってくれた子。
　障がい者の方に「お手伝いしましょうか？」と声を掛
けるたくさんの子どもたち。
　包丁を振り回すおばあちゃんに、同居する中学生が講

座で習った「相手のことを思いやる・やさしい」対応を
することで、落ち着きを取り戻すことが出来たご家庭。
　さらには、集団での登下校の際、下級生の荷物を持っ
てあげたり、お疲れ気味の先生にやさしく声をかけたり、
気遣ったり。
　地域の一員として行動する一人一人の子どもたちが、
これからの町の大きな力になり、「やさしいまちづくり・
やさしいひとづくり」につながっていきます。
　彼らはいずれ成人し、社会を支えていきます。
　社会の中心になった彼らが様々な課題に直面した時、
「小学校、中学校の授業で『やさしいまちづくり、ひと
づくり』について考えたよなぁ…。」と思い出してくれた
ら…。
　この子達が大人になる10年後、20年後の精華町がどん
なに素晴らしいまちになっているか、今からとても楽し
みです。
　65歳以上の4人に1人が「認知症またはその予備軍」
といわれる今日、認知症を「他人事でなく『ジブンゴト、
ミンナゴト』」ととらえ、認知症であってもなくても共に
生き生きと暮らせる地域・『共生社会』づくりが求められ
ています。
「認知症にやさしいまちは、誰にもやさしいまち」にな
ります。
　逆に「誰にもやさしいまちは、結果的に認知症にやさ
しいまち」になります。
　我々は誰にもやさしい（フレンドリーな）まち・社会
づくりを目指します！ 
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障がい者が地域の人々とともに生きる地域を
どうつくるか

■ 進行役
一般社団法人コミュニティー
ネットハピネス代表理事

土屋  幸己
◎第1部パネル  分科会4
◎第3部パネル  分科会33
　にも登壇

経  歴  等

1981年淑徳大学社会福祉学部卒業。知的障害児施設、特別養護老人ホーム、知的障害
者通所授産施設、知的障害者更生施設、療育等支援事業コーディネーター等を経て、
2006年 4月～2015年9月　富士宮市福祉総合相談課長（兼）地域包括支援センター長
2015年10月～2019年3月　公益財団法人さわやか福祉財団戦略アドバイザー

1997年　社会福祉士資格取得
2000年　日本社会福祉士会　第1期　成年後見人養成研修終了
2016年　認定社会福祉士登録
一般社団法人成年後見支援センター「ぱあとなあ静岡」委員
公益社団法人日本社会福祉士会　生活困窮者支援委員会委員
国際城西大学兼任講師（2013～）
厚生労働省	 地域包括ケア推進指導者養成研修企画委員（2010～2012）
厚生労働省	 安心生活創造事業推進委員会委員（2011～2012）
厚生労働省	 「生活困窮自立促進プロセス構築モデル事業」統括委員会委員（2013）
厚生労働省	 「相談支援の質の向上に向けた検討会」構成員（2014）

発言要旨

　2005年の介護保険法改正で「地域包
括ケアシステム」という用語が初めて使
われ、すでに15年が過ぎようとしていま
す。この間、地域包括ケアシステムの構

築は高齢者ベースで進められてきました。
　一方で、少子高齢化の進行や制度のはざまで適切な支
援を受けられない人の増加により、地域包括ケアシステ
ムのさらなる深化を目指し、2015年新たな福祉の提供ビ
ジョンが示され、2016年「ニッポン一億総活躍プラン」、

2017年「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部の設置
等を行い、厚生労働省は改革の基本コンセプトとして
「地域共生社会」の実現を目指しています。
　法律は縦割りですが、地域ではそのような区別は存在
していません。この分科会では一般就労や福祉的就労、
地域生活、共生社会の実現、相談支援等の様々な視点で
「障がい者が地域の人々とともに生きる地域」をどうつ
くるかを議論するとともに、今後の課題も整理していき
たいと思います。
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第２部パネル

発言要旨

〇障害者が地域で自分らしく暮らしてい
　くためには、福祉サービス、就労支援
　サービスとともに、医療サービス、住
　まいの支援、さらにはちょっとした声

掛け、見守りといった「地域での助け合い」が必要で
す。こうした支援は、高齢者支援の分野では、「地域包
括ケア」の名のもとに進められてきています。障害分
野でも、精神分野における地域包括ケアの資料が厚労
省からだされており、今後は、広く、障害分野全般で
も、同様の考え方、名称のもとに進めていくと、各分
野の共通点が見えてくると思います。例えば、障害分
野と介護分野の共生型サービスもこの流れでみるとわ
かりやすいですし、障害分野で重要な柱にされている
「就労や社会参加」という観点が認知症の人などにと
って大事であることが理解されやすいと思います。

〇地域に目を向けると、障害者や高齢者だけでなくサポ
ートを要する人々が多くいます。例えば、障害のお子
さんを抱えた親が高齢化して要介護状態であるという
世帯や刑務所出所者のように従来の制度の狭間にある

方などです。こうした方を広く支えていくためには、
従来のような分野別の取組みだけではなく、分野横断
的な支援が必要です。障害者を含めたすべての人の共
生を目指して、分野や制度を横断する形で支える仕組
みが必要で、これが地域共生社会の考え方です。

〇地域共生社会に向けた地域づくりの面では、たとえば、
いくつかの障害者をはじめ様々な人が気軽に立ち寄れ
る居場所づくり、子ども食堂のような地域の食堂づく
りのような「助け合いの地域づくり」がまず重要です。
さらには、「農福連携」など、障害者や高齢者の方など
が役割をもって活躍できる場づくり、地域づくりも重
要です。こうした取組みは、本人のためになるだけで
なく、地域の維持、活性化につながります。

〇こうした地域づくりのためには、何よりも、地域にあ
る、人、場所などのリソース（この中には、社会福祉
法人や民間企業なども含む）をつなげていくコーディ
ネーターの役割が重要です。こうした人を多数養成す
るとともにその活動を後押しする取組みに、自治体は
従来以上に取り組んでほしいと思います。

生年月日　昭和34年11月30日　（59歳）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
学歴　昭和57年東京大学法学部卒業

職歴
昭和57年４月	 厚生省採用
平成16年７月	 文部科学省初等中等教育局幼児教育課長
平成18年９月	 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長
平成20年７月	 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
	 企画課長　
平成22年７月	 厚生労働省大臣官房人事課長
平成23年８月	 厚生労働省大臣官房審議官（年金担当）
平成25年７月	 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長     
平成26年７月	 厚生労働省大臣官房長
平成28年６月	 厚生労働省老健局長
平成29年７月	 厚生労働省厚生労働事務次官
平成30年７月	 退官

経  歴  等

■ アドバイザー
前厚生労働事務次官

蒲原  基道　

◎全体シンポジウム
　にも登壇
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　福祉楽団は、2001年に設立し、現在
は千葉県と埼玉県で特別養護老人ホーム
や障害者就労支援施設など福祉事業を
経営している。事業収入は法人全体でお

よそ24億円、約500人の職員が働いている。ここでは、
福祉楽団の地域とかかわりの深い実践を３つ紹介し、
幅広い視点から地域ケアないしはコミュニティのあり方
を論じたいと思う。
事例１　恋する豚研究所
　福祉楽団の先代の理事長が養豚を経営していたこと
からその豚肉を精肉化したり、ハムやソーセージに加工
して販売するいわゆる「六次産業化」の事業をしている。
福祉施設の看板は掲げずに年間10万人以上が訪れる地
元では知れた観光名所となった。ここでは障害のある人
が働き、クリエイターと協働して事業を展開しているこ
とが強みだ。
事例２　栗源第一薪炭供給所（１Ｋ）
　恋する豚研究所のすぐ隣に農林業の拠点施設として
2018年４月から事業を開始。2019年には近隣の畑２ha
を借り受け、特産のサツマイモの栽培に取り組んでいる。
農業従事者の高齢化や耕作放棄地が地域の課題となって
いるなかで新たな担い手になることを目指している。若
年性認知症や依存症の人などが身体を動かし汗を流す。
事例３　地域ケアよしかわ「みんなの食堂」プロジェクト
　吉川市は埼玉県南部に位置し、東京郊外を走るＪＲ武
蔵野線沿線に位置する町だ。市内には、1973年に建てら
れた公団（ＵＲ）団地があり1,900世帯が暮らしている。
団地の中には「名店街」と呼ばれる商店街があるが近年
はシャッターが目立ちはじめ、寂しい雰囲気が感じられ
るようになっていた。福祉楽団では、テナントの一つを
ＵＲから借り受け、2014年に訪問介護事業を開始した。
とあるきっかけから、いわゆる「子ども食堂」の活動が
はじまる。子どもだけでなく、毎日、事業所のパソコン
を使ってYou-Tubeで美空ひばりを見に来る認知症のお

ばあちゃん、ひとり親の若いお母さん、少しだけスタッ
フの役割を担っている特別支援学校高等部生徒さんな
ど、ここの様子はさながら「みんなの食堂」となる。
　正面に縁側を配置した「地域ケアよしかわ」は、昭
和を思わせる団地商店街の中で、現代的な人々のつな
がりをつくる場所になってきている。もはや、ひとつの
訪問介護事業所を超越した存在である。

　これまでの福祉実践ないしケア実践は、科学（≒近
代科学）としての確立を目指してきた。
「アセスメント」や「地域診断（ないしは看護診断）」
と呼ばれる手法は近代科学の進展とともに20世紀に大
きく発展してきたものである。「アセスメント」するこ
とで問題の原因を特定（診断）し、それを除去もしくは
「治療」することで問題はなくなるとする考え方である。
そして、「要素」のレベルにまで分解して理解すること
で、それを再構成すれば現象が再現できると考える。
こうした「科学的な視点」は必要だし、さらに養ってい
くことは大切だろう。しかし、すでにお気づきのとおり、
「科学」だけでは地域の問題の解決は難しいし、限界
がある。これから求められるのは、クリエイティブなケ
ア実践だろう。地域と対話する姿勢が重要となり、再
現することが難しい常に一回限りの実践である。そして、
こうしたクリエイティブなケア実践では人と人の「関係
性」のあり方に注目しそれを「進化」させていくことが
大切となる。関係性を進化させるためには、ケアに携わ
る人も変わらなければならないし、地域社会や施設の
あり方も変わっていくことになる。
　これらの議論は「個人レベルのＱＯＬ」から「地域レ
ベルのＱＯＬ」を問う時代へのシフトを意味するのであ
るが、「人々が生活を継続していくための地域」という
捉え方だけでなく、「地域を継続させていくための人々
の生活」といった視座が必要であり、生活をする人と地
域を橋渡ししていく役割としてケア職が期待されている。

経  歴  等

　1978年千葉県生まれ。東京農業大学農学部卒業。日本社会事業学校研究科修了。
千葉大学看護学部中途退学。千葉大学大学院人文社会科学研究科博士前期課程修了
（学術）。
　2001年、社会福祉法人福祉楽団を設立。特別養護老人ホーム等の相談員や施設長
などを経て、現在、理事長。2012年、障害のある人にきちんとした仕事をつくるた
め株式会社恋する豚研究所設立、現在、代表取締役。

ナイチンゲール看護研究所研究員、京都大学こころの未来研究センター連携研究員、
千葉大学大学院非常勤講師、東京藝術大学非常勤講師。
主な論文に「クリエイティブなケア実践の時代へ 『ケアの六次産業化』という視点」
（週刊社会保障第2782号）。
介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士。　

社会福祉法人福祉楽団理事長

飯田  大輔

発言要旨
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「精神障がい者が隣人になり、より良い
共生社会の実現にむけて」

　現在の日本の精神保健福祉の流れは
入院治療中心から地域に住みながらの通院治療へとシ
フトしてきているが、今でも多くの方々が精神科病院に
入院されており過去からの流れが色濃く残っている。し
かし、精神科医療と抗精神病薬の発展と共に入院せず
精神科病院や精神科クリニックに外来通院する事で地
域生活を送っておられる方々も増え、徐々に自宅で地
域生活を送りながら治療を継続しているケースも増え
つつある。
　地域生活者としての私たち精神障がい者にとって、
「現代社会は生活しやすいのか」を考えてみると私の
経験では多少の地域差はあっても差別意識や偏見が精
神障がい者の暮らしに与える影響は大きいと感じている。
それは地域コミュニティの中に自分の居場所を求めても
精神障がい者のレッテルを張られる事があると一市民と
して見られることは少なく、「精神障害者の○○さん」
「統合失調症の△△さん」と障がい名や疾患名が先行
し、「怖い」「不気味」「理解不能」などの負のイメージ
が付きまとい、上手く溶け込めず地域コミュニティに入
れない。精神障がい者が地域生活を送る時は当事者の
自己努力も欠かせないが、歴史的な背景や現状を踏ま
えた上で何が精神障がい者にとって生きづらさを感じる
のかに焦点を当てた取り組みが必要だと思う。精神障

がい者支援を行う上で「その人らしさ（個性・特徴な
ど）」を中心として社会のルール・マナー・モラルから
大きく外れない範囲で同じ地域に住む市民としての関わ
りが必要で、「何が病気」で「何が障害」なのかを十分
に理解し、孤立せずに一緒に地域社会の担い手となれ
るような関わりが必要となる。また近年は障がい者雇用
が増えはじめ精神障がい者が企業等に就労しているケ
ースも増えている。これは先ほども述べたように精神科
医療と抗精神病薬の発展もあり、地域で暮らす精神障
がい者が働くための土壌が整い始めてきたことや、元々
働きたいと思っていた精神障がい者が自らの能力を評価
して欲しいと声を上げ始めてきたことが現れたと感じて
いる。病気や障害が有れども同じ社会を生きるものとし
て正直に働きたいと思う事は自然であり、自分の能力を
発揮して対価を得る事は当然の事である。私が日本の
障害者福祉の片隅に身を置く存在として考える事は、今
後の地域社会で生活し職業人生活を送る方の多くは病
気や障害を意識した生活だけに限らず、負のレッテルを
張り直す意味でも精神障がい者が社会進出していく事
は日本社会にとっても精神障がい者にとっても「共生社
会の中に精神障がい者も住みやすい街をつくる」ことに
向けた取り組みとなる。共生社会とは精神障がい者が
一方的な権利主張をするのではなく、合理的な配慮を
求めつつ社会性を取り戻していく作業を丁寧にすること
であり、それがより良い共生社会の実現となると考えて
いる。

経  歴  等

平成　8年　3月　　関東学院大学工学部第二部機械工学科卒業
平成19年12月　　医療法人精翠会吉田病院地域生活支援センター翠
平成25年　4月　　医療法人常清会尾辻病院アウトリーチチームプラス1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　就労継続支援事業所ライダー
平成27年　4月～　一般社団法人ソラティオ相談支援センターあらかわ
平成27年　4月～　一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構　

代表理事
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
内閣府障害者政策委員会第４期委員専門委員
厚生労働省社会保障審議会障害者部会委員
相談支援の質の向上に向けた検討会構成員
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
精神障がい者ピアサポート専門員・精神保健福祉士・相談支援専門員・サービス管理
責任者

一般社団法人日本メンタルヘ
ルスピアサポート専門員研修
機構代表理事

内布  智之

発言要旨
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社会福祉法人ゆうゆう理事長

大原  裕介

経  歴  等

　平成15年に北海道医療大学ボランティアセンターとして設立。
　学生による任意事業の障がい児預かりサービスや0歳から96歳までの生活支援サービ
ス等を3年間実施。
　卒業後、ＮＰＯ法人当別町青少年活動センターゆうゆう24（現在「社会福祉法人ゆう
ゆう」）を起業する。
　人口減少時代における、あらゆる住民がそれぞれの立場を超えた支え合いによって福
祉的実践を構築する共生型事業や国内外のアールブリュット事業の発信、民間活力を活
用した社会的事業の研究など、社会に必要とされる様々な実践を創り続ける。
　北海道医療大学の客員教授として、福祉現場の魅力を伝え後進者を育成するほか、
ＮＰＯ法人全国地域生活支援ネットワーク代表理事として様々な政策の提言にも関わる。

発言要旨

◯社会福祉法人ゆうゆうの前身団体は、
平成15年に立ち上げた北海道医療大学学
生ボランティアセンターである。地域の
ニーズをリサーチしていくなかで、福祉

的サービス資源が乏しいがゆえに様々な困難を抱えてい
る障害児とその保護者と出会う。学生という立場で実施
できるサービスは限られているなかで、障害児者を対象
としたレスパイトサービスを立ち上げ、その後3年間運営
をしてきた。サービス提供のなかで、特に私たちが苦労
したことは保護者が障害児であるわが子の存在を隠した
いという実態が存在するということであった。できれば
人目のつかないところでサービスを提供してほしいとい
う保護者と幾度も対峙してきた。
◯保護者の想いは理解しつつも、違和感を感じていた私
たちは建物のなかだけの支援ではなく、「あえて」、地域
に飛び出し、地域全体を資源と考えたサービスの可視化
に努めた。
◯サービスの可視化は、障害児者と地域住民との自然な
出会いを創出することにつながり、お互いの存在を認知
し、声を掛け合う関係性が着実に構築された。保護者も
自分の子どもに「大きくなったね」と声をかける知らな
い地域住民の存在に出会い、閉ざされていた心が少しず
つ柔らかくなっていくことにも繋がる。
◯サービスの可視化は、もうひとつ新たなシステムを生
み出すこととなる。障害児と大学生がまちなかの日常に
なった頃、様々な機関や個人から、自分たちもサービス
を使えないのか、という問い合わせを受けることになる。

乳幼児や要介護者レスパイトや不登校の子どもに対する
学習支援などのニーズであった。年齢や障害種別等に応
じた縦割りのサービスの他に、そこから漏れゆくニーズ
に対する全世代対応型のサービス提供の必然性を感じる
3年間であった。
◯そして、支えられる側の人が支える側になることの有
効性も同時に学ぶこととなる。断らないことを目指して
いた私たちが、どうしても応えきれないサービス依頼を
受けることとなった。0歳児の預かり支援である。これば
かりはどうにもならない。そこで私たちは、普段支えら
れる側にいる障害児の保護者にサービス提供の依頼をし
た。快く引き受けてくれたこの方々から、サービスを提
供するごとに自分が必要とされているという実感からく
る自尊心が回復していく様を感じることができた。
◯私たちは、先述した礎をもとに、平成17年に障害児者
の公的サービスと地域におけるあらゆるニーズに応える
インフォーマルサービスを組み合わせたＮＰＯ法人を起
業することとなる。
◯起業から15年目を迎えた。わがまちの人口減少や少子
高齢化による地域衰退は顕著である。地域の商店街は閑
散としており、産業の担い手は不足の一途をたどり、跡
取りを見込めない農業者からは憂いの声しか聞こえない。
将来に対して漫然とした不安感が漂っている。
◯しかしながら、このような時代だからこそ、福祉をベ
ースにした地域産業や経済を循環させる仕組みを創発す
ることができるのである。
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経  歴  等

発言要旨

〇はじまり
　滋賀県栗東市に生まれ育ち、平成９年
４月湖南市の社会福祉法人大木会もみじ
寮（入所施設）に就職し12年間、障害者

福祉の『共に暮らす』の実践をたくさん学ばせていただ
きました。その後、平成21年４月にＮＰＯ法人縁活を設
立。多くのご縁のおかげで始めることができたので、法
人の名前は、ご縁を活かすという意味の『縁活』です。
障害者の住まいの提供をしたくて、グループホームを立
ち上げたのが始まりです。
　生まれ育った街に、皆と共に暮らすことを決めました。
そして自治会にも積極的に参加し、地域住民の一員とな
れるようにスタートしました。10年経った今は、自治会
に居なくてはならない存在になっている方もおられます。
〇おもや
　平成23年に父より農地を預かることとなり、おもや
（就労継続B型）を開所して、手探りで無農薬有機栽培
を行う中で、自然栽培という農法に出会い全面自然栽培
に切り替えました。皆で畑を耕し、陽に当たり、作物に
触れ、自然を感じ共に笑い仕事することを大切にしてい
ます。畑をしながらよく考えることがあるんです。『いい
土と、いい社会』について。
〇いい土といい社会
　いい土（人にとって）といい社会の考え方は近いんだ
と。いい土はティースプーン一杯に数億の虫や微生物や
菌などがいるといわれています。それらが拮抗しあいな
がら絶妙なバランスが取れている状態がいい土なんだと
思います。
　いい社会も同じように思います。いろんな人たちが共
生し、絶妙なバランスが取れている状態がいい社会なん
だと思います。
　いい土の作り方は、水分40から60パーセントくらいを
保ち、食物繊維を混ぜ込み空気が入るようにすることで

好気性の菌が活性化します。あとは勝手にいい土となっ
ていきます。
　では、いい社会の作り方は、知りたくないですか。
（私が勝手に思う）いい社会の作り方は、食、住を保ち、
異なる考え、物、人が入り込むことで、若者（わくわく
心）が活性化していきます。あとは勝手にいい社会にな
っていく。
　縁活では、地域の中で、グループホームの（住）、 農
の（食）を保ち、ワクワク心を大切にしながら、今まで
にない取り組みをこの街に織り込んでいくことを大切に
やっております。
〇社会を豊かに（オーガニックなつながり）
　現在は、おもやの畑でとれた自然栽培の米や野菜を使
った飲食店オモヤキッチンとカフェを営業し地域のお客
様のコミュニティの場となっております。
　また、農を感じてもらいたい、野菜は買うだけでなく、
自分で作ることもできることを体験してほしい。そこで、
体験型のオーガニック農園を始めて若年層のご家族が気
軽に農に関わってもらえる場所を作りました。
　そして龍谷大学や近所の学童保育の子どもらと蒟蒻作
りの体験を始めて、栗東の特産品である蒟蒻をもっと広
げようと『栗東529プロジェクト』として活動していま
す。
〇自己実現をめざす
　自己実現とは、自分たちが自分らしく生きることだと
思います。
　自分らしく生きるためにはまず自分のことを知ること、
自分のことを好きになること。そこで、社会の困ったに
関わり、たくさんの「ありがとう」をもらって、自分の
ことを好きになってもいいと気付いてほしい。生きてい
る意味はあると気付いてほしい。次にこんなことやって
みようかなって。なってくれたら私は最高に嬉しくなり
ます。

　平成９年に社会福祉法人大木会に就職し事務員、生活支援員を務め、在職期間中の
平成21年特定非営利活動法人縁活を設立し、障害者の住まいの支援（グループホーム
すうほ）を立ち上げる。平成22年３月に社会福祉法人大木会を退職し、同年４月に特
定非営利活動法人縁活代表に就き、平成23年４月に「農業の仕事がもっと福祉とつな
がったらいいのに」と思い、おもや（就労継続支援Ｂ型）を立ち上げ自然栽培にチャ
レンジする。平成24年に自立型グループホームたちきの実を立ち上げる。平成27年３
月には「みんなで働けるおいしいオーガニックの飲食店があったらいいのに」という
思いで、オモヤ☆キッチンを開業する。
　福祉から始まり、農業や食につなげて、みなで働き、楽しく暮らす小さな街を育て
ていくことを大切にしています。特定非営利活動法人縁活代表

杉田  健一　
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認知症の人が地域の人々とともに生きる地域を
どうつくるか

　2015年1月に認知症国家戦略として
（認知症に優しい地域づくりに向けて）
新オレンジプランが策定されました。政
府が進める認知症施策推進大綱は予防と

共生を車の両輪として施策を推進するとしています。脳
血管性認知症とアルツハイマー型認知症の混在型が多
い中、認知症予防はできるのかの疑問をさておき、何を
予防目的にするのかについても明確な議論がないまま、
最近の報道等では今後10年間で70歳台の認知症の発症
を1歳遅らせ、その認知症有病率を相対的に約1割低下
させる数値目標の議論が目立ち、認知症にならないた
めの予防に重点を置いたかのような印象があります。
　認知症の予防法、診断法、治療法等の研究開発も重
要ではありますが、これによりあたかも認知症も自己責
任であるかのような状況を招きかねなく、根拠なく誤解
をする一部の国民や企業関係者を増やすことも危惧さ
れています。新オレンジプランでは正しい意味での予防
や医療、研究開発も大切にしつつ、認知症の人やその
家族の視点を重視することも取り上げており、本来、常
に認知症の人の立場に立ち、認知症の人とその家族の
意向の尊重を基本に据えて、国民の理解の促進や認知
症の人の社会参加、認知症の人にやさしい地域社会づ
くりこそ今後の施策の中心に据えるべきではないのかと
考えます。

　現在全国の市町村には一人暮らし、高齢者世帯の双
方とも認知症の方が暮らしています。介護保険制度の
みではこうした方の生活を支えることは困難な状況にあ
ります。一方全国の市町村では認知症に優しいまちづく
りが行われ、市民同士で支えあうことも行われています。
お互いに見守り支援をし、生活の基盤を作り、相談する
事業が各地域で行われています。
　こうしたことを社会保障として行う個人の自律支援、
すなわち個人が人格的に自律した存在として主体的に自
らの生き方を支えていくことを可能とするための条件整
備であるととらえるならば、自律支援の目的は、それを
通じて認知症者が結果として自らの主体的な生き方を
実現する事であり、それは地域において認知症の方を
支えていく根源的な問題でもあります。
　介護保険制度も家族も限界だから地域で暮らすこと
が出来ないのではなく、人々が非自立状態にある場合、
様々な施策を通じて、自立した状態になるように公的な
支援が行われる必要があり、さらに自立する事が最終目
的ではなく、自立支援を通じて自律的な生き方が達成さ
れることを基本的概念としなければなりません。したが
って公的な介護保険等のサービスが認知症の人を支え
る限界にあるならば、それは介護保険の限界としてであ
り、地域社会はさらなる生活を可能とする施策をとるこ
とこそが、新しい日本の社会保障の姿であると考えます。

1967　早稲田大学第一商学部卒業
1979　帝京大学医学部卒業　
	 帝京大学病院第一外科・救急救命センターなどを経て
1990　東京都国立市に新田クリニック開設　在宅医療を開始
1992　医療法人社団つくし会設立　理事長に就任し現在に至る

資格・公職等
医学博士、日本外科学会外科専門医、日本消化器病学会専門医、日本医師会認定産
業医
全国在宅療養支援診療所連絡会会長、日本在宅ケアアライアンス議長、日本臨床倫理
学会理事長、福祉フォーラム・東北会長、福祉フォーラム・ジャパン副会長

発言要旨

■ 進行役
医療法人社団
つくし会理事長

新田  國夫
◎第3部パネル  分科会53
　にも登壇

経  歴  等
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経  歴  等

厚生労働省老健局長

大島  一博
◎�第1部パネル  分科会1　

にも登壇

1987（昭和62）年4月　厚生省入省
社会福祉、廃棄物処理、健康増進等を担当後、 1995年から3年間北九州市役所勤務
その後、厚生労働省で介護保険、医療保険等を担当し、内閣府・内閣官房に出向

2012年 9月　厚生労働省保険局保険課長

2013年 7月　厚生労働省保険局総務課長

2015年10月　内閣官房 健康・医療戦略室次長  兼  一億総活躍推進室次長

2017年 7月　内閣府　大臣官房審議官

2018年 7月　厚生労働省老健局長
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元厚生労働審議官・老健局長

原  勝則
◎全体シンポジウム
◎�第1部パネル  分科会4　

にも登壇

経  歴  等

　1955年４月佐賀県生まれ。1979年厚生省に入省。環境庁や静岡県（民生部障害福
祉課長）への出向等を経て、1998年内閣官房内閣参事官、2000年健康政策局経済課長、
2002年保険局国民健康保険課長、2004年医政局総務課長、2006年内閣官房内閣審議
官、2010年内閣総務官、2012年老健局長、2014年厚生労働審議官、2015年10月に厚
生労働省を退職。2016年６月末より公益社団法人国民健康保険中央会理事長。2018
年６月さわやか福祉財団評議員に就任。
　老健局長として、2014年の介護保険制度改革において、自助（健康づくり・介護予
防）と互助（住民主体の助け合い）の取組による地域づくりを推進するための地域支援
事業の改正等に携わる。

発言要旨

1. 我が国における認知症施策の取組
　認知症の人へのケアは、長らく精神病
院での入院治療か、家族による介護が中
心だったが、認知症の人の尊厳ある生活

の確保という面では大きな問題があった。昭和38年に特
別養護老人ホームによる入所サービスが始まったが、認
知症の方のニーズに応えるためには、併せて在宅サービ
スの提供・充実が必要であり、このため、平成に入り、
認知症対応型デイサービスセンターや認知症対応型グル
ープホームが相次いで創設された。
　こうした認知症の人への介護サービスの確保と質の向
上は平成12年の介護保険制度の創設で大きく改善するこ
ととなるが、早期受診・対応の遅れによる認知症症状の
悪化やサービス従事者の研修・育成、家族の負担軽減、
施策推進のための財源の確保など、依然として課題も多
く残ることとなった。
　このため、認知症の人の意思が尊重され、できる限り
住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる
社会の実現をめざして、そのための施策を具体的な数値
目標も含めて総合的にとりまとめたのが、平成24年の
「認知症施策推進5か年計画」（オレンジプラン）であり、
その後継である平成27年の「認知症施策推進総合戦略」
（新オレンジプラン）であった。
　
2. 平成26年の介護保険制度改革で考えたこと、取り組ん

だこと
　当時、私は老健局長として2025年の地域包括ケアシ
ステムの構築に向けて介護政策を検討し、進めていく立

場にあったが、人口の急速な高齢化に伴って認知症の人
が大幅に増加していくこと、また一人暮らしの高齢世帯
が増えていくことに、どう対応していくかが局内で大き
な課題となっていた。
　国会で認知症の人の行方不明が1万を超えるといった
実態が明らかとなり、徘徊する高齢者の死亡事故が社会
問題となる中で、例えば、一人暮らしの認知症の方の見
守りをどうしていくのか。老健局で議論を重ねていった
が、たどり着いた結論は、隣近所の住民を中心に、地域
全体で見守るしかない、ということであった。ヘルパー
などの専門職が対応するのでは介護保険の財源の制約も
あるし、そもそも人材が不足していた。ちょうど地域包
括ケア実現のアプローチの一つとして、自助（健康づく
り・介護予防）と互助（住民主体の助け合い）の取組を
介護保険制度の地域支援事業の中で進めていけないか議
論をしていたことから、認知症の人の見守りこそ、この
互助のモデルではないかということになった。
　また、認知症の人の見守りは、地域全体で行うことか
ら、地域に暮らす住民一人ひとりの意識と行動に加えて、
自治会や医療・福祉施設、学校、商店、警察など、様々
な関係者との連携・協力が欠かせない。このため、平成
25年9月に11府省庁からなる「認知症高齢者等にやさし
い地域づくりに関する関係省庁連絡会議」を設置し、施
策分野横断的・総合的に取り組むこととした。会議の名
称にもあるとおり、地域包括ケアの実現は地域づくりそ
のものであり、認知症の人を地域で支えることの意義の
一つがここにあるのではないだろうか。
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社会福祉法人
浴風会ケアスクール校長

服部  安子

経  歴  等

「地域で暮らしていく」「ノーマライゼーションを具現化する」の2つを目指して、制度
に先駆け「施設」から「地域」へと、障害児福祉・老人福祉の地域実践に携わる。ま
た、介護家族の支援や相談を30年以上実践してきた。特別養護老人ホーム・高齢者在
宅サービスセンター・介護老人保健施設の立ち上げ、開設運営部長、法人老人部門統
括部長、高齢者在宅サービスセンター長、介護老人保健施設副施設長（兼居宅事業所
長・相談室長）、日本大学歯学部・日本社会事業大学大学院非常勤講師等を経て、現在
は社会福祉法人浴風会本部「浴風会ケアスクール」校長、東京都認知症指導者研修講
師等を務める。ケアスクールでは介護人材の養成研修や講座の企画、認知症介護家族
会「よくふう・語ろう会」等を運営。平成25年度より、誰もが気軽に立ち寄れる「地
域のとまり木」を目指してコミュ二ティカフェ「オレンジリボンウッド」（ＷＡＭのモ
デル事業に選出される）を毎月2回開催している。その他、認知症介護家族会の立ち上
げ、運営14年になる。

著書『中高年からのしあわせライフ　いまからはじめる口腔ケア』編著　学建書院
　　ＤＶＤ『認知症の人といっしょに生きる』（3編）企画編集　中央法規
　　『働きながらできる家族の介護』No.1～No.3巻　ＩＥＣ単著
　　『初任者研修・職務の理解ＤＶＤ7編』企画編集　長寿社会開発センター
　　『都市型居場所づくりハンドブック』付録ＤＶＤ14編　企画編集単著
　　『地域貢献事業40の実践例』編著　日総研
　　『認知症ケアの真髄』（近刊）フジメディカル出版

発言要旨

「～認知症の家族をどう支えるか～」　

　認知症になっても地域で安心して暮ら
していくためには、当事者支援はもとよ

り、介護家族の支援が不可欠です。
　認知症は、当事者に計り知れないつらさがあることは
言うに及びませんが、それを見守る家族の悩みも大変深
く、当事者と家族が二重の苦しみに苛まれる病です。10
年、15年と長期化する24時間休みのない日々に、家族の
「その人らしさ」が見失われるほど心身ともに疲労困憊
し、虐待や無理心中という最悪の結末になってしまうこ
ともあるのです。
　東京都杉並区（人口約57万人、高齢化率20.8％）は大
都市圏にあり、核家族や共働きが多い地域です。健康で
あれば生活に不自由はなく、相互不可侵のプライバシー
も守られる一方、地縁・血縁的な濃密な人間関係とは決
別した生活ともいえます。もしも家族が要介護、ことに
認知症となり、予想だにしていなかった昼夜逆転や徘徊
等の周辺症状が表れると、地域社会が機能していない都
市生活者ゆえ、孤立した困難な介護状況を強いられるこ
とになります。
　私は40年間福祉の現場に携わるなかで、苦悩するご家
族の相談を受けるために、平成18年「認知症介護家族
会」を発足しました。「いつでも、誰でも、気兼ねなく参
加し、相互に支えあう」をモットーに毎月1回開催し、30
家族ほどが参加しています。今は参加者によって「よく

ふう・語ろう会」と名づけられているこの会の特徴は
「参加者のニーズに応じたミニ講座」と「ピアカウンセ
リング」を取り入れていることです。同じ悩みや戸惑い
などを共有することで、「ここに来て初めて自分の気持ち
や辛さを吐き出せた」「決してよそでは言えないことをこ
こでなら言える」と述べられ、個別の訪室や電話相談も
増えています。回を重ねるごとに、うつや閉塞状態にあ
ったご家族が、体験談を語るシンポジストとして活動、
趣味の写真展や絵画展への出品、大学院へ入学、コミュ
ニティカフェの展開など、自分の人生に積極的に向き合
う姿勢も増えてきました。自らの体験を活かし、「支えら
れる」側から「支える」側として新しい参加者にアドバ
イザーとして接する姿もあります。
　介護者の心を受け止め、「介護者が変われば、介護も変
わる」ことを地域でどう支援できるのかが家族会の大き
な役割です。「認知症は特別なことではなく、誰にでも起
こりうる病気」という共通理解の上に、助けを求める人
にはいつでも必要な支援が提供され、適切なケア情報が
いきわたるシステムを実現するためにも、家族会が地域
のあちこちで細胞分裂のように増え、成長していくこと
が望まれます。
「家族会に来られない人々こそが、本当に助けを必要と
している」という思いを忘れずに、家族の“その人らし
さ”を受容し応援できる地域社会をめざし、地域ケアの
一助となるべくこれからも活動していきたいと思います。
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生活困窮の人が地域の人々とともに生きる地域を
どうつくるか

■ 進行役
社会福祉法人豊中市社会福祉
協議会福祉推進室長

勝部  麗子
◎第3部パネル  分科会44
　にも登壇

経  歴  等

発言要旨

生活困窮者自立支援事業を通じた
地域づくり

　生活困窮者自立支援事業が始まり、4年
目を迎えます。全国で始まった制度の狭間の課題を断ら
ないという福祉の始まりでした。
　このことにより、全国の窓口でゴミ屋敷、引きこもり、
8050問題、子どもの貧困、多重問題等これまでの縦割り
では解決できない様々な課題に直面してきました。
　制度の狭間の問題はいったいどのように解決していく
のでしょうか。
　この分科会では、制度の狭間の課題を住民と共同で解
決していく様々な取り組みを大阪・豊中の事例等で紹介
していきます。
　豊中では生活困窮者自立支援を通じた地域共生社会を
4つの視点で進めています。
①一人も取りこぼさない
　ＳＯＳを出せない人をどのように早期に発見してい
くのか。関係機関の連携に加えて地域住民の日ごろ
の見守りやつながりを通じた発見活動がポイントに
なります。また、地域住民による見守りローラー作
戦などＳＯＳを出せない人に相談窓口の情報を届け

るという取り組みです。
②排除から包摂へ
　ゴミ屋敷、アルコール依存などの地域で「困った
人」と見られている人の抱える「困っている問題」
を知ることから地域住民がコンフリクトするのでは
なく、包摂していくという地域づくりを地域住民と
作っていきます。

③支えられていた人が支える人に
　引きこもり状態にあった若者たちの支援を通じて、
地域の課題を支える側に変わっていく取り組みです。
アウトリーチをし、居場所づくり、中間的就労、そ
して地域の個人商店の支援や、高齢化した団地の草
引き、新聞配達、高齢者宅の電球交換や家具の移動
などの生活支援サービスの実施まで。支えられてい
た人は支える人に変わっていきます。

④すべての人に居場所と役割を
　どんな人もすべての人に居場所と役割をという視点
での支援はこれまでの制度に当てはめる福祉を超え
て、様々な人たちの社会参加を進め、豊かな地域づ
くりをはぐくんでいくことになります。

　　現場で活動している実践者たちとともに学びを深
めます。

1987（昭和62）年入職以来、ボランティアセンター、小地域福祉ネットワーク活動、
当事者組織など、地域組織化や地域福祉活動計画に携わる。2004（平成16）年度より
始まった、大阪府地域福祉支援計画のコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）設立
事業の一期生となる。
現在は、ＣＳＷとして制度の狭間の課題を解決するプロジェクトの立ち上げ等に取り組
んでいる。また、厚生労働省社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する
特別部会に委員として参加。
2014（平成26）年4月から放映のＮＨＫドラマ10「サイレントプア」のモデルとな
り、同ドラマの監修を務めた。7月には「プロフェッショナル仕事の流儀」に出演。
2016年厚生労働省地域力強化検討会委員として参加、2017年より厚生労働省社会保障
審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」委員として参加。

他、豊中市から登壇される方々
大岩　正明	 豊中市小売商業団体連合会事務局長
中村　龍男	 中村新聞舗代表
三好　禎子	 豊中市原田校区福祉委員会遊友室長
田村　泰子	 豊中市原田校区福祉委員会遊友スタッフ
戸谷　文代	 豊中市原田校区福祉委員会遊友スタッフ
増山　志津子	 豊中市庄内南校区社会福祉協議会会長
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第２部パネル

経  歴  等 経  歴  等

一般社団法人
音別ふき蕗団代表理事

伊藤  まり
一般社団法人釧路社会的
企業創造協議会副代表

櫛部  武俊

発言要旨

中間的就労で人と地域を支える
～釧路市音別町の音別ふき蕗団の事例を
　通じて～

①中間的就労という発想の源
　1990年代後半から漁業、石炭、紙パルプという資
源で成り立っていた釧路の地域経済が衰退した。その
結果、釧路市では1997年から生活保護受給世帯が増
加し、2013年には18万市民の5％が保護を受けること
となった。2004年地域経済の衰退を背負っていた生
活保護の分野で「自立支援プログラム」の取り組みが
始まった。生活保護における自立がこれまでの経済的
自立＝保護廃止という自立から、受けながらの社会生
活自立、日常生活自立があるという国の自立論を受け
てモデル事業として始まった。市民的な検討会を経て
取り組まれた自立支援プログラムは試行錯誤の結果
「釧路モデル」と言われることになった。
　その特徴は生活保護を受けている方がハローワーク
にあるお金が発生する一般就労ではないが、しかし、
家に籠もっているわけではなく公園整備や介護の中で
の話し相手になるといったようないわば「ボランティ
ア活動」「社会参加」する取り組みだ。
　その中で生まれたこと、発見したこと、気づかされ
たことに釧路モデルの魂がある。それは当事者の自尊
心、自己肯定感こそ人を支えるということだった。「私
は今まで褒められたことがない。ボランティア先で利
用者さんに褒められて嬉しい」という母子家庭の母親。
60歳を過ぎたおっちゃんは「俺にも人を心配する良い
ところがあるんだな。この歳でも自分を変えることは
できるんだ」と…。お金が発生しているわけではない

けれど、家で寝ているしかないのでもなく自尊心を育
む取り組みを私たちは「中間的就労」と呼んだ。

②生活困窮者自立支援制度に繋がって
　こうした取り組みが生活困窮者自立支援制度成立を
後押しした。「複合的な困難と孤立」と言う課題はこの
取り組みのコアである。個別支援、寄り添うことから
始まるが、同時にそのためには希望を持って生きるに
たる地域づくり、場が必要である。
　2年前から包括的取り組みを展開してきた。すなわ
ち「みはらかがやき食堂」や「お寺食堂」等に加えて
限界集落化した釧路市の合併地域である音別町で音別
部会を立ち上げた。その中で地域の離農農家を中心に
「音別ふき蕗団」を結成した。
　ここでは特産の2メートルにもなる蕗を畑で栽培す
る中間的就労の場を創出し、先々栽培するだけではな
く製品作りや販売までを展望している。この取り組み
は、「単に一般的就労に結びつけるための準備段階とか
職業訓練のようなものでなく生きる力、生活する力の
場」（ふき蕗団代表伊藤まり）を目指している。しかも
この活動は離農農家だけではなく、町内の障がい者施
設利用者、引きこもり状態の若者たち、生活保護世帯、
生活困窮者、東京のクリエーターや豊中あぐりなどの
関係者、地元企業、行政や金融機関など多様な地域の
人たちに支えられて取り組まれていることが特徴であ
る。この取り組みを推進する母体は（一社）釧路社会
的企業創造協議会の地域の協議体「音別部会」である。
この音別部会はこうした取り組みを次の言葉で言い表
している。「ふきで音別町が有名になり、若い人から年
配の方までどんな人も自信を持ってイキイキと暮らせ
る」。

釧路市で長らく看護職に従事、
2014年退職。知人からの誘い
で生活困窮者の自立支援を行う

1975年釧路市奉職、以来13年
間障がい児施設職員、23年間生
活保護ケースワーカー。その間、

（一社）釧路社会的企業創造協議会の活動に参加。そこ
で、色々な事情で働きたくても働けない人々の存在を知
り、2017年3月から住民と行政・企業関係者らがこれから
の地域のあり方をテーマにワークショップを複数回開
催。地域に根差した特産品であるフキを生かしたまちづ
くりを進めようと、有志4名により同年5月に（一社）音
別ふき蕗団を立ち上げ代表理事に就任。生活困窮者の雇
用創出や地域活性化に取り組み中。

釧路市生活福祉事務所主幹として「生活保護世帯自立支
援釧路モデル」を牽引。2011年3月釧路市定年退職。20
12年から（一社）釧路社会的企業創造協議会を立ち上げ、
副代表として生活困窮者の働く場づくり、支援される側
が支援に回る仕組みづくりを担う。「生活保護受給者の社
会的居場所づくりと新しい公共に関する研究会」「社会保
障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部
会」「地域力強化検討会」「生活困窮者自立支援論点整理
委員会」など国の委員を歴任。
（一社）生活困窮者自立支援全国ネットワーク理事
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23
第２部パネル

刑余者などの人が地域の人々とともに生きる地域を
どうつくるか

○どんな刑余者も当たり前のように人々
が受入れ、共に地域で普通に（前科前歴
を特に隠すこともなく）暮らせるように
なったら、その社会はまぎれもなく本物

の地域共生社会になるであろう。そこでは、認知症者
も障がい者も共に幸せに暮らすことができるであろう。
○その中で、何とか刑余者が普通に生きていけるように
したいと情熱を燃やし、西村さん以外のパネリストは、
個人の力で、周りの熱いボランティアを巻き込み、それ
ぞれのやり方で支援活動を展開してこられ、西村さんも
法務省保護局OBのボランティア組織の中で、難しい支
援活動に取り組んでおられる。
○これらの活動はいずれもまことに貴いもので、個々の
刑余者の更生の大きな力となっているが、面としての地
域社会を巻き込み、その根強い差別意識を払拭するに
は、まだまだ力が足りない。
○このパネルは、そこをどうするかの難題に挑むのであ
るが、まず刑余者問題を福祉の視点から見ると、刑余
者は、厚労省が仕組みをつくる一般人向けの福祉を実
態上受けがたい面があることが大きな課題である。福
祉による支援ルートと更生保護ルートが別物なのである。
○ただ、最近福祉分野においても生活困窮者に対する
包括的支援ルートが開かれた。刑余者もこのルートに
乗ると共に、生活困窮者ルートが公私の刑余者支援活

動と連携を強めることが望まれる。
○次に刑余者問題を差別をなくす視点から見ると、刑
余者に対する人々の差別は、認知症者に対するそれ以
上に強いものがあるため、かなりの刑余者は、前科前
歴を社会にひた隠しにして生活している。この姿勢が本
人の自己肯定感を損ない向上意欲を失わせており、支
援によって就労機会を得ても挫折してしまう原因になっ
ている。
○したがって、刑余者であってその事実を隠して生きよ
うとする人々に対しては、たとえ経済的に自立したとし
ても、理解し励ます精神的伴走者が必要である。
○中本さん、玄さん、山本さん、村木さんらは、精神的
伴走者の役割も果たしておられるが、希有な人しか伴
走役を果たしてくれないのでは社会的解決は困難であ
る。刑余者が戻るどの地域にも精神的伴走者が欲しい。
○認知症者については、認知症を理解するサポーター
が14年にわたって養成され、この度の厚労省の認知症
対策で、数名のサポーターチームが特定の認知症者を
支える仕組みが考案された。そこまで大がかりでなくて
も良いが、それに似たプランが実施できないだろうか。
それが地域の根強い差別感に穴を開けて行くように思う。
○素敵なパネリストの智恵を存分に引き出したいと目論
んでいる。

　京都府生まれ、京都大学卒業、85歳。
　1961年より30年間検事として、各地６つの検察庁及び法務省、在米日本大使館に
勤務。人間の弱さと強さ、社会の温かさと冷たさ、法制度のあり方などを学ぶ。
　1991年弁護士。同時にさわやか福祉推進センター（現公益財団法人さわやか福祉
財団）開設。「新しいふれあい社会の創造」を旗印に、共生社会を目指してボランテ
ィア活動・助け合い活動の普及に全力投入。
　現在、同財団会長、高齢社会ＮＧＯ連携協議会共同代表、にっぽん子ども・子育て
応援団共同代表。
　2003年高齢者介護研究会座長、10年24時間地域巡回型訪問サービスのあり方検討
会座長。その他、介護、医療、社会保障改革、税制、教育、公益法人・ＮＰＯ等に関
する各種審議会・委員会等の委員として庶民の立場で発言。

発言要旨

■ 進行役
公益財団法人
さわやか福祉財団会長

堀田  力　

◎全体シンポジウム
◎第１部パネル  分科会１
◎第３部パネル  分科会50
　にも登壇

経  歴  等
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第２部パネル

津田塾大学客員教授

村木  厚子

経  歴  等

1955年高知県生まれ。1978年高知大学卒業。同年労働省（現厚生労働省）入省。女
性政策、障がい者政策などに携わり、2008年雇用均等・児童家庭局長、2012年社会
・援護局長などを歴任。2013年7月から2015年10月まで厚生労働事務次官。
生きづらさを抱える若年女性を支援する「若草プロジェクト」の代表呼びかけ人や罪を
犯した障害者を支援する「共生社会を創る愛の基金」の顧問を務める。他に、伊藤忠
商事（株）社外取締役など

（著書）「日本型組織の病を考える」（角川新書）、「あきらめない」（日経BP社）など

発言要旨

「共生社会を創る愛の基金」「若草プロジ
ェクト」の活動を通じて学んだこと

（拘置所の中で見た景色）
　刑務所にいる人は「悪い人」「怖い人」というのが、
我々が描くイメージだ。しかし、大阪拘置所で見た受刑
者の人たちの姿は、それとは全くかけ離れたものだった。
　若くて素直な女性受刑者たちは、薬物や売春の罪で逮
捕された人たちだという。貧困や虐待、性暴力の被害な
どが引き金になることが多いという。また、高齢者や障
害を持っているであろう人たちも多かった。検事によれ
ば、お正月を刑務所で過ごすために罪を犯す人も多いと
いう。こうした人たちの姿は、福祉の世界で言う「生き
づらさを抱えた人たち」の姿そのものだ。
　
（共生社会を創る愛の基金と若草プロジェクトの目指す
もの）
　こうした光景を見たことがきっかけとなって、二つの
活動を始めた。まず第1は、「共生社会を創る愛の基金」
だ。知的障害などハンディキャップを持つ者が必要な福
祉に結び付いていないために犯罪に追い込まれ、再犯を
繰り返す、いわゆる「負の回転扉」を止めるための基金
だ。
　この問題を刑事司法関係者や市民に広く知ってもらい、
当事者を福祉や就労につなげ、犯罪に追い込まれること
を防ぐ活動を行っている。活動の中心は、調査・研究と
団体への活動助成だ。調査・研究は、当事者向けの社会
のルールを守るためのルールブックの発行や女子刑務所

の改革につながる提言など大きな成果を上げている。ま
た、各種団体の活動への助成を通じ、障害がある人が犯
罪に追い込まれることの未然防止、犯罪を犯した際に、
刑務所ではなく福祉につなぐいわゆる「入り口支援」、刑
務所出所後の支援を行う「出口支援」などの活動を支援
するとともに、この分野の社会全体の認知度を高めるこ
とに貢献している。
　第2は、「若草プロジェクト」だ。貧困や虐待など、さ
まざまな社会問題に翻弄されながら、ＳＯＳを発するこ
とができない少女・若年女性の支援を行っている。
具体的には次のような活動を行っている。
①「つなぐ」：少女たちと支援者をつなぐため、ＬＩＮＥ

相談、居場所づくりなどを行うほか、各種の支援者と
企業をつなぐお手伝いを行っている。

②「ひろめる」：社会全体の認知度を高めるため、シンポ
ジウムや広報活動を行っている。

③「まなぶ」：少女たちに接する機会のある大人が、実状
を学び、「信頼される大人」になるための連続研修の
実施や、支援マニュアルの発行を行っている。

（活動を通じて見えてきたもの）
　二つの活動を通じて、実感するのは、罪を犯した人た
ちに必要なものは「居場所」と「出番」であり、刑務所
や風俗ではなく私たちの社会がこれを提供できるかどう
かが問われているということだ。私たち一人ひとりが
「生きづらさ」を抱えることへの理解を深めること、そ
して「出来ることで支援する」という気持ちを持つこと
が重要だ。
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公益社団法人
日本駆け込み寺代表

玄  秀盛

経  歴  等

発言要旨

　地域社会の利点は、「点」ではなく
「面」であるということ。個人では支え
きれないことも地域という多様性をもっ
た場では可能になる。

　ところが、現実は、その地域社会のメリットが生かさ
れていない。故郷に帰れない刑余者が見ず知らずの特定
の保護司や支援者に支えられているケースが目立つ。
　出所前から、あるいは出所直後に日本駆け込み寺に相
談を寄せてくる人々のほとんどが「故郷には帰れない」
と言う。その理由は、「家族に迷惑がかかるから」。家族
のことを慮って帰れない。家族から「帰って来ないでほ
しい」と懇願されて帰れない。いずれにしても家族や親
戚、友人らが暮らす故郷と離れざるを得なくなる。
　そうすると、縁のない、知人のいない土地で生きてい
くことになる。しかし、そうした場所で安らぎを得るの
はむずかしい。日本駆け込み寺のある東京・歌舞伎町は、
多国籍の人々が、さまざまな過去を背負って集まって来
る。一般社会で拒絶された人たちにとっては紛れ込みや
すさがある。だからといって、心の底から関わり合いを
持てる人たちがいるわけではなく、表層的な付き合いや
利益優先の関係になってしまう。
　そこに再犯のほころびが待ち受ける。危険だと思いつ
つも一人ぼっちになるよりは……という心理が働いて犯
罪に手を染めてしまう人を数えきれないほど見てきた。
　犯罪を犯しても、人間である以上は望郷の念はある。
むしろ、長い時間を社会から切り離されて過ごした者ほ

ど故郷を愛おしく思う。
　が、その故郷が一度の過ちを拒絶する。「家族に迷惑が
かかる」と考えるのは、地域が自分のいる家族全体を白
い目で見ることを想像してしまうからだ。
　ここで考えなければならないのは、その地域の拒絶が
無意識に再犯を生み出していないか？ということ。もし、
歌舞伎町に流れて来なくてもよい環境があったならば、
彼はバイニンにならなかったかもしれない。もし、親元
で生き直しができたならば、彼女はヤクザに薬漬けにさ
れなかったかもしれない。
　あえてきつい言葉で言えば、「地域社会が加害者になっ
ていないか？」という問い、これを共有しておきたい。
もちろん、刑余者に寄り添う意思をもった方々の存在は
ありがたいが、大多数はそうではない。地域から切り離
された者は、再犯へのハードルが低くなる。となれば、
再犯を生み出す土壌が地域にあるという見方も成り立つ。
「誰だって被害者になる」という言い方はよく見聞きす
るが、日本駆け込み寺を十七年間続けてきて強く思うの
は、「誰だって加害者になる」という逆の一面。刑余者自
身が社会復帰を願うばかりでは済まない現実に関わって
きて、各地で行われている地域再興の活動の中に、「寛容
さをもった社会づくり」という視点を忘れないでほしい
と切に願う。地域社会のメリットである「面」が「全体
性」としての支援に向かっていったとき、被害者も加害
者もつくらない社会に近づく。

一般社団法人「再チャレンジ支援機構」事務局長。「よろず相談研究所」所長。

1956年、大阪市西成区で在日韓国人として生まれ、4人の父と4人の母のもとを転々と
して育つ。建設業、不動産業、貸金業などを起業して金に執着して生きてきたが、90年
に天台宗の大阿闍梨酒井雄哉師と出会い得度。2000年、白血病ウイルス保菌者と判明。
人生を180度転換し、世のため人のために生きることを決意。02年、日本駆け込み寺
の前身である「ＮＰＯ法人日本ソーシャル・マイノリティ協会」を設立。以来、数万人
の人々の悩みの救済を行ってきた。著書に『生きろ』『もう大丈夫』『ワル猫先生の4週
間仕事術講座』など多数。最新刊は『大阿闍梨酒井雄哉の遺言―師弟珍問答―』。
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○	保護司をしていた中本個人として、自
　�宅で子どもたちに食事を毎日提供して
きた。食べて語ろう会は、中本の活動
を継続するため、平成27年にNPO法

人になり、広島市の「基町の家」で365日子どもや
青少年に昼食、夕食、弁当を提供している。また、
学習支援として子どもの発達状況により大学生が指
導を行っている。様々な相談にも対応し、弁護士相
談も行っている。

○基町の家には、刑務所や少年院を出た子ども、青少
年も来ており、地域、社会で普通に生活することの
困難さを実感している。

○	刑余者等が、仮釈放等により出所する場合、多くの
不安がある中で、最も大きな不安の一つは帰住でき
る場所が存在するかどうかだろうと思う。

○	家族等が引き受ける場合は、継続的に更生に係る支
援が受けられる状況が確保される可能性は高いが、
犯罪をした時点の住所に帰住することは、一部課題
が生じることも見受けられる状況である。

○	引受人がいない場合は、現状では主に更生保護施設
が帰住先となることが多いが広島では2施設であり、
施設数も少数となっている。

○	これに加え、自立準備ホームでの引き受けもあるが
件数としては限られているのが現状である。しかし

ながら、自立準備ホームは、機動的かつ柔軟に更生
保護の一役を担っており、その役割は今後ますます
重要になっている。自立準備ホームはまさに民間の
力で地域の支援を受けながら刑余者に寄り添うこと
が求められている。

○	自立準備ホームの中には、刑余者等として過去に経
験をされた方が立ち上がり運営をしている施設もあ
り、刑余者に細かい心配りをされるとともに寄り添
いながら行政ではできない隙間を埋める支援が行わ
れている。

○	広島で活動する「食べて語ろう会」でも、4月から自
立準備ホームを１室確保し、本会の特性を活かしな
がら刑余者、少年院退院者の支援をしていきたい。

○	刑余者等の支援を行うにあたって心がけることは、
彼らを差別しない。常に声掛けをすることを重視し、
孤独にさせないことが大切である。また、就労先を
あっせんし、自立に向けた足掛かりを早期に設定す
ること。

○	そのためには、人材を育てることはもとより、多く
の専門家、企業等とネットワークを構築し、刑余者
等の様々な課題に対し、解決する方法を模索するこ
とが必要と考える。今後は、ネットワークの確立、
拡大を目指して多くの関係機関と連携を図って、刑
余者の居場所の確保に努めていきたい。

経  歴  等

昭和27年	 清水が丘高等学校卒業
昭和51年～昭和60年	 大柿産業有限会社勤務
昭和61年～平成11年	 株式会社サンモール勤務
【保護司歴】
昭和55年10月18日～平成22年11月30日	 保護司関係役職
平成10年５月19日～平成12年５月28日	 中地区保護司会理事
平成12年５月29日～平成20年３月31日	 中地区保護司会副会長
【民間団体歴】
昭和57年 4 月 1 日～現在	 更生保護女性会会員
平成14年 4 月 1 日～平成21年 3 月31日	 中地区更生保護女性会会長
【受賞歴等】
広島保護観察所長表彰（昭和61年）、中国地方更生保護委員会委員長表彰（平成2
年）、法務大臣表彰（平成13年）、瑞宝双光章受章（平成18年）、法務省保護局長特別
感謝状受賞（平成26年）、公益財団法人社会貢献支援財団社会貢献者表彰受賞（平成
27年）、広島市民賞受賞（平成28年）、吉川英治文化賞受賞（平成29年）、広島大学
ペスタロッチー教育賞受賞（平成29年）、子どもと家族・若者応援団表彰受賞 (内閣
府特命大臣表彰・平成29年）、広島本大賞ノンフィクション部門大賞受賞（平成30
年）、作田明賞受賞（平成30年）、沖縄映画祭「JIMOT CM REPUBLIC」CMグラン
プリ受賞（平成31年）
【主な著書】
「あんた、ご飯食うたん？ー子どもの心を開く大人の向き合い方ー」中本忠子著（平
成29年・株式会社カンゼン）
「ちゃんと食べとる？」中本忠子・食べて語ろう会著（平成29年・小鳥書房）

特定非営利活動法人
食べて語ろう会理事長

中本  忠子

発言要旨
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認定特定非営利活動法人全国
就労支援事業者機構事務局長

西村  穣

経  歴  等

労働省に入省、職業安定局ほかで職業紹介、職業指導、雇用保険など求職者・失業者
施策を長年担当。その間、造船不況、国鉄民営化、バブル崩壊後の企業倒産などによ
って離職した人たちの再就職対策に携わるとともに、高齢者、障害者、刑務所出所者等
就職が困難な状況にある人たちの就労支援施策に取り組んできました。平成18年、国
立吉備高原職業リハビリテーションセンター所長を最後に、法務省保護局に移り、矯正
施設釈放者のうち身寄りのない人を受け入れる更生保護施設を担当するとともに平成
18年に始まった法務省と厚生労働省が連携した刑務所出所者等総合的就労支援事業の
責任者として、再犯防止に不可欠な住居と仕事の確保に努めてきました。その後、大阪
保護観察所長、東北・中部地方更生保護委員会委員長などを経て退官し、現在の認定
特定非営利活動法人全国就労支援事業者機構において民間の立場から、犯罪や非行を
した人たちの就職先の確保や彼らの特性に即したきめ細やかな就労支援に取り組んでい
るところです。

発言要旨

　犯罪や非行をした人が職に就き、責任
ある社会生活を営むことは、本人の末永
い立ち直りのためにも、また、再犯を防
止し安全安心な地域社会を維持するため

にも重要です。全国就労支援事業者機構は、彼らの就職
活動を助長し、定着のための見守りの活動をしています
（現場での支援は、全国50の都道府県就労支援事業者機
構が行っています）。
　出所者等の多くは、自力で仕事を確保し支援の必要の
ない人たちです。当機構は、彼らが仕事を得て、社会の
一員として自立し、社会的役割を担っていけるようにす
ることを目標としています。ですから、就職活動につい
て本人の自主性を促し、本人の足らざる部分を補完する
ことを、支援の柱としています。
　彼らの就職上の隘路は、第一に、企業が、犯罪前歴の
ある人を忌避することです。犯罪前歴を理解して雇用に
協力していただく「協力雇用主」という篤志家の確保が
就労支援の基盤となっています。協力雇用主の開拓に当
たり、①職を得た人の多くが再犯をしていないこと、②
労働による立ち直りの支援は企業にしかできない重要な
社会貢献であることをアピールして登録していただいて
います。
　隘路の二点目は、無職者の中には、身寄りがなく生活
資金の無い人が少なくないことです。建設業等の協力雇
用主は、出所後すぐに雇用していただき、日銭で給与を

支払ってくれるありがたい存在です。生活費の立替や寮
の提供などに応じて頂いています。ひとまずここで働き
生活基盤を整え、希望する職種へ転換する人も少なくあ
りません。身寄りのない人は身元保証人が確保できない
ため、当機構で身元保証を行っています。
　三点目は、これまで仕事をした経験が無いなどの理由
で、就職活動に困難のある人がいることです。そのため
職探しに対しては、面接への同行などマンツーマンの支
援をしています。ハローワークへ行きたがらない人、企
業面接が不安な人等には背中押しの支援をします。面接
旅費のない人の経済的支援もしています。
　四点目は、就労意欲がないなど求職者として労働市場
に登場しない人がいることです。毎年、保護観察対象者
の約2割が無職のまま保護観察を終えています。彼らを
就職にいざなうためには、話して聞かせるより、職場見
学や職業体験など目に見える経験を積ませ仕事に興味と
関心を持ってもらうことが肝要です。
　五点目は、就職しても我慢ができずすぐに辞める人が
いることです。雇用後の相談助言や見守りで職場定着を
図っているところです。
　就労支援においては、一部の篤志家のみが彼らを抱え
るのではなく、一般の企業が、1人でも雇用していただく
ことで、彼らが地域社会に分散して普通の人として活躍
できるようにすることを眼目としています。
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作家、福祉活動家

山本  譲司

経  歴  等

発言要旨

○今から18年前、刑務所に服役した私を
待っていたのは、「寮内工場」というとこ
ろでの懲役作業だった。そこは、知的障
がい者、精神障がい者、認知症高齢者な

ど、一般懲役工場での作業はとてもこなせない受刑者た
ちを隔離しておく場所。私に与えられた役割は、そうし
た受刑者たちへの作業指導や生活介助であった。失禁者
が後を絶たず、受刑者仲間の下の世話に追われるような
毎日だった。コミュニケーションをとることすら困難で、
自分が今どこにいるのかも理解できていない受刑者もた
くさんいた。議員当時、福祉の問題にも積極的に取り組
んでいたつもりだったが、その現実が全く見えていなか
ったことを刑務所内で思い知り、深く反省させられたの
だった。

○日本の刑務所の場合、受刑者となった者は、まず知能
指数のテストを受けなくてはならない。法務省発行の
「矯正統計年報」（2018年７月31日公表）によれば、
2017年の数字で例示すると、新受刑者総数１万9336
人のうち3879人、全体の２割が知能指数69以下の受刑
者ということになる。測定不能者も873人おり、これを
加えると、全体の約25％の受刑者が、知的障がい者とし
て認定されるレベルの人たちなのだ。さらにそれ以外に
も、発達障がいと診断される人たちが数多く収容されて
いるという現実もある。

○誤解のないように記しておくが、知的障がい者や発達
障がい者がその特性として罪を犯しやすいのかというと、
決してそうではない。ほとんどの人たちは、規則や習慣
に従順であり、他人との争いごとを好まないのが彼ら彼
女らの特徴だ。そもそも健常者もそうだが、罪を犯した

人間の過去を調べると、貧困だとか悲惨な家庭環境とい
った様々な悪条件が重なることによって、不幸にして犯
罪に結びついているケースが実に多い。現在の刑務所の
状況は、障がい者のほうが健常者よりも、より劣悪な生
活環境に置かれる場合が多いという、日本社会の実態を
投影しているのではないかと思う。

○2006年、私は厚生労働省と法務省に働きかけ、「罪を
犯した障がい者の地域生活支援に関する研究」という研
究班を立ち上げた。その研究班の提言によって、2009年
から、罪に問われた障がい者への支援は大きく動き出す
ことになる。全国の刑務所にソーシャルワーカーを配置
し、また、各都道府県に最低１カ所ずつ、「地域生活定着
支援センター」を設置するに至った。このセンターが、
矯正施設と福祉とをつなぐコーディネート機関としての
役割を果たすのだ。しかし、まだまだ多くの課題がある。
私は現在、ＰＦＩ刑務所の運営に、民間の立場で携わっ
ているが、地域生活定着支援センターができた以降も、
非常に悩ましいことがある。障がいのある受刑者に、セ
ンターを通して福祉の支援を受けてもらおうとしても、
当の本人がそれを断ってくるのだ。彼らの言葉を集約す
ると、それは、「福祉には自由がない」ということにな
る。「福祉に行くと、一本のレールの上に乗せられてしま
う」「自分の人生を人に決められてしまう」などなど、そ
んな発言を頻繁に耳にするのだ。

○どうか福祉関係者には、こうした言葉を肝に銘じ、福
祉のあり方というものを見詰め直してほしいと願う。ま
ず変わるべきは、罪に問われた障がい者のほうではなく、
福祉に関わる人たちの意識、そして地域社会の意識なの
ではないか。

1962年生まれ。早大卒。都議二期を経て、1996年、国政の場へ。衆議院議員二期目を
迎えた2000年９月、秘書給与流用事件を起こし東京地検特捜部に逮捕される。2001
年６月、懲役一年六ヶ月の一審判決を受け服役。受刑中は、障がいのある受刑者たちの
世話係を務める。出所後は、知的障がい者入所更生施設に支援スタッフとして通うかた
わら、執筆活動や講演活動を行なう。2003年12月、433日間の獄中生活を綴った手記
『獄窓記』を出版。同著が「新潮ドキュメント賞」を受賞。以後、『続 獄窓記』『累犯
障害者』『刑務所しか居場所がない人たち』などを出版し、罪に問われた障がい者の問
題を社会に提起し続ける。ＮＰＯ法人「ライフサポートネットワーク」や更生保護法人
「同歩会」を設立し、現在も高齢受刑者や障がいのある受刑者の社会復帰支援活動に
取り組んでいる。2010年９月、犯罪防止活動や犯罪者の更生に寄与した人物を賞する
「作田明賞」の第一回最優秀賞を受賞。2012年３月より、「共生社会を創る愛の基
金」の運営委員。ＮＰＯ法人「東京都更生保護就労支援事業者機構」の理事も務める。
2012年以降、『覚醒』『螺旋階段』『エンディングノート』など小説も上梓。
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市民後見人による後見活動と生活支援活動は
どう連携するのが望ましいか

経  歴  等

■ 進行役
東京大学名誉教授

大森  彌
◎�第1部パネル  分科会2　

にも登壇

　1940年旧東京市生まれ。東京大学大学院法学部政治学研究科博士課程修了。法学博
士。東京大学教授、東京大学教養学部長、千葉大学教授、放送大学大学院客員教授を
歴任。専門は行政学・地方自治論。
　地方分権推進委員会専門委員・くらしづくり部会長、日本行政学会理事長、社会保
障審議会会長・同介護給付費分科会会長、内閣府成年後見制度利用促進委員会委員
長、地域活性化センター「全国地域リーダー養成塾」塾長などを歴任。現在、全国町
村会「道州制と町村に関する研究会」座長、「ＮＰＯ法人地域ケア政策ネットワーク」
代表理事など。
　近著に、『老いを拓く社会システム―介護保険の歩みと自治行政』（第一法規）、『人口
減少時代を生き抜く自治体』（第一法規）、『自治体の長とそれを支える人びと』（第一法
規）、『自治体職員再論』（ぎょうせい）、『変化に挑戦する自治体』（第一法規）、『政権交
代と自治の潮流』（第一法規）、『官のシステム』（東京大学出版会）など。

発言要旨

◆成年後見は、精神上の障害（認知症、
知的障害、精神障害など）により判断能
力が十分でない人の尊厳を確保するため
に、その意思決定を支援する制度といえ

ます。本人、配偶者、4親等以内の親族、市町村長等から
の申請を受け、家庭裁判所の裁判官が、本人の判断能力
の程度に応じて、後見人、保佐人、補助人を決めます。
後見人等は、財産管理・処分、遺産相続、福祉施設の入
退所など生活全般に関する法律行為を本人に代わって行
います。
◆「市民後見人」は正式の法律用語ではないのですが、
例えば最高裁判所事務総局家庭局公表の「成年後見関係
事件の概況」（平成25年）では、「市民後見人とは、弁護
士、司法書士、社会福祉士、税理士、行政書士及び精神
保健福祉士以外の自然人のうち、本人と親族関係（6親
等内の血族、配偶者、3親等内の姻族）及び交友関係がな
く、社会貢献のため、地方自治体等が行う後見人養成講
座などにより成年後見制度に関する一定の知識や技術・
態度を身に付けた上、他人の成年後見人等になることを
希望している者を選任した場合をいう。」とされています。
成年後見は、親族後見と第3者後見に区別できますが、
第3者後見のうち専門職でない人が後見人の職務に当た
る場合を市民後見と呼んでいます。
◆後見支援の内容は、大きく、預貯金などの財産管理と
医療は介護サービスの契約などの生活支援（身上監護）
に分かれています。従来、財産管理に重点が置かれてき
ましたが、安心して地域で暮らせるためには身上監護の
役割が大きいのです。「成年後見制度利用促進基本計画」
（平成29年3月閣議決定）では、目標を、本人の意思決

定支援や身上監護を重視して、利用者がメリットを実感
できるようにすること、全国どこでも必要な人が制度を
利用できるよう地域連携のネットワークを構築すること
としています。「地域後見」の促進といえます。
◆後見人である親族が金銭の着服をしたり、専門職後見
人が不当な報酬額を取得し財産を侵奪したりするケース
が全国各地で報告され、市民後見人の養成と活用が不可
欠だという認識が広がったといえそうです。厚労省では、
2011（平成23）年度から、これを具体化するための試み
として、「市民後見推進事業」を始めました。そこでは、
「専門職後見人以外の市民を含めた後見人」のことを
「市民後見人」と呼んでいます。国が全額補助（10分の
10）を行い、市民後見人の育成及び活用を支援する事業
です。その意味で平成23年度は、行政による後見支援シ
ステムを本格的に整備する幕開けとなった年、「市民後見
元年」と呼ぶことができそうです。
　以上のような背景を踏まえて、本分科会では、市民後
見人による後見活動と生活支援活動との連携に関連して、
次のような点を考えてみたいと思います。
〇「市民後見人」登場の背景（老人福祉法第32条の2、

市町村長の申立て）
〇「市民後見人」のなり手―介護相談員や認知症サポー

ターなど
〇「市民後見人」の育成とバックアップ体制
〇　社会福祉協議会が主体の日常生活自立支援事業（通

帳などを預かり、日常的な金銭管理の代行、福祉サ
ービスの利用援助）との関係

〇　地域共生社会の形成と「市民後見人」の活動
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経  歴  等

赤沼法律事務所 弁護士

赤沼  康弘

発言要旨

市民後見人に対する期待と展望

１　市民後見人の役割　　
　　当初、市民後見人には地域で暮らす

認知症高齢者のため、身近な身上保護・支援者として
の役割を期待した。
　今は、施設入居であっても、気兼ねのない支援者、
またその人の住み慣れた地域の空気を持って行ける人
としての役割も見いだされている。

２　現在の活用状況
　厚労省の自治体調査によると平成29年度末で約
14,140人の養成がされたが、選任件数は13,987件に
とどまっているという。
　成年後見制度の現行の利用状況では、市民後見人に
ふさわしいケースがそう多くはなく、また家庭裁判所
は、市民後見人に対するバックアップ体制がない場合
は選任しにくいという実情もある。

３　成年後見制度利用促進基本計画と
　　市民後見人に対する需要
　これまでの成年後見制度の利用は、必要に迫られて
利用に至るという事案が多かった。財産侵害から守る
ため、遺産分割の前哨戦のような親族間の紛争、遺産

分割や不動産売買等の重要な法律行為、さらには、虐
待、身上監護に困難がある場合等である。
　しかし、利用促進基本計画では、成年後見制度は以
上のようなケースにおいて役割を果たすにとどまるも
のではなく、高齢で認知症になっても、住み慣れた地
域で安心して生活を送ることができるよう支援する制
度となることを期待している。その点から保佐や補助
の積極的活用が求められているのである。
　そして、このようなケースの支援者としては市民後
見人がふさわしく、この基本計画にそった利用が実現
すれば、市民後見人の需要は大きく広がることになる。

４　市民後見人の素養と展望
　市民後見人は、判断能力に障害がある人の金銭管理
をし、また身上保護の職務を負うことから、そのため
の素養が必要である。日ごろから、地域の権利擁護の
ネットワークや後見人連絡会などに参加し、素養を高
める努力をしていることが求められる。
　現在は、市民後見人選任のためには、監督機関か社
会福祉協議会や権利擁護センター等のバックアップを
必要としているが、中核機関ができれば、そのバック
アップの下で選任が広がることは間違いない。さらに
経験豊富な専門職との連携による活動も考えられるで
あろう。

1977年東京弁護士会登録
東京弁護士会・高齢者障害者の権利に関する特別委員会2002、３年度委員長
日本弁護士連合会・高齢者障害者の権利に関する特別委員会2016、７年度委員長

現在
日本成年後見法学会副理事長
公益法人東京社会福祉士会外部理事
立川市社会福祉協議会「地域あんしんセンター立川」運営委員長
東京弁護士会・高齢者障害者の権利に関する特別委員会委員

著書等
介護保険と契約（共編著・日本加除出版）、成年後見の法律相談（共編著・学陽書房）、
成年後見制度 -法の理論と実務（共編著・有斐閣）、成年後見法制の展望（共編著・日
本評論社）、成年後見制度をめぐる諸問題（編著・新日本法規）、Ｑ＆Ａ成年後見実務
全書１巻から４巻（共編著・民事法研究会）、信託の実務Ｑ＆Ａ（共編著・青林書院）、
事例式相続実務の手続きと書式（共編・新日本法規）。
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経  歴  等

東京大学大学院教育学研究科
特任専門職員

東  啓二　

発言要旨

市民後見人の果たす役割
～身上保護を中心に活躍する市民後見人

　私は、市町村や社会福祉協議会、東京
大学で実施する市民後見人養成講座に携わり、成年後見
制度に関心のある多くの市民に出会う機会を得られてい
ます。講座を修了した方が地域のためにどのような活動
を行っているのか、その一端をお話しいたします。
　市民後見人養成講座を受講する方は、地域のために支
援者として活動したい、医療福祉介護関係者は患者やサ
ービス利用者、または家族からの相談に対応するため制
度を学びたい、認知症や障がいを持つ家族のために制度
を知り利用を考えたい、子どもがいないなど自分の将来
のために備えたい、などが主な受講動機となっています。
　講座修了者は、成年後見センターの活動支援を受けて
の個人受任や社会福祉協議会が行う法人後見の支援員と
して活動の場を得ています。また東京大学での修了者は
ＮＰＯ法人を立ち上げ法人後見を受任して活動している
状況があります。
　北海道内で活躍しているある市民後見人は、被後見人
ときちんと向き合って本人の意思や想いを尊重して、人
間味のある丁寧な支援を実践しています。その活動は、
長い間疎遠になっていた家族や本人に関わる医療福祉関
係者など多くの人の心を動かす成果を上げています。
　市民後見人が個人で選任されるには、行政の積極的な
取り組みや活動を支援するための体制、関係機関などの
理解や協力が不可欠であることは承知のことと思います。

市民後見人の活用が求められている中、活動支援体制が
確立されていない市町村も未だ多いため、養成講座を修
了しても大多数の方々が活動に至っていない実態があり
ます。また体制が整っていても市民後見人の登用のアプ
ローチやコーディネートがうまく機能していないことな
どが原因で、活動できていない状況もあります。具体的
な例として受任意向をアンケートのみで確認したり、後
見業務は大変だから一個人に委ねるのは無理としている
など、活動を支援する側の登用姿勢に課題がある場合も
あります。さらに、近隣の先進的取り組みが社会福祉協
議会による法人後見であるとして個人での受任は認めら
れない、後見の受任実績がないため法人後見の支援員と
して経験を積んでからなどと、家庭裁判所が市民後見人
の選任に対して消極的なところも見受けられます。
　また、市民後見人が選任されるケースは、財産が少額
なことが第一義とされている状況があります。これは非
常に残念なことであります。例えば身近な人の見守りや
身上保護が必要な人が、財産を沢山持っているがために
市民後見人の支援を受ける選択肢がないことは、その人
にとって不利益なことだと思われます。被後見人が生活
を営むための日々動く生活費の財産管理を多額の財産管
理と一つに考えて選任する現行の概念は、市民後見人の
登用に大きな壁になっていることは間違いありません。
これからは財産の量によることなく、地域をよく知り、
被後見人の生活の場に近い市民後見人が一人でも多く活
躍できる制度運用と環境づくりが地域の成年後見制度利
用促進に大きく寄与するものと考えられます。

昭和37年6月15日生まれ（56歳）

（現資格等）
2014年7月　行政書士

（主な経歴）
北海道南富良野町生まれ
1981年南富良野町役場入職
総務、財政、税務、教育委員会、北海道庁派遣、保健福祉課長補佐
2013年3月南富良野町役場退職
2013年6月から現職

（活動経緯）
南富良野町では、地域に住む認知症高齢者や障がい者支援のため、成年後見利用推進
のための権利擁護センターを2006年度設置し、住民に対する相談や啓発、法人後見や
市民後見人の養成やその活動支援など社会福祉協議会職員とともに活動して、南富良
野町独自の権利擁護事業を行政の立場で取り組む
現在は、高齢社会における権利擁護支援のあり方の調査研究、市民後見人養成講座及
び市町村や社会福祉協議会、民間団体が開催する研修会講師、企業における社会貢献
事業の企画開発のための共同研究事業を中心に活動
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　平成29年３月に閣議決定された「成
年後見制度利用促進基本計画」において
は、今後の同制度の利用促進施策の目標
として、①本人の財産管理だけでなく、

その意思決定支援や身上保護という側面をも重視する
制度・運用への改善を進めて、利用者がメリットを実感
できるようにすること、②全国どの地域においても必要
な人がこの制度を利用できるよう、各地域において、権
利擁護支援の地域連携ネットワークの構築を図ること、
が掲げられました。これは、後見人等の職務の福祉的
な側面に着目して、本人の心身の状態及び生活の状況
に対応する最善の措置を講ずるには、各地域における
福祉に関する社会資源や協力・支援のネットワークを活
用することが最も現実的かつ効果的であるとする考えに
立つもので、このような考え方を、ここでは「地域後
見」の実現と呼ぶことにします。
　
　従前の後見実務においても、平成20年代以降、地域
後見の実現こそが制度運用の要であるとする認識が
徐々に浸透し、その一翼を担う者としての「市民後見
人」への関心が高まってきたところでしたが、上記の基
本計画において「地域後見の実現」が政府の施策目標
として掲げられたことにより、今後、この面で市民後見
人が果たす役割への期待が一層大きくなっていくものと
考えられます。市民後見人が身上保護を担う適格者と
して期待されるのは、主として、当該地域に福祉・保
健・医療等に関してどのような人的資源が存在するの
か、実際にどのようなサービスが提供されているか等を
把握していることから、その地域における協力や支援の
ネットワークをつくりやすいと考えられている点にあり
ます。したがって、今後、市民後見人養成のための研
修を自主的に行っている自治体、社会福祉協議会、ＮＰ
Ｏ法人等においては、後見人を志す者に対し、その研

修等の機会を通じて、上記のような地域の個別事情に
関する情報を取得し、理解することが極めて重要である
ことをしっかりと教え込む必要があります。併せて、本
人が健康を保ち、安心した生活を送るためにはどんな
措置を採るのが適切なのかを速やかに判断できる資質
（後見マインドを備えるという資質）を鍛えるよう指導
することも肝要です。
　
　もっとも、市民後見人であっても、法律に定められた
後見人の職務を執行する職責を負うことは専門職の後
見人と変わりありませんから、相応の知識や能力を有し
ていなければならないのですが、これを市民後見人個
人が独力で習得することには困難が伴います。そこで、
これまでの後見実務では、市民後見人は、主として、自
らが養成研修を受けた法人からの支援を受けることによ
って、その知識・能力を補完してきました。その法人に
よる支援にはいくつかのタイプがありますが、最も多い
のは、当該法人が家庭裁判所から後見人を受任した上
で、当該研修を修了した者の中から具体的な担当者を
割り当てるというタイプです。法律上の後見人は法人で
すが、その指揮・監督の下に実際に後見人の職務を行
うのは市民ですから、この者を実質上の「市民後見
人」とみなすことができるのです。この方式の下では、
市民後見人は、当該法人が有するノウハウを利用する
ことや、当該法人が組織する専門家のネットワークによ
る助言を受けることができますから、適正・円滑な職務
執行が可能になります。これまでの経験に照らして、こ
のような法人による支援方式が相当の成果を収めてい
ることに鑑みますと、今後の後見ニーズに対応する「市
民後見人」を養成・活用していくためには、上記の指
導・監督の機能を有効に果たし得る、信頼できる法人
を多数育成していくことが一つの鍵になると思われます。

経  歴  等

弁護士
京都大学法学部卒

1975年　裁判官に任官（東京地裁、浦和地裁等で民事裁判を担当）
1985年　検事に転官、法務省民事局局付、同局参事官、課長を歴任
　　　　  （民事立法、登記・戸籍行政等を担当）
1999年　法務大臣官房審議官（民事局担当、成年後見関連４法の立法に関与）

その後、大阪法務局長、釧路地裁・家裁所長を経て、2006年退官し弁護士登録

著書
地域後見の実現（共著・日本加除出版）
権利に関する登記の実務（監修・日本加除出版）

山田二郎法律事務所
弁護士

小池  信行

発言要旨
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地域密着多機能ホーム
「鞆の浦・さくらホーム」
施設長

羽田  冨美江

経  歴  等

兵庫県生まれ。
理学療法士として20年間、福山市内の病院や老人保健施設などに勤務。
義父の介護をきっかけに鞆の地域福祉活動に携わるようになる。
2004年４月　鞆の浦・さくらホーム開所。
現在はグループホーム・デイサービス・小規模多機能居宅介護・放課後デイサービ
ス・重症心身障がい児の多機能型事業所を運営している。
各事業所は生活区域半径４００ｍに配置し、事業所が人と人を繋ぐハブとなり、地域社
会の中で、家族、近隣の人々、知人などと社会関係を保ち、支え合いながら、お互い
が、能力を発揮して年齢を重ねても、障害があっても居場所となる地域共生の町づくり
を目指している。
著書　「介護が育てる地域の力」

発言要旨

認知症があっても住み慣れた町で

　Ｋさんの事例を通して市民後見人では
ありませんが町内会長さんがされた後見

活動と生活支援活動の連携をお話しさせていただきます。
　Ｋさんは、アルツハイマー型認知症の方です。同居し
ていた母親と弟さんが続けて亡くなったため独居となり
ました。身内は何年も疎遠になっている義理の弟さんだ
けです。
　住民の懸念は日に何度も徘徊されることでした。
　Ｋさんの意向は自宅で暮らすことです。しかし弟さん
は早く施設に入れてくれというばかりです。 
「施設入所がきまるまで」と、小規模多機能居宅介護を
利用しながら、町内会長さんが音頭をとり、地域住民で
役割分担をして支えることになりました。 
　まず行ったことは、徘徊のルートと何のために歩いて
いるのかを探りました。徘徊の目的は母親を探している
事。どのルートを歩いても家には辿り着くことが分かり
ました。 
　次に会長さんが中心となって、地域サロンのお世話役
の方・担当ケアマネなどで会合を開きました。その中で
Ｋさんの歩くルートや時間帯、その目的を伝え、歩き回
ることをやめさせるのではなく自由にしてもらい、それ
をサロンに参加している住民が気にかけ見守る方針にな
りました。 
　また、日々の暮らしを支える役割分担も決め、サポー

トネットワークを創りました。
　認知症が進行する中で様々な課題にぶつかり、それを
解決するための話し合いを繰り返しているうちに、住民
はＫさんのことを理解していきました。そして「いずれ
自分の行く道だ」として見守るように意識が変わってい
き、Ｋさんを気にかけるネットワークは徐々に広がって
いきました。 
　その結果、Ｋさんの徘徊の見守り・安否確認・服薬・
デイサービスの迎えが来るまでの話相手・異変に気づい
たら事業所へ連絡してくださるなどの住民の生活支援と
小規模多機能サービスとで８年間地域で支え、ご自宅で
看取ることができました。 
　住民から信頼のある身近な人が後見人となって、同じ
住民の立場から発信する連携であったからこそ、住民同
士で考え、専門職と共働することで、負担感をあまり待
たずに生活支援活動へと繋がっていったと思います。 
　身寄りのない認知症の方が増える中で、一定の知識を
もって、住民の立場で行う市民後見人の活動は今後ます
ます必要となります。 
　Ｋさんの事例を通して後見活動と生活支援活動を連携
するためには、個人情報の保護など課題はありますが、
後見人の方がお１人で抱え込まず、被後見人の方を中心
とした緩やかなサポートネットワークを創る事、共働を
前提にその方にとっての最善を状況に合わせて具体的に
話し合う機会を設け支援者が主体的に動けるようにする
ことが大切だと実感しています。 
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社会福祉法人大阪市社会福祉
協議会　大阪市成年後見支援
センター所長

村井  智子

経  歴  等

大阪市社会福祉協議会職員　社会福祉士
福祉関係者向け研修の企画・実施、その後、在宅介護支援センター等で高齢者とその
家族の相談援助業務、また地域活動支援等に携わり、区社会福祉協議会事務局長を経
て、平成30年4月から大阪市成年後見支援センター所長

発言要旨

　大阪市では、平成19年6月に大阪市成
年後見支援センターを開設し、社会福祉
法人大阪市社会福祉協議会がその運営を
受託している。センターでは、成年後見

制度の利用促進を目的として、制度に関する広報・啓発
や関係機関との連携、制度利用に関する相談・支援とと
もに、第三者後見人の新たな担い手としての市民後見人
の養成・活動支援等を実施してきた。
　今年度、第13期の市民後見人養成講座を実施しており、
その内容は、基礎講習4日、実務講習6日、施設実習4日
のほか、レポート提出や面接も含まれている。講座修了
後は、意向確認のうえ「市民後見人バンク」に登録する。
今年度から設置された大阪市成年後見人等候補者検討会
議から市民後見人にふさわしい事案として推薦依頼があ
った際に、バンク登録者から候補者を推薦し、その後、
家庭裁判所の選任に至る。平成30年度末時点で、家庭裁
判所に選任されたのは累計で207人となっている。
　大阪市の市民後見人は、1人の市民後見人が1人を担当
し、専門職（弁護士、司法書士、社会福祉士）による専
門的支援及びセンターによる日常的な支援を受けながら
活動している。大阪市、堺市を含む府域23市町で同じし
くみとなっており、地域住民による支え合い活動の一環
であるという観点から、報酬を前提としないボランティ

ア・市民活動と位置づけられている。市民後見人が受任
する事案は、複雑な法律関係や紛争が絡まない事案であ
り、専門職にはない市民感覚や市民目線で地域住民の権
利擁護に寄与することが期待されている。
　地域における支え合い活動の延長線上にある活動であ
ることから、おおむね30分以内で訪問できる距離を活動
の場としている。月3～4回程度、訪問し、本人に寄り添
い、その意向をくみ取って、本人らしい生活の実現を目
指して活動している。具体的な活動として、財産管理に
おいては、福祉サービス利用料の支払いなどの日常的な
金銭管理、身上保護においては、ケアプランの確認、サ
ービス担当者会議への出席、サービス改善の申し入れな
どがある。また、本人にとって有意義な財産活用を行う
ことで、本人らしい生活の質を高めることにつながり、
たとえば、有償ヘルパー等を利用して、本人が希望する
買い物や外食などを実現している事例もある。
　大阪市は一人暮らしの高齢者が多く、成年後見制度等
権利擁護の支援が必要な方も多いと思われるが、そうい
った状況のなか、市民後見人活動をどう推進していくか
は大きな課題である。活動への参加者の増加を図ること
は重要だが、その前提として成年後見制度についての理
解を広げる取組みも必要となる。
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企業ＯＢに助け合いによる生活支援活動への
参加をうながすにはどうすればよいか

■ 進行役
特定非営利活動法人ニッポン・
アクティブライフ・クラブ
会長

神野  毅

発言要旨

　定年退職者を中心に1994年4月に設立
（会員410人）、 阪神･淡路大震災を機に
組織を拡大。1999年6月ＮＰＯ法人とし
て認定を受け、以降全国展開し、現在国

内110拠点16,000名の会員組織に発展し、本年25周年
を迎えた。また友誼団体として「ナルクＵＳＡ」「ナルク
ＵＫ」「ナルクスイス」「ナルクオランダ」の海外4拠点と
相互支援活動を展開している。
　基本的な活動は、自立、奉仕､ 助け合いをモットーに、
社会参加と市民相互扶助の精神に基づき､ 高齢社会に相
応しい地域社会作りの推進に関する事業を行い､ 社会の
利益と福祉の増進に寄与することを目的とする。

 現状

１．無償奉仕活動ボランティア活動（社会貢献活動）
　　＝2018年度実績：141，768時間

歳を重ねても自立の精神を失わず、無償のボランテ
ィアをさせて頂いて健康と生きがいをうる。いざと
いうときはナルクの助けがある。
　→子育て支援、安否確認、地域環境美化活動、障
　　害者支援など

２．時間預託活動（会員相互の助け合い）
　　＝2018年度実績：183，381時間

活動者が提供した時間を1時間1点として時間預託す
る。元気なうちにボランティアして時間を貯め、助
けがいるときに引き出して使う全国ネットシステム。
　　→離れて生活する親にも使える（遠距離支援、
　　　海外も）

　　→介護保険の枠外サービス、病院・買物等の移
　　　動サービス、住宅の修理、掃除、庭の剪定、
　　　話し相手（傾聴）など生活支援

３．地域でのヒューマン・ネット活動（親睦・同好会活
動）
市民の参加により新しい人間関係ができ人生が豊か
になる生きがい活動
親睦・自立サークル活動＝趣味、スポーツ、旅行、
ウォーク等

４．研修活動と日常生活支援活動の展開
市民の参加によるシニア生活・介護支援サポーター
の養成、日常生活支援活動研修の実施

 今後の取り組み

１．企業ＯＢに対しボランティア活動への参加要請
積極的な会員増への取り組みで、2018年度1,100名
が入会し助け合い活動に参画している。人生100年
時代、老若関係なく元気で活動を展開している。
また会員の25％が70歳未満で今後活動が期待され
る。それぞれの地域でナルクの活動を積極的に展開
する中での会員獲得と会員の出身企業に働きかける。

２．地域社会への貢献活動の積極展開
総合事業の展開の中で、要支援者に対しナルクは積
極的に対応していく。そのため日常生活支援を中心
に助け合い活動を、3パターンの類型を作り対応して
いる。同時にサロン活動を中心に地域の人も参加
し、社会貢献活動を積極的に推進する。

経  歴  等

昭和20年7月	 三重県伊勢市生まれ
昭和44年3月	 和歌山大学経済学部卒業
【職　歴】
昭和44年4月	 松下電器産業株式会社（現パナソニック）入社
	 （株）松下流通研修所企画部長
	 松下電器産業株式会社東京支社業務部家電公取協担当部長
	 松下電器産業株式会社家電営業本部渉外部長
平成1年7月	 同社退職　
【団体公職歴】
平成 8 年1月	 公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会事務局長（～11年）
平成20年5月	 ＮＰＯ法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ（ナルク）
	 事務局長（～24年）
平成24年5月	 ＮＰＯ法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ副会長
平成29年5月	 ＮＰＯ法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ会長
平成30年6月	 一般社団法人シニア社会学会副会長
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　認定NPO法人プラチナ・ギルドの会
の理事長の奥山です。「シニアが動く。
日本が変わる。」を標語に、ビジネス・
パーソンとその卒業生が中心となり、現

役時代に培った経験とスキルを活かし、各種の社会貢
献活動を実施しています。主な活動は、毎月の例会、
社会で活躍されているシニアの顕彰（アワード）、企業
内シニアの気づきセミナー（アカデミー）、「50歳にもな
れば社会貢献を！」の啓蒙（アドボカシー）活動等で
す。また、会員の中には多くのNPOの理事長さんもお
られますので、そのNPOとコラボし、彼らの支援活動
も行っています。また、私自身は認定NPO法人サービ
スグラントの特別顧問などを務め、日本の未来を担う若
手社会起業家の支援・育成活動にも携わっています。

　超高齢化が進む我が国の社会課題に挑戦し解決して
いくためには、自治体やNPOは勿論ですが、個人や企
業の意識変革を促し、積極的に社会課題にチャレンジ
する必要があります。特に、これからは会社人生の中で
培った知恵を生かし、働きながら社会貢献・ボランティ
ア活動を両立させ、社会デビューをするような生き方
が大切です。そして第一線を退いたシニア世代は社会
への恩返し活動を前向きに取り組むことが、自らの生き
がいや居場所をつくり、自己実現の場ともなるのです。

　五木寛之さんの近著「白秋期－地図のない明日への
旅立ちー」によれば、人生100年時代には、25年ずつの
区切りを付ければ、青春、朱夏、白秋、玄冬の四つの
時期となります。白秋期は50歳から75歳で人生の収穫
期であり、この時期をどのように生きるかを上手に設計
することで人生の黄金時代を刈り取ることが可能になり
ます。勿論、個人差を考慮すれば、白秋期は50歳から
80歳を超える人もいるわけです。人生は有限ですから、
いずれ最後の時を迎えます。可能な限り「支援される
側より、支援する側」でありたいものです。

　さて、プラチナ・ギルド　アワードは現役時代の経験
やスキルを活用し社会貢献するシニアを毎年５-６名顕
彰し、同時代や続く世代のロールモデルとなっていただ
くことが目的ですが、来年は第７回目になります。受賞
者の活動を知り、交流を深めることで、私たちにとって
も貴重な学びの機会にもなっています。多くの応募者
や受賞者の皆さまに活動を始められた動機についてお聞
きすると、現役時代から問題意識をお持ちになってい
た方々が多いことに驚かされました。そのような意味
で、なかなかハードルは高いのですが、40-60代の現役
企業人に「気づきセミナー」を開催することは意義があ
ります。また、個人や企業関係者への啓蒙活動も大切
です。課題が大きいだけにやりがいもあり、ファイトが
湧いてきます。

経  歴  等

大阪大学経済学部卒。1966年、住友銀行入行。
新橋支店長、ロンドン支店長、常務取締役（欧州駐在）、専務取締役、三井住友銀行
国際部門統括役員を歴任。
2002年６月〜06年５月の４年間、株式会社日本総合研究所代表取締役社長に就任。
同会長を経て、2007年６月より特別顧問。
2010年７月より、認定NPO法人サービスグラント特別顧問に就任。
2012年６月、プラチナ・ギルドの会創立、現在理事長。
趣味は囲碁と謡曲。

認定特定非営利活動法人
プラチナ・ギルドの会理事長

奥山  俊一

発言要旨
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公益財団法人全国老人クラブ
連合会常務理事

齊藤  秀樹　

◎第1部パネル  分科会6
　にも登壇

経  歴  等

発言要旨

１．老人クラブの概要
①�おおむね60歳以上の会員による当事者
組織。自治会・町内会の範囲で自主的
に組織化。

②モデルは英国。戦後、先覚者の提唱と社協の協力によ
って誕生し全国各地に広がった。

③当初は「生きがいと健康づくり」の活動。現在は「健
康・友愛・奉仕」の三大運動中心に。

２．老人クラブのボランティア活動
　公園・地域等の清掃、美化等環境整備、リサイクル、
交通安全、見守り（児童通学・高齢者）、伝承・世代交流
等のほか、「友愛活動」と称する安否確認、訪問支援、施
設訪問等。

３．老人クラブの友愛活動
第1段階：�自然発生的に仲間の病気見舞や施設慰問からは

じまった活動。
第2段階：�孤立防止の話し相手を基本に、虚弱・援助が

必要な会員の安否確認や生活支援
見守り、声かけ・話し相手、家事援助、日常
生活援助（買い物、薬の受取り、代筆、留守
番）、外出援助（通院、買い物同行、墓参り	
など）、簡易な修繕、植木剪定、電球交換等。

第3段階：�「会員から非会員に対象拡大」をめざすなかで
①会員同士の支えあい活動でも継続性には課
題。そのため「支援対象の拡大」には抵抗感。

②「福祉のまちづくり」が動くなか、社協や自
治会等と連携した支援サービス拡大に参画。

③しかし、介護保険制度開始（Ｈ12）、個人情
報保護法成立（Ｈ15）以降の活動は停滞。

第4段階：‌�「新地域支援事業」に向けての行動提案（H27
年3月）。

４．与えられた個別課題に対する私見
〇「友愛活動」が地域包括ケアシステム推進にどうつな

がっているか？
①老人クラブは「よき話し相手、よき仲間づくり」の
もと、「自助」「互助」のパワーを高めていくことに
注力したい。80歳以上で支援を必要とする会員は増
加する傾向。

②介護予防・フレイル対策をすすめるうえで継続と効
果は互助力がポイント。「誘う仲間」「集いの場」加
えて「健康づくり」の取り組みが健康寿命の延伸に
つながる。

〇活動成果を高めるために行政・協議体・関係団体との
連携にどのように取り組んでいくか？
①「老人クラブは社会参加の学校」との評も。企業Ｏ
Ｂの地域デビューとして参加を。

②「互助」を非会員にも広げるためには協議体の役割
が重要。互いの活動を学ぶ場であり、互いの課題を
分析・サポートする場でもある。個別ばらばらに連
携するのではなく、協議体を中心に「情報と目標の
共有化」に努めることが重要ではないか。

昭和49年4月～平成14年3月　
（財）秋田県老人クラブ連合会の業務に従事
平成14年4月～現在
（公財）全国老人クラブ連合会の業務に従事、26年から現職

委 員 等	 平成19年～平成31年	 厚生労働省社会保障審議会臨時委員
	 	 （介護保険給付費分科会・介護保険部会）
	 平成20年～平成31年	 厚生労働省社会保障審議会専門委員
	 	 （生活機能分類専門委員会）　　ほか
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　企業OBが、家族のみならず地域住民
として、生活を支援する人材となるには、
＜意識の壁＞と＜実行の壁＞を乗り越え
なければならない。＜意識の壁＞には会

社と地域の壁、家族と他者の壁がある。＜実行の壁＞
には自分の壁と仕組みの壁がある。
　会社文化と地域文化が全く異なることについては、
理解されているところではあるが、文化の領域に属する
ことなので“わかっているけどできない”のが実情。理
解レベルをいかに実行レベルに引き上げ、助け合い活
動の中でも取り組みにくい生活支援活動にいざなうのか。
変化を促す取り組みを紹介したい。

＜意識の壁＞
１、会社と地域の壁を乗り越える方法

・会社は、退職前研修や退職を控えた時期に、マネ
ーやヘルスに加え地域活動の情報を紹介する

・在職中から副職の一つとしてボランティア活動を
勧め、情報提供の仕組みを創る

・見事に乗り切った先輩の話を聞く場をつくる
・自分でできることとして、地域自治会の世話役の
補佐や祭りやイベントのタイミングに参加

・会社と居住地の中間地点に居場所等のサードプレ
イスを見つける

・居住地域の社会福祉協議会やNPOセンターの講
座に出向き、知識とネットワークを得る

２、家族と他者の壁を乗り越える方法
・家族の友人知人を様々なシーンで招待する、拡大
家族で家族の幅を広げる

・高齢者、障害者、子供等各種施設のボランティア
として参加する

・努めて他者との出会いや異なった価値観を楽しむ
場に出かける

・出会った数人とグループを形成し、社会福祉協議
会やNPOセンターに登録する

＜実行の壁＞
１、自分の壁

・前述の意識を超える様々なボランティア体験で最
も自分と近い感覚のところで試行してみる

・家族やグループ仲間等に実行したことを積極的に
話す

・変化した自分を分析し、次の目標を定める
・地域活動の様々な講座に出かけ知識とネットワー
クを形成する

２、仕組みの壁（主に支援者側）
・導入から活動の選択肢までをパッケージで示せる
ような講座を設計する

・一人訪問を当初は二人訪問とするなど今までの仕
組みを見直す

・利用料や謝礼金についての見直しや検討
・現金ではなく、時間や商品・ポイントでの支払い
方法を検討する

・生活支援活動のケースについて常にアドバイスが
求められたり、フォローアップの体制を整備

・このような活動者に対し、社会的に評価する仕組
みを考える

発言要旨

■ 進行役
認定特定非営利活動法人
コミュニティ・サポートセン
ター神戸理事長

中村  順子
◎第１部パネル  分科会9
◎第３部パネル  分科会40
　にも登壇

経  歴  等

・1947年兵庫県生まれ
・短大卒業後、会社勤めを経て1982年から在宅高齢者等の生活支援ボランティアに
従事。1995年、阪神淡路大震災直後から地元で「水汲み110番」「茶話（さわ）や
かテント」等の復興活動に取り組み、1996年には、地元主導グループ創出の必要性
を鑑み、現在のＣＳ神戸である中間支援組織を立ち上げる。地域密着型の総合的な
ＮＰＯ活動を展開し、地域活動につながる調査・研修・講座等約200の事業、さら
にグループ創出として500以上に及ぶＮＰＯ等市民主体の団体立ち上げと支援を実
施。変化する時代にふさわしい新しいコミュニティのあり方を常に模索している。

・主な著書：「希望につながるコミュニティ」ＣＳ神戸、「コミュニティ・エンパワメン
ト」ＣＳ神戸、「火の鳥の女性たち ～市民がつむぐ新しい公への挑戦」兵庫ジャー
ナル社等

・主な委員活動：さわやか福祉財団理事・さわやかインストラクター、ひょうご震災
記念研究機構評議員、神戸市創生懇話会委員他
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　少子・高齢・人口減少が益々進行する
我が国で、地域社会を支える力を持続さ
せていくには、より多くの元気な高齢者
が生きがいを持って、生涯現役で活躍し

続けることが必要です。また、これを実現できる社会に
成長するには、多くの課題が存在します。我々シルバー
人材センターは、生涯現役で活躍する意欲のある高齢
者の皆さんのやる気を応援する事業だと考えています。
定年退職者などの高年齢者に、 そのライフスタイルに合
わせた「臨時的かつ短期的又はその他の軽易な業務
（その他の軽易な業務とは、 特別な知識又は技能を必要
とすることその他の理由により同一の者が継続的に当該
業務に従事することが必要である業務をいいます）」 を
提供するとともに、 ボランティア活動をはじめとするさ
まざまな社会参加を通じて、 高年齢者の健康で生きがい
のある生活の実現と福祉の向上、地域社会の活性化に
貢献しています。
　シルバー人材センター事業の中で、とりわけ家事生
活支援サービス、有償ボランティアは、まさに新総合
事業の生活支援の助け合い活動に他なりません。私達
は、不足する労働力を担うことと同時に、高齢者宅のゴ
ミ出しや、自治会の地域清掃の代理など、身近な助け
合い活動にも協力しています。しかし、定年退職した企
業OBの方のボリューム層は、ホワイトカラーのサラリ
ーマンの経験者だと考えられます。この方々が現役時
代には、接点を持たなかった地域の自治会や、地域を
支える助け合い活動に定年後、即参画できる人は少な
いです。つなぎ役、地域での活動にデビューする窓口

を設ける必要があります。
　シルバー人材センターは、「仕事」というキーワード
で、定年退職等で生活を支える仕事生活から引退した
後、自身の経験・技能を活かした「生きがい就労」へ、
又、地域社会の活動、自治会やNPO活動など、よりボ
ランティア色の強い活動へと、徐々に活躍の場を広げて
いただき、後継者に悩む自治会、NPO組織へのつなぎ
役を果たしていけるものと考えます。
　実際に当センターの多くの役員や地域班・職域班の
リーダーが民生・児童委員や自治会等の地域を支える
活動に協力しています。私自身も、センターのボランテ
ィア活動の参加を起点に、約8年間に渡り自治会運営に
関わり、法人事務の経験を活かし、Excel を使った会計
処理の適正化、自治会館建て替え、会則策定、認可地
縁団体申請の事務を担い、やりがいも感じました。何よ
り企業OBの皆さんが、自身の経験を活かし、地域で活
躍する楽しさを知っていただくことが重要で、活動に参
加し触れる機会を多く創ることが重要だと考えます。さ
らに定年前の現役時代に知る機会が有ればもっと良い
とも考えます。
　厚生労働省の進める新総合事業を円滑に実現するに
は、地域行政と事業を担える受け皿、社会福祉協議会、
地域包括支援センターや自治会、老人クラブ、NPO等
々、そして我々シルバー人材センターのそれぞれの強
み、活動を理解し、連携し活動することが必要で、情
報を共有することが重要です。その意味で、我々シル
バー人材センターに、貴重な機会を提供いただけて、
本当にありがたく感謝いたしております。

経  歴  等

生年月日　1958年8月21日　戌年　しし座　B型　60歳

大阪府門真市三ツ島生まれ

近畿大学農学部水産学科卒業

2年間の車の営業を経て、現職の社団法人門真市シルバー人材センター事務局の職員
として採用される。
それから約36年間、職員・事務局長・常務理事を兼務し現在に至る。

約10年前に、それまで、行政から出向の事務局長が終了し、初めてセンターのプロパ
ー職員から局長になった折、多くの元気な高齢者の皆さんのエネルギーを信じ、日本
一のシルバー人材センターを目指すことを公言し、会員数、事業実績を伸ばした。
『生きがい就労』がもたらす価値を広く周知することの重要性を感じ、シルバー人材
センター事業の『魅せる広報戦略』として、会員の動員力を背景に、市内で多くのイ
ベント等に参画させてきた。昨年の市民祭りでは、実行委員会代表の委員長も務めた。
最近は、会員数減少に悩む全国のシルバー人材センターへの講演も受けている。

公益社団法人
門真市シルバー人材センター
常務理事・事務局長

和多  幸司朗

発言要旨
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助け合い活動にプロボノとしてどう参加するか
（企画・協力：（認定特非）サービスグラント）

■ 進行役
認定特定非営利活動法人
サービスグラント代表理事

嵯峨  生馬

経  歴  等

　1974年、横浜市生まれ。株式会社日本総合研究所研究員を経て、2005年、日本にお
けるプロボノの草分けとして「サービスグラント」の活動を開始。2009年にＮＰＯ法
人化、代表理事に就任。幅広い企業・行政等と連携しながら、ＮＰＯ・地域団体等の基
盤強化を支援。現在、東京および関西を拠点に5,000名を超えるプロボノワーカーの登
録を集め、累計750件以上のプロボノプロジェクトの運営実績を有する。
著書に『プロボノ～新しい社会貢献、新しい働き方』（勁草書房 2011年）ほか。
専修大学大学院経済学研究科客員教授。

発言要旨

プロボノとは、ラテン語の「公共善のた
めに（Pro Bono Publico）」に由来する
言葉で、仕事の経験やスキルを活かした
ボランティア活動のことを意味します。

企業等で培った様々な経験やスキルを活かして、ＮＰＯ
や地域活動団体を支援することで、支援先の団体の組織
基盤強化を実現することができるだけでなく、プロボノ
として関わった企業人等にとっても、地域社会との新た
な接点を持つことができ、その後の人生や仕事に有意義
な経験を得ることができます。

サービスグラントは、プロボノのコーディネートを専門
とする中間支援型ＮＰＯとして、5,000名を超えるプロボ
ノワーカーを集め、これまでに750件を超えるプロボノ
プロジェクトの運営に携わってきました。サービスグラ
ントのプロボノ活動の特徴は、支援先とプロボノワーカ
ーとが明確なゴールを共有する「プロジェクト型」の支
援であること、複数のプロボノワーカーによるチームを
編成していること、企業人等が参加しやすいよう関わる
時間や期間を明確に設定していることなどが挙げられま
す。こうした仕組みの成果として、プロジェクトの成功
率（当初合意した成果物を最終的に提供する割合）は99
％に達し、支援先及びプロボノワーカーの参加満足度も

98％を示しており、ボランティアによる活動としてはき
わめて高い成果を実現しています。

サービスグラントでは、平成29（2017）年度より、大阪
府との協働による「大阪ええまちプロジェクト」の事務
局を担当しており、大阪府内の介護予防・生活支援等の
活動に取り組む地域団体・ＮＰＯに対する組織基盤強化
支援を推進しています。2年間で37団体を対象にプロボ
ノによるプロジェクト型支援を提供したほか、生活支援
コーディネーターに向けた実践的研修プログラム「大阪
ええまち塾」の運営、市町村行政機関を対象としたセミ
ナーの開催、ウェブサイトの構築・運営ならびに府内の
多様な主体が集う「大阪ええまち大交流会」など、幅広
い対象に向けた事業を重層的に展開しています。

また、サービスグラントでは、厚生労働省の老健事業の
成果として、生活支援コーディネーターの皆さまを対象
としたプロボノ活用ハンドブックを作成しました。地域
づくりを進めるうえで、経験や専門性を持つ人の力を借
りて活動を推進するためのヒントをまとめた報告書です
ので、ぜひご活用いただければ幸いです。
https://www.servicegrant.or.jp/event/index.
php?id=252
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社会福祉法人阪南市社会福祉
協議会事務局次長兼地域福祉
グループ主任

猪俣  健一

経  歴  等

　1982年、山口県生まれ。大学生時代のボランティア活動を通して「想いをカタチ
に」できる仕事に魅力を感じ、2004年に阪南市社会福祉協議会に入職。校区福祉委員
会やボランティアセンター、福祉教育、災害支援、会計等を担当し、2016年より主任、
2018年から現職。
　公民協働の第2期・第3期阪南市地域福祉推進計画策定（2011・2016）の主担当。
個別プロジェクトとしては、地域医療を守る会（2007・2008）、災害時要援護者支援
プラン策定（2013～2014）、買い物支援プロジェクトチーム（2014～2015）、地域
包括ケア推進戦略会議（2016）、子ども福祉委員（2017～）等を立ち上げ、主担当と
して推進。コミュニティワーカーとして住民主体に強いこだわりを持ち、日々地域を駆
け回っている。

発言要旨

団体の活動概要についてご紹介をお願い
します。
1996（平成8）年にできた桃の木台とい
う校区で、中学生を中心に20名の子ども

が参加している活動です。
民生委員からの地域情報に加えて、子ども目線での「こ
の街のこれをこうしたらいいのに」を発見したり、現場
に足を運んで課題解決に取り組んでいます。
子どもたちは毎月1回、日曜午前中のクラブ活動が終わっ
た後、午後に集合してミーティングを実施、またそのま
ま現場に行くこともあります。
これまで、まちの掃除や、独居の高齢者のお宅で額縁の
入れ替え、高いところのカーテン交換、伐採した植木を
ゴミ捨て場に運ぶなどの生活支援を実施しています。こ
の「子ども福祉委員」の取り組みは、大阪府内外の各地
から注目されています。

プロボノに対してどのようなことを依頼しましたか？
「子ども福祉委員」の活動を広めていくためのパンフレ
ットの制作を依頼しました。

プロボノの成果について、どのように感じていますか？
パンフレットの製作にあたり、専門的な視点からどこに
焦点をあてて作るのか、この活動の意義は何なのか、じ
っくりと意見交換をしていただきながら作成できました。
広報のコツ、専門性を教えていただき、良い成果物がで
きました。

プロボノワーカーの作業の様子や提案内容に関して印象
に残っていることはありますか？
しっかりと現場に足を運んでいただき、活動者の想いな
どをしっかり理解してから制作にかかっていただいたこ
とが、プロフェッショナル魂を感じました。

これからの地域づくりに向けて取り組んでいきたいとお
考えのことをご紹介ください。
このパンフレットをもとに内外でしっかりＰＲし、子ど
も福祉委員の取り組みが全国に広がって、子どもがいき
いきと活躍する社会になれば嬉しいと思います。
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第２部パネル

特定非営利活動法人
ここから100代表理事
一般社団法人
整理収納からはじめる空き家
活性化プロジェクト理事

金山  佳子

経  歴  等

　資生堂美容部員、NTTDoCoMo等長年企業に勤め、2017年に介護退職。
　同年9月から「大阪ええまちプロジェクト」にプロボノとして参加し、大阪府内の
地域活動団体を支援するプロジェクト2件に参加。
　プロボノ活動を通じて会社で働いているときには見えなかった地域社会やＮＰＯの
活動を知ったことをきっかけに、実家の空き家をリノベーションし、高齢者の居場所
「ここから100」を2018年4月に開設。同年8月にはやＮＰＯ法人化。「ここから元
気な100歳を出そう！」と健康麻雀、100歳体操、編み物教室等を開催している。
　また、生前整理診断士・整理収納アドバイザーとして、地域のケアマネジャーと連
携し、グループホーム・サービス付き高齢者住宅へ入所の際の片づけ・引っ越し等、
介護保険外の支援も手がける。

発言要旨

プロボノ活動を始めたきっかけを教えて
ください。
2017年8月、フェイスブックで「大阪
ええまちプロジェクト」の募集があり、

説明会に参加させていただきました。大阪の状況・取り
巻く情勢、微力でも何か社会貢献できるのであればと持
っているスキルはあまりないかもしれないが、心惹かれ
るものがあり、参加したい！と参加することになりまし
た。

どのようなプロボノプロジェクトに参加しましたか？
（支援先・支援内容等）
ＮＰＯ法人茨木シニアカレッジ（茨木市）中長期／高齢
者大学の活動内容の見直し
ＮＰＯ社会福祉センターまごころ（大阪市淀川区）１Ｄ
ＡＹ／チラシ作成

プロボノチームにはどのようなメンバーが集まりました
か？
ＮＰＯ社会福祉センターまごころ支援チーム
元新聞社勤務（男性・40代）
鉄道会社（女性・20代）
行政職員（男性・20代）

茨木シニアカレッジチーム
電子機器メーカー（途中でドイツ転勤・男性・40代）
大日本インキ（男性・40代）
マーケティング会社（女性・50代）
高校教師（男性・20代）

プロボノ活動で印象に残っていること、ご自身にとって
の学びや気づきをご紹介ください。
大阪府の状況・高齢者の現状を知るきっかけになりまし
た。
他の会社の方と一緒に一つのプロジェクトをやりきるこ
とが本当に楽しかったです。

プロボノ活動を経て、ご自身の仕事や生活、考え方や意
識などに何か変化はありましたか？
何かできることがあるのでは？と2018年4月1日、空
き家をリノベーションして高齢者の居場所つくりを始め
ました。
2018年8月20日にＮＰＯ法人ここから100を立ち上げ
て多世代の交流・外国人の交流・防災のため、顔が見え
るコミュニティを作っています。
プロボノに参加することで、今まで知らなかった世界を
見ることができ人生の幅がすこし広がった気持ちです。
喜んでもらえる仕事で充実感・生きている実感を得るこ
とができ感謝・感謝の毎日です。
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26
第２部パネル

医療関連企業勤務

森本  健司

経  歴  等

兵庫県神戸市生まれ。地元神戸の医療機器メーカーに入社後、情報システム部門にて
企業内システムの導入・開発のプロジェクト推進や導入後のシステム運用保守サービス
に従事。
30歳を迎える頃から会社以外での活動に関心を持ち、2015年プロボノと出会う。翌年
2016年より、国際協力×課題整理・子育て支援×営業資料・アクティブシニア×事業
計画・街（自治）づくり×事業評価に取り組む地域活動団体などと共に、プロボノにて
複数のプロジェクトを経験。
人との出会い（多様性）と感謝の気持ち、他地域で知り得る社会課題、学びへの探求
心が、活動を重ねるごとに強くなり、ライフワークの原動力となっている。

発言要旨

プロボノ活動を始めたきっかけを教えて
ください。
社会人になって仕事一色で取り組んでき
ましたが、30代に入りこれまでの足跡を

振り返ったとき、会社組織の中だけであくせく働く生活
スタイルに違和感と不安を抱きました。もっと視野や見
識を広げ、自分が生きて暮らす世の中に対して興味を持
ち、他人との関わりの中で自分らしさを磨きながら、社
会や人に貢献することを生きがいにしたいと思ったこと
がきっかけです。これまでより生活圏を広げ、仕事で培
ったスキルや経験、自分の能力を還元できる機会を探し
ていたところ、プロボノを知り参加しました。

どのようなプロボノプロジェクトに参加しましたか？
（支援先・支援内容等）
「国際協力×課題整理」「アクティブシニア×事業計画」
「街（自治）づくり×事業評価」などのテーマで、プロ
ジェクト統括・推進やマーケッターの役回りで参加しま
した。一例として、定年退職後のシニアで農業塾を開き、
シニアの就労の場作りに留まらず、農業をきっかけに地
域発展を仕掛けていく為の事業プラン作りを行いました。
事業の再定義を行い、地域特性や類似事例を集め、幅広
い人々が集える場づくりのアイデアを立案する活動に伴
走しました。
様々な社会課題や地域性を背景に取り組む団体様の切実
な悩みに対し、当事者目線を持って現地に足を運んだこ
とで、多様な人たちと新たな繋がりが生まれました。現
在は、「子育て支援×情報発信」をテーマに、地元神戸で
のプロジェクトに携わっています。

プロボノチームにはどのようなメンバーが集まりました
か？
一言で言えば、多様な価値観の集まりです。職場の同質
性と違い、年代層や業界業種やスキル経験も多種多様で、
ものの考え方も見方も異なる人たちの集団です。親子ほ
ど離れた年齢差、会社の肩書は無関係、夫婦で参加とい
ったバラエティーに富んだチームで取り組みました。プ
ロジェクトテーマによってもチーム色は変わりますし、
プロジェクト期間中でも互いの想いの衝突から生まれる
共感度合いでメンバー自身が共鳴していくことも即席チ
ームの醍醐味のひとつです。

プロボノ活動で印象に残っていること、ご自身にとって
の学びや気づきをご紹介ください。
印象に残っていることは、普段仕事で当たり前にこなす
些細な事柄やちょっとした気遣いに対して、直接的な“感
謝”がこんなに身近にあると感じさせられたことです。そ
して、皆さんの生き生きとした豊かな表情を生み出す
［行動を起こし継続する］情熱の大切さを学び、また同
じ社会課題でも地域特性［生活環境や文化、高齢化率、
受益者のターゲット層の違いなど］で別世界に成り得る
難しさに気づかされました。

プロボノ活動を経て、ご自身の仕事や生活、考え方や意
識などに何か変化はありましたか？
未知の領域へのチャレンジ精神と多様な環境における共
感性が身につき、他者との協調を意識することで仕事へ
の取り組み姿勢が柔軟になり、心のゆとりが生まれまし
た。それが生活面でも、子育てを楽しむ良いきっかけに
なっています。また自身が地域社会でできることは何か
を意識するようになり、時代が変化しても次の世代が住
みよい環境を作り繋げていく、小さなアプローチから地
元への貢献ができるのではないかと探求を続けることが
次の活動の源泉になっています。
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26
第２部パネル

大阪府福祉部介護支援課

吉田  夏子
◎第3部パネル  分科会31
　にも登壇

経  歴  等

平成6年大阪府入庁
企業局、住宅まちづくり部、政策企画部を経て、平成27年度より福祉部高齢介護室介
護支援課地域支援グループに配属。
高齢介護室介護支援課地域支援グループでは、「介護予防・日常生活支援総合事業」等
の市町村への広域支援を担当している。
平成29年度よりスタートした「大阪ええまちプロジェクト」では、住民主体のサービ
ス創出・展開に向け、プロボノの仕組みを活用し、すでに地域で活動されている団体へ
の運営基盤強化に取組んでいる。
また、今年度より「大阪ええまちプロジェクト」と生活支援コーディネーター養成研
修、情報交換会との一体的実施により、生活支援コーディネーターの役割の理解と実践
にあたっての学びと情報共有の場をつくり、生活支援コーディネーターへの活動を支
援。

発言要旨

大阪府が「大阪ええまちプロジェクト」
に取り組む背景をご紹介ください。
平成27年に施行された改正介護保険法に
より、要支援1・2の方の訪問介護・通所

介護が全国一律の予防給付から、市町村が実施する地域
支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）に移行し
た。

地域支援事業に移行したことで、訪問サービスや通所の
サービスをこれまで市町村で実施してきた介護予防事業
と一体的な実施や、元気な高齢者も含む高齢者の多様な
ニーズに合わせた、多様なサービスの創出を各市町村で
取り組んでいくこととなった。

しかしながら、多様なニーズの担い手となるＮＰＯ、地
縁組織等が高齢者の支え合いの活動の担い手となってい
ただくには、各団体の課題を整理し、運営基盤を安定さ
せることが必要である。

「大阪ええまちプロジェクト」の概要と成果をご紹介願
います。
大阪府では、団体への運営基盤強化や個別相談対応とい
った団体への支援により各圏域に好事例を創出するとと
もに、地域づくりの中心的役割を担う生活支援コーディ
ネーターへの実践的な支援スキルの提供等、地域づくり
に取組む市町村を総合的に支援するため「大阪ええまち
プロジェクト」を実施している。

プロボノの仕組みを活用したプロジェクト型支援で平成
29年度17団体、平成30年度20団体を支援し、支援する
団体だけでなく行政や生活支援コーディネーターも巻き
込んで事業を進めていることや、団体に目に見える成果
品を提供していることで、支援効果を実感できる点が優
れていると感じている。

この取組を通して、各圏域に好事例を創出し、大阪を支
え合いの先進地域にしていきたい。
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26
第２部パネル

特定非営利活動法人
住まいみまもりたい理事長
大東市第1層生活支援コーデ
ィネーター

吉村  悦子

経  歴  等

　2004年11月に大阪府大東市でＮＰＯ法人住まいみまもりたいを設立。行政や介護保
険のサービスの手の届かない住民の困りごとのサポートに取り組む。
　2016年4月から、大東市の新総合事業サービスＢ型の事業として「生活サポートセ
ンター」を開設。要支援の方々はヘルパーではなく、すべて生活サポーターが対応する
仕組みづくりを進める。また、大東市第1層生活支援コーディネーターとして、地域の
ニーズや課題について、協議体の体制づくりに取り組む。
　住民にとって有意義な民間企業の生活援助サービスの情報がいつでも、誰でも見るこ
とができるように最新の情報提供が可能なウェブサイトの作成や、イベント情報やサー
クル情報など居場所の情報収集・提供を進め、引きこもり対策や健康寿命を延ばすさま
ざまな取り組みを進めている。

発言要旨

団体の活動概要についてご紹介をお願い
します。
粗大ゴミを出すことから電球の付け替え
などちょっとしたことまで、地域住民の

困りごとに取り組むことを目的に平成16年に設立。有償
ボランティアサービスや、リサイクルショップの運営な
どを通じて、地域住民のニーズのマッチングの実績を積
み上げてきました。平成28年4月からは、大東市と協働
で、住民同士の互助の仕組みを推進するため「生活サポ
ートセンター」を開設し、その担い手として、500名を超
える住民に生活サポーター養成講座を実施しています。
現在約170名の生活サポーターが毎月150名程度の利用
者のニーズに応えています。また同時に、第1層生活支援
コーディネーターとして、地域で行われている健康や運
動などの介護予防に結びつく活動や、移動や買い物など
の生活支援を行っている団体・企業などの情報を、それ
を必要としている人々に届ける活動を実施しています。

プロボノに対してどのようなことを依頼しましたか？
地域で取り組む生活支援や介護予防の取り組みなど「知
っときゃ安心」な情報を掲載することで、もっと手軽に
住民の困りごとを解決できるウェブサイト構築を依頼し
ました。

プロボノの成果について、どのように感じていますか？
介護の現場に関係ない方々がかかわってくださり、つい
専門用語がでるのですが、それはどういうことですか？
と質問していただき、わからない方々にわかりやすいウ
ェブサイトになったと思います。シンプルでとてもみや
すいデザインだと気に入っています。

プロボノワーカーの作業の様子や提案内容に関して印象
に残っていることはありますか？
みなさん、お仕事を終えてわざわざ大東市野崎へ足を運
んでいただけたこと、とても感謝しています。大東市に
来ていただけたからこそ、大東市の高齢介護室職員や社
協の職員、包括の職員といろいろな方に会議に参加して
いただけました。いろいろな目線で話が進んだことによ
り、検索しやすくなったと思います。一般市民の目線で
の提案だったと思います。それがとてもよかったと思い
ます。

これからの地域づくりに向けて取り組んでいきたいとお
考えのことをご紹介ください。
このウェブサイトは企業が生活支援事業についての取組
み・ひきこもり防止のためのイベント情報、趣味では他
のボランティア活動、大東市シニア大学等、大東市のい
ろいろな情報がわかります。高齢者だけではなく障害者
の方、子育て中・妊娠中の方、一般市民にも役立つ情報
になるのではないかなと思っています。
昨日、大東市長にウェブサイトの報告をしました。市で
是非広報したいとお話していただきました。大東市民の
方々に検索していただけるような掲載内容にしていきま
す。
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27
第２部パネル

我が事・丸ごとや小規模多機能自治などの
地域づくり活動と生活支援活動とをどう結び付けるか

■ 進行役
慶應義塾大学大学院
健康マネジメント研究科教授

堀田  聰子
◎第１部パネル　分科会１
　にも登壇

経  歴  等

京都大学法学部卒業後、東京大学社会科学研究所特任准教授、ユトレヒト大学訪問教
授等を経て、現職（医学部・ウェルビーイングリサーチセンター兼担、認知症未来共創
ハブ代表）。博士（国際公共政策）。compassionate community、dementia friendly 
community 等を手がかりに、より人間的で持続可能なケアと地域づくりに向けた移行
の支援及び加速に取組み、社会保障審議会・介護給付費分科会及び福祉部会、政策評
価審議会、地域包括ケア研究会、地域共生社会研究会等において委員を務める。日経
ウーマン・オブ・ザ・イヤー2015リーダー部門入賞。

発言要旨

　現在様々な政策のもとに地域づくりに
関連する事業が各地で展開されています
が、それぞれが地域の中でバラバラに取
り組まれている現状が多く指摘されてい

ます。
　本分科会では、小規模多機能自治における地域づくり
の取り組み、我が事・丸ごとに関連する事業、生活支援
体制整備事業を中心に、その他まちづくりに関連する事
業を含めて、各事業の代表的な実践者と国の担当官をパ
ネリストに迎え、進行役として研究者の立場からの意見
を交えながら、地域においてどう連携して関係事業を実
施していけばよいのか、その方向性と方策を、予算や人
材活用の面を含めて具体的に議論していきます。

【主なポイント】
●島根県雲南市の地域自主組織の設立・運営等の取り組
みの紹介と、生活支援体制整備事業や我が事・丸ごと、
地方創生などの事業との連携の仕方等。
●ＮＰＯ法人きらりよしじまネットワーク（山形県川西
町吉島地区）の設立・運営等の取り組みの紹介と、福祉、

まちづくり、子ども部門等の支援を一体的に展開してい
る中での生活支援体制整備事業や我が事・丸ごと、地方
創生などの事業の活用方策等。
●氷見市社会福祉協議会が行っている厚生労働省のモデ
ル事業「多機関の協働による包括的支援体制構築事業」
の総合相談支援体制（丸ごと相談）において、総合相談
で把握したジャンルを超えた地域課題の解決に向けた方
策、連携のあり方等。
　
　これらの実践例の発表と共に、全国の取り組みの実態
と併せて研究者の立場から考える課題は何か、さらに、
国は「地域共生」ビジョンを実現するための財源確保を
含めて、どのような方針で推進していくのか等を踏まえ、
それぞれの市町村が目指す地域共生社会の実現の方策を
考えていきます。
　関連する各制度をどのように連結して一体のものとし
て地域に提供するのか、各自治体における工夫と手法を
共有し合う機会となることを期待しています。

（事務局記載）
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　2004年に６町村の合併で雲南市が発
足した。合併協議時点で今後の住民自治
のあり方を検討し、新市建設計画に市民
が主役の自治のまち、協働による自治を

掲げた。これを基軸として合併後に新たなコミュニティ
の仕組みとして地域自主組織の仕組みを各地域に提示
し、２年半で市内全域に概ね小学校区の地域自主組織が
結成された。その後、活動拠点施設の確保、直接雇用
方式や地域福祉などの見直し、地域円卓会議の導入、
基本協定の締結など、概ね３年ごとに大きな改善を重
ね、小規模多機能自治の進化を重ねてきている。
　人によって性格が異なるように、地域の状況も地域
ごとに異なり、様々な人や団体、地域資源などが関わ
るため、対応力には柔軟性や様々な方法によるアプロ
ーチが必要になる。そこで重要なのはぶれない考え方
であり、中でも対等性と補完性は極めて重要で、小規
模多機能自治は地域共生社会の構築そのものである。
　全ての地域において安心安全は必須のテーマであり、
雲南市では生活支援体制整備事業が始まる以前から住
民主体の福祉に取り組んでいるが、本事業として第2層
生活支援コーディネーターは地域自主組織の地域福祉
推進員の配置拡充に活用している。また、第１層生活支
援コーディネーターは市域に配置し、重点地域での地
域力向上を支援するとともに、その実践効果を明らかに
し、他の地域に波及するよう取り組んでいる。第１層生
活支援コーディネーターの配置により、配食サービスへ

の見守りチェックシートの活用などの具体的な動きが出
てきており、どんなことが必要なのか徐々に見えてきて
いる。他地域への波及の仕掛けとしては地域円卓会議
も開催し、地域同士、地域と行政や関係機関で学び合
い、高め合うよう取り組んでいる。
　一方、地域共生社会・小規模多機能自治ではあらゆ
る分野が関係するため、地域への対応が縦割りであっ
てはならない。そこで肝要なのは基礎自治体の役割で
あり、基礎自治体における分野横断型の体制構築が必
要不可欠である。そのため、毎年度当初には市内30の
全地域を地域づくり部署、健康福祉部署や社協、防災
部署、教育委員会などと一緒に各地域を個別に訪問し
て意見交換している他、関係部署との協議の場を2週間
に1回程度の頻度で開催し、状況の共有とベクトルの共
有化を図るよう工夫している。さらに、こうした関係部
署とともに地域支援チームを形成し、横断的かつ効果
的な対応に向け取り組んでいるが、その基軸は対等性
と補完性であり、地域への支援のみならず地域からの
受援という観点も重要で、地域力の向上と行政力の向
上により、自治力の向上を図っていく必要がある。
　小規模多機能自治を進めることは、住民起点にたっ
て考え、人と自然の共生を大切にすることであり、それ
は地域共生社会の構築そのものである。こうした考え
方と仕組みや仕掛けの一端をご紹介し、今後必要なこ
とを会場の皆様とともに考えたい。

経  歴  等

1991年旧木次町役場入庁。農林関係、総務・秘書関係部署を経て2004年６町村合併
により雲南市政策企画部政策推進課に配属。雲南ブランド化プロジェクト、行政評価
システムの構築などに携わり、2012年に現在の部署に異動。主に小規模多機能自治を
担当。異動初年度は制度の検証・改善策を立案し、２年目は改善策の実行と法人格取
得方策の提言を、３年目は全国的な仕組みの普及に奔走し、2015年２月に全国の横断
的組織として設立した小規模多機能自治推進ネットワーク会議に設立準備段階から事
務局として関わっている。現在８年目。2018年から課長職。雲南市発足前に新市建設
計画策定にあたり設けられたコミュニティ・住民自治プロジェクトチームで雲南市の
小規模多機能自治などの構想立案に関わり、一市民としては地元の地域自主組織（雲
南市の小規模多機能自治組織の総称）の設立準備段階から現在に至るまで事務局の一
員として関わるなど、地域住民、基礎自治体、広域的な立場など、様々な立場から小
規模多機能自治に関わっている。2016年～2018年総務省「地域運営組織の形成及び
持続的な運営に関する研究会」委員。

雲南市地域振興課長

板持  周治

発言要旨
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特定非営利活動法人きらりよ
しじまネットワーク事務局長

髙橋  由和
◎第1部パネル  分科会7
◎第3部パネル  分科会41
　にも登壇

発言要旨

　地域活動の現状をみれば、住民の活動
も行政に合わせ縦割りで横のつながりが
なく、まるで地域は個人事業主の集まり
のようで、地域づくりに一体感が無くな

ってきているところも少なくありません。それぞれ既存
の事業継続が精いっぱいで新しいことにチャレンジする
気概もありません。
　今まで地域は、主となる団体が地域の様々な団体等と
連携し協議機能を持ち、各団体は実行機能としてそれぞ
れの役割を担ってきました。しかし蓋を開けてみるとそ
こには課題も多くありました。役員の重複、高齢化、若
者の流出や出番がない、女性の参加が少ない等々。今ま
での地域づくりはピラミッド型の組織体制で、住民は役
員に対して依存度が高く役員会で決定されたことの承認
から、地域活動に参加をしてきました。特に計画等もな
く、住民不在の中で地域づくりが決定されてきた歴史が
あります。
　持続可能な地域づくりには課題解決のための民主的な
合意形成の流れが必要であり、それをコーディネートで
きる事務局機能が求められます。地域を運営できる組織
化（地域運営組織）が必要です。

※地域運営組織は、組織形態も活動も地域ごとに多様な
ものとなっているが、機能面からみると、地域の将来

ビジョンや課題の解決方法を検討する「協議機能」と
地域課題解決に向けた取組を実践する「実行機能」の
両面を有している。

　　地域運営組織には、協議機能と実行機能を同一の組
織が合わせ持つもの（一体型）と、協議機能と実行機
能を切り離し、いずれかの機能を有する組織となって
いるもの（分離型）がある。一体型の場合には、地域
住民の意思を事業に反映しやすいが、事業のリスクを
地域全体に及ぼすおそれがあるのに対し、分離型の場
合には、事業に適した組織形態を取りうる一方、地域
全体の最適性より事業を優先させるおそれがあるなど、
それぞれメリットとデメリットがある。地域運営組織
は自治会や町内会を母体とすることが多く、設立当初
には協議機能を主とした一体型が多いと考えられるが、
事業が進展した場合は機動的な意思決定や事業リスク
を切り離す等の観点から分離型を選ぶことも多い。

※出典「地域の課題解決のための地域運営組織に関する
有識者会議最終報告」

　持続可能な魅力のある地域づくりは、住民が地域の将
来について「考える」ということが大切です。「考える」
ということで、地域のブランドや住民のアイデンティテ
ィーが生まれることになります。「考える」をさらに可視
化するためには、課題解決のプランとして「形づく
る」ことが必要です。それは「住民が自ら設定した目標

経  歴  等

今までの地域づくりのシステムを根本から見直し、住民ワークショップを取り入れた地
域の合意形成を推進。地域を経営する全世帯加入のＮＰＯ法人として持続可能な新しい
まちづくりに挑む。また、コミュニティー支援のためのネットワーク型中間支援組織お
きたまネットワークサポートセンターを設立し、地域課題を複数力で解決するシステム
を構築。
　1989年	 川西町の体育指導員として地区公民館事業に関わる
　2002年	 サラリーマンを辞め、吉島地区社会教育振興会勤務　事務局長に就任
　2004年	 文科省全国優良公民館表彰（吉島地区公民館）
　2007年	 特定非営利活動法人きらりよしじまネットワーク設立　事務局長就任
　2008年	 山形県公益大賞受賞（きらりよしじま）
　2010年	 平成21年度地域づくり総務大臣表彰（きらりよしじま）
　2011年	 おきたまネットワークサポートセンター設立　事務局長就任
　2012年	 荘内銀行ふる里創造基金地域貢献大賞受賞（きらりよしじま）
　2012年	 文科省スポーツ功労者表彰（個人）
　2017年	 地方自治法施行70周年記念総務大臣表彰受賞
　2019年	 第9回地域再生大賞準大賞受賞
【その他役職・委員等】
山形県地域活動支援アドバイザー、スポネットおきたま事務局長、山形県総合型地域ス
ポーツクラブ連絡協議会事務局長、マイマイスポーツクラブクラブマネージャー、東北
大学「成人教育論」 兼任講師、東北福祉大学「地域マネジメント学」兼任講師、東北芸
術工科大学コミュニティデザイン科特別講師、地域の課題解決のための地域運営組織
に関する有識者会議委員（内閣府）、暮らしを支える地域運営組織に関する研究会委員
（総務省）、過疎問題懇談会委員（同）、山形大学教育学部・教育実践研究科非常勤講
師他を務める。
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を達成することによって地域づくりが高められていく」
仕組みであり、さらには住民自らが活動のステージを見
出し、参加することによって、地域づくりの成長と変化
を繰り返し、より多くの人の巻き込みや出番を創出して
いくことになるからです。
　また、これらの課題活動に対し住民が当事者意識をも
って、積極的に参加することはもちろんですが、その根
源には住民がやりたいことを実現するための「学び」を
いかに定着させていくかがカギとなってきます。住民が

やりたいことをやるためにどのようなプロセスを踏むか
は、まさに学びです。
　地域の助け合い活動や生活支援は人と人との支え合い
からなるものであり、地域住民の様々な協力や連携、事
業の目的やねらいの共通理解がなければ事は運びません。
　それぞれの立場でどのように関われるか、どのように
連携できるかを共に考え、実践に結ぶ地域内協働のファ
シリテーターは地域運営組織の大きな役割です。
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社会福祉法人氷見市社会福祉
協議会事務局次長（地域福
祉・ボランティア推進課長）

森脇  俊二

経  歴  等

広島県出身　　社会福祉士　介護支援専門員　生活困窮者支援主任相談支援員

　入職以来、ボランティアコーディネーター（2001年）、ボランティア総合センター所
長（2006年）、地域福祉部長（2007年）、事務局次長（2014年）で現在に至る。
　2014年５月市新庁舎オープンに伴い設置された、福祉の総合相談支援窓口である
「ふくし相談サポートセンター」立ち上げに携わり、現在国が進めている地域共生社会
の実現の一つとなる、「氷見市におけるセーフティネット構想」企画及び第３次氷見市
地域福祉計画後期計画策定を担当。
　他に、富山短期大学及び富山国際大学非常勤講師、厚生労働省「生活困窮者自立支
援のあり方等に関する論点整理のための検討委員会」委員（2016）、全社協「社協に
おける生活困窮者支援のあり方検討委員会」委員（2017）、日本総研「地域力強化お
よび包括的な相談支援体制構築の促進に関する調査研究　有識者委員会」委員
（2017）等

発言要旨

　氷見市は、富山県の北西部に位置し、
自然豊かな農村漁村地帯が広がり、中で
も「ひみ寒ぶり」が有名で、人口は
47,197人、高齢化率は37.5％（2019

年４月１日現在）、 年少人口も年々減少し、高校卒業を
機会に、県外への進学や就職が多いという、典型的な過
疎化が進んでいる地域です。
　氷見市では、旧小学校区（市内21地区、1985年～19 
90年設置）毎に地区社会福祉協議会（以下、地区社
協）が組織され、住民主体で様々な地域福祉活動を展開
しています。主な活動として、高齢者や乳幼児を対象と
したサロンなどのふれあい型の地域福祉活動の他、近隣
住民のチームによる日常的な支援を行う「ケアネット活
動（ふれあいコミュニティケアネット21事業）」
（2019年３月末現在で、744チームが組織され、1,655
名がケアネットチームに協力しています）を2003年か
ら実施しており、活動を通じて地域生活課題を把握し、
新たな拠点づくりや外出や買い物支援等の生活支援サー
ビスの実践を行ってきました。さらに、近年では、災害
をキーワードに、「いのちのバトン」（4,280件）や災
害・福祉マップの作成と災害時要支援者リストの作成を
行っています。
　そのような地域の様々な課題や声を受けて、 2014年
５月には、市庁舎移転に伴い、新たに官民協働による福
祉の総合相談窓口である「ふくし相談サポートセンタ

ー」を庁舎内に開設しました。
　センターには、市社協が生活困窮者自立支援事業や基
幹相談支援事業を受託し、常駐しています。その他、
「多機関の協働による包括的支援体制構築事業（2017
年）」、「生活支援コーディネーター設置事業（第１層）
（2017年）」、「地域力強化推進事業（2018年）」を受
託し、現在は、10名の職員を配置し、様々な相談に応じ
ています。
　中でも、「多機関の協働による包括的支援体制構築事
業」で、アウトリーチ機能を高めるためにコミュニティ
ーソーシャルワーカー（ＣＳＷ）を２名配置し、社会的
孤立状態に陥っている世帯（可能性のある世帯）への家
庭訪問を行いつつ、その世帯の地域生活課題に応じて、
関係機関のマネジメントを行っています。
　把握した世帯を地域につなげることも意識し、前述の
地区社協で実施しているサロン活動やケアネット活動、
いのちのバトンの導入など、地域とも連携した支援へと
つなげることで、地域でできる支援を生活支援コーディ
ネーターとも連携し、開発・実践しています。
　このように、地域生活課題の解決を軸に、地域・専門
機関・行政が一体となって、他人事を我が事に変える環
境づくりや丸ごと受け止める場づくりなど、１つの事業
だけではなく、あらゆる事業を組み合わせながら、「地
域共生社会」の実現を目指している実践を紹介します。
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第２部パネル

経  歴  等

厚生労働省
社会・援護局地域福祉課　
生活困窮者自立支援室長（兼）
地域共生社会推進室長

吉田  昌司　

発言要旨

　国民の人生や生活の多様性や複雑性が
増しており、一人ひとりの生活を基点と
して、それぞれが多様なルートで社会に
参加し、他者とつながる機会を選択する

ことができるような環境を整備していく視点が重要とな
っています。このような環境整備は、様々な変化や課題
に直面する地域の持続を支えることにもつながっていく
との観点から、厚生労働省においては、「地域共生社会」
に向けた政策の具体化を進めています。
　その端緒として、平成29年の介護保険法改正と合わせ
て社会福祉法が改正され、地域福祉の推進の理念が明記
されるとともに、市町村が包括的な支援体制づくりに努

める旨が規定されました。各自治体においては、モデル
事業も活用しながら、その体制の構築を進めているとこ
ろですが、改正法の附則では、公布後３年（2020年）
を目途として、包括的な支援体制を全国的に整備するた
めの方策について検討を加え、所要の措置を講ずること
とされています。
　包括的な支援体制を全国的に整備するための方策に関
する厚生労働省における検討状況について報告させてい
ただくとともに、社会の変化や各地域で生まれつつある
実践等を踏まえ、多様な社会参加と多様な主体による協
働を推進していくための取組の視点等についてお話しし
ます。

平成14年厚生労働省入省。雇用均等・児童家庭局や年金局、職業安定局などを経て、
平成27年９月より老健局振興課課長補佐。地域包括ケアシステム構築のための介護保
険法改正に関わる。地方自治体の方々など関係者と議論を重ね、地域づくりを進めるた
めの新しい総合事業の導入を推進。平成27年４月から岡山県倉敷市へ出向。倉敷市で
新しい総合事業を実施するなど、市の現場で地域づくりを進める。
本年７月より現職。
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28
第２部パネル

介護におけるエンパワーメントと
自立支援のあり方は何か

■ 進行役
一般社団法人医療介護福祉政
策研究フォーラム理事長
国際医療福祉大学大学院教授

中村  秀一
◎第１部パネル  分科会14
　にも登壇

経  歴  等

略歴
1973年	 厚生省（当時）入省
1981年から84年まで　在スウェーデン日本国大使館勤務
1987年から89年まで　北海道庁に勤務（水産部国際漁業課長、漁政課長）
1990年に厚生省老人保健福祉部老人福祉課長
以後、年金課長、水道環境部計画課長、保険局企画課長、大臣官房政策課長を経て、
2001年	 厚生労働省大臣官房審議官（医療保険、医政担当）
2002年	 老健局長
2005年	 社会・援護局長
2008年から2010年まで　社会保険診療報酬支払基金理事長
2010年10月から2014年2月まで　内閣官房社会保障改革担当室長（「社会保障と税の
一体改革」事務局及び社会保障改革国民会議事務局長を務める）
2012年1月に医療介護福祉政策研究フォーラムを立ち上げるとともに、2012年4月か
ら国際医療福祉大学大学院において社会保障政策について講義

発言要旨

　介護保険制度は、制度創設時から「自
立支援」ということがうたわれてきまし
た。要介護者に加えて要支援者を給付の
対象に加えたのも「予防給付」として構

成されたからです。
　今日、これまで以上に自立支援の必要性が言われてい
ます。
　利用者のできること、したいこととこれまでの生活歴
に着目し、「利用者主体」「自立支援」の観点から、専門
職と生活支援コーディネーターや協議体構成員が、いか
にすれば個々人の持っている潜在的な力を引き出し、か
つ価値観を尊重する地域をつくることができるかを議論
します。

　パネルでは、最初に「エンパワーメントとはどのよう
なことで、それがなぜ重要か」について、自己紹介を兼
ねて各パネリストから15分程度ご発言いただきます。
　その際、千葉大学予防医学センター教授の近藤克則氏
には、社会参加の重要性について、データを基にお話し
いただき、まちづくりの重要性についてご教示いただき
ます。また、「ゼロ次予防」という考え方についてもご紹
介いただきます。
　ＮＰＯ法人たすけあい平田理事長でさわやか福祉財団
インストラクターの熊谷美和子氏には、ＮＰＯの実践を
通じ、自立支援や利用者のいきがいの向上につながった
事例の発表をしていただきます。
　地域の茶の間創設者で支え合いのしくみづくりアドバ

イザー、そしてさわやか福祉財団評議員の河田珪子氏に
は、共生常設型の居場所や助け合い活動の実践から、一
人ひとりのいきがいや自立につながる具体例をお話しい
ただきます。
　日本理学療法士協会理事、（株）ほっとリハビリシステ
ムズ代表取締役の松井一人氏には理学療法士としてのお
立場から、介護におけるエンパワーメントと自立支援の
あり方についてお話しいただくとともに、ほっとリハビ
リシステムズの取り組みをご紹介いただきます。
　国際医療福祉大学大学院教授でケアマネジメントがご
専門の石山麗子氏には、介護におけるエンパワーメント
と自立支援のために、あるべきケアマネジメントや介護
サービスについてお話しいただきます。

　パネルの後半は、
　　①エンパワーメントの手法と効果について
　　②�エンパワーメントの意義について、関係者に周知

し実行してもらう方策
について討論していただきます。
　最後に、それぞれの立場から、総括的なご発言をお願
いします。

　このパネルを通じて、利用者の尊厳を保持することを
第一義に、社会資源を生かしながら、一方的に利用する
側になることがないよう、少しでも自分の力を発揮でき
る場のある地域づくりを目指すことについての共通理解
が得られることを期待します。
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28
第２部パネル

経  歴  等

国際医療福祉大学大学院
医療福祉経営専攻 先進的ケ
アネットワーク開発分野 教授

石山  麗子　

発言要旨

～介護におけるエンパワーメントと自立
　支援のために、あるべきケアマネジメ
　ントや介護サービスについて～

　ケアマネジャーの活動は利用者の尊厳の保持と自立支
援に集約され、その支援過程でエンパワーメントは欠か
せない。ケアマネジャーの支援対象は要介護高齢者本人
であるが、平成27年運営基準改定で地域ケア会議への協
力が明文化され、個別ケースを通じた社会資源の開発等
間接援助技術も求められるようになった。筆者の経験で
はケアマネジャーは社会資源に目を向ける前にやらなけ
ればならないことがあると考える。それは本人や家族に
繋がる「人」の存在・関係性に着目し、はたらきかけの
是非と方法を判断し必要に応じて実行することだ。
　一般にエンパワーメントは本来もっている自分の強さ
を自覚して行動できるような援助と言われる。筆者は
「自分自身を信じ、あきらめない力、それが自然に湧き
出るようにすること」だと考えている。ポイントは「専
門職に支援されて得た」のではなく、対象者自らが「自
然に湧き出るその感情を実感すること」である。支援と
はあからさまに「してあげる」ことや恵与することでは
ない。答えは本人の内にある。
　高齢者介護をめぐる近年の家族背景は変化し、独居・
同居の別にかかわらず家族も含めて支援することは誰も
が認識するところとなった。なかには高齢者への支援を
始める前に家族や地域へのはたらきかけを必要とするケ
ースもある。例えばある『パニック障害・引きこもりで

暴力をふるう息子と認知症の母親』の場合、ケアマネジ
ャーの制度上の支援対象は認知症の母親だが、母親への
サービスを開始するには生活上少しの刺激にも敏感な息
子の承諾を得ることから始めなければならなかった。こ
こで介護サービスの導入は母親を支える機能にもなれば、
息子を刺激して母親に暴力をふるわせる引き金にもなり
得る。更に他にも課題はある。母親が徘徊すると息子は
探す・引き取る等役割を果たすのは難しい。一方で徘徊
する母親を腹立たしく思い、母親を迎えに行く立場に納
得いかない気持ち、現実的には迎えに行かざるを得ない
が障害があり外に出られない。そういった焦燥感・怒
り・情けなさ等の複雑な感情を整理できなくなると暴力
へと発展しやすい。このケースにおけるケアマネジャー
の役割は、①本人と息子それぞれとの丁寧かつ頻繁な面
談、②サービス事業所との毎日の経過確認と支援方針を
再三共有しチームを結束する、③徘徊時の本人の安全と
息子のストレスの増幅予防を目指すサポート体制確立の
試みだ。③の方法は若い頃の母親を知る（最近関係は途
絶えていた）かつての知人や仕事先、（挨拶はしないが）
顔を知っている近所のパン屋やコンビニ等、その利用者
に紐づく糸を探して紬ぎ、より合わせるかのごとく周囲
の「人」の包容力が育つはたらきかけだ。介護保険がで
きて支援はシステマティックになったが、いまより一層
求められているケアマネジメントはその利用者に紐づく
「人」の関係を知り、関係性にアプローチできる視点と
技術ではないかと考える。

平成４年	 武蔵野音楽大学卒業後、音楽療法を通じ知的障害児入所施設に入職、障
害児の生活支援に従事。

平成10年	 大阪障害者職業センター入職。障害者職業カウンセラーとして職業リハ
ビリテーション策定業務に従事。

平成14年〜	 介護支援専門員（特別養護老人ホーム・居宅介護支援）を経験。
平成17年	 東京海上日動ベターライフサービス株式会社入職、所長を経て本社のシ

ニアケアマネジャーとして140人のケアマネジャーの業務統括を行い教育
制度の改革、キャリアアップ・人事制度の体系づくりに携わった。

職能団体の活動は東京都北区ケアマネジャーの会会長、東京都介護支援専門員研究協
議会理事、日本介護支援専門員協会常任理事として実践した。
平成28年	 厚生労働省老健局振興課 介護支援専門官として平成30年度介護保険制度
　　　　　　改正のうち居宅介護支援に関連する改定、法定研修をはじめとするケア

マネジメントに関連する研究事業等に携わった。
平成30年４月より現職。
主な著書に「身近な事例で学ぶケアマネジャー倫理」中央法規（2019年３月）他。
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28
第２部パネル

地域の茶の間創設者　支え合
いのしくみづくりアドバイザー

河田  珪子
◎第1部パネル  分科会6
◎第3部パネル  分科会46
　にも登壇

経  歴  等

昭和19年、新潟県生まれ
任意団体実家の茶の間世話人代表　社会福祉主事任用資格・介護福祉士

平成元年、認知症の夫の親達の介護のため、大阪から単身で新潟にもどる。平成2年、
有償の助け合い「まごころヘルプ」を開始。その後子どもから高齢者まで誰もが自由に
集える「居場所」を「地域の茶の間」と名付けて推進。平成15年、空き家を活用した
泊まることもできる常設型地域の茶の間「うちの実家」開始（25年終了）。平成26年、
市と任意団体「実家の茶の間」の協働事業として、助け合いの推進を目的に地域包括ケ
ア推進モデルハウス「実家の茶の間・紫竹」を立ち上げる。その後、地域のつながりづ
くりに向けて「茶の間の学校」「助け合いの学校」「お互いさま・新潟」なども開始。

【受賞・委員等】
新潟県弁護士会人権賞、国際ソロプチミスト女性栄誉賞、第1回「21世紀への道標 
賞」、平成19年度地域づくり総務大臣表彰（個人表彰）、エイボン女性年度賞2014、 
第4回健康寿命を延ばそう！アワード団体賞（実家の茶の間）他、受賞。
他に、新潟県高齢者保健福祉推進協議会委員、新潟県地域包括ケアシステム推進会議
構成員、新潟県共同募金会配分委員会委員、シニアカレッジ・新潟副学長、新潟市地
域医療推進会議委員、公益財団法人さわやか福祉財団評議員他を務める。

発言要旨

　平成元年、それまで介護職として働い
ていた大阪府立の特別養護老人ホームを
介護退職して新潟に帰郷し、24時間目が
離せないピック病を患う姑と、一部介助

が必要な舅の介護者となった。さらに自分自身もがんの
予後外来に通院しながらの介護生活の中で、「介護しつつ
自分の人生を大切にしたい。介護される側の人生も大切
にしたい。そんなシステムをつくりたい」と利用する立
場から有償の助け合い活動を呼び掛けた。多くの賛同者
に出会うことができて、有償の助け合い活動を開始する
ことができた。
　その利用会員第一号として、9人の提供会員から自宅で
手助けを受けつつ、二人の親を無事に看取ることができ
た。一方で、助け合いの仕組みを創りつつ、自分自身も
提供会員として63人の在宅介護者や家族の手助けをして
きた。平成3年から助け合いの事務所に手助けする人や、
手助けを受ける人、相談者が訪れ、自然発生的に赤ちゃ
んからお年寄りまで、障がいの有無や国籍も関係なく一
緒に居られる居場所となった。
　その多様な関係性の中で生まれる自律・自立支援・エ
ンパワーメントの効果は素晴らしいものがあり、平成9年
には自分の居住する地域の地縁組織の協力を得て地域の
自治会館で、共生型居場所を立ち上げることができた。

その立ち上げを地元新聞に大きく取り上げられ、掲載し
た新聞の見出しから新聞社の了解を得て「地域の茶の
間」と命名した。その後「地域の茶の間」は新潟県が平
成12年度県の長期総合計画で全県普及を打ち出し、現在
では2,500か所ほどに広がっている。
　平成15年、それまで月一回開催していた自治会館の居
場所は、高齢者の「毎日来たい」という声に応え、空き
家を借りて、常設型「地域の茶の間」になった。県内だ
けでなく、さわやか福祉財団、長寿社会文化協会、市民
福祉団体全国協議会などの広報や協力もあって、全国か
ら多くの方が訪れる居場所は、現在、平成26年から始ま
った新潟市地域包括ケア推進モデルハウス「実家の茶の
間・紫竹」にすべてのノウハウが引き継がれている。な
かでも、移動が不自由、情報がない、交流がない、地域
性や生活環境の中で遠慮や受け身姿勢、意思を表に出さ
ず客体的な態度を美徳とする気風もあり、だからこそ、
小さなことから日常的に自分で選択、自分で決める・自
由な行動、違いを知りお互いを尊重する等々を大切にし
ながら日常の当たり前にする。さらに、月一回だが、地
域包括支援センター・保健師による生活・健康相談、作
業療法士による自律・自立支援、さらに日常的には、自
宅での家具を活用した介護技術や生活方法等々の相談に
応えつつ、運営している。
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第２部パネル

特定非営利活動法人
たすけあい平田理事長

熊谷  美和子　

◎第１部パネル  分科会13
◎第３部パネル  分科会54
　にも登壇

経  歴  等

　栃木県庁勤務の後、夫の転勤で旧平田市に移住。親類、知人のいない未知の地で、
介護や子育てをする中で、助け合いの大切さを痛感。
「これからは血縁だけが頼りじゃない。困ったときはお互いさま。地域に住む者同士の
たすけあいが必要」との思いを強くし、1992年市民による助け合い制度を設立、活動
の輪を広げてきた。
　2000年、ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）を設立し、理事長となる。ボランティ
アから発展した県内初の介護保険事業者となり、ボランティアと介護保険事業者という
2つの顔を持つ組織として、それぞれの良さを活かしたきめ細かで、柔軟な福祉サービ
スの提供を行っている。
　現在も ｢困ったときはお互いさま」のたすけあい活動で、お互いが ｢地域に住むもう
ひとりの家族になろう｣ を合い言葉に活動している。
　さわやか福祉財団さわやかインストラクター

発言要旨

　入所により環境が変化し、意欲を失っ
てしまった女性が、関係者の関わりで、
エンパワーメントした事例
　独居で要介護３の認知症の女性。難聴

で左足に障害があり杖歩行。元公務員。華道やフランス
刺繍が趣味
　要介護になる前から本人の依頼があると掃除や草取り
にたすけあい平田が訪問していた。要介護状態になり、
ヘルパー利用が始まった。認知症が進み、行方不明にな
り、ケアマネ、ヘルパー、たすけあい、近所の人、警察、
市社協のＳＯＳメールなどと情報交換しながら探し歩い
て深夜になってやっとのことで見つかった。
　その後、自宅での生活が無理になり、複合型老人ホー
ムに入所。週一回の外部デイサービス利用以外は、外出
ができない生活にすっかり元気をなくしてしまった。笑
顔を失い、ホームのデイ利用時に職員が誘っても、みん
なの輪に入らず、腕組みして口をへの字に結び難しい顔
をしている日が続いた。
　ケアマネが、週一回の外出日であるたすけあい平田の
デイサービスと連携し、得意の生け花をしてもらうよう
お願いした。生け終わった後、みんなから「素敵！」
「すばらしい！」と褒められ、とても嬉しそうだった。

それ以来、デイでは、お花は彼女の担当ということにな
り、玄関はいつも季節感のある彼女の生け花で飾られて
いる。外出してデイに来られた日は、歌やゲーム、作品
づくり、脳トレなどにも参加し、みんなと一緒に楽しそ
うに過ごしておられる。
　今も施設で暮らしながら、たすけあいメンバーの力を
借りて、墓参り、通院後の外食、高級和菓子でのお茶の
ひとときなどを楽しんでおられる。
　遠く離れている妹さんも姉が心豊かな暮らしができて
ありがたいと、たすけあい平田のまごころ会員として組
織を応援してくださるようになった。
　元当法人副理事長だった認知症の女性Ｎさん（87歳）。
認知症になり、物忘れや話題の繰り返しがあるようにな
ったが、身体はいたって元気。家に閉じこもるようにな
ったが、手伝って欲しいと声を掛け、ボランティアで介
護保険利用者となった同級生の独居男性の話し相手やた
すけあい平田の農園の手伝いをしてもらった。ヘルパー
利用を拒否していた同級生の男性も、彼女が来る日なら
ヘルパーが入ってもいいと了解され、ヘルパー利用につ
ながった。Ｎさんのお陰と離れて住む家族から感謝され
ている。
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ゼロ次エンパワメントと自律支援

「エンパワメント」という考え方や言葉
には、「病気というマイナスが起きない

ようにする『予防』」よりも、「プラスの力を引き出
す」という積極的で広いニュアンスがある。その対象に
も、予防と同じようにいろいろある。パワーを削がれ日
常生活動作（ADL）にすら介助が必要になっている人
に対するエンパワメントは「三次予防」にあたる。今は
なんとか自分でできているが今のままでは近く介助が必
要になりそうな人を早く見つけて支援するのは「二次予
防」、普通に暮らしている人から潜在的なパワーを引き
出すのは「一次予防」にあたる。「ゼロ次予防」にあた
る地域や集団の社会経済的、環境的、行動的条件に介
入して、そこに暮らす人々をエンパワメントするのは
「ゼロ次エンパワメント」と呼べるだろう。
　もっともエンパワメントや自立支援が難しいのは「三
次予防」だろう。果たして回復困難な全介助の人に対
してもエンパワメントや自立支援は可能か。A さんの事
例を元に考えてみたい。A さんは、パーキンソン病類縁
疾患で全介助となり、嚥下障害のために誤嚥性肺炎を
起こして入院してきた方である。元エンジニアであった
と聞き、あるデバイスを試すとうまく使いこなし、自ら
の意志を表示して選択をし「自立」は困難でも「自律」

はできることを教えてくれた。A さんの事例から学んだ
のは、1つは国際生活機能分類でいう「環境因子」や
「個人因子」など背景因子の重要性である。もう1つは
「自立」支援というと ADL レベルのことと誤解をして
しまいがちだから、自己選択を意味する「自律」支援と
捉えるべきということである。
　これはゼロ次予防にあたるエンパワメントにもあては
まる。「環境因子」が変わることで、「個人因子」は影響
を受け、現在の ADL でみれば支援すべきことがないよ
うに見えて、「将来なりたい自分」に向けた自律（＝自
己選択）に向けて支援できることは多い。そのことが、
我 々 の 取 り 組 む 日 本 老 年 学 的 評 価 研 究（Japan 
Gerontological Evaluation Study，JAGES）の成果か
ら見えてきた。介護予防で進められている住民主体の
「通いの場」で醸成されるソーシャル・キャピタル
（人々のつながりから得られる資源）は、健康づくりだ
けでなく将来の楽しみまで引き出し、「運動を始めた」
などの将来の well-being（幸福・健康）に望ましい行動
をも引き出すエンパワメント力を持っていることがわか
ってきた。誰もが将来起きうることを予見でき、居場所
や役割、将来やりたいことに関する選択肢を持っている
社会・環境づくり、つまり「ゼロ次エンパワメント」と
「自律支援」社会はありうる。そんな社会を「地域共
生社会」と呼ぶのだと思う。

経  歴  等

千葉大学予防医学センター社会予防医学研究部門教授
国立長寿医療研究センター　老年学・社会科学研究センター　
老年学評価研究部長（併任）
一般社団法人日本老年学的評価研究機構代表理事（併任）
 
　1983年千葉大学医学部卒業。東京大学医学部付属病院リハビリテーション部医員、
船橋二和（ふたわ）病院リハビリテーション科科長などを経て、1997年日本福祉大学
助教授、University of Kent at Canterbury（イギリス）客員研究員（2000-2001）、
日本福祉大学教授を経て、2014年から現職。千葉大学予防医学センター社会予防医学
研究部門教授。2016年から国立長寿医療研究センター　老年学・社会科学研究センタ
ー・老年学評価研究部長を併任。2018年一般社団法人日本老年学的評価研究機構代
表理事（併任）。
「健康格差社会－何が心と健康を蝕むのか」（医学書院，2005）で社会政策学会賞
（奨励賞）受賞
近著　｢健康格差社会への処方箋」医学書院　2017、「長生きできる町」角川新書
2018

千葉大学予防医学センター
社会予防医学研究部門教授

近藤  克則

発言要旨
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1.	ほっとリハビリシステムズについて
　　弊社は、福井県全域５拠点におい
　て、地域住民がどのような状況におい
　ても、安心して暮らせる街づくりをテ

ーマに活動している。現在、訪問（看護・介護）通
所介護、短期入所生活介護、看護小規模多機能事業、
認知症グループホーム、介護付き有料老人ホームな
ど、22の事業を展開している。

2. 自立支援型介護に向けた弊社の取り組み
（ア）職員の教育

　自立支援型介護を行う上においては、介護職
員がその理解を十分持つと共に、適正な介護技
術を習得する必要がある。弊社では「リハビリ
テーションケアワーカー」という社内資格を位
置付け、介護職員を対象として、概ね３年間で
36単位を取得する中で、その意識や技術の醸成
を図っている。

（イ）介護の内容に関する工夫
①評価及び目標設定

　自立支援を促すためには、現状の課題がど
の機能等によって生じているかを明確にし、
的確な目標設定の下に進める必要があると考
える。
　弊社では、出来る限り客観的な評価に基づ
き、利用者、家族、ケアマネなどに報告して
いる。そして、具体的な目標を立て、一定の
期間ごとに評価をしながら、その目標達成に
向けた取り組みを実践している。

②疾病・障害別グループリハビリの取り組み
　通所介護の役割は、心身機能の自己管理能
力が重要だと考える。弊社は、医療機関等に

て「してもらうリハビリ」の意識を改革し、
「するリハビリ」へと利用者が意識転換でき
るような仕組みを取り入れている。脳卒中片
麻痺、パーキンソン病、脊髄や小脳疾患、骨
関節疾患、フレイルなど、さまざまな状態像
に合わせたグループの取り組みと、自己選択、
自己決定のアクティビティを織り交ぜたメニ
ュー構成で運営している。

③ハードウエアの工夫
　ソフトのみならず、中重度でも自立度の高
い日常生活を取り戻したり、維持できたりす
るように、ハードウエアにも工夫を取り入れ
対応している。特に入浴や排せつ動作におい
て、本人も介護スタッフも負担が大きいため、
工夫を凝らしている。本人の残存機能を可能
な限り引き出す事が出来るように、理学療法
士の視点から施設づくりに努めている。

3. 介護予防の取り組み
　今後、それぞれの街において自立支援を推進する
ためには、介護予防の取り組みが大変重要であると
考える。住民同士が支えある仕組みやいつまでも自
分らしく活き活きと暮らし続けるために、どのよう
な生活習慣を身に着けるべきなのかという事の啓発、
さらには、虚弱状態に陥りかけた住民を、水際で早
期発見し、短期集中的に支援する中で元の状態に戻
すなど、様々な取り組みが求められる。弊社におい
ては、自治体との連携の下、介護事業のみならず、
介護予防・日常生活支援総合事業の受託等も通じて、
街づくりを推進している。結果として、活動の中心
拠点である、越前市では、着実に要介護認定率が低
下し、その成果を上げている。

経  歴  等

（株）ほっとリハビリシステムズ代表取締役
生年月日：昭和44年12月23日
【略歴】　平成３年　福井医療技術専門学校卒業

平成３年　理学療法士免許取得、福井総合病院理学療法室
平成６年　武生市役所（武生市保健センター）
平成10年　（有）ほっとリハビリシステムズ創設
平成29年　（株）ほっとリハビリシステムズ Korea 創設
平成30年　（株）ほっとリハビリシステムズに商号変更

【関連施設】ほっとリハビリ訪問看護ステーション他、福井県内に居宅介護支援事業
所、訪問・通所介護事業所、短期入所生活介護、介護付き有料老人ホーム、サービス
付き高齢者住宅、福祉用具貸与・販売事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所等
を展開。
【その他団体役員等】（公社）日本理学療法士協会理事／全国訪問リハビリテーショ
ン振興委員会委員長／訪問リハビリテーション振興財団常務理事（事務局長）／ NPO
法人全国在宅リハビリテーションを考える会副理事長／全国福祉具専門相談員協会理
事／福井大学医学部非常勤講師／社会福祉法人慶生会理事・評議員

公益社団法人
日本理学療法士協会理事

松井  一人

発言要旨
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認定介護福祉士が地域の連携強化に果たす役割

介護福祉士の力を地域づくりに

　多くの皆さんは、介護福祉士は知って
いても、認定介護福祉士は聞いたことが

ないと思います。認定介護福祉士は、厚労省の検討会
等の提言に基づいて、日本介護福祉士会や介護福祉教
育団体、事業者団体が協力してつくった介護福祉士の
ための認定資格で、2015年に誕生しました。
　認定介護福祉士創設のねらいは、社会的に大変大き
な存在となっている介護職集団のトップリーダーを育成
することです。その具体的な役割は、①施設・事業所
における介護職集団全体の指導、②医療・介護等の職
種間・機関連携の仕組みの構築・運用における介護側
の責任者、③地域の介護力を引き出し・高めること、で
す。
　今回のパネルでは、特に3番目の認定介護福祉士が地
域の介護力を高める役割について、認定介護福祉士と
なった方の実践や認定介護福祉士に期待する事業者や
行政の方々と一緒に考えていきたいと思います。
　これまで介護職はどちらかといえば、施設や在宅の
なかで直接ケアにかかわる部分を担う仕事として理解
されてきました。しかし、地域包括ケアシステムや地域
共生社会の構築という政策が進められている時代、介

護職集団も地域と無関係ではいられません。それどころ
か、介護職集団の参画がなければ、この政策は実際に
は全く進みません。
　例えば、生活支援体制整備事業で各地で住民主体の
取り組みが生まれていますが、住民だけで主体的にで
きることには限界があります。住民による助け合い活動
を、介護福祉の専門性をもち、かつ住民との協働の作
法を学んだ認定介護福祉士が支えることができれば、
要支援・要介護となり、認知症が進んだ人でも、住民
は安心して関わることができ、住民主体の場に居続けら
れるようになるかもしれません。そして、介護サービス
事業者の側も、住民主体の助け合いと上手に協働し、
サービス利用者が地域から切り離されない暮らしを支え
られるように、今のサービスの在り方を変える必要があ
ります。
　介護福祉の専門性をもった認定介護福祉士が、地域
包括ケアシステムづくりに参画することで開かれる可能
性、そして介護福祉士が、地域住民とともに地域のケ
アの力を高め、誰もが暮らし続けられる地域をつくり、
介護の仕事が地域で輝く仕事になるという夢を語り合
いながら、そのための認定介護福祉士自身の責任、介
護福祉士が地域づくりに参画できる仕組みづくりのため
の課題を話し合います。

1988年全国社会福祉協議会に入職。高年福祉部、東京都社会福祉協議会・東京ボラ
ンティアセンター（出向）、全国ボランティア活動振興センター、中央福祉人材センタ
ーに勤務。
2008年７月より厚生労働省社会・援護局総務課社会福祉専門官（地域福祉課・福祉
基盤課併任）。厚労省において社会福祉士制度、介護福祉士制度、共同募金等を担当。
2013年４月より現職

国、都道府県、市町村、各種団体の委員・講師等を務める。社会福祉法人の地域公益
活動関係では、東京都・東京都社会福祉協議会地域協議会委員、東京都社会福祉協議
会・東京都地域公益活動推進協議会地域ネットワーク推進委員会アドバイザーなどを
務める。
地域包括ケア関係では、生活支援体制整備事業の生活支援コーディネーター中央研修
講師、厚労省関係の調査研究委員会委員などを務める。

【主な研究テーマ】
地域福祉、福祉マネジメント

発言要旨

■ 進行役
日本大学文理学部
社会福祉学科教授

諏訪  徹
◎第3部パネル  分科会48
　にも登壇

経  歴  等
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　介護老人保健施設（以下老健と略す）
は、平成29年６月公布の介護保険法第８
条において、「老健施設とは、要介護者
であって、主としてその心身の機能の維

持回復を図り、居宅における生活を営むための支援を必
要とする者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、
医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な
医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施
設」と定義された。
　今回の改正で「在宅生活を支える機能」が明確にな
り、老健の多職種連携による包括的ケアサービスのメ
ニューがさらに拡張された。
　これに伴い老健の介護職には、より地域を注視した
ケアサービスの提供が求められることになった。
　これまでにも老健の介護職は、医師、看護師、リハ
職、管理栄養士等の多職種と連携しながら、医療的ケ
ア、認知症ケア、リハビリテーション、在宅復帰支援、
在宅生活支援、通所リハ等で多岐にわたる老健ならで
はの介護スキルが求められてきた。
　そのため老健の介護職は常勤率が高く、６割以上が
「介護福祉士」と有資格率も高い。キャリアアップ志向
も強く、キャリア段位取得にも積極的に取り組んでいる。
また、他職種からの刺激を受け、看護職やリハ職へ進
路変更する者も多い。老健の介護職は、高い専門性が

要求される「総合的な介護職」と位置づけられる。
　一方、長年老健に関わってきた医師の視点で俯瞰す
ると、(1) 多職種連携協働と言いつつも、介護職の中に
ある医療（職）に対する一種のコンプレックスや陰性感
情 (2) 医療用語に関する知識不足 (3) 介護チームをまと
める強いリーダーシップ (4) 地域の関係職種との積極的
な交流等については、長年の課題と感じている。
　この課題を解決する手段として、老健関係者は「認
定介護福祉士制度」に期待を寄せている。その理由は、
認定介護福祉士が目指す (1) 他職種とそのチームと連
携・協働する力①他職種からの情報や助言を理解し、
介護職チーム内で共有し介護に結びつける②利用者の
生活状況、介護内容を論理立てて他職種に伝える③利
用者の状態像の変化を他職種に伝え連携を図ることで、
状態の悪化を最小限に留める等の「介護サービス提供
における連携の中核となるスキル」(2) 地域とかかわる
力①地域に出向き、生活環境整備、相談援助等で本
人・家族の不安を軽減し、適切な関わり方を支援②地
域ボランティア、家族介護者等への介護に関する助
言・支援③自施設・事業所の介護力を地域へ展開④介
護に関する地域ニーズの把握・分析等の「地域におけ
る介護力向上のための助言・支援をするスキル」といっ
たものが、老健関係者が強く望んできた、老健の介護
職像と合致するからである。

経  歴  等

医学博士　精神保健指定医　認定精神科専門医　産業医
 
【現　職】	（公社）東京都医師会副会長
	 （公社）全国老人保健施設協会副会長
	 （公社）日本介護福祉士会理事
	 （一社）東京都老人保健施設協会会長
	 （一社）認定介護福祉士認証・認定機構理事
	 （一社）八王子市医師会理事
【略　歴】	 1980年　金沢医科大学神経精神科入局
	 1987年　金沢医科大学神経精神科退局
	 1988年　（医）光生会平川病院副院長
	 1988年　ひらかわクリニック院長
	 1995年　介護老人保健施設ハートランド・ぐらんぱぐらんま開設
	 1997年　（医）博朋会理事長
	 2005年　（医）光生会理事長
【公職等】　（公社）日本精神神経科診療所協会副会長、（一社）東京精神神経科診療所

協会会長を歴任。この間、厚労省の精神保健医療分野の調査研究事業に
参画し研究報告、政策提言を行った。1995年に老健施設ハートランドぐ
らんぱぐらんま開設後は、高齢者医療福祉、介護分野に注力し、全国老
人保健施設協会では研修委員長、常務理事を経て副会長。東京都老人保
健施設協会会長も兼務。2012年東京都医師会理事、2017年から副会
長。厚労省医療従事者の需給に関する検討会構成員、外国人介護人材受
け入れの在り方に関する検討会委員。最近は医療福祉人材問題に積極的
に取り組んでいる。

一般社団法人認定介護福祉士 
認証・認定機構理事

平川  博之

発言要旨
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　尊厳の保持の実現が謳われている介
護保険法にもとづく介護サービスである
が、それを達成するための地域包括ケア
システムに向かう道筋が見えにくい状況

である。
　その大きな理由のひとつは、予防からターミナルまで
変化していくステージを、自宅を中心とした生活圏域で
介護福祉士を始めとする専門職が本人に伴走できるサ
ービスの仕組みが確立していないことではないかと考え
ている。1985年から推進された「在宅３本柱」が在宅
介護サービスの先行モデルとして広く普及をしており、
多くの地域では広域的にバラバラのサービスが提供さ
れている。その仕組みの中で従事する介護専門職が、
その人のさまざまな地域関係の中での暮らし全体を捉
える視点を持ちにくく、本人の暮らしに必要な地域の関
係性や地域づくりなどへの展開に繋がりにくい結果を招
いている。
　2005年の介護保険法改正により「住み慣れた地域」
が概ね中学校区である「日常生活圏域」と定義され、
地域包括支援センター及び包括報酬型在宅サービスで
ある小規模多機能居宅介護（以下、小規模多機能）を
含む地域密着型サービスが登場し、地域での暮らしの
継続に必要な関係性の視点を持ち本人と共同してサー
ビス内容を創り上げていく可能性が開かれた。
　地域包括ケアシステムが目指す、誰もが住み慣れた

地域で暮らし続けることのできる社会を実現するために
は、地域包括ケア研究会報告書の「植木鉢の図」で示
されているように、「専門職」、「地域の支え合い」、「住
まい」、「本人、家族の心構え」の統合が求められる。し
かし、そのいずれの実現のためにも、本人のこれまでの
暮らしの経過、本人の願い、本人のさまざまな関係性
を共有し伴走できる専門職の存在がなくては困難では
ないかと考えている。また、それと同時に、介護専門職
等が日常生活圏域での「継続的かつ包括的」支援が実
現できるためには、住替え資源を含めたさまざまな社
会資源を生活圏域に整備することは大切な要件である。
京都地域密着型サービス事業所協議会では、2019年度
に「地域生活継続支援介護専門士２級（仮称）」資格研
修を実施する。京都市は76の中学校区、61ヵ所の地域
包括支援センター、220の小学校区があるが、当面当該
専門士を61名、最終的には220名養成し、地域ケア会
議など地域づくりに関わる会議等に参加し発言する仕
組みを実現していきたい。京都市内に100ヵ所整備され
ている小規模多機能事業所管理者の受講の推奨、養成
課程の補助、研修終了者の認証など、当該研修を京都
市と連携して行うことを協議している。本研修は、今回
のテーマである「認定介護福祉士」の実践モデルとし
て位置付けており、１級は認定介護福祉士を想定してい
る。

経  歴  等

　1981年より社会福祉法人健光園に勤務。1990年「健光園」園長に、2000年「も
もやま」園長に就任。京都市内に小規模多機能居宅介護事業所など8か所のサテライ
トを開設、2011年には京都地域密着型事業所サービス協議会を設立し、現在京都市内
に100か所の小規模多機能事業所が設置されている。「個別ケアを実践できる人材育
成」養成を目的に、2006年特定非営利活動法人介護人材キャリア開発機構を設立。
2012年に「地域密着型総合ケアセンターきたおおじ」開設、社会福祉法人リガーレ暮
らしの架け橋を設立し現在に至る。
　認定介護福祉士認証・認定機構理事、京都府福祉人材育成認証事業推進会議座長、
立命館大学産業社会学部非常勤講師などを務めている。「これからの介護人材養成のあ
り方に関する検討会」（2014年度）、「社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会」
（2016年度）等厚生労働省関係委員を歴任。
　著書は「介護職員キャリアパス構築マニュアル」（共著、日経 BP 社）など。

地域密着型総合ケアセンター
きたおおじ代表

山田  尋志
◎第3部パネル  分科会52
　にも登壇

発言要旨
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　現在、坂城町社会福祉協議会で地域
福祉係・福祉活動専門員として活動して
いる家﨑かおりです。それまでは長く訪
問介護の業務に従事してきました。

　今回の「いきがい・助け合いサミット㏌大阪」では、
私が認定介護福祉士として、また国家資格である介護
福祉士として介護の現場ではなく地域福祉係という今
までとは違う場で生活支援体制整備事業等に携わるよ
うになり、活動する中で感じたことや業務に対する思い、
私自身の視点等を皆さんと共有・共感出来たら幸いと考
えています。
　共生社会の実現が求められるようになってから、皆さ
んの地域はどのように変化、進化してきたでしょうか。
　スムーズに前進している地域、悪戦苦闘している地
域、何も進展していない地域、様々だと思います。
　実は私の地域もうまく進んでいないのが実状です。
　地域づくりとは、地域の人々が今まで育み作り上げて
きた文化の進化であり、即ち、共生社会の実現や地域
包括ケアシステムが目指すところの「高齢者になっても
住み慣れた地域で最期まで暮らし続けることができる

地域」の実現に向かうための土壌づくりだと思っていま
す。
「誰もが自分自身の選択した最期を迎えることができ
る」。簡単なことのようで大変難しいことです。
　決して個人の力での実現はありません。
「人は独りでは生きられない」とよく言われますが、た
とえ自分の家で最期を迎えることを希望しても、家族等
の自助があっても互助である地域の理解や協力がなけ
れば実現は限りなく不可能になってしまいます。
　共生社会の実現のため、私が日々活動している中で
様々な人達と関わるようになって、長年在宅介護で培っ
た「その人らしい生活を実現させるためのケア」＝「個
別ケア」の実践での介護福祉士、また、認定介護福祉
士の専門職としての視点や関わりがとても重要であり、
同時に私自身の強みであると感じています。
　私もこのサミットで皆様とのつながりを通じ、自身の
課題解決の手がかりを得ようと思っています。
　同時に今回の機会でまだ世間に広く認知されていな
い「認定介護福祉士」を少しでも知っていただき、皆さ
んに興味を持っていただけたらと思います。

経  歴  等

2001年～	 社会福祉法人　坂城町社会福祉協議会　
	 訪問介護事業所でホームヘルパーとして勤務
2005年	 介護福祉士資格を取得
	 長野県介護福祉士会・日本介護福祉士会に入会
2006年～	 社会福祉法人
	 坂城町社会福祉協議会　訪問介護事業所　サービス提供責任者
2009年～	 　　　　同上　　　　　障害福祉サービス事業所　サービス提供責任者
2011年～	 　　　　同上　　　　　介護サービス係　主任
	 産休育休を経て
2017年～	 　　　　同上　　　　　訪問介護事業所　サービス提供責任者
2018年12月～　　　同上　　　　　地域福祉係　福祉活動専門員
2019年４月～　介護認定審査会委員
　　　　　　　　現在に至る

現勤務先である坂城町社会福祉協議会にて訪問入浴介護のスタッフ、また訪問介護事
業所でヘルパー、サービス提供責任者として約19年従事。2018年９月、全国に先駆
けて長野県で開催された認定介護福祉士養成研修を修了し現在、認定介護福祉士とし
て長野県介護福祉士会での活動並びに職場では地域福祉係にて生活支援体制整備事業
や地域支援グループ活動支援事業等の活動に携わる。

認定介護福祉士／社会福祉法
人坂城町社会福祉協議会

家﨑  かおり

発言要旨
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認定介護福祉士／特定非営利
活動法人ほのぼのセンターひ
なたぼっこ代表 

北山  加代子

経  歴  等

保育士、介護福祉士、介護予防指導士、認定介護福祉士 
・ 甲賀市地域包括支援センター運営協議会委員 
・ 甲賀市地域密着型サービス運営委員会委員 
・ 一般社団法人 滋賀県介護福祉士会理事 
・ 滋賀県喀痰吸引等研修（第一号、第二号研修）実施委員会委員 
　平成14年に特定非営利活動法人ほのぼのセンターひなたぼっこを設立。 
　「私たちは、大きな施設でなく、住み慣れた所で、みそ汁の匂いが漂い、笑い声とお
しゃべりがきこえる普通の暮らしをめざしています。やりたいことを決して縛らず、自
然体でさりげない支えを行っていきたいと考えています。その人らしい暮らしを応援す
るそんな自然体のデイサービスです」を理念とし、民家を改修し、地域にねざした小規
模通所介護事業を開始する。
平成14年6月：通所介護ほのぼのセンターひなたぼっこ／平成16年4月：地域密着型通
所介護ひなたぼっこかつらぎ／平成22年10月：ひなたぼっこ居宅介護支援事業所／平
成25年4月：認知症対応型通所介護ひなたぼっここもれび／平成28年7月：認知症対応
型通所介護ひなたぼっこつちやま／平成30年1月：総合事業通所介護サービスＡひなた
ぼっこげんき

発言要旨

【活動内容及び思い】
　何れは誰もがたどる道（要介護状態）
であるということを念頭に、ここに来れ
ば何とかなるよという意味でも、ひなた

ぼっこという存在を知ってもらう活動を進めている。ま
た、一方では、介護サービスを受けなくても生活できる
ように頑張ろう、何かあればひなたぼっこがあるから安
心という思いになってほしいとも考えている。
　利用者も職員も地域の中の一員であるということをい
つまでも忘れず、「介護サービス利用者だから」「介護事業
所の職員だから」という特別視を持ったり、持たせたり
するのではなく、例えば散歩をしても火鋏を持って清掃
活動がてら歩く等「私は地域に貢献している、まだまだ
役割がある」という気持ちを持てるよう、さりげない関
わりが継続できるようにと考えている。この思いは認定
介護福祉士研修「地域に対するプログラムの企画」受講
後、地域との繋がりの重要性と活用をさらに強く認識し
た。具体的には、利用者の生活歴、培ってこられた社会
関係等を想像し、地域での暮らしの継続性を保つ介護サ
ービスの在り方に気づける力を強化することができた。
【地域との連携の取り組み具体例】
※地域ボランティアグループ：自分たちの活動を発表す

る場所が少ないという声があり、事業所を発表の場に
した。

※核家族化で高齢者を身近に見る機会が少ない中学生や
障がいを持つ人：職場体験機会を提供。

※職員：介護事業所独特の閉塞感…外に目を向け、地域
の中の事業所であるという自覚が芽生え、大きな声で
あいさつも率先し頭を下げることができる。認定介護
福祉士研修「チームマネジメント」を活用し、当事業
所における専門職の在り方や考え方を法人理念に基づ
き具体的に伝え、職員の意識・行動改革に努めた。

※ひなたぼっこ自らが動けば動いただけ、地域の人が声
をかけてくれると実感している。⇒地域の人を待ち受
けるのではない。

Episode①空き家整理時に声を掛けられ、「なんでも必要
な物持っていきや」と備品等を譲り受ける。
Episode ②ちょっと寄れる場として認知してもらえ、Ａ
ＥＤ講習会、無料体操教室、子ども会の行事等々公民館
替わりの利用。野菜を持ってきてくれついでにお喋りも。
※地域に使われる事業所＝自分の家の近くにある介護の

よろず屋（特別な場所、敷居が高い場所ではない）。ギ
ブアンドテイクだけに留まらないウィンウィンの関係
を、日々の付き合いが積み重なり、開設以来17年経過
し出来るようになってきた。

【今後の展望】
生活の継続性を支える為に、
・誰でもが寄れる喫茶店兼居酒屋（食堂カフェ、事業所

の昼食作り、持ち帰り弁当、ちょこっと総菜等々）
・クリーニング屋（利用者が在宅で苦労して洗濯しなく

ても済むように）
・訪問介護（利用者の顔なじみの職員が訪問し、一人で

はあと少しできないところをサポートする）
・誰でもが入居可能な住居（こじゃれたマンション）
【認定介護福祉士として】
　今までの地域活動を通して、認定介護福祉士として、
介護・福祉・保健・医療・地域等の垣根を超え、生活に
必要な多職種を巻き込み、地域生活を支える中での専門
性の発揮の仕方や役割を伝え、医療・リハ職との連携や
互いの専門性の理解については「まずは自分の周りから
できること」を発信し、些細な気付きを大切にし、発信、
行動、継続する事に取り組んでいきたい。

�ネル登壇者_本文02-2.indd   216 2019/07/31   11:47



217

いきがい
助け合い

全
体
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

第
1
部  

パ
ネ
ル

第
2
部  

パ
ネ
ル

第
3
部  

パ
ネ
ル

分 科 会

29
第２部パネル

京都市介護ケア推進課資格・
認定給付担当課長

遠藤  洋一　

経  歴  等

1999年４月	 京都市入職
           ５月	 京都市保健福祉局福祉部障害福祉課勤務
2005年４月	 京都市保健福祉局長寿社会部介護保険課勤務
2010年４月	 京都府後期高齢者医療広域連合業務課課長補佐
2013年４月	 京都市保健福祉局子育て支援部児童家庭課担当係長（保育課担当係長兼

務）
2014年４月	 京都市保健福祉局子育て支援部保育課担当係長
2016年４月	 京都市保健福祉局長寿社会部介護保険課認定給付係長
2018年４月	 京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課課長補佐
2019年４月	 京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課資格・認

定給付担当課長

発言要旨

　今後、人口のボリュームゾーンである団塊の世代が75
歳を超え、生産年齢人口の減少が加速することから、支
援を必要とする高齢者が増える一方、それを支える医
療・介護の専門職が不足することが見込まれています。
　平成31年３月に発表された地域包括ケア研究会
「2040年：多元的社会における地域包括ケアシステム
―「参加」と「協働」でつくる包摂的な社会―」では、生
産年齢人口の減少が進む中で2040年に向けて、現在の
在宅医療が抱える大きな負担を、医療職の間で分散させ、
また、一部の業務負担については、介護職を含む他の専
門職種との連携を強化することによって、結果的に軽減
する方策を検討する必要があるとされています。
　2040年に向けて、これまでより多くの高齢者、特に
75歳以上の後期高齢者を地域で支えていかなければなら
ないことから、行政、特に介護保険事業の運営を担う市
町村の職員として、多機関・多職種連携や地域包括ケア
の推進の観点から、認定介護福祉士を始め、より高度で
幅広いスキルを有する介護職の皆様に期待していること
をお話ししたいと考えております。

　一般社団法人認定介護福祉士認証・認
定機構のホームページによると、認定介
護福祉士のねらいとして、次のように掲
げられています。

１　生活を支える専門職としての介護福祉士の資質
　　を高め、
　　①利用者のＱＯＬの向上
　　②介護と医療の連携強化と適切な役割分担の促
　　　進
　　③地域包括ケアの推進　など

介護サービスの高度化に対する社会的な要請に
応える。

２　介護の根拠を言語化して他職種に説明し共有し
たり、他職種からの情報や助言の内容を適切に
介護職チーム内で共有することで、他職種との
連携内容をより適切に介護サービスに反映する
ことに寄与する。

３　介護福祉士の資格取得後の継続的かつ広がりを
持った現任研修の受講の促進と資質の向上を図
る。つまり、介護福祉士資格取得後も介護業界
で努力し続け、継続的に自己研鑽する拠り所と
なる。

４　介護福祉士の資格取得後のキャリアパスの形成
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 「民間の公益」（助け合い活動）と「行政の公益」
（生活支援サービス）の関係を考える

　日本は、少子高齢化が進み、65歳以上
の高齢者の数が2018年9月現在3357万
人に及ぶ。元気な高齢者ばかりならばよ
いのだが、介護が必要な高齢者が増加し

ている。特に団塊の世代が75歳以上となる2025年には、
要介護者の人数の増加と要介護者を支える家族の問題、
要介護施設の不足、国の社会保障費の増加、自治体の
財政難が幾重にも押し寄せてくる。介護予防、要介護
者への生活支援はそもそもどこまで国や自治体がやる
べきなのか。
　憲法25条1項では、「健康で文化的な最低限度の生活
を営む権利」言い換えれば生存権を認め、 2項では「国
は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障
及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならな
い。」と規定し、これらの規定については、様々な考え
方があり、個々人がこの規定に基づいて具体的な請求
権を国に求めることができるという説と、国の政策目標
等を示したもので、個々人がこの規定に基づき具体的
な請求を国に求めることができないとする考え方に大き
く分かれる。25条の意味をどうとらえるにしても、そ
もそも社会保障の充実は、国が政策として掲げなけれ
ばならないものであり、人間の生活を扱う以上世界中で
取り上げなければならない問題である。ただし人間の一
生にかかわることは画一した基準があるわけではなく、
一人ひとりのニーズやそれを取り巻く環境により対策も
変わってくる。
　介護保険制度はこれまで、家族の責任のように言わ
れてきた寝たきりや認知症等介護の必要な高齢者に対
して社会保険を使って社会全体で支える制度で2000年

から始まった。市区町村に対し要介護認定を申請し、介
護サービスやケアプランを作成し、在宅サービスか施
設サービスのいずれかを受けることができることになっ
た。基本的には、介護保険料と公費で費用を賄う。そ
の後この制度は2005年、2011年、 2014年と改正がさ
れ、地域包括ケアシステムの構築のための地域支援事
業の充実と要介護3以上が特別養護老人ホームへの新規
入所、低所得者の保険料負担の軽減等の改正が行われ
た。
　一方、民間の非営利団体が、地域のボランティアな
どと協力して、地域に根差した活動で認知症予防や低
所得者援助等民間ならではのフットワークの良さが効果
を上げている事例が多くみられるようになっている。地
域のニーズは、それぞれの環境によって異なる。一律
に行政が主体的に関与するのではなく、地域の知恵と
助け合いの心が不足分の穴を埋め、さらには積極的な
意味で、地域や個々人のニーズに効果的に作用する。
地域に不足するサービスを作り出すことについては、サ
ービスの担い手を増やすために行う教育、サービス提
供主体者間のネットワークづくりが小さいながら功を奏
していると聞く。画一的に国民のために支援をする行政
の行う「公益」と地域に根差してあたかも市民運動とし
て行う市民「公益」、どちらかひとつだけでもダメで、
両者が組み合わさって、豊かな社会づくりに資するので
はないかと考える。
「民間の公益（助け合い活動）」と「行政の公益（生
活支援サービス）」の関係を考える分科会では実例など
のご示唆をいただきながら大いに議論をしたいと考えて
いる。

慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程修了。
2004年～2008年明治学院大学大学院法務職研究科教授（専門は民法（公益法人、
NPO 法人、家族法）、信託法）、2007年内閣府公益認定等委員会非常勤委員、2008年 
同委員会常勤委員、2010年～2016年同委員会委員長代理を務め、2017年から現職。
2017年、旭日中綬章を受章。
共編著に、『NPO と法・行政』『NPO 法コンメンタール』『NPO 実践講座（新版）』
など。

発言要旨

■ 進行役
公益財団法人
公益法人協会理事長

雨宮  孝子

経  歴  等
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１、自己紹介を兼ねて「民間の公益」と
　　「行政の公益」との関係を地域福祉
　　で考える
　私は、地域を基盤としたソーシャルワ

ークを研究している者である。とりわけミクロソーシャ
ルワーク（個別支援）からメゾソーシャルワーク（集
団・組織支援）への展開に関心を持っている。マクロソ
ーシャルワーク（政策展開、開発支援）については近
年の関心事である。大学院（社会福祉学専攻）を修了
してから、まず勤務したのは、保育士・幼稚園教諭養
成の短期大学。被差別部落や障害児保育における差別
解消やサービスや支援が届いていないことへの疑問、
就労保障（人材養成）の視点から、ホームヘルパーや
保母（当時）養成にボランティアで夜の学習支援や
様々な調査活動に取り組む。その後は、在宅福祉、地
域福祉に関心を持ち、制度のはざまにある課題解決に
向けての住民、ボランティアのかかわりについて関心を
持って取り組んできた。1978年（昭和53年）には「寝
屋川市民助け合いの会」を住民として立ち上げ、今日
の住民参加のケースマネジメントの開発にも携わった
（助け合いからのネットワーキング）。その後も、住民
と専門職との関係や地域福祉の視点からの方法論や人
材養成・教育方法の開発に取り組んだ。研究方法はア
クションリサーチである。フィールドは、大体15年か
ら20年以上かかわる。近年５年間は、「滋賀のえにし創
造実践センター」の副代表理事として、制度のはざま問
題を解決していく組織間ネットワークづくりや、県との
協定に基づきサービスの政策化にむけて実践している。
　そもそも制度がない、不十分な場合に社会福祉、と
りわけ民間社会福祉が登場するわけで、地域福祉の視

点から述べると、地域福祉は運動概念であり、形成概
念である。地域福祉の在り方は福祉ミックス論が適合
している。行政セクター、市民・住民セクター、企業
セクターと協働して「地域福祉」の実現を目指す。民
主主義が未成熟なため社会保障が不十分なことの負担
は、国民が負わねばならない厳しさがある。地域福祉
の形成は国民の権利であり、義務でもある。
２、福祉ミックスの実践例として、「滋賀のえにし創
　　造実践センター」（以下、えにし）
「えにし」は、「自覚者が責任者（糸賀一雄）」という思
いに共有・共感し、一人ひとり誰もがおめでとうと祝福
され、ありがとうと看取られるまで、民間社会事業者が
枠を超えてつながり、地域住民と共に、社会とつなが
っていない人々の縁を紡ぎなおし、地域の中で暮らせる
仕組みと実践を県下に創るとして新しい手法、福祉文
化の創造へ向けての5年間のチャレンジであり、活動内
容として①制度では対応できないニーズに対する支援
の開発と実践、②相談・生活支援に取り組む支援者の
支援、③県内各地におけるトータルサポートのための協
働の仕組みづくり・トータルサポートの好事例の普遍化、
たとえば、滋賀の縁認証事業、遊べる・学べる淡海子
ども食堂、子供の夜の居場所づくり、社会的養護のも
とで暮らす子供たちの社会への架け橋事業、引きこもり
がちな人と家族の支援などすべての社会福祉法人施設
が住民や市民、ボランティアと実践し、国、県、市町
への施策提案をしている。
　財源は、民間財源を核とした結果、県・市町が一部
助成。（1億円）
　事業は県社協の定款変更のもと引き継がれている。

経  歴  等

大阪市立大学家政学部社会福祉学科、同大学院家政学研究科社会福祉学専攻修了。研
究テーマは地域を基盤としたソーシャルワークの展開方法（論）と教育方法。桃山学
院大学教授を経て現在同志社大学教授、放送大学客員教授、日本地域福祉学会会長、
日本福祉教育・ボランティア学習学会会長、ソーシャルワーク教育学校連盟副会長、
厚生労働省社会保障審議会福祉部会委員等を歴任。「広がれボランティアの輪」連絡
会議会長、大阪市社会福祉審議会委員、枚方市社会福祉審議会会長、大阪市ボランテ
ィア・市民活動センター所長、中央共同募金会理事、「赤い羽根基金」運営委員会委員
長、全国民生委員児童委員連盟100周年事業委員会委員、大阪市をはじめ豊田市（愛
知県）、精華町（京都府）、東近江市（滋賀県）、都城市（宮崎県）、松江市（島根県）
地域福祉計画策定委員会委員長、等で活躍。
近著に
2015年「福祉ガバナンスとソーシャルワーク－ビネット調査による国際比較－」（共
編著）ミネルヴァ書房／2016年「地域福祉の学びをデザインする」（共編著）有斐閣／
2017年「グリーンソーシャルワークとは何か～環境正義と共生社会実現」（監訳）レ
ナ・ドミネリ著、ミネルヴァ書房／2018年「地域福祉の現状と課題」（共著）　放送大
学教育振興会
などがある。

同志社大学
社会学部社会福祉学科教授

上野谷  加代子

発言要旨
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「少子高齢化」で介護が必要な高齢者
ばかりで介護する人がいない、そんな地
域が生まれていると言われます。他方、
「財政危機だ」、「国にも自治体にもお金

がない」、という声とともに、行政から、地域の高齢者
や弱者を「我が事・丸ごと」、「地域」で「助け合い」で
引き受けてくれと言われている気がします。
　しかし、到底できそうもありません。押し付けられて
も共倒れが関の山、そんな本音も出てきます。もちろん、
助け合いは大切だし、できることは喜んでしたい。けれ
ど、押し付けられたら、と思うと不安です。このパネル
で、どうしたらいいか一緒に考えましょう。
　まず、第一に、今、私たちは、地域社会の中で、行
政の責任と役割は何か、ボランティアでする助け合い
の担えること担うべきことは何か、の確認をしなければ
なりません。安心して生活できるためには、行政が権利
を支えることをはっきりさせる必要があります。行政と
は、国や自治体レベルの助け合いの制度化でもあります。
お金がないならヨーロッパ水準よりはるかに低い消費税
増税等や全国の自治体での新税の導入に訴えても、き
ちんと安心を制度化する必要があります。この合意作り
は確かに大変ですが、お金をかけずに保障水準は上が
りません。
　第二に、助け合いがボランティアである限り、生活の
ゆとりや心の豊かさを生む活動こそが、重要です。仲良
くなり、つながりを作り、顔が見え、ちょっとした手伝

いを気兼ねなく頼める、そんな地域づくりが、本来の助
け合いの役割ではないでしょうか。行政は、それを支援
できますが、強制はもちろんできませんし、行政責任を
あいまい化してはなりませんね。
　第三に、助け合いは、地域づくりにも関心を広げてい
かざるを得ません。私たちは、厚労省のいう「地域共
生社会」に参加し助け合いを分担するのなら、同時に
地域づくりでの自治の仕組みを活性化させて自分たちで
地域の大切なことを決めていく力をもつべきでしょう。
行政から指示されたり頼まれたりして仕事を肩代わりす
るだけでは、長続きしません。
　小学校や公民館などの公共施設をはじめ、行政は地
域で大きなお金を使っています。この大きな資源をいか
に使うか、自分たちで決めるというワクワク感が必要で
す。自分たちで話し合い、地域の福祉課題や困りごとを
解決しやすい公共施設地域の個性的なつくり方を、若
い人も交え考えていくことが大切です。例えば、子ども
食堂も、認知症カフェも注目されていますが、地域の公
共施設に誰でも使えるレストランを作ることを考えても
いいのではないでしょうか。高齢者ばかりが助け合いの
担い手になるのではなく、地域づくりの担い手が若い世
代に広がるためには建設的な地域づくりの仕組みが大
切です。「課題を解決する」というだけでなく、楽しい
祭りや企画で面白いと思える取り組みも必要でしょう。
　ワクワクするような地域づくりの一環として、助け合
いもあるべきではないでしょうか。

経  歴  等

日本ＮＰＯ学会会長、（社福）大阪ボランティア協会ボランタリズム研究所所長、前大
阪府公益認定等委員会委員長、（公財）公益法人協会顧問。
西洋政治思想史・政治哲学の領域での市民社会、ナショナリズムの政治概念史研究
と、具体的な非営利組織（公益法人、特活法人、宗教法人等）の法制度及び政治活動
規制、社団の実証研究、公益認定制度論などを進めている。かつて高齢者介護の評価
事業を主催した経験もある。
近著：編著『市民社会セクターの可能性』関西学院大学出版会、2015； （共著）『英国
チャリティ』公益法人協会編、弘文堂、2015； （共著）『市民社会論』坂本治也編、法
律文化社、2017（以上3点は日本ＮＰＯ学会賞受賞）； （共著）『現代日本の市民社会―
サードセクター調査でみる持続と変容』法律文化社、2019年； 編著『新しい政治主体
像を求めて：市民社会・ナショナリズム・グローバリズム』法政大学出版局、2014等。

関西学院大学法学部教授　
（西洋政治思想史・政治哲学 
・市民社会論）

岡本  仁宏

発言要旨
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介護予防サービスや生活支援サービスは
「ルビンの壺」

　脱産業化社会の状況をいち早く見通し
た社会学者のダニエル・ベルは、すでに1960年代から
非営利セクターの重要性を説いていた。そこでは、社会
全体が「人間と自然のゲーム」であった産業社会から、
「人間と人間のゲーム」への変遷を遂げた脱産業社会
の難しさを説いている。
　今回のテーマである「介護予防や生活支援が必要な
者に対する生活支援のサービス」はまさしく「人間対人
間のゲーム」である。例えば、かつての行政の仕事の
典型であった、道路を作ったり下水道を整備したりする
ことは、あきらかに「人間と自然のゲーム」であり、そ
こでの政府の作業は比較的簡単である。主たる課題は
規模や優先順位であった。
「人間対人間のゲーム」の難しさは、個別案件がひと
つずつ異なり、最適解も一件一件異なっているというこ
とである。いいかえれば、行政が得意な分野ではない。
　こうした課題については、「補完性の原則」の重要性
が指摘されている。「個人でできることは個人で、個人
でできないことは家族で、家族でできないことは、民間
非営利（NPO）で、民間非営利でできないことは行政
で」という関与の原則の考え方だ。
　この場合の矢印は一方通行である。
　ところが、近年、行政の手におえないことを「民間非
営利組織にやらせよう」とする動きがある。これは、補
完性の原則とは矢印が180度異なることに留意が必要で
ある。とりわけ、安価な労働力として民間非営利組織を

「活用」しようとする動きは、政策としてはあり得ても
理論的な裏付けはほとんどないに等しい。
　政府と民間非営利の組織との関係は、このように
「180度の転換」がしばしばみられる。壺のようにも見
えるが、二人の顔が向き合ったようにも見える「ルビン
の壺」と呼ばれる絵があるが、このように同じものなの
に、図と地がひっくり返って全く異なるものになること
はよくある。
　例えば、柔軟な民間非営利活動が重要なので促進税
制を設けたのにもかかわらず、税に優遇があるからとい
う理由で行政庁が民間公益活動を委縮させて行政と同
じ手法を民間に強要してしまっていることはその典型で
あろう。
　また、高齢者福祉について財政問題は避けて通れな
い大問題である。民間側も財政問題については、危機
感を共有する必要がある。しかし、行政が一旦実施し
た介護予防サービスや生活支援サービスを廃止して民
間非営利組織に委託することは、財政問題への対応で
もなく、単なる行政の失敗にすぎない。これは「ルビン
の壺」と全く同じで、原理原則が全く異なる。
　行政の失敗を財政問題にすりかえてはならない。常
に原理原則を意識して、多様な介護予防サービスや生
活支援サービスについては、民間非営利組織側に主導
権をしっかりと与えて、行政は資金等の援助の最小限
にとどめるべきである。180度異なる矢印で、行政の失
敗を民間非営利組織に押し付け、さらに行政の画一的
な手法まで民間非営利組織側へ押し付けてしまったら、
全く別の「絵」として仕上がってしまうだろう。

経  歴  等

大阪大学人間科学部卒業。米国ジョンズ・ホプキンス大学国際フィランソロピー研究
員を経て一貫して非営利セクター研究を行い、1995年に文部教官。2003年に現職。
政府税制調査会特別委員、同非営利法人課税ワーキンググループ委員、内閣府公益認
定等委員会委員（常勤職）などを歴任して、公益法人制度改革に深く関わる。
公益社団法人非営利法人研究学会理事。また2005―06年には国際非営利セクター研
究学会（ISTR　本部米国ボルチモア。約90カ国）の会長にアジア人として初めて就
任。
現在は、大阪府・市の「民都・大阪」フィランソロピー会議の議長も務める。

著書に『公益認定の基準と実務』『フィランソロピー　企業と人の社会貢献』など多
数。

国立民族学博物館教授、
総合研究大学院大学教授

出口  正之

発言要旨
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　さまざまな生活サービスの発生の歴史
を見ても、また現在における新しい活動
の生成を見ても、「民間の公益」は「行
政の公益」に先行する。「行政の公益」

は「民間の公益」の実績や蓄積のある社会においての
み効果的な役割を果たす。また制度化された「行政の
公益」には、必ず一定の法的な制約（受益者の制限）
が伴い、常にその境界を超えるサービスニーズが発生
する。そのニーズを臨機にキャッチして先駆的に対応で
きるのも「民間の公益」である。その試行錯誤の中から
必要と認められたものが順次、政治過程や法的な手続
きを経て「行政の公益」の対象となってくる。「民間の
公益」の試行錯誤の過程を見据えない観念的な「行政
の公益」は、机上の空論として現場のニーズからみると
的外れになることもありえる。
　しかし「民間の公益」には自発性に基づく人材や資
金が欠かせない。地域や時代状況によっては、その不
在が人間社会の維持を困難にすることもある。そこには
常に、「民間の公益」にまかすべきか「行政の公益」で
担うべきか曖昧な領域がある。介護予防や生活支援は、
今後の超高齢化社会を見据えた、その典型的な領域で
ある。そのニーズは個人的要因が大きく、その範囲を客
観的に特定することは難しい。その点からは「民間の公
益」に親和的であり「行政の公益」の義務的サービス
には馴染みにくい。「民間の公益」を提供することが困

難な地域や状況が発生する場合には、一定の範囲で政
府または自治体の政策として「行政の公益」を提供す
るか、あるいは二つの公益の協働が重要になる。
　また「民間の公益」を「行政の公益」が奨励し、促
進する環境を整える施策も重要である。しかしその施
策が「民間の公益」が成長するのを阻み、減退させる
ことも大いにあり得る。「民間の公益」には人間の思い
が根底にある。この思いが失せると「民間の公益」自身
の質が下がり、やがてその創造性豊かなエネルギーも
萎えてくる。「行政の公益」には常に法的公平性が求め
られる。「民間の公益」にはそれに馴染まないサービス
の提供が求められる。その核心部分を見損なわない、
自主性と自主努力を尊重した協働の施策が求められる。
「行政の公益」が、これまで担ったサービスから撤退
せざるを得ないこともありえる。しかしその場合、その
撤退には一定の制約がある。すでに実施された施策に
よって、それを前提にした受益者の生活が成り立ってい
る場合、その受益が瞬時に失われることは受益者の生
活力を一気に下げる。既存の行政サービスを代替する
民間サービスは一気には育成できない。必要な「民間
の公益」による代替サービスを地道に育成しつつ順次
的に廃止しなくてはいけない。廃止によって人間として
の存在を脅かすような事態が発生することに対して十分
な配慮や対策を欠いたままに「行政の公益」を廃止す
べきではない。

経  歴  等

1941年生まれ。大学院を修了して都市計画の実務についた後、トヨタ財団プログラ
ム・オフィサーを経てフリーに。1996年、日本 NPO センター設立、常務理事・事務
局長に。代表理事を経て退任後は顧問に。2001年、法政大学教授、退任後は名誉教
授に。2002年、市民社会創造ファンド設立、理事長に就任、現在に至る。2014年助
成財団センター理事長に就任、現在に至る。共編著に『日本の財団』『NPO 基礎講座
〔新版〕』『NPO 実践講座〔新版〕』など。

公益財団法人
助成財団センター理事長

山岡  義典

発言要旨
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都道府県は助け合いによる生活支援活動を
広めるために何をすべきか

■ 進行役
公益財団法人
さわやか福祉財団理事長

清水  肇子

経  歴  等

発言要旨

　地域における助け合いの推進は、それ
ぞれの地域の特色を生かしながら、いか
に住民のやる気を引き出していくかが重
要なポイントとなります。進める上での

課題は市区町村毎、圏域毎に異なり、さらには市区町村
を越えた広域的な取り組みが必要な場合もあります。
　本サミットの基本テーマである目指す共生社会に向け
て、助け合いで生活を支え合う仕組みを、市区町村がど
のように展開していけるのか、これまでの制度サービス
の展開とはまったく違う考え方であることを改めて押さ
えながら、市区町村の取り組みを多様な視点から支援す
る都道府県の役割を考えていきます。
　本分科会では、まず冒頭、助け合いの地域づくりを目
指した支援について、新潟県、埼玉県、静岡県、大阪府
の４人のパネリストより、特にそれぞれ特長的な取り組
みを、各10分程度でご紹介いただきます。続いて、厚生
労働省老健局振興課の石山裕子氏から、総合事業・生活
支援体制整備事業の全国の状況と、都道府県に期待する
ことを説明していただきます。
　分科会の後半では、全体ディスカッションにより、目
指す助け合い（生活支援）の取り組み推進に向けて、協
働の進め方などを含めてさらに議論を深めます。
　最後に時間は大変限られますが、登壇者・参加者の名
刺交換等、今後の情報共有に向けたつながりづくりの時
間を取る予定です。

 【４府県の主な取り組みから】
（新潟県・小林亮太氏）全市町村個別ヒアリング、アド
バイザー派遣事業と助け合い創出支援（ＳＣ・協議体
活動、共生型常設型居場所、有償ボランティア、移動
サービス等）他

（埼玉県・今井隆元氏）第２層協議体の立ち上げ・充実
セミナー、広報支援ツールの提供（マニュアル、アニ
メーション等）、総合支援チームによる全市町村への個
別ヒアリング他

（静岡県・舟澤 輝氏）「ふじのくに型サービス」（共生
サービス）推進、さわやかインストラクター（地域活動
推進者）・県社協・県による３者連携支援、移動支援勉
強会他

（大阪府・吉田夏子氏）プロボノ活動「ええまちプロジ
ェクト」による住民主体の活動創出及び継続支援他

　４自治体からは、上記をはじめ、市町村支援の重要な
基本となる生活支援コーディネーター養成研修会、情報
交換会、現場視察ツアーなどの実施の工夫、スケジュー
ルに基づいた取り組み支援なども情報提供していただき
ます。都道府県レベルで多様な手法を共有し、それぞれ
の取り組みが活性化され、全国の生活支援コーディネー
ター・協議体による助け合いの地域づくりの一層の取り
組み推進につながることを目指します。

さわやか福祉推進センター（現公益財団法人さわやか福祉財団）の創立時から参加。情
報誌『さぁ、言おう』編集長、常務理事事務局長を経て、 2014年７月から同財団の理
事長に就任。「助け合いで　元気に　心豊かに！」をモットーに、企業や学校等も含め
た超高齢社会、成熟社会における新しい社会システムのあり方、ふれあいにあふれ、誰
もがいきいきと輝ける地域コミュニティーづくりを提言、全国で実践中。
生活支援コーディネーター・協議体、地域包括ケアシステムに関する各種検討委員
（厚生労働省）、政策コメンテーター（内閣府）等をはじめ、都道府県が行う生活支援コ
ーディネーター・協議体関係の各種研修、介護保険事業（支援）計画や保健福祉施策
推進に関する委員など。
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経  歴  等

厚生労働省老健局振興課
主任調査員

石山  裕子　

発言要旨

　新しい総合事業は平成29年度から、生活支援体制整備事業は平成30年度から全保険者で実施されて
いる。平成30年度に実施された調査からは多様なサービスを実施する市町村、事業所数は増えている
ものの、住民主体の助け合い（サービスＢやサービスＤ）を実施している市町村は１割程度であり、そ
の広がりが弱い。特に多様なサービスを実施していない市町村、人口規模が小さい市町村ほど、今後の

方針について検討していない実態がみられた。今後さらに多様化していく生活支援ニーズにどの様に対応していくのか、
全国の現状から見えてきた課題と都道府県に求められる伴走的支援の強化等について、資料を用いて発言したい。

平成14年４月	 福岡県大川市役所採用
以後	 市民課国保年金係、建設課国県事業推進係兼土地開発公社担当
平成25年～29年　健康課高齢者支援係兼地域包括支援センター担当
平成30年～	 厚生労働省老健局振興課　総合事業、地域包括支援センター担当
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経  歴  等

埼玉県福祉部地域包括ケア課
主幹

今井  隆元

発言要旨

　埼玉県は、生活支援体制整備事業の開
始年である平成27年度に、「地域包括ケ
ア課」を新設。市町村による生活支援体
制整備を支援してきました。

　県としてどのように関わることで市町村の取組が迅速
かつ効果的に進むかを検討し、さわやか福祉財団との連
携による市町村個別支援やモデル事業の実施、市町村に
専門家を派遣する「地域包括ケア総合支援チーム派遣事
業」など、市町村への支援を広げてきました。また、生
活支援コーディネーターが助け合いの現場を見て体感す
る「現場視察研修」、市町村を対象とした「第2層協議体
立上げセミナー」などの研修も充実させてきました。
　平成27年度は、生活支援体制整備事業をどのように進
めていけばいいのか分からないという市町村が多い状況
でした。このような中で、さわやか福祉財団と連携する
ことで支援メニューをパッケージ化して提供することが
でき、やる気のある市町村をいち早く支援することがで
きました。
　平成28年度に開始した「地域包括ケアシステムモデル
事業」は「自立促進」「介護予防」「生活支援」の3つの
事業を組み合わせて3年間モデルとして取り組む市町村を
公募し、地域性の異なる3市1町で実施しました。モデル
事業を通じて県内全市町村に取組の手法を提示できたこ
とにあわせて、対住民という直接のフィールドを持たな
い県にとって、助け合いの活動の現場を知り、ノウハウ

や事例の蓄積をすることにもつながりました。
　平成30年度からは、蓄積したノウハウや事例、共に活
動してきた専門職とのつながりを生かし、「地域包括ケア
総合支援チーム派遣事業」を開始しました。チーム派遣
による各市町村の個別の要望を踏まえたオーダーメイド
支援、事業の企画・相談から現場までの伴走型支援につ
ながっているのは、モデル事業などを通じて、県が現場
感を培ってきたことが非常に大きいと考えます。
　平成30年度の総合支援チーム派遣数は全63市町村に
対して延べ598回となっています。
　これまでの取組から感じたことは、市町村単位だけで
なく各地域においても置かれている状況は様々だという
ことです。まずは、多様な地域が存在することを常に意
識することが重要と考えます。また、支援や事業を効果
的に進めていく上で大切なポイントは、①県と市町村、
市町村と関係団体が信頼関係を構築すること、②市町村
が目指す姿をイメージできていること、③市町村や各地
域の資源や強みを見つけ生かすこと、そして、④スモー
ルステップでもまずは行動していくことが地域包括ケア
システム構築の近道と考えています。
　各地域の置かれている状況は様々。支え合い・助け合
いの地域づくりの答えも、市町村や各地域が持っていま
す。埼玉県は、それを支える取組を市町村の状況に合わ
せてきめ細やかにバックアップしていきます。

　平成8年4月、埼玉県に入庁。入庁以来、財政課、改革推進課などマネジメント部門
を長く経験。出向した埼玉県社会福祉協議会では人事制度改革、職員の意識改革に取
り組み、能力や成果に応じた賃金体系を定着させ、生産性を高めることで法人の経営改
善に大きく貢献した。マネジメントだけでなく現場に関わりたいと異動を希望し、平成
29年4月から地域包括ケア課に異動。
　地域包括ケア課では、市町村による地域包括ケアシステムの推進を支援する業務全
般を総括している。お互いを刺激し合い、意欲を引き出すチーム運営を重視し、チーム
メンバーを日々鼓舞している。また、戦略的な洞察力のもと、様々なアイデアを具現化
して市町村支援に取り組んでおり、地域包括ケアシステムや生活支援を分かりやすく紹
介する「地域包括ケアアニメ」の制作などに関わる。令和元年度も、リーダーシップを
発揮して各事業を推進し、「県として生活支援を広めるために何をすべきか」の具現化
に邁進している。
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１　市町村の取組状況・課題の把握
（１） 地域支援事業の実施状況調査（毎年度当初）
（２） 市町村ヒアリング等（年度前半）

［実施方法］
・介護予防・日常生活支援総合事業、生活支援体制
整備事業、在宅医療・介護連携推進事業、認知症
総合支援事業について、調査票への回答を依頼

・回答に基づき、市町村に聞き取りを実施
・調査結果を各市町村にフィードバックし、各市町村
の進捗状況を共有。また、県の支援策に反映させる

２　市町村支援の取組
（１） 市町村の課題に応じた個別支援
○ 生活支援体制整備アドバイザー派遣モデル事業

（H29～）
　県が指定するアドバイザーを市町村に派遣し、
体制づくりや新たな住民主体のサービス、助け
合い活動の創出を支援。
　常設の居場所を拠点に有償ボランティアの活
用を目指す市町村が増えてきており、無償の助け
合いだけでは生活支援の継続が難しいというアド
バイザーからの助言を受け、今年度は支援メニ
ューに有償ボランティアの創出支援を追加。

［支援メニュー］
①協議体及び生活支援コーディネーター初期活
動支援

②共生型常設型居場所創出支援
③移動サービス創出支援
④有償ボランティア創出支援（R1新規）

［実施方法］
・県がアドバイザーと共に派遣希望市町村に赴
き、住民向けフォーラム、協議体勉強会、庁
内連携会議等へ参加し、現状分析や企画等を
支援

・年度末に県内市町村等を集めて成果報告会を
開催し、取組過程や成果を共有

・アドバイザー派遣の経費を県が負担（上限：
3回／市町村）

［効果］
・市町村が取り組みを進める契機となる
・市町村の個別課題に対し、具体的かつきめ細
やかな支援が可能

・県の支援終了後も市町村はアドバイザーから
継続した助言を受けられる

・市町村の財政的負担の軽減

（２） 市町村、生活支援コーディネーター等のネット
　　　ワーク構築支援
（ア） 集合研修（情報交換会）

　市町村・生活支援コーディネーター（以下「Ｓ
Ｃ」）同士のネットワーク形成を通じて、他市町
村の取組や課題の共有、活動の推進を図る。

［実施方法］
・研修日前

①参加者は事前課題シートに取組状況、工夫、
課題等を記入し提出

経  歴  等

平成24年4月入庁	 教育庁義務教育課
	 ・教育職員免許状の授与に係る事務
平成26年4月	 糸魚川地域振興局地域整備部
	 ・道路、砂防施設等の土木事業に係る用地買収
平成28年4月	 宮城県気仙沼地方振興事務所農林振興部（出向）
	 ・�東日本大震災によって被害を受けた海岸防災林・防潮堤の復旧工

事に係る用地買収
平成29年4月	 福祉保健部高齢福祉保健課
	 ・地域支援事業交付金に係る事務
	 ・認知症介護実践者等養成事業に係る事務
	 ・�高齢者の見守り・支え合いに関する普及啓発（2月、9月の高齢者

見守り強化月間における啓発活動、H30地域の茶の間交流会の開
催、高齢者の見守り・支え合い活動事例集更新版の作成を担当）

平成31年4月	 生活支援体制整備事業を担当

新潟県福祉保健部高齢福祉保
健課在宅福祉班主任

小林  亮太　

発言要旨
【新潟県の概要】
①市町村数：30（政令指定都市1市含む）

②総面積：12,584㎢（全国5位）

③総人口：2,228,517人
④高齢者人口：715,090人（32.2％）

出典：②�全国都道府県市区町村別面積調（平成
30年10月1日）

③、④�新潟県推計人口（平成31年4月1
日）
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②市町村・ＳＣ別に整理し、講師と参加者に
事前送付

・研修当日
①体制づくり
②ニーズと担い手の掘り起こし
③助け合いの創出の各ステップの視点で、講
演、グループワークを実施

（イ） 現地視察研修（H30～）
　市町村担当者、ＳＣ、協議体構成員を対象に、
現地視察研修を実施。

［視察先］（H30）
・様々な地縁団体等を統合して地域づくりに取
り組んでいるＮＰＯ法人

・社会福祉法人による買い物支援の取組
［実施方法］
・視察地相手方からの説明、関連施設見学
・視察先の住民ボランティアを含めた意見交換

［効果］
・20～30名程度の小規模での実施により、集
合研修よりも参加者の疑問等にきめ細かく対
応可能

３　県としての課題
　市町村に存する多様な地域資源の活用や連携、住
民への助け合い活動・意識の浸透、新たなサービス
の創出等、市町村により差が拡大しつつある。

４　今後に向けて
・引き続き、市町村の個別ニーズに合った支援を実施
・テーマ別や地区（市町村規模）別による情報交換会
や現地視察研修等を開催することで、県内先進市町
村の取組を波及し、活動の活性化を図りたい
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経  歴  等

静岡県健康福祉部福祉長寿局
長寿政策課

舟澤  輝　

発言要旨

本県の実施事業の内容

１　生活支援体制整備事業
 （1）生活支援コーディネーター養成研修

・生活支援コーディネーターの養成を図るため、
県・県社協・さわやか静岡の3者共催で平成27年
度から実施

・県から県社協へ委託し、実施（毎年夏頃、県内2
会場で実施）

・生活支援コーディネーターとして活動するために
必要なファシリテーションスキルを身につける内
容も盛り込んでいる。

　　　※�今年度は7月18日、19日（静岡市内）、8月26日、
27日（沼津市内）で開催予定

（2）生活支援活動現場体験
・生活支援コーディネーターのフォローアップ研修
の位置づけで平成30年度から実施

・実際に県内の居場所等で活動されている団体を訪
問するバスツアーを開催

・県内4会場（賀茂・東部・中部・西部）で実施
※今年度は9月から11月にかけて開催予定

・参加者の意見「普段見ることができない活動を見
ることができ、大変参考になった」「自分の地域で
も実践してみたい」等有意義だと感じられる方が
多かった。

（3）生活支援コーディネーター連絡会
・生活支援コーディネーター同士の連携を強化する
ため、県内各健康福祉センター主催で平成27年度
から実施

・県内各健康福祉センター単位で実施
※今年度は12月から1月にかけて開催予定

・各圏域で実際に活動されている生活支援コーディ
ネーターから取組の報告後、意見交換を実施

（4）さわやかインストラクターとの関わり
・研修内容等についてアドバイス
・研修当日は講師、アドバイザーとして参画

２　移動サービス創出に向けた取組
（1）平成30年度の取組
　ア　高齢者の移動支援に関する検討会議の開催

・移動支援にかかる関係者間の連携・強化等を図る
ため、県主催で開催

　イ　移動支援制度説明会・交通安全運転講習会の開催
・関係する制度の理解、先進事例の共有、安全運転
の意識向上を目的とした説明会・講習会を、警察
本部と連携して、県として初めて開催

・会場は運転免許センター等の県内3会場（東部・
中部・西部）

・当日はさわやかインストラクターも出席
（2）令和元年度の取組
　ア　実現モデル事業の実施

・運営者、移動先、地域など特性の異なる3地区
（御殿場市・島田市・湖西市）を実現モデルとし
て、移動サービスの創出をモデル的に実施

　イ　高齢者の移動支援サービス創出会議の開催
・実現モデル事業の方向性の共有や実現モデル事業
の効果的な進め方等について意見交換を実施

・第1回は5月27日に実施（年2回開催、次回は10月
頃開催予定）

３　まとめ
・地域支援事業は市町主体の事業ではあるが、人材
育成や広域的な調整が求められるものについては、
県の支援が不可欠

・今後も、市町が事業展開をしやすいよう、県、さ
わやかインストラクター、県社協が連携・協力し、
支援していく。

平成24年4月静岡県入庁
平成24年4月から平成26年3月　
静岡県くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
平成26年4月から平成28年3月
静岡県経営管理部熱海財務事務所管理課
平成28年4月から平成30年3月
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課へ出向
平成30年4月から現在
静岡県健康福祉部福祉長寿局長寿政策課
介護予防・日常生活支援総合事業や生活体制整備事業の業務に従事
今年度からは、高齢者の移動支援の実現モデル事業や生活支援・介護予防に　　　
関する自治体と民間事業者等とのマッチング事業に携わる
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大阪府福祉部介護支援課

吉田  夏子
◎第2部パネル  分科会26
　にも登壇

経  歴  等

平成6年大阪府入庁
企業局、住宅まちづくり部、政策企画部を経て、平成27年度より福祉部高齢介護室介
護支援課地域支援グループに配属。
高齢介護室介護支援課地域支援グループでは、「介護予防・日常生活支援総合事業」等
の市町村への広域支援を担当している。
平成29年度よりスタートした「大阪ええまちプロジェクト」では、住民主体のサービ
ス創出・展開に向け、プロボノの仕組みを活用し、すでに地域で活動されている団体へ
の運営基盤強化に取組んでいる。
また、今年度より「大阪ええまちプロジェクト」と生活支援コーディネーター養成研
修、情報交換会との一体的実施により、生活支援コーディネーターの役割の理解と実践
にあたっての学びと情報共有の場をつくり、生活支援コーディネーターへの活動を支
援。

発言要旨

【大阪府の現状】
　大阪府の高齢化は、団塊の世代が75歳
以上となる2025年、団塊の世代ジュニ
アが65歳以上となる2040年に向け急速

に進展。特に都市型高齢化と呼ばれる認知症高齢者の増
加と、単身・夫婦のみ世帯が多いという特徴があり、今
後、介護需要が量的にも質的にも増加していく。その一
方で、「医療介護の支え手・担い手が減少」していく。
　今後は、元気高齢者の方々も含めた地域全体の力を結
集し、多様な人材で高齢者を支えるしくみの構築を推進
していくことが非常に重要。

　また、大阪府の要介護認定率は全国で一番高く、中で
も要支援と要介護1・2の割合が多いことから、フレイル
状態の方が多いことが想定される。
　また、介護が必要になる原因が、要支援では、関節疾
患・骨折・転倒・高齢による衰弱、要介護4・5では脳血
管疾患であることから、若い時からの生活習慣病対策や
介護予防の取組により、重度化の未然防止が期待できる。

【対応策】
①軽度者に多く存在すると思われるフレイル状態の方に
対して、本人の「したい・やりたい」を大切にした介
護予防のケアマネジメントと専門職による運動機能向
上・栄養・口腔指導を組合せた短期集中予防サービス
の提供を多職種協働による地域ケア会議等で共有しな
がらチームアプローチで、状態の改善を図る。府では
こうした取組を進めるため市町村に対するアドバイザ
ー派遣や研修等を行っている。

②状態が改善された後、次に必要なのが、活躍の場づく
りによる介護予防。高齢者が自ら地域に関わっていく
互助の活動を拡げていくことを通じて、地域の中で生
きがい・役割を持って生活し、高齢者の自立支援や重
度化防止を図っていく。

　その具体的施策として平成29年度より「大阪ええまち
プロジェクト」を実施。

【大阪ええまちプロジェクト】
　地域団体への運営基盤強化や先輩団体への個別相談支
援といった団体への伴走型支援による好事例の創出や、
地域づくりの中心的役割を担う生活支援コーディネータ
ーへの実践的な支援スキルの提供、特設ＷＥＢサイトに
よる情報提供等、市町村を総合的に支援しているのが
「大阪ええまちプロジェクト」である。

　地域団体への運営基盤強化として行っている「プロジ
ェクト型支援」では、社会人が仕事上で得た知識やスキ
ルを活かして行うボランティア活動「プロボノ」の仕組
みを活用している。具体的には、スキル登録をしていた
だいたプロボノワーカーの皆さんを、地域団体の課題に
応じて5～6人のチームに編成し、3～6か月の期間限定で
団体の課題解決に役立つ成果品を提供する支援をしてい
る。
　支援させてもらった団体の方々は、次の事業展開に向
けて、成果品を活用していただいている。
　また、今年度より生活支援コーディネーター養成研修
との一体的実施や情報交換会との連携等、研修の充実を
図っている。

　本プロジェクトを通して、各圏域に好事例を創出し、
大阪を支え合いの先進地域にしていきたい。
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人口が少ない自治体における助け合いによる
生活支援に関する課題と対応策は何か

　人口が１万人未満の自治体は、全体の
３割ほどと言われています。中山間地域、
漁村地域、島しょ地域、農村地域 ･･な
ど、小規模な自治体といわれている地域

でも状況は様々あることでしょう。これらの地域では、
子どもや生産年齢人口のみならず、高齢者の人口すら
減少している地域もあることかと思います。日本全体が
人口減少社会に突入していることを考えれば、小規模
な自治体において地域の活力が減っていくことは、大規
模な自治体よりも生活に及ぼす影響が大きく、このまま
何も手を打たなければ今ある地域の存続すら危うくなる
可能性すらあります。
　そんな中で、平成27年度からは生活支援体制整備事
業が始まりました。厚生労働省は『平成30年度末まで
に実施』と猶予の期限を打ち出し、どのように取り組ん
でいけばよいか混乱した自治体担当者も多かったと思い
ます。「職員の体制が限られているので取り組めない」
「忙しくて手が回らない」「何から手をつけていいか分
からない」「何もしなくてもいいのかな」など、この猶
予の期限にかかわらず日頃から色々な思いを感じている
担当者もおられることでしょう。
　私が厚生労働省で担当者として携わっていた時には、
全国の多くの自治体の取組や担当者、地域の実践者の
皆さまとお話をさせていただく機会がありました。その
中で感じたことの一つとして、小規模な自治体ほど助け

合いの必要性（緊急性）が高く、かつ大規模な自治体
で行われているようなことをコピペできる部分は少なく
なっていくということです。それは、今ある民間・公共
サービス等の地域資源がどれくらいあって、人口減少と
ともにそれがどのように変化していくかを予測すること
でその意味が理解できます。このパネルに参加される
方の中には、助け合いを生み出し、それを大きくしてい
くための体制は、大規模な自治体よりも恵まれていない
と感じていたり、実践の中で孤独感や難しさをお感じの
方も多いことではないでしょうか。
　そんな状況の中でも、少し発想を変えて、地域のあ
らゆる人たちで知恵と力を出し合い、地縁を活かしつつ
既存の取組や活動を最大限に伸ばしていくことができれ
ば、人口が少ない自治体でも助け合いを広めていくこと
はグッと実現に近づきます。
　本パネルでは、北から南から様々な地域で実践され
ている方々にご登壇いただき、今地域でどのような課題
を抱えていて、それに対してどのような知恵や工夫で課
題にアプローチしているのかについて、ご登壇者はもち
ろんのこと、会場にいる皆さまとも意見交換をさせてい
ただこうと考えております。一人でも多くの方の日頃の
悩みや課題感が解消され、地元に帰られた後に「さぁ、
やってみよう」という気持ちが増えていかれることを期
待しています。

秋田県小坂町役場福祉課職員（小坂町多世代型地域包括支援センター「まるねっと」）
（介護保険、地域包括ケア・地域共生社会政策担当）

2010年、秋田県小坂町役場入庁。入庁後から一貫して社会保障・高齢者保健に関する
業務に関わる。
16年より厚生労働省老健局振興課。総合事業や生活支援体制整備事業、地域包括支援
センターなどを担当した。18年４月に復帰し、現在に至る。

執筆・記事掲載の主な実績
１．改正介護保険の新しい総合事業のてびき　これでうちの自治体も安心移行・推進

へ／第一法規株式会社、2016年（共著）
２．さぁ、やろう　第５号　「鼎談：新地域支援事業の３年間をかえりみつつ　－今の

課題と対応策－」／さわやか福祉財団、2018年
３．介護経営白書　2018年度版　「訪問型サービスＢと介護予防ポイントで “出番 ”

を増やす」／日本医療企画、2018年
４．コミュニティ・ケア　2019年６月号　「わたしのまちの地域包括ケアシステム－

人口減や人材不足に対応できる地域づくり－」／日本看護協会出版界、2019年

発言要旨

■ 進行役
小坂町福祉課

三政  貴秀

経  歴  等
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社会福祉法人浦河町社会福祉
協議会　第1層生活支援コー
ディネーター

津澤  安彦　

経  歴  等

平成 5年 4月	 北海道浦河町職員採用
	 浦河町税務課町民税係主事
平成10年 4月	 浦河町町民課年金係主事
平成14年 4月	 浦河町教育委員会管理課学校教育係係長
平成20年 6月	 北海道浦河町職員退職
平成20年12月	 株式会社クリタス北海道支社入社
平成23年 4月	 浦河町社会福祉協議会入職　
教育委員会では学校管理事務が主務である中、ひきこもり・不登校傾向の児童・生徒、
その家庭との関わりも多く、その子たちが抱く不安や悩み、生きづらさなどを自ら語っ
てもらえる機会に恵まれる。平成23年に入職した現職では、当時の経験を活かし「わ
かもの就労支援コーディネーター」としての任にもあたる。
昭和46年、浦河町生まれ。浦河町第1層ＳＣ。ひきこもり支援相談士、不登校訪問専門
員、防災士。

発言要旨

浦河町の人口（5月末）、12,287人（内、
外国人249名）、6,755世帯。昨年同月と
の比較で、△205名（△76世帯）と年々
1.5～2.0％ずつ減少。暖冬涼夏で「北海

道の湘南地方」と呼ばれる程、豊かで住みよい反面、Ｊ
Ｒが休線中、路線バスの本数が限られ、特に高齢者の通
院、買物等の移動手段が課題か。

浦河町では地域包括支援センターを中心に、26年度に
「住民参加型生活支援等推進事業」で町内を5圏域に分
け、意見交換・研修会を実施、それぞれの地域で気軽に
集まれる居場所づくり「サロン活動」に取り組む。（12
会場）
28年度、地域において主体的に活動いただける方々を

「うらこれ（浦河のこれからの生活支援を考える）リー
ダー」として活動を依頼。30年度末現在リーダー数59
名。
これまでの「うらこれ事業（サロン活動）」実施の中で

の課題　①男性参加者が少ない　②参加者が限定（固
定）されている　③集まる場所が確保できない　④月1
回開催が多く、回数増加に繋がらない（毎週開催は12会
場中2会場のみ）
29年半ば頃、浦河町では保健（医療）・福祉・介護等を

地域に繋げ、トータル的にコーディネートする生活支援
コーディネーターの配置部署や方法等の検討や協議が深
まった。結果、総合的な視点から生活支援体制整備事業
を浦河町社会福祉協議会に委託しコーディネーターの選
定・配置を一任することとした。
30年4月、当会では、以下のメリットを掲げ3名の職員

を担当として任命。
　　メリット①　�3名で事業を担うことでコーディネータ

ーが孤立することがない
　　メリット②　�数多ある会議・研修会への出席、参加

を分担できる

　　メリット③　�個々の相性やネットワークを生かして
地域・人と関われる

　　メリット④　デメリットが少ない
受託後、これまでの「うらこれ事業」の展開も鑑みつ

つ、一体何から始めたらよいものかという話になり、幸
い、事業の協議体委員は町関係部署の独断で30～70歳
代の12名が選出・委嘱されていたこと、また、協議体会
議に関しては要綱上、「必要に応じコーディネーターが招
集する」こととされていたことから「町も委嘱状を交付
してしまいたい様子であるし、とりあえず4月中に協議体
会議を開催してみよう」となる。（協議体には、3名の	
コーディネーターは入っていない）
北海道内の他の自治体の事例として耳にしていた「協

議体委員をどう選出するか悩む」という部分に頭を使う
必要がなかったことは大変ありがたかった。
4月26日に開催の協議体会議は「進行はコーディネー

ターが行う」とされており、私たちが進行。
1．協議体委員委嘱状交付　2．事業の目的　3．コーデ
ィネーターの役割とは　4．協議体の役割とは　5．次回
会議について
協議体会議の開催に際しコーディネータートリオが工

夫したことは「協議体の皆さんが“構える”ことなく！」
をモットーに
○協議体会議の案内文書等の字体・言葉をしなやかに
　⇒�受け取った時、読んだ時に極度な緊張感を感じさせ

ない工夫
○協議体会議を腕組み、眉間にシワが寄ってしまうよう
な場にはしない
　⇒“真剣 ”だけど“深刻 ”ではない話し合いの場に
○沈黙を大切に
　⇒�沈黙を恐れるあまり、運営（司会）者側ばかりが喋

らない
そして、協議体はコーディネーターとスクラムを組む

運命共同体であることも意識。
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神河町健康福祉課主査

高
こ う つ さ

津佐  智香子

発言要旨

神河町の取組み

　人口が12,000人を切り、少子化が進
行する中で、高齢化率は34.5％まで上昇

し、高齢者数は約4000人となっている。山間の町で、 4
つの谷があり、商業施設や医療機関、介護関連施設等は
町の中心部に集中している。中心部から一番遠い地区ま
では車で30分かかり、町の端から端に移動するには、谷
があるため、町の中心部に降りてきてからまた登るとい
う移動となり、一番の課題は、高齢者などの交通弱者の
移動手段の確保である。
　そうした中で、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを
人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・
予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制の構
築を目指し、平成27年度に医療と介護の連携強化を目的
とした「在宅医療・介護連携推進協議会」と地域での見
守り支え合い体制強化を目的とした「地域見守り支え合
いネットワーク会議」を設置し、地域包括ケアシステム
の深化に取り組んでいる。その取り組みの一つとして、
平成28年度に社会福祉協議会に生活支援コーディネータ
ーを配置し、地域での話し合いの場づくり（協議体の設
置）をスタートした。第1層は、既存の「地域見守り支え
合いネットワーク会議」とし、第2層として、町内を8ブ
ロックに分けて設置する方向で当初取組みを開始したが、
各地区の組織がしっかりとあり、「まずは地区内で話し合
いたい」という声が多く、第3層となる各地区の協議体の
設置から始めることとなった。

　現在、40地区のうち14地区で協議体が設置された。そ
の中で、第2層を想定していたブロックの1つに、ブロッ
クの約半数の地区に協議体が設置されたことと、地区内
で解決できない事案が出始めたことをきっかけに、地区
の区長からの提案もあり、第2層の協議体が設置された。
現在、第1層が1カ所、第2層が1カ所、第3層が14カ所の
協議体が設置されている。
　第3層の協議体では、まず自分たちの住む地域を知る
ことから始め、地域資源を出し合い、目的や効果につい
て再確認を行うとともに、今困っていることや今後の心
配や不安に感じていることを話し合う。そして、目指す
地域像を描き、それに向けてできることを話し合う。そ
の中で、新たな集いの場が生まれたり、認知症の学習会
を開催したり、粗大ごみ搬出や草刈りの助け合い活動や、
お買い物送迎や、命のカプセルを活用した地域の見守り
活動など、地域ごとに様々な活動がスタートしている。
　生活支援体制整備事業を担当するようになり、たくさ
んの出会いと思いも寄らない発想に出会う日々を送って
いる。その理由の一つに、事業の推進で出会う方々は、
必ずしも福祉に対する関心が高い人ばかりではない。福
祉畑で育ってきた私には、新鮮であり、戸惑いを感じる
ことも多い。しかしながら、自分たちの住む地域をより
良いものにしたいという想いは共通にある。1つ1つと限
界集落が出てきている我が町で、「自分たちの住む地域」
の範囲に少し広がりをみせることが、この事業の推進に
は欠かせないと感じている。

経  歴  等

福祉系大学を卒業し社会福祉士を取得する。大学時代は、ジェーン・アダムズに感銘
を受け、地区の公民館をお借りし、毎週日曜日に『めだかのたまりば』を開催し、地域
共生型福祉社会の創設についての研究を深めた。卒業後は、社会福祉協議会への就職
が叶わず、介護現場を経て、町役場の在宅介護支援センターに着任。地域包括支援セ
ンターの創設、総合事業の開始などの介護保険の目まぐるしい動きに巻き込まれなが
ら、現在、地域包括支援センター業務、権利擁護事業、生活支援体制整備事業、災害
時要援護者支援事業等に携わっている。
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　新富町は九州の南、宮崎県の太平洋側
の真ん中に位置し、人口1万7354人の
小規模の町です。航空自衛隊新田原基
地があり、自衛隊員やその家族も住んで

いる為、高齢化率30.32％と県内では比較的低い町でも
ありますが、基幹産業の農業は担い手の高齢化が進み
就業人口が減っており若者の流出も止まらず、まち全体
の人口も着実に減っている現状です。
　また、商業・医療福祉などは隣接する大きな市や町
に依存している傾向のため、自町で発展するという意識
が薄く他力本願的な住民性であり、自助・公助・共助
がなかなか浸透しづらい地域だと分析していました。
　さわやか福祉財団のインストラクターを務める初鹿野
さんのアドバイスに基づき住民の意識を変えようと、平
成26年10月から住民の勉強会「みんなで考える会」を
始めました。そこで最初から参加していた、現在の生活
支援コーディネーター（以下「SC」という）相馬さんや
地域活動に熱心な住民と出会いました。平成28年4月
より勉強会より発掘したSCを3名配置し、生活支援体
制整備事業を開始しました。平成28年12月には、SCを
中心に勉強会メンバーの有志で任意団体を発足させ、
その団体が平成29年1月より、町内初の居場所を立ち上
げました。オープンしたばかりの居場所にすぐ住民が集
るわけがなく、近所の住民に説明しながらぼちぼち住民
が集るようになりました。継続しているうちに離れた地
区や町外からも来られ、30名弱の方がみえています。自
分たちで月に1度は昼食会を開き、独居の男性も2名ほ
どふらっと立ち寄られます。また、近くに障がい者施設

があり、利用者の方々が散歩がてら立ち寄られます。自
分たちの施設でイベントがあるときは紹介し、住民がイ
ベントに参加するなどの交流が生まれています。人が
集るときに来られる方や人が少ないときに来られる方、
ご飯を食べに来る方や畑を耕しに来る方など思い思い
に過ごされています。また、夏休みは子供向けのイベン
トを企画し、大学生が小学生に宿題を教えたり、ピーマ
ン農家による収穫体験後BBQをしました。また、今年
5月にはこの居場所の存在を知った隣の地区の住民が勉
強会を経て、自分たちで行動し新たな居場所をオープ
ンさせています。
　また、相馬さんが活動する中で、困った方を支援す
る為には出向いていく必要性を感じ、有償ボランティア
を立ち上げられました。相馬さんは今年度からNPO法
人も立ち上げ、町から生活支援体制整備事業を委託さ
れています。有償ボランティアを運営するには活動者
が必要です。年に2回養成講座を実施し、登録してくれ
る活動者を徐々にですが増やし、46名の依頼者に対し
現在33名の活動者が登録しています。素人の住民が活
動するので、相馬さんは依頼者とのマッチングや実施
後に喜ばれていたことを伝える等活動者一人ひとりと丁
寧に接し、年に数回は活動者を集めた交流会を開催し
てることが活動者のやりがいに繋がっていると感じてい
ます。
　今後は、この取り組みを一つのモデルとして、顔の
見える町のネットワークを活用しながら、協力者を増や
し活動を広げていきたいと考えています。

経  歴  等

平成7年4月	 保健師資格取得
平成7年5月	 新富町環境保険課に採用
	 	 �母親学級、乳幼児健診、成人健診、がん検診、精神保健等の公衆衛

生業務に従事
平成22年4月	 福祉課高齢者部門に異動
	 	 介護認定調査や審査会、介護予防事業等に従事
平成26年3月	 宮崎市で開催された「新しい地域支援のあり方研修会」に参加
	 	 さわやか福祉財団、NPO法人みんなのくらしターミナルと出会う
平成27年4月	 介護保険地域支援事業を担当　生活支援体制整備事業等に携わる

新富町福祉課課長補佐

海野  久代

発言要旨
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経  歴  等

社会福祉法人三原村社会福祉
協議会　第1層生活支援コー
ディネーター

岡本  貢　

発言要旨

　三原村は、高知市から車で約2時間30
分の県の西南部に位置し、南に標高865
ｍの今の山を頂点とする山並に囲まれた
緑と水の豊かな農山村です。明治22年の

町村制施行により三原村となり、現在は13集落によって
構成されています。人口は約1500人で、761世帯、高齢
化率は46.1％。また年間出生数は3人という状況です。
　三原村の協議体は、平成29年10月に、区長、民生委
員、社協役員を対象に勉強会を開催し、第1層を第2層兼
務の形で編成しました。編成時、構成員とともに「自分
たちでできることをやろう」「つながりを持とう」「言い
たいことを出し合い、他人の発言を否定しない」を決め
事として、今も月1回のペースで継続的に取り組んでいま
す。協議体では、「支える側が圧倒的に少ない」「人口が
増えない」「移住者が増えてきた」という地域事情を背
景に様々な地域課題について話し合っています。
　実績として、ゴミ捨ての問題をテーマに取り組みが始
まりました。きっかけは構成員から出された「ゴミ屋敷
発生」の話題。意外にもその実態を知る人が少なかった
こともあり、その話題から幅の広い情報交換と意見交換
に展開しました。
　特に、ゴミの捨て方については、情報を交換する中で
集落単位でも意識が異なっていることに気づき、村が作
成したゴミの捨て方の説明資料を見ながら、意見交換を
すると、驚くほどたくさんのアイデアが出されました。
その後、このアイデアが反映された新たな資料が全戸配
布され、さらに協議体の働きかけで村内放送などを活用

した周知も行われています。
　実は、この取り組みはこれで解決して終わり、とはな
らず、さらに発展していきます。ここに、三原村の特徴
があるのかもしれません。その後、自由な意見を交わし
ているうちに資源ゴミのリサイクルについて話題が出さ
れ、補助金の話題にまで展開していきます。一方、協議
体の共有する情報も当然ゴミの問題だけではありません。
中学校支援員として活躍している構成員から中学校の取
組みについて話題があがると、生徒たちの海外研修の紹
介がありました。するとここで、この2つのテーマが「リ
サイクル」をキーワードに意外な接点を持ちます。それ
が生徒たちの「海外研修の支援」でした。
　今振り返れば、ゴミ屋敷の情報から、協議体では分別
のルールについて村全体での取り組みに発展し、さらに
中学校のオーストラリア研修支援にまでつながったわけ
ですが、当然のことながら当初この展開を予想できた人
は、私を含め誰もいませんでした。
　一人では、なかなかできないことだったと思います。
しかし、何人かで集まり、知恵を絞ればいい案が浮かび、
役場とともに教育委員会、中学校などと協力してこれだ
けの事が出来たことは、うれしく思います。
　これを、三原村の小規模自治体ゆえの強みとして捉え
れば、その要因として関係者も住民も、それぞれのネッ
トワークで連携しやすい関係にあることが挙げられます。
その結果、このような幅の広い活動につながっているの
だと思います。

平成6年3月	 社会福祉法人三原村社会福祉協議会
	 三原村デイサービスセンター生活指導員として採用
平成14年4月	 社会福祉法人三原村社会福祉協議会
	 事務局長兼務
平成29年4月	 三原村生活支援コーディネーター兼務
平成31年3月	 現在に至る	
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第３部パネル

協議体は地域ケア会議その他の類似機関と
兼ねることができるか

発言要旨

　協議体、生活支援コーディネーターは、
介護保険制度の地域支援事業に位置付け
られた生活支援体制整備事業において設
置が義務付けられたものです。

　その目的は、高齢者の健康寿命を延伸し、いつまでも
元気に暮らせる生活支援体制を整備するために介護予防
に資する通いの場や、担い手不足による介護人材の不足
を補うための生活支援体制や地域での支え合いを総合的
に構築することを目的にしています。
　一方で、すでに地域では自治会や住民の自主組織（地

区社協・校区社協・福祉推進委員会等）、地域課題を議論
している地域ケア会議、まちづくり協議会等類似してい
る活動がたくさんあります。
　市町村によっては、既に存在している組織として、地
域ケア会議や地区社協、まちづくり協議会を協議体とし
ている例も多くみられます。
　この分科会では、そもそも協議体の目指す役割は何か
を明確にし、他の類似機関との違いは何か、違いを認識
したうえでどのように連携を作り出すかという視点で議
論したいと思います。

■ 進行役
一般社団法人コミュニティー
ネットハピネス代表理事

土屋  幸己
◎第1部パネル  分科会4
◎第2部パネル  分科会20
　にも登壇

経  歴  等

1981年淑徳大学社会福祉学部卒業。知的障害児施設、特別養護老人ホーム、知的障害
者通所授産施設、知的障害者更生施設、療育等支援事業コーディネーター等を経て、
2006年 4月～2015年9月　富士宮市福祉総合相談課長（兼）地域包括支援センター長
2015年10月～2019年3月　公益財団法人さわやか福祉財団戦略アドバイザー

1997年　社会福祉士資格取得
2000年　日本社会福祉士会　第1期　成年後見人養成研修終了
2016年　認定社会福祉士登録
一般社団法人成年後見支援センター「ぱあとなあ静岡」委員
公益社団法人日本社会福祉士会　生活困窮者支援委員会委員
国際城西大学兼任講師（2013～）
厚生労働省	 地域包括ケア推進指導者養成研修企画委員（2010～2012）
厚生労働省	 安心生活創造事業推進委員会委員（2011～2012）
厚生労働省	 「生活困窮自立促進プロセス構築モデル事業」統括委員会委員（2013）
厚生労働省	 「相談支援の質の向上に向けた検討会」構成員（2014）
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社会福祉法人市原市社会福祉
協議会　第1層生活支援コー
ディネーター

齋藤  大輔

経  歴  等

2000～2003	 医療法人老人保健施設介護相談業務（居宅介護支援事業所）に従事
2003～2006	 市原市社会福祉協議会入職

市原市三和福祉作業所指導員業務に従事
2006～2014	 市原市社会福祉協議会地域福祉推進チーム　ソーシャルワーカー

民生委員児童委員協議会事務局、地区社協担当（地区社協化の推進）
地区担当業務（姉崎地区、五井地区、ちはら台地区、国分寺台地区）

2015～2016	 市原市社会福祉協議会地域福祉推進チーム　チームリーダー
チーム業務全般・地域福祉活動計画の進行管理

2017～現在	 市原市社会福祉協議会生活支援チーム・ボランティアセンター
チームリーダー
生活支援チーム・ボランティアセンター業務全般の進行管理
地域共生社会づくりに向けた窓口担当
市原市生活支援体制整備事業担当（第1層生活支援コーディネーター）
第2層生活支援コーディネーターと連携し、第2層協議体（市内11地
区）の設置・運営支援、関係機関との連携体制の構築に取り組む

発言要旨

「地区行動計画推進委員会と連携・連動
した協議体の推進」
～支え合う助け合う地域づくりの更なる
　推進のために～

＜これまでの経過＞
　本市では、平成27年に生活支援体制整備事業の特性
（地域福祉との関連性）を踏まえ、社協型（委託）での
推進を決断し、平成29年8月に第1層生活支援コーディネ
ーター1名（専従：内部登用）、平成30年4月に市内11地
区社協圏域で第2層生活支援コーディネーター11名（兼
務：地区担当職員）を配置しました。全ての生活支援コ
ーディネーターが連携しながら、平成31年3月までに11
地区社協圏域で第2層協議体を設置し、これまでに各地
区複数回の会議を開催することができました。本市で、
実践してきたこれまでポイントを次のとおり紹介します。

＜ポイント1：規範的統合の徹底＞
　主要な役割が期待される関係者（活動実践者、関係機
関職員等）の意識醸成の徹底が成功の鍵を握ると考え、
地区社協、小地域活動組織等の会議にて事業説明（各地
区10回程度）、関係者合同研修、協議体設置前に地域勉
強会（協議体体験）を市内3ヶ所合計9回開催し、延430
名が参加しました。また、関係機関との連携体制の構築
に向け、関係機関職員（行政、包括、社協）の合同勉強
会、本会職員会議（毎月）での各協議体進捗状況の共有
化（全コーディネーターより報告）、職員研修（年4
回）を実施しました。

＜ポイント2：既存（類似）会議体の活用と機能強化＞
　本会では、平成29～30年度まで11地区社協圏域で地
域福祉活動計画に基づく地域福祉の推進力強化のため
「地区行動計画」を策定しました。地域福祉活動組織、
包括支援センター、施設法人などから実践者が参画し、
計画目標の1つに「生活支援の体制づくり」を盛り込み、
本事業の推進を位置づけました。策定後には推進の役割
を担う「地区行動計画推進委員会」が設置され、協議体
機能と類似することから、大半の地区では、推進委員会
が協議体機能を兼ねるなどの推進体制を構築しました。

＜ポイント3：検討テーマの設定＞
　各地区の推進委員会は、計画の進捗及び評価に加え、
「生活支援の体制づくり」に向けた地域課題、支援ニー
ズの分析、それに基づく必要な仕組みづくりに向けた検
討テーマを設定し、実現のため段階的かつ着実な議論を
進めています。地区の実情を踏まえ、住民参加型生活支
援サービス、無償の共助活動（ゴミ出し）、通いの場づく
り、見守り等々の検討がなされています。

＜ポイント4：協議体の運営支援＞
　検討テーマの具現化を段階的・着実に進めるため、毎
回、役員（代表等）、生活支援コーディネーター（第1、
2層）との入念な調整協議と到達目標を設定し、役割分
担のもと会議を運営しています。住民主体による運営に
至るまでの間、牽引役であるコーディネーターと連携し
たステップアップを図っていきます。
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村上市第2層神林地区協議体
委員

瀬賀  秀雄

経  歴  等

昭和25年生まれ
1969年 4 月	 日本通運株式会社東京航空支店外人旅行課入社
1978年11月	 株式会社新潟日報旅行社入社
1993年 8 月	 有限会社ティーエーピー代表取締役就任
2013年12月	 有限会社ティーエーピー取締役会長就任　現在に至る

【公職】
1995年 1 月	 新潟県旧神林村議会議員（1期目）当選
	 以後、2008年3月まで連続して 旧神林村議会議員を務める
2008年 4 月	 村上市（5市町村合併1期目）市議会議員当選
2015年 4 月	 村上市塩谷区総区長拝命　現在に至る
2015年 4 月	 村上市砂山地域まちづくり協議会会長拝命　現在に至る
2016年 4 月	 村上市第2層神林地区協議体委員拝命　現在に至る
【ロータリー歴】
村上岩船ロータリークラブ会長拝命：1回目 （2002年度）、2回目 （2006年度）
国際ロータリー第2560地区ＡＧ（アシスタントガパナー）拝命（2009年度）

発言要旨

　最初に、現在の私の立ち位置を紹介さ
せて頂き、ディスカッションへの参画と
致します。私は、2015年に村上市塩谷区
300世帯の総区長を拝命し、合わせて塩

谷区自主防災会会長に就任致しました。また同年に、村
上市砂山地域まちづくり協議会会長を拝命致しました。
2016年、村上市第2層神林地区協議体委員を拝命し、
2018年、塩谷区内に「塩谷の茶の間」を立ち上げ、その
代表世話人として現在に至っております。
　村上市では、神林地区生活支援協議体という硬い名称
ではなく、もっと地域の方々に親しんで頂けるような組
織を目指そうと、その愛称を「かみはやし互近所ささえ
～る隊」とし、隊の牽引役である生活支援コーディネー
ターを「生活ささえ愛隊長」と呼んで、現在活発に活動
しております。
　さて、表題の問いに関しては、結論から先に申し上げ
れば、類似機関との兼任は可能であると申し上げたい。
むしろ積極的に兼任を勧めるべきと考えます。既にお話
ししたように、私自身複数の関係機関に所属しておりま
すが、その全てにおいてそれぞれの組織が互いにリンク
し、そして刺激を受けながら助け合いの相乗効果が生ま
れています。
　かみはやし互近所ささえ～る隊では、2017年、神林地
区５地域のまちづくり協議会の協力を得て、10代から80
代までの各世代合同の地域別フォーラムを開催しました。
4つのテーマについてワークショップを行った結果、どの
世代もお互いを気遣い助け合う気持ちを持っていると感
じました。特に、60代は「俺たちに何でも任せろ！」、70
代、 80代は「私たちは、助けてもらうだけでなく、まだ
まだ人の役に立てるよ！」といった力強い発言もありま

した。
　また、同時期に神林地区まちづくり協議会（5地域）が
神林全地区を対象にした住民アンケートは、中学生以上
の全住民に回答を求めた結果、回収率76.6％という高い
数値を得ることができました。これも、地域別フォーラ
ム同様に、住民と行政間での生活支援業務を実施する上
で重要な羅針盤になると感じました。そして、これらを
通して今必要な事案も見えてきました。それが、「塩谷の
茶の間」を立ち上げた要因でもあります。昔、どの家に
も「囲炉裏」があり、その囲炉裏を囲んで様々な話をし
ながら家族の絆を確かめ合ったものです。私の田舎では、
囲炉裏端のことを「よろばだ」と言います。そのよろば
だの様な暖かな茶の間運営を心掛けています。塩谷の茶
の間は毎月第一、第二、第三水曜日に開店し、尚且つ毎
月火曜日と金曜日は「買い物の茶の間」を開店していま
す。
　そして今、茶の間では60代から70代が中心となって新
しく地域ボランティア団体を立ち上げる準備を進めてい
ます。その名は「塩ボヤ隊」。塩ボヤとは、田舎の言葉で
「塩干した魚」のことです。塩ボヤはとても美味しく日
持ちの良い食材です。このボランティア団体も地域に長
く愛され親しまれる存在になって欲しいと思っています。
　地域包括ケアシステムの原点であり、また地域自主防
災組織の基本でもある「自助」「共助」「公助」に、「近
助」が加わることにより、より強いつながりが構築され、
住みやすく暮らしやすいと感じてもらえるような地域と
なるでしょう。全ての世代が生きがいを持って暮らし続
けられる地域となることを祈念しながら、今後も活動を
続けてゆく所存です。
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第３部パネル

社会福祉法人安城市社会福祉
協議会地域福祉課
地域福祉係長

平田  清美　

経  歴  等

平成11年4月より安城市社会福祉協議会へ入職し、総務係を経て、ボランティアセンタ
ー担当を計8年務める。
平成29年からの2年間は、安城市の8中学校区の1つである桜井地区社会福祉協議会の
担当職員として、12町27福祉委員会の地域福祉活動の支援にあたりつつ、第2層の生活
支援コーディネーターを務めた。
平成30年度は市の地域福祉活動計画の策定に伴い、町内福祉活動計画の作成にあたる
町内福祉委員会を支援する中で、地域支援に係わる社会資源の発掘や連携を模索して
いた。
平成31年4月からは地域福祉係長として8地区の地区社会福祉協議会の活動のとりまと
めや、地域課題、活動情報の収集を通じて、安城市社会福祉協議会として地域福祉活
動の支援を模索している。

発言要旨

　安城市は人口約18万9千人、高齢化率
は20．7％、要介護者要支援認定者数は昨
年3月末で約5600人です。地域包括支援
センターは、地区社会福祉協議会と同じ

中学校区ごとに8か所あり、社会福祉法人、医療法人に
委託され、そのうち1地区を社会福祉協議会（以下、
社協）が受託しています。
　安城市社会福祉協議会では、住民による地域福祉活動
の基盤を中学校区ごとに組織化した8地区の地区社会福
祉協議会（以下、地区社協）とし、その事務局の担当と
して、コミュニティワーカーを配置しています。現在全
町内会（自治会）に町内福祉委員会が組織化され、その
活動をコミュニティワーカーが支援し、各町内活動に寄
り添った支援を心がけ地域住民の助け合いの力がより活
かせるように支援しています。地域包括支援センターと
は別の視点と役割で、地域課題へのアプローチと地域福
祉活動のサポートを社協がしているのが安城市の特徴で
す。　
　生活支援体制整備事業については、平成27年度から社
協が委託を受け、第２層のコーディネーターは地区社協
事務局を担当するコミュニティワーカーが兼務し、平成
30年度から第１層は市が担当しています。市の総合事業
は平成29年度4月から始まりました。
　住民主体の地域福祉活動の中核を担う町内福祉委員会
の組織化は、平成9年度から始まり、平成28年度に全町
内会（81町）に町内福祉委員会（76委員会※連合で設
置する場合がある）が組織化されています。町内福祉委

員会が設置運営されるようになっても、地域住民が地域
で暮らす住民の課題を我が事として考えていくには、繰
り返し、今起きている地域の現状と将来を伝え、今自分
たちのために何ができるか、ワーカーが一緒に考え、既
存のサービスや制度を活用しながら暮らしやすい地域づ
くりを提案していく事が欠かせない状況です。地域にあ
る組織も役員や委員が入れ替わることで、組織の考えが
良くも悪くも変化しますので、常に現状を知らせながら、
住民の思いやできる活動を活かした地域づくりをどうサ
ポートするかが第２層を担う社協の役割と考えています。
　安城市では、第２層の協議体の活動は、現段階では、
地域包括支援センターと連携した形での会議を中学校区
単位で開催することが多く、高齢者のニーズ把握を含め
たサロン活動の活性化と生活支援活動創出に向けての話
し合いが始まってきています。しかし、協議体での地域
包括支援センターと社協の役割が未だ不明確で、さらに
活動にも地域差のある中で個別の支援にまで課題を掘り
下げるには難しい面がありました。個別ニーズは、地域
包括支援センターや住民からの情報（民生委員、福祉委
員、活動の拠点としている地区の福祉センター）から上
がってきます。このニーズを地域での支援と一体的に対
応するため、当事者の了解をとりながら、町内福祉委員
会や、その他必要に応じて広く関係者も交じって協議し
ていく（この段階を第２層の協議体の役割とする）こと
で、地域の力を積み上げ、地域にあった支え合いの仕組
みづくりとしていくことが、第２層の協議体の機能を果
たすことになるのではと模索しています。
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33
第３部パネル

泉南市第2層生活支援コーデ
ィネーター

河上  誠

経  歴  等

平成14年	 宇都宮大学工学部応用化学科卒業
平成14年	 一般企業就職
平成21年	 一般企業退職
平成21年	 有限会社真ケアステーション介護職員入社　
平成26年	 有限会社真ケアステーション代表就任
平成27年	 ＮＰＯ法人泉南市認知症ケア研究会入会
平成29年	 泉南市地域支え合い推進員（第2層生活支援コーディネーター）

＊平成21年から介護職員として働き始めました。その後、介護事業所の運営に携わり
高齢者や障害のある人が住み慣れたご自宅で生活し続ける為に、支える側の負担を考え
ながら自立支援に結び付くサービスの提供をしています。平成27年からは、認知症の
人を含む高齢者全てが安心して暮らせる地域づくりを目指すＮＰＯ法人泉南市認知症ケ
ア研究会の取り組みに共感し、ＮＰＯ法人の取組みの情報発信を担当し、また、多職種
連携の場でも様々な地域活動をしています。現在は、介護事業所では介護職員の仕事
とその運営を、泉南市認知症ケア研究会では第2層生活支援コーディネーターの活動を
しています。

発言要旨

（地域ケア会議から住民さんへの働きか
け）
・泉南市では、２つの地域包括支援セン
　ターでそれぞれ月に一度開催していま

す。個別課題を積み重ね、地域課題としてその地区の
住民さんが参加する地区ケア会議（二層協議体）で生
活支援コーディネーターが情報提供をしています。
　地区ケア会議の参加者住民は、問題意識が強い反面、
地域でいくつかの役割を兼務されています。地域課題
は共有できますが具体的な解決への取組みを議題にす
ると行き詰まる傾向にあります。より多くの方を巻き
込むために、第三層的な要素のある各サロンや地域の
イベントなどに参加させていただく中で住民さんへの
働きかけもしています。

　
（軌道修正）
＊地域ケア会議
・専門職は意外と地理に詳しくありません。地域ケア会
議では、集いの場を記載した近隣地図を添付すること
で地域を皆で見ながら意見交換出来るようになりまし
た。

・地域ケア会議で提案できる地域資源はまだ少ないので、
適切な提案を行えていないと感じています。課題抽出
だけでなく提案が出来ることで各専門職と対等に話し
合えると感じています。

・地域ケア会議の出席者は主に高齢者分野で活躍されて
います。協議体では多世代で取組む地域課題も話し合
われます。上手くリンクさせることを考えるように努
めています。

・課題へ向けての取り組みを3ヶ月後にアセスメントし達
成度を確認しています。また、地域課題についても記

載し専門職で共有するようになりました。

＊住民さんへの働きかけ
・地域ケア会議では早期解決させたい個別課題が出ます。
これを地域課題と結び付けて住民の方へ持ち掛けると、
急かされているように感じるのか敬遠されることがあ
り、それは役所でできないのか、という意見が出まし
た。最近は、住民さんの問題として考えて頂けるよう
に、少しずつ時間をかけて話をしています。

・専門職が地域課題だと感じても地域の人からすると興
味のない場合もありました。誰にとって必要なのか、
地域の人がどの課題に興味を持つのかはとても大切な
要素だと感じましたので、情報提供の仕方を工夫して
います。

・地域活動に熱心な住民さんは話を持って行きやすい反
面、担い手としては負担が大きくなりがちです。役割
の多い方へ話をする時は、具体的な話はしないように
しています。

・出来るだけ色んな人に関わってもらうことを考えまし
たが、その地域の代表者さんや周囲の方の目を気にさ
れる住民さんも多く既に何らかの団体と繋がりのある
人もいます。また、地域づくりは高齢者分野だけの取
組みではありません。子どもや障害、人権や観光に関
する職種の人も地域づくりに取り組まれています。そ
れぞれの繋がりを配慮しながら地域課題を共有出来る
ことが大切だと感じています。

・居場所づくりは子供の課題とも通ずるようです。高齢
者だけでなく中学生と話し合う場を設定してもらい、
それを情報提供すると興味を示してくださる方が増え
ました。
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33
第３部パネル

厚生労働省老健局総務課／
社会・援護局地域福祉課（併）
地域共生社会推進室（併）
課長補佐

石井  義恭

経  歴  等

大分県臼杵市出身。障がい分野の相談援助、高齢者分野のケアマネジメントに携わり、
地域包括支援センターでの業務を経て、2016年4月より厚生労働省老健局総務課課長
補佐。2019年4月より現職。
資格：保育士、介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等

発言要旨

　人口減少が進む我が国において、業務
の効率化を含む生産性の向上は課題の一
つと言えます。そうした中、会議が乱立
しているといった声も多く、うまく整理

していくことが必要かも知れません。しかし、会議や協
議の場といった立場や経験等が異なる人材が集うプラッ
トフォームを利活用して、これからの地域づくりのため
に「何を目指すのか」という目的意識を共有する機会は
貴重です。
　介護保険制度における地域支援事業の中にも、地域ケ
ア会議と協議体という2つの地域支援のためのプラットフ
ォームが設定されています。地域ケア会議には、市町村

レベルの検討を行う地域ケア推進会議と個別ケースを検
討する地域ケア個別会議の2つの類型があります。この地
域ケア個別会議にも、介護予防の推進、支援が困難な事
例の解決力向上、地域力の向上を目指すといった様々な
地域の実情に応じた検討が行われています。同様に、協
議体設置の考え方や運営のプロセスも様々です。
　会議や協議の場は、あくまで手段に過ぎず、その目的
は人の暮らしを支えることです。地域ごとに人材や資源
等の差があるため、現状を捉え、将来を推測しながら、
誰と一緒に考え、どのように取り組んでいくのか、地域
ごとに異なるデザインが求められています。
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34
第３部パネル

社会福祉協議会の総合事業・体制整備事業における
役割は何か

■ 進行役
社会福祉法人全国社会福祉
協議会
地域福祉部長

高橋  良太

経  歴  等

発言要旨

多様な関係機関と連携した生活支援サー
ビスの推進課題
（全社協「平成31年度都道府県･指定都
市社会福祉協議会部・課・所長会議」資

　　　　　　　料抜粋）

ア）介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制
　　整備事業の推進
○介護予防・日常生活支援総合事業（以下、総合事業）
は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住
民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを整備・
充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、
要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能
とすることをめざしたものである。

○地域支援事業の生活支援体制整備事業（生活支援コー
ディネーター、協議体）等を活用しながら、地域にお
ける協働の基盤づくり、地域資源の把握や地域課題の
抽出、地域資源の抽出といった地域づくりを推進する
ことが期待されている。

○平成29年度市区町村社協職員状況調査によると、生活
支援コーディネーター（地域支え合い推進員）を「受
託している」社協は、53.1％である。生活支援コーデ
ィネーターを「受託している」状況を市区町村別にみ
ると、区（指定都市）が70.3％と最も高く、次いで市
（23区含む）が59.7％となっている。町は46.8％、村
38.3％となっている。

○また、協議体を「受託している」社協は、 24.6％で、
市区町村別にみると、区（指定都市）が53.2％で最も
高く、次いで市（23区含む）31.9％、町18.3％、村

14.4％の順になっている。

イ）地域の自主性や主体性に基づいた取り組みの進展と
　　地域間格差
○総合事業への移行及び生活支援体制整備事業について
は、実施猶予期間が終了し、すべての市町村において
実施されている。しかし、総合事業の多様なサービス
については、多様なサービスが実施されている市町村
数は訪問で約5割、通所で6割にとどまるほか、多様な
サービスの実施主体のうち、介護サービス事業者以外
の主体が占める割合も、訪問で約2割、通所で約4割に
とどまっている。多様なサービスがない市町村も多い
ことや、多様なサービスに参画する多様な主体の拡が
りは限定的であることが課題として指摘されている。

○制度がわかりにくく取り組みがすすみにくい状況に加
えて、地域での生活支援を要する住民の増加に対して
サービスの供給量が追いつかない市町村が出てくる可
能性もあり、地域格差の問題が懸念される。

○各自治体における地域づくりの取り組みも格差が大き
いことから、国は、先行事例などを盛り込んだ平成31
年3月に「これからの地域づくり戦略」をとりまとめ、
厚生労働省のホームページで公開しているので参考に
されたい。

　厚生労働省ＨＰ（総合事業）https://www.mhlw.
go.jp/content/12300000/000490107.pdf

○いずれにせよ今後、保険者である市町村や都道府県の
地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じた
仕組みを作り上げていくことが必要になる。社協の事
業・活動との関係では、住民主体の助け合い活動や多

全国ボランティア・市民活動振興センター長兼任

1987年4月全国社会福祉協議会入局、 2014年4月中央共同募金会出向。企画広報部長
として70年答申をとりまとめる。
2016年4月より現職。
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34
第３部パネル

様な生活支援サービスの展開の観点で、具体的な戦略
を立てる必要がある。

ウ）住民と多様な関係機関とのネットワークによる支え
　　合い
○認知症高齢者、単身世帯等、支援を必要とする軽度の
高齢者が増加すれば生活支援の必要性が増加するため、
ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協同組合等の多様
な主体が生活支援・介護予防サービスを提供すること
が必要になる。

○生活支援体制整備事業では、こうした専門職を含めた
多様な組織と住民が一緒になって定期的な情報共有・
連携強化の場である「協議体」をもつことが求められ
ている。この協議体メンバーの協働を促し、協議体と
ともに地域づくり、住民主体の支え合いを推進する者
が生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）で
ある。

○生活支援コーディネーターの活動は、新しい考え方・
手法によるものではなく、社協がこれまで地域支援で
適用してきた一連のコミュニティワークのプロセスを
実施するものである。

○総合事業では、地域住民を含め、ボランティア・ＮＰ
Ｏ、社会福祉法人、民間企業等多くの主体が担い手に
なるが、それぞれの活動がバラバラで、つながりや連
携・協働がすすんでいない地域もあることから、こう
した地域福祉の活動をコーディネートする人材の確
保・養成が重要になる。

○生活支援コーディネーターによる担い手の育成も、ボ
ランティア養成講座等、これまで社協が手がけてきた
ものと大きく変わらない。だからこそ、地域福祉の推
進の中核機関である社協がこれに取り組む必要があり、
各市区町村社協における積極的実施を期待するもので
ある。

�ネル登壇者_本文03-1.indd   243 2019/07/31   13:07



244

全
体
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

第
2
部  

パ
ネ
ル

第
3
部  

パ
ネ
ル

第
1
部  

パ
ネ
ル

分 科 会

34
第３部パネル

社会福祉法人板橋区社会福祉
協議会　第1層生活支援コー
ディネーター

太田  美津子

経  歴  等

板橋区社会福祉協議会　経営企画推進課地域包括ケアシステム推進係長
平成10年入職。
これまでの主な業務は、権利擁護事業専門員として10年間個別支援を担当し、判断能
力が十分でない方々の福祉サービス利用の援助や日常的な金銭管理の実施相談に対応。
平成23年より4年間サロン事業を中心とした地域支援を担当し、サロン活動の運営支援
やサロンリーダー養成講座の企画のほか、地域応援プロジェクトとして、ゆるやかご近
助さん養成事業（板橋区地域見守り活動支援研修）の推進、地域拠点事業（サードプ
レイス＠まもりん坊ハウス）の開設、運営にも携わる。
平成27年より第1層生活支援コーディネーターとなり、行政と社協の二人三脚で平成28
年5地域、平成29年8地域、平成30年5地域、全18地域の第2層協議体を立ち上げた。
現在は、ほぼ毎月1回開催される18地域の協議体定例会に参加し、板橋区に支え合い活
動を広げるため第2層協議体メンバーとともに活動中（第1層協議体、第2層協議体全
18地域統括）。

発言要旨

１　総合事業と生活支援体制整備事業の
　　位置付けと進め方
　板橋区では、区と社協で事業の方向性
等を協議し、総合事業と生活支援体制整

備事業を「地域づくり」という視点で捉え、協議体は多
様な住民の支え合いを推進していくことであることを確
認した。
　最終目標はサービスをつくることではなく、地域住民
でできることを探して、できることをやっていく、その
中で取り組みを生み出す土壌「協議の場」としての協議
体、生活支援体制整備事業がある。

２　事業担当者の心構え
①地域づくりは結果が出るまで5～10年以上かかるこ
ともあるが、目先の結果よりも継続を重視し、行
政・社協とも手を引かないと宣言した。

②地域と一緒に歩んでいくことを徹底し、全ての協議
体に構成員として参加する。

③地域が主体的に考え、取り組むことができるように
選択肢や可能性を拡げる後方支援に徹した。

３　区と連携して第2層協議体を立ち上げ
　区と二人三脚で平成28年度から3年間で区内全18地域
に第2層協議体を設置した。
　各地域とも国や区の考えや協議体の役割等を説明する
セミナーを開催した。セミナーは事業の成否を分ける重
要な足がかりとなるため、広く地域に向けて参加を呼び
かけた。
　続いて地域の支え合いを考えるプログラムの準備会を
基本2回実施することとし、地域の状況に応じて準備会を
追加開催し、最大で5回実施した地域もあった。

４　社協の役割
①「協議の場」をつくる。
②協議体・ＳＣの専門性を高める。
③福祉の専門職と地域をつなげる。

　協議体設置にあたり、板橋区は地縁団体の活動が活発
なため、特に丁寧な調整や対応が求められた。
　社協は平成19年度から第2層と同じ18地域に地域担当
職員を配置し、地縁団体との関係づくりに努めてきた。
　また「いたばし地域応援プロジェクト」と称して、サ
ロン事業に力を入れ、区内に300か所を超えるサロンが
活動し、サロンの福祉機能強化のための研修や社協と連
携するサロンリーダーの養成を実施してきた。また、高
齢者等見守り講座を開催し、地域の「ゆるやかな見守
り」の担い手を増やす取り組みもしてきた。
　社協がこれまで培ってきた経験や築いてきたネットワ
ークを生かし、全地域の立ち上げ時には、多様な団体に
積極的に声をかけた。

５　協議体の現状と今後の展望
　板橋区では、全国的にも珍しい住民ＳＣを配置してい
る第2層協議体もあり、第1層ＳＣ（社協）は地域に寄り
添う姿勢が重要となる。
　住民ＳＣが持つ住民ならではのネットワークを活かし
ていきたいと考えている。
　また、18地域を4ブロックに分け1層ＳＣを配置し、常
に連携・協働の形を取り各種研修会や連絡会等を企画し
バックアップをしている。
　今後は、住民ＳＣの力を借り、既存の地域資源の確認
をしたうえで、対応できていない生活支援ニーズを把握
し、協議体を活用して、時間はかかるかもしれないが、
地域資源開発や次世代の担い手確保をし、支え合い活動
の継続支援や充実を図っていきたい。
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第３部パネル

　村上市では、平成27年度から地域包
括ケアシステム構築のため「地域ケア会
議」を設け、市の高齢化や福祉の現状を
知り、地域が抱える福祉的な問題・課題

の把握や社会資源の情報収集、要支援者の具体的な事
例を通して地域での支えあい方法を検討してきた。この
「地域ケア会議」の考えを継承し、平成29年度から
「生活支援協議体」に移行した。
　一方、社協は、市町村合併と同時に5つの社協が平成
20年度に合併した。旧市町村社協は合併後支所となり、
職員が一同に勤務できる社屋も無いことから、合併後
も5地区での旧態依然の事業形態が7年間続いた。そん
な中、平成27年4月の生活困窮者自立支援制度事業の
受託を機に、今までの支所独立制から、総務・地域福
祉・生活支援・介護事業課の4課制導入に至った。今ま
で5か所にいた法人職員が一同に集結し、それぞれの地
区で今まで築いてきた住民とのつながりを大切に、市全
体を把握し社協事業を組み立て直す大きな転機となっ
た。
　それと同時に、平成27年度から行政が設けた6つの
「地域ケア会議」すべてに社協職員が構成員として加
わり、社協の命題でもある「誰もが安心して生活できる
福祉のまちづくり」の推進に携わることになった。平成
29年度から村上市の事業として生活支援体制整備事業
が始まり、「地域ケア会議」の構成員として関わってい

た地域福祉課の職員が生活支援コーディネーターを受
託することになった。生活支援コーディネーターとして
活動できることは、これまでの社協の活動に対しての評
価とこれからの活動への期待の表れだと感じている。
　生活支援コーディネーターを兼務して約2年半、社協
としてもようやく「地域福祉活動計画」策定に取り組む
ことになり、地域の関係機関・団体へのヒアリングや住
民懇談会等の業務は、生活支援コーディネーターの役
割でもあり融合した活動が出来た。また、行政が取り組
んでいる「市民協働のまちづくり」事業との連携は必須
であり、意思統一し住民が主体的になれる土壌づくりに
取り組んでいる。1年目は、協議体の活動がイメージし
やすいように「お互いさまのまちづくり」と題した寸劇
を住民と一緒になって作り上演し、周知活動に徹底して
取り組んだ。2年目からは、お互いさまの気持ちで支え
あいが行えるのは、日常の生活範囲である町内・集落の
自治会単位であるとの視点から、区長会と連携し「居
場所」「助け合いの創出」に向け自治会への働きかけを
重点的に行っている。社協では、「地域の茶の間」立ち
上げ、住民相互の助け合いのしくみ「ささえあい村上」
のノウハウや活動実績があり、これまで地域の中に入っ
てつながりを形成してきた社協だからこそ、今後不足し
ている地域資源の創出に向け、この事業を牽引していく
ことが社協の役割であり、またこの事業そのものが社協
活動だと日々体感している。

経  歴  等

平成  2年4月　社会福祉法人神林村社会福祉協議会入職
平成20年4月　合併により社会福祉法人村上市社会福祉協議会神林支所配属
平成27年4月　社協内組織改編、課制となり地域福祉課配属
平成29年5月～現職

社会福祉法人村上市社会福祉
協議会　第2層生活支援コー
ディネーター

佐藤  小百合

発言要旨
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第３部パネル

１．対馬市の実情
平成16年、平成の大合併により6町
が合併し、1市へ。
人口と高齢化率の推移。

２．社会福祉協議会の役割とは
「住民主体」の理念に基づき、地域の福祉課題の
解決に取り組むこと。
誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の推
進を目指す。
そのため、住民、当事者（団体）、ボランティア、
福祉関係者等とのネットワークを最大限活用する。
もちろん、民間の組織であるからこそ、福祉課題
への即応性や柔軟性、開拓性が求められ、同時に
専門性を発揮することが大切。
対馬市社協での取り組みを紹介。（福祉教育、ボラ
ンティアセンターによる地域福祉活動）

３．対馬市における総合事業・生活支援体制整備事業の状況
生活支援体制整備事業

…平成29年度よりモデル的に1町（第2層）を
対馬市社協で受託。

　平成30年度より全市的（第1層、第2層）を
受託。

４．対馬市社会福祉協議会の取り組み
　　（生活支援体制整備事業の受託）

・生活支援体制整備事業を社協で受託した理由
社会福祉協議会が本来担うべき、“地域福祉活
動”と言われる取り組みが、生活支援体制整備
事業そのものではないか？ということで事業実施
に手を挙げる。

・平成28年度　第1回フォーラムの実施（市主導）
事業を受託する前に、対馬市主導で、啓発・周

知を目的としてフォーラムを開催。
参加者アンケートを取り、活動に賛同する人をリ
ストアップ！

・平成29年度　豊玉町をモデル地区として事業受
託（第2層SC配置）
区長、民生委員への事業説明会を行い、賛同地
区に対してワークショップを実施し、助け合い活
動を創出した。並行して、前年度フォーラムでの
賛同者や、民生委員児童委員、単位老人クラブ
会長に案内し、協議体委員選出勉強会を計3回実
施。参加者からの意見により、途中から商工会、
郵便局、銀行、学校教員にも案内し、住民のた
めに活動できる協議体委員を住民が選出した。
また町内75歳以上の方を対象に、個別訪問アン
ケート調査を実施。

・平成30年度～　全市事業受託（第1層ＳＣ1名、
第2層ＳＣ6名配置）
基本的な動向としては、Ｈ29年度と一緒。
75歳以上の市民を対象にした個別訪問アンケー
ト調査の実施。地区ワークショップの実施、助け
合い活動の創出。6つの第2層協議体と1つの第1
層協議体を設置。

・助け合い活動の取り組み例を紹介

５．時代の変遷による役割の再認識と新たな役割
原点回帰！助け合い活動の根底は住民主体なので
はないか？
事業型社協からの脱却！住民主体の取り組みを支
えていくための伴走支援！？
これからは、対象も担い手も広げ、共生社会の実
現へ！
助けられる人も誰かの役に立つことができているこ
とが認識できるような仕組みづくり
福祉教育の徹底！住民への啓発活動・意識づけ！

経  歴  等

平成元年3月	 長崎県立対馬高等学校卒業。
平成元年4月	 社会福祉法人豊玉町社会福祉協議会に入る。
平成16年3月	 市町村合併により社会福祉法人対馬市社会福祉協議会職員となり現在

に至る。
平成9年に社会福祉士資格を取得する。過去に福祉活動専門員、日常生活自立支援事
業専門員を経験する。

社会福祉法人対馬市社会福祉
協議会事務局長

龍井  久美

発言要旨
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第３部パネル

　三芳町は平成22年度より小地域福祉活
動の推進を本格化させ、地域住民と高齢
者支援を中心とした取り組みを開始した。
小地域福祉活動の推進には住民は元より

行政区、民生・児童委員、老人クラブなど様々な関係
団体の理解・連携が欠かせず、活動当初より関係性づ
くりとネットワーク構築に取り組んできた。
　平成27年度から生活支援体制整備事業が開始され、
協議体設立に向けた勉強会立ち上げに際してもこれま
で培ってきたネットワークを活かし、地域活動を実践し
ている方、関係団体内で力を発揮できる方を選出するこ
とができた。勉強会では、住民の気持ちに行政・SCが
向き合うことで、メンバーの一体感を生むことができ、
支え合い活動の推進に向け、積極的な協議・実践を行
う協議体を設立することができたと考えている。
　これまで、住民に対する周知・啓発活動、社会資源
マップの作製、担い手講座の企画、住民ワークショップ
（WS）の運営などを行ってきた。今後は、これらの活
動に加え、地域から挙がる様々なニーズに対して、どの
様な社会資源を活用して対応ができるか、また、現状
では対応ができない事例や潜在的なニーズについての
事例を提供し、今後地域に必要となる支え合い活動に
ついて協議をしていきたいと考えている。これらのニー
ズは様々な住民サービスを把握している社協だからこそ
寄せられると考えており、社協が持つネットワークを活

用して成しえる事と考える。
　また、住民が自らの地域と将来の生活に目を向け、よ
り豊かに、いつまでも住み続けられる地域づくりに主体
的に取り組む事を目的に実施する住民WSからも様々な
展開が図られている。初開催として町内全域を対象とし
たWSを実施し、グループ毎に設定したテーマで話し合
った所、異なるテーマ設定にもかかわらず、必要な取り
組みとして『集いの場』と共通した結果となった。しか
し、グループ構成が異なる地域に住む住民だった事か
ら身近な地域で共に活動する機運を醸成する事が難し
いと考え、町内14ある行政区単位でWSを展開するこ
ととした。この行政区別WSの開催に当たっては、社協
のネットワークを活かし、地区役員への働きかけや地域
活動に関心がある住民の掘り起こしを行いながら開催し
ている。現在３地区で開催、２地区では取り組みの開始、
１地区で継続した話し合いが行われている。
　既に取り組みが開始された地区では、WSの中で地域
や住民が抱える課題・不安を共有することができ、参
加者が一体となった活動が進められている。基本とな
る活動は２地区とも『集いの場』だが、『集いの場』か
ら発展する取り組みが見られだしている。これらの活動
については社協のネットワークや裏方に回った支援、把
握したニーズから提案を行うことで展開できていると考
えている。これらの実践を通し、社協が生活支援体制
整備事業推進に担うべき役割をまとめていきたい。

経  歴  等

2002年、三芳町社会福祉協議会に入職し、事業係として住民参加型在宅福祉サービ
スやボランティアセンター、小地域福祉活動などを担当する。2015年、社協が生活支
援体制整備事業の委託を受け、第１層生活支援コーディネーターの業務に従事する。

社会福祉法人三芳町社会福祉
協議会　第１層生活支援コー
ディネーター

関口  和宏

発言要旨
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第３部パネル

地域包括支援センターは総合事業・体制整備事業に
どこまで関わるのが望ましいか

■ 進行役
東京学芸大学教育学部教授

髙良  麻子

経  歴  等

横浜国立大学教育学部教育学科卒業後、株式会社ビギ勤務。コロンビア大学大学院ス
クールオブソーシャルワーク修了後、在宅介護支援センター勤務。東京家政学院大学
人文学部人間福祉学科助手を経て、現在、東京学芸大学教育学部社会科学講座教授。
東洋大学大学院福祉社会デザイン研究科社会福祉学専攻修了、博士（ソーシャルワー
ク）
社会福祉士、小金井市生活支援事業協議体委員長
【主な書籍等】
『地域包括支援センター業務マニュアル（平成21年度老健事業）』『地域包括支援セ
ンター運営マニュアル』長寿社会開発センター, 2010年, 2015年, 2018年
『地域ケア会議運営マニュアル（平成24年度老健事業）』長寿社会開発センタ−, 2013年
『地域ケア会議実践事例集』厚生労働省老健局, 2014年
『日本におけるソーシャルアクションの実践モデル−「制度からの排除」への対処』	
中央法規出版, 2017年
『地域共生社会に向けたソーシャルワーク−社会福祉士による実践事例から−』中央法
規出版, 2018年
『地域包括支援センターの効果的な事業評価と取組改善に関する研究事業報告書（平
成30年度老健事業）』MUFG, 2019年

発言要旨

　少子高齢化や世帯の縮小化等が進んで
いる現状においては、高齢者等のその人
らしい地域での生活の継続を可能にする
多様な生活支援や介護予防サービスの提

供が求められています。それらを、高齢者を含む地域住
民の参加によって実現すべく、介護予防・日常生活支援
総合事業（総合事業）や包括的支援事業における生活支
援体制整備事業が創設されました。
　地域包括支援センターは、総合事業の第1号介護予防
支援事業（介護予防ケアマネジメント）が必須事業であ
るとともに、生活支援体制整備事業の委託先になりうる
とされています。また、受託しない場合においても、事
業主体と緊密に連携・調整できる体制を確保する必要が
あるとされています。このような規定を確認するまでも
なく、地域包括ケアシステムのひとつの構成要素である
介護予防・生活支援の充実を図ることは、地域包括ケア
システムの構築に向けて中心的役割を果たすことが求め
られている地域包括支援センターにとってはあたり前の
ことだと言えます。

　しかしながら、介護予防ケアマネジメントは行ってい
るものの、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進
員）等との連携が十分に行えているとは言い難い状況が
あります。平成30年度地域包括支援センター運営状況調
査によると、生活支援コーディネーターや協議体と地域
における高齢者のニーズや社会資源に関して協議してい
ないセンターが約26％になっています。また、そもそも
生活支援体制整備事業に関わる意義が感じられないとか、
関わりたくても忙しすぎて出来ないとか、実際どう関わ
ればよいのか分からないといった声もお伺いします。
　このような状況において、総合事業や生活支援体制整
備事業を機能させ、高齢者等が尊厳を保持したその人ら
しい生活を継続できる地域をつくっていくには、地域包
括ケアの推進拠点である地域包括支援センターはどのよ
うな役割を果たすべきなのでしょうか。また、その役割
を果たすことを可能にする実践環境とはどのようなもの
なのでしょうか。パネリストの方々からご報告いただく
実践事例を参考に、生活支援体制整備事業の受託の有無
および設置体制や労働環境をふまえながら、多様な視点
から検討していきたいと思います。
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35
第３部パネル

社会福祉法人武蔵村山市社会
福祉協議会　南部地域包括支
援センター　第1層生活支援
コーディネーター

岡村  美花

経  歴  等

武蔵村山市社会福祉協議会が市から委託を受けている武蔵村山市南部地域包括支援セ
ンターに2006年より勤務。看護師・社会福祉士として、地域の介護予防活動づくりな
どに携わってきた。
東京都の多摩地域北部に位置し、人口約72,000人、高齢化率は26％の武蔵村山市で、
2015年に第1層生活支援コーディネーターに任命され、体操、脳トレなどの介護予防
活動を行う「お互いさまサロン」を立ち上げる。住民主体のサロン拡大に向け、担い手
を育てる「お互いさまリーダー」養成講座を開始し、130名以上のリーダーが誕生して
いる。現在「お互いさまサロン」は市内41カ所（令和元年6月現在）に広がったが、
2025年までに高齢者が歩いて通える場所、市内70カ所へ展開することを目指してい
る。

発言要旨

　2006年より、地域包括支援センター
の看護師として、地域の介護予防活動を
推進してきました。2015年に第1層生活
支援コーディネーターとなり、これまで

の経験を踏まえ、駅がなく交通の便が悪い当市では、歩
いて通える場所に介護予防効果のある居場所を作ること
にしました。
　昭和40年代にベッドタウンとして発展した「おおみな
み」地区は、住民の多くが定年を迎えていましたが、自
治会加入率も年々低下し、近所づきあいも少ない状況で
した。そこでまずこの地区でサロンを始めることにし、
2016年から自治会館を借用し、週1回地域包括支援セン
ター職員が主催し、体操や脳トレ、様々な講座などを実
施しました。会場から半径200ｍ圏内を中心に、平均年
齢79歳、最高齢91歳の高齢者が参加するようになり、い
つの間にか会場も満員になっていきました。また徐々に
地域の介護、医療、民間企業などとも連携できるように
なり、会場や人材、移動バスの提供など、様々な形で協
力してもらえるようになりました。
　この「おおみなみサロン」をモデルに、市内に歩いて
通える「お互いさまサロン」を展開することにし、高齢
者250人に1カ所、2025年までに歩いて通える場所に70
カ所のサロンづくりを目標にしました。しかし、全ての
サロンを地域包括支援センター職員が運営することはで
きないため、住民主体の活動に移行したいと働きかけま
したが、なかなか上手くいきませんでした。

　そこで、東京都の「東京ホームタウンプロジェクト」
の伴走支援を活用することにしました。その結果、住民
の中からサロンの担い手を養成する「お互いさまリーダ
ー」養成講座を実施することにしました。この講座は、
市と地域包括支援センター職員が講師となり、なぜ地域
にサロンが必要なのか、サロン運営、介護予防の実技な
どの2日間の講義と実際にサロンで3回実習を行うという
内容にしました。2017年から講座を実施し、2019年6月
現在、高齢者を中心に130名程の「お互いさまリーダ
ー」が誕生し、「おおみなみサロン」も住民主体へと移行
することができました。
　市もサロンづくりを応援するため、公共施設の使用料
減免やサロン立ち上げ補助金、理学療法士などの講師派
遣など様々な支援制度を設けました。結果、当初の予想
以上に住民主体のサロンが広がり、2019年6月現在、41
カ所のサロンが立ち上がりました。
　それに加え、市内の地域包括支援センターに配置され
た、第2層生活支援コーディネーター、第2層協議体と連
携し、サロンでちょっとした困りごとを助け合う、生活
支援サービスや介護事業所の送迎車を活用した移送サー
ビスの立ち上げも検討しているところです。住民主体の
サロンが増える中、高齢者がサロンの「担い手」になる
ことで、役割や生きがいを持って生活でき、その結果介
護予防の推進につながっていると感じています。
　地域包括ケアシステムの理念でもある、高齢者が住み
慣れた地域で生活できるように、今後も住民と一緒に助
け合い活動を広げたいと考えています。
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35
第３部パネル

松前町保健福祉部健康課地域
包括支援センター係

平井  栄理子

経  歴  等

平成19年3月　国立大学法人広島大学医学部保健学科看護学専攻卒業
平成19年4月　愛媛県松前町役場に入庁、松前町保健センター保健指導係　保健師
平成21年4月　愛媛県松前町保健福祉部健康課保健センター係に名称変更
平成25年4月　主任保健師
平成28年4月　同課地域包括支援センター係へ異動、現在に至る
【現在の主な業務】介護予防ケアマネジメント業務（主に、一般介護予防事業及び生活
支援体制整備事業担当）、介護予防支援。当町は行政直営方式で地域包括支援センター
を設置しており、従来の地域包括支援センターとしての業務に加えて、行政としての高
齢者福祉施策も当係で担っている。主担当としては、一般高齢者に対する介護予防活動
を行いながら、要支援者への介護予防支援も併せて担当しており、住民主体の集いの場
支援や循環型の高齢者の支援に尽力している。
【受賞歴】第51回衛生教育奨励賞（一般財団法人 日本公衆衛生協会）「介護予防出前講
座（一般介護予防事業における地域リハビリテーション活動支援事業）」

発言要旨

　当町は人口30,822人、高齢者9,326
人、高齢化率30.25％、要介護（要支援）
認定者数1,652人、第1号被保険者数
9,316人、要介護（要支援）認定率17.73

％（平成31年４月末現在当町調べ）、 面積は20.41㎢、
東西6.9km、南北4.0kmの小規模自治体である。平成
19年2月に開設の地域包括支援センターは行政直営方式
で現在まで運用している。
　当町では、『「お互い様」の意識で助け合い・支え合え
る愛

え が お

顔あふれる松前町に』という思いをもって、住民主
体の助け合い創出に向けた取組を平成27年度から開始し
た（地域支援事業における包括的支援事業の生活支援体
制整備事業として）。 開始当初から、住民活動支援や担
い手養成の実績があり、有機的に地域人材と連携を図っ
ている社会福祉法人松前町社会福祉協議会に、趣旨説明
を行い、県の初めての市町村担当者向け研修から現在ま
で事業企画・運営にも参画・協同している。
　平成27年度は「松前町助け合い隊養成講座」を開催し、
地域課題や自分たちのできる活動等を考え実践する人材
（担い手）の育成を行ったが、目指す地域像などの町の
ビジョンが明確化できておらず、実践の場（受け皿）が
なかった。そこで、平成28年度はこの取組の目指す地域
づくりの本質を担当者自身が理解するところからはじめ、
様々な地域情報を共有するネットワークの基盤（協議
体）構築に重点を置いた。協議体に参画する地域人材の
発掘のための大づかみ勉強会で、制度説明や多様な住民
と目指す地域像や自分たちでできる取組をデモンストレ
ーションする会を重ね、第2層協議体が1つ立ち上がった。
平成29年度は残り2校区協議体設置に向けて更に勉強会
を重ねると同時に、地域情報共有の土台作りに着手し、
会の在り方の検討等も行った。また、各校区第2層協議
体其々の取組みを相互に情報共有し、自身の協議体活動
に活かすことを目的として「第2層協議体連絡会」を開催
した。人材ネットワークの強固な確実性や地域情報の

「視える化」の取組はこの会で促進された。平成30年度
は、地域情報の「視える化」で検討した「困りごと」や
「できそうなこと」を結びつけるフィールドワークに発
展し、各校区の特色ある具体的な助け合い・支え合い活
動に向けた準備期に突入。令和元（平成31）年度は「助
け合い活動」創出に向けた媒体作成や調査を引き続き行
い、各校区の特色ある取組みの本格的な地域への展開を
予定しており、いよいよ「担い手」や「応援隊」を地域
に増やす取組が必要であると感じている。
　取組を突き動かすものは協議体構成員の「自分たちの
住む地域をより住みやすい、風通しの良い、誰もが『お
互い様やけん』と言い合える地域にしていきたい」とい
う「意識・想いの強さ」にある。この地域づくりの発想
への理解・想いと共に萌芽した住民主体の助け合い活動
が町全域に広がっていくためには、多様な地域主体との
つながりを持って、包括（行政）が地域を視、手を取り
合うことが必要である。
　生活支援体制整備事業は要支援者のサービスの「受け
皿づくり」をゴールとするのではなく、人間関係の希薄
化や社会的孤立を背景とする様々な課題に着目し、高齢
者と地域社会との関係の維持・回復を図るための取組み
の創出が重要、とされているが、生み出されたネットワ
ークでの地域情報共有はそれだけにとどまらず「真の町
づくり」発想に帰着する。住民主体の活動やサービスの
創出は、住民自身が地域の課題に気づき、自ら課題解決
のための活動を考え、自主的・主体的に取り組むプロセ
スの中で生まれてくる。長い時間をかけた粘り強い取り
組みが求められることを、行政はじめ関係者が共有した
上で、地域全体の意識の高まりや実行力を引き出す仕掛
けづくり・受け皿づくりを積極的に行うことが重要であ
り、様々な助け合いを支援する仕組みを検討するとと
もに、 町は介護保険担当部を超えて関連部署と連携し
ながら、住民主体の生活支援サービスにとどまらない基
盤強化を積極的に推進していきたい。
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第３部パネル

　2000年、多くの期待を背負ってスタ
ートした介護保険。スタート当初、私は、
何となく違和感を覚えていました。未知
なる介護保険の行き着く先に不安を感じ

ていました。ケアマネージャーとして介護保険に関われ
ば関わるほど、その何となくの違和感と不安は実感とな
り、疑問だらけの毎日で業務に当たっていました。
「なぜここにいるのか分からない」。退院後、あれよあ
れよという間に生活の場が施設になった人、あれほど地
域の集会所に行くのが楽しみだった人が、今はデイサ
ービスの車に乗せられている。誰もが介護認定が下り
たとたん、言いたいことも言えないままお世話される人
になっていく。
「認知症は病気です。専門家に任せましょう」。当たり
前に地域で生活をしていた人がどんどん地域から離さ
れていく。
　できないことばかり書かれたケアプラン、介護保険サ
ービスに頼り切った老後、介護保険って何なのだろう？
これでいいの？何かが間違っている！行政が理想とする
大きな一本道を住民に一斉に歩かせるのは、行政の奢
りだ。

じゃあ、どうしたらいい？

　その憤りに近い感情から19年。今、毎日楽しく介護
保険とも関わらせていただいています。
　地域には支え合う力がある。特に要支援レベルの人

は、地域の中で暮らす方が自立した生活を送れる可能
性が高い。どんな状態であっても地域から切り離しては
いけない。介護保険は、地域で暮らすための手段であ
って生活の場ではない。この19年、私が地域の人たち
から学んだことです。

　隣の人がどうしているのか気になって気になって放っ
ておけない、支えたい人が支えられたい人の2～3倍い
る。佐々町の特徴です。いつからこうなのかは分かりま
せんが、豊かな自然の中で先人たちが築いてくれた
「地域の中で暮らすことが当たり前」の精神が脈々と流
れ、代々受け継がれています。

私たちは、あそこに向かって歩いていると
「共生」の灯りで遠くを照らす。
頃合いを見て、困った事はないかと足下も照らす。
いろんな方向から集まる道が
まぶしくないように　暗すぎないように　光の強さを
微妙に調整しながら、
自己の意志で歩けるように
灯りを上げたり下ろしたりする。
それを何度となく繰り返しながら
近すぎず遠すぎず、適度な距離を置いて
謙虚な姿勢で住民と歩調を合わせて歩いていく。
住民が本来持つ「可能性」と「強さ」と「優しさ」を
信じてこそ包括支援センターだと私は思います。

経  歴  等

「ちょっと！役場！どうなっとると！」社協のケアマネ時代、何か変だな？と思うと、
すぐ役場福祉課に直行！苦情申し立て？に行く。
「その人がその人らしく暮らして行くために」納得がいくまで行政ととことん話し合
う。そんな日々の中で、ある日、素敵な町の保健師と運命的な出会いをしました。
「佐々町のために、この保健師の助けにならんば！」メラメラと心に火がついた！
そして気がついたら、現在、生活支援コーディネーターとして包括に在籍。
佐々町の魅力的な高齢者に囲まれ、毎日、幸せな日々を送っています。
退職後の夢は、スナックのママ。夕暮れ時、寂しくなる高齢者のために開店。「包括と
連携をしています」の看板を上げ、余生を地域の人と過ごしたいと思っています。

平成 7 年～平成26年	 佐々町社会福祉協議会　介護支援専門員
平成27年～現在	 佐々町地域包括支援センター　
	 主任介護支援専門員　認知症地域支援推進員　第1層ＳＣ

佐々町地域包括支援センター
第1層生活支援コーディネー
ター

大浦  むつみ

発言要旨
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第３部パネル

経  歴  等

厚生労働省老健局振興課
課長補佐

櫻井  宏充　

発言要旨

「地域包括支援センターの役割とは何か。」ということを踏まえながら、総合事業・体制整備事業との
「関わり」について皆様と一緒に改めて考えていきたいと思います。
　例えば、
・�地域の課題に対応するための手段であるそれぞれの事業において、事業実施すること自体が目的とな
り、何のために事業を実施していくのかという視点が欠けていないか

・本来の実施主体である保険者がそれぞれの事業のあり方をどのように考えているのか
　など、それぞれの事業のあり方について基本的な部分から話し合うことでよりよい「関わり」方を築
くきっかけになるかもしれません。
　パネリストの皆様のご意見や取組を伺いながら、直近の事業の実施状況などを紹介し、よりよい「関
わり」にむけて参考となるような発言をしたいと考えていますのでよろしくお願いします。　

平成９年４月	 国立身体障害者リハビリテーションセンター採用
以後	 社会福祉監査官　等
平成26年～28年	 老健局総務課認知症施策推進室　室長補佐
平成28年～29年	 老健局総務課介護保険指導室　室長補佐
平成30年～	 老健局振興課　課長補佐（地域支援事業担当）
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ＳＣやその関係者の人事はどうあるのが望ましいか

■ 進行役
函館市地域交流まちづくりセ
ンター長　第1層生活支援コ
ーディネーター

丸藤  競

経  歴  等

1964年札幌生まれ函館育ち
1987年大阪芸術大学芸術計画学科卒業
2006年、市民活動の連携や支援、市民社会の確立などを目指しＮＰＯ法人ＮＰＯサポ
ートはこだてを設立。翌07年より、同法人が指定管理者となった函館市地域交流まち
づくりセンターのオープンと同時にセンター長に就任。
2015年、同法人が生活支援・介護予防体制整備事業を函館市より受託したことから、
同年6月より函館市第1層生活支援コーディネーターを兼務している。
函館のコミュニティＦＭ（ＦＭいるか）のパーソナリティとしては20年目を迎える他、
北海道内の複数の地域から「地域づくりアドバイザー」に任命されている。ＮＰＯ法人
北海道ＮＰＯサポートセンター理事、函館大谷短期大学非常勤講師等。他に、防災・災
害支援、ＳＤＧｓ普及、青少年育成、生涯学習支援等幅広い分野に関わっている。
さわやか福祉財団インストラクターでは、北海道ブロックのリーダーとして、道内の生
活支援コーディネーターとの連携や研修の場づくり等の活動を行っている。

発言要旨

　2015年6月から函館市の第1層生活支
援コーディネーターとして活動していま
す。函館市では、生活支援・介護予防体
制整備事業として市内の法人を対象に公

募し、選考の結果、私が所属しているＮＰＯ法人ＮＰＯ
サポートはこだてが受託。2年目以降は随意契約で現在ま
で至っています。法人への業務委託とした理由は、実績
やスキルのある者に活動してもらいたいのと同時に、全
市レベルの活動範囲という重みや量、継続性の担保など
があったと聞いています。
　他の法人スタッフが事務処理等の業務を担うことで私
自身はコーディネーターとしての業務に専念できるので、
とても助かっています。

　ＮＰＯサポートはこだては07年に函館市地域交流まち
づくりセンターがオープンして以来、指定管理者として
施設の管理運営にあたってきた団体です。道南（北海道
南部）の中間支援拠点として活動してきました。
　私はオープン時からセンター長だったので、まちづく
りに関してのネットワークや信頼はある程度構築されて
いました。それらを有効活用し、これまでの経験を活か
しながら広い視野からの自由な発想で生活支援コーディ
ネーターとしての活動をスタートできたのは、とても良
かったと思っています。また、町会や社協などとも以前
からつながりがあったことも、恵まれていたと考えてい
ます。

　まちづくりや地域づくりというのはとても時間がかか
るものですし、時間をかけなきゃだめな時もあります。

短い時間で無理やり動かしたものは、短い時間で終わっ
てしまいます。時間をかけてつくりあげたものは、しっ
かり根付きます。
　ゲーテは「星のように　急がす休まず　人はみなおの
が負い目のまわりをめぐれ」と言いました。住民主体で
まちづくりをしていきたくても肝心の地域の方々がなか
なか動き出してくれない、理解してくれない時、私はよ
くこの言葉を思い出していました。
　時間をかけ名前を知ってもらい信頼してもらうと、や
っとその先に相手の気持ちを動かしていく種を見つける
ことができてくるようになります。その種に太陽の光を
照らしたり水をまいたりすると、初めて小さな芽がちょ
っと顔を出してくれます。その芽をまた時間をかけて丁
寧に育てて行く。そうやってまちづくりの支援をしてき
ました。
　
　函館市では10圏域の各包括が2層を担っています。毎
月の生活支援コーディネーター連絡会や、各地域での2
層協議体の活動の中でも常にそのことを言い続けてきま
した。地域づくりの意識が徐々につくられ、ひとつのチ
ームとして良い雰囲気になり、継続的な動きができるよ
うになってきました。

　先日、市長が新たな政策として、「支え合いの福祉拠点
をしっかり時間をかけてつくっていく」と発言しました。
実施にあたっては、これまで積み重ねてきた“こ
と”や“人”をしっかり活かしながらつくりあげていく
ことを強く望んでいます。
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■ アドバイザー
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング（株）社会政策部長、
主席研究員

岩名  礼介
◎第１部パネル  分科会６
　にも登壇

経  歴  等

介護保険誕生前夜の1999年、三和総合研究所に入社し介護保険と遭遇。
2007年から11年間、厚生労働省要介護認定適正化事業「認定適正化専門員」として全
国約300の介護認定審査会を傍聴・助言。認定調査員向けの研修は250回を超え、市
町村支援の面白さを知る。
2008年から「地域包括ケア研究会」の事務局に従事、2012年以降、事務局統括とし
て、田中滋座長考案の「地域包ケアの植木鉢」のデザイン化などに関わる。
2012年から広島県全市町を対象とした支援事業にて、現在全国で実施されている「在
宅介護実態調査」の原型となる認定調査を使った調査方式を広島県と開発。
2014年からは介護予防・日常生活支援総合事業の解説と助言で全国を行脚。わかりに
くい行政用語満載の資料をかみ砕き、「腹落ち」する解説に執念を燃やす。
2017年には、さわやか福祉財団の「住民主体の生活支援推進研究会」の事務局を担
当。近年は年度当初に地方厚生局が実施する行政職向けの初任者研修の講師や、厚生
労働省の市町村セミナーの講師などを担当。
2016年から社会政策部長／上席主任研究員。
2019年7月から現職。

発言要旨

　生活支援コーディネーターは地域によ
ってその形態が実に多様です。その多様
さは、地域づくりの手法やアプローチの
多様さと比例しているとすら思います。

生活支援コーディネーターの選任も、それぞれの地域で
の活動の積み上げによって違ってくるでしょう。すでに
地域の中に信頼できるキーパーソンがいる場合もありま
す。行政が知らないだけで地域のことをよくご存じの方
がいらっしゃることも少なくありません。地域包括支援
センターが担っている地域もあれば、地域づくりに一度
もかかわったことがなかったという方が大活躍している
事例もあります。実に多様です。
　職業柄、「生活支援コーディネーターをどうやって選ん
だらいいですか？」「どういう活動の仕方がいいですか」
と聞かれることは多いのですが、即答は避けています。
その地域のこともよく知らないし、その地域が何を積み
上げてきたのかも知らない。さらに言えば、その地域の
行政が整備事業をどう活用しようとしているのかもわか

らない。
　そんな中で、私はその地域に最適な生活支援コーディ
ネーターがどうあるべきか答えられないし、答えるべき
でもないと思っています。生活支援コーディネーターの
選任は、行政職の選任とは違います。職務がガチガチに
決まっているわけではありません。一層と二層の役割も
人口規模や他のコーディネーターとの関係などいろいろ
な要因で変化して当然でしょう。
　つまり大切なのは、「コーディネーターはかくあるべ
き」ではなく、「その地域にどういう人がいて」、「その地
域がどんな取組をしてきて」、「これから何をしようとし
ているのか」ということですし、その自治体の選任の基
準が、これまでの活動と、これから地域が目指す方向性
にフィットしているかどうか、ということだろうと思い
ます。つまり生活支援コーディネーターの人選は、行政
としては、整備事業を通じて、どういう方法で地域づく
りを支援していくのか、という戦略を問われているとい
うことだろうと思うのです。
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発言要旨

専任で SC 活動している立場から

◎ 行政の考え方と配置について
　H26年度終盤に、地域活動の実践者等

を参集した「生活支援サービスの充実に関する研究会
（勉強会）」を開催。勉強会では、参加者らが目指す地域
像を考え、それに向かうために相応しいSCの人物像や
立場等を幾度も検討した。その中で、これからの「多様
な主体」によるサービスの主役は、地縁組織など住民主
体の取り組みであり、住民と同じ目線から働きかけを行
える人が適当という考えに至った。既に、地域活動の基
盤が整っている地域包括支援センターや社協と連動して、
更に実践的な地域づくりを推進していくためにも、地域
活動を現に実践している住民から選出する考えとなった。
H30年度には、３名から５名の配置となり、地域高齢者
の実態や各地の実情を把握できるよう2層も兼務しており、
市から業務受託している「NPO法人地域活動サポートセ
ンター柏崎」に所属している。

◎ 専任のメリット
①5名は全員、退職住民であり、市が養成した「コツコツ
貯筋体操（介護予防体操）」のサポーターや民生委員、
健康推進員などの活動実践者である。

②支え合いの地域づくりの中心的な年齢層である人たち

との付き合いや、仲間・同級生といった気心知れた関
係が築かれているため、各自のネットワークをフルに
生かした活動がしやすい。

③SCは各圏域内に居住しており、日々地域活動に参加し
ながら、２層SCとしても地域高齢者の実態や実情が
把握しやすい。

④当市は小学校単位毎のコミュニティセンターが31か所
設置されており、コミュニティ独自の各種事業、市主
催の健康づくり事業や福祉活動、社協の地域の茶の間
活動など、広範囲の年齢層に特色のある多種多様な事
業が展開されている。コミュニティの生活者であるSC
は、みんなと繋がりやすい強みを生かして、それら縦
割り活動を“つなげる視点”で地域づくりが行える。

⑤各SCは、住民であるが故の気ままさで自由な発想で
ある一方、専門性に乏しいため、定例会議で情報共有
したり、圏域の主担当・副担当の2人制で活動を進め
ている。

⑥また、行政からは事業担当者による県・国の最新の情
報提供や事務作業などの強力なバックアップを受けて
活動が進んでおり、市民目線のSCとは良好な関係が
築かれている。

⑦行政は事業係制及び包括支援班体制を敷いており、課
内全体で業務が共有されていることから、人事異動に
よる活動の低迷は感じられない。

柏崎市第１層（2層兼務）生
活支援コーディネーター

砂塚  一美
◎第１部パネル  分科会８
　にも登壇

経  歴  等

保健師　民生委員　健康推進員

昭和49年（1974年）柏崎市入職
35年間にわたり６課に人事異動しながら、「健康づくり元気づくり」「健やかな母と
子」「精神・知的・身体等の障害があっても安心なくらし」「高齢になってもいきいき
と」「介護が必要になっても地域で自分らしく」をモットーに、子どもから成人・高齢
者に及ぶ保健事業に取り組んだ。平成６年度から地域コミュニティが運営する虚弱高
齢者の閉じこもり予防居場所づくりの施策として「コミュニティ・デイ・ホーム（市
補助）」（現在の「くらしのサポートセンター」）事業開始。平成12年度介護保険制度、
その他、地域包括支援センターの立ち上げ等を経て、平成20年度退職。平成28年度
から現職。
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犬山市第1層生活支援コーデ
ィネーター

河村  政徳　

◎第１部パネル  分科会４
　にも登壇

経  歴  等

発言要旨

　コーディネーターには従来の介護保険
事業や地域福祉事業で培った経験やノウ
ハウ以上のスキルが必要であると考えら
れる。異業種、異分野との交流や、地域

で既に活動している諸団体との折衝に必要なコミュニケ
ーションスキル、ストレス耐性、今までに無い物を作る
発想や、アイデアを産み出すクリエイティブな感性、そ
して体制整備事業の制度を理解したうえで、ファジーな
部分を持って俯瞰的にとらえられること。
　こうしたスキルは一朝一夕でできるものではなく、地
域に出て、人に揉まれて成長させていくものであり、コ
ーディネーターとして腰を据えて地域の中に入り込んで
いく為には、最低でも3年～5年はかかるのではないだろ
うか。その間、コーディネーターを支える仲間として、
行政担当者や他圏域のコーディネーター、同僚、協議体
のメンバーの応援が欠かせない。

　当市に於いても事業開始当初、コーディネーターは共
通して、思いを共有する人がいない【孤独感】、何かしな
ければ、実績をつくらなければと思う【焦燥感】、不慣れ
な場所、初対面の人や団体による【人疲れ】等のストレ
スを抱えていた。そうしたストレスケアとコーディネー
ター同士の仲間意識を作る場所として、１層主導のコー
ディネーターミーティングを創設した。ミーティング開
始当初は、ネガティブな意見も共有し、お互いに活動の
ヒントを交換する場としていたが、回数を重ねるうちに、
担当地域の自慢や、新しく発見した社会資源の情報交換
など、ポジティブな話題に転換していき、現在ではコー

ディネーターが活動する中で「あったらいいな」と思う
チラシや冊子を作る企画の場に進行している。

　一方、コーディネーターが所属する法人や地域包括支
援センター内でも、体制整備事業の制度、性格を理解し
たうえで、コーディネーターを支援する体制が必要であ
ると思われる。他職種との兼務や、従来の仕事の評価基
準を当てはめた業績の追及や勤怠管理、法人の看板を背
負っての活動は、時としてコーディネーターの動きを阻
害してしまうことがある。

　また行政担当者にもコーディネーターの伴走者として
腰を据えた人事を期待したい。プロジェクトチームとし
て「共に作っていく」過程や一体感を大切にしないと、
前述のようなコーディネーターの孤独感を誘い、モチベ
ーションの低下に繋がりかねない。
　このプロジェクトを、所属が違う複数のコーディネー
ター、行政担当者、地域住民や関係者とともに協働で進
めるためには制度理解が欠かせない。人事異動や担当変
更があると制度理解の足並みを揃えることも困難を要す
る。

　最後にプロジェクトを遂行するために適したコーディ
ネーター像についてである。地域住民とともに地域の未
来を作ることに価値を見出し、楽しむことができる人物
の自薦他薦や、立候補が望ましいと思われる。少なくと
もこの「楽しむことができる」ことが必要条件といえる
のではないであろうか。

一般社団法人和顔の輪代表理事
株式会社地域福祉推進会代表取締役社長

　特別養護老人ホーム、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所での就労の中で
「人が自分らしく人生を終えることの難しさ」を実感し、要介護状態や認知症になって
も、自分が生きてきた方法、大切にしてきた価値観を壊さないよう、穏やかに終に向か
うことができるようエスコートすることが介護実践であると考え、地域の介護インフラ
を整えるべく、平成20年に在宅介護サービスを担う法人と、中立公平な相談支援を行
うための法人をそれぞれに設立。法人の代表に就任するとともに、次世代を担う介護職
の育成、社会資源づくりに努めている。
　平成29年に犬山市生活支援体制整備事業のプロポーザルにて、犬山市第1層生活支
援コーディネーター業務を受託。
　地域包括ケアシステムの重要性をリスペクトし、「地域づくり」を真剣に楽しんでい
る。
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奄美市高齢者福祉課長

永田  孝一　

経  歴  等

昭和39年3月、奄美大島生まれ　55歳
昭和62年4月、23歳時に名瀬市役所（現：奄美市役所）入職、水道課を皮切りに現在
まで7つの課を渡り歩く。何もわからぬままに生活保護のケースワーカーを経験し、そ
れによりケアマネジャーの資格を取得し、以後、介護関係の職に従事する（というか抜
けられなくなる）。ここ数年の制度の変容についていけず、「なるようにしかならない」
を座右の銘とするが、とかく、ボーっと生きてしまいがちな日々の中で、コーディネー
ターからは「役所のリーダーシップも必要！　住民主体を言い訳のように使ってはいけ
ません」と檄をもらいながら、座右の銘を「地域づくりは人次第、人は気持ち次第、気
持ちが動けば何でもできる」に変更し、現在に至る。

発言要旨

「わらべ（子供）から、うっちゅ（お年寄
り）まで、まーじんま（一緒に）、小さな
手助けをしながら、つながりあう地域」
奄美市の目指す地域像は大づかみ。

コーディネーター選任の方法も大づかみな互選。業務内
容も、任期も特に定めず大づかみ、条件は地域づくりに
情熱があるか興味があるかだけ。キーワードは「住民主
体」「支え合い」。地元愛だけが頼りのスタートでした。

　本市では全市民対象の市民運動会なる行事があり、そ
の対抗戦の地区割りで市内を8分割しており、2層も自然
に8地区となりました。職業別に分類しますと、1層コー
ディネーターに選任されたのは当時の市の自治会連合会
会長（市職員のＯＢ、他の肩書多数）、2層コーディネー
ターは2名が市議会議員、2名が市職員ＯＢ（自治会役員
兼務）、2名が自治会長、1名が教職員ＯＢ、1名が介護事
業所経営者となっています。

　1層コーディネーターについては、就任後から現在まで
継続中、活動内容がはっきりしていなかった1層協議体メ
ンバーを振り分けて2層協議体に参加してもらい一緒に協
議してもらうなど、フットワークも軽やかにリーダーシ
ップを発揮しています。特に自治会のことに精通してい
るため今回の活動を契機に休眠状態であった2つの自治会
が復活するなど、思わぬ副産物も生まれています。「住民
主体とばかり言い、方向性も出さぬ行政」などと市への
建設的な意見も多数あります。

　2層コーディネーターについては、残念ながら2地区で
辞任がありました。1地区は人口が増加している地域で、
活気があるだけに地域での課題や支え合いの必要性が見
いだせなかった例。もう1地区は支え合いの形を具現化す
るため、子供たちによる登校途中の要支援者宅のゴミだ
し活動や地区だけでの支え合いフォーラムの実施など秀
逸なアイディアで活動を行ったが、先取り感が強すぎて
しまった例。いずれもコーディネーターが不在となって
しまい、支え合い活動が停滞気味になってしまったこと
は否めません（本市では在宅介護支援センターに支え合
い事務局を委託しており、かろうじて活動は繋がってい
ます）。

　人事については、コーディネーターがひとりでは活動
できるものではなく、やはり地域の住民の方とともに考
え実現していくためには、周りのサポート、特に協議体
メンバーの力が必要であると感じています。
　何かを今から始めないとこの地域に住み続けることが
できないかもしれない。何かしなければという（ゆるく
てもいい）使命感を持ち、ともに考える仲間がおり、活
動が長続きすることによる（失敗も成功も）積み上げを
もって、地域への気持ちを少しでも具体的に形にするた
めに、地道な活動ができる人。またそれを支援できる人
（行政）。みんなが支え合ってつながりあう地域を目指せ
たらと思います。
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工程表のつくり方
～目指す地域像を実現するためのステップはどのように考えたらよいか～

■ 進行役
公益財団法人
さわやか福祉財団

岡野  貴代
◎第１部パネル  分科会７
　にも登壇

経  歴  等

発言要旨

　助け合いの創出は住民主体で進めるも
のであるが、推進計画は行政や生活支援
コーディネーターが作成している場合も
多い。しかし、一部の自治体では、住民

主体の助け合い創出にもかかわらず、その成果目標まで
も計画の中に盛り込んでおり、そのため住民主体の動き
を阻めてしまっている場合も少なくない。
　では、助け合いを創出している先進自治体は、果たし
てどのように計画を立て、住民主体で事業を進めてきた
のか、実例をもとに探りたい。
　７つの自治体及び団体にご登壇いただく。
　埼玉県は、市町村支援を積極的に行ってる。県の地域
包括ケア課が市町村に出向き意見交換を行い、市町村と
ロードマップを共有し、県と市町村が意識を合わせなが
ら進めている。
　埼玉県川島町は、埼玉県の生活支援モデル事業のモデ
ル自治体として、生活支援体制整備事業を行動計画をた
てて取り組み、町内全域で第２層協議体相当を立ち上げ、
第１層と連携しながら地域で必要な助け合いを創出して
いる。
　新潟市は、政令指定都市という大規模自治体でありな
がら、目指す地域像を共有することで、関係者が同じ方
向を見ながら居場所を中心とした助け合い創出を行って
いる。
　大阪府太子町は、「地域包括ケアシステム構築にむけた
取り組み経過およびスケジュール表」を作成し、庁内連
携や協議体の取り組み状況を見える化し、町全体による
地域づくりの視点で進めている。

　大阪府豊中市は、「生活支援コーディネーター支援計
画」を年度ごとに策定し、第１層、第２層、第３層、地
域住民、市及び関係団体すべてがその方向性を同じくし、
住民主体の取り組みに柔軟に対応しながら、重層的に取
り組みを進めている。
　長野市更北地区では、第２層協議体で話し合い活動計
画を作成した。住民の行動を妨げない、まさしく住民目
線の計画は興味深い。
　地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所
には、助け合いを活発に進めている先進自治体にヒアリ
ングし、助け合い創出にはどのようなステップを経てき
たかを「工程表」としてまとめていただいた。このワー
クを通して見えてきた工程の傾向についても報告いただ
き、今後の計画作成にむけた示唆を受けたい。
　長野市更北地区以外は行政や生活支援コーディネータ
ーが計画を作成しているが、いずれも、行動計画であっ
て、成果目標を掲げていないことを確認したい。 “居場所
を圏域内に５つ立ち上げる”などといった成果目標は、
住民からの声があがった場合を除き、地域に働きかけて
みなければわからないことであり、住民の思いに共感し
て進める事業にはそぐわない。
　こうした多くの実例を通し、住民主体の事業を進める
上での計画作成の考え方・活用の仕方、また効果的な工
程を共有したい。
　なお、当分科会の配布資料には、地方独立行政法人東
京都健康長寿医療センター研究所が先進自治体ヒアリン
グを行い作成した工程表も含まれる。ぜひ持ち帰り、各
自治体で有効活用していただきたい。

公益財団法人さわやか福祉財団　新地域支援事業担当リーダー
社会福祉士

さわやか福祉財団の新地域支援事業担当リーダーとして、埼玉県、福島県、東京都を担
当。協議体設置のための勉強会や助け合い創出に向けたワークショップを中心に新地域
支援事業の推進を支援。平成28年度、29年度埼玉県生活支援モデル事業アドバイザー。
平成30年度から現在まで埼玉県総合支援チームにて生活支援を担当。「埼玉県国保連合
会在宅保健活動者の会」「認知症家族の会」等、地域の支え合い活動の推進に向けた講
演活動も行っている。
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経  歴  等

地方独立行政法人東京都健康
長寿医療センター研究所
社会参加と地域保健研究チー
ム研究員

野中  久美子　

発言要旨

　2015年４月の介護保険制度改正によ
り新しい地域支援事業への移行が開始さ
れ、住民主体の助け合い活動の推進にむ
けて生活支援コーディネーターの配置や

協議体の設置が各地で進みつつある。しかし、自治体担
当者および生活支援コーディネーターの中には「何をど
のように行うべきか」といった具体的な実施事項や手法
が分からないために、住民の自発的な助け合い活動創出
に着手できていない自治体も散見される。その一方で、
第２層協議体を中核として住民らが、助け合いの推進と
創出につながる活動に活発に取組み始めた自治体も多数
出てきている。そこで、当研究チームとさわやか福祉財
団は、先進自治体が住民の自発的な助け合い活動を生み
出すまでの歩みを徹底検証し、助け合い創出にはどのよ
うなステップを要するのかを「工程表」としてまとめた。
「工程表」作成のための調査方法は次の通りである。既
に主として第２層協議体を中心に住民主体の助け合い活
動が生まれつつある都市部および郡部の11自治体を調査
対象自治体として抽出した。次に、各調査対象自治体に
おいて、住民主体の助け合い活動推進を所管する部局の
担当者１～２名、第１層生活支援コーディネーター１名、
および第２層生活支援コーディネーター１～３名を対象

に面接による聞取り調査を実施した。得られたデータを
質的に分析し、自治体毎の工程表を作成した。各自治体
の工程表では、住民主体の助け合い創出の工程およびそ
のポイントについて、自治体、第１層生活支援コーディ
ネーター、第２層生活支援コーディネーター、および地
域住民の立場から示した。加えて、これら先進事例に共
通する住民主体の助け合い活動創出の傾向も提示した。
　住民主体の助け合い活動は、各地域の実情に応じて進
められるものであり、本報告で提示する「工程」をただ
踏襲することが必ずしも助け合い活動に直結するもので
はないであろう。一方で、多くの事例に共通する傾向と
して、一定期限までに活動や住民グループ（例：通いの
場や生活支援サービス提供団体等）を立ち上げることを
生活支援コーディネーターや協議体の成果目標とするの
ではなく、自治体・第１層と２層生活支援コーディネー
ター・協議体・その他の地域住民が「目指すべき地域の
姿」を最終到達目標として共有し、それぞれの役割を担
っているということである。
　本報告では、自治体および生活支援コーディネーター
の活動の基礎資料となる「工程」を提示することにより、
住民主体の助け合い活動の推進と創出に寄与することを
目指す。

千葉県船橋市生まれ、University of California, San Francisco博士課程修了（社会学
博士）。Institute for Health and Aging（2001年～2006年）、東京都健康長寿医療セ
ンター研究所非常勤研究員などを経て平成27年より現職。高齢者の力を活かした多世
代共生の地域づくりの視点から、住民主体の助け合い活動の創出を目的とした通いの場
運営手法や人材育成に関する実践的研究を進めている。

『コーディネーター必携 シニアボランティアハンドブック』（大修館．藤原佳典・倉岡
正高編）や『ソーシャルキャピタルで解く社会的孤立』（ミネルヴァ書房．稲葉陽二・
藤原佳典編）などに執筆している。
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埼玉県福祉部地域包括ケア課
主査

立花  幹　

経  歴  等

　約8年間の民間企業での研修企画・人材育成などの業務経験を経て平成19年4月、埼
玉県に入庁。介護保険課、社会福祉課などで、ケアマネジャーの研修体系の整備や介
護福祉士などの福祉人材の定着・確保施策などに携わったのち、平成30年4月から現職。
　地域包括ケア課では、主に市町村の個別課題に合わせて専門家を派遣する「総合支
援チーム派遣事業」などを通じて市町村の生活支援体制整備事業の推進を支援。支援
に当たっては、市町村とともに考え、意識を共有して一緒に歩んでいく伴走型支援をモ
ットーにしている。令和元年度は、多様な主体による生活支援体制整備を進めるため、
民間企業、協同組合等が持つ資源と市町村のニーズをマッチングする事業などに取り組
んでいる。

発言要旨

　埼玉県は、平成28年度からの３年間で、
「地域包括ケアシステムモデル事業」を、
川島町などを含む３市１町で実施しまし
た。モデル事業の当初の思惑は、「どこか

ら手を付けてよいか分からない」という市町村に対しモ
デル市町の取組手法を提供すること、そして対住民とい
う直接のフィールドを持たない県として、助け合い活動
創出の現場を知り、プロセス（行程）の把握やノウハ
ウ・事例の蓄積をすることでした。
　しかしながら、モデル事業を通じて得たのは、各地域
の置かれている状況は様々で、主体は住民であるからこ
そ、「いつまでに何を」といった数値的な指標を追求する
プロセスを一律に実施するのは現実的でないという気づ
きでした。
　平成30年度から開始した「地域包括ケア総合支援チー
ム派遣事業」では、県内全市町村と意見交換を行い、市
町村と行程表（ロードマップ）を共有し、市町村の個別
の課題に応じた専門家を派遣しています。モデル事業で
の気づきを受けて、
ロードマップは、
作成すること自体
に重きを置くので
はなく、現状を把
握し、課題を整理
することを県が市
町村と一緒に進め
ることで、市町村
と意識を共有する
ためのツールとし
て活用しています。
地域の助け合い活
動の創出を計画に
当てはめ、スケジ
ュール管理しよう

とすることで、活動の主体である住民の気持ちに水を差
し、芽を摘むことにもなりかねません。ロードマップに
基づく市町村との意見交換の際には、数値目標の設定に
とらわれず、目的（＝目指す地域像を実現する）を達成
するための方向性や道しるべとなるものをどのように示
しているのかを確認しています。
　また、埼玉県では、生活支援コーディネーターと市町
村職員の合同研修を行っています。この中で、事前課題
の行程表をもとに、行政と生活支援コーディネーターの
情報共有の時間を設けています。こうした時間を意図的
に設けることで、行程表は、行政と生活支援コーディネ
ーターとの関係づくりのツールともなると考えています。
「地域包括ケア総合支援チーム派遣事業」による市町村
は、一時的・短期的な支援でなく伴走型支援であるから
こそ各市町村との信頼関係の構築が重要です。県は、市
町村と一緒に事業を進める事業パートナーとの思いから、
目指す姿や共有し、ＰＤＣＡサイクルを回していくサポ
ートをしていきます。
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新潟市福祉部地域包括ケア推
進課副参事　

佐藤  正和

経  歴  等

新潟市役所入庁後、学校施設整備、生活保護、病院事業の業務を担当した後、平成21
年（2009年）から平成26年（2014年）まで、こども未来課の係長として、次世代育
成支援対策行動計画、子ども・子育て支援事業計画策定などを担当。
平成27年（2015年）、地域包括ケア推進課の立ち上げとともに現職に着任。全国の自
治体で初となる公益財団法人さわやか福祉財団との包括連携協定の事務を担当したほ
か、新潟市における介護予防・日常生活支援総合事業の創設、支え合いのしくみづくり
に向けた体制整備、認知症対策事業の実施等に携わり、現在も地域包括ケアシステム
の発展に向けた様々な取組みを進めている。

発言要旨

　新潟市では、全国同様に進展する少
子・超高齢社会に対応し、誰もが住み慣
れた地域で安心して暮らせるよう、地域
全体で支え合い、在宅で医療・介護が受

けられる「地域包括ケアシステム」の構築、そして深
化・推進に取り組んでいます。
　地域包括ケアシステムにおいて、生活支援・介護予防
は、専門的なサービスの土台になると位置付けられてお
り、本市では、地域での支え合い・助け合いが全市域に
広がるよう、地域の誰もが気軽に参加でき、それぞれの
生きがいや役割を持つことができる、本市発祥の住民主
体の多世代の居場所「地域の茶の間」を土台として位置
付けています。
　このため、「地域包括ケア推進モデルハウス」を開設し、
「茶の間の学校」を開講するなど、この取組みがさらに
身近な地域に広がるよう支援しています。（昨年度末現在
で500か所以上）
　また、並行して協議体、生活支援コーディネーター（本
市では支え合いのしくみづくり会議、同推進員と名付け
ています）といった推進体制を整備するとともに、助け
合いの機運の醸成、人材育成に努め、住民主体の取組み
を支援しています。
　今後も人口減少が避けられない状況であることか
ら、本市が誇る地域力・市民力を活かし、地域での
居場所づくりや助け合いのしくみづくりをさらに進
めることが重要であると考えており、有償の助け合
い活動を推進するための取組みも開始しました。
　こうした考え方を共有し、共通理解のもと事業を
推進するため、定期的に支え合いのしくみづくり推
進員（ＳＣ）との連絡会を開催しています。
　その中で、市は事業全体のロードマップを作成し、
目指す地域像、基本的な方針を皆で共有しています。
ただし、ロードマップにおいては、助け合い活動の
強化の必要性、おおまかな開始時期のみを示してお

り、具体的な成果目標については一切示していません。
　そして、この基本的方針のもと、推進員（ＳＣ）は、
地域ごとに年間事業計画であったり、活動予定表であっ
たりを作成していますが、その様式や手法も地域それぞ
れの事情に合わせ様々となっています。
　この年間事業計画は、主に支え合いのしくみづくり会
議（協議体）の関係者との方向性を合わせるために活用
しており、進捗に応じて、都度変更するなど、柔軟に対
応しています。
　本市では、日常生活における住民同士の助け合いは、
住民自らの参加が何よりも重要と考えています。そして、
その活動は金額の多寡で活発になるものでもなく、数値
目標や固定された工程表に沿って動くものでもないこと
を認識し、他者に共感し、「お互いさま」の気持ちで心が
動くことが、助け合いの広がりにつながるということを
常に意識しながら、事業を進めています。
　一歩ずつ地道に地域での居場所づくりや助け合いの活
動を広げ、地域包括ケアシステムがさらに発展すること
で、高齢者をはじめ、地域に笑顔があふれる「安心協働
都市にいがた」の実現につながっていくものと考えてい
ます。

1

助け合い活動の強化の必要性
第7期

(2018～)
第8期以降

(2021～)
第6期

(2015～)

対象範囲拡大（要介護）？

従前相当・基準緩和など事業者のサービス

地域の茶の間
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「

目指す地域像

要支援の一部が市町村事業に

充実・拡大

助け合い活動を
強化

有償の助け合い活動

地縁による生活支援

住
民
主
体
の
支
援
活
動
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長野市第2層生活支援コーデ
ィネーター

常盤  かね美　

経  歴  等

更北地区社会福祉協議会　地域福祉ワーカー

1965年長野県長野市生まれ
高校生の頃から障害者福祉に関心があり、障害者団体との交流やボランティア活動に参
加。
平成15年から長野市障害福祉課の非常勤職員として勤務。
平成18年からは長野市設置手話通訳者として、長野市に勤務。
平成29年3月に退職。
平成29年4月から地域福祉ワーカーとして、更北地区社会福祉協議会に勤務。
その年の6月から生活支援体制整備事業に関わる。
さわやか福祉財団の協力をいただきながら住民意見交換会等を開催し「更北地区の支え
合い活動」が広がるよう取り組んでいます。

発言要旨

　長野市は生活支援体制整備を進める中
で、地域ごとにニーズが違うことから地
域にあった内容・進め方をするために、
2017年４月より各地区に生活支援コー

ディネーターを配置し、各地区に協議体の設置と支え合
い活動計画の策定をするよう市内32地区に要請しました。
　そこで更北地区では、さわやか福祉財団の支援をいた
だき地区社協中心に行政と一緒に進め、地区社協、住民
自治協議会、民生委員協議会、地域包括事業所、行政等
で協議体準備会を作り協議体の必要性や地域の実情に合
った活動計画にするための学習会を行いました。
　取組にあたり住民の声を聞いてニーズを把握する必要
があることから、住民対象に３回の住民意見交換会を行
い、その中で手を挙げた住民を準備会メンバーに加え協
議体を発足。
　住民意見交換会では、参加者が「生活支援体制整備は
住民主体の活動であり、形を作ってやってくださいとい
うトップダウンではない」「トップダウンでは住民はやら
され感になってしまう。自分がどうしたいか、自分にで
きることを地域で話すことで住民主体の活動になってい
くこと」を確認しました。
　計画にある具体的な活動項目は意見交換会で
あがった意見から検討して５つに絞ったもので
すが、意見交換会に参加した100名余りの方を
みても、皆さん同じ課題もあれば違う課題もあ
り、様々な実現方法が出されていました。
　活動を作っていくのは住民で、どのような形
態での実施を住民が求めているのかは改めて住
民に聞く必要があり、自治会ごとに方法も違っ
てきます。ワークショップ等自治会でもっと具
体的に話していく必要があると考えています。
取り掛かりやすい課題、早急に取り掛かりたい
課題は自治会や区によって違い、計画にある５
つの項目以外の課題が出てくることもあると思

います。地域によって課題も担い手も違うはずなので、
必ずしも計画の中の活動項目にこだわる必要はないと考
えています。
　そして、誰でも生活していると環境など変化していき
ます。ひとつの課題が解決すると別の課題も出てきます。
そういった面から考えても今回の計画はずーっとこのま
ま何年も続くのではなく、協議体で住民の声を更に把握
し、適宜計画に反映することも必要で、今後は地域福祉
活動計画に包含していくと考えています。
　併せて、課題は2025年でなくなるわけでないので、
工程表も2025年で終わらず、それ以降も続きます。年
次活動計画（工程表）には、今、行うことは載せてあり
ますが、この活動は住民の声で作るもの（住民が必要と
し担い手になる）なので、例えば「2025年に居場所とな
るところをいくつ作る。」などという具体的なものは載せ
てありません。
　市の要請で作った活動計画ですが、住民にとってわか
りやすい計画と考え、検討していく過程で、協議体のメ
ンバーの理解も統一され、地域で共有できる行動指針に
なりました。
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社会福祉法人豊中市社会福祉
協議会
福祉推進室地域福祉課長

佐藤  千佳　

経  歴  等

平成9年豊中市社会福祉協議会入職。ボランティアセンター、総務担当を経て平成18年
度よりコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）拝命。平成28年度より現職。平成
29年度より生活支援コーディネーター兼任。ＣＳＷとして個別支援を行いながら、徘
徊ＳＯＳメールプロジェクト、発達障害や引きこもり等で就職に距離がある人たちの居
場所づくり事業、発達障がいや高次脳機能障がい者の家族会の立ち上げ等に携わる。
また、生活支援コーディネーターとして一つの生活圏域を担当し、第三層の住民主体さ
さえあい活動の立ち上げ支援を行うとともに第一層生活支援コーディネーターの副担当
として市内全域の課題に向けて、高齢者の多様な社会参加の場や新たな活動の創出を
行っている。

発言要旨

　豊中市においては、平成29年度より生
活支援コーディネーターが生活圏域ごと
（＝第2層）に合計７名配置され、うち2
名は、第1層の主担当・副担当として第2

層と兼務で配置されており、生活支援コーディネーター
業務全体を市社会福祉協議会に委託されています。この
生活支援コーディネーターが、地域住民をはじめ多様な
事業主体と連携し、多様な日常生活上の支援
体制を構築するとともに、地域共生社会の実
現に向け、地域住民の意識醸成、地域人材の
育成・組織化、地域の課題解決力強化等の取
り組みを通じて地域における支え合いの体制
づくりを推進するための取り組み方針を明ら
かにし、地域住民、市及び関係団体と取り組
みの方向性を共有することを目的に「生活支
援コーディネーター支援計画」を年度ごとに
策定しています。
　また、第7期豊中市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画の施策と整合を図りつつ、
地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、
生活支援コーディネーターの取り組みの方針
や具体的な取り組み内容を整理しています。
計画の推進にあたっては、地域住民の意思や、
支援団体などの意向等不確定な要素も多いこ
とから、計画に加えて第1層及び第2層の協議
体における議論を通じて生活支援コーディネ
ーターが把握した地域課題や解決方法等も柔
軟に採り入れるとともに、市の生活支援サー
ビス部会での審議を行い実施しています。
　具体的には、第1層（豊中市域）をエリア
として実施、検討するもの（第1層地域ささえ
あい協議体・高齢者等見守りネットワークな
ど）、第2層（生活圏域）をエリアとして実施

するもの（地域福祉ネットワーク会議（第2層協議体）・
地域福祉活動支援センター単位の講座等の実施など）、第
3層（小学校区）をエリアとして実施するものに分けて事
業を進めており、今後の予定（第1層に位置付けているも
のをゆくゆくは第2層での実施を目指すなど）も併せて記
載しています。また、特に第3層については、主に住民主
体ささえあい活動（住民主体サービスB型）の取り組み
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予定を記載していくことになりますが、こちらについて
は校区実情により取り組み方も異なってくるので、目標
とする実施校区予定数は記載していますが、実施に至る
までの綿密な計画は記載しておらず、生活支援コーディ
ネーターの働きかけから、年度当初は実施予定でなくて
も、途中で検討・準備を開始することも少なくありませ
ん。あくまでも「住民主体」であることから、柔軟に対

応できるように計画を作成しています。
　また、この計画には、生活圏域ごとの課題分析や前年
度の取り組みの評価、当該年度の事業計画を記載してい
ます。取り組み内容及び成果、課題については第１層地
域ささえあい協議体で情報共有するとともに次年度以降
の計画策定に向けて市の生活支援サービス部会において
評価しています。
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経  歴  等 経  歴  等

社会福祉法人川島町社会福祉協議会
第１層生活支援コーディネーター

小林  節子
川島町健康福祉課

三角  奈都美

発言要旨

　平成28年４月に生活支援コーディネー
ターを社会福祉協議会に委託し、12月に
第１層協議体を立ち上げた。29年度に埼
玉県モデル事業に参加。はじめに、行政

と社会福祉協議会が共通理解を図るための場を設け、「地
域の話合いの場（第２層協議体相当）を立ち上げ、住民
主体の助け合いをつくる」という目標を立てた。目標に
対して、３つのステップを歩み取り組んだ。
　ステップ１は、助け合いの大切さ、必要性の周知を住民
へ行った。29年８月に住民フォーラムを企画し、第１層
協議体が実行委員となり、第１層協議体、生活支援コー
ディネーター、行政で、スーパーなどでチラシ配布を行い
周知活動に力を入れた。当日は500名以上の方が参加し
てくれた。フォーラム参加者には、住民主体の地域づくり
を考える「支え合いを考える会」への参加を呼び掛けた。
　ステップ２は、「支え合いを考える会」の開催である。
支え合いに関心を持った方に民生委員を加え、地域ごと
（小学校区）にグループ分けし、第１層協議体がファシ
リテーター役を担った（リハーサルや振り返りを実施）。
全３回実施し、「目指す地域像」、「地域課題と必要な活
動」、「地域の話合いの場（第２層相当）構成員」の検討
などを行い、地域の話合いの場への参加を呼び掛けた。
　ステップ３は、「地域の話合いの場」の結成である。第
２層協議体に相当し、各地域で具体的な活動創出に向け
て活動する。「支え合いを考える会」の参加者から募った。
29年11月～２月の４回目までは、全地域合同で集まり、
地域別グループで話し合いを重ね、情報を共有しながら
進めていった。４回実施後は、全体ではなく、助け合い
創出に向け各地域ごとで月に１回は話合いを開催。各地
域で月１回程度の話し合いを重ね、４月には集いの場な
どの各地に必要な助け合い活動を開始する地域もあり、
全７地区すべてに活動が創出された。

「地域の話合いの場（第２層相当）」の立ち上げ過程で、
リーダー・副リーダーの選出（グループに主体性を持た
せる）、各地域の「地域の話合いの場」に愛称をつける
（覚えやすい、広げやすい）、おそろいのTシャツ作成
（結束力を生む）を行い、住民主体を醸成する工夫も行
った。
　その後は、約２か月に１回、第１層の協議体の開催を
計画し、「地域の話合いの場（第２層相当）」のリーダー
にも参加してもらい、情報共有、地域での活動の課題に
ついて検討を行いながら進めてきた。
　協議体のモチベーションアップのために、第１層、「地
域の話合いの場（第２層相当）」が実行委員となり、「地
域の話合いの場（第２層相当）」の活動を周知するための
「活動発表会」を企画し、 31年２月に開催した。これま
でこの発表会を目指して活動の創出を進めてきており、
会場から登壇者に声がかかるなど、住民主体の発表の場
となったと感じている。「支え合いを考える会」も前年度
同様企画し、参加者を募った。
　令和元年度も町としての事業スローガン「支え合い・
助け合いが根付いたやさしいまちづくり」を示し、昨年
同様に、年間の情報連携の開催日程のみ決めている。情
報連携の場としては、今年度は４月に全地域の「地域の
話合いの場（第２層相当）」を合同開催し、目標と年間計
画を作成、発表をし、全員で共有した。
　このように第２層協議体相当の立ち上げまでの計画と、
協議体の開催日、第２層協議体が軌道にのるような工夫
については計画したが、その他は第２層協議体相当の
「地域の話合いの場」のみなさんに開催日程も含めて一
任している。今後も第１層・第２層による情報連携、住
民の助け合いへの気持ちを醸成する場などは計画するが、
何をどのように進めるのかは協議体におまかせして、住
民主体の活動の創出を進めていきたい。

平成24年川島町役場に保健師として入庁。保健センター
配属となり母子保健の主担当となる。平成28年より、福
祉グループに異動となり、埼玉県の地域包括ケアシステ
ムモデル事業に参加、自立支援型地域ケア会議、介護予
防事業、生活支援体制整備事業の主担当として取り組ん
でいる。

平成５年訪問介護員として川島町社会福祉協議会に入
職。平成12年より16年間、介護支援専門員として約600
名の住民の方々と関わりをもつ。平成28年12月に生活支
援体制整備推進協議体が立ち上がり、立ち上がり当初か
ら生活支援コーディネーターとして生活支援体制整備推
進事業の中心として活動、現在に至る。
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太子町高齢介護課長

東條  信也　

発言要旨

　太子町では、町会・自治会など小さな
単位でのワークショップ「地域づくりか
らの支え合い勉強会」を継続的に開催し、
やる気のある地域住民とともに、第１層

協議体「ＳＡＳＡＥ（ささえ）愛　太子」を発足させた。
協議体のメンバーに肩書はなく、会長もいない、事務局
は行政（高齢介護課）が担い、ＳＣ（社協委託）がバッ
クミュージックを流しながら、柔らかい感じで「大人の
学び」として、地域住民とともに話し合い・考えるスタ
イルをとっている。
　地域にあった地域包括ケアシステムを構築するために
は、勉強会、協議体、地域ケア会議及び行政などの関係
機関が、有機的な連携をもって進める必要がある。とり
わけ、庁内の横断的な連携・情報共有を強化するために
設置した「地域包括ケアシステム検討会議」では、勉強
会、協議体及び地域ケア会議などの取り組み状況を報告
するとともに、地域づくりに関係する各関係課の情報を
持ち寄り、その情報を協議体に提供することとしている。
　この検討会議は、健康福祉部長を議長とし、庁内のす
べての部長と地域づくりに関連する担当課長（自治会・
公共交通・防災・空き家関係なども含む）、社協職員、Ｓ
Ｃの15人程度で構成し、２ヶ月に１回、１時間（テンポ
良く）を目途に開催し、翌日に、町長、副町長に会議内
容を報告している。
　また、検討会議では、「地域づくりに向
けた取り組み概念図（案）」及び「地域
包括ケアシステムに向けた取り組み経過
とスケジュール表」の２つの資料を随時
提供し、わかりやすく『見せる化』する
ことにより、会議終了後、各担当課で情
報共有している。ポンチ絵である概念図
（案）の狙いは、地域づくりに係る各関
係機関の位置づけ・関係性を理解しても
らうこと。経過・スケジュール表の狙い
は、議会、政策会議（庁議）、地域包括

ケアシステム検討会議、協議体、勉強会など、各機関や
集いの場の横断的な関係と全体の流れを理解してもらう
ことである。
　ちなみに、本年３月19日に開催された全国介護保険・
高齢者保健福祉担当課長会議で老健局長が説明された
「これからの地域づくり戦略」の動画を検討会議で視聴
するなど、全国の大きな流れについても、理事者をはじ
めとする各関係者に理解してもらう情報発信、『見せる
化』を行っている。
　勉強会及び協議体については、シンプルに「今、困っ
ていること」や「こんな地域になったらいいな」などに
ついて、地域住民と一緒に話し合い、考える場とし、成
果目標などは立てていない。また、協議会の４つのテー
マである「集いの場」、「移動・外出支援」、「買い物支援」、
「町会・自治会の活性化」についても、やる気のある地
域住民の「近い将来あったらよい助け合い」の話し合い
の中から生まれた。
　理事者や町議会議員に、「協議体はどんな組織なの
か？」と質問されたときは、「みんなフラットな状態で地
域づくりについて話し合っている会です。」と答えている。
　このように、地域住民とともに考え、走りながらの事
業展開は、驚きと楽しさがいっぱい。今後も地域づくり
に関心のある人とつながり「和を以て貴しとなす」の精
神のもと取り組みを進めていきたい。

大阪府太子町健康福祉部高齢介護課課長
大阪府南河内郡千早赤阪村出身（1970年生まれ）
1990年大阪府太子町役場入庁、土木関係、保健衛生関係、企画関係、商工関係、観光
関係、防災関係、財政関係などの業務担当を経て、2016年現職。
住民との距離が近いという小規模基礎自治体のメリットを活かし、地域づくり（地域包
括ケアシステム）に取り組んでいる。
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第３部パネル

町内会レベルのワークショップの手法は何か

■ 進行役
公益財団法人
さわやか福祉財団

髙橋  望

経  歴  等

発言要旨

　新しい地域支援事業の主たる目的は
「足りない活動を住民主体で創出する」
ことにあります。これは住民一人ひとり
の生活の幸福度を高めていくことでもあ

るので、このような事業とは関係なく、取り組みを強力
に進めていきたいことでもあります。しかし現在は様々
な要因によって助け合いを創り出しにくい状況になって
きており、これまで以上に意識的に「お互い様の助け合
い」（互助）が生まれやすい環境づくりに取り組んでいか
なくては、なかなか住民による活動は立ち上がっていき
ません。

「住民主体の活動創出」というと、つい行政が旗振りを
してモデル事業を推進したり、自治会が大号令をかけて
組織作りに着手したりしがちです。そのようにして生ま
れた活動の中には、せっかく住民のためを考えて創った
筈なのに、利用者が少なくて活動休止してしまう例も少
なくありません。これはもしかしたら、やっとの思いで
立ち上げた活動が、実は一部の地域ニーズだけに応える
もので、もっと多くの地域の方には利用し難い仕組みに
なっていたのかもしれません。
　あるいは活動を立ち上げようと仲間を募っているのに、
手伝ってくれる人（担い手）が少なく、立ち上げる目前
で立ち止まってしまっている例を目にすることもありま
す。これはもしかしたら、地域の人たちには地域の課題
が自分事としては実感できず「やらされている」と感じ
てしまっているからかもしれません。立ち上げようと頑
張っている人たちは「地域のため」と思って取り組んで
いるにもかかわらず、です。

　このような状況を一歩踏み出す方法として「町内会レ
ベルのワークショップ」という手法が有効だと考えてい
ます。これまで実践してきた数多くの住民勉強会でのワ
ークショップでは、小グループで自分の見知った人が話
す生活の困りごとを聞いていく中で、「そんなことに困っ
ていたのか」「それくらいなら自分にも手伝える」「そん
な活動があったら暮らしやすいな」と実感することで、
取り組みへの共感が拡がり活動参加へのきっかけになっ
ています。
　ところが「ワークショップ」という言葉が取っ付き難
いのか、自治体に提案しても敬遠されることが多くあり
ます。また公民館などと一緒に住民勉強会を開催すると
きに「住民はそんな難しいことはできない」と拒絶され
るようなこともあります。
　でも実際に住民の皆さんとワークショップを行ってみ
ると、時間オーバーするほど活発に話し合いが続き、何
とも生き生きと発表される場面にたくさん出合うことが
できます。

　本分科会では、町内会レベルでの小単位でのワークシ
ョップの実践例を各地の生活支援コーディネーターから
報告いただき、開催する際の工夫や留意点、具体的な効
果などを共有していきたいと考えています。さらに、住
民の気持ちを醸成していくアプローチ方法や活動創出へ
のプロセスの効果的な手法などを、皆さんと一緒に考え
ていきます。
　本分科会を通じて、住民自身が自発的に活動する「住
民主体」による日常生活支援活動の推進につなげていき
たいと思っています。

　公益財団法人さわやか福祉財団　新地域支援事業担当リーダー

　病院、高齢者施設などの設計業務を経て、広く“まちづくり”に携わる。
　現在、新地域支援事業担当リーダーとして富山県、石川県、福井県、長野県、三重
県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県を担当。自然にふれあい助け合える地
域、生き生きとしたあたたかいまち、新しいふれあい社会づくりに向けて、各地で開催
される住民主体の助け合い活動創出のためのフォーラムやワークショップ等を中心に活
動を展開中。
　県が実施する体制整備事業アドバイザーとして自治体の取組相談や協議体の運営、
住民勉強会などの支援も実践している。
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第３部パネル

■ 進行役
柏崎市第1層生活支援コーデ
ィネーター

髙橋  誠

経  歴  等

昭和22年8月　柏崎市生まれ
新潟県立柏崎高等学校卒業　高校卒業後国家公務員試験初級合格し、地元の国立新潟
療養所に厚生事務官として勤務。その後国立習志野病院・国立第一病院（国立医療セ
ンター）・国立横浜病院・国立療養所東京病院・国立犀潟病院・国立療養所松戸病院・
国立がんセンター東病院・国立療養所村松病院・国立療養所西新潟中央病院・国立療
養所東長野病院・国立下総療養所・独立行政法人国立病院機構新潟病院に勤務。地元
独立行政法人国立病院機構新潟病院企画課長を最後に58歳で退職（38年勤務。この間
以下の国立病院国立療養所統廃合に従事した。）松戸病院と柏病院を統合し第三地点柏
市にがんセンター東病院立ち上げ（統合第1号）村松病院・寺泊病院・西新潟病院を新
潟市に統合し西新潟中央病院立ち上げ（3施設統合）東長野病院の心臓血管外科を長野
病院へ移管（診療科移管）

退職後地域よさこいドンガラ祭実行委員として参加（所属チームで2年事務局従事）
地元ご当地体操「コツコツ貯筋体操」の高齢者運動サポーター研修第一期生として受
講し、「高齢者運動サポーター協議会」初代会長として5年間従事（この間約100会場
普及）／地元神社総代を7年、町内会長を3年従事／日赤救急員養成講座受講（災害ボラ
ンティアとして「能登沖地震」「東日本大震災」に参加）（新潟病院勤務時は「中越地
震」に医療事務連絡員として従事）／柏崎市歯科保健委員4年／健康推進員として柏崎
市健康推進員協議会常任理事に現在従事
平成28年より第1層生活支援コーディネーターとして現在に至る

発言要旨

新潟県柏崎市　南鯖石地区くらしのネッ
ト輪ーク（田島町内会バージョン）
人口約250人　高齢化率50％超中山間
地の支え合い活動

《第１段階》まずは平成28年11月に地区全体の「地域
ケア圏域会議」開催
人口減少が加速する南鯖石地区において、地区組織の代
表者など40名程参加
テーマ：「自助・互助・共助・公助で笑顔になりましょ

う」
結　果：自分の住んでいる地域の事について、自由に話

をする新鮮さと地区の現状及び課題や危機感が
非常に沢山出された。

《第２段階》翌12月　町内会レベルへ（将来には全９町
内会の支え合い活動を目指す）
　馴染みのある・身近な町内会で実施。町内会、コミセ
ン、関係機関の協働。
テーマ：「南鯖石くらしのネット輪ーク」　お隣さんは元

気ですか
参加者：一人暮らしの方や日頃総会などに顔を出さない

高齢者などに民生委員や企画メンバーが声掛け
し、29名が参加。

結　果：普段自分の弱みなどを語らない人も、ワークシ
ョップで本音を語ったり、感想を述べたりした。

　平成29年２月　町内会事業とするため、町内会役員等
で構成する推進母体「クローバーの会」及び助け合い活
動を進めるために「クローバーの会企画室」の立ち上げ。
（命名は地区女性。クローバーは根が強く４つの愛の言
葉を持っている）
《第３段階》ワークショップからアンケートへ
　５月、話し合いで出された声をもとに、企画室でアン
ケートを作成。まずは対象を75歳以上。町内班長が用紙
を配り、封筒に入れて無記名で町内会長へ提出。
　日頃、近隣者の声掛けや集落の共同作業でお互い様の
風土が構築されている地区でもあり、調査結果は「近い
将来には不安や支援の必要性はあるものの、今のところ
自分で頑張ってやれている」が殆んどであった。そこで、
今の培われた環境を大切にしながら、組織的な支え合い
のしくみづくりは急がないことに。
　今後は、いつでも・どこでもタイミングよくＳＯＳ出
しやすい環境づくりに向けて、町内会主催の「時季のお
茶会」を開催することとし、顔を合わせたり・話を聞い
たり・おしゃべりを楽しむ場づくりに努めている。会を
重ね、最近では安心して暮らせる体制づくりが始まった
ことは、肌で感じている様子。
　平成30年３月には女子有志の会により手作り弁当も用
意され、その歓談の中から、この地特有の豪雪の悩みが
語られ、冬季に向けた助け合い活動開始に向け、検討す
る事となった。
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第３部パネル

経  歴  等

長野市第2層生活支援コーデ
ィネーター

平野  歌織　

発言要旨

　長野市は32地区に分かれており、それ
ぞれの地区で住民自治協議会が中心とな
って地域福祉活動計画を策定しています。
　大豆島地区では令和元年度からの第三

次大豆島地区地域福祉活動計画（５ヶ年計画）の策定に、
平成29年の秋から取り組んできました。計画策定にあた
っては、一部の委員だけで作り上げるのではなく、多く
の住民の声を取り入れたいと考えていました。
　大豆島地区は人口12,569人、世帯数5,090世帯、高齢
化率23.3％（令和元年５月１日現在）と長野市の中でも二
番目に高齢化率の低い地域です。大きな地区ではありま
せんが、住民意見交換会の開催や、アンケートの実施は
難しい状況でした。
　そこで、以前から７つある行政区（町内会）で、年に
２回行われている地域福祉懇談会を意見交換会の場とし
て活用しようと考えました。７地区での懇談会には300
人以上の地域の方に参加していただき、「10年後の大豆
島地区を考えよう」をメインテーマにグループワークを
行いました。
①こんな地域だったらいいな、こんな助け合い・支え合
いがあったら住みやすい。

②自分ならできること（こんなお手伝いならできます）。
③自分だけではできないが、他からの援助があればでき
るのではないか。どんな方の協力があったらできそう
でしょうか。

　この３つの質問に対して、沢山意見が出され、時間が
たつのも忘れるほど盛り上がりました。

　その後、既に実施されていた第二次計画の見直しと、
懇談会の意見のまとめを、45名の策定委員会で話し合う
場を作りました。
　策定委員会には、区長はじめ様々な立場の方に参加し
ていただきました。現役でお勤めをされている方や、子
育て中の若いお母さんたちにも入っていただくために、
平日夜の会議を設定し、時には小さなお子さんも連れて
参加されていた方もいます。
　呼ばれて仕方なく参加しているという方もいたようで
すが、回数を重ねるごとに委員の皆さん同士が顔見知り
になって話が盛り上がり、会議の中で歌を歌ってくださ
る方もいました。
　更に45名の委員から絞り込んだ15名のメンバーで作業
部会を立ち上げ、月に２回合計12回の濃い時間を経て、
計画完成に至っています。
　よく「計画を作ることが大切ではなく、そのプロセス
が大事」と聞きます。私自身その意味が良く分かりませ
んでしたが、今回の計画策定に携わってきて、皆さんの
表情が毎回変わっていくのを目の前で見ることができま
した。
　計画が完成した今は、地域福祉懇談会で説明会を行っ
ています。説明は策定に携わって頂いた方のうち何人か
にご協力いただいています。
　地域に支え合いの活動が広まるには長い時間がかかる
と思いますが、懇談会に参加した方や策定に関わった方
が、ひとりふたりと増えていくことによって、活動が地
域にも広がってくるのではないかと考えています。

大豆島地区住民自治協議会　地域福祉ワーカー　

長野県長野市生まれ。

地元の商業高校卒業後、就職。結婚を機に退職した後は専業主婦に。
夫の仕事の関係で千葉県市川市に家族で引っ越した時から、幼稚園でのボランティア活
動や自治会活動に参加。
その後の転勤で再び長野に引っ越し。H25年から大豆島地区住民自治協議会に勤務。
地域福祉活動計画の策定や事業の推進に関わること、地域のよろず相談窓口として日々
活動している。

人と会う、外に出かける、お茶を飲むなど、地域の活動に参加しながら、課題やニーズ
調査をしている。基本的に声を掛けていただいた所には、顔を出すようにしている。
（時には飲み会も参加）
食べること、おしゃべり（雑談）が好き。
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38
第３部パネル

経  歴  等

人吉市第1層生活支援コーデ
ィネーター

久本  一富　

発言要旨

実践報告「住民ＷＳの実践の基本構想と
経緯、話し合いの場から課題解決へ」

　第1層ＳＣの活動は、本市の人口規模3
万2千の現状に即し生活圏域を小学校区6個所に設定、
各々へ第2層の協議体及びＳＣを配置、加えて活動拠点
の確保を体制整備推進の3本柱と位置づけ平成28年9月
に取り組みを開始した。
　先ずは、第1層の協議体設置にはじまり、各校区に組織
された「校区社協」の現活動そのものが地域づくりの原
点にあることを踏まえ、その基軸をなす町内単位の「小
地域ネットワーク（地縁団体等の集合体）活動」の構成
員を中心に、様々な機会を捉え説明会や研修会を重ね、
共通の理解、認識の共有を図ることを持って事業推進の
起点とすることを目指した。
（説明会等を踏まえてのＷＳ反映の視点）
①前提に、一般論としての「やらされ感、新たな負担
　感」の意識が潜在
②取組みの受容姿勢（捉え方）に、校区間のみならず町
内間において顕著な温度差が存在

③総合所見に、理解度の困惑（難しさ）があり、地域の
細部浸透には程遠い実情が判明

※ＷＳ開催の意義⇒「実践の探し物（方向性）は現場
　 （地域）にある」とする多数意見あり
　次に、取組みの環境が整った校区から順次着手。当初
は、全てが手探りの状況にあったことから第1層が主導し、
上記を念頭に地域に寄り添えるべく地区ごとのＷＳ開催
とした。
　主眼に「住民が集い・地域を想い・つながる」を置き、
情報交換、認識共有の場とし地域の身近な情報、現状等
を題材にすることで共感を醸成、延いては適正な協議体
の設立につなげ、また、そこに手法が見えなかった第2層
ＳＣの人物像、選任の在り方を模索することにした。

（ＷＳからの提起課題等）
①初期の対応に、世代交代の道筋確保、支え合いの需要
供給（数値）の実態把握が必要

②地域資源（各種活動団体、民間事業所等）の積極的参
画（協働姿勢）が重要

③細部浸透目的のＷＳにも拘わらず参加者の多くはいつ
も同じ顔ぶれ（真の情報把握が欠如）

　以後は、前段の取り組みを踏まえ、住民主体の意義を
前提に、第2層協議体の整備を先行し地域主導の下で実
践すべく、地域が納得し受容するまで10回超の事前協議
の場を設けた。
　そこを基軸に、校区に潜在する特色ある地域課題、将
来のあるべき姿等、詳細の把握を行う観点から、より細
めの地区別ＷＳを開催した。併せて、ＳＣの選考、活動
拠点の整備についてもしっかり時間をかけ同時進行する
ことにした。
（ＷＳからの提起課題等）
①��地域に存在する多様な特性を見極め、「強みの拡充、弱
みの補完」体制の整備が肝要

②細部（町内単位）の課題集約が必須、全戸対象のアン
ケート等調査の実施が必要

③町内間での情報共有、推進体制が希薄、協議体と連動
する町内組織の強化が急務

　今後の展開は、3年目にして市全域に事業趣旨が浸透し
推進母体となる団体（人材）等の意識に変化（「今度は
我々の校区」）が現れ、市全体の体制整備の波及、完遂が
期待される。
　また、第2層協議体の独自の在り方に、町内単位での＋
αの支援体制の組織化（町内支え合い推進員会）が提唱
され、その役割、機能を明確に行い将来につながる地域
の受け皿づくりが進められており、第1層でも推奨事例と
して一体となった推進を後押していく。

　人吉市社会福祉協議会の嘱託職員として、平成28年9月1日から第1層ＳＣの職に就
いています。
　現役（行政職）時に介護保険を担当していた経験を踏まえ、その延長にある職務とし
て全うするのが、今の私に課せられた役割との思いを持ち業務遂行に努めています。期
する背景に、地域福祉最大の担い手である老人クラブ及びシルバー人材センターにおけ
る、歯止めのかからない会員数減少という共通の課題が挙げられます。このことは、組
織機能の弱体化を助長し、今後、ますます増大する地域社会の多様なニーズに対し到
底対応できるどころか、地域福祉の在り方を根本から揺るがす一層の後押しとなってい
ます。
　従いまして、高齢者福祉実践の中核を担う社協、老人クラブ、シルバー人材センター
がスクラムを組み、互いの棲み分けを明確にし、加えて民間事業者等を巻き込み、延い
ては地域の機能、住民の出番が十分に発揮できる地域づくりを広めるため鋭意努めてい
ます。
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38
第３部パネル

社会福祉法人小坂町社会福祉
協議会　第1層生活支援コー
ディネーター

對馬  ひろみ　

経  歴  等

昭和41年　秋田県鹿角郡小坂町生まれ
平成 5 年　社会福祉法人小坂町社会福祉協議会事務職員として採用
平成19年より在宅福祉相談員（地域福祉担当）
平成22年より福祉活動専門員
平成25年よりコミュニティソーシャルワーカー（現職）
平成27年11月	 生活支援コーディネーターの委嘱を受ける

※平成27年度	 介護支援専門員登録
　平成29年4月	 社会福祉士登録

発言要旨

◎平成27年11月に協議体を立ち上げ、　
同時に生活支援コーディネーター（第１層
２層兼務）を２名体制で配置。
（地域包括支援センター（保健師）１名、

社会福祉協議会（コミュニティソーシャルワーカー）
１名）
　すぐに、訪問サービスB型の立ち上げを検討し、平
成28年１月より社協の独自事業（町補助事業）として
「地域支援訪問サービス事業にない手さん」を開始。
　その後、町内でも地区によって生活課題や生活支援
のニーズが少しずつ異なるだろうということで、県が
実施した「生活支援コーディネーター情報交換会」で
紹介された先進地の活動をヒントに、平成28年度から
自治会単位で「高齢者見守りネットワーク情報交換
会」を実施している。

◎「高齢者見守りネットワーク情報交換会」について
【現状】
　生活支援コーディネーター２名と行政職員１名の３
名体制で、38自治会を個別訪問。
　地域住民の生活状況やニーズを把握していそうな自
治会役員や民生委員、保健協力員（行政協力員）や高
齢者の方々等との情報交換を通して、地域資源の発掘、
地域課題の掘り起こし、ニーズ調査、地域での支え合
い・助け合いの意識喚起等を行うことにより、誰もが
気軽に集まれる場所（居場所）があり、日常的な助け
合いが行われる地域づくりを目指している。訪問１巡
目は「居場所の普及」、２巡目は「見守り支援体制の構
築」を重点にした。住民が取り組みやすい「居場所づ

くり」をきっかけに、日常の生活支援の実践を目指し、
住民自らが望む暮らしの実現を図る。
【成果】
　情報交換会が地域を見つめ直すきっかけとなり、住
民主体の「居場所」は大幅に増加し、中には自然発生
的に助け合いが行われている様子も見受けられた。「見
守り支援体制の構築」も徐々に広がりをみせている。
　その他に、高齢者を支援する組織の新設や既存制度
の上手な活用、自治会単位での社協事業の担い手養成
講習会の実施など、ニーズ把握やその解決に向けて積
極的に取り組む自治会も現れている。情報交換会にお
いて地域の現状を伝え、今後について住民、行政、社
協が共に考える中で支え合って暮らすことへの理解が
進み、それに伴って担い手が現れ、課題が解決される
につれ一人ひとりが生き生きと輝きだし、それがまた
支え合いの好循環を生むことを実感している。
　なお、自治会からは情報交換会の継続実施を要望さ
れており、地域にとっても、この情報交換会という場
が地域の存続や活動への関わり合いを生む上で必要な
ものとなりつつあるのではないか。
【開催にあたっての課題】
　開催にあたり行政の担当課長名で自治会長に依頼文
書を発送しているが、地域側に関係者への声かけなど
をお願いしているため、中には開催まで時間がかかる
自治会もある。　　
　また、参集者が極端に少ないなど自治会によるばら
つきが見られた。リーダーの意識レベルが課題ともい
え、自治会訪問が人材の発掘・育成の視点からも大き
な役割をもつと考えている。
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39
第３部パネル

アンケートと訪問調査を有効に行い、
活用する方法は何か

■ 進行役
富山国際大学子ども育成学部
准教授

相山  馨

経  歴  等

発言要旨

　助け合い、支え合う地域をつくるため
には、住民のニーズを明らかにすること
が大切です。現在、アンケートや訪問調
査はそのニーズを把握するための手立て

として、それぞれの地域で活用されています。アンケー
トとはあらかじめ用意された質問について多数の人に回
答してもらいそれを集計して資料化する手法であり、訪
問調査とは調査員が対象者の自宅等を訪問して調査を行
いデータ収集する手法です。これらを実施するときは、
そのアンケートや訪問調査が住民にとってどのような意
味があるのかを理解してもらうことがとても重要になり
ます。そのため、実施するにあたっては、「何のためにア
ンケートをするのか」「何のために訪問調査をするのか」
といった目的を明確に設定する必要があります。ニーズ
を把握する方法としては、アンケートと訪問調査がそれ
ぞれ実施される場合、アンケートと訪問調査を実施する
場合、アンケートとワークショップを実施する場合など
があり、いずれも目的にそった方法で実施されています。
　また、住民がアンケートや訪問調査の対象者として協
力することで、自分自身の暮らしている地域についてあ
らためて考える機会になり、助け合い活動に対する自分
の思いに気づくこともあります。そのため、アンケート
や訪問調査は住民のニーズを把握したり、担い手を発掘

したりするだけでなく、地域づくりに向けての意識を高
めるきっかけとしての役割を発揮するものでもあります。
そして、調査の結果を踏まえて、どのような助け合いを
必要としているのか、どのような地域で暮らしていきた
いと考えているのかを住民や関係者が共有し、「まず、こ
れをやろう」という助け合い活動への小さな思いが生ま
れることにより、地域づくりに向けた前向きで大きな活
動へとつなげていくことができます。ニーズに対して共
通認識をもち、助け合い活動に向けて何をするのかを決
め、住民自身が取り組み、その取組そのものがみんなの
生きがいとなれば、それはいつまでも自分らしく住み続
けられる地域づくりの実践になります。
　本分科会では、まず先駆的な3つの実践事例からアン
ケートと訪問調査の有効な活用方法を学びます。そして、
提示された課題について「住民のニーズをどのように把
握し、それをどのように地域づくりに繋げていくか」と
いった視点で検討するとともに、このような調査を効果
的に進めていくための好ましい手法について協議します。
アンケートや訪問調査を糸口にして、これまで見えなか
った住民の本音ベースのニーズを把握するための工夫、
助け合い活動の担い手を最大限に発掘するアイディアを
参加者全員で見つけていきましょう。

京都府立大学大学院福祉社会学研究科博士前期課程修了　修士（福祉社会学）
社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員。
老人保健施設、デイサービス、ケアハウス、在宅介護支援センターにてソーシャルワー
カーとして勤務、富山医療福祉専門学校専任教員を経て、現職。
【現在の主な社会的活動】
・一般社団法人富山県社会福祉士会理事　
・富山県医療ソーシャルワーカー協会理事 
・富山県高齢者・障がい者虐待対応専門職チーム  アドバイザー
・認定社会福祉士制度  スーパーバイザー
ほか、富山市の社会福祉審議会、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定懇話会、
地域密着型サービス等運営協議会、地域包括支援センター運営協議会、ボランティア
センター運営協議会、介護認定審査会等の委員も務める。
【主な論文、文献／単著】
『「介護者ケアマネジメントアセスメントツール」の活用性』（地域ケアリング、北隆館、
2017）
『介護者のケアマネジメントにおけるアセスメントツールの検討』（地域ケアリング、
北隆館、2015）
『ケアマネジメント実践者による高齢者虐待対応の現状と今後の課題 -早期発見・対応
を目指して』（高齢者虐待防止研究、高齢者虐待防止学会、2013）
『高齢者の地域生活支援におけるケアマネジメント実践シートの作成』
（ケアマネジメント学、日本ケアマネジメント学会、2012）他
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第３部パネル

発言要旨

1．調査の目的
　①学術的調査：先行研究に基づき仮説
　　�を設け、調査結果を用いて検証し、

因果関係や法則性を発見。
②実務的調査：課題の発見と解決策の模索、政策立案、
商品開発、売上増など実践的な目的の達成

2．調査の前に
①調査の必要性ともっともふさわしい調査方法の検討
②調査者の倫理：客観性、利益相反への配慮、守秘義
務、対象者への敬意

3．調査の種類
①統計調査（アンケート調査もその一つ）：限られた側
面について広く、浅くとらえる。量的調査。

②事例調査：多数の側面について全体関連的に深くと
らえる。質的調査。

③参与観察：対象者と生活を共にしながらデータを収
集。

④アクションリサーチ：課題発見から調査の実施、分
析に至る全過程への関係者全員の参加。ワークショ
ップ、フォーカスグループインタビュー、アンケー
ト調査、訪問調査。

4．現地調査の方法
①自記式：留め置き調査、郵送調査などの配票調査

（アンケート調査もその一つ）
本人が書いたという保証がない。記入漏れ
や記入間違い。回答の偏り。

②他記式：調査員が聞き取り記入（訪問面接調査もそ
の一つ）
本人が回答、記入漏れが少ない。調査員の
質が問われる。

5．結果の活用
①対象者へのフィードバック
②調査の前と後のワークショップやフォーカスグルー
プインタビュー：課題発見と解決策の模索

③調査やワークショップの過程における住民の気付き
や連帯意識。しかし、利害が対立する場合には、亀
裂や分断が深まる場合もある。

④鍵は住民主体、住民参画。情報の公開、不都合な真
実も隠さない。

経  歴  等

■ アドバイザー
お茶の水女子大学名誉教授

袖井  孝子　

◎全体シンポジウム
◎第1部パネル  分科会9
　にも登壇

お茶の水女子大学名誉教授、東京家政学院大学客員教授、ＮＰＯ法人高齢社会をよく
する女性の会副理事長、一般社団法人シニア社会学会会長、一般社団法人コミュニテ
ィネットワーク協会会長。専門は家族社会学、老年学、女性学。とりわけ老年期の家族
関係、女性の老後、人生の最終段階における自己決定などに関心。主な著書に『高齢
者は社会的弱者なのか』（ミネルヴァ書房）、『女の活路　男の末路』（中央法規）、編著
に『「地方創生」へのまちづくり・ひとづくり』（ミネルヴァ書房）など多数。
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第３部パネル

経  歴  等

社会福祉法人阪南市社会福祉
協議会　第１層生活支援コー
ディネーター

坂上  尚大　

◎第１部パネル  分科会5
　にも登壇

発言要旨

住民が主体となって実施するニーズ調査
の成果

１．阪南市の概要
・人口54,218人、世帯数 24,169世帯。
・校区数12校区・高齢化率31％。毎年約1％ずつ高齢化
率が上がっている。

・行政と民の要である社協とが協働で地域福祉推進計画
を策定。

・生活支援体制整備事業と地域共生のモデル事業を融合
することで、重層的に地域支援の専門職を配置し、住
民活動を応援している体制を構築。

２．阪南市の介護予防・日常生活支援総合事業
・現行相当サービスと住民が主体となった支援のみ（緩
和した基準によるサービスは実施しない）

・第1層協議体（平成28年4月より毎月1回協議。平成
29年4月より2ヶ月に1回協議）

・地域住民が個人や団体の垣根を越えて話し合う場を第
2層協議体としている。

３．専門職によるアンケート調査と住民が主体となって
実施するアンケート調査

・目指す地域像を話し合うためには学び・知る・気づく
ことが必要。そのため、第1層協議体で要支援認定者
のうち訪問介護・通所介護を利用している方全員へケ

アマネジャーによる質問紙を使用した聞き取り調査を
実施。358名から回収・分析し、出てきたニーズを第
１層協議体内の議論するテーマにする。

・身近な場（日常生活圏域）においても地域住民による
ニーズ調査をサポート。地域の生活課題を知り話し合
うことで会話の中から「共感」が生まれ、自然と助け
合い活動が創出された。
調査はその地域の民生委員等による聞き取りによるも
ので、一人暮らし高齢者や障がい者を対象に実施。調
査内容も住民同士が話し合い決めていった。

・身近な場（日常生活圏域）ではニーズ調査をもとに話
し合い、移動支援・買い物支援、庭の草刈りといった
生活支援活動が立ち上がった。

４．まとめ
・市全域のニーズを把握するためには、専門職によるア
ンケート調査が必要であるが、自分達の地域をより良
くしていこうという住民活動が生まれるためには、住
民が主体となって実施するアンケート調査の方が望ま
しい。住民自らが地域生活課題を知ることで、解決に
向けた話し合いへと発展していきやすく、専門職主導
の地域づくりにならない。
生活支援コーディネーターが主導で地域づくりを進め
るのではなく、地域住民が進める地域づくりをサポー
トしていくことが大切である。

1989年和歌山県生まれ。障がいのある人やその家族の権利が守られ、安心して住むこ
とができる地域づくりとは何かを学ぶため桃山学院大学社会福祉学科へ入学。卒業後は
2013年8月まで泉佐野市社会福祉協議会でボランティアコーディネーターとして勤務。
子どもから大人まで幅広く「ボランティア活動の面白さ」や「障がい者の社会参加」等
をテーマに福祉教育を進めてきた。
2013年9月からは阪南市社会福祉協議会で、コミュニティワーカー（地域支援ワーカ
ー）・ボランティアコーディネーター・日常生活自立支援事業の専門員として勤務。個
別支援と地域支援の一体的推進をめざし、地域、グループ、個人への支援を進めてき
た。
2016年からは生活支援コーディネーターとして、阪南市民ひとりひとりが自分たちの
地域のことを考える場づくり、話し合う場づくり、生活・暮らしをまもる住民活動の立
ち上げのサポートをしている。
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39
第３部パネル

社会福祉法人竹田市社会福祉
協議会　第1層生活支援コー
ディネーター

高木  佳奈枝

経  歴  等

平成24年　竹田市経済活性化促進協議会活性化推進室事業支援員として、暮らしのサ
ポートセンター・久住「りんどう」をはじめ、市内旧中学校区7エリアにお
いて、暮らしのサポートセンター立ち上げを支援

平成27年　竹田市第1層生活支援コーディネーター拝命
平成30年　竹田市経済活性化促進協議会と竹田市社会福祉協議会の統合に伴い、竹田

市社会福祉協議会職員として、引き続き第1層生活支援コーディネーター
を拝命

発言要旨

大分県竹田市の地域で支え合う
仕組みづくり
～高齢者生活課題実態調査について～
竹田市の高齢者の概況（H31.3.31）

・人口：21，644人　・世帯数：10，204世帯
・高齢化率：46％（65～74歳：4，022人、75歳以上：5，
885人、100歳以上：48人）

	
高齢者生活課題実態調査とは…75歳以上対象、約40項
目の個別の聞き取り訪問調査
・ボランティア講座受講者を中心に、自治会長、民生委
員、福祉委員、愛育保健推進員など、地域で活躍して
いる方にも声かけをしながら調査協力者を募ります。

・講座は参加できなかったけれど、自分の自治会の調査
なら協力しても良いと言ってくださる方もいて、少し
ずつ協力者が増えていきます。

≪個別の聞き取り訪問調査の効果≫
○調査協力者には…ちょっと困りの実際を知ってもらい
　たい！
・直接お話しする事で、顔色や声色、家の中の状態など
暮らしの様子を知ることができます。

・家まで上がって直接話を聞いてしまったら…気になっ
てしまって、もう他人事ではない！

・こんな困りごとなら手伝えるかも？と、自分でもでき
る支え合い活動を具体的にイメージできます。

○調査対象者には…担い手として活躍してもらいたい！
・75歳以上の方はまだまだ現役、人生の大先輩。素敵な
知恵や経験は、きっと誰かの支えになります。得意な
こと、やってみたいこと等を雑談の中で見つけ、活躍
の場をお伝えします。調査をきっかけに、生活支援の

担い手として活躍している方の最高年齢は92歳！
・日常生活の困りごとを直接聞くことで、その後の支援
につなぎやすくなります。

○地域の方と生活支援コーディネーターが一緒に調査を
　する意義
・調査項目に沿うだけでなく、相手によって聞き方を変
えたり質問を増やしたり、話し方のポイントを体感し
てもらうことで、普段の声かけ時にも役立ててもらえ
ます。

・馴染みの方が一緒にいてくれると話が弾み、ＳＣが地
域の方とつながることができます。

≪実態調査後の活用について≫
・暮らしのサポートセンター（通いの場と有償ボランティ
アを実施している住民団体）で活用する…くらサポ設
立時や、その後の活動展開での基礎資料となります。

・よっちはなそう会（地域での話し合いの場）で検討す
る…調査結果をもとに、地域でどんな支え合いができ
るかを話し合い、実践につなげます。

※ 調査結果の数値を得る事だけが目的ではありません！
・調査の過程で、どうやって仲間を増やしていくか？
結果を基に、どうやって実践活動につなぐか？
⇒調査の進め方と、その後の分析・活用が重要です！

≪2巡目の実態調査≫
市内全域７エリアでの実態調査と、暮らしのサポートセ
ンター設立を終え、２巡目の実態調査を実施しています。
５年前の結果と比較し、社会参加の有無による健康状態
の変化などを個別に追って分析していきます。
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経  歴  等

社会福祉法人対馬市社会福祉
協議会　第１層生活支援コー
ディネーター

斉藤  貴紀　

発言要旨

１、対馬市の実情
　　平成16年、平成の大合併により6町
　　が合併し、1市へ。
　　人口と高齢化率の推移の提示（過去

　　・現在・未来の変化を提示する）

２、対馬市社会福祉協議会における生活支援体制整備事
　　業の取り組み

・平成28年度　第1回フォーラムの実施（市主導）
事業を受託する前に、対馬市主導で、啓発・周知
を目的としてフォーラムを開催。
参加者アンケートを取り、活動に賛同する人をリ
ストアップ！

・平成29年度　豊玉町をモデル地区として事業受託
（第2層ＳＣ配置）
区長、民生委員への事業説明会を行い、賛同地区
に対してワークショップを実施し、助け合い活動
を創出した。並行して、前年度フォーラムでの賛
同者や、民生委員児童委員、単位老人クラブ会長
に案内し、協議体委員選出勉強会を計3回実施。
参加者からの意見により、途中から商工会、郵便
局、銀行、学校教員にも案内し、住民のために活
動できる協議体委員を選出した。
また、町内75歳以上の方を対象に、個別訪問アン
ケート調査を実施。

・平成30年度～　全市事業受託（第1層ＳＣ1名、
第2層ＳＣ6名配置）
基本的な動向としては、Ｈ29年度と一緒。
75歳以上の市民を対象にした個別訪問アンケート
調査の実施。
地区ワークショップの実施、助け合い活動の創出。
6つの第2層協議体と1つの第1層協議体を設置。

・助け合い活動の取り組み例を紹介

３、アンケート調査の実施
ワークショップでは、来る人が限られる。また、そ
の場では声を出せない人もいる。
市内在住の75歳以上を対象に、標記調査実施！
6,056名の対象者に対し4,542名、75％の方に調査
協力いただいた（調査実施者に施設入所者を除く）。
調査用紙等を提示する。

４、アンケート調査の活用
アンケート調査の集計分析作業を長崎県立大学の講
師に依頼。
同時に、困りごと・利用したい取り組み・お助けで
きる取り組み・居場所のニーズのみを簡易的に集計
し、そのデータをワークショップで活用。
・実際に困っている声があることを、地域の方々に
お伝えすることで、「なんとかしなくてはいけな
い！」という思いを持たせる。

・個のニーズでもあるが、同時に地域のニーズであ
ることを伝える。

・他人事ではなく、いずれ自分が困る時のための仕
組みとして捉えてもらう。

５、効果とこれからの活用方法
調査を実施する以前は、漠然とワークショップを実
施していたが、調査実施後は、地区ごとで明確に取
り組むことも出てくるため、住民の危機感に違いが
でてくる。ある意味では、他人事ではないと思える
ようになる。また、対象者から、「お助けできるこ
と」も聞いているため、その場で自然と助け合いの
創出につながることもある。
今後は、行政区ごとで実施していたワークショップ
を、小学校区・中学校区と角度も変えつつ、声を上
げてもらって終わりではなく、しっかりと拾い・つ
なげ・作る仕組みづくりを進める。

平成25年3月	 学校法人大原学園福岡校卒業
平成25年4月	 社会福祉法人対馬市社会福祉協議会入社
	 地域福祉班に配属
	 ・老人クラブ・身体障害者福祉協議会
	 ・ボランティア連絡協議会事務局
	 ・福祉教育、ふれあい事業
	 ・ボランティアセンター業務
平成26年11月	 �さわやか福祉財団「地域支援事業における助け合い活動推進に係る研

修会」受講
平成29年4月	 対馬市第2層生活支援コーディネーターに就任
平成30年4月	 対馬市第1層生活支援コーディネーターに就任
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第３部パネル

担い手養成講座の成果を生かす方法は何か

　介護予防や生活支援に資する担い手の
養成は、不断に取り組まなければならな
い。そのプロセスは、実効性が高く効果
的であり、しかも受講生にとって意義深

い結果を生むことまで要求される、息長く忍耐強い取り
組みである。あちこちで散見される、受講はしたが実際
の担い手にはならない、このような状況を打開するため
の手立てについて、パネリストの経験を共有し、より良
い方法論を探っていきたい。
　まずは、CS 神戸の養成講座の経験から、３つのフェ
ーズで効果のあったポイントを整理する。
１、講座のアウトプット
　どのような分野でどのような活動をすることが期待さ
れている講座なのか、出口を明確に示す。
　高齢者ケアにおける助け合いの領域は、見守り・居
場所・通い場のような小地域での双方向タイプから、移
送サービスのような広域・高度型、家事支援のようなプ
ライバシー型など実に多様である。多様であるがゆえに
受講生の感覚に合う活動は必ずある。しかし既存サー
ビスへの反応が乏しい場合には、ニーズに沿った新たな
サービスをグループで創出することも手伝い、100％マ
ッチングする姿勢で取り組む。CS 神戸では既存で活動
したくない受講生にアテンドクルーという有償かつ複数
人で活動するシステムを創出し、施設・在宅での生活
支援グループを12グループ立ち上げることができた。
【キーワード】出口を明確に　多様な選択肢　ニーズ
　　　　　　　に沿うサービスの創出　グループ化

２、講座のカリキュラム
　講座にまつわる市町村事情について、背景、政策、
実態等を可能な限り詳細に示す。団体等の協力を得て
体験研修を必ず入れる。講座後半には、個別相談やグ
ループ会議を通じて活動先をマッチング、できるまでフ
ォローアップを。全行程６日間・20時間・２か月半で
編成し、仲間づくりや支援者との信頼関係醸成も重要
部分と捉える。
【キーワード】実態を正確に把握　現場体験　受講生
　　　　　　　 同士の人間関係　フォローアップ
３、呼びかけの対象と方法
　誰にどのような方法で広報するのか、ターゲットを絞
り込むことがかえって講座の士気につながる。団塊世代
の自立高齢者に個人宛郵送方式で呼びかけたところ多く
の申込みに結び付いた。全住民に役所広報誌だけの呼
びかけでは効果が薄い。一方知り合いのルートからでは
拡散しにくい。参加に結び付いていない住民層を発掘し
直接呼びかけることで、担い手となるケースが多い。
【キーワード】対象を絞る  未知の住民層  役所の信用
　以上のようなポイントと共に、登壇者からは、男性の
活動参加促進の事例、居場所講座からさまざまな助け
合い活動に発展する事例、単に担い手にとどまらず地
域づくりの視点からの人材養成講座を実施した事例、
第２層で少人数かつ現場主義の勉強会の事例等を共有
し、「実のある養成講座」のあり方に迫る。

発言要旨

■ 進行役
認定特定非営利活動法人
コミュニティ・サポートセン
ター神戸理事長

中村  順子
◎第１部パネル  分科会9
◎第２部パネル  分科会25
　にも登壇

経  歴  等

・1947年兵庫県生まれ
・短大卒業後、会社勤めを経て1982年から在宅高齢者等の生活支援ボランティアに

従事。1995年、阪神淡路大震災直後から地元で「水汲み110番」「茶話（さわ）や
かテント」等の復興活動に取り組み、1996年には、地元主導グループ創出の必要性
を鑑み、現在のＣＳ神戸である中間支援組織を立ち上げる。地域密着型の総合的な
ＮＰＯ活動を展開し、地域活動につながる調査・研修・講座等約200の事業、さら
にグループ創出として500以上に及ぶＮＰＯ等市民主体の団体立ち上げと支援を実
施。変化する時代にふさわしい新しいコミュニティのあり方を常に模索している。

・主な著書：「希望につながるコミュニティ」ＣＳ神戸、「コミュニティ・エンパワメン
ト」ＣＳ神戸、「火の鳥の女性たち ～市民がつむぐ新しい公への挑戦」兵庫ジャー
ナル社等

・主な委員活動：さわやか福祉財団理事・さわやかインストラクター、ひょうご震災
記念研究機構評議員、神戸市創生懇話会委員他
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経  歴  等

特定非営利活動法人ニッポン・
アクティブライフ・クラブ
函館はまなす副代表・事務局長

中村  仁　

発言要旨

　ニッポン・アクティブ・ライフ・クラ
ブ（略称ナルク）は、高齢社会にふさわ
しい共生の地域社会作りの推進を目的に、
中高年者の社会的地位の向上と生きがい

作りのための学習会、健康作り、趣味の会、交流親睦活
動を積極的に実施している会員1.5万人超の特定非営利活
動法人です。様々な活動の一つとして近年、高齢者の支
援や介護・介助への積極的な参加を目指して「シニア生
活・介護支援サポーターテキスト」、「日常生活支援活動
テキスト」を作成し、研修を行ってきており、各地での
中高年者の実践活動に結びつけてきています。テキスト
は、高齢者の特性や認知症の理解、家事援助や車椅子へ
の支援、緊急時の対応と応急手当といった具体的な支援
活動の手法だけでなく、ボランティア提供の基本と人権
といった活動の基礎となる部分から丁寧に解説されてい
ます。

　ナルク函館はまなすは全国に110あるナルクの活動拠
点の１つで、昨年9月に創立20周年の記念イベントとし
て「高齢者の生きがい活動」をテーマに高齢者フォーラ
ム（記念講演「高齢者パワーと地域の活性化」、パネルデ
ィスカッション、交流会）を開催したところです。
　ナルク函館はまなすでも、福祉活動、子育て支援活動、
環境維持活動や、多様な生きがい活動を行っています。
その一つとして、5年前から、地域包括支援センターの専
門職を講師に迎え「シニア生活・介護支援サポーターテ
キスト」を用いた研修を毎年1回行っています。さらに4
年前からは、調理の講師ができる会員の協力を得て、調
理実践研修も年1回行っています。これらの研修は、参加

者の約半数が男性と、盛況な状況が続いています。周囲
には元気高齢者が多く、現状ではあまり生活支援へのニ
ーズは多くはありませんが、声があがる困りごとには研
修を活かしてできるだけ対応してきており、男性も含め
た複数の研修修了者が活躍しているところです。

　私はこれまで、介護はもちろんのこと、調理や掃除、
洗濯もほとんどしたことのない生活を送っていました。
しかし函館市役所を退職後、ナルク函館はまなすに参加、
上記２つの研修に全部参加する中で、少しずつ知識や心
構えが出来てきました。あまり実践経験は多くありませ
んが、会員に対する車椅子の介助やベッドメイキングの
お手伝いのほか、毎月開催されているコミュニティサロ
ン「ナルクサロン迎賓館」で参加を楽しみに待ってくれ
ているケアが必要な高齢者への接遇でも役立っています。
　各自一品持って集まる「女性会員へ感謝！男の一品料
理」も開催していますが、料理実践研修の成果はこんな
場面でも発揮されており、私が調理した「すじ煮込み」
がヒット商品になっています。また、札幌に住む三人の
孫向けには、私が腕を振るった餃子や八宝菜、おでん等
が好評で、家と職場を往復していた時代には想像もでき
なかったことが、全く抵抗なくできるようになっていま
す。意外と料理をすることが好きだという自分にも気づ
きましたし、何よりも、喜んで食べてくれる人の顔を見
るのは嬉しいものです。
　自分の周囲でも、近いうちに生活支援を求める声が多
くなってくることは必至で、この経験を活かせる日に備
えて今後、もっともっと実践を重ねていきたいと思って
います。

1943（昭和18）年 5月生まれ
1999（平成11）年 9 月	 ナルク函館（はまなす）入会
2004（平成16）年 3月	 函館市役所退職
2010（平成22）年 6月	 運営委員
2010（平成22）年11月25～27日　ナルク拠点リーダー養成研修講座受講
2012（平成24）年 6月	 事務局長
2018（平成30）年 6月	 副代表（兼）事務局長
　
【修了科目】
2012（平成24）年9月	 平成24年度地域密着型サービス外部評価調査員養成研修修了
2014（平成26）年2月	 函館市「市民後見人養成講座」修了
　　　　　　　　   4月	 ナルク「市民後見人養成研修」修了
2017（平成29）年11月	 函館市社会福祉協議会へ「生活支援員」登録
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第３部パネル

経  歴  等

公益財団法人さわやか福祉財
団　高崎市第1層生活支援コ
ーディネーター

目崎  智恵子
◎第1部パネル  分科会4
　にも登壇

1963年群馬県高崎市生まれ
2010年10月から2019年２月まで、認定ＮＰＯ法人じゃんけんぽん本部事務局で、
インフォーマル事業を担当。共生常設型居場所・配食サービス･助け合い活動等の立ち
上げに携わり、生活支援相談員として、専門職や地域住民等と連携し、様々な困りご
と（高齢者・障がい者・子ども等）を解決してきた。同時に支え合う地域づくりも行っ
てきた。
2015年4月生活支援体制整備事業開始に伴い、同年7月から高崎市生活支援体制整備
事業の推進チームに参画。翌2016年4月高崎市第1層生活支援コーディネーターを個人
受嘱。同時に介護保険運営協議会委員受嘱。現在も活動中。
2017年4月から群馬県新地域支援事業推進協議会に委員として参画。
2019年厚労省老健事業「生活支援コーディネーター・協議体の効果的な活動のための
研修プログラムの開発に関する調査研究事業」研究会に委員として参画。
その他の活動として、2011年9月から、東日本大震災群馬県避難者支援団体 ｢ぐんま暮
らし応援会」の運営委員として避難者支援活動も行っている。
2019年5月からさわやか福祉財団にも参加し、全国で地域づくりを実践中。

発言要旨

■高崎市の各種サポーター
　高崎市には、地域支援事業に関連して
いるサポーターが3種類ある。はじめに
取組みを開始したのは、介護予防サポー

ター養成。H18年から群馬県の介護予防サポーター養成
の実施に伴い、高崎市でも介護予防サポーターを養成し
てきた。現在登録者510名。内令和元年度活動継続者
448名。地域の体操教室等介護予防の活動を行っている。
　次にH23年からオレンジサポーター養成。認知症サポ
ーター養成講座を受講した方の中で、地域活動を行うサ
ポーターである。Ｈ30年度登録者数290名。活動内容は
個別の見守り活動、包括支援センターの認知症地域支援
推進委員とともに普及啓発等も行っている。
　そして今回生活支援体制整備事業開始に伴い、地域の
ニーズに合わせた生活支援を行う、地域支え合いサポー
ターの養成が始まった。介護予防サポーターと認知症サ
ポーターは、市が企画し、広く市民に呼びかけ意識の高
い方が養成講座を受講し、活動している。

■サポーター養成の課題と対策
　（地域の実情に合わせて第2層圏域毎に養成）
　しかし市が介護予防サポーターやオレンジサポーター
を養成しても、地域によって人数に差があり、活動の場
も少ない。さらにサポーターの高齢化等の課題があった。
H27年から生活支援体制整備事業開始に伴い、第2層協
議体と市の共催で生活支援を行う、地域支え合いサポー
ター養成講座を行っている。第2層協議体で地域課題が
話し合われ、それが自分たち住民で解決できそうだとい
うことになった場合、具体的にどんな動きをしたらいい

のか。協議体メンバーだけでこの問題を解決できないこ
とが多い。
　第2層から出てきた実際のニーズに応えるため、地域の
実情に合わせた生活支援のサポーターを地域ごとに養成。
地域支え合いサポーターとして地域で活動するにあたり、
協議体や活動の必要性、活動の留意点を学び、より良い
活動ができることを目的とした。協議体メンバーも地域
支え合いサポーターとし養成講座を行うことで、協議体
は知己を、課題解決の協力者として得ることができ、研
修修了者は習得したノウハウをすぐに地域で活用するこ
とができる、という考え方だ。
　自分の住む地域のために何かしたいという思いのある
方で、地域づくりや生活支援、各地区の協議体の主旨な
どに賛同し、高崎市に名簿登録する。

■担い手だけでなく協議体メンバーとしても活躍を期待
　もう一つの特徴として、協議体メンバーも地域支え合
いサポーターである。勉強会や協議体へ参加し、地域づ
くりについて考え活動する人。特別な研修は必要なく、
生活支援体制整備事業の趣旨に賛同し、市に名簿登録す
ればサポーターになれる。そして継続的・積極的に地域
づくりに参加するサポーターは、協議体のコアメンバー
となる。自分で「できること」「したいこと」を地域で活
かす。社会参加の場。協議体メンバーは男性も多く、企
業とのパイプも持っている。
　養成講座は初回２時間。そして必要に応じてスキルア
ップ講座を行う。現在地域支え合いサポーター登録者数
600名を超える。地域支え合いサポーターの養成に伴い、
オレンジサポーターも近年増加傾向にある。
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40
第３部パネル

新潟市中央区第１層生活支援
コーディネーター

渡邉  隆幸

経  歴  等

血液A型・みずがめ座・酉年　38歳
・生まれ・育ち・学び、いずれも新潟市。
・大学卒業後、某ホームセンター勤務。
・何を血迷ったのか、福祉を志し一念発起、ホームセンター退職後、福祉の専門学校に
通う。

・専門学校卒業後、社協に拾ってもらい、現在に至る。
～my favorite ～
猫、オセロ、珈琲、遺跡、出汁、味噌、糠、汚い飲み屋街、野営、廃墟、東南アジ
ア、ビール

新潟市中央区生活支援コーディネーターとして、区内の様々な団体と連携しながら、住
民福祉活動を広げるために奮闘してます。

発言要旨

　多くの場合、担い手養成講座を開催し
て、すぐに何か取り組みに結び付けられ
るかというと、そうではありませんよね。
取り組みにあたっての組織化が必要と考

えれば、なればなおさらかもしれません…。講座をいく
らしても、その先につなぐ先やフォローがなければ、受
講者は、「担い手になった」とは言えません。
　でも、私が考えているのは、担い手養成講座は、「地域
のために何かしたい」という気持ちを大きく育てて、活
動に進むための背中を押してあげるものになれば、御の
字なのではないでしょうか。
　座学や一日二日の実習で学べることは、きっとほんの
わずかでしょう。実際は、その後の活動を始めて、初め
てわかること・感じることが大きく、やりながら成長し
ていくことの方が多いのだと思います。
　新潟市内各区で取り組んだ、2つの学校「茶の間の学
校」と「助け合いの学校」の養成講座を紹介しながら、
それぞれの受講生と私たち生活支援コーディネーターが
どう関わっていったかをお話ししたいと思います。

【茶の間の学校】
　新潟市では、赤ちゃんからお年寄りまで障がいの有無
にかかわらず、誰もが気軽に集まり交流できる地域の居
場所「地域の茶の間」をベースに、身近な支え合いを広
げていく取り組みを進めています。市内には約500カ所、
中央区内だけでも約100カ所の「地域の茶の間」が存在
します。

　これらをさらに広げていくために、「茶の間の学校」を
各区で開催し、担い手の養成と具体的な助け合いを作り
出す方法を学ぶ研修を行っています。受講生は今現在地
域の茶の間を運営している方、これから始めようかなと
考えている方、少しでも地域に参加してみたいと思って
いる方など、様々。
「茶の間の学校・中央区」の卒業生による、ゼロからの
茶の間の立上げ経緯や苦悩、生活支援コーディネーター
として私たちがどう伴走したのかなど事例を紹介します。
　
【助け合いの学校】
　前述の「茶の間の学校」が、居場所作りの担い手養成
であるとしたら、もう一つご紹介したいのが、「助け合い
の学校」という、地域での有償の助け合いを面で広げて
いくことを目的に、平成30年度からはじめた養成講座で
す。
　有償助け合い活動の必要性、実際に家の中で手助けを
する際の心構えやマナーを学ぶ場、裏を返すと、自身が
「助けられる側」になることを理解して、そのために何
が必要かを深める講座です。
　新潟市中央区でも今年3月に開催をして、約50名の受
講がありました。その修了生のなかから実際に地域での
助け合いへ繋がっていった事例をご紹介したいと思いま
す。また、その後、新潟市中央区として、どのようにさ
らに生活支援の輪を広げていくのか、進捗と展望もすこ
しお話しできたらと…。
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第３部パネル

経  歴  等

社会福祉法人出雲市社会福祉
協議会　第１層生活支援コー
ディネーター

大錦  清文　

発言要旨

「フォーラムから体制整備、担い手講座
と戦略的な展開の実践」

はじめに
　人の気持ちを揺れ動かすことは容易いことではありま
せん。住民の一人ひとりが現状や未来を理解するととも
に必要性を感じ、自分にも出来ることがあるということ
に気づかなければ住民主体のたすけあい・支え合い活動
にはなりません。また、ＳＣだけでは「地域における支
え合いの体制づくり」や「生活支援サービスの充実」と
いう大きな役割を果たしていくことはできません。
協働による戦略的な展開
　そこで、出雲市では住民の「やってみよう」と思える
ような気持ちを醸成してくことに重点を置き、たすけあ
い・支え合いについて考えてもらうきっかけづくりとし
て、「地域支え合いフォーラム」を開催しました。フォー
ラムで上がった住民の熱が冷めないうちに、地域のこと
を話し合う場（第2層協議体）づくりを最終的なねらいと
した「地域支え合い研修会」や生活支援の担い手を養成
する「たすけあい活動の勉強会」といった取り組みを戦
略的に組み立てて実践してきました。また、様々な取り
組みを進めるうえで、10を超えるたすけあい活動団体が
すでにあるという強みを活かすとともに、市社協がこれ
まで関係を築いてきた地区社協などと協働で取組みを進
めていくことを大切にしてきました。
担い手養成講座
　たすけあい活動団体から、「私たちのことを知ってもら
う場が欲しい！」、「活動者が高齢化して減少してい

る！」といった声が聞かれ、協働でフォーラムや地域支
え合い研修会でのＰＲ、パンフレット作成などにより市
民に周知するとともに活動への参加を呼び掛けてきまし
た。また、「やってみよう」と思った市民の受け皿として、
たすけあい活動のことを学ぶ勉強会を用意しました。こ
の勉強会は担い手養成を目的としていますが、技術的な
ことよりも「困ったときはお互いさま」の気持ちを強く
感じてもらい、たすけあい活動の魅力や喜びが自分のい
きがいや、やりがいにつながるものだということを知っ
てもらうことに重点を置きました。なぜなら、たすけあ
い活動は一方的なサービスとは違い、お互いの気持ちに
基づいた活動だからです。勉強会は参加しやすいように
「1日プログラム」で構成し高い共感を得るために「少人
数」の定員としました。また、「実際に高齢者の不便を体
験」、「活動者と依頼者から直接話を聞く」、「『みんなで
やってみよう！訪問助け合い活動』テキストの活用」な
どの工夫を行い実施しました。
　少人数での勉強会でしたが、数名は受講された後にた
すけあい活動団体での現場体験、団体への登録、団体の
立ち上げをされるなど活動の拡充・創出につながりまし
た。
今後の展望
　たすけあい活動への男性の参加、若い世代の参加をど
う呼びかけていくのか課題もあります。新たな企画とし
て、市社協ボランティア担当者と連携し、シニア男性対
象の地域デビュー講座の開催や気軽に受講できる傾聴講
座など、様々な入口から住民に参加してもらい担い手養
成につなげる考えを持っています。

1981年（昭和56年）島根県出雲市生まれ。以後、出雲市で育ち、同居の祖父母との暮
らしや福祉の仕事に従事していた父の影響から福祉の世界に興味を持ち進学する。大学
卒業後、家業の修行を終えたのち、市内の介護老人保健施設で介護職員として従事。
施設福祉の地域開放の重要性を実感し、社会福祉士を取得する。2009年（平成21年）
からは社会福祉法人出雲市社会福祉協議会に入職し、国のモデル事業「安心生活創造
事業」の担当者として、住み慣れた地域で安心・継続して生活できる地域づくりに従事
し、家族が遠方にいるなど家庭内での支援が受けにくい一人暮らし世帯等との関わりの
中で、見守りや集いの場といった地域での支え合い体制づくりが必要と感じる。以来、
地域福祉業務を担当。2016年（平成28年）に出雲市社協が生活支援体制整備事業を
受託し、第1層生活支援コーディネーターとして、協働による支え合いの体制づくりを
実践中。
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地域で行われている助け合い活動をどう再発見するか
（企画・協力：（特非）全国コミュニティライフサポートセンター）

■ 進行役
特定非営利活動法人全国コミ
ュニティライフサポートセン
ター理事長

池田  昌弘

経  歴  等

社会福祉法人全国社会福祉協議会、社会福祉法人栃木県社会福祉協議会、社会福祉法
人東北福祉会「せんだんの杜」副杜長（特別養護老人ホームなどの施設長を併任）を
経て、2005年7月から現職。

著書等

『地域での暮らしの継続を支援する逆デイサービスのはじめ方』地域生活サポート研究
所、2005年
『改正介護保険における「新しい地域支援事業」の生活支援コーディネーター〈地域支
え合い推進員〉と協議体』共著、ＣＬＣ、2015年
『生活支援コーディネーター養成テキスト』ＣＬＣ、2016年
『支え合いの地域づくり　池田昌弘が各地を訪ねて考えたこと』ＣＬＣ、2016年
『マンガでわかる　生活支援コーディネーターのための地域支え合いの見つけ方・活か
し方』ＣＬＣ、2016年
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特定非営利活動法人きらりよ
しじまネットワーク事務局長

髙橋  由和
◎第１部パネル  分科会７
◎第２部パネル  分科会27
　にも登壇

発言要旨

　昔、農村部には、地域の農繁期になる
と家々の間で労働力を交換しあって作業
を相互に手伝う「結」がありました。複
数の家が共同し、同じ人数の労働力を同

じ日数だけ互いに提供しあって同じ作業を行い、短期決
済による労働力の等量交換に特色があり、各家が多くの
労働力を集中的に必要とする場合に用いられてきました
（コトバンクから抜粋）。
　その作業の中で、お互いの会話から困りごとや愚痴を
共有し、相互の助け合いにつながってきました。また子
育て環境も農作業に追われるなか、お互いに協力し合い
子守をしたこともありました。このような「結」は現在
でも残っているところが多くあります。
　地域の助け合い活動の再発見とは、地域包括ケアの仕
組みでいえば3層枠の活動であり、その担い手は個人や団
体、企業、学校などのボランティア活動や多様なものが

あると考えられます。
　今や地域づくりの話し合いの手法としてワークショッ
プはどこでも取り組まれ、課題を見つけて改善策を考え
るという流れで取り組んでいることが多いですが、助け
合いの課題に対して、その解決に取り組んでいる実践の
リサーチ、検証のワークはあまりされていないと思いま
す。
　地域づくりの実践の場では、規模は様々ですが誇れる
「お宝」が沢山あります。住民レベルで住民だからでき
る助け合いの実践が行われているものです。新しいこと
をやろうとするとかなりのエネルギーとコストがかかり
ますが、既存の活動や事業をブラシュアップすると、ま
た輝きを増すことが多々あります。
「助け合いの活動をしましょう」の前に、「助け合いの活
動を探してみよう」のワークショップを取り入れてみま
しょう。

経  歴  等

今までの地域づくりのシステムを根本から見直し、住民ワークショップを取り入れた地
域の合意形成を推進。地域を経営する全世帯加入のＮＰＯ法人として持続可能な新しい
まちづくりに挑む。また、コミュニティー支援のためのネットワーク型中間支援組織お
きたまネットワークサポートセンターを設立し、地域課題を複数力で解決するシステム
を構築。
　1989年　川西町の体育指導員として地区公民館事業に関わる
　2002年　サラリーマンを辞め、吉島地区社会教育振興会勤務　事務局長に就任
　2004年　文科省全国優良公民館表彰（吉島地区公民館）
　2007年　特定非営利活動法人きらりよしじまネットワーク設立　事務局長就任
　2008年　山形県公益大賞受賞（きらりよしじま）
　2010年　平成21年度地域づくり総務大臣表彰（きらりよしじま）
　2011年　おきたまネットワークサポートセンター設立　事務局長就任
　2012年　荘内銀行ふる里創造基金地域貢献大賞受賞（きらりよしじま）
　2012年　文科省スポーツ功労者表彰（個人）
　2017年　地方自治法施行70周年記念総務大臣表彰受賞
　2019年　第９回地域再生大賞準大賞受賞
【その他役職・委員等】
山形県地域活動支援アドバイザー、スポネットおきたま事務局長、山形県総合型地域ス
ポーツクラブ連絡協議会事務局長、マイマイスポーツクラブクラブマネージャー、東北
大学「成人教育論」 兼任講師、東北福祉大学「地域マネジメント学」兼任講師、東北芸
術工科大学コミュニティデザイン科特別講師、地域の課題解決のための地域運営組織
に関する有識者会議委員（内閣府）、暮らしを支える地域運営組織に関する研究会委員
（総務省）、過疎問題懇談会委員（同）、山形大学教育学部・教育実践研究科非常勤講
師他を務める。
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第３部パネル

ご近所福祉クリエイション主
宰　ご近所福祉クリエーター

酒井  保

経  歴  等

1961年　広島生まれ。知的障がい者施設職員、社会福祉協議会福祉活動専門員、認知
症グループホーム・小規模多機能施設の施設長職を経て、2014年8月に「ご近所福祉
クリエイション」を創設（主宰）。パワーポイントやフリップを用いての漫談的なプレ
ゼンテーションが高齢者層に好評。地域へ出て行くことにコダワリ、住民主体の本質を
追究しながら、住民の「暮らしぶり」に見えるホンモノの支え合いの大切さを説くこと
を主な生業としている。イラストレーターとしても活動中。

主な著書：
「見守り活動」から「見守られ活動」へ　～住民歴書とエゴマップのすすめ～ [ ＣＬＣ
発行 ]
元気を生み出す！ご当地サロン／新しい総合事業大見本市［ＣＬＣ発行］
生活支援コーディネーターと協議体（マンガ・イラスト）［ＣＬＣ発行］
月刊ケアマネジメント／連載「地域から始める包括ケア」[ 環境新聞社発行・2018年2
月号～2019年4月号 ] 　他

発言要旨

　江戸長屋の暮らしでは助け合うことが
当たり前だったため、それを表す「助け
合い」という言葉は存在しなかったそう
である。（「大江戸ボランティア事情」石

川英輔・田中優子著　講談社文庫　参照）この住民相互
の関係性のことを『向こう三軒両隣』と言い、「昔のよう
な“向こう三軒両隣”の再生を！」と今の時代では、そ
の言葉が地域づくりのテーマに掲げられたりしている。
　さて、「地域で行われている助け合い活動をどう再発見
するか？」というのが、この分科会のテーマである。で
は、「助け合い」ということについて一つ質問をしてみた
い。
　「アナタの地域では、住民相互が助け合っています
か？」
　アナタならどう答えるだろうか？その答えを導き出す
前に評価したはずである。「助け合っているか？いな
か？」を。その「いるか？いないか？」を評価した基準
は何であったか？
「見守り活動をやっているか？」「ふれあいいきいきサロ
ンはどうか？」「給食サービスは？」……と、事業的に行
っている助け合い活動の実施頻度や開催箇所数を数えな
がら「いるか？いないか？」を評価したのではないか？
　本来、「助け合い」というものは住民相互の関係性から
生まれるもので、事業的に行われるものではなかったは
ずである。時代の流れの中で、個人主義やプライバシー
が主張されるようになり、関係性（つながり）の希薄化

が生まれ、自然な助け合いは萎縮していった。だからわ
ざわざ「助け合い」という言葉を用いて、それを「活
動」として起こさなければならない時代になったという
ことか？
　しかし、地域に足を運び、その暮らしぶりをじっくり
観察していると、住民同士が小さい単位でつながり合い、
気にかけ合って、お互いの暮らしの課題を解決し合って
いるという「ホンモノの助け合い」に出会うことがある。
そのつながり合いの中で、「見守り活動とは言わない見守
り活動」や「サロンとは言わないサロン」「給食サービス
とは言わない給食サービス」が営まれているが、これら
の行為は助け合い活動として評価されることはない。そ
の数値化されない「つながり合い」による行為は、外的
な刺激に脆い。外的な刺激とは何か？それは制度やサー
ビスのような個別支援の仕組みである。「制度とつながる
と地域とのつながりが切れる」という話をよく耳にする。
せっかくの個別支援も「つながり合い」が壊れないよう
に供給しないと、本人を地域から孤立させてしまう孤立
支援になってしまう。支援の介入により「つながり合
い」が壊れてしまわないように、「地域で行われている助
け合い活動をどう再発見するか？」……ここで言う「助け
合い活動」とは先に述べた “ ホンモノの助け合い ” を意味
し、「再発見」とは、“ それに気付く ” ことを指す。
　地域住民の暮らしぶりに学ぼう！ホンモノの助け合い
という「お宝」を壊さないために。
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第３部パネル

防災活動をどう助け合い活動に結び付けるか
～助け合いマップの活用など～

■ 進行役
日本社会事業大学
社会福祉学部准教授

菱沼  幹男

経  歴  等

発言要旨

「助け合い活動の担い手が高齢化してい
る。新たな担い手、若い人たちに協力し
てもらうには、どうしたらよいか」とい
う声を各地で聞きます。担い手養成講座

を開催しても受講者の多くは既に活動している方々であ
ったり、あるいは募集のチラシを配布したり、ＳＮＳで
情報発信しても応募してくる方が少ないという声も聞こ
えてきます。
　いかに新たな担い手や若い世代の方とつながることが
できるか。そこで重要なキーワードとなるのが「防災」
です。災害は人を選ばず、誰もが直面することです。思
いがけず、自分や家族が助けを必要とする状態になるか
もしれません。一刻一秒を争う時、近くの方々の支えが
あったら、どれほど心強く感じられることでしょう。自
分や家族の命を守りながら周りにも目を向けていくこと
で、周りの人々も自分や家族に目を向けてくれる地域の
力が育まれていきます。
　このように防災活動は、自分や家族だけでなく自分が
暮らす地域に目を向けていくきっかけとなります。そし
て活動へ参加することによって地域の中で世代を超えた
つながりが生まれていく機会となり、また助け合いマッ
プ作りなどを通して支援を必要とする方々の存在に気が
つき、必要な配慮を学んでいく機会ともなります。
　ただし、地域の助け合いで何でもできるわけではあり
ません。ある自治会で災害時の対応を検討していた時の
ことです。自治会長さんは福祉専門職に対して「私たち
はどこまでやればいいのか。行政は住民に何をさせよう

としているのか」と強い口調で訴えていました。その自
治会では普段から熱心に福祉活動を行っており、支援を
必要とする人々に対する責任感と災害時に自分達ができ
ることの限界の中で悩まれていました。その場にいた私
は「まずは皆さんで無理なくできることを話し合っては
どうでしょうか。その上でどうしても難しいことがあれ
ば、それを専門職に伝えて一緒に対応を考えていきませ
んか」と話しました。災害時の助け合いは、住民だけで
なく専門職をはじめ多様な人々を含めて考えていくこと
が大事であり、専門職は本来的な役割として住民ができ
ないことを補っていく姿勢を大切に対応策を考えていく
ことが求められます。
　地域の助け合いがなぜ必要か。それは公的サービスが
できないことを補うためだけでなく、孤独や孤立、差別
や偏見、排除のない地域社会を築いていくためです。助
け合い活動によって支援を必要とする人と周りの人々の
関係が生まれ、相互理解が深まり、必要な配慮ができる
力が育まれていきます。
　その入り口としてこの分科会では「防災」に焦点をあ
て、長く住民活動に取り組まれてきた方々のお話を伺い
ます。いずれも素晴らしい実践を行ってきた方々です。
防災をテーマにして、いかに地域の多様な方々とのつな
がりを生み出しているか。そこから助け合い活動につな
げていくために大事にしていることは何か等、報告者の
実践に基づく英知からたくさん学ばせていただき、全国
の方々と一緒に取り組みを広げていけたらと思います。

社会福祉士・介護支援専門員・博士（社会福祉学）
狭山市社会福祉協議会、ＮＰＯ法人日本地域福祉研究所、高齢者デイサービスセンター
オリーブ生活相談員、大妻女子大学実習講師、文京学院大学助教等を経て現職
【現在の主な社会的活動】
・ＮＰＯ法人日本地域福祉研究所理事
・日本地域福祉学会理事・事務局次長
・日本福祉教育・ボランティア学習学会理事
・社会福祉法人杉並区社会福祉協議会理事

他に東京都、埼玉県を中心に行政の地域福祉計画や介護保険事業計画、社協の地域
福祉活動計画等の策定、進行管理に関わる。
また、千葉県の生活支援コーディネーター養成研修や、埼玉県上里町、徳島県北島
町、沖縄県嘉手納町等の生活支援体制整備事業のアドバイザーを務める。

※ H27～28年度厚生労働省生活支援コーディネーター指導者養成研修講師
【主な著書】・『コミュニティソーシャルワークの新たな展開』中央法規（編著）R1.4

・『コミュニティソーシャルワークの理論と実践』中央法規（編著）H25.1
・『地域福祉の理論と方法』ミネルヴァ書房（共著）H22.10
・『新 社会福祉援助の共通基盤』中央法規（共著）H21.4
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第３部パネル

大阪市立大学大学院
生活科学研究科准教授

野村  恭代

経  歴  等

大阪大学大学院人間科学研究科修了（人間科学博士）。専門社会調査士、社会福祉士、
精神保健福祉士。現在、大阪市立大学大学院生活科学研究科准教授兼都市防災教育研
究センター研究員。医療法人に勤務中、生活のしづらさのある人の住まいに対する
「施設コンフリクト」を知る。解決策が見出せないため自身で研究することに。著作に
『施設コンフリクト－対立から合意形成へのマネジメント－』（幻冬舎、2018年）など
がある。2018年10月からは、防災やつながりをテーマにした番組「ハートフルステー
ション」（YES-fm，毎週水曜日10:45～）のパーソナリティをつとめている。

発言要旨

「つながり」による防災を考える

〇　「配慮」とはなにか
　災害時の福祉的な配慮としては、一般

の避難所のなかに支援を必要とする人のブースを設ける
ことや、一般の避難所とは別に福祉避難所をつくること
などがあるが、「配慮」=「別の場所に隔離する」ことでは
ない。災害発生後、避難所での生活が長引き、そこで過
ごす時間が長くなるにつれて、なんらかのこだわりのあ
る人や突然大きな声を出す人、独り言を言う人に対して、
他の避難者から苦情が出ることがある。避難時や避難所
での生活が始まったばかりの頃は、あらゆる人が支え合
いながら生活をしていたものの、時間が経つにつれて、
生活のしづらさのある人を別の場所に移してほしいとの
要望がちらほら出始める。その結果、生活のしづらさの
ある障害者や高齢者は、本人が別の場所を希望していな
い場合であっても、一般の避難所とは別の場所に移動せ
ざるを得ないといった場面が見られることもある。

〇　平時のつながりが災害発生時に力を発揮する
　平時の生活においても、あらゆる人が地域のなかで生
活をする権利を持っている。また、あらゆる人が同じ地
域住民としてつながることが、地域の防災力を高めるう
えで必要なことである。これからの日本は、少子高齢社
会に加えて人口が減少の一途をたどる社会である。元気
なまま高齢者になる人ばかりではない。すべての人が年
を取り、いつかは高齢者になる。近い将来、家族だけで

生活のしづらさのある人を支援することには限界がやっ
てくる。地域住民がつながりながら、地域のなかで支え
あうということは、防災においてのみならず、平時の地
域社会にも求められることである。

〇　平時からの福祉的配慮
　普段から福祉的配慮について考えておくことも、大切
なことである。たとえば、妊産婦の方には、着替えや授
乳などの際、プライバシーを確保することのできる場所
を用意することや、電車のなかで席を譲ることなどが配
慮にあたる。認知症の高齢者の方には、声かけや挨拶、
ちょっとした変化を見逃さないなどの配慮をすることが
必要である。
　なお、避難所生活では、子どもへの配慮も忘れてはな
らない。昼夜逆転などに陥らないよう、生活リズムを整
えること、安全に遊べる場所や空間、時間を確保したり、
できるだけ話しかけ、スキンシップを図ることで安心感
を与えることも必要な配慮である。
　そして、これらは災害時にのみ必要なことなのではな
く、普段から必要な配慮でもある。災害に対応する力を
発揮できるかどうかは、平時の取り組み次第といっても
過言ではない。
　これからは、いつ、どこで、どのような災害が起こる
かわからない。いつ、自分たちの身の回りで災害が起こ
っても、冷静かつ適切な対応、そして人と人とのつなが
りを保ちながら支え合えるよう、普段から備えておくこ
とが重要なのである。
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第３部パネル

京都市春日学区
自主防災会会長

水嶌  順二

経  歴  等

一般社団法人京都設備事務所協会会長
有限会社設備設計ガイア代表取締役

昭和25年12月生まれ　立命館大学理工学部卒業
有限会社野子建築設備設計事務所代表取締役就任（平成7年）
有限会社設備設計ガイアへ社名変更

〔地域活動〕	
（昭和63年より）春日少年補導委員会委員・副支部長、上京少年補導委員会副会長、　
春日交通安全会会長、春日体育振興会会長等歴任
（現在）春日学区自治連合会会長、春日住民福祉協議会会長、春日学区自主防災会　
会長、春日防犯委員会会長

発言要旨

１．春日学区について
　春日学区は京都市上京区の東南端に位
置し、東は鴨川、西は京都御所に面して
おり、南北800ｍ、東西300ｍほどの比

較的小さな学区です。
　学区とは明治２年に上と下にそれぞれ地元自治組織住
民が番組小学校を設立（本年が150年）されたものであ
り、小学校を核として色々な自治運営が行われてきまし
た。その流れが今も残っている組織です。その後上京区
（創立140年）・京都市（創立130年）が設立されました。
　学区内には、幕末から明治維新にかけての史跡が多く
残り、祖父母より直接歴史的な出来事を聞いたお年寄り
もおられます。
　今は北には府立医大（付属病院）・東には京都大学
（大学病院）・御所を挟んで同志社大学又第二日赤病院
があり、環境的には申し分ない地域となっております。

２．学区活動について
　元会長の高瀬博章氏の提唱により、「自治・福祉・防
災」を三位一体ととらえ、学区連合会・住民福祉協議会 
・自主防災会のそれぞれ会長・副会長は同一の者が兼任
することとなっております。又、各種団体の長はボラン
ティア委員・自主防災会の役員を兼任する事にもなって
おります。
　そのことにより、それぞれの分野のみの活動ではなく、
春日の問題全てにかかわって組織の運営・常のボランテ
ィア活動・防災活動をスムーズに運ぶことが可能となっ
ております。
　尚、高齢者世帯（ボランティアにて確認）、消火栓・防

火水槽・防災機材庫等の表記を行った「春日学区福祉防
災地図」（2年毎に更新）を作成し、全戸配布しています。

３．防災活動について
　常の活動として、学区防災委員会（他の学区には組織
が確立されてません）が各町内会をいくつかのグループ
に分けて、毎年防災集会を消防署・消防団の協力を得て
実施しております。
　又、何か事が起こった場合に対応できるように、マン
ション等の高層建物に対して「はしご車」を実際に作動
させて問題がないかの確認、寝たきり高齢者に対しては
救出訓練を行っております。
　そして年1回ですが、特に大災害を想定した学区自主防
災訓練を行い、避難所立ち上げや、情報伝達訓練等を行
い、自分たちがまずできること、そして町内に対してで
きること、学区全体に対してできることを自覚してしっ
かりとした行動をとる訓練を行っております。

４．その他
　平成22年度より「春日まちづくり委員会」を立ち上げ、
学区内の空家に対して情報の整理・マップ作成・所有者
への協力依頼・空家活用の提案等を行っております。
　そのことにより、犯罪・火災・不審者等の諸問題を解
消していくきっかけとなっております。

　結びになりますが、防災に対してどのように対処する
かではなく、常日頃から子供からお年寄りまで地域の
方々の安心安全をどの様に守っていくかということを考
え、日々の活動を行っていくことが大切な事と考えます。
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経  歴  等

豊中市刀根山校区福祉委員会
会長

仲  峰子

発言要旨

　刀根山校区防災・福祉ささえあいづく
り推進事業の目的は、災害時に自ら避難
することが困難で避難支援を必要とする
方々（避難行動要支援者）を地域で支援

することである。また、刀根山の安否確認の基本方針は
「個人情報よりも人の命を最優先」で、高齢者・弱者に
やさしい刀根山を目指している。
　刀根山校区独自で要支援者の方を「要

かなめ

さん」、支援者を
「見守りさん」と呼んでいる。これは地域の要さんを中
心として顔の見えるもの同志が助け合えることを願って

名付けたものである。また、図上訓練や防災訓練などを
行う際に、「訓練を訓練と思わず、まず家から出て自治会
緊急避難所へ避難してください。一つしかない命を大切
に !!」と伝えている。
　時間帯も夜間訓練など様々な事態を想定して実施して
いる。
　行政や社協に言われたから、動いているわけではなく、
自分たちの活動のなかに様々な専門職を引きこんで活動
展開をしている。

平成25年4月　刀根山校区福祉委員会会長
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竹の台地区防災・
防犯福祉コミュニティ会長

浜  尚美

経  歴  等

1995年、阪神・淡路大震災の時は妊娠4カ月、震災後は保健所職員として被害の大き
かった長田区の避難所を回り、食料やトイレなどの衛生指導を行う。
2004年、阪神・淡路大震災の体験を元に作られた防災対応ゲーム「クロスロード」に
出会い、神戸市職員有志で「神戸クロスロード研究会」を設立。震災の教訓を伝え、防
災に役立てる活動を行っている。また、震災以外のリスク〈子育て・環境・まちづく
り・地域活動等〉に関するクロスロードの設問の開発や、実践も行っている。
2006年から神戸市西区の竹の台防コミの活動に携わる。2017年から会長。

発言要旨

1．はじめに
　神戸市西区竹の台地域は、三宮から地
下鉄で30分、西神中央駅を中心とした西
神ニュータウンに属しています。1985年

のまち開きから34年経ちました。約9000人、3800世帯
が住んでいます。高齢化率は30％、急速に進んでいます。
　計画された街区では商業施設や公共施設が徒歩圏内に
あり、道路や歩道も広く、緑も多い、生活しやすい環境
が整っています。
　一方、自治組織の活動は低調です。7つの自治会、12
の戸建て住宅管理組合・管理会、6つのマンション管理組
合があります。自治会加入率は比較的高いものの、活動
は必要最低限。小中学校には保護者組織がなく、子ども
会も解散又は活動を休止中です。

2．竹の台地域委員会
　自治会や行政系の団体（民児協、青少協、老人会等）、
ＮＰＯの代表者が委員となってまちの福祉と交流活動を
行う「竹の台ふれあいのまちづくり協議会」が1992年に
設立されました。2003年から始まった「竹の台ふれあい
まつり」をきっかけに、地域活動にさまざまな人が関わ
るようになります。2010年、活動内容に「自治」も加え
て「竹の台地域委員会」に改組しました。2013年には収
益事業を行う「ＮＰＯ法人たけのコム」を立ち上げまし
た。現在は「竹の台５か年計画」に基づいて、まちの活
動を行っています。

3．竹の台地区防災・防犯福祉コミュニティ （竹の台防コミ）
　阪神・淡路大震災後、神戸市では小学校区単位で自主
防災組織「防災福祉コミュニティ」が結成されました。
竹の台でも1999年に、竹の台ふれあいのまちづくり協議
会の防災・防犯部会として設立されました。2016年から
の「竹の台5か年計画」に基づき、「竹の台地区防災計
画」を策定、2016年に神戸市地域防災計画の中に規定さ

れました。現在その計画に基づいて一斉避難訓練などを
実施しています。また、西神ニュータウンの６つの小学
校区の防コミが連絡会を作り、合同で訓練を実施してい
ます。

4．私と地域（防災）活動
　児童館の保護者会代表として、2003年から始まった
「竹の台ふれあいまつり」に携わりました。その後、「リ
スク・コミュニケーション」に興味を持ち防災啓発活動
を行っていたところ、防コミ活動に携わることになりま
した。さまざまな団体や学校と連携して防災イベントや
ワークショップを行って、住民の防災意識、特に、災害
に対する主体性を高める活動をしています。

5．防災活動とまちづくり
　阪神・淡路大震災では、多くの命を助け守ったのが近
隣コミュニティでした。何かあった時に「あって良かっ
た」と思うのが近隣コミュニティ。しかし、普段はその
効果がわかりません。「自治会に入るメリットは？」「会
費を払っている効果は？」、ないのなら入っている意味が
ないと脱会する人も後を絶ちません。
　しかし、まちで安心・安全に暮らして行くには、住民
同士がお互いに気にかけあうことが一番「低コスト」で
「効果が高い」のではないでしょうか？　その普段が、
イザと言うときに命を救うことになるのです。
　防災活動だけでなく、全ての地域活動が防災につなが
ると考え、人々が出会い、活動し、意見を交換する場を
様々な局面で作っています。また、住民同士がお互いに
知り合いになる場である自治会活動をサポートすること
も重要だと考えています。
「近隣コミュニティは一日にしてならず」。継続した活動
と、活動を継続できる民主的な組織運営を行い、「竹の台
を一つの家族に」していきたいと考えています。
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特に大都市部において地域により助け合い活動創出の可能性や手法に
大きな差異がある場合に、助け合い創出の戦略をどう立てるか

発言要旨

　大都市部においては、その人口規模の
大きさや特有の閉鎖的な生活環境など、
面として地域のつながりをつくることを
主眼に置いた場合、どちらかといえばデ

メリットが大きく、極めて難しい状況があると考えられ
ます。
　この分科会は、そのような前提で「大都市部における
助け合い創出」について、登壇者の意見を伺い参加者と
ともに考える機会とします。登壇者には現場で実践を重
ねてこられた３つの自治体の関係者にご協力をいただく
ことにしています。
　まず、群馬県高崎市からは、圏域ごとの特徴を生かし
ながら「やれるところからやっていこう」という共通理
解で進めている第２層協議体の取り組みについて、具体
的に紹介していただきます。
　また、東京都板橋区からは、区の大プロジェクトの中
で、行政と社会福祉協議会の関係者が住民とともに体制
整備事業の理解を深め、現在は編成された協議体が地域
活動の実践者などと連携し、地域性を活かした取り組み
を展開している様子をご紹介いただきます。
　さらに、新潟県新潟市からは、居場所を基盤とした地
域ネットワークの活用の仕方と、その環境から創出され
る地域の助け合いについて、現場の状況をご紹介いただ
きます。

　登壇する３自治体はそれぞれ、高崎市が37万人、板橋
区が54万人、新潟市が81万人を超える大都市です。し
かしながら、いずれも住民が自発的に関わり主体的な活
動が展開されています。
　登壇者の経験に基づくお話の中で、大きな人口規模で
あるにもかかわらず共通する基本政策を操りながら、そ
の枠の中で多様な各地域のニーズに対応できる取り組み
方を試行錯誤しつつ考案している状況を伺い、地縁組織、
団地自治会、居場所などをキーワードに、助け合い創出
の可能性を探りたいと考えています。
　
　また、この分科会ではルーテル学院大学名誉教授の和
田敏明様にアドバイザーとしてご協力いただくことにし
ています。豊富なご経験と幅の広い知識から、論点の整
理とともに要点をご指摘いただき、適宜、全国の事例の
ご紹介を含め、アドバイスをいただきたいと考えていま
す。
　
　スケールの大きいテーマですが、あえて現場の実態に
視点を置きながら意見を交換しますので、豊富な地域資
源をメリットとして捉えながら、住民の目線から「大都
市部における助け合い創出」の可能性の大きさを、会場
全体で共有したいと考えています。

■ 進行役
公益財団法人
さわやか福祉財団

長瀬  純治
◎第１部パネル  分科会３
　にも登壇

経  歴  等

公益財団法人さわやか福祉財団　新地域支援事業担当リーダー
社会福祉士

さわやか福祉財団の担当リーダーとして、これまで「北関東」「東海」「四国」のエリア
を中心に、新地域支援事業の推進に協力した市町村は170を超える。こだわりは現場の
視点。研修の講師や戦略会議におけるアドバイザーといった机上の取り組みだけではな
く、行政や社会福祉協議会、地域包括支援センターなどの関係者とともに、協議体の編
成に向けた住民との意見交換や、実際に活動を始めた協議体への参加など、現場におけ
る助け合い創出に向けた支援も積極的に行っている。その他、「助け合いでできること
の研究（2017年6月）」「政令指定都市における生活支援体制整備事業の現状とあり方
に関する調査・提言（2018年5月）」「広域連合における生活支援体制整備事業の取り
組み実態に関する調査研究業務基礎調査報告書（2019年3月）」など、財団の研究業務
の担当者として現場で生じる様々な課題の解決に向け、前向きに取り組んでいる。
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■ アドバイザー
ルーテル学院大学名誉教授

和田  敏明　

◎第１部パネル  分科会5
　にも登壇

経  歴  等

ルーテル学院大学コミュニティ人材養成センター所長
社会福祉法人東京聖労院理事長

全国社会福祉協議会で社会福祉研究情報センター所長、高年福祉部長、地域福祉部
長、全国ボランティア活動振興センター所長、理事・事務局長、ルーテル学院大学大
学院社会福祉学専攻主任教授などを歴任、地域福祉や福祉への住民参加の実践推進と
研究を行ってきた。現在、厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の推進に関する検討
会」構成員、全国社会福祉協議会「生活困窮者自立支援制度人材養成研修企画・運営
委員会」委員長などを務めている。日本地域福祉学会名誉会員、日本福祉教育・ボラ
ンティア学習学会名誉会員

発言要旨

　大都市部では、多様な意見や価値観を持つ人々、多くの社会資源、様々な活動団体などがあり、共通
の目標を決めたり、活動の計画をたて、協働して推進に取り組むのは容易ではありませんが、有効な方
法としては「計画手法」があげられます。さらに、大都市部においても、都市化が進んでも、程度の差
はあるが、地域社会の住民の助け合う共同生活はなくならないし、維持しようとしたり、作ろうとする

動きも多くみられます。地域に住んでいる人々に加え、他の地域から通ってくる昼間住民の参加、企業、商店、大学、
学校などとの協働を進めることにより、地域の取り組みが重層化し、活性化し、厚みを増すことができます。
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　高崎市は、人口37万人の中核市であ
る。本市は平成18年から21年にかけて
６町村と合併して現在の規模の自治体と
なったが、合併町村の中には高齢化率が

45% を超える地域や18% を下回る地域が存在しており、
要介護率も開きがある。このような特性を背景に必要と
される支援、支え合いの活動もぞれぞれ異なることを
念頭にした第２層協議体編成に取り組んできた。本市
では平成27年度より生活支援体制整備事業の取り組み
をスタートさせてきたが、市内全域の第２層協議体発足
を先行して行い、地域包括支援センターの圏域を基本
にした26の第２層協議体を３ヵ年という歳月を掛けて
発足させてきた。第２層協議体を発足させた後に第１層
協議体が平成30年度に発足した。事業開始年度の27年
度は地域づくりに実績のあるキーパーソンが仕掛け役と
して６地区（28年度に７協議体へ）、その後28、29年
度は地域包括支援センターが仕掛け役となってそれぞ
れ13地区、６地区と第２層協議体が発足した。第２層
協議体発足に向けた戦略会議を行い、地域包括支援セ
ンター、社会福祉協議会、第１層ＳＣ、行政の意識合わ
せを重点的に行ってきた。本市では、圏域ごとの特徴を
生かしつつ第２層協議体を発足させてきた。手法の１つ
として大づかみの勉強会による２層の編成が挙げられる。
仕掛け役から、必要だと思われる関係者に対して声を
かけ、制度説明やワークショップ形式での勉強会を複

数回開催し、結果的に「地域のことを考える、志のある
人」が自らの意思で残り各協議体の構成員となってい
る。２つ目の手法は、既存の組織である地区社協を活
用し、地区社協以外のメンバーで、さらに地域に必要
だと思われる人たちを加えた編成である。３つ目は、区
長・民生委員のＯＢが中心となり、各自治会から１人ず
つメンバーを集め、地域ニーズを得るために必要な人
材を入れ、２層協議体を発足させる手法である。
　圏域ごとの特性を考慮して編成された計26か所の第
２層協議体では、民間企業の経営者や子ども園の園長、
障害福祉に関わる事業所の管理者など、地域共生を進
める上で高齢、子ども、障害、地域社会など様々な活
動の背景をもつ住民たちがメンバーとなり多様なネット
ワーク構築・情報共有が行われている。地域性は異な
るが、各第２層協議体は共通して「出来ることから」を
合言葉に話し合いや取り組みを前向きに進めてきた。協
議体の機能である情報共有を、月に１回程度の会議で
行い、会議が終わって２層協議体から離れてメンバー
達が各自の活動に戻り、情報を各自の活動へ伝えていく
ことで、自分達の活動に生かしたり、活動同士の繋がり
が生まれている。また、第２層協議体の取組みを、２層
メンバーだけではなく、メンバーと繋がりがある、既存
の組織と連携・連動したり、必要があればネットワーク
を構築しながら、自分達で支え合いの活動を創出した
事例も出てきつつある。

経  歴  等

平成24年高崎市役所入庁
同29年福祉部長寿社会課地域包括支援担当に配属、生活支援体制整備担当となる。
同30年第１層生活支援コーディネーターを兼ねる。
今年度より生活支援体制整備事業主担当

担当業務は生活支援体制整備事業主担当（第１層生活支援コーディネーター、第２層
協議体地区担当を兼ねる）、一般介護予防事業担当（高齢者の居場所運営事業）、地域
ケア会議事業担当、認知症施策推進事業担当

高崎市福祉部長寿社会課地域
包括支援担当

徳江  俊一　

発言要旨
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新潟市福祉部地域包括ケア推
進課主幹

金子  和雄

経  歴  等

1995年4月	 旧新津市役所に入庁　教育委員会中央公民館へ出向
	 市民大学や教養講座、成人式、美術展覧会などを担当
1999年4月	 市民窓口課（2007年3月より秋葉区役所区民生活課）に配属
	 住民基本台帳事務、戸籍・外国人登録事務を担当
2009年4月	 秋葉区役所健康福祉課に配属
	 生活保護を担当
2012年4月	 市民生活部広聴相談課に配属
	 市長への手紙や市民対話集会などの広聴業務を担当
2017年4月	 福祉部地域包括ケア推進課に配属され、現在に至る
	 主に日常生活支援体制整備事業を担当
	� お年寄りから子供まで、障がいのある人もない人も気軽に集える通いの

場である「地域の茶の間」を土台に、地域に支え合いの地域づくりを広
げていくことを進めている。

発言要旨

　地域包括ケアシステムにおいて、「生活
支援」と「介護予防」は、専門的なサー
ビスである「医療・看護」「介護・リハビ
リテーション」「保健・福祉」の土台とな

ると位置づけられている。
　新潟市では、子どもから高齢者まで、障がいの有無に
かかわらず、誰もが、それぞれの生きがいや役割を持つ
ことで、自発的な参加意欲が生まれる「地域の茶の間」
を土台として、支え合う地域がつくられ、さらに一人ひ
とりの介護予防や健康寿命の延伸につながることを目指
している。
　市内に500か所以上ある「地域の茶の間」は、単に通
いの場という事だけではなく、様々な社会資源とつなが
ることで「社会性のある居場所」としての機能を持ち、
そこに参加することで地域とつながる。そうした居場所
で築かれた関係性から、助け合い活動につなげていこう
という本市の取り組みについて紹介する。
　新潟市が目指す地域像として、「『困ったときは助け
て！』と言える地域」を目指している。ただ、たとえご
近所さんでも、本当に心を開いて、悩み事を打ち明けら
れる関係性がないと、困ったときに素直に「助けてほし
い」と言えないのではないか。地域の茶の間に通い、そ
こでお茶を飲んでおしゃべりをし、居心地の良い時間を
過ごすことにより築かれた関係性から、日常生活上のち
ょっとした「困りごと」を相談し合い、お互いができる
ことで支援する、「お互いさまで助け合う」ことにつなが
れば、それが助け合い、支え合う地域づくりにつながっ
ていくことを期待している。

　新潟市で平成26年に設置した「地域包括ケア推進モデ
ルハウス　実家の茶の間・紫竹」は、「地域の茶の間」の
創設者である河田珪子さんが運営していた「うちの実
家」の再現を依頼し、運営は、河田さんが代表を務める
任意団体「実家の茶の間」が行い、家賃や光熱水費など
は市が負担をする、住民と行政の協働運営の形をとって
いる。
　河田さんが長年蓄積してきたノウハウを実践する形で
披露し、地域やほかの茶の間へ波及することを狙いとし、
年間約6,000人の参加者があり、また、多くの他市町村
の行政・福祉関係者などが視察に訪れている。
　昨年度からは、生活支援のマナーや手法を学ぶ「助け
合いの学校」を開講し、地域で生活支援の担い手を養成
している。また、「実家の茶の間・紫竹」を拠点とした有
償助け合い活動「お互いさま・新潟」を開始し、「助け合
いの学校」の修了生が、活動を通じてより実践的な技術
や手法を学んでいる。
　このように助け合いが広がる環境を整備する一方で、
各地域の特性は異なり、各区に設けた居場所の機能や有
償ボランティアの内容も様々である。そのため、「助け合
いの学校」の重点の置き方は地域ニーズに応じた内容に
なっている。
　今後は、生活支援コーディネーターが中心となって、
地域で助け合いの学校を開催し、地域の意識醸成と、生
活支援の担い手となる住民の養成も行い、地域がお互い
さまの意識で助け合い、支え合う気風を市内全域に広げ
ていく。
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　板橋区では、平成28年度より第2層協
議体の設置について段階的に着手し、平
成31年1月に、全ての日常生活圏域
（18地域）において第2層協議体の設置

が完了しました。
　板橋区が考える本事業の大きな狙いは、「地域づく
り」です。どのような「地域づくり」かというと、「①
地域の高齢者が支え合い活動等へ社会参加することを
促すこと」、「②地域をあげて地域の支え合い活動等を
充実・強化・創出すること」、「③その地域ならではの支
え合いの仕組みづくりを推進すること」の3つを目標と
して、それぞれの地域の特性にあわせた取り組みを進
めています。

　協議体を立ち上げる際には、板橋区と社会福祉協議
会が協働して、地域づくりセミナーや準備会を複数回
開催し、地域の住民に制度や取り組みへの理解を深め
てもらうとともに、参加者と一緒になって、この地域の
協議体のつくり方や構成メンバーなどについて話し合い
ました。
　準備会の終了後までに協議体の立ち上げに至らない
場合は、準備会を追加で開催したり、プレ協議体という
形で、ひとまず一旦お試しでやってみたりする地域も中
にはありましたが、このような過程を経て、全地域での
第2層協議体の設置が完了しました。

　板橋区では、第2層の生活支援コーディネーターの選
出は、協議体の設置前にあらかじめ決めておくのではな
く、協議体が設置された後、協議体のメンバーや地域
の人材等から、互選で決めています。配置の仕方は地

域特性に合わせて様々で、地域住民が複数人で担って
いる地域が多いことが特徴的です。

　3年間かけて順次協議体の立ち上げを行ってきたため、
設置したばかりの地域では、まだ制度の理解や新しい
取り組みになお時間を要している地域もありますが、事
業開始当初に立ち上げた地域では、様々な形での支え
合い・助けあいの活動が進んでいるところも出てきてい
ます。
　ある地域では、協議体での情報の共有を進めて行く
中で地域の資源を把握し、自分たちで取材した支え合
い活動等の情報をまとめた情報誌や地図を発行、そし
て協議体のメンバーだけではなく協力者も一緒になって、
地域内に配布を行いました。
　これにより、協議体の協力者が増えたり、それぞれの
支え合い活動等に新たに高齢者が参加したり、活動等
が少ない地域が判明する等の変化が見られました。
　他にも、地域のニーズを把握するためのアンケートを
実施し、地域の困りごとの把握と同時に活動の担い手探
しを行っている地域や、各地域活動の団体と協力して支
え合い活動の体験や PR 等を行うイベントを開催して、
高齢者の社会参加を促した地域もあります。

　このように、地域住民が主体となった様々な形での
支え合い・助けあいの活動が進んできています。今後
も、各地域との連携・協働を通じて、住民中心の支え
あい・助けあいの地域づくりを進め、「年を重ねても安
心して住み慣れたまち（地域）に住み続けること」がで
きる板橋区の実現を目指していきます。

経  歴  等

昭和53年9月10日　川崎市生
平成14年4月　東京都板橋区に入庁
平成14年4月～平成21年3月
企画部ＩＴ推進課（現 政策経営部ＩＴ推進課）福祉情報システム係に配属される。区
の福祉情報システムに関する、プログラム開発・システム運用に携わる。
平成21年4月～平成26年3月
危機管理室防災課防災計画係（現 危機管理室防災危機管理課危機管理グループ）に着
任。防災行政無線のデジタル化や職員参集安否確認システムの導入等、各種防災シス
テムの構築・運用に携わる。
平成26年4月～平成30年3月
教育委員会事務局庶務課経理係（現 教育総務課計画係）に着任。区における中・長期
的な教育の指針となる「板橋区教育ビジョン2025・いたばし学び支援プラン2018」
の策定に携わる。
平成30年4月～現在
現職に着任。区の「地域包括ケアシステム（板橋区版ＡＩＰ）」の推進に携わる。ま
た、生活支援体制整備事業の担当係長として、事業の運営を行う。

板橋区健康生きがい部
おとしより保健福祉センター
地域ケア推進係長

内田  岳史

発言要旨
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地域の中高年男性をどう助け合い活動に引き込むか

発言要旨

定年後の男性の社会参加

　これまで男性たちは地域活動には出て
こないと言われ、私たち支援者にとって、

地域活動への男性の参加は大きなハードルでした。しか
し、今考えてみると、それはこちらの「仕掛け」が足り
なかったのではないか。この分科会では全国の男性が輝
く事例を通じて交流していきます。
　私がこの3年豊中あぐり（都市型農園による地域の担い
手づくり）の活動をしてきて分かってきたことは、地域
の中での役割がはっきりして目に見える成果が上がって
いけば、男の人たちはとても前向きに、能動的に動いて
いかれるということです。
　たとえば、男性たちが力を合わせて農業をすることで
野菜ができ、その野菜を使ってコロッケや焼酎を作った
わけですが、やったことが形になっていくことで、ワク
ワク感が生まれる。さらに、作った野菜が子ども食堂に
運ばれて調理され、地域の子どもたちに食べられたり、
地域の朝市で売られて、みんなに喜んでもらえる。多く
の人たちに感謝されることでやりがいや生きがいが生ま
れます。かつて、女性たちが地域で家族以外の人たちに
食事サービスを行いみんなから感謝されたのと同じよう
に、男性は自分たちのフィールドで役割を果たして社会
的にほめられる。この活動を通じて新しい支えあい、循
環が生まれているのかなと思います。
　すべての人に居場所と役割が必要ということなのだと
感じています。

　豊中あぐりのメンバーは、高度経済成長を支えた団塊
の世代以上の、定年退職後の男性たちです。サラリーマ
ンだった現役時代は、生活をすべて企業に捧げ、家には
寝に帰るような生活です。その人たちが定年ということ
で一気に企業コミュニティから卒業させられ、地域コミ
ュニティに放り込まれたとき、どこでどういうふうにつ
ながればいいのか、その道筋が今までほとんどなかった
んですね。
　男性たちが戸惑うのも当然でした。そこに、役割や居
場所をもう一度考えていこう、もう一度ふるさとを作ろ
うということで、この活動が始まりました。豊中には農
地がないからこそ、都市型の共有地を作って農業でつな
がっていこうという挑戦が、豊中あぐりなのかなと思い
ます。
　市民農園はこれまでもありましたが、やはり人とつな
がる機会がなかったんですね。野菜を作るのが上手な人
が、１人だけで作っていると、余り物は腐らせてしまうけ
ど、みんなで作ればみんなにそれぞれ特技やアイデアが
ありますから、余った野菜を加工してコロッケなどの商
品を作ることができたり、ＰＲがうまい人がブログに出
す。それぞれサラリーマン時代の特技や長所を生かすこ
とで、活動の幅が総体として広がっていったと思います。
もともと会社人間だった人たちですから、会社から卒業
した後に、新たな経済活動の中に参加しているかのよう
な面白さを感じていらっしゃる方もいるように思います。
　この分科会では、男性が地域で輝くヒントを学んでい
ただけると思います。

■ 進行役
社会福祉法人豊中市社会福祉
協議会福祉推進室長

勝部  麗子
◎第2部パネル  分科会22
　にも登壇

経  歴  等

1987（昭和62）年入職以来、ボランティアセンター、小地域福祉ネットワーク活動、
当事者組織など、地域組織化や地域福祉活動計画に携わる。2004（平成16）年度より
始まった、大阪府地域福祉支援計画のコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）設立
事業の一期生となる。
現在は、ＣＳＷとして制度の狭間の課題を解決するプロジェクトの立ち上げ等に取り組
んでいる。また、厚生労働省社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する
特別部会に委員として参加。
2014（平成26）年4月から放映のＮＨＫドラマ10「サイレントプア」のモデルとな
り、同ドラマの監修を務めた。7月には「プロフェッショナル仕事の流儀」に出演。
2016年厚生労働省地域力強化検討会委員として参加、2017年より厚生労働省社会保障
審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」委員として参加。
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おやじの会「いたか」世話人
健康生きがいづくりアドバイ
ザー

大下  勝巳

経  歴  等

1982年、40歳の時、川崎市教育委員会主催の「父親家庭教育学級」に参加。
隔週土曜夜10回の講座修了後、受講生有志でおやじの会「いたか」を立ち上げ、サラ
リーマン生活の傍ら地域活動を始める。現在、市内5区6団体で「川崎おやじ連」を結
成し、行政との協働事業を行う。05年度～07年度、初の民間出身政令市区長として川
崎市宮前区長を務めた後、09年度～16年度ＮＰＯ法人かわさき創造プロジェクト代表
理事。現在、理事として市教育委員会委託「地域の寺子屋事業」コーディネーターを
務め、平成29年度「地域学校協働活動」推進に係る文部科学大臣表彰受賞。健康生き
がいづくりアドバイザーとしてシニア世代の社会参加支援と健康・生きがいづくり活動
を推進。川崎市介護予防いきいき大作戦戦略会議委員。川崎市社会福祉功労者表彰
（市長表彰）受賞。一般社団法人シニア社会学会会員。共著（分担執筆）「新しいボ
ランティア 広がるネットワーク」（96年）、「働き盛りは生きがいづくり」（97年）、「余
暇の新世紀～ポストモダンのライフスタイル～」（02年）。

発言要旨

１）川崎に移り住んで40数年になります
ので、今でこそ川崎市民といえますが、
かつて40代、50代の働き盛りのころは
「川崎都民」と言われていました。早朝

に家を出て、東京の職場で働き、残業の後は居酒屋に立
ち寄って、夜遅く家に帰る。この繰り返しで、家庭や地
域はほったらかしでした。子供たちもまだ小さく、普段
一緒にいる機会もない。たまに顔を合わせると「アッ、
お父さん、いたか！」と驚く。そこで、ぼくらのおやじ
の会は「いたか」というのですが、いまでは「まだ、い
たか！」と言われています。そうです、まだいるんです。
エイジングインプレイス。いつまでも、住み慣れた地域
で、地縁の仲間と暮らしていきたい。そのためには、川
崎市民として、地域社会の一員として、何をどうすれば
いいのか。サラリーマンの場合、定年になって職場を離
れた後は、地域で生きていくわけですが、独りでは生き
ていけない。地域における「居場所」と「仲間」と「出
番」を確保することが大事です。
　私の場合、先ほど言いました「おやじの会」が私の地
域ライフの基盤となっています。「居場所」と「仲間」と
「出番」を造ってくれています。会員十数人。月例会で
は、地域で活動する色々な分野の方を講師としてお呼び
してお話を聞き、つながりを深める。地域活動としては、
子どもたちを相手に昔遊び・手作り工作、町の歴史を訪
ね歩く「歴史散歩」、小さな畑を借りて野菜づくり等。
２）川崎市は人口150万人。７区のうち５区に「おやじ
の会」が６団体あり、ネットワーク「川崎おやじ連」を
結成。月に一度集まって情報交換会を行うとともに年２
回、お正月と夏休みに行政と協働して市民ミュージアム
を会場に、昔遊び・手作り工作のイベントを開催。　
（おやじたちの世代は、 60代～70代。40代・50代の現
役時代から活動している。おやじの会「いたか」http://
www5e.biglobe.ne.jp/~itaka/）
　イベントへの参加者は、小学生と未就学児童が約200

人、保護者が約150人。出し物は、【手作り工作】凧作り、
羽子板作り、かるた遊び、バルーンアート、 獅子舞体験、
折り紙ヒコーキ、だるま落とし、ピンボールゲーム。【昔
遊び】ベーゴマ、独楽回し、メンコ、竹けん玉、竹ぽっ
くり、パタパタ。　　
★おやじたちは、子どもたちから地域の「居場所」「仲

間」「出番」を得て、生きがいを感じながら、共に支え
合う関係づくりを楽しんでいる。

３）　閉じこもり高齢者の実態（厚生労働省）
・生きがいがない、　・社会的な役割がない、　・親しい
友人などいない
　　　　 ⇦

４）①「出番」をつくる。
　その人の得意な事・出来る事・好きな事、やりたい事
は何か？　とことん話し合って、その人の出番をつくる。
【例】＊コマ回し：小学校で、独楽回しを教える。子ど
もたちが回せるようになって大喜び、後日、礼状が来る。
「こまのせんせいへ、ありがとう。またきてね！」。出番
を得て「子どもたちのお役に立った、やってよかった」
という達成感、やりがい、生きがいにつながる。
【日野原重明先生】
 ★「生きがいは心の健康にとって不可欠」
 ★「誰かのお役に立ったという喜び」～社会的な役割　
　　～健康生きがい学会～
　　②「居場所」と「仲間」ができる。
　　居場所とは人のつながり、地縁。
　�　子どもたちを喜ばせるために、親父が集まって話し

合う�仲間づくり
５）支え合いはお互いの健康と生きがいづくりにプラス。
　諏訪中央病院名誉院長　鎌田實先生の講演タイトル
　�「人のために何かをすると、思いやりホルモンが出て、

老化を防ぎ、血管の若さを保つ」（私が理事を務めるＮ
ＰＯ法人で平成25年にご講演いただいた）
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特定非営利活動法人
ふれあい天童理事長

加藤  由紀子
◎第1部パネル  分科会9　
　にも登壇

経  歴  等

発言要旨

助け合いに男性の参加者を

　1992年、スタート時のふれあい天童
は、核になる5人と中高年女性30人程で

活動を始めた助け合いの会でした。当時は障がい者大会
終了後の後夜祭を担当した社団法人天童青年会議所（以
下天童ＪＣ）の方々は「福祉を学びたい」と、さわやか
福祉推進センター（現さわやか福祉財団）に堀田先生を訪
ねて、福祉の中身をいかにして具現化するかの指針をい
ただいたそうです。その際、天童には在宅福祉を始めた
ふれあい天童の加藤由紀子がいるので、つながってはど
うかとのお話をいただいたそうです。その後はずっと一
緒に考え、必要に応じて行動を共にしています。

天童ＪＣとの活動の一例
・安心して住み続けられる町づくりフォーラムと連続講

座
・毎年の知的障がい者施設での餅つき交流会
・天童ＪＣメンバーがふれあい天童の会員になり、生活

支援や援助を伴う外出支援活動を行う
・福祉研究会の共催
・福祉映画を見る会の共催

　上記のような活動を天童ＪＣはいつもふれあい天童と
共に、前向きな行動をお願いしています。

　次に、一般男性が日常的に活動へ参加するケースにつ
いて述べます。

●ふれあい天童の活動に夫婦で参加いただいていた方が
いました。ふれあい研修を終了した時からボランタリー
な心が広がり、利用の高齢者や病弱な方の生活のあり様
がいかにすれば良くなり、安心できるかと考えて行動し
ていただけるようになるなど、2人の在宅で安心した暮ら
しづくりへの心配りには脱帽です。
●警察官を退職された方は、外出支援やつながりづくり
に精力的に行動し、活動から得た沢山の学びを喜びとし
て、子供との関わりの活動や、地域づくりにも本腰を入
れるようになりました。
●地域の一流企業で経理を担当されていた方は、さわや
か福祉財団が主催した映画会にスタッフで参加された時、
福祉に開眼し、その後すぐに私たちの活動に参加いただ
き、外出支援や話し相手、困りごと相談など、積極的な
ふれあい活動に取り組みました。そして、地域の公民館
の会計としての活動にも手を広げておられ、その積極さ
は地域の方の驚きでもありました。
●地域づくりの活動からふれあい天童の助け合い支援に
参加する活動者が徐々に増えており、どの男性参加者に
も運営する側の感謝の気持ちがうまく伝わるように心が
けています。
　私は地域の福祉の意識の高まりや、ご近所互助の広が
りが絶対に必要だと思っています。地元の地域づくり委
員会で福祉を考えたり、行動するための学びを是非取り
入れて欲しいものと思っていました。ですが、各町内か
ら選ばれた委員で構成された地域づくり委員会に関心の
ある住民が関わる道がありませんでした。何とか扉を開
いていただいて参加し、地域に貢献したい方も沢山いま

昭和44年から15年　中学校教員
昭和55年より12年間3人の子育てと同居の夫の両親と同居の夫の叔父夫婦4人の介護に
専念
平成 4年	 介護終了　活動開始（ふれあい天童）　さわやか福祉推進センターで学ぶ
平成 6年	 さわやか福祉推進センター　インストラクターに任命を受ける
平成 7年	 山形県互助型福祉連絡会設立（県単位の組織は全国初の民間福祉協議会）
平成12年	 居場所活動開始（高橋勇さんより提供）
平成13年	 ＮＰＯ法人格取得
平成13年 1月	 居場所　の～んびり茶の間開設（毎日型）
平成17年 9月	 内閣府より社会参加賞受賞
平成17年11月	 毎日新聞社より毎日介護賞　グランプリ受賞
平成17年11月	 アフラックより100万円をいただく
平成18年　現在地に事務所およびの～んびり茶の間移設
平成28年　新総合事業Ｂ型（生活支援通いの場）・Ｄ型認定
（公財）さわやか福祉財団理事　及び　インストラクター
山形県社会福祉審議会委員、山形県地域福祉策定委員、山形県民生児童委員推薦委員、
山形県児童福祉専門委員、山形県社会福祉法人施設整備協議会委員、山形県共同募金
会評議員及び配分委員、天童市社会福祉協議会理事、天童福祉厚生会理事、社会福祉
法人睦会ラ・フォーレ監事
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したので、是非、“ 公募 ” をつくり、道を広げて欲しいと
提案したところ、次年度から希望者は誰もが参加できる
ようになりました。
　初年度の応募者は私一人でしたが、2年目からは10人
を超える一般の方（その半数が男性）が参加し、活発な
意見が出て行動につながりました。地域づくり委員会に
は公募で参加した方にキラリと光る人が多く、各地で行
われる研修会やフォーラムに誘って研鑽を積んでいただ
いています。その体験から居場所や、人材育成の場所が
生まれました。福祉活動や、学びの場に出会うと「何歳
になっても進化し、力がつく事」に仲間として感激を覚
えます。

　おわりに、かねてより市内のリーダー養成を住民主体
でやってみることが必要だと、市内の有識者の意見にあ
りました。そこで、ふれあい天童を会場に「夜の居場
所」として、月一回の飲み会を開催。参加費500円と一
品持ち寄り、飲み放題で18時30分から21時までと時間
を決めて開いたところ、各地のリーダーや、市外の関心
の高い人など、男女が参加することになり、予想以上の
成果がありました。毎回の参加者数は15人程度、そのう
ち8割が男性です。
　男性の参加者は行動を任せてもらったり、責任あるこ
とをお願いされたり、感謝の意がきちんと伝わると、ど
なたも頑張って力を出してくださると思っています。沢
山の男性参加者にありがとうの気持ちでいっぱいです。
感謝、感謝。
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経  歴  等

豊中あぐりプロジェクト運営
委員会運営委員

戸谷  友隆

発言要旨

「豐中あぐり」について
　豊中市の高齢化対策、特に定年後の男
性の居場所について模索している中、豊
中市社会福祉協議会の勝部室長の講演を

聞かれた岡町の土地所有者の方から「市民活動に役立て
てほしい」と無償貸与の申し出があり、ここに都市型農
園を開園しました。
　この農園を拠点に人と人とがつながり、ふれあい、認
め合い、支え合う共有空間（コモンズ）を創造すること
で、社会参加を促進し地域社会の担い手づくりを目指す
取り組みを行ってきました。
　個人への貸し出し農園ではなく、共同で作業し、また
ボランティア活動への取り組み、収穫された野菜は市内
でのイベントや移動販売、子供食堂への提供のほか、コ
ロッケや芋焼酎に加工して販売しています。
　近隣住民の方々からいろんな意見がありましたが一つ
ずつ対応していくことにより、現在では緑の繁る空間と
して感謝されています。
「豐中あぐり」の実施主体は豊中市社会福祉協議会です
が、組織内に豐中あぐりプロジェクト運営委員会を設け
活動方針を決定しております。その下に会員組織があり
実務を担当しています。
　農園には多くの方々の見学や要介護高齢者と野菜収穫
を経験、新しく親子農業体験の企画を行っています。

　また「あぐり塾生」の交流会、地域への感謝の集いと
して「そうめん流し」や「お餅つき大会」なども開催し、
地域住民との交流を行っています。
「豐中あぐり」は4年目を迎え現在５か所で農作物を栽培
しています。
　岡町菜園はユニバーサル農園として計画していました
が3年目には通路全面レンガ敷となり、車椅子が自由に使
えるようになりました。
　また原田菜園には田んぼがあり、6月には市長にも来て
いただき田植えを行いました。
　9月には稲刈を行い、案山子作りやしめ縄作りを楽しん
でいます。
「豐中あぐり」は小さな農園の集まりですが全国でも最
も有名な都市型農園であり、厚生労働大臣をはじめ各県
の市長さん、福祉関連の方々の視察やＮＨＫの「あさイ
チ」でもライブ中継や福祉関連の番組の中で取り上げら
れています。開所式や稲刈りの模様は新聞にも掲載され
ました。
　アンケートによるあぐり効果は、健康になった。仲間
ができた。たくさんの人の役にたてている。人間関係が
広がったなど明るい方向への回答が多数よせられていま
す。
　今後とも都市農園として、遊休地や屋上の活用により
緑化都市としての機能強化、塾生の拡大に努めていきた
く日夜努力しております。

平成28年3月　豊中あぐりプロジェクト運営委員会運営委員
平成29年4月　原田校区福祉委員会事務局長
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特定非営利活動法人みんなの
くらしターミナル代表理事

初鹿野  聡

経  歴  等

宮崎県日南市飫肥生まれ　57歳
1980年4月　宮崎県警　警察官拝命
1989年4月～1991年3月　警視庁出向　
1996年7月	 宮崎県警察本部刑事部捜査第二課知能特捜係長　警部補で辞職
	 　　  PTA 活動に従事
2002年4月	 任意団体として　きよたけ郷ハートムを発足　代表就任
2003年6月	 法人格を取得 ＮＰＯ法人きよたけ郷ハートム
	 （HP https:// ha-tom.org/）理事長就任
	 （現　ＮＰＯ法人ハートム　2009．10に名称変更）　　　
2008年3月	 NPO 法人みんなのくらしターミナル
	 （HP https://minnanokurashi.org/）代表理事就任
	 現在に至る

【現職】
・NPO 法人みんなのくらしターミナル代表理事
・NPO 法人ハートム理事長
・みんなのくらし支え合い協議会事務局長
・「レレレのおじさん作戦」本部長
・「九州つなぎ隊」代表
・公益財団法人さわやか福祉財団さわやかインストラクター　
・宮崎県口蹄疫対策検証委員会委員
・宮崎県自殺対策推進協議会委員
・宮崎市自殺対策協議会委員
・生活支援コーディネーター養成研修指導者
・日之影町地域創生推進協議会委員
・宮崎大学教育文化学部付属中学校学校評議員
・宮崎ケーブルテレビ株式会社放送番組審議委員副委員長
・ＭＲＴラジオ「エ・コ・コロカフェ」（日曜日）パーソナリティ

発言要旨

１．男性と女性の違い
　男性と女性は体が違うように思考や傾
向なども違う。当然と言えば当然だが、
そこが漠然としている気がする。それが

行動や言葉になって表れてくると互いに「なんでそうな
るの？」となって、それがひどいとケンカにすらなって
しまう。この漠然と何となく置かれているところが、本
分科会のテーマと関係していると考えている。テーマの
中で「中高年男性」と特定された設定になっているとこ
ろに、それをヒシヒシと感じる中高年男性の一人である。
このそもそものところの整理がどうなっているのか、ま
ずはそこを整理したい。
２．男性の暮らしと地域社会
　上記１の人としての考え方などに加え、昔の日本の地
域の姿、男女の役割、現在の地域の暮らしなどの社会的
な背景を加えたところで考える必要がある。男性の暮ら
しの現状とそうならざるを得ない実態、個人の意識だけ
の問題なのかどうかを共有したい。

３．男性の活動事例
　私たちが10年取組んでいる活動には中高年男性が多く
積極的に参加する。団体ではなく、コミュニティなので
毎回メンバーも異なる。その取組が「九州つなぎ隊」。
　九州つなぎ隊についてはこちら→　https://9tt.jp/
　九州つなぎ隊の具体的な活動紹介「九州つなぎ隊の広
　場」→　https://hiroba.9tt.jp/
　色んな男性のパターンがあるので、その具体例をいく
つか紹介して参考にしていただきたい。
４．まとめ
　中高年男性を活動に参加してもらう要素として、男性
本人が自分で参加不参加を選択することができること、
活動の種類については社会的な課題や地域の課題である
など自分が取組み関わる意義が明確であること、自分の
存在が社会や地域の役に立っているという実感が得られ
ることなどが考えられる。具体的に参加を促すためには、
これらの要素を備えた仕組みが確立されており、その仕
組みや取組を具体的に知ることができる情報発信がなさ
れていることが必要だと考えている。
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「おんどりクラブ」会長

原藤  光

経  歴  等

　昭和29年東京生まれ。大学卒業後、教育研究を職務とする助教（当時は助手）を12
年、平成を迎えた35歳を機に転職し、建設業の企画部門（保健医療福祉施設の事業計
画等を担当）で25年、定年後は再雇用を経て関連会社に再就職し、令和元年7月まで勤
務。
　仕事上、厚生労働省（当時は厚生省）の進める健康長寿のまちづくり計画でさまざま
な地域と関わるようになり、地元（昭和55年の結婚から独立し埼玉県志木市に在住）
でも高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画などに参画、さらに市が公募する市民参
加による委員会へも参加。一方で社会福祉協議会が平成４年から開講した男性の自立
を目指した「お父さんのクッキング教室」へ妻に背中を押され４年目から受講。
　3年間の研鑽後、その卒業生が平成７年に立ち上げていた男性による料理教室「おん
どりクラブ」から勧誘され、平成10年からはメンバーとして活動を開始、平成23年か
ら会長を務める。
　地域活動としては町内会役員を平成17年から続け、防犯や防災活動を支援・推進、
同町内会を担当する民生児童委員として2期目が経過。他には国際交流事業や公募市民
として市制30周年・40周年・50周年記念事業にも取り組む。

発言要旨

志木市男性による料理ボランティア

　メンバーが参加に至った理由で、最も
多いのは奥さんからの背中の後押し、中

には独身時代から料理をし、今も家族に自慢の料理を提
供している凄腕もいますが、ほとんどは包丁も握ったこ
とのない素人が参加しています。クラブが毎年開催して
いる講習会の修了生から1～2名、お祭りでの焼きそばブ
ースを見て活動に興味を持ってくれた人、そこから口コ
ミで誘われたり、誘ったりという感じでメンバーが集ま
っています。
　最初は趣味の延長として、定年後に継続的に出来るこ
とはないか、余裕の時間で奥さんにお返しができるので
は、ぼけ防止にも良いかもといったことが動機として挙
げられると思います。しかし、一般的なクッキングスク
ールではなく、奥さんが倒れた時や一人になった時に困
らないようにとか、老後の備えのようなところもあるの
で、若い人の参加、職場勤めをしながらの参加は思うよ
うには実現していません。
　クラブのモットーとして作る楽しみ、食べる楽しみ、
食べていただく楽しみの3つを柱にしていますが、食つな
がり・職つながりから一歩踏み出して、地域デビューの
良いジャンプ台になっていることも確かです。メンバー
同士で山登りのサークルに加入したり、詩吟やおもちゃ
クリニックのメンバーに入ったりと、知り合ったことが
きっかけで活動の範囲が広がり、地域に関心を深めてい
くことが自然に起きています。むしろそちらの活動が忙

しくなって、クラブを退会して巣立って行くメンバーも
いるくらいです。
　とにかく調理を通して楽しく、お互いに気遣って、助
け合って、それぞれ得意なこともあれば、苦手なことも
あることに気づき、尊重し理解し、受け入れること、優
しくなることなど、人生の中でどこか忘れてきてしまっ
ていることを、ゆっくりと大事に掘り返しているような
ところもあります。
　男性同士がまな板や鍋を囲んで、あれこれ会話して、
手を動かして、頭を使って、共同で調理作業をする中で、
食材に関心を持って、段取りを考えて、時間に気をつけ
て、火加減を見ながら、洗い物をしながら、盛り付けの
ことも頭に入れてと毎回３時間から４時間、年間トータ
ルでは20回程度、調理の場に集まって動き回る姿は微笑
ましいものがあります。
　年間活動の中には、社会福祉協議会が実施している
「ふれあい健康交流会」や障がい者と料理を通した交流
会もあり、メンバーは知らず知らずにボランティア団体
としての地域参加、助け合いの活動に関わり、地域の人、
高齢者の皆さんと触れ合うことになります。この部分は、
おそらくメンバーに入る時の動機には入っていないこと
が多く、また、活動はほとんどが平日ということもある
ので、無理な協力は求めないようにしています。
　しかし、ボランティアとして地域デビューすることで、
思いがけず「おいしい」と言われること、喜ばれること、
感謝されることといったところから、参加して良かった
と思うメンバーが増えていることも事実です。
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住民のやらされ感を払しょくするコツと手法は何か

■ 進行役
三菱UFJリサーチ＆コンサル 
ティング（株） 
経済政策部副主任研究員

齋木  由利
◎�第1部パネル  分科会5　

にも登壇

経  歴  等

■専門分野
地域包括ケアシステム、高齢者福祉、地域福祉
■経歴
平成19年3月　大阪大学大学院工学研究科修了
平成19年4月　三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社入社
【主要実績】
◇厚生労働省の調査研究・研修等業務／地域支援事業、介護人材、要介護認定、介護
保険事業計画をテーマとした、厚生労働省の調査研究、研修等の業務に従事。
◇自治体のコンサルティング・研修等業務／市町村・都道府県を対象とした、総合事
業、医療介護連携など地域包括ケアシステム関連の調査・コンサルティング業務に従
事。介護保険事業計画や地域福祉計画の策定支援などの実績多数。また、地域づくり
や要介護認定、医介連携をテーマとしたセミナー・研修講師の実績もあり。
◇介護予防・日常生活支援総合事業関連／平成26～28年度にかけて、総合事業、生活
支援体制整備事業の普及等を目的とした厚生労働省の調査研究事業に従事。平成29年
度には、公益財団法人さわやか福祉財団の「住民主体の生活支援推進研究会」運営支
援業務に従事。
◇「地域包括ケア研究会」事務局（平成25、27年度）

発言要旨

　住民の助け合いは、組織化された活動
に限定しなければ、私たちの生活の様々
な場面にみられます。小学生の頃、登下
校時にはいつも声をかけてくれる近所の

方がいらっしゃいました。母は、私を産んで間もない頃、
同じマンションに住む母親同士で買い物の助け合いをし
ていました。祖父母が二人で暮らしていた頃、近所に住
む方が時々様子を見に来てくれていました。こうしたこ
とも住民の助け合いの一つと考えれば、私たちは皆、何
らかの形で助け合いにお世話になって暮らしていると言
えます。

　住民の助け合いの良さは何でしょうか？　それは、柔
軟であること、かゆいところに手が届くこと、そして温
かみがあるといったことだと思います。
　こうした助け合いの良さは、助け合いそのものが住民
の自発性に基づくからこそ生まれるものではないでしょ
うか。誰かにやらされているのではなく、その人の意思
で、相手のことを気にかけ、助けるからこそ、その人が
本当に困っていることに気づき、柔軟に対応できます。
これが、なじみの関係の中で行われるから、温かみが生
まれるのだと思います。

　こうした自発性に基づく助け合いを再生しようと、介
護予防・日常生活支援総合事業や生活支援体制整備事業
が始まり、全国の市町村で取組が行われています。助け
合いは自発性に基づくものであるにもかかわらず、それ
が生まれるように仕掛けなければならない。ここにこの
事業の難しさがあります。中には、行政等から住民に活
動をお願いしているような状況になってしまい、住民の
「やらされ感」から活動が生まれない、あるいは活動が
継続しないといった地域もあります。

「やらされ感」というのは、どうして生まれるのでしょ
うか？　もしかすると、本人がその活動が必要だという
想いに至っていないのに、活動をしているのかもしれま
せん。あるいは、必要だと分かっていても、活動内容に
無理があるといったことも考えられます。

　あくまでも、本人の意思やアイデアが尊重されるべき
なのであれば、そのための仕掛けや働きかけには、様々
な工夫が必要になりそうです。本分科会では、「やらされ
感」が生まれないように、地域と向き合い働きかけてい
るパネリストの皆さんのお話をお伺いしながら、つかず
離れずの良い塩梅で地域と関わる方法を解き明かしてい
きたいと思います。
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甲斐市福祉部長寿推進課
甲斐市地域包括支援センター

古屋  皓司

経  歴  等

山梨県甲府市出身。社会福祉士。
大学にて社会福祉学を学び、2013年、甲斐市役所へ入庁。福祉部福祉課保護支援係に
3年間在籍し、生活保護ケースワーカーを務める。
2016年、福祉部長寿推進課介護予防推進係（兼地域包括支援センター）へ異動。社会
福祉士として総合相談や権利擁護業務に携わっている傍ら、生活支援体制整備事業を
開始するにあたり主担当となる。
市の担当職員間の事業についての勉強から始め、市社会福祉協議会との協議を重ねつ
つ、2017年に市初の地域フォーラムの開催から、第1層協議体の立ち上げについて中心
的に関わる。2018年度は第1層生活支援コーディネーターを務め、2019年度からは事
業全体の進捗管理、ネットワーク形成、第1層協議体の運営、庁内連携の推進を担って
いる。

発言要旨

・住民のやらされ感を払しょくするための手法
　甲斐市は人口構成比から見て比較的若い市であり、高
齢化率も全国平均を下回っていることもあり、いわゆる
2025年問題に対する意識が薄い状態でした。そのため、
まずは高齢者に関わる現状や課題などを知ってもらい、
住み慣れた地域でいつまでも元気に安心して生活できる
ためには、今何が必要なのかについて考える機会として
地域フォーラムを開催しました。
　フォーラムでは行政からの一方的な説明とならないよ
う、市、地域包括支援センター、社会福祉協議会を交え
対談形式を基調とし、市内で活動しているサロンの発表、
市外の先進事例、助け合いチャートなど、具体的な事例
を通してささえ合いの重要性を感じてもらい、参加型の
フォーラムとすることでやらされ感を抱かせないよう心
がけました。また、フォーラムのターゲットを高齢者や
高齢者に関する部署・団体に絞らず、まちづくりの観点
から商工会、愛育会、消防団など様々な団体に参加を呼
びかけ、潜在的な人材の発掘という点でも工夫を凝らし
ました。
　その後、ワークショップを全3回行い、熱い気持ちを持
っている方を住民代表として4名、ワークショップ内で必
要な組織・団体として挙げられた組織より10名代表を選
出してもらい、計14名で第1層協議体を立ち上げました。
　ステップをきちんと踏んだ上で集まったメンバーであ

・甲斐市の取り組み経過
　・H28年度～	 市・社協で勉強会を重ね、共通認識を図る
　・H29年 9 月	 市初となる地域フォーラムを開催
　・H29年10月～11月	 市民ワークショップ（3回）開催
　・H30年 3 月	 第1層協議体設置
　・H30年 7 月～	 第2層協議体立ち上げ支援
　・H31年 1 月	 3地域にて第2層協議体設置
　・H31年 2 月	 地域フォーラム開催
　・H31年度（予定）	 4地域にて第2層協議体設置を目標に立ち上げ支援

り、事業について理解しているため、「このメンバーが主
体となってアクションを起こそう」という具体的な気持
ちがメンバーの根底にあると感じています。
　1層協議体で話し合いをする中では、市ＳＣが一方的に
方針を決めるのではなく、常に1層メンバー同士で話し合
い、1層メンバーが方針を決定しています。話し合いを始
めた頃「この取り組みを進めるためには、まず2層協議体
の立ち上げが必須」との意見があり、当面の間の1層協議
体の目標を「2層協議体の立ち上げ支援」としました。そ
して、先行して取り組む地域の選定から1層メンバーそれ
ぞれがどの地域を支援していくかも自分たちの話し合い
で決め、それぞれの地域に対し2層立ち上げのための活
動を展開していきました。
　地域における説明会やミニフォーラムの際に、地域の
中で顔が分かっている1層メンバーが積極的に関わること
により会場の雰囲気が柔らかくなり、また、1層メンバー
から「ささえ合いの取り組みがこの地域でも大切」と伝
えることにより、「自分の地域でも必要なこと」と感じて
もらえたのではないかと感じています。
　甲斐市もささえ合い活動を広げている真っ最中であり、
「住民のやらされ感の払しょく」は大きな課題でありま
すが、せっかくいただいた機会ですので、当日はこれら
のことを中心にお話したいと思っています。
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南アルプス市第1層生活支援
コーディネーター

斉藤  節子
◎第１部パネル  分科会５
　にも登壇

経  歴  等

社会福祉士　介護支援専門員
平成４年、山梨県若草町社会福祉協議会にボランティアコーディネーターとして任用さ
れる。ボランティア活動が、地域に認知されていない時代、ボランティア養成講座の開
催、手作りのボランティアだよりの発行、地域ニーズ発掘等により、地域ニーズとボラ
ンティア活動のマッチングに携わるようになる。
平成12年の介護保険制度の誕生とともに、介護支援専門員としてプラン作成に携わる
中で、一人ひとりの生活に寄り添うインフォーマルサービスの必要性を感じる。
平成15年、合併により南アルプス市社会福祉協議会地域福祉課職員として、地域福祉
活動に携わるなかで、「住民主体の地域づくり」を支援する役割としての社会福祉協議
会の使命を明確化することを目的として「第１期地域福祉活動計画」作成に携わる。
平成26年３月、南アルプス市社会福祉協議会退職
平成27年４月より南アルプス市介護福祉課第１層生活支援コーディネーターとして、
第１層協議体の発足及び、第２層・第３層協議体の立ち上げを社会福祉協議会と協働し
て行っている。

発言要旨

　これまでの行政が係わる組織作りは、
各団体の長を集めて委嘱するという形が
ほとんどであった。今回の協議体づくり
は、「地域の課題を住民自身が気づき、話

し合い、考えていきたい」と意思を示した住民とともに
進めていきたいという点が、市職員、社協職員で行って
きた内部勉強会のなかで一致した意見であった。
　しかし、そんな住民はどこにいるのか ?　そんな気持
ちになってもらうにはどうしたらいいのか ?　内部勉強
会にアドバイザーとして参加いただいていた、（当時）さ
わやか福祉財団の土屋幸己氏からのアドバイスもあり
「協議体」が必要な社会背景、南アルプス市の状況、「住
民主体の支えあいの事例」を伝える中で、たとえ少数で
もいい、自ら考え行動したいという意思を持った住民を
見つけていくための「支えあいの地域づくりフォーラ
ム」を開催するところからスタートした。
　フォーラム終了後に記入いただいたアンケートの自由
記述に印象的な言葉があった。

　60代、男性「退職後、自分自身のこれからを考えてい
たところだった。深刻な社会情勢を改めて感じ、私たち
が何をすべきか大事な時と認識した。私に何かできるだ
ろうか」

　60代、男性「思いもある、時間もある、まだまだ体力
もある。そんな人たちが地域にはきっとほかにもいるだ
ろう。自分もその一人、結集すればすごい力になる」

　手を挙げた住民は参加者180名のうち約1/3の59名。
　59名の賛同者を中心に勉強会を重ね、その中から見つ

けた住民代表６名、推薦された団体代表８名により第１
層協議体が立ち上がった。
　第１層協議体の話し合いでは、２層協議体の重要性が
提案され、特に住民代表のメンバーの方たちは、 11地域
での２層協議体の立ち上げに意欲を示した。
　第１層協議体づくりと同様、地区ごとのミニフォーラ
ムの開催、そこで手を挙げた住民を中心に勉強会を重ね、
２層協議体を立ち上げていくという手法で進めていった。
中には、手を挙げた住民はわずか数人という地域もあっ
た。
「何をやればいいのか言ってくれれば協力するよ」「答え
は決まっていないんです。みんなで10年後、こんな地域
であったら自分自身も安心して暮らせるなあということ
から想像してみませんか」「目標がはっきりしていない話
し合いなんてよくわからない」「行政が目標を示してくれ
ないと」と言って離れていく住民もいた。でも、どこの
地域も数人でも理解してくれる住民は必ずいた。辛抱強
く、地域のことを話し合っていくうちに「地域の人たち
の本当の困りごとが知りたい。どうやって聞こうか」な
どとニーズに話が進んでいく。さらに、ニーズが浮かび
あがってくると「こんなことならできそうだ」という受
け皿のアイデアが生まれてくるようになっていった。生
まれた活動は地域によってさまざま。誰かに言われて始
めたわけではない。みんなが自分の住んでいる地域が
「こんな地域だったらいいな」というところから始まっ
ている。やらされ感を払しょくするコツって何だろう。
「協議体って本当に必要」だと行政、社協、生活支援コ
ーディネーターが本気で思っていること。そして同じ気
持ちで考え、行動してくれる住民の方々がきっといると
信じることかなあ、と感じるこの頃である。
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高森支え合いネットワーク
（協議体）メンバー

福沢  千恵子

経  歴  等

1989年　隣接する飯田市に有償在宅福祉サービス団体を立ち上げ参画。日常生活にお
いて支援が届かない高齢者等へのサービスを開始。さわやか福祉推進センターのマニュ
アルで基盤作り。各種研修会等に参加し、活動の在り方等を学ぶ。
1998年　地元高森町でのサービスの必要性を感じ、町内に有償在宅福祉サービスを立
ち上げる。「高森助け合いの会 びすけっと」日常生活支援・いきいきサロン・配食サ
ービス・送迎サービス等を行う。また、さわやか福祉財団さわやかインストラクターと
して研修・活動に参加。
2003年　法人格取得「ＮＰＯ法人びすけっと」
日常生活支援（介護保険外）・宅老所（２か所）・配食サービス等を行う。支援が必要な
人も支援する人も地域の住民。福祉を軸にした、みんなが参加し一体感を感じる、福祉
のまちづくりを目指して活動を展開。空いた時間を利用し、身の丈に合った福祉活動と
して運営に参画した仲間や、高齢者の声かけがあって活動が存続したと感じている。
2009年　高森町議会議員　「びすけっと」から離れ、支え合いネットワークづくりの学
習会等を実施。
2017年　高森支え合いネットワーク（協議体）メンバーとして活動。
　＜感じていること・思い＞
ＳＣ・協議体・さわやかインストラクターの役割として、いかに地域（地元）の元気を
引き出すかがあると思います。今、なぜ助け合いが必要なのかをよく理解・納得してい
ただき、そのうえで、一人ひとりのいきがい、地域のふれあい・助け合いにつながる活
動を引き出していきたいと思います。

発言要旨

　1989年より、仲間と共に有償在宅福
祉サービス団体を立ち上げ活動してきま
した。
　子供達が都会に出て行き家庭を築くこ

とで、田舎の老夫婦の日常生活が困難をきたすケースが
見られるようになりました。そこで、現状に気付いた仲
間が、地域のニーズに応えるべく「できる人が出来るこ
とを」と緩やかにスタートしました。30年前のことです。
長い活動の中で、地域の多様なニーズや、やりがいをも
って活動に取り組む仲間に出会うことで、多くの気づき
を得ることができました。現在は、町の協議体のメンバ
ーとして、また、さわやかインストラクターとして今ま
でに培った経験等を活かし、地域で支え合いの活動を行
っています。
　介護保険改正により、市町村では、生活支援コーディ
ネーターや協議体が設置されることになりました。そこ
で、新しく生まれる制度の内容や理解、町の現状、将来
起こりうる課題等の勉強会を実施。活動者、施設スタッ
フ、民生委員、社協職員など１回目は18名が参加しまし
た。活動の中で知り合った方に声をかけ、理解を示して
くれた方が学びの場に足を運んでくれました。ニーズを
どこにつなげ、足りないサービスをどう作り出すかなど
の課題が上がり、行政や地域の役割と覚悟が問われまし
た。３回の勉強会で、次のステップとして、町民の理解
に向けてのフォーラムを計画。「地域の支え合いを考える

フォーラム～支え合いで安心して暮らせるまちづくり
～」を実施。さわやか福祉財団より堀田会長をお招きし、
町民に向けて「地域で支え合うための覚悟」と題してご
講演していただきました。「助け合いの活動に参加したい
方」との呼びかけに多くの方の手が挙がりました。手を
挙げた方を対象に、さわやか福祉財団の講師による学習
会を３回行い、その中から協議体メンバー（12人）が決
まりました。制度の理解と現状を知ることで、多くの町
民の心が動いたと思います。
　協議体の活動として地域のニーズの聞き取りを行った
際、サロンで多くのニーズが聞き取れることを知り、サ
ロンの必要性を実感。そこで、町内全地区にサロンを！
と「サロン居場所サミット in 高森」を計画・実施。サロ
ン実践者が活動を町民に向けて発表し、みんなで考えま
した。月１回お茶を飲んで近況を語り合うおばさん達の
集まりが、お年寄りにも声かけしたことで20人ほどの地
区の楽しみの場に発展した事例や自主的な活動が自治会
を動かした事例等あり、参加者の８割が手を挙げてサロ
ン立ち上げに賛同しました。
　実践活動の中で感じることは、人は「学び」「考え」
「行動」することで変わると思っています。この場面で
私は必要とされているとその人が思えること（スイッチ
が入ること）で、やらされ感は払しょくされるのではな
いでしょうか。スイッチを上手に仕掛ける人がいること
も大切です。
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経  歴  等

広陵町福祉部介護福祉課
課長補佐

今西  綾

発言要旨

①広陵町の現状について
　現在、人口約35,000人、高齢化率約
25％であり、奈良県内では比較的若い町
である。

　しかし、今後生産年齢人口が減少し、高齢化率の増加
が見込まれる。
　介護保険給付費も年々増加し、給付費総額は20億円を
超える現状にある。
②地域包括ケアシステムの深化推進について
　町の現状や住民ニーズ調査から、地域包括ケアシステ
ムの深化・推進にむけて、地域支援事業の各事業が連動
し、事業展開できるように検討している。
　本町では、地域ケア会議で抽出した課題解決のために
介護予防検討会議を実施し、介護予防を切り口に、生活
支援体制整備事業や認知症施策、在宅医療・介護連携事
業等の取り組みを行っている。
③介護予防を切り口に生活支援体制整備事業を展開
　本町においては、介護予防のための担い手づくりとし
て介護予防リーダーを養成。
　この担い手を活用し、老人クラブや民生委員、地域住
民に向けて、介護予防の重要性及び住民自身が主体的で
継続的な取り組みを行うことの必要性を普及啓発する。
介護予防事業の取り組みが、住民主体の活動のきっかけ
となり、通いの場づくりが推進され、地域助け合い活動
につながっている。
　これらのことから、介護予防事業を切り口として、生
活支援体制整備事業を展開しており、更なる地域の課題
解決に向けた体制整備の充実が必要であると考えている。

④規範的統合とフォーラム、ワークショップの開催
　平成30年6月庁内関係課との規範的統合、10月に地域
づくりフォーラムを開催。フォーラムには約170人が参
加。その中から、住民が主体的な活動の必要性を理解し、
地域づくりを共に考えることができるメンバーを募集し、
11月～1月にかけて3回のワークショップを実施。約50
人が参加。
　これらを開催するにあたっては、団体の役職などから
くる「やらされた感」での参加ではなく、本当に地域課
題に対する意識の高い方への参加を求めたいと考え、あ
えて自治会等の各種団体への動員の依頼を行わなかった。
⑤まとめ
　本町では、介護予防を切り口に地域づくりの取り組み
を行っており、老人クラブや民生委員、地域住民に対し、
主体的な介護予防、見守り・助け合い活動について、地
道に普及啓発活動を行い、意識の底上げを行ってきた。
　意識の底上げには、通いの場を立ち上げた地域の人の
いきいきした姿を動画にし、行動をおこしている住民の
成果を成功体験として目に見える形にし、評価発信する
こととした。このことが住民の自信や達成感に繋がり、
他人ごとではなく自分のこととして捉えられるようにな
ったと考えており、「やらされ感」ではなく主体的な活動
の意識づけを行う一つの方法であると考えている。
　生活支援体制整備を推進していくため、地域等との情
報の共有化を図り、動画等を活用し次のステップにすす
める意欲を高め、主体的な意識付けを行っていくことが、
「やらされ感」を払拭し、地域づくりを推進していく手
法の一つであると考えている。

平成23年　広陵町地域包括支援センター配属。保健師として広陵町地域包括支援セン
ター業務全般と介護予防事業を主たる業務とする。

平成27年　住民が主体的に介護予防に取り組めることを目的に介護予防リーダー養成
講座を始める。介護予防を切り口に地域づくりを始めるため、介護予防リ
ーダーを中心とした事業展開を実施。

●2015奈良介護大賞受賞（広陵町介護予防リーダー）
●第36回奈良県公衆衛生学会優秀賞受賞
　「介護予防リーダー養成による住民主体の介護予防推進への試み」

平成28年　　●平成28年度奈良県がんばる市町村応援表彰
　　　　　　　　【地方創生（しごとづくり・ひとづくり）部門】
　　　　　　　　「広陵町介護予防リーダー養成講座」　最優秀賞受賞
平成29年　通いの場から地域のつながりができ、住民同士の見守りや助け合い活動に

発展できるような地域づくりを目指し、事業をすすめる。
●平成29年度地域活性化事例集　地域で取り組む健康づくりに「住民
　力を生かしたまちづくり」で掲載される。

現在、介護予防事業から生活支援体制整備事業に繋げるための施策展開中。また、在
宅医療介護連携や認知症施策、地域ケア会議等にも連動していけるように、広陵町地
域包括ケアシステム全般を業務とする。
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社会福祉法人岬町社会福祉協
議会　第１層生活支援コーデ
ィネーター

中家  裕美

発言要旨

　社協では、平成28年6月に岬町生活支
援コーディネーター設置業務を受けて、
第１層ＳＣ１名が配置された。一貫して
住民主体での「支え合いのある地域づく

り」に向け取り組んでいる。
　平成28年7月には協議体（第1層）が設置され、生活
支援や介護予防サービスの創出に向けて「話し合いの場
づくり」を行っている。
　構成員メンバーについて、当時、行政から町内の各種
関係団体長へ委嘱をされた。構成員は専門職や各種団体
の長が上がっており、この構成員だけではニーズのキャ
ッチがしにくいことや地域の声を幅広く得られないこと
などから、地区福祉委員会や岬町ボランティアセンター、

介護者家族の会から構成員を推薦し、町内全体で25名と
なる。
　協議体（第1層）会議では、さわやか福祉財団担当リー
ダーをお迎えし、地域の生活課題を抽出し把握すること
や、視察研修として先進地へ行くなど勉強会を開催して
きた。
　この流れから、第2層協議体の勉強会（小学校区レ
ベル）を開催し、さらに協議体委員長の所属団体でもあ
る多奈川地区福祉委員会において、もっと本音で話そう
と「住民主体で出来ること」についてワークショップを
開いたところ「赤提灯」を開催することになった。
　また、協議体副委員長が在住の淡輪10区・11区（第3
層レベル）においても、ワークショップを開催し、もっ
と住みやすくするための話合いを始めた。

経  歴  等

　平成24年9月、岬町社会福祉協議会に入社。生活支援型多機能バス「結」号運行事
業に取組み、地域に来られない人、一人ひとりにアウトリーチによる個別支援として、
福祉の救急車的役割を担ってきた。
　更に、個別支援から地域支援のマッチングや社会資源の創出等に取組んできた。
　本会は、これまでにサロン・喫茶や見守り活動の取組みの基盤があり、ボランティア
活動が盛んに行われている。平成26年度からは、新生活支援体制整備事業を見据え、
一貫して住民主体による「支え合いのある地域づくり」の創出に向け、福祉・介護シリ
ーズ講座の開催等、多様な人材育成、地域活動の継続化に取組み続けている。
　平成28年6月に岬町より生活支援コーディネーター設置業務を受託し、第1層生活支
援コーディネーターとして任用される。本会コミュニティワーカー、ボランティアコー
ディネーター、地域包括支援センターとの協働のもと、住民が必要とする助け合い活動
の創出を推進すると共に、更なる活性化に向けて努めている。同年7月より、第1層協
議体の発足及び、第2層・第3層協議体を立ち上げ、住民が主体的に活動できるよう努
めている。
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岬町第１層協議体副委員長

竹本  靖典

経  歴  等

　平成25年5月に岬町からの要請でシルバー人材センターの設立に参画する。平成27
年4月に国及び町に認められた団体「一般社団法人岬町シルバー人材センター」として
スタート、事務局長に就任する。
　その後、センターの目的の一つでもある高齢者の生きがいづくりとして、ＰＲも含め
各イベントやボランティア等の参加を推進するとともに、町内の関係機関や会議などに
積極的に参加する。
　その一つである平成28年7月に始まった岬町生活支援・介護予防サービス協議体に入
り副委員長を就任する。
　協議体のオブザーバーである、さわやか福祉財団や社会福祉協議会の指導のもと視
察研修や各種講座に参加する。その中で、助け合いの動機は困り事から、孤独は駄目、
信頼はするが期待はしない、いま助け合いはやるしかない、という言葉が印象に残って
おり、人のつながりがいかに大事かを改めて実感する。
　平成30年3月に当地域に居住するシルバー人材センター理事長と役員で、町内で地区
福祉委員会が主催したワークショップの「赤提灯」に参加する。
　その後、地域内で話し合いを重ね、何か行動を起こす必要があると5月28日に自治区
長、民生委員、長生会、地元議員等に呼びかけ第1回安全・安心な地域に「どないした
らええん会」を開催する。
　6月21日に「地域住民が集まって楽しく語り合い、提案や困り事を出す」として第1
回「地域を知るＢＡＲ」を開催、地区内外から67名の参加があり楽しい時間を過ごし
た。
　平成31年3月まで10回の「ええん会」を開催し会員も18名に増え、4月24日に町長
も出席のもと、会の設立総会を開催するに至った。

発言要旨

　平成28年７月に始まった岬町生活支援
・介護予防サービス協議体に岬町シルバ
ー人材センターより参加する。さわやか
福祉財団や岬町社会福祉協議会の指導の

もと、他市町への視察研修や各種講座で地域での現状、
支え合いの大切さ等を学ぶ。しかし年に２回の全体会議
では人数が多いのと、４月にメンバーが代わり、なかな
か馴染めず有意義な話が広がらない現状があった。
　そんな中、平成30年３月に町内の第２層のワークショ
ップが開催されると知り、シルバー人材センター理事長
と役員で参加する。そこで昔から地域が助け合い、仲良
く楽しく活動している姿に触れる。
　従前より地域で何かをと考えており、それを契機に何
かできる事はないか、今しなければと「どないしたらえ
えん会」を５月に立ち上げる。
　当地域（約400世帯）では、昔から親戚、友人、知人
が多く在住していることや今では町内でも少なくなった
盆踊り、秋祭りの伝統が受け継がれており、結集するに
は良い人脈があったことも幸いした。
　６月には、地域のことをもっと知って楽しく語り合い
提案や困り事を出し合う「第１回地域を知るＢＡＲ」を
開催し、町長をはじめ地区内外からも多くの参加者を得
ることができた。
　スタート時は11名の会員（自治区長、民生委員、長生
会等）が18名に増え31年３月までに10回の「ええん

会」を開催し、様々な立場から楽しく話し合った。その
間、会員の笑顔の中に「やらされるのではなく、楽しく
やりたい」という意識がどんどん膨らんでいったのは嬉
しい限りであった。
「知るＢＡＲ」から提案された①独居高齢者等の安否確
認システム、②高齢者等地域住民の交流や集える居場所
づくり、③買い物等の移動支援を活動計画の柱として実
施することとした。
　安否確認については、会員が班編成をして定期的に訪
問して、いろんな相談を受けるとともに、集える居場所
に来て頂く。交流の場としては、地区会館や交流センタ
ーがあり、そこを利用した健康体操を週に2回実施（約
50人）、青少年グランドや寺の境内でのラジオ体操（４
月から10月毎日約40人）を実施している。そして、移動
支援については、 12月にモデル実施し研修・視察をおこ
ない「つれてって会員」を募集して、近隣地域から実施
していく。
　今は、支える喜びを感じ活動している会員もいつかは
支えてもらう側になる時が必ず訪れます。人のためでも
あり、いつかは自分のため、という事を忘れずに、孤立
させず、まだまだ必要とされるお年寄りに、寄り添った
楽しい活動を展開していきたく思います。
　10年後、20年後も自分たちの地域を、あまり無理せず
楽しく自由に参加でき地域ぐるみで安全・安心な地域を
目指していきます。
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第３部パネル

居場所にはどんな形があり得るか

■ 進行役
公益財団法人
さわやか福祉財団理事

鶴山  芳子
◎第１部パネル  分科会８
　にも登壇

経  歴  等

発言要旨

　居場所とはどんなところをイメージし
ますか。「集会所で開く体操教室」「公民
館でお茶飲みをするサロン」などでしょ
うか。このパネルでは多様な居場所の実

践者や普及者に登壇していただき、様々な居場所の実践
方法やコツなどを紹介します。地域性、場所、近所との
つながり方、運営の仕方などそれぞれ違いますが、どの
取り組みも参加している人たちが楽しそうであり「やら
され感」はありません。継続し、そして広がっていると
いうことが共通しています。
　しかける側の生活支援コーディネーターや協議体、支
援する行政は住民が「やってみたい」居場所の情報が得
られます。また、「始めたいけどどんな居場所にしたい
か」と悩んでいる人にも「こんなやり方もあるんだ」と
いうヒントをたくさん得られる分科会です。

　新潟県を中心に2500以上も広がる「地域の茶の間」
創設者である河田珪子さんには、市と協働で運営してい
るモデルとしての茶の間や「夜の茶の間」なども紹介し
ていただきます。「なぜ男性の参加が多いのか」「どのよ
うにして空き家を活用したのか」。他の取り組みについて
もアドバイスをいただく予定です。
　熊本県合志市の佐藤昭男さんは高齢化が進む自治会エ
リアで空き家を活用した「よんなっせ」を毎日開いてい
ます。日替わりメニューで運営する人も参加する人もい
きいきと楽しそうです。どのようにメニューが生まれて
いったか、また、居場所ができて地域の人間関係はどう
変わっていったでしょうか。

　千葉県四街道市で学校の空き教室を活用した居場所を
20年も続けている國生美南子さん。障がいのある人や高
齢者、小さな子どもたちも参加しています。休み時間に
は子どもたちも覗きに来ます。「校長先生が変わると壁が
できる」こともあるそうですが、それをどう乗り越えて
きたのでしょうか。
　静岡県伊豆の国市の建設会社が地域貢献としてはじめ
たベンチプロジェクト。きっかけは何だったのか。意外
な人たちとのつながりが生まれているようです。企業に
どんな効果が生まれているのか、土屋龍太郎社長にご紹
介いただきます。
　神奈川県鎌倉市で子ども食堂を実践している大坪直子
さんは、拠点を固定せずにその時々で変えるというユニ
ークな方法で取り組んでいます。様々な人との出会いや
理解者が広がり、地域食堂へと広がっています。
　米田佐知子さんは子ども食堂をはじめとする居場所の
スペシャリストです。神奈川県をはじめ全国の居場所に
足を運び、様々な居場所の情報をお持ちです。勢いよく
広がっている子ども食堂にはどのような活動があるのか、
「一緒に食べる活動」の効果は何か。
　そしてアドバイザーには藤原佳典さんにお願いをして
います。医師であり研究者でもある藤原さんから「つな
がる」ことによる効果やちょっと変わった切り口での取
り組みもご紹介いただき、また、全体を通じてアドバイ
スをいただきます。
　それぞれの活動から助け合いが生まれているかどうか。
どんなことから助け合う関係に発展していくか議論を深
めたいと思います。

平成6年〜さわやか福祉財団に在籍し、組織づくり支援、ふれあい居場所推進プロジェ
クトや時間通貨推進プロジェクトなどの基盤である助け合い活動の担当。新地域支援事
業では、東北５県、新潟県、九州４県を担当し、全国各地においての住民主体による助
け合いある地域づくりを応援する活動に尽力中。平成28年〜29年熊本県多様な生活支
援サービス創出市町村アドバイザー、平成29年～長崎県生活支援体制強化事業アドバ
イザー、平成29年～新潟県生活支援体制整備アドバイザー、神奈川県コミュニティカ
レッジ運営委員。
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第３部パネル

社会参加のステージに応じた「居場所」
とは
　～世代間交流ボランティア
　　「りぷりんと」より

I．居場所を取り巻く社会的動向
「居場所」とは物理的な空間を示す概念であることに
加えて、受容感、自己効力感、役割感を味わうことがで
きる心理的な空間でもある。
　一方、近年、地域づくりによる介護予防推進支援事
業（平成26年度～28年度）を契機に、介護予防・閉じ
こもり予防の取り組みとして、全国の自治体において住
民主体の「通いの場」づくりが展開されている。「通い
の場」とは、一般的に、生活圏域で日常的に集まり、体
操や歓談などを行うことができる場をさす。
　しかしながら、高齢者の社会参加を後押しするという
観点から考えると、体操や歓談だけに着目するのでは
なく、多様な通いの場の展開が求められる。
　本来、高齢者の社会参加活動とは長い人生の中で各
人の健康度や生活背景の変化に対応して、徐々に対象
や形態を変えながら、シームレスに移行・継続されてい
くべきものである。
II. 社会参加のステージに応じた「居場所」とは
　高齢期の望ましい生き方を「サクセスフル・エイジン
グ」と呼び、その条件を1）長寿、2）高い生活の質、
3）社会貢献（productivity）としている。本パネルで
は、高齢者の社会参加・社会貢献を productivity の理
論に基づき操作的に（1）就労、（2）ボランティア活動、

（3）趣味・学習・保健活動、（4）友人・隣人等とのイ
ンフォーマルな交流、（5）要介護期のデイ（通所）サ
ービス利用の５つのステージと定義する。高齢者の社会
参加のステージは重層的であり、求められる生活機能
により高次から低次へと階層構造をなす。例えば、金
銭的報酬による責任が伴う就労を第一ステージとする
と、就労が困難になった人の主な社会参加のステージ
は、次に原則として無償の社会貢献である第二ステー
ジのボランティアへ移行する場合が想定される。他者
への直接的な貢献に負担を感じるようになると第三のス
テージである趣味・学習といった自己完結の活動へと移
行する。更に生活機能が低下すると、これらの制約に
縛られない第四ステージの友人・知人などとの私的な
交流や近所づきあいへと移行する。更に、要支援・要
介護状態に進むと「送迎付き」という受動的な社会参
加も可能である第五ステージの通所サービス（デイサ
ービス）の利用へと移行する。
　そうした移行に合わせて、社会参加活動の「場」と
しての居場所も移行していくと考えられる。しかしなが
ら、いかなるステージであろうとも、高齢者が主体的に
参加しやすく、継続しやすい活動であるという要件は維
持されるべきである。
　こうした要件をふまえつつ、本パネルでは、絵本の
読み聞かせによる世代間交流を行う高齢者ボランティ
ア 団 体「 り ぷ り ん と 」<https://www.nporeprints.
com/> を例に、学校・保育現場から地域のサロン・カ
フェまで、その15年間の活動を通じた「居場所」のカ
タチの変遷を紹介する。

経  歴  等

京都市生まれ、北海道大学医学部卒、京都大学大学院医学研究科修了（医学博士）。京
都大学病院老年科などを経て平成23年より現職。世代間交流・多世代共生の地域づく
り・ソーシャルキャピタルの視点から高齢者の社会参加・社会貢献と介護予防・認知
症予防について実践的研究を進めている。日本老年医学会評議員、日本老年社会科学
会理事、NPO 法人日本世代間交流協会副会長、NPO 法人りぷりんとネットワーク理
事、内閣府高齢社会対策の基本的在り方等に関する検討会委員他、多数の自治体の審
議会座長を歴任。

著書に『子どもとシニアが元気になる絵本の読み聞かせガイド』（監修）、『人は何歳
まで働くべきか』（社会保険出版社）、『ソーシャルキャピタルで解く社会的孤立』（共
編著）などがある。

■ アドバイザー
地方独立行政法人東京都健康
長寿医療センター研究所　
社会参加と地域保健研究チー
ム研究部長（チームリーダー）

藤原  佳典

発言要旨
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第３部パネル

昭和19年、新潟県生まれ
任意団体実家の茶の間世話人代表　社会福祉主事任用資格・介護福祉士

平成元年、認知症の夫の親達の介護のため、大阪から単身で新潟にもどる。平成2年、
有償の助け合い「まごころヘルプ」を開始。その後子どもから高齢者まで誰もが自由に
集える「居場所」を「地域の茶の間」と名付けて推進。平成15年、空き家を活用した
泊まることもできる常設型地域の茶の間「うちの実家」開始（25年終了）。平成26年、
市と任意団体「実家の茶の間」の協働事業として、助け合いの推進を目的に地域包括ケ
ア推進モデルハウス「実家の茶の間・紫竹」を立ち上げる。その後、地域のつながりづ
くりに向けて「茶の間の学校」「助け合いの学校」「お互いさま・新潟」なども開始。

【受賞・委員等】
新潟県弁護士会人権賞、国際ソロプチミスト女性栄誉賞、第1回「21世紀への道標 
賞」、平成19年度地域づくり総務大臣表彰（個人表彰）、エイボン女性年度賞2014、 
第4回健康寿命を延ばそう！アワード団体賞（実家の茶の間）他、受賞。
他に、新潟県高齢者保健福祉推進協議会委員、新潟県地域包括ケアシステム推進会議
構成員、新潟県共同募金会配分委員会委員、シニアカレッジ・新潟副学長、新潟市地
域医療推進会議委員、公益財団法人さわやか福祉財団評議員他を務める。

地域の茶の間創設者　支え合い
のしくみづくりアドバイザー

河田  珪子
◎第1部パネル  分科会6
◎第2部パネル  分科会28
　にも登壇

経  歴  等

発言要旨

「人と人とのつながりから広がる安心社会」
誰でも参加できる地域の茶の間づくりの
実践から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　今、全国的に多様な居場所が、燎原の火のごとく広が
っています。
「いきいきふれあいサロン」「地域の茶の間」「ふれあい
の居場所」｢縁側｣「コミュ二ティカフェ」などと、呼び
方はいろいろですが、しかし思いは同じです。求められ
ているのは、社会構造の変化の中で、多くの人々が失っ
た人と人とのつながりの再生、そこから生まれる安心社
会の再構築でしょう。誰にでも手軽に始められて、誰で
も参加できる「居場所」なのですが、その地味な取り組
みを継続することで、実に多くの効果が期待できます。
１、人と人とのつながり、人と社会とのつながりや、生

きがいをつくる。
２、知り合うことで、人の不自由を知り、人へのやさし

さが育ち地域に広がる。　　　　 
３、いざ！という時、困った時に気軽に助け合える人間

関係が生まれる。
４、お互い様の関係をつくり、地域に暮らし続ける安心

感や楽しみを持つ。
５、地域住民が、自らのために力（労力、物、知恵、金）

を出し合う。
６、視野の広い子供に育つ、地域の人から見守られる安

心感、子育て中の親の孤独、不安、拘束感の解消。
　　　　　　　　　　

７、異世代、異文化の交流から、伝統、文化の伝承（急
須を使ってお茶を入れるなど、その地に伝わる料理、
慣わし、作法、気遣い、生活の知恵…）。

８、情報の共有化が一度にできる（防犯、防災、健康相
談、新しい制度…）。

　数え上げればまだまだありますが、実際に新潟県の災
害時には被災地の避難所に地域の茶の間が出来て、不安、
孤独、恐怖を和らげ、共感し、助け合い、心のつながる、
ホッとする場にもなりました。
　また、一軒家をお借りしていた常設型の地域の茶の間
「うちの実家」では、被災され介護が必要なお年寄り5人
を9日間お預かりして一緒に暮らしました。
　「誰かに会いたい…。」「誰かとお茶のみしたい…。」「居
られるところが欲しい」「ほんの少しの間、介護や、子守
を代わって欲しい。」
　こんなささやかな願いをかなえる場として、平成3年、
有償の助け合いの14畳の小さな事務所から出発したみん
なの居場所。平成9年「地域の茶の間」と命名し、平成
12年には新潟県の長期総合計画の中で全県普及が打ち出
されました。平成15年からは、空き家だった1軒家をお
借りして常設型地域の茶の間になりました。大変地味な
活動ですが、どこでも、誰にでも簡単に始められて、赤
ちゃんからお年寄りまで、障がいの有無や国籍など問わ
ず、誰でも参加できる居場所づくりです。先ずは知り合
い、違いを認め、距離感を学び、支え合い、助け合いの
ある、安心して暮らせる地域づくりの一番の近道のよう
です。
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第３部パネル

1 自己紹介
・子どもの未来サポートオフィス
　http://kodomomirai-so.com/
・コミュニティカフェ訪問レポートフェ

イスブックページ
コミュニティカフェ Fun 運営
https://www.facebook.com/communitycafeFun 

・横浜コミュニティカフェネットワーク世話人
・横浜こども食堂ネットワーク・神奈川こども食堂ネッ

トワーク

2「こども食堂」について
●「こども食堂」とは
　子どもが1人でも来られる場所で、地域の人が無料・

低額で食事を提供している
●背景にある3つの子どもの貧困・・「経済的な貧困」

「関係性の貧困」「経験の貧困」
→3つのコンセプト（米田による整理）「措置型」「居場

所型」「食育型」
＝全ての子ども達が対象となり得る

●全国の広がり…3,718か所（2019年6月・3年で10
倍）神奈川県内253か所
・子どもに関心を寄せて活動しようとする新しい層
・ポイントは、市民の自発性と多様性
・「地域食堂」として

●横浜のこども食堂（71件・2017年7月横浜市社協調査）
・会　　場：公共施設、町内会館、宗教施設、福祉施

設、飲食店、個人宅開放など
・実 施 者：地域団体・地域ボランティア34か所

（50％）社会福祉法人・NPO 法人・株
式会社・民間レストラン・公共施設を運
営する指定管理者

・開催回数 ：月1回＝40か所、週1回以上＝11か所
・子どもの参加料金：無料＝20か所（30％）
　　　　　　　　　 100円＝34か所（50％）

●こども食堂以前からある「一緒に食べる活動」

●子どもに関わる場と人がつながっていくこと
　イベントでなく「日常」の場・関係にできるかどうか。
　共に生きあう場として

発言要旨

経  歴  等

東京家政大学・関東学院大学非常勤講師。

大阪生まれ。横浜へ転入後、ボランティアセンター職員を経て、子育て当事者による
まちづくりＮＰＯを設立し、横浜市域、神奈川県域の子育て支援ネットワーク設立を
コーディネイト。その後、ＮＰＯの中間支援に関わり、子どもの育ちを社会で支える
市民基金「神奈川子ども未来ファンド」設立に参加、初代事務局長として寄付を財源
とする親子・子どもの居場所活動への資金助成、運営支援に10年従事。2013年に個
人事務所「子どもの未来サポートオフィス」を立ち上げて、子ども・子育て支援に社
会資源をつなぎ、コミュニティカフェなど地域の中で人がつながり支えあう場づくり
をサポートしている。居場所づくりやＮＰＯの運営や資金調達に関する講演多数。
神奈川こども食堂ネットワーク・横浜こども食堂ネットワーク、かながわ高校内居場
所カフェネットワーク、横浜コミュニティカフェネットワーク世話人、子育てひろば
全国連絡協議会監事、行政・企業・財団等の各種助成プログラム選考委員など。共著
書『まち保育のススメ』。
●子どもの未来サポートオフィス　http://kodomomirai-so.com/
●コミュニティカフェ Fun　https://www.facebook.com/communitycafeFun/

子どもの未来サポートオフィ
ス代表

米田  佐知子　

◎第2部パネル  分科会17
　にも登壇
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第３部パネル

　2017年４月から子どもたちの個食や
孤食などの課題解決を意識した子ども食
堂を始めたいと「ふらっとカフェ鎌倉」
の活動を始めました。活動の特徴は「移

動型」であるということです。立ち上げメンバーの中に
自分のカフェで「みんなで作ってみんなで食べる『みん
食べ』」という活動をしている人がいて、その活動を広
げ、毎週どこかで開催できるようにしていこうと、２ヶ
所のカフェと高齢者施設で活動をスタートしました。カ
フェやレストランには予め調理ができる設備や道具類が
そろっていて、調理の専門家がいますので、立ち上げに
関わる費用はほとんどかかりませんでした。施設での調
理は、メンバーで家庭科の先生の「料理教室」という
形で運営します。カフェやレストランのシェフの大半の
方は厨房にボランティアなど外部の人が入ることを好ま
ない傾向がありますが、活動を続けていくうちにボラン
ティアさんが知恵を出しあい協力して活動していること
に気づき、厨房に入ってもらってよかった、と意識が変
わってきました。開催日は月に３・４回、場所も基本的
には不定期なので、開催情報はチラシと SNS で発信し
ています。また、食材や調理用具の保管場所としては
市の福祉センターが倉庫を提供してくれました。必要な
食材等を開催場所に運搬することや在庫管理もスタッ
フの大切な役割です。また、開催後にはスタッフメール
で開催報告と活動レポートを共有します。その内容はチ

ラシや SNS での活動報告となり、活動の様子も発信し
ます。
　始めてみると、孤食は子どもだけでなく、高齢者の課
題でもあることが分かりました。高齢者施設での開催で
は包括の担当者が個別にチラシを届けてくれ、高齢者
の参加が増えてきて、認知症の方も一緒に調理に参加
し、子どもや若者との交流を楽しんでいます。また、子
どもたちの参加が多いカフェでは、子どもたちも少しの
ことでもお手伝いができることを楽しみに参加するので、
子どもの役割をつくるよう工夫しています。家の近くで
の開催を楽しみに参加する方も、各地の特徴を楽しみ
にあちこちの場所に通う人もいます。
　現在、活動場所は定期的に開催する２ヶ所、隔月な
どで協力してくれる店舗が３ヶ所、また、企業や寺院と
のコラボ企画も行っています。場所によってはカセット
コンロと電子レンジだけで調理をするなどの制約もあり
ますが、ボランティアさんと一緒に知恵を出し合い、そ
れぞれの場所に合った工夫をしてメニューなども考えて
います。現在の開催場所は鎌倉駅から半径約２キロ圏
内のエリアですが、市内の他の地域でも同じような活動
をしたい、という団体も増え、活動のノウハウをお伝え
して各地での活動をサポートしています。同様の活動を
始めた団体が既に、９団体になり、ゆるやかなネットワ
ークを作って情報交換や食材の提供をし始めました。
市内全体の身近なところに通えるような居場所として広
がっていくことをめざしています。

経  歴  等

2017年３月に37年間勤務した神奈川県立高校を定年退職。同時期に高校生のボラン
ティア体験活動のコーディネートでお世話になった鎌倉の市民団体や NPO 団体、
NPO センター関係者、カフェ店主や社会福祉の専門職などのメンバーとともに一般社
団法人「ふらっとカフェ鎌倉」の立ち上げに参加、主に、ボランティアの担当、受付
や活動報告書の作成を担当している。３年目を迎え、子どもたちが主体的に活動でき
る場を作りたいと思っている。
県立高校在職中の2007年に県教育委員会からさわやか福祉財団に派遣され１年間の研
修をした際に、ふれあいの居場所ガイドブック作成に関わったことから、退職後は財
団でボランティアとして居場所ガイドブック作成などの業務に関わっている。
また、初任校でボランティア学習による学びの価値を知り、以来、ボランティア学習
の普及活動として若者たちのボランティア学習や体験活動を支援し、勤務校で体験活
動のカリキュラム化にも関わった。日本ボランティア学習協会では常任理事を務めて
いる。また、2018年度より「全国体験活動ボランティア活動総合推進センター」のコ
ーディネーターとして地域学校協働連携活動の普及を推進している。

一般社団法人
ふらっとカフェ鎌倉理事

大坪  直子

発言要旨
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第３部パネル

教室のコミュニティカフェ開設まで
　空き教室が多くなった学校の一部を地
域に開放できないかの運動がじわじわ広
がり、マンモス校だった Y 小学校の2教

室が解放されることになった。市は私たちの意見を聞い
て2教室の一つにキッチン機能を、もう一つは和室風に
畳を敷いてくれ、トイレにも洋式を一つつけてくれた。
教室を使うにあたって、地域の高齢者たちに相談。「お
昼ご飯が食べられるところがいい」の声に、一緒にプラ
ンを立てた。ご飯セットと麺類、選べて350円。
1997年1月　オープン（種々の団体が使うので、週1
回の開催。福祉政策課に申し込む）
　調理などのボランティアは学校周辺の住宅に案内の
チラシを入れて、20数名が参加、今も続いている。車い
すの人の参加もごく自然に。必要な人には送迎も。当初
は珍しかったせいもあり、さわやか福祉財団や、他市の
保健師さんや社協の見学や研修も多かった。
10分余しかない学校のお昼休みに
子供たちが走ってやってきた
　開放部分と学校との仕切り扉を開けると、子供たち
がやってきて、お年寄りに独楽回しを教わったり、囲碁
を一緒にしたり、わずかの時間の楽しい接点があった。
掃除の時間を知らせる音楽が鳴って、帰っていく子供た
ちにお年寄りがいつまでも手を振っている姿、車いすの
若い女性を見ていて、遊ばずに折ったらしい折り紙を、
女性の膝に黙ってそっと置いて走り去った5年生の男の
子など、忘れられない場面が多い。

学校との仕切りの扉がだんだん開かなくなって
　主な使用団体が、外からの入り口と学校との仕切りの
扉のカギを預かっていたが、ある団体が戸締りを怠って
しまったのを機に、カギは職員室で管理することになっ
た。毎回お昼休みの前に職員室に出向いて先生に扉を
開けてくださるようお願いするのだが…。
校長先生が代わるたびに
　遠くなっていった子供たちとの関係
集う人々にも変化が…‥積極的参加が増えた
　20余年、変らずにやってきているが、集っている
人々に自然な変化が生じている
　視覚障がいの方たちの参加が増え、ご自分たちで企
画した歌の会を催したり、朗読会をしたり、ある男性が、
自分の亡くなったお母さんの歌を自作してそれをきれい
なテノールで披露すると、お年寄りがたいそう喜んで、
毎回リクエストが出るようになったり、高齢の趣味人が
ギターやアコーディオンなど自分の趣味を披露したりす
る場にもなっている。そうしたことに参加したくない人
は、隣の部屋でおしゃべりしたり、静かに囲碁をやって
いたり、てんでに過ごしている。毎回30～40名、多い
時は50名を超える参加もある。
　2階の教室が一時期子連れのママさんたちに使われる
ようになり、カフェ欅にも参加が増えて小さな子供たち
の声があふれる楽しい雰囲気が3年間ほど醸されていた。
その後もぽつぽつ子連れの参加があるが、ひところに
比較すると減ってしまった。
　カフェ欅で仲良くなった人たちが、日頃も電話で話を
したり、一緒にどこかに出かけたり、カフェ欅のない日
の地域のつながり・支えあいを生み出している。

経  歴  等

1988年　たすけあいの会「ふきのとう」を仲間とともに立ち上げ
1996年　12月　学校区のお年寄りたちと余裕教室の利用について話し合い
1997年　1月　コミュニティカフェ欅オープン（地域のお年寄りたちの思いを入れて）
1999年　NPO 法人に
2000年　介護保険事業開始　以後、たすけあい活動を基盤にして、障害福祉サービ
ス、共生型小規模通所事業所、小規模多機能型居宅介護事業をやってきて、活動開始
から31年目になります。どんな人もかけがえのない「ひとり」として、最後まで尊重
されて自分らしく生きられるようにとの願いで、小さな活動を種々積み上げてきまし
た。どの活動も事業もいろんな人とともに過ごすことができて「いいな」と思います
が、中でも私が一番好きなのはコミュニティカフェ欅です。制度事業にはない何とも
言えない良さがあります。
さわやか福祉財団さわやかインストラクター

認定特定非営利活動法人たす
けあいの会ふきのとう副代表

國生  美南子

発言要旨
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第３部パネル

　私は、静岡県伊豆の国市で創業89年
の地場建設業者です。
　建設業には3つの目標があります。
「暮らしをつくる」「災害から守る」に

ついては、本業の使命として事業を進めてきましたが、
「地域を支える」も一事業者として必要なことだと取り
組んできました。自社や建設業界には、本業の延長か
らの仲間がおりますが、地域を支えるためには異業種の
仲間も必要。商工会長を務めていた時代、多業種の仲
間と地域課題についてよく話したものです。
　高齢者や障がい者のひとつの働き場所の確保や耕作
放棄地の解消など、農業参入も既に8年目。この農業参
入は、参入意義を超えて地域住民と近い位置での交流
を生み、暮らしの課題に新たに直面することとなりまし
た。地域課題へのアプローチとして、福祉分野・地元商
店や市民ボランティアと共に、買物困難地域に対しての
支援策も進めています（ポスターセッションに出展）。
　本ベンチプロジェクトは、平成28年に始まり今では
市内に39か所、合計49基が設置されています。きっか
けは、ひとり暮らし高齢者のエピソード。堤防のベンチ
（既に老朽化で撤去されている）に座ることで、通りが
かりの人が声をかけてくれる。その方にとっては社会と
繋がる唯一の扉であり、自分の足で歩みを進める生き
がいのひとつだったと言います。
　同時期、当社敷地内の自社作野菜直売所では、日課
のように通う高齢者が増えました。自宅用に製作したベ
ンチを社員が設置したところ、散歩ついでの高齢者が

休憩し、買物に来た主婦に声をかけ、数人でベンチを
囲み話し込むなど、自由にベンチを活用するようになっ
たのです。ベンチは、形もサイズも色も、置く場所、座
る人さえ自由。人それぞれの使い方が出来る便利なコ
ミュニティーツールだと気付きました。
　そこで市がコーディネーターとなり、置き場所となる
商店や個人宅で、どんな人たちのために、どんな風に
活用したいのかヒヤリングし、その結果に基づき、我々
建設業協会を中心に、座る人を想像しながら設計、製
作、現地に設置するという流れをつくりました。ベンチ
は、置き場所の人達によって見守られ「自由な触れ合い
の場」になっていきます。
「地域コミュニティーを再生する気配りベンチ」こんな
フレーズは、私達のようなモノ作り分野では発想できな
いことでしたが、“ 得意なこと ” で地域づくりに参画出
来る、と建設業の仲間たちも喜んで協力しています。ベ
ンチを通じて今までになかった出会いが生まれ「工事中
ご不便おかけします」と頭を下げていた地域の人達か
ら「ありがとう」と言ってもらえたと顔を赤くする仲間
も出たほどです。
　事業者の人脈を活用して暮らしの課題解決に取り組
むことで、多業種の事業者や若者、学生達が地域に目
を向けることが出来、新たな活力が生まれます。人の活
力や目が向けられたベンチは、人とのつながりを生み、
誰かの生きがいのひとつになる。それが、地域力の強
化になっていくのです。

経  歴  等

昭和27年1月生まれ　67歳
昭和49年　早稲田大学理工学部土木工学科卒　土屋建設㈱入社
昭和59年　土屋建設㈱専務取締役
平成15年　土屋建設㈱代表取締役社長
【奉仕活動歴】
平成 5 年4月　　　　　　　	 伊豆長岡 RC（現伊豆中央 RC）入会
平成 5 年4月～平成 6 年3月	 大仁町消防団第三分団長
平成 7 年5月～平成 8 年4月	 大仁中学校 PTA 会長
平成10年4月～平成13年3月	 大仁町消防団本部長
平成10年5月～	 保護司
平成22年6月12日	 伊豆の国市社会福祉協議会会長表彰
平成27年9月28日	 全国保護司連盟理事長表彰
平成28年9月29日		 　法務大臣表彰
平成30年4月～	 区長（伊豆の国市三福区）
平成30年4月～平成31年3月	 伊豆の国市区長会会長
【団体歴】
大仁町（合併前）商工会会長、静岡県商工会連合会副会長、伊豆の国市商工会会長を
歴任。現在、（一社）三島田方法人会副会長、（一社）静岡県法人会連合会理事、伊豆
の国市建設業協会長、（一社）三島建設業協会副会長、（一社）静岡県建設業協会環境
災害対策委員長、静岡県農業参入法人研究会会長、（公社）静岡県農業振興公社理
事、㈱大仁まごころ市場取締役社長を務める。

土屋建設株式会社
代表取締役社長

土屋  龍太郎

発言要旨
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第３部パネル

高齢者の暮らしに寄り添う支援活動を！

　平成23年5月、合志市社会福祉協議会
の提唱によりスタートした住民参加型在

宅福祉サービス「ぽっかぽかサポート」事業の団体登
録第1号となった「ぽっかぽかすずかけ」です。活動が
実り、平成27年2月には地域住民の拠り所、居場所づく
りの家「よんなっせ」を開所し、高齢者の一人暮らし等
に寄り添う支援を行っています。

Ⅰ　高齢化地域だからこそ、
　　みんなが集える居場所での支援を
　私達が暮らす「すずかけ台」では、高齢化率が40
％を超えました。行政や福祉機関からの支援はもち
ろん大切ですが、「おんぶにだっこ」ではなく、「でき
る時間にできることをする」という無理のない活動
を目標にしています。当初、サービスに携わる協力
会員は11名でしたが、現在は35名に増加。また、サ
ービスを希望される利用会員は90余名を数えます。
　当初からの4年間在宅支援を行うなかで、利用者の
お宅に出向くだけでなく、高齢者や子育て中の方が
遠慮なく集える「居場所」が必要との思いが強くな
りました。そんな折の平成26年12月に空き家の存在
を知り、協力会員の理解と関係各位の協力で同27年
2月、居場所づくりの家「よんなっせ」を開所するこ
とができました。
　利用会員は社協が発行する利用券を購入し、1枚
（200円）で1日滞在が可能です。利用された券は毎
月まとめて社協に提出、定められた活動費を当法人

が受け取ります。平成27年度の利用は2,165枚、28
年度には2,164枚、29年度は2,421枚、30年度は
2,501枚と増大しています。
　同時に、家賃等の確保や長期的活動には、行政や
福祉施設等からの業務委託が可能な法人格が必要と
考え、27年6月に NPO 法人「ぽっかぽかすずかけ」
へ移行しました。

Ⅱ　「よんなっせ」の活動内容
　■ 利用日時　　（月）～（土）　10時～16時
　■ 利用券1枚で1日滞在可
　■ �昼食を希望される方は別途200円（現金）。
　　 お茶・コーヒーはサービス。
　■ 主な企画

・健康麻雀（週2回）・脳トレ教室（週1回） 
・映画鑑賞会（月1回）・音楽教室（月1
回）・テルミー療法（週1回）・パソコン相
談（月2回）・笑おう会（月1回）・百歳体
操（週2回）・ヨガ教室（月2回）・ナイト
カフェ（2ヶ月に1回）・出前講座（不定期）

・昼食提供（1日平均17食 ×15日 ×12ヶ月
= 年間約3,000食）

・JICA の依頼でマレーシア医師らの視察。
・長崎・鹿児島・熊本各市町村からの研修

の場として活用。
　■� 「よんなっせだより」を、毎月1日に120部発行。

（裏面に活動予定を掲載している）

経  歴  等

昭和17年生まれ
平成11年 2 月	（1999年）退職後ホームヘルパー2級資格取得
平成12年 4 月	 旧合志町社会福祉協議会ボランティア登録、活動
平成13年12月	 旧合志町民生児童委員
平成15年 6 月	 旧合志町ボランティア連絡協議会長
平成18年 4 月	 合志市ボランティア連絡協議会長
平成19年 4 月	 合志市すずかけ台自治会長（区長）
平成20年 4 月	 合志市区長会副会長
	 合志市自治条令設立懇話会メンバー
	 合志市総合政策推進協議会メンバー
	 合志市介護保険策定委員会メンバー
平成23年 5 月	 任意団体ぽっかぽかすずかけ代表
平成27年 6 月	 NPO 法人ぽっかぽかすずかけ代表 
平成28年 4 月	 合志市生活支援協議体メンバー
平成29年 4 月	 社会福祉法人合志市社会福祉協議会評議員
	 社会福祉法人慈敬会評議員

特定非営利活動法人
ぽっかぽかすずかけ代表

佐藤  昭男

発言要旨
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現場視察を有効に行うには、
どんな工夫をすればよいか

現場視察でわが町再発見
　北海道内各地で生活支援体制整備事
業（以下体制整備）の支援に関わるよう
になって、体制整備に関わるたくさんの

方とお話をする機会を得ました。協議体設置や生活支
援コーディネーター（以下ＳＣ）配置のための関係者勉
強会では、制度をどう説明したらいいか、住民が主体
的に活動するには何をしたらいいか、など真剣に悩まれ
ていました。
　日ごろからＮＰＯ活動に接している私は、「震災時な
どに顕著に見られる住民同士の助け合いは平時にもちゃ
んと機能していて、思いの差はあっても人はみな互いに
助け合って暮らしている」と認識していました。住民活
動がそこにあるのは当然のことのように思えていました
が、初めて体制整備に関わった関係者にとっては住民
主体の活動がどういうものかイメージできなかったかも
しれません。
　その悩みはＳＣが地域に入って住民の声を聞くことで
少しずつ解消されていったようです。支え合い・助け合
いはすでに住民の中にちゃんと息づいていて、実際には
町内会単位の見守りや声かけ、ちょっとした助け合いは
日常的に行われているとＳＣ自身が気づいたからだと思
います。
　生活支援の形はさまざまです。ゴミ出しを手伝ってい
るご近所の高校生、1人暮らしの高齢者に夕食のおかず
を届けている惣菜屋さん、通院を手伝っている町内会の

役員、午後の2時間場所を解放しているカフェのご主人。
組織的な活動ではないので、助け合い創出の例として
は示されていないかもしれませんが、私には全てが生
活支援に見えます。高校生が二人、三人と増えてチー
ムになったら？　総菜屋のおかず運びを手伝う人がい
たら？　通院介助に仲間が出来たら？　カフェの開放時
間を知らせる人がいたら？　主体的な活動だからこそ、
賛同する人が増えれば地域の強みになります。何を地
域資源と捉えるかによって町の景色が変わって見えるの
ではないでしょうか。そのために一度、自分の地域から
離れたところで助け合いの現場を見る、体験するという
のも有効でしょう。
　現場視察の中のグループワークで、うちの町には担
い手となる人がいないと嘆いていたＳＣが、「そう言え
ば井戸端会議のように集まってお茶しているグループが
いる」と急に思い出して立ち上がったとき、その場にい
る全員が笑顔になりました。後日、彼が町に戻ってから
サロン立ち上げに関わったと聞きました。嬉しい知らせ
でした。体験して、わが町に置き換えて考える、実践し
てみる、その強力なきっかけ、活動の起点となり得る手
法が現場視察ではないかと感じています。
　さわやか主催の現場視察に参加したＳＣがのちに住
民を対象に自ら現場見学を企画したと伺いました。自身
が肌で感じた助け合いを住民と一緒に現場で共感する
取り組みとして推奨できる事例です。ぜひ各地で実践
してほしいと思います。

1959年札幌市生まれ。北海道武蔵女子短期大学英文学部卒。北海道ＮＰＯサポートセ
ンター職員を経て、福祉分野における中間支援団体として福祉ＮＰＯ支援ネット北海
道（旧さっぽろ介護ＮＰＯ支援ネット）を立ち上げ、現在、代表理事。1999年から約
20年間、ＮＰＯ等の支援業務に従事。介護保険サービス、障害福祉サービス等公的サ
ービスを提供する事業所の側面支援がメインだったが、2006年より公益財団法人さわ
やか福祉財団のインストラクターとして、制度枠外のサービスを提供する団体支援、
設立支援にも積極的に関わるようになり、結果としてフォーマル・インフォーマル両
方の団体支援を行っている。新地域支援事業にかかる市町村支援では、制度の理解と
助け合いの理念、両面を伝える役割を担い、今年度は北海道内の生活支援コーディネ
ーター養成研修において、生活支援コーディネーターのスキルアップとネットワーク
づくりに注力する。

発言要旨

■ 進行役
特定非営利活動法人
福祉ＮＰＯ支援ネット北海道
代表理事

山本  純子

経  歴  等
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芽室町第1層生活支援コーデ
ィネーター

西村  有里

経  歴  等

1969年、北海道生まれ。2016年7月より現職
ＮＰＯ法人まちづくりプラットホームめむろ・理事

北星学園大学短期大学部英文学科卒業後、仕事の傍ら、ドキュメンタリー映画上映・ア
フリカンコンサート・環境保全に関わる講演会開催など、二十代からボランティア活動
を続ける。
2013年4月より住民と行政の協働のまちづくりを目指す中間支援組織「めむろ町民活
動支援センター」にて勤務を始める。2018年11月、まちづくり、子育て支援、環境保
全など様々な分野で活動するメンバー14名と共に、NPO法人まちづくりプラットホー
ムめむろを設立。生まれ故郷であり住民活動が活発な十勝・芽室町にて、老若男女と共
に楽しく対話を重ねながら地域づくりを行っている。

発言要旨

学び合いから広がる地域づくり

　生活支援コーディネーター（以下、Ｓ
Ｃ）に着任した平成28年7月、同月下旬

にさわやか福祉財団主催の『助け合い活動ツアー』（札幌
市）に参加しました。ご夫婦で営む小さな食堂からＮＰ
Ｏ法人を立ち上げ地区住民を対象に行う大規模な活動ま
で、多様な居場所でサロン・移動支援・生活支援などの
活動が行われていることを学びました。現場の実践者た
ちと直に会い具体的な体験を聴くことで、助け合い活動
を肌感覚で理解できた二日間でした。また一日目の夜に
は懇親会も開かれ道内各地から集まったＳＣとつながり
を持て、情報交換できる良き仲間として現在も心強い存
在となっています。
　このツアーでの大きな収穫の一つが、わが町では当た
り前と捉えていたことが実は良き社会資源であることに
気づいたことです。活動場所が町内各地に充実している
こと、住民活動が活発であることなどを再認識でき、そ
の後の事業を考えていく上で大事な礎となりました。そ
の気づきを得て、町内の活動・活動場所の情報収集に動
き出しました。
　情報収集する中でユニークな活動に出会いました。近
隣6町内会が合同で開催する居場所・『趣味の会』です。
その集まりは月3回開催され、好きな時間に来て好きな時
間に帰るという自由な場。町内会未加入の人も参加でき、
そこで顔なじみになり会に加入するという例もありまし
た。ＳＣがその活動内容を町広報誌で紹介、協議体会議
 ・講演会などで世話役による活動紹介の機会をつくると、
「現場を見てみたい」という声が聞こえ始め、町内会役
員やサロン活動主催者などに呼びかけ現場視察を実施し
ました。
　視察当日、会場の地区コミュニティセンターを訪れる
と、一つの部屋のあちらこちらで卓球、カラオケ、お茶

飲みする人たち、麻雀をしている女性グループの後ろで
腕組みした男性がアドバイスをしている姿も。まるでお
まつり会場のような非日常感のある雰囲気に、見学者一
同、一気に緊張が解けて、世話役や参加者との交流・質
疑応答が始まりました。
　「お互いのことが気にならないのですか？」と尋ねると、
「それぞれの活動を別の部屋でやると顔を合わせられな
いからね。この方がみんなの顔が見えるし参加しやすい
でしょ。」と笑いながら答え、ある男性は「この日が来る
のが楽しみで楽しみで」と満面の笑顔で話してくれまし
た。予算や場所の管理など運営方法についても質問があ
りました。
　世話役の人たちは、このサロン以外にもものづくりが
好きな人たちのための文化展、『300円居酒屋』と題した
飲み物持ち寄りの夜の集まりなど、みんなの声を聴きな
がら楽しいと思えることを企画し、即実行。町内会での
長年の付き合いからそれぞれの得意なことをよく知って
いる間柄なので、無理なく役割分担している様子も見て
取れました。集まってくる人もその場を支える人も楽し
く緩やかに関わっているこの居場所は、現場視察したか
らこそよく理解できるものでした。この地区の取り組み
は『参加してみたい居場所』のモデルケースとして、町
内で共感の輪が広がっていきました。
　現在は、さまざまな媒体を活用して活動の “ 見える化 ”
を図ることができます。その中でも効果的と思われるの
が、同じ時代を生き、それぞれの場所で頑張っている人
たちと出会える現場視察だと実感しています。お互いの
活動から学び合い、励まされ、細やかな工夫を感じ取り、
自分たちの活動を見直し継続していく…人との出会いは
そのような大きな力があります。
　今後も団体間の見学会や一日体験会など交流をとおし
てそれぞれが活性化していく、そのような機会を創出し
て、学び合いからの地域づくりを広げていきます。
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全体像
・県委託事業として、さわやか福祉財団
と共催で、平成27年度から現場視察研
修を実施しています。これまで計28か

所の取組を視察し、計80人近くの生活支援コーディネ
ーター（以下ＳＣ）や行政担当者が参加されています。
・住民主体の地域支え合い活動（サービス）を視察し、
視覚的情報だけでなく、活動者や参加者との対話の中
から、住民主体による活動創出や拡充を図るためのヒン
トやアイデアを得ることで、ＳＣが自身の現場に持ち帰
ることができるように心掛けています。そして、埼玉県
内全体の底上げを図ることを目的に実施してきました。
・なお、視察研修では、県内の居場所（サロン）と有償
ボランティアを中心に組み立てています。それぞれ運
営は住民ボランティアや自治会、支部社協、ＮＰＯなど
多岐に渡るため、ある程度どこの地域でも参考になるよ
う選定しています。

居場所・有償ボラについて
・居場所については、できる限り多世代共生型を候補と
しています。例えば、平成30年度に視察した所沢市の
「金山食堂」はＳＣとＣＳＷが協働した居場所で、高齢
者だけでなく、子どもや引きこもりの男性など、誰でも
来れる地域食堂でした。
・有償ボランティアは、単なる支え合いの仕組みを学ぶ
のではなく、どのような経緯で立ち上げ、協力者をどう
募ったのか、利用者からどんな声が寄せられているかな
ど、活動を通して住民と住民がつながり、様々な発展
の可能性をもつことを学んでもらうことをポイントにし
ました。例えば、平成28年度に視察した越谷スカイハ

イツでは、団地住民同士の生活支援と定期的なサロン
で日頃から顔なじみの関係づくりができたり、平成29
年度に視察した羽生ささえ愛隊は圏域ごとに拠点を整
備し生活支援を行うだけでなくサロンや介護予防体操
を組み合わせていました。

視察研修での工夫
・視察研修はバスで移動するのですが、その車内では視
察先の概要やポイントを参加者にお伝えし、目的をもっ
て視察してもらうよう工夫しています。また、ＳＣ同士
が知り合い、情報交換する場としても活用しています。
・当初は県内にある既存のサロンや有償ボランティア等
を視察先としてきましたが、近年ではＳＣが関わった活
動も増えてきており、そうしたところを優先候補とする
など、現場のＳＣがより参考になるよう工夫をしていま
す。また、昨年度からは県外への視察も組み込んでい
ます。そのため、県内各市町村のＳＣとは日頃から情報
を共有し、先進的な取組の情報を蓄積するようにしてい
ます。

メッセージ
・現場視察研修を始めた当初は、生活支援体制整備事業
自体が始まったばかりで、自身の自治体の中に、視察し
たような取組を作れるのかという疑問を持ちながら参加
したＳＣも少なくなかったかと思われます。そうではな
く、一つの活動の視察を通して、活動者がどのような思
いで始めたのか、地域の反応はどうかというような住民
の生の声を聞き、ＳＣには住民に寄り添いつつ、黒子と
して住民活動をサポートする視点を持ち帰ってほしいと、
事務局としてメッセージを送ってきました。

経  歴  等

平成25年３月入職、介護支援専門員向け研修の担当を経て、平成28年度より生活支援
コーディネーター養成研修等（県委託事業）の担当となる。平成29年度からは生活支
援アドバイザー（県委託事業）として、生活支援体制整備事業に関わる個別支援や相
談支援、講師対応等を行い、埼玉県内の生活支援コーディネーターや行政担当者のサ
ポート活動をしている。

社会福祉法人埼玉県社会福祉
協議会地域福祉部地域連携課
主任

佐藤  潤一

発言要旨
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・�平成２８年度に参加した、現場視察研
 修では、生活支援コーディネーター（以
下ＳＣ）に異動したばかりで、埼玉県や
県社協の主催する養成講座等に参加する

機会はありましたが、どのような業務を行えばよいの
かわからず、思い込みで仕事をしている状態でした。

居場所についての現場視察で目からうろこが落ちました
・ＳＣ自身が「ふれあい・いきいきサロン」とは、「お

しゃべりや、お茶飲み会」といったイメージをもって
いて、担当地域でも現在の「地域の集いの場」のよう
な多様なサロンは多くない状態でした。

・視察研修で見学をした一つのサロンは、マンション内
での高齢者の孤立死問題をキッカケに、マンション住
民数名で社協の福祉推進員養成研修を受講して、サロ
ンの立ち上げや生活支援サービスの取組みを始めたサ
ロンでした。

・このサロンでも当初は、「レクリエーションを中心と
したサロン」でしたが、参加者が少ない状態が続いて
しまい、参加者にニーズを聞くと「住民同士の気軽に
会話ができる場」を求めていたことがわかり活動に変
化が起きて、視察当時は、お昼のレクリエーション活
動の他に、麻雀やカラオケなどのサークル活動や、
朝・昼・夜の食事会などといった多彩な活動がありま
した。

・住民が生きがいややりがい、参加者同士の自然な見守
り体制ができているといっていました。

視察から感じたこと、うまくいったこと
・サロンの活動を「多様な形態」「多様な参加者」とし

てとらえる事ができました。
・視察から、日中以外の集いの場の活動や、男性が参加

しやすい活動の必要性を感じました。他市で夜に開催

され、男性がメインの場で、料理をして食事をするサ
ロンを見学しました。

・地域の老人クラブ活動や、スポーツ大会などの福祉活
動以外の場に出向き、サロンの意義や多様性について
説明をすることによって、新規のサロン登録を増やす
ことができました。

・地域のサロン説明会では、朝（ラジオ体操後のほぼ毎
日サロン）・昼（体操を自治会で行うサロン）・夜（自
治会館が毎日いろいろな活動をしているうえに、夜に
ジャズを聴くサロン）の事例を紹介することができ、
地域の方々にもサロンの多様性や意義を伝えられた
（と思います。）

・他市でのサロンの見える化としてのマップを鶴ヶ島で
も作成することによって、地域の活発な活動や、社会
資源の偏りを確認することができました。また、マッ
プを見た方から「自分のところの活動も載せてく
れ！」と新規の活動の発掘ができました。

視察で感じたこと、うまくいかないこと
・久喜市での「くき元気サービス」では、社協が一体と

なって事業の仕組みを理解し、介護保険部門や障害サ
ービス部門との垣根がなく事業展開をしていました。
生活支援体制整備事業は、ＳＣと行政がうまく手を取
り合うことや、社協内での全体像の共有が必要と感じ
ました。

まとめ
・視察研修では、他市町村の活動が実際に体感でき、座

学の研修の何倍もの収穫がありました。また、一緒に
視察をしたＳＣともその後に連絡をとりあい、情報交
換ができていることも一日を共にしたＳＣ仲間として
大切なことだと感じています。

経  歴  等

社会福祉士、精神保健福祉士
平成19年　鶴ヶ島市社会福祉協議会　入社
平成28年　生活支援コーディネーター

社会福祉法人鶴ヶ島市社会福
祉協議会　第１層生活支援コ
ーディネーター

宮城  智広　

発言要旨
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経  歴  等

特定非営利活動法人
たすけあい遠州代表理事

稲葉  ゆり子
◎第１部パネル  分科会８
　にも登壇

発言要旨

体験ツアーの取組み（静岡県）
参加者の視野が広がることを期待して、
視察先の選出とその背景を伝える

平成２８年５月第１回目のツアー４コースを企画。
（後３０年７月までに４回（１２コース）実施）
〈視察先の選出〉
ほとんどのコースに居場所と有償助け合い活動に取組む
団体を選出、併せてその町で買物や移動支援等をしてい
る団体にも視察を依頼。
　①居場所で伝えたい　
　　・どんな場所でもできる
　　・市民が運営している
　　・常設がいい
　　・参加者のいきがい
　②助け合い活動（有償）のきっかけは　
　　・市民の気づきからはじまる
　　・アンケートを活かした
　　・ワークショップの結果からはじめた
　　・社協の取組みから
　　・有償活動の理解からスタートできた　　
　③その他
　　・買物支援（ＪＡ、企業、利用者の満足度）　
　　・移動支援（市民のかかわり、市町やＳＣの係わり）
　　・認知症支援（どの町もできるやり方、ネットワー　
　　クを見る）
　　・障害者支援（どんなことを）等、助け合い活動の　
　　中味はいろいろ
〈視察先へ事前説明〉

・新地域支援事業とこれから必要とされる助け合い活

動について
・生活支援コーデｲネーターと協議体について
（役割・期待）

〈視察先へ依頼〉
・活動のきっかけ
・活動内容
・参加者
・ネットワーク
・運営について

〈参加対象者〉
・１層と２層の生活支援コーディネーター・市町担当

者・県担当課・県社協　
・ＳＣの希望で協議体構成員も途中から参加

　インストラクターは
・ツアーの趣旨説明、視察先の特長と関連する情報説

明。資料等の紹介
勉強会（講師は・市町担当職員・１層ＳＣ・１層協議
体委員長）	
・先進的な取り組み
・地域のネットワーク
・市民の力

　意見交換会
・市町の情報交換やＳＣのつながりへ発展

　県・県社協の協力　
・ツアーの案内は県長寿政策課経由で市町へ発送。県

社協も協力団体
・静岡県は３０年度後半から、ＳＣフォローアップ研

修として体験ツアーを実施
・市町や２層も協議体構成員を対象に体験ツアーをは

じめている

さわやか福祉財団理事・さわやかインストラクター

1993年　学校事務職員を退職
1995年 「働く女性を支援しよう」とたすけあい活動団体を設立
1999年　居場所「もうひとつの家」立ち上げ（現在４代目）
2000年　時間通貨「周」のたすけあい活動開始
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第３部パネル

1．現場視察でわかったこと
　　（1）居場所
　　・どんな場所でもできる。公共施設
　　・空き店舗・空き家・福祉施設等

・市民が運営しているから自由にできる。
・運営者と利用者を分けていない。

利用者にも役割があり、「ありがとう」と言われ
る機会を増やしている。生きがい。
運営者は「頼み上手」で「褒め上手」がいい。

・「誰でもどうぞ」で共生できる。子ども。障がい。
認知症。

・「いつでも行けば誰かに会える」という安心感。
常設型がいい。

　　（2）助け合い活動（有償ボランティア・移動支
援・買い物支援等）

・自分たちの地域のために自分たちで創り出してい
る。

　充分に時間をかけて調査や話し合いをすること
で「やらされ感」をなくす。

・できることから。無理をしない。

2．現場視察後の取り組み
・地域でアンケート調査や懇談会（ワークショップ）を

実施！
→自分たちの地域にどんな課題があるか、どんな助け

合い活動が必要か。
・居場所が立ち上がった！ 

→地域のみなさんにも共生常設型居場所を現場視察
してもらった。
「自分たちの地域にもこんな居場所が欲しい」とい
う強い思いが原動力に。

・既存の助け合い活動をより活用しやすく！
→市社協事業「ささえあいサポーター」（助け合い・

有償ボランティア）を改正した。
　支援内容に「草刈り・植木の刈り込み」を追加。

（参考）御前崎市について
・御前崎市　人口32,541人　高齢化率29.2％
　　　　　  （平成31年4月現在）
・H29　　第1層協議体設置。第1層 SC 配置。

H28～  市内8地区（中学校圏域より小規模圏域）に
第2層協議体を設置し第2層 SC を配置するこ
とを目指す。現在7地区が整備されている。
第2層生活支援コーディネーターは各地区か
ら推薦された住民である。

経  歴  等

子どもの頃から人と関わることが好きで、子どもや高齢者等と関わる様々なボランテ
ィア活動を経験した。高校生の頃には、「将来は福祉関係の仕事に就きたい」と考えて
いた。
平成20年3月静岡県立大学短期大学部社会福祉学科社会福祉専攻卒業。
平成20年4月社会福祉法人三愛会特別養護老人ホーム愛華の郷就職。デイサービスセ
ンターやショートステイで介護及び相談業務に従事し、高齢者の在宅生活を支援する
ことについて学んだ。
平成26年4月社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会へ転職。平成30年4月から、御前
崎市第1層生活支援コーディネーターとして、地域住民同士の助け合い活動について、
住民と共に考え、実践に繋げている。また、市社協事業として「ささえあいサポータ
ー事業（家事支援等）」を実施し、地域住民同士の助け合い活動のきっかけづくりをし
ている。その他、法人後見業務も担当している。
（資格：社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員・保育士）

社会福祉法人御前崎市社会福
祉協議会　第1層生活支援コ
ーディネーター

松井  杏奈

発言要旨
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特定非営利活動法人ニッポン・
アクティブライフ・クラブ
副会長

寺井  正治

経  歴  等

2001年３月　民間会社を定年退職
2001年９月　ボランティア団体ＮＰＯ法人ニッポン・アクティブライフ・クラブに入会
2003年３月　さわやかインストラクターの委嘱を受ける
2004年５月　同団体の本部事務局長に就任
2014年５月　同団体の副会長に就任

発言要旨
「助け合い活動見学会」　
 ・開催月日／2016年６月15日、 22日、
   29日（できるだけ多くの方が参加でき
　るよう同じ見学コースを３回開催、開

　催企画については大阪府と事前調整した。）
・対象／大阪府から提供された大阪府内市町村の生活支

援コーディネータ及び行政関係者。参加者は３回合計
で41名。

・見学先
①地域の集会場で地域住民リーダーが中心となり、地
元地域の住民が参加している活動の紹介。紹介しても
らった活動は、「ふれあい型食事サービス」「ふれあい
喫茶」「サロン活動」「介護予防教室」「子育て支援」
「認知症予防教室」「おまもりネット活動」 （説明者：
東中本地域福祉サポーター野坂万喜子氏）。なお、東
成区社協の石川事務局長が同席され、住民団体の活動
と社協の係わりなどについて補足説明をして頂いた。
②大阪市旭区　ＮＰＯ法人フェリスモンテ
　コミュニティ喫茶、集いの広場を見学し、地域に配
食している昼食を摂りながら、生活支援型サービスと
して、また子供食堂としての「おたっしゃ食堂」「サロ
ン倶楽部」等を中心に地域交流事業の活動状況につい
てレクチャーを受けた。（説明者：同法人事務局長隅田
耕史氏）
③京都府精華町　ＮＰＯ法人みんなの元気塾
　みんなの元気塾が運営する居場所でお年寄りが集ま
るサロンの活動状況の紹介とボランティア人材の養成、
地域住民と連携した活動に係るノウハウについて、苦
労話も交えてレクチャーを受けた。（説明者：同法人副
理事長、精華町第１層ＳＣ古海りえ子氏）
　なお、移動中のバスの中で「すずの会」「沖代すず
め」の居場所活動をＤＶＤで紹介し、併せてさわやか
福祉財団の活動紹介や助け合い推進パートナーに関し

て説明し、多くの皆さんから賛意を得た。
・企画のねらい
　ＳＣの皆さんに住民や住民団体が中心になって行われ
ている様々な助け合い活動を見学してもらい肌で感じ、
かつ理解してもらった上で、地域の中で求められている
助け合い活動を創出するというＳＣの役割を日々の活動
の中で果たしていってもらいたいとの思いで企画。
・見学先の選定と説明者への了解
　企画のねらいに合致する様々な助け合い活動をひとつ
でも多く見てもらえる、また既に実践している先輩から
の話を生で聞いてもらえるよう、少々ハードな行程であ
ったが説明者にも趣旨を説明し、協力してもらった。
・見学会の効果
　帰路の車中での参加者の皆さんからの発言では、色々
な住民主体の活動事例を生で見聞し、明日からの仕事に
反映できることが多くあり、仕事への取組みに勇気が湧
いてきた、多くの事例を見学でき今後の取組みへのイメ
ージが掴めた、これから地域の中のやる気のある人を見
付けそこから輪を広げていきたい、担い手の講座を地域
の現場ですることが響いた等々前向きな発言が多く聞か
れ、当時まだ住民へのコンタクトに悩んでいるＳＣが多
く、この見学会で得られた知見は、その後の活動の中で
少しでもお役に立ててもらえたものと思われる。
・見学会後の状況
　その後、2016年のＳＣ勉強会１回及び2017年と2018
年に計３回、この見学会に参加されたＳＣ及びその後配
置された大阪府各市町村のＳＣに声をかけ、座学による
研修会を開催し、特に17、18年の研修会は「本音で語ろ
う！情報交換会」のネーミングで継続して開催し、お互
いに地元での活動で成功した事例、失敗した事例を中心
に情報交換してもらい、市町村域の枠を超えたメンバー
が参加して、相互のパイプを確保し、情報の共有を図っ
ていただいている。
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藤井寺市第１層生活支援コー
ディネーター

羽根  武志

経  歴  等

藤井寺市社会福祉協議会地域包括支援センター副主査　

（資格）社会福祉士
（実績）入職以来、様々な課題を抱えるかたへの個別支援を担当すると共に、認知症
をテーマとした住民主体の地域づくりの取組み『ＮＩＣＥ！藤井寺親父パーティー』な
どを主に担当。この取り組みは全国でも先進的な取組みであると評価を受けた。また地
域の福祉専門職や民生委員児童委員と協力し中学生向けの「認知症サポーター養成講
座」の実施、医師や介護支援専門員をはじめとした様々な専門職が同じ立場で連携を行
う「いけ！ネット（藤井寺市医療・ケアマネネットワーク」、過去には「介護者家族の
会」や「認知症徘徊対応模擬訓練」など地域包括支援センターが行う様々な事業に関
わっている。現在は第１層兼２層ＳＣとして、地域の中に様々なカタチの居場所（場
所・イベント）が出来、またそれに関わる住民が『いきいき笑顔』に生活できるような
仕組みづくりに取り組んでいる。

発言要旨

「助け合い活動見学会に参加して」　
・開催月日
　2016年６月15日、22日、29日

・対象
　今回の見学会は、さわやか福祉財団が主体になって大
阪府内各市町村のＳＣに声を掛けられて３回にわたって
実施された。私は６月29日に参加した。
・見学先

①地域の集会場（大阪市東成区東中本公園集会場）で
　地域住民リーダーが中心となり、地元地域の住民が
参加している色々な活動について、映像を交えて説明
があった。　　　
②大阪市旭区　ＮＰＯ法人フェリスモンテ
　同団体が地域助け合い活動として実施している活動
を中心に説明があり、建物内の活動現場の見学や意見
交換の場もあった。（説明者：フェリスモンテ事務局長 
隅田耕史氏）
③京都府精華町　ＮＰＯ法人みんなの元気塾
　同団体が取り組んでいる居場所活動の状況説明と地
域住民と連携しての活動のノウハウ等について説明を
受けた。（説明者：みんなの元気塾副理事長、精華町第
１層ＳＣ古海りえ子氏）
　なお、移動中のバスの中で「すずの会」「沖代すず
め」の居場所活動をＤＶＤで紹介、併せてさわやか福
祉財団の活動紹介や助け合い推進パートナーに関して
説明があった。

・見学会の効果
　生活支援体制整備事業にＳＣとして関わることが決ま
り、様々な研修に参加したり資料に目を通したが、今ま
でにない考え方であることや取り組みの範囲が広いこと
から、とても戸惑い不安を抱えている状況の中での「活

動見学会（バスツアー）」であった。とんでもなく大変な
事業なんじゃないかと不安に感じていた私にとって、一
つ一つの見学先でお話を頂き、また実際の現場を見れた
だけでも良かったのだが、一番良かったことは移動中の
バス車内での他の参加者との意見交換の時間であった。
当時は、事業を手探り状態で進めていた中で、制度を自
分の街にどう展開していくか考えていた時期であり、同
じ立場で話を出来る方に出会え、また１日を一緒に過ご
しながら勉強できたことは、その後の仕事に対するモチ
ベーションＵＰに繋がったことはもちろん、何かあった
ら聞ける人がいるという安心感も感じた。どこを向いて
進んでいけばいいか暗闇の中で彷徨っていたような私が、
見学会の帰り道には、「あんなことも出来そうだ」「こん
な面白いことが出来たらいいな」「今日学んだアレを真似
しよう」と、進んでいく方向がズバッと決まったような
気がした非常に有意義な「見学会（バスツアー）」であっ
た。
・見学会後の状況
　その後、定期的に研修会や情報交換会を実施して頂い
ており、積極的に参加させて頂いている。特に17、18年
の研修会は「本音で語ろう！情報交換会」のネーミング
で開催され、たくさんの仲間と顔を合わす貴重な機会と
なっている。生活支援体制整備事業に関しては、様々な
機関や団体が「支え合い」などをテーマに研修や情報交
換会を実施して頂いており、新たな情報やヒント・アイ
デアをもらえる機会は多い事業であるが、実際に地域で
展開していくＳＣが『元気』でないと、進んでいかない
事業なのではないかと感じている。そういった点におい
ても、「本音で語ろう！情報交換会」では普段の業務に取
り組む中ですり減ってきた『元気』を補充し、参加する
と「何となく頑張りたい！」というような気持ちになれ
る内容で開催されている。
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　鹿児島県では平成29年７月13日（木） 
～14日（金）の１泊２日、鹿屋市、霧島
市、姶良市で視察研修ツアーを実施しま
した。

　全体の流れ、アンケート内容など静岡県のバスツア
ーを参考に進め、他県の取り組みをモデルにすることで、
初めてのバスツアーでも計画・実施しやすいと実感しま
した。
　難しかったのは、視察場所の選定です。鹿児島県は
南北約600㎞、43市町村中22市町村が離島のある市町
村となっており、離島でない陸地においても、錦江湾を
挟み、薩摩、大隅の両半島で分かれ、集合場所を含め、
参加しやすい場所の選定が難しい点の一つでした。エリ
ア別の開催も検討しましたが、結果的に全県対象に、
大隅半島を集合場所に設定し、そこから陸周りで薩摩
半島に移動して１泊。２日目の視察を行い、最終的に集
合場所で解散という全行程約180㎞の流れになりました。
　４町から第１層生活支援コーディネーター５名の参加
があり、財団の鶴山氏、県インストラクター３名を含め、
計９名でのツアーとなりました。
　まずは鹿屋市で「ＮＰＯ法人隣の会」、「コープくらし
の助け合いの会鹿屋」の有償ボランティアについて、そ
れぞれ説明を受け、質疑応答も含めた意見交換を行い
ました。活動の経緯、仕組み、苦労話など参加者から
も積極的な質問があり、予定の時間をオーバーするほど
盛り上がりました。そこからバスで霧島市まで１時間程

移動し、国分パークプラザの研修室で２日目の視察先
の「ＮＰＯ法人Ｌかごしま」の活動内容についての説明
を受け、その後に各参加者から意見、質問、感想を出
してもらい、意見交換を行いました。19時から場所を
移して懇親会を行い、Ｌかごしま、鹿屋市からのメンバ
ーを交えて14名で、さらに情報交換と親交を深める時
間となりました。
　２日目は姶良市のＬかごしまの居場所「ひまわりハウ
ス」を３ヶ所（かいもん→たかちほ→さくらじま）訪問
し、「かいもん」と「たかちほ」では利用者、スタッフ
の方々と交流を持ち、助け合いの具体的な活動につい
て、体感する機会となりました。「さくらじま」では手
作り昼食をいただき、視察先の訪問を終えました。
　５名の参加者の内、２名については帰りの交通の便の
関係上、そこでお別れし、残りの３名の参加者について
は、姶良市から解散場所までの移動中、バスの中で感
想を発表してもらい、スタッフも一人ずつコメントしま
した。垂水港で参加者１名、鹿屋市の「隣の会」で２名
の参加者が下車し、視察研修全体の終了となりました。
　今回の視察研修は、周知する期間が短かったことも
あり、少人数での開催となりましたが、一人ひとりの参
加者の状況をじっくりと聞けて、密に意見交換ができま
した。参加者のアンケート回答においても、“今回は意
見交換の時間がたっぷりありましたので、他コーディネ
ーターの意見や動きを確認する機会になりました”等の
意見をいただきました。

経  歴  等

鹿児島県さわやかインストラクターとして、生活支援コーディネーター視察研修ツア
ー、生活支援コーディネーター及び行政担当者情報交換会を企画・開催。

平成29年度より現職、天
あま

の杜
もり

合同会社代表
公益財団法人さわやか福祉財団　インストラクター（平成25年～）
津曲学園　鹿児島国際大学　非常勤講師「ソーシャルワークⅠ」
原田学園　鹿児島医療技術専門学校　非常勤講師「コミュニケーション技術」
鹿児島県さつま町地域ケア会議アドバイザー
枕崎市立枕崎小学校　ＰＴＡ会長
熊本県地域ケア会議アドバイザー（平成26～28年度）
（資格）
社会福祉士、介護支援専門員、バリデーション・ワーカー、エデン・アソシエイト、
認知症キャラバン・メイト、社会福祉士実習指導者
（職歴等）
社会福祉法人福岡県社会福祉協議会主事、特別養護老人ホームとそ清風園（鹿児島
市）、介護付有料老人ホーム　ガーデンハウス慈遊館（鹿児島市）、大牟田市中央地域
包括支援センター、特別養護老人ホーム　鐘ヶ丘ホーム（熊本県あさぎり町）、障害者
支援施設竹山苑（指宿市山川）などで、主任生活相談員、主任介護支援専門員、施設
長他を歴任、現在に至る。

もちつ・もたれつ・まくネット
代表

岡山  隆二　

発言要旨
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　南大隅町では平成24年度より有償の
生活支援ボランティア事業「あったか・
すみっこサービス」に50名のボランテ
ィアが活躍している。活動内容としては、

高齢者世帯や障がいを持つ世帯への屋内外の清掃、ゴ
ミ出し、買い物等の生活支援サービスを実施。活動の
依頼者としては、本人や家族以外に、民生委員、ケア
マネージャーやヘルパーからも相談を受ける。依頼者
とボランティアのマッチングは事前に訪問を行い、依頼
者と面談。「認知症の独居高齢者」「猫屋敷状態の家」
「精神障害、知的障害のみの世帯」等、課題がいくつ
も重複している「困難ケース世帯」の方々が身近にい
ることに衝撃を受けた。

　S という子ども３人の世帯に支援開始。女子２人は高
校１年生、男子はコンビニでアルバイト生活、その生活
環境は食卓にコンビニ弁当の食べ残しや賞味期限切れ
の菓子パン、食べたお菓子のゴミや衣類と様々なもの
が散乱し、台所の炊事場は食器が山積し、生ゴミには
ウジが湧いているという劣悪な環境であった。
　長男、長女は知的障害があり、家事は全くできない
状況。唯一、知的障害のない次女が家事を行っていた
が、学校生活や部活と家事の両立が困難となり、部活
を諦め、家事を優先するが２人分の食事や家事まで手
が回らない。次女一人で全ての家事を負担。
「あったか・すみっこサービス」を通して、２人の女性
ボランティアが屋内清掃と食事の支援という事で関わり
を持つようになる。サービスの導入時期は、長女も一緒
に家事の指導を兼ねて、片付けや調理を行っていたが、

次第に長女は手伝わなくなり、１週間経てばゴミ屋敷と
いう同じ状況の繰り返しであった。

　このままの支援だけではこの S 家族にとっても全くの
改善が見られず、自立ができないまま大人となってしま
うのでないかという焦りとモヤモヤした気持ちの中、私
自身何かできないかと感じ、さわやか福祉財団が主催
する生活支援コーディネーターバスツアーへ参加。
　そこで、同じように制度の狭間や重複する生活課題
を抱える方への有償ボランティア事業を行う、「コープ
かごしま」の中島さん、「隣の会」の齋藤さん、同じ悩
みを抱える生活支援コーディネーターと研修や情報交
換を行う中で、「様々な団体・事業所とのつながりを持
つこと」と「顔の見える関係で無理・負担のない助け合
いの推進」という２つのことを共有できたことを覚えて
いる。

　研修後、上司へ継続して支援する S 家族の状況と私
自身の思いを報告した際、ある提案をされた。その提案
とは、有償のボランティア数名を導入し、清掃をしてみ
てはどうかというものであった。
　ボランティア数名にS家族の状況を説明し、無償で協
力を得られないかを依頼し、６名が集まり、S 家族３人
にも了解と協力をもらい、皆で S 家族の家を清掃。
　一つの目的をS家族、ボランティアと一緒に達成でき
た事、研修の参加者と共有した思いを持って地域で実
践できたことが自分のスキルアップにも繋がったと強く
感じた。

経  歴  等

平成24年に南大隅町社会福祉協議会へ入社、平成28年より町の第1層生活支援コーデ
ィネーター業務を行っています。行政と協働しながら地域住民が福祉や暮らしについ
て考え、お互いに支え合う協議体（地区社協）を設立し、自治会単位での独居高齢者
への見守り活動や地域の防災活動等の支援・啓発に取り組んでいます。自治会を単位
とした福祉座談会を通して、個別や地域の困りごとの問題の掘り起こしを行っていま
す。また、認知症をテーマにした劇団（行政や医療、福祉関係機関チーム）の一員と
して、町内外で認知症の啓発に取り組んでいます。　

社会福祉法人南大隅町社会福
祉協議会　第１層生活支援コ
ーディネーター

大竹野  佑介

発言要旨
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社会福祉法人はどのように社会貢献を行うか

■ 進行役
日本大学文理学部
社会福祉学科教授

諏訪  徹
◎第2部パネル  分科会29
　にも登壇

経  歴  等

発言要旨

社会福祉法人と地域との
より良い協働関係を築く

　法改正による義務化という形で始まっ
た社会福祉法人の地域における公益的な取り組みですが、
もともとそれ以前から、地道に地域への貢献活動に取り
組んでいる社会福祉法人は多くありました。法改正を経
て、市町村レベルで施設種別を超えた社会福祉法人ネッ
トワークをつくって共同の活動に取り組んだり、生活支
援体制整備事業の協議体に参画し、居場所の提供・移動
支援など住民活動を下支えする活動など、それぞれの法
人や施設が単独で行ってきた活動から、さらに一歩進ん
だ取り組みも広がってきています。

　義務感で一部の幹部職員が歯を食いしばって取り組む
のではなく、住民や職員のアイディアを得ながら、そし
て利用者も一緒に、皆が少しずつできることを持ち寄れ
るように参加をデザインして、楽に、楽しく、息の長い
活動を続けていくことが大切です。そして、このことが、
地域の多くの人々からの評価につながり、それが職員の
誇りやモチベーションを高め、地域における人材確保に
もつながる好循環になっていくことができるのではない
でしょうか。
　本パネルでは、全国のさまざまな取り組みを学びなが
ら、社会福祉法人と地域社会とのより良い協働関係づく
りについて、考えていきたいと思います。

1988年全国社会福祉協議会に入職。高年福祉部、東京都社会福祉協議会・東京ボラ
ンティアセンター（出向）、全国ボランティア活動振興センター、中央福祉人材センタ
ーに勤務。
2008年７月より厚生労働省社会・援護局総務課社会福祉専門官（地域福祉課・福祉
基盤課併任）。厚労省において社会福祉士制度、介護福祉士制度、共同募金等を担当。
2013年４月より現職

国、都道府県、市町村、各種団体の委員・講師等を務める。社会福祉法人の地域公益
活動関係では、東京都・東京都社会福祉協議会地域協議会委員、東京都社会福祉協議
会・東京都地域公益活動推進協議会地域ネットワーク推進委員会アドバイザーなどを
務める。
地域包括ケア関係では、生活支援体制整備事業の生活支援コーディネーター中央研修
講師、厚労省関係の調査研究委員会委員などを務める。

【主な研究テーマ】
地域福祉、福祉マネジメント
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社会福祉法人芦別慈恵園
理事・総合施設長

川邊  弘美　

経  歴  等

1975年	 特別養護老人ホ－ム芦別慈恵園に栄養士として入職
2009年～	 現職
資　格	 管理栄養士・介護支援専門員・社会福祉士・臨床栄養師
活　動	 空知老人福祉施設協議会会長・北海道老施協研修委員長
特　技	 そば打ち二段　地域食堂でそばの日を開催
芦別慈恵園発刊図書
　・実践レシピ集～最後の時期まで口から食べる（2012年）　 
　・介護実践テキスト～動き出しはご本人から（2014年）
　・手と足のケア実践テキスト（2017年）
法人の取り組み　　
「適温給食」・「口から食べる食事の工夫」・「エンド・オブ・ライフ」として平成17年よ
り多職種での「看取りケア」に取り組み、看取った方は平成30年度までに125名。ま
た、平成18年より学習療法に取り組み５年後に地域還元事業として、脳の健康教室、
健康づくり体操、ふまネット教室を地域予防事業として開催。現在参加者は100名とな
っている。

発言要旨

支えあい・笑いあい元気で暮らす地域を
目指して
～社会福祉法人が取り組む社会貢献事業～

1、はじめに
　芦別市は現在、人口約14,000人、高齢化率45％とな
っています。20年後には人口は約半分となり高齢化率56
％と推計されています。これは人口が減少して若者が少
なくなり高齢化を前提とした町づくりを今から想定する
必要性を示しています。そして、いつまでも元気に地域
で暮らすための知恵が必要です。法人の役割として地域
でも施設においても前向きに明るく元気に暮らして頂く
まちづくり事業が必要と考え取り組みました。

2、「ふたつの健康作り教室」をはじめる
①『脳の健康教室』…法人内で行っていた認知症予防の学
習療法を地域の方にも体験してもらうため、2011年に施
設サ－ビスを受けている方が多い100名程度の町内会を
対象に開始しました。町内会長からは「ここは人が集ま
らない所だからね。まぁ、とりあえずやってみれば」と
やや辛口なアドバイスを受けながらも、老人クラブで説
明会を行い、脳のしくみや認知症予防の大切さ、月謝な
どを説明し、お茶を飲みながら懇談。次第に話が盛り上
がり、笑い声も響き表情が和らいでいくのを感じ、なん
となくやっていけると自信をつかみました。参加者13名
からスタ－ト、期間は６カ月、週１回、内容は30分の学
習、サロン30分、全体懇談含め90分間です。順調に半

年が終わり最後の日「また来年もやってほしい」との声
が沢山上がり、その声に励まされ、翌年には３か所、
2014年度からは市内５か所で現在は70名となっていま
す。最初に始めた教室は今年で９年目になり、最初から
参加の６名の方の年齢は97歳から76歳、平均は85歳で
す。教室の始めと修了時行っている前頭機能検査（ＭＭ
ＳＥ）は９年間ほとんど変化がありません。芦別市から
は５年目に地域の介護予防普及啓発事業として会場費の
補助が認められました。３名で始めた地域ボランティア
の学習サポーターも11名に増えています。
②『健康体操教室』…歩き方・ひろのば・あいうべ体操を
軸に2014年より週１回、いつまでも元気に歩いて暮らす
教室として始めました。参加者は50歳代～90歳代で70
歳代の方が中心です。５本指ソックスも普及して成果と
しては足指が広がって歩きやすい、姿勢が良くなり転ば
なくなった等の声が聞かれています。継続して行う事で
健康寿命を延ばす予防事業の一つになっています。

3、まとめ
　地域で暮らし続ける為には制度だけでは解決できず誰
かの力が必要です。地域で暮らす方と、介護・医療の専
門家が交流を深めて共に介護を考える地域作り、仲間作
りが必要と考え、2011年市内11の介護事業所合同で「み
んなで介護を考える会」を立ち上げました。社会福祉法
人も積極的にまちづくりに関わり、各事業所がお互いに
自分たちで出来る事を見つけ、実践する事が暮らしを継
続させる事に繋ると考えています。
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経  歴  等

社会福祉法人全国社会福祉法
人経営者協議会地域共生社会
推進委員会委員長

宮田  裕司　

発言要旨

　戦後、新憲法のもと福祉三法が施行さ
れ、1951年社会事業法が施行され、福祉
事業の主体が、新たに社会福祉事業を行
うことを目的に創設された社会福祉法人

が担うこととなり、公助としての措置制度が確立され、
戦後日本の社会福祉の構造が形作られたのである。この
後、1960年代にはいると、福祉六法体制がつくられ、高
度経済成長による潤沢な税収を背景に、充実発展してい
く。また、1961年には国民皆年金、皆医療保険制度が確
立する。
　措置費は年々充実していく一方で、社会福祉施設整備
費補助金制度や社会福祉事業振興会（現：福祉医療機
構）の融資制度等といった施設整備を促進する制度も併
せて整備され、社会福祉施設が爆発的に増加していく。
制度が充実し運営が安定すると、施設経営者の意識にも
変化が起き、措置の受け皿としての社会福祉法人という
意識が蔓延し、行政依存体質が強化されていった。法定
事業以外を行うなといった行政指導も相まって、社会福
祉法人は、行政の下部組織として形骸化していったので
ある。
　しかし、このような措置制度の構造が安定的であった
のは、潤沢な財源と対象者が一部のマイノリティという
前提の下であったからで、産業構造の変化、都市化、核
家族化の進展、高度経済成長の終焉、女性の社会進出、
少子高齢化の進展といった社会構造の劇的な変化の下、
保育や高齢者介護等の援助ニーズは普遍化し、1990年代

には措置制度が大きく動揺し、新たな構造が必要となった。
　その結果2000年に「措置から契約へ・多様な供給主
体によるサービス提供・住民の積極的な参加による福祉
の文化の創造（他）」を標榜する社会福祉基礎構造改革が
行われた。社会福祉サービスの供給方法を、自助から共
助・公助へと広げ、介護保険制度等の導入や地域福祉の
推進を図ったのである。
　2000年の基礎構造改革は、措置の受け皿を存在意義
としてきた社会福祉法人に大きな動揺をもたらし、それ
が、2016年の社会福祉法改正につながっていく。
　2000年が供給構造の改革であったとすれば、2016年
改革は供給主体としての社会福祉法人制度の改革である。
措置から契約への転換や、多様な主体によるサービス提
供という経営環境の下で、なお、社会福祉法人が「社会
福祉事業の主たる担い手」という地位を得るために、何
をしなければならないかを明確にしようとしたものであ
る。その核心こそが、「地域における公益的取り組み」を
実施する責務である。
　戦前の社会事業家たちは、目の前の援助ニーズに私財
をなげうって果敢に挑戦してきた。その先達たちの数々
の実践が今日の社会福祉制度を形作ってきた。すなわち、
社会福祉制度は帰納的方法により制度化され、それが演
繹的方法で広がっていくという構造にある。こう考える
と、どちらも社会福祉法人の重要な本業であり、制度福
祉と地域福祉の両方の実践主体としての機能が社会福祉
法人の存在意義といえよう。

1985年４月	 社会福祉法人堺暁福祉会あかつき保育園入職
1997年４月	 社会福祉法人堺暁福祉会特養遊づる施設長就任
2003年４月	 経営協　全国青年経営者会副会長就任　
2003年４月	 梅花女子大学非常勤講師就任　
2004年４月	 京丹後市福祉の街づくり審議会顧問就任
2013年９月	 厚生労働省「社会福祉法人の在り方等に関する検討会」構成員就任
2014年４月	 大阪市立大学大学院都市経営研究科非常勤講師就任
2015年５月	 全国社会福祉法人経営者協議会保育事業経営委員会委員長就任
2016年６月	 みずほ情報総研「短時間正社員制度導入支援検討会」（厚労省委託事
	 業）委員就任
2017年４月	 厚生労働省「保育士養成課程等検討会」構成員就任　
2017年５月	 全国社会福祉法人経営者協議会地域共生社会推進委員会副委員長就任
	 （2019年5月から現職）
2018年６月	 特定非営利活動法人全国認定こども園協会理事就任
2019年４月	 厚生労働省「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会」構成員就任
【その他役職等】
社会福祉法人堺暁福祉会特別養護老人ホーム遊づる施設長・理事、社会福祉懇談会理
事、全社協中央福祉学院「社会福祉施設長資格認定講座」「福祉施設長専門講座」、国
立保健医療科学院「都道府県・指定都市・中核市指導監督中堅職員研修」他　講師
【主な著書】
「選ばれる保育所のためのステップ21」共著、全国社会福祉協議会　
「社会福祉施設経営管理論2019」共著、全国社会福祉協議会
「社会福祉法人の地域福祉戦略」共著、生活福祉研究機構　2016年４月
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社会福祉法人江東園経営企画
管理室（ＴＱＭ）本部長

杉  啓以子

経  歴  等

江東園ケアセンターつばき　センター長
特定非営利活動法人　日本世代間交流協会　会長

1987年より社会福祉法人江東園内において保育園児と施設高齢者・認知症高齢者との
世代間交流を実践。2006年に江東園ケアセンターつばきを新設し、知的障がい者と老
人デイサービスの高齢者との交流を実践。
2017年9月より江東園ケアセンターつばき内に事業所内保育所を設置。幼児と高齢者
と障がい者との複合施設が開設される。江東園が目指す様々な世代と障害を越えた人々
との交流を実践。交流実践の方法と共に交流モデルを構築すると共に、効果の検証を
行っている。
日本において、ＮＧＯ・ＮＰＯ・各種学会・市区町村・各種団体等、また、海外におい
ては、シンガポール・マレーシア・中国・アメリカ・カナダ・タイにおいて「世代間交
流の実践」「高齢者と子供の関わり」などについて多数発表。
2018年AARP発行のTHE JORNAL日本特集号に江東園「KOTOEN」が掲載された。

主な著書
・「現代のエスプリ」ＮＯ444 （2004）インタージェネレーション　コミュニティをそ
だてる世代間交流　 [子どもと高齢者の交流 ]（至文堂）執筆掲載

・「世代間交流学の創造」（あけび書房）「地域再生と行政の転換」執筆掲載（2010年）
・「よみがえる笑顔　老人と子どもの記録」（静山社）（2012年）

発言要旨

社会福祉法人江東園の社会貢献
　
　社会福祉法人江東園は、昭和38年
（1962年）に養護老人ホームを設置し、

その後昭和51年（1976年）に、同一敷地内に保育所を
開設、昭和62年（1987年）創立25周年を機に、特別養
護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンターを含む4施
設合築の養老複合施設に全面改築し現在に至っている。
　法人設立の初めての施設である養護老人ホームの運営
から一貫して、「地域の人々の福祉ニーズ」と「住民から
の要望」と「時代の変化」に対応するように、世代を超
え、種別も超えた、様々な施設を運営することとなった。
　私が、法人の社会貢献の必要性を考える契機は、以下
のような疑問を持っていたからです。
①法人内は「専門職の宝の山」その資源を地域に生か
しているのか？

②法人の内部事業だけを行っていればいいのか？（措
置・介護保険・委託）

③地域課題について、施設職員は、課題を認識し、解
決の必要性を意識しているのか？

　以上3つの地域貢献の必要性について考えていた時に、
一人暮らし高齢者が暑い夏に熱中症で亡くなるという痛

ましい事故が報じられた。
　平成22年9月（2010年）に、江東園の元職員であっ
た I氏が私を訪ねてきた。「江戸川総合人生大学」（江戸
川区の社会人大学）を卒業した I氏の話は、「高齢者が助
けもない中、一人熱中症で亡くなるような地域を創らな
い為に私たちボランティアで高齢者の見守り活動ができ
ないだろうか」という相談であった。法人の地域貢献に
ついて考えていた私は、区市町村からお願いされるボラ
ンティア活動は数限りなくある中で、自主的に地域課題
に向き合うボランティア活動の情熱に賛同して「江戸川
見守り隊」と命名。平成24年11月（2012年）江東園創立 
50周年に、10名の見守り隊メンバーと「江戸川見守り隊
support by KOTOEN」と背中に印刷した地域見守りの
為に作ったお揃いの安全ベストを着て職員に加わり祝賀
会に参加した。平成23年度（2011年度）より「地域福
祉交流事業」として、地域の小学校に施設の専門職（15
〜6名）が出向き6年生を対象とした「高齢者疑似体験教
室」を毎年行っており、福祉教育としても効果が表れて
いる。「江戸川見守り隊」の地域貢献活動の推進と同時に、
法人発信の「ＥＳＣ委員会」（江戸川スマイルコミュ二テ
ィ構想」（認知症と高齢者に優しいまちはみんなに優しい
まち）が着実に進んでいる。
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居場所　ＮＰＯ法人ねっとわあくアミダ
スに場所を提供し、常設型の居場所が運
営されている

　社会福祉法人峰栄会は1990年に「思想しつつ祈りつ
つ共に生きる」を法人理念として法人設立いたしました。
設立当初から地域の方々と共存できるように地域福祉
の発展に挑戦をしてまいりました。そして、０歳から
100歳まで一つ屋根の下で生活できる環境を基本方針
とした中長期計画を立案し、その中で思案した社会福
祉法人峰栄会の地域福祉の実践についてご報告いたし
ます。
　子どもの笑顔と高齢者の尊厳、これからの夢を目標
にしていく児童福祉との融合。そして地域で住民が生
活するのに必要な居場所をどのように実施していくのか。
この居場所作りの検討チームの考えとして、大きな転換
となったのは、ＮＰＯ法人ねっとわあくアミダス理事長
脊古光子氏と当法人理事長高杉が話し合いを行い、社
会福祉法人の設置運営する建物内にＮＰＯ法人が事業
を実施する計画が検討されたことでした。そして、２法
人で行う共生型の居場所が始まりました。この施設整
備計画について、地域の人口動態、自治会からのニー
ズなどを調査し、０歳から100歳まで児童、障害、高齢
など、地域と切れ目のない支援ができる施設を検討い
たしました。
　ＮＰＯ法人ねっとわあくアミダスとの２法人共生型居
場所として、建物の北東に位置する場所に地域開放ス

ペースを設置しました。これには、住民説明会の時に自
治会関係者から昔はこの位置に地域の生活者が通る小
道があったという話を受け、失った道を敷地内に設け、
その先に居場所となるカフェへたどり着けるように設計
を行いました。施設の利用者、その家族等だけでなく、
隣接する古墳を散歩する方、地域の活動者など誰でも
入れるように昔の小道を、現在の散歩コースの延長線
上に居場所スペースを設置しました。
　脊古氏から、カフェから始まる支え合いとして、カフ
ェは「困った時はお互いさま」の思いを実現できる環境
に感謝、そして人に「ありがとう」と言える老後は人と
接して学んでいく「学び合う」ことができるのは居場所
という話を伺いました。また、当法人の初代理事長の訓
示に「感謝心」（かんしゃしん）という言葉があります。
この意味の一つとして「一人でも多くの善き人生の先輩
者と巡り合う努力をし、その巡り合いに感謝する」とい
う言葉があります。ＮＰＯ法人ねっとわあくアミダスと
社会福祉法人峰栄会の共通の思いは「感謝」であり、
この感謝の心が、元々は違う理念を持つ２つの法人が
“地域の居場所 ”を目標に日々前進する原動力となって
います。
　末筆となりますが、お互いが支え合う事ができること、
小さな力では出来ないことも、多くの仲間と共に思案す
ることで大きな夢を見ることができます。「地域（居場
所）で暮らし続けることができる」こんなに簡単そうで
難しそうな支援。地域でやってみませんか。

経  歴  等

静岡県浜松市生まれ
平成16年	 花園大学社会福祉学部社会福祉学科卒業
平成16年	 社会福祉法人峰栄会入社　
	 特別養護老人ホームさぎの宮寮ケアワーカー
平成19年	 社会福祉法人峰栄会特別養護老人ホームさぎの宮寮生活相談員
平成24年	 社会福祉法人峰栄会理事（現在に至る）
平成26年	 特別養護老人ホームさぎの宮寮施設長（現在に至る）

社会福祉法人峰栄会特別養護
老人ホームさぎの宮寮施設長

髙杉  威一郎

発言要旨
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　社会福祉法の改正を受け、平成28年
３月から３回の準備会を重ね、平成28
年９月に福津市内に所在する全ての法
人・事業所13法人で社会福祉法人連絡

会を設立した。
　設立後、およそ月１回の頻度で、制度や他市の取り
組みの研修会、地域の課題の把握や各法人でできるこ
とを検討する企画会議を行い、取り組み内容を検討し
ていった。
　具体的な取り組みを検討する中で、福津市の第１層
ささえ合い協議体や高齢化率の高い地域で行った生活
支援ニーズ調査において、各地域共通の課題として
「買い物支援」「移動支援」が多くあがっており、この
課題に対し取り組みを進めることとなった。
　また、イオンモール福津から、使用していない時に店
内のホールや備品を地域の活動に無償提供するとの申
し出があり、「買い物支援」「移動支援」と結び付け取り
組みを行うこととした。
　各法人に何ができるかを調査したところ、マイクロバ
スやワンボックスカーの提供、運転手、介護スタッフや
看護師の派遣、利用者との交流などの回答があった。
　実施地域は、近隣に生鮮食品を購入できる商店がな
い地域の高齢者サロン２ヵ所に声掛けしたところ「普段
の買い物に困っているので是非実施したい。」と回答を

いただき、参加者やスタッフの募集に協力いただいた。
　実施当日は、地域のコミュニティーセンターに集合し
てもらい、社会福祉法人のバスでイオンモール福津に
移動し、ホールで介護予防体操や健康講座を１時間程
度行った。その後フードコートやレストランで食事し、
買い物をして集合場所に戻るという行程で行った。
　また、コミュニティーセンターへの行き来が困難な方
は、地域住民が自家用車で送迎を行った。参加された
方からは「お米や調味料など重たいものを買えて助かっ
た。」「普段行けない場所に行けて楽しかった。」などの
感想があった。
　その他の社会福祉法人連携の取り組みとしては、ホ
ームページを立ち上げ、相談窓口の啓発や地域での出
前講座の取り組みを進めるとともに、県で推進している
制度の狭間、生活困窮者の支援事業「ふくおかライフ
レスキュー事業」において、各法人と連携しながら対応
している。
　また、本市では、社会福祉法人の連携による取り組
みだけでなく、社協が所有する車両を地域に無償で貸
し出す移動支援事業や市内外の事業所による移動販売
など、「買い物支援」「移動支援」に取り組んでいる。
　今後も、社会福祉法人だけでなく、地域、企業と連
携し地域課題の解決に取り組んでいく。
　

経  歴  等

平成15年４月から平成28年３月、福岡県社会福祉協議会にて、総務課、地域課、施設
課、日常生活自立支援事業専門員などに従事。その後、より地域に密着した活動がで
きればと、平成28年４月に生まれ育った福津市の社会福祉協議会に転職。自治会や郷
づくり推進協議会（小学校区単位のコミュニティー協議会）での地域福祉活動の支
援、災害対策事業、社会福祉法人連絡会事務局などを担当。
今年度から、第２層生活支援体制整備事業にも取り組み、地域住民からなる第２層生
活支援コーディネーターのサポートを行いながら、移動支援、買い物支援、居場所づ
くりなど市内の地域課題の解決に向けた仕組みづくりを担っている。

社会福祉法人
福津市社会福祉協議会

中島  浩

発言要旨
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社会福祉法人恵仁会
鹿屋市地域包括支援センター	
第1層・2層兼務生活支援コ
ーディネーター

川内　みより

経  歴  等

平成13年6月～平成18年5月
特別養護老人ホーム鹿屋長寿園入職	 介護職
ＧＨふれあい	 介護職
ＧＨあいら	 介護職
平成18年6月～平成23年5月
デイサービスセンター　鹿屋長寿園	 介護職　計画作成
平成23年6月～平成28年3月
鹿屋長寿園　ショートステイ	 相談員
平成28年4月～平成31年3月
鹿屋市地域包括支援センター下祓川サブセンター 　第2層生活支援コーディネーター
平成31年4月～　現職
	 	
職務に関連する資格
社会福祉主事	 2010年3月31日

発言要旨

　当法人は設立50年を迎え、地域に根ざ
した高齢者福祉サービスを中心に事業を
展開している。地域の困りごとやできる
事は社会福祉法人としてこれまでも実践

し続けてきた。今回は買い物への交通手段に困っている
という声に対して、「ドライブサロン事業」という取り組
みについて社会福祉法人ができる事を紹介する。
　はじめにドライブサロンを実施している高隈地区につ
いて紹介する。高隈地区は鹿屋市市街地から車で20分ほ
どの山間地域で、少子高齢化が進み現在の人口は約
1700人、そのうち高齢者人口は758人、高齢化率43％
の地域である。
　高隈地区住民に対して高隈地区コミュニティ協議会設
立準備委員会平成26年、27年と65歳以上の758人に対
して、アンケート調査を実施。
　そのアンケート調査での困りごとの中で、買い物につ
いての事が多数を占めていた。
　地域コミュニティの効果を高める目的で、平成27年7
月「高隈地区コミュニティ協議会」を設立。
　その中の「福祉部会」の事業計画に買い物支援事業と
してドライブサロンが盛り込まれた。
　そこで、鹿屋市社会福祉協議会から私共の法人に、高
隈地区のドライブサロンを手伝ってはくれないだろうか
と声がかかった。
　対象となる自治会は、重田自治会と柏木自治会であり
詳細は次のようになる。

　

　そして平成27年10月7日高隈コミュニティ協議会、社
会福祉協議会、恵仁会の三者協働による高隈地区ドライ
ブサロン事業スタートとなった。
　場所、日時、集合場所等は地域住民が話し合って決め
ている。

結論
　バスの配車、運転手、添乗員のシフト調整。安全に買
い物ができる店まで送り届ける事、これが社会福祉法人
がすること。
　弊害となるのが、「タクシー代行ではないか！」「白タ
ク行為」「店の抱え込み」といった声。これらは全て社協
が仲介に入り調整した。
　ですので、我々はデイの空き時間、使わない車輌と運
転手を求められたということで、これが地域のニーズで
ある。

考察
「鹿屋市における住み慣れた地域での移住意向調査」で
は一般高齢者の8割は住み慣れた地域での生活を希望し
ています。買い物等が不便であっても多くの方は住み慣
れた地域で生活を希望されていることが伺える。
　
　現在、ドライブサロン事業は鹿屋市で障害者福祉施設
2か所、高齢者福祉施設4か所の協力の下、8町内会12地
区で実施されている。その他生きがいづくり型ドライブ
サロン事業がある。
　生活支援コーディネーターはもちろんのこと、地域、
行政、社会福祉法人等で連携を図り、鹿屋市を住みよい
町にしていきたいと考える。
　このサミットを通じてドライブサロンのような取り組
みがもっと増えていくことを願っている。

自治会名 0～14歳 15～65歳 65歳以上 高齢化率

重田自治会 3人

0人

59人

12人

78人

34人

55.71％

73％柏木自治会
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49
第３部パネル

時間預託をどう広めるか ～ NALC の実践から～
（企画・協力：（特非）ニッポン・アクティブライフ・クラブ）

■ 進行役
特定非営利活動法人ニッポン・
アクティブライフ・クラブ
事務局長

西村  順子

経  歴  等

高校卒業後、５年間のＯＬを経て結婚。
以後専業主婦であったが、1994年のナルク発足（当時はWACアクティブライフ・ク
ラブ）と同時に入会。
大阪支部設立と同時に運営委員、副代表を経て、 2014年からナルク本部事務局長に就
任、今日に至る。

発言要旨

 ・時間預託の誕生と、
　それを主たる活動にした理由
　創設者の高畑敬一（現名誉会長）が定
年退職後当団体を起ち上げるに際し、手

本にしたのがアメリカ・マイアミで実施されていた「タ
イムダラー」である。
　タイムダラーは地域通貨の形態であるが、ナルクの時
間預託制度はこれを和風にアレンジして、しかも全国ネ
ットで使えるような仕組みに作られた。
　当時はボランティアの認知度は低く、時間預託制度を
プラスすることで、魅力アップに繋げた。

・広がっていったプロセスとその背景
　25年前、定年を迎えた60歳の男性や、子育てから解
放された主婦は時間を持て余していた。一方、親の介護
は深刻で、そのほとんどは嫁の手に委ねられていた。当
時の嫁達は「自身は息子の嫁に世話をさせたくない」と
思い、将来使えるであろう時間預託に大いに魅力を感じ
た。また定年後の男性諸氏も居場所を求め、また他人に
何かをして感謝されることに生きがいを覚えた。
　この「時間を預託する」ユニークな制度にマスコミが
関心を寄せ、度々メディアに登場したお陰で広がってい
った。
　やがて介護保険が施行されたが、保険で全てカバーさ
れるわけではなく、枠外での生活支援や移送の需要が多
く、現在に至っている。

・新地域支援事業における役割
　ナルクの時間預託制度は会員同士の助け合いであるの
で、支援の依頼には可能な限り対応している。新総合事
業は市町村が主体的に行うが、生活支援は我々の得意分
野である。しかし、現状は行政からの依頼が少なく、残
念である。
　上記のように生活を支える事業もあるが、近年では介
護予防を目的としたサロン活動も盛んにおこなわれてい
る。これは会員内にとどまらず、広く地域に開かれてい
ることも多い。今後益々地域社会とのつながりを深めつ
つ推進していける活動である。
　また、地域では各種有償ボランティア団体が活躍し、
介護保険の隙間や不足分を補っている。当ナルクとは異
なったシステムではあるが、助け合いの一つの形として
その存在を認めている。　
　近い将来、国や自治体の財力が弱まり、自分たちで助
け合わねばならない時代が来る。そうなった時には時間
預託制度が威力を発揮すると確信している。

・全国ナルク拠点のうち、３か所から時間預託による
　助け合い活動の状況を紹介
①水戸拠点：車いす生活の高校生が公立普通校で学校
生活を送るため、通学と校内での教室移動などのサ
ポート。　

②枚方拠点：生活支援の実例紹介と利用率を高める工
夫。

③徳島拠点：公共交通機関が不充分な地域での移送サ
ポートと、預託点数利用のメリット。
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第３部パネル

経  歴  等

特定非営利活動法人ニッポン・
アクティブライフ・クラブ
水戸拠点代表

和田  修身

発言要旨

車椅子高校生の支援活動　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　ナルクの助け合い活動は、登録された
会員同士の助け合いが主体で、当水戸拠

点では個人対個人の病院送迎や掃除、庭木の剪定、草取
りなどが主な内容ですが、これからご紹介する内容は下
半身不随で車椅子の高校生を支援したことをご紹介いた
します。
　東日本大震災直後の2011年３月に水戸市社協から、車
椅子高校生の学校内での階段昇降の介助をしてもらえな
いかという要望がありました。この方は３階建てのエレ
ベータのない教室の移動を誰かがすることを条件に県立
高校への入学を許可されました。ただこの合格発表の時
点では、だれがこの介助をするか全く見通しのない状態
だったそうです。しかもこの方は母子家庭で、親戚や家
族の中で毎日介助を行える方が全くいないといった切羽
詰まった状況でありました。
　このことを市の社会福祉協議会へ相談すると、この時
期、つまり震災直後で市内の支援団体などはすべて震災
のボランティアで被害の多い地区へ出ていて、ほとんど
見込みのない状態だったようです。　
　更にナルクのようなシニアが提供活動する主体のボラ
ンティアとしては、かなりハードな活動内容であり、階
段昇降機という触ったこともない機械の操作で、またあ
る程度危険を伴うのではないかということで、引き受け
ることを躊躇していましたが、何人かの会員に打診をし
たところ、困っている方を助けることがナルクの趣旨で
もあるから、みんなでやろうよということになりました。

　まず、階段昇降機の運転を操作する講習会からスター
トしました。月曜日から金曜日まで朝８時30分から16時
までの毎日、しかも午前だけでも３回ほど教室移動があ
り、実験教室、体育館などは別棟の教室移動となり一人
が一日担当するにはかなりの負担になると考え、また機
械操作で階段の踊り場をターンする際にキャタピラの安
全確認が必要ということで、それぞれ男女の午前組と午
後組、１日４名体制ということになり、この生徒の時間
割表に基づいて担当者を組みました。４月の始業式から
スタート。これを毎日、３年間、ナルクの応援人数約30
名の体制で続けました。
　この間、割り当てられた担当者の都合が突然悪くなり、
急遽ピンチヒッターを探すことになったり、生徒本人が、
当日朝風邪を引いたから今日は休むと言ってきたりで、
その日の担当者へ連絡したりで、事務局としては気持ち
の休まる日がなかったという状況でした。
　この高校生は中学生の時は車椅子バスケットをやって
いたという体重90キロもある方で、階段昇降機が電動と
いうことでもやはりある程度の力を入れて階段の踊り場
でのターンが必要でもありました。生徒は下半身のみが
不自由で、登下校は自分の力で車椅子を操作でき、自宅
はマンションなのでエレベータがあり、送迎は必要なし
です。
　2014年３月、つくば市の情報関連の大学に入学するこ
とが決まり、ここは全寮制でもちろんエレベータも完備
している学校なので介助は必要なしということで、この
３年間約30名の支援グループ、ナルク会員が激励会を催
し励まして、この助ける活動が終了しました。

2001.11	 ナルク入会
2004.６～	 水戸拠点運営委員
2008.６～	　〃　　事務局長
2010.６～	　〃　　副代表
2014.６～	　〃　　代表（現在に至る）
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第３部パネル

経  歴  等

特定非営利活動法人ニッポン・
アクティブライフ・クラブ
枚方拠点副代表・家事介助支
援統括

近藤  秀子　

発言要旨

会員相互扶助活動
　私たちは年を重ねると共に不自由と感
じることがひとつずつ増えてまいります。
日々の生活の中でほんの少し人の手を借

りることで、施設入所を考えることなく在宅生活を続け
ることが出来るのです。会員同士それぞれが出来る事で
力を出し合い、助け助けられる関係です。

１、家事・介助支援活動
　　⇒　生活の質を高める支援活動の中の一つです。
　　家事全般、会員の在宅生活には欠かせないものです。
２、ナルクの在宅支援は小さな力の集まり
　　　家事支援の提供者はオールマイティーということ

ではありません。また高齢者の不自由さもそれぞれ
です。会員が小さな出来ること、得意なことを出し
合って会員の在宅生活を支え合います。

３、生活支援と自立の手助け　
　　家事支援者が心がけることは

①持てる機能の維持（残存能力）
　⇒　過ぎた親切が不親切になることも。
　事例１、手首骨折の婦人、翌日から自由の利く方
の手を駆使することで回復を早める結果に。

　事例２、安全を考えての車椅子の常用が１か月後
には歩行困難に陥った婦人。生活の仕方で残存機
能の持続が大きく左右されるという事例です。

②全国組織のナルクにできる支援⇒　遠距離支援
　姫路の会員から入院中の母親の認知予防のため話
し相手の依頼。当初視線も定まらず妄想がちの婦
人が定期的な訪問により会話ができ、手押し車で
院内散歩が出来るようになられた。

　ナルクＵＫ会員の母親が枚方市に在住。パソコン
の不具合や操作指導に娘さんの預託点数を使って
サポートを受けている。

③シングルマザーの家事支援と自閉症児の見守り
　　家事支援・児童の習い事の送迎に留まらず、近くに

身内のいない利用者に母親のような立場で相談相手
としても支えている。

４、提供者が安心して活動できるための手立て
　　⇒　二人体制

※�預託点寄付制度⇒預託点を多く持っている会員が
点数を寄付する制度です。

　　　寄付預託点の使われ方の事例として、障がいをお
持ちの児童の大型バギーによる移送介助は体力のい
る支援です。この際の補助者に付与します。
※大切な寄付預託点の使い方は、担当のコーディネ
　ーターが状況判断をして確定します。

５、まとめにかえて　時間預託を広めるための手立て
　　　家事支援の依頼が低調ですがSOSの声を出しにく

い状況はいろいろ考えられます。
　　　介護保険の利用や施設入所の増加。多くは家族で

助け合いながら、自立した生活をされていると推察
しますが支援が必要だと感じたときは遠慮なく声が
出せる環境作りが必要です。

　　　ひとつの方法として友愛訪問・サロン・親睦会な
どを媒体とした信頼関係の構築が考えられます。ま
た支援依頼方法の簡素化を図ることも急務です。

　　　また、ともすれば高齢者支援に目が行きがちです
が、次代を担う子育て世代の支援として現在関わっ
ている親子広場の活動にも力を注がねばなりません。

　　　時間預託制度による会員相互扶助はナルク活動の
原点です。地域社会で役にたっているという充実感
が喜びや元気を与えてくれ生きがいとなり自身の介
護予防につながるということです。

　　　住み慣れた地域で自立した在宅生活を1日でも長く
過ごすせることを目標にして助け合いを進めてまい
ります。

子どものＰＴＡ活動を手始めに1987年枚方市委託婦人学級「つくし婦人学級」の開設
時より参加し８年間、「子どもを通して社会を考える」をテーマに学習する機会を得る。
この会を発展させて「教育近代史を学ぶ会」へ学習の場を広げていく。
40年間所属している「枚方の食品公害と健康を考える会」では環境問題を含めて消費
者問題にかかわる。
1992年より枚方市民生委員・児童委員を５期（15年）勤める。
2000年ＮＰＯ法人ナルクに入会後徐々に軸足をナルクに移す。
運営委員、副代表、代表を歴任、主にコーディネーター養成研修、時間預託活動の統
括として一貫して家事介助支援に主軸をおいて活動している。
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第３部パネル

経  歴  等

特定非営利活動法人ニッポン・
アクティブライフ・クラブ
徳島拠点代表

浅野  公博　

発言要旨

「移送と点数利用の実態」
　私はナルク徳島の浅野と申します。元
漁師です。どこで踏み外したか、ボタン
の掛け違えをしたのか、気が付いたら

「マグロ」を追っかけて世界の海を駆けずり回っていま
した。
　65歳を目前に退職し、生まれ故郷の徳島に帰り「退職
後、犬も嫌がる５度目の散歩」そのものの日々を送って
おりました。そうしたある日テレビで「ＮＡＬＣ」を知
り大阪本部に電話したのがきっかけでした。
　折よく徳島で拠点を立ち上げるべく熱心に動いていた
大阪在住の会員を紹介され、２人で活動を始めたのが
2007年５月。紆余曲折の末、何とか2008年１月に拠点
設立にこぎつけました。
　時間預託の内容は「移送活動」が最も多くその大半を
占めています。意図したわけでもなく、オーダーをこな
している内に自然とそうなったようです。徳島は公共交
通機関が脆弱でバスだけが唯一の交通手段ですから、ナ
ルクのような小回りの利く移動方法が重宝されるのでし
ょう。移送活動で最も気を付けなければならないことは、
やはり事故と時間厳守ということでしょうね。ボランテ
ィア移送の事故というのは、なにも交通事故に限ったこ
とではありません。体力の弱っている高齢者が多いので
車の乗り降りの時のトラブル、いざという時の対応も遅
いですから、あらゆる場面での声がけ等、様々なことを
想定しなければなりません。万一に備えてナルク徳島は、
移送提供者の精神的負担を軽減するために、利用者に適
応される「送迎サービス補償」に加入しておりますがま
だ一度もこの保険のお世話になったことはありません。
もう一つの時間厳守、一面識もない利用者と提供者が信
頼関係を築くには約束を守るということから始めなけれ
ばなりません。相手に強要する前に自ら実行すれば、相
手もそれに応じてくれる。この２つの要件を満たすこと

で多くの人から賞賛と感謝のお言葉を頂き、年を追うご
とに需要は増えています。
　一方、点数利用でコンスタントに人気があるのが理容
（散髪・おしゃれ染め）、洋服のリフォーム（寸法直し）、
マッサージ（30分１点）、その他病院への付き添い・待
機、庭の手入れなど平均月70～80点、あと車いす介助・
家事支援40～50点。
　ナルクならではの活動を２例ご紹介します。１つ目は、
足の悪い（老衰ではなく病気）奥さんが、腎臓透析治療
中のご主人の将来のことを想い、ナルクで一生懸命送迎
活動をやり３年間で1000点以上貯め、安心したかのよう
に３年前に亡くなりました。その点数はご主人が引き継
ぎ、今まで奥さんがしていた買い物や院内での車いす介
助をナルクで担当することになり、現在も続いておりま
す。
　次の事例は私自身に関することですが、 10年近く前か
ら視覚障がい者で鍼灸マッサージ師の60代前半の女性会
員を担当していました。週一回の教会への送迎・車いす
介助、娘さん（心療内科－お母さんが付き添いで通
院）の送迎などをしておりましたが、私が３年半ほど前、
突然突発性難聴で左耳の聴力を失いました。それを聞き
つけたお母さんがひどく嘆かれて「浅野さんには無理ば
かり言って、こんなことになってしまった。難聴治療は
経験があるので何とか頑張ってみる。施術料は頂きませ
んから、明日からでも施術所に来てください」との申し
出に、ご厚意に甘えることにし、お互いナルクの会員だ
からナルクのルールに従って対応しましょうと申し出た
ところ、快く承諾して頂いて以後は私の持ち点で鍼灸マ
ッサージの施術を受け、私が提供する送迎などの内、ガ
ソリン代以外の寄付は今まで現金で頂いていたのを点数
で頂くようになりました。
　お互いにできることを提供しあう、正しくナルクの究
極の姿を見ているようではありませんか。

1939年生まれ
2004年　マグロの遠洋漁業船長卒業
2007年　ナルク入会
2008年　ナルク徳島設立。以来代表
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助け合い活動でどこまで家事支援や身体介助が
できるか

○介護に関する資格を取得するための教
科書はすべて介護のプロが介護の専門性
を高める目的で書いており、その資格を
取っていない者（助け合い活動で生活支

援を行う者）は、介護の専門性を身に付けていない、
プロより生活支援の能力が劣る者と扱われてきました。
○介護のうち身体介助については、ある程度の知識と
技術を備えた人しか行えない行為は多いのですが、生
活支援については、自立した生活をしている人（自分が
自立して生活するために必要な知識と技術を備えている
人）は、一般に、生活支援も行うことができると言えます。
○そういう人が助け合い活動として行う生活支援は、①
時間や支援行為の制約なく、②相手のやれることはやっ
てもらいながら、③お互いの精神的交流を大切にして支
援する点において、プロの行う生活支援より満足度や総
合的効果が優れているケースも少なくありません。
○そこで、そういう助け合い活動を広める視点から、生
活支援と身体介助をどこまで助け合い活動でできるか、
その留意事項は何かを検討するのがこのパネルの目的で
すが、ここではその議論の手がかりにしていただくため
に、同じ目的でさわやか福祉財団が行った研究会（平成
28・29年「助け合いでできることの研究」山崎美貴子座
長・秋山正子・石原美智子・稲葉ゆり子・田中雅子・成
瀬和子・結城康博 各委員）でまとめた結論を紹介します。

「身体に触れない」生活支援等についての基本的な考え
方

「身体に触れない」生活支援等については、例えば掃
除、洗濯、調理、買い物など、自立した生活人が日常
行っているもので、一般的には、特段の専門性を必要と
しないものであることから、基本的に、助け合いで行う
ことができる。

「身体に触れる」身体介護等についての基本的な考え方
「身体に触れる」身体介護等については、例えば、食
事、排せつ、入浴、更衣等の日常生活行動を支援する
行為であり、安全性等の観点から一般的には専門的な
知識・技術を身につけた者が行う領域である。
　その一方で、「身体に触れる」身体介護等の行為であ
っても、対象者の身体活動の自由度が比較的高く、か
つ、対象者が当該行為を行うため支援者に協力する意
思が強いケースについて、専門職を含む担当者会議等
で留意点を明確にする、いつでも連携を取れる体制を
整えるなどを行えば、助け合いでも行うことができる。

両者に共通の前提条件
○生理的行為を行うことができない受け手は、医療によ
る対応が求められる。

○他者の家に入って他者のために行う行為であるため、
担い手は礼儀作法など基本的な心得・研修等が必要
である。

○助け合いは、相互の信頼関係を基礎として成立する
ため、信頼関係について双方向性を構築することが
不可欠である。

　京都府生まれ、京都大学卒業、85歳。
　1961年より30年間検事として、各地６つの検察庁及び法務省、在米日本大使館に
勤務。人間の弱さと強さ、社会の温かさと冷たさ、法制度のあり方などを学ぶ。
　1991年弁護士。同時にさわやか福祉推進センター（現公益財団法人さわやか福祉
財団）開設。「新しいふれあい社会の創造」を旗印に、共生社会を目指してボランテ
ィア活動・助け合い活動の普及に全力投入。
　現在、同財団会長、高齢社会ＮＧＯ連携協議会共同代表、にっぽん子ども・子育て
応援団共同代表。
　2003年高齢者介護研究会座長、10年24時間地域巡回型訪問サービスのあり方検討
会座長。その他、介護、医療、社会保障改革、税制、教育、公益法人・ＮＰＯ等に関
する各種審議会・委員会等の委員として庶民の立場で発言。

発言要旨

■ 進行役
公益財団法人
さわやか福祉財団会長

堀田  力　

◎全体シンポジウム
◎第１部パネル  分科会１
◎第２部パネル  分科会23
　にも登壇

経  歴  等
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前一般社団法人富山県介護福
祉士会会長（2019年6月退任）
社会福祉法人富山県社会福祉
協議会富山県福祉カレッジ教授

田中  雅子　

発言要旨

１．助け合いによる生活支援とプロによ
　　る生活支援サービスの違い
　生活支援サービスの担い手は助け合い
活動によるものと介護福祉士をはじめと

したプロによるものがあります。支援の担い手が助け合
い活動によるものか、プロによるものかを問わず、支援
する際の前提として、サービスの受け手の立場に立って
支援するということです。利用者自身が、支援を受ける
ことで、生きていてよかった、と生きていることが喜び
と感じていただけるように支えることが重要です。
　生活支援サービスを利用する人々は、無償の恩恵を受
ける人ではありません。また、単なる利用者でもなく、
「顧客」である、ということを念頭に置くべきであると
いうことです。とりわけ、介護を業とし、プロとして生
活保障の場を得ている限り、そのサービスを利用する
人々は「顧客＝お客様」という認識が重要となります。
　助け合いによる生活支援とプロによる生活支援サービ
スは重なり合うところが多いです。プロのサービスの場
合、利用者の疾病、障害特性、生活観、人生観等、その
多様性を十分に理解し、今、何が必要かを瞬時に判断し、
尊厳、自立支援、安全性等に十分配慮した支援を行わな
ければなりません。
　もちろん、助け合い活動の支援はそれらが不要という
ことではありませんが、社会の一員として、助けたり助
けられたりすることが幸せと感じる、そのような当たり
前の社会を築くためにも重要な活動だと思います。

２．助け合いによる生活支援のメリットと課題
　助け合いによる生活支援のメリットは「お互い様」と
いうことではないでしょうか。「お互い様」という言葉は、

日本に古来からある素敵な言葉です。「困ったときはお互
い様」ということわざや「相互扶助」の四字熟語にある
ように、相手を気遣う言葉として使われます。大切なこ
とは相手の立場に立って考えることですが、ときには
「良かれ」と思って支援することが、相手の自尊心を傷
つけるということに留意すべきだと思います。

３．助け合いで身体介助はどこまでやれるか。そのため
の条件とは。

　起き上がりや立ち上がりの介助、歩行の介助、車いす
の移乗の介助、衣類の着脱の介助など「身体介助」には
専門的知識と技術を身に付けるための特別な教育・訓練
が必要です。
　身体介助は、原則として「助け合い活動」では行わな
いことが望ましいと考えます。ただし、利用者に意思決
定能力があり、協力的で、わずかな手助けだけで、利用
者が希望する行動が可能になる場合は、助け合い活動で
も身体介助が行われることもあります。

４．家事援助（体に触らない生活支援）を助け合いで行
うには、どのような研修が必要か。

　助け合い活動による「体に触らない生活支援」であっ
ても研修が必要です。体に触らない生活支援は、自分以
外の他者に対する支援であり、意図するか否かにかかわ
らず、知らず知らずに「他人の身体や財産」に触れてい
るということなのです。他者の身体、財産に触れる行為
であることを自覚するためにも、身体機能、疾病等に関
する研修以外に人権擁護や倫理観を育む研修が必要だと
思います。

厚生省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」委員、厚生労働省「社会保障審議会介護保険部
会」「社会保障審議会介護給付費分科会」委員、消費者庁「消費者教育推進会議　地域
連携推進小委員会」専門委員、厚生労働省老健局「介護プロフェッショナルキャリア段
位制度の在り方に関する検討会」委員、経済産業省ロボット介護機器開発・導入促進
事業審査委員、富山家庭裁判所委員会委員などを歴任。

現在、（公財）社会福祉振興・試験センター理事、（公財）介護労働安定センター理事、
（公財）杉浦記念財団杉浦地域医療振興助成選考委員、（一社）シルバーサービス振興
会　シルバーマーク基準認定委員会・介護プロフェショナルキャリア段位制度レベル認
定委員会委員、（社福）浴風会　認知症介護研究・研修東京センター運営委員会委員、
富山県職業能力開発審議会委員、富山市防災会議委員、富山県福祉人材確保対策会議
委員、学校法人臼井学園理事、北陸ビジネス福祉専門学校非常勤講師などを務める。
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暮らしの保健室室長、
認定特定非営利活動法人
マギーズ東京センター長

秋山  正子
◎第1部パネル  分科会16
　にも登壇

発言要旨

困った時に SOS を出して
地域資源の掘り起こしを

　1989年まだまだ家族介護が当たり前
で、困った時に家事援助を頼みたいとしたら、有料の家
事援助サービスしかないか、家族が仕事を休んだり辞め
たりしなければならなかった時に、40歳の姉が末期がん
といわれ、在宅で看るために義兄は会社を休み面倒を看
る形を取りました。
　家事は全くと言っていいほどやって来なかった義兄を、
ベッド上から病人の姉が、口頭で教えながらの日々。し
かしＰＴＡ仲間の友人たちが調理したものを届けたり、
買い物を手伝ってくれたりしました。姉が亡くなった後、
10代前半の2人の男子を育てるのにその友人たちは引き
続き支援の手を差し伸べてくれたのです。
　このような、困った時にＳＯＳを発信する、それを受
け止めて可能な範囲で支援するというのは、コーディネ
ートする人がいて繋いでくれたなら、実現できるのでは
ないかと思われますが、ＳＯＳをなかなか発信できない
ような地域のきずなの希薄化が見られます。
　この状態を、もう少し風通し良くしていかないと、新

たな地縁は育まれないと思います。
　家庭で介護経験のある方を、少しの研修で、身体介助
の現場の力になれるという経験はボランティアの会での
車いす体験や介助方法の講習で実体験しているので、必
要に応じて研修の組立てなどをしていく事は可能と思っ
ています。（場所や講師の確保を訪問看護で）
　団塊世代の方々は、自立心が旺盛で、自分たちの時に
は介護の担い手は少なく頼れないと思い、ならば出来る
だけ自立できるように防衛策を講じる努力を始めていま
す。
　そのためにも、安心して集える「居場所」づくりと、
そこに集った時に、ちょっとしたことが相談できる窓口
になれる「暮らしの保健室」のような機能を持つ場所が
あちこちに出来ていく事は一つの方策ではないでしょう
か？
　現代の井戸端づくり、人のうわさ話に終始するのでは
なく、地域の中で、いかに活き活きと暮らし続け、結果
として穏やかに人生を終えるために、どのように助け合
っていくのかを日ごろから話しあえる場所づくり、そう
いった地域の中でのきっかけづくりから始まりそうな気
がしています。

株式会社ケアーズ代表取締役、白十字訪問看護ステーション統括所長、NPO 法人白十
字在宅ボランティアの会理事長。

聖路加看護大学卒業後、臨床や看護教育に従事。実姉の末期がん看取りで在宅ホスピ
スと出会い、1992年より東京新宿区で訪問看護を開始。現在、新宿区と東久留米市で
訪問看護・居宅介護支援・訪問介護を展開。 2011年、高齢化する東京の大規模団地に
「暮らしの保健室」開設。くつろげる空間で、医療・介護従事者らが地域住民やがん患
者の様々な相談に乗り、情報提供や医療機関との橋渡しをしている。 2016年、東京・
豊洲に開設した「マギーズ東京」は、がん患者が病院でも自宅でもない場所で過ごしな
がら実用的・心理的・社会的サポートを無料で受けられる。
『つながる・ささえる・つくりだす　在宅現場の地域包括ケア』（2016年・医学書院）
ほか著書多数。ＮＨＫ「プロフェッショナル仕事の流儀」ほかドキュメンタリー番組に
出演。2019年、第47回フローレンス・ナイチンゲール記章受章。
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特定非営利活動法人
元気な仲間代表理事

谷  仙一郎　

経  歴  等

　1965年8月31日生まれ。滋賀県高島市出身。家業のこんにゃく屋の3代目として働
いていた2001年に、得意先の奥さんから誘われ、たまたま受講することになったホー
ムヘルパー養成講座の学びから、地域づくりの重要さを痛感し、住民の立場でもできる
ことがあるのじゃないかと2003年、37歳の時にＮＰＯ法人を立ち上げ、民家を使った
デイサービスなど介護保険制度の事業とともに、住民同士の助け合い活動の仕組みをつ
くったり、ふれあいの居場所づくりを広げる活動から住民が参加しての地域づくりにも
取り組んでいる。
　現在はＮＰＯ法人元気な仲間代表理事とともにさわやか福祉財団のインストラクター
やＮＰＯ法人街かどケア滋賀ネットの理事長も務めている。

資格等：社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員

発言要旨

　私は田舎のこんにゃく屋（現在は廃業
しました）で、たまたま受けたホームヘ
ルパー2級講座により、日本や地域の抱
える課題や、住民が自らのことと考えて

支え合えるような地域づくりが大事ということを学びま
した。こんにゃく屋という住民の立場で、何ができるか
考えＮＰＯ法人を作り、行政や制度に頼るだけでなく自
分たちができることはないかと考えて住民同士が助け合
う「たすけあい高島」という仕組みにも取り組んできま
した。相手の気持ちを自分のことのように考えられる心
を持てる人が増え、困ったことがあればお互い様の関係
が増えていけばと思います。
　助け合い活動では、自分でできることを手伝います。
法律的にできないことは無理ですが、できることなら手
伝えます。また、会員さんの得意なこと、経験、資格な
ども気にしながら結び付けています。
○お互い様でそれぞれやれることをやった例としては、
高齢者のおばあさんが隣に住む障がいのある若者に料理
を教え、若者は自分でできるようになって自立した生活
を送れるようになりました。その若者は、おばあさんが
動けなくなってきたときには買い物の手伝いをしました。
○助け合いで身体にさわる介助をした例としては、ある
介護保険も利用されている利用者さんのケアマネージャ
ーからの依頼で、認知症高齢者の家の掃除を頼まれまし
た。訪問すると、リハビリパンツも濡れていたので、と
りかえました。

○訪問型Ａの利用者さんに助け合いで支援した例として
は、お宅に訪問すると体の調子が悪いので、ケアマネー
ジャーに連絡して身体を支え、通院されるお手伝いをし
ました。
○プロのサービスに代えて、助け合いで支えている例も
あります。Ｉさんは、精神的な症状で不安になり家から
出られなくなり、うまく生活できなくなりました。市の
保健師が訪問しますが拒否されサービスにつながりませ
ん。でも、食べるものもなくなっていっているので、私
たちが助け合いで入ったら、受け入れていただけました。
○食事つき高齢者マンションに住まわれている高齢者の
女性ですが、身の回りのことなどはご自分でされますが、
知的障がいと認知症があります。入浴時には長くなりす
ぎないように声掛けをしてほしいとの依頼ですが、最近、
他の入居者さんから「くさい」などきついことを言われ
るようです。それを聞いた会員さんは、悔しく思い「頭
を洗うのを手伝ったわ」と話されていました。

　助け合いは、義務でするものではなく、自分でできる
ことを、できるときに、相手のことを想ってする活動で
す。何の分野でもプロはいますが、住民同士だからこそ
うまくいくことも多いと思います。制度等の縛りにとら
われず、柔軟に対応できることもよいところだと思いま
す。制度というビルに入れる人はいいですが、ビルの外
にいる人もいます。地域のみんなで、支え合える地域を
作ることが大事だと思います。
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50
第３部パネル

特定非営利活動法人
たすけ愛京築統括理事

阿部  かおり　

経  歴  等

ＮＰＯ法人たすけ愛京築統括理事、ＮＰＯ法人京築在宅ケア研究会理事・事務局長

1992年	 神奈川県横浜ホームヘルプ協会　（ヘルパー）
1995年	 福岡県　京築たすけあい立ち上げ　（代表）
1996年	「たすけ愛　京築」として再出発　（コーディネーター）
1999年	「たすけ愛　京築」ＮＰＯ法人として認可　（現在　統括理事）
2000年	 さわやかインストラクターとして活動展開（現在　九州１ブロックリーダー）
2001年	 福岡県職業技術講師（介護）
2004年	「京築在宅ケア研究会」ＮＰＯ法人として認可（現在　理事・事務局長）
2013年	 公益社団法人認知症の人と家族の会福岡県支部世話人（現在　副代表）

発言要旨

　助け合いという言葉は、介護保険のは
じまる前から住民の中にありました。
　助け合いは一方通行の関係ではなく、
お互い様の関係であり、何か困ったこと

があったら「お互い様」と言って行ってきました。私達
は、それを無償で行うとかえって気を遣い頼みづらくな
るし、上下の関係があることもあり有償で行ってきまし
た。家事支援といっても、その人の生活歴やこだわりの
中に存在するものです。専門職は、時間の中で、決めら
れた計画、決められた手順表に従って同じように仕事を
行う決まりになっています。助け合いだと、生活者の目
線で、その人にとってどのようにすればいいか、という
ことを第一に考えて行うことが出来ます。対等の立場で
接しますから、どうしたら嫌か、どうしたら嬉しいかと
いう心の部分に寄り添いながら活動が出来ます。助け合
いは、相手のことを家族のように思って接することを大
切にしています。家族が行うときには、これは身体介護、
これは生活援助と考えながらすることはありません。な
ので、家族の代わりに行う助け合いは、家族が行うこと

であればすべて行っています。
　新老計10号には、従来の日常生活動作、手段的日常
生活動作に加えて、生活の質の充実が明記されました。
身体介護の中にボディタッチだけではなく、「見守り的
援助」というのがあります。国の示す例として、利用者
と一緒に手助けや声かけ、見守りをしながら行う衣類の
整理、被服の補修がありますが、これこそ助け合いの活
動の場面そのものです。プロがその人をみるときは、お
客さんという視点になりますが、助け合いで行うときは、
お互いに出来ることをしあう仲間という視点になります。
今は助けてもらっているけど、自分も出来ることがあっ
たらやってみる。
　それが、人の役に立つということになり、いきがいに
繋がります。人が生きていく中で、要支援とか要介護は、
介護保険制度という縛りの中だけの事で、人が困った、
助けてと言ったときにはそういう縛りはないと思ってい
ます。専門職だから出来ることもあるかもしれませんが、
住民同士の助け合いだからこそ出来ることもあるのです。
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51
第３部パネル海外では地域の助け合い活動でどれだけ高齢者の

生活を支えているか
（企画・協力：（一財）長寿社会開発センター　国際長寿センター）

　国際長寿センター（日本）は主にヨー
ロッパを対象として高齢者が地域の主人
公として暮らしていくための国際比較調
査・研究を行っています。

　この調査・研究の中で、海外の高齢者が地域の中で
大きな力を発揮してあらゆる世代のために地域づくりを
行っている姿を明らかにしてきました。そして高齢者を
支えるものは、単に「制度」だけではなく、高齢者が地
域の中で活躍を続け、支援が必要になっても自分の生
活を支えるネットワークが重要であることを確認してき
ました。
　本セッションでは、世界各国の支え合いの実際の事
例を通してこれからの地域支え合いを考えていきます。
講演1　「『自立』と『参加型ネットワーク社会』『地域
づくり』に向かうヨーロッパ等諸国（松岡洋子）」では、
デンマーク、オランダ、イギリス、オーストラリアなど
において、「サービスを提供する」「（できないことを）
してあげる」高齢者支援から、「自立（リエイブルメン
ト）」「参加型社会」「地域の力を重視」「（本人が）『す
る』を支えるケア」への大きな転換が進んでいる流れ
を紹介します。
講 演 2　「誰もが自分にとって最高の社会的役割
（Social Role）をもつ社会へ　―イギリスを中心にー

（鎌田大啓）」では、イギリスを中心にして高齢者が身
体に問題を抱えていても社会の中で再び活躍をするた
めの地域全体が参加する「リエイブルメント」の実際の
事例を紹介します。
講演3　「韓国の100歳長寿者の地域の中の暮らし（李
誠國）」では、韓国における調査から、体をよく動かし
て勤勉であること、自分で生活習慣をよく理解している
こと、ポジティブな心構えを持つことが健康長寿にとっ
て重要な態度であることが明らかになり、さらに「困っ
ている人同士が相談し、困りごとを自分たちで解決でき
るようにつなげていくこと」が重要であることが示され
ます。
講演4　「上海市における支え合い・助け合い（馬利
中）」では、定年退職者ボランティアチームの活躍、退
職した専門家による「西部地域開発」への参加、高齢
者の学習活動などが紹介されます。

　以上を踏まえて本セッションでは、「ディスカッショ
ン日本が進むべき方向について」の中で、世界各国に
おいて高齢者そしてすべての世代が支え合う地域づく
りが進められていることを確認し、さらに日本国内にお
いて支え合いの活動を広めていくために重要なネットワ
ークの形成のための方途について考えていきます。

　成蹊大学法学部卒。出版社取締役を経て2000年より「プロダクティブ・エイジン
グ」を基本的な理念として世界17カ国に姉妹センターをもつ国際長寿センター（日
本）に参加した。以降、国際長寿センター（日本）の高齢社会に関する国際比較調
査・研究および広報業務を担当してきた。
　また、国民的認知症キャンペーンの提案や国際長寿センター（日本）の機関誌「長
寿社会グローバル インフォメーション・ジャーナル」の創刊に携わるなど高齢者アド
ボカシーのコーディネーター役を務めている。
　主な論文に、「INTERGENERATIONAL LIVING」（p35, Journal Issue 2, 2018; Royal 
Society of Arts）、「都市高齢者のボランティア活動と継続意識：よこはまシニアボラ
ンティアポイント制度登録者における検討」（共著、応用老年学2017；日本応用老年
学会）などがある。

発言要旨

■ 進行役
一般財団法人
長寿社会開発センター  
国際長寿センター室長

大上  真一

経  歴  等
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51
第３部パネル

経  歴  等

上海大学教授・東アジア研究
センター所長

馬  利中　

発言要旨

「上海市における支え合い・助け合いに
ついて」

　中国では36年間にわたる ｢一人っ子｣
「改革開放」政策の実施により、急速な経済発展を遂げ
つつある｡ 一方、｢豊かになる前に高齢化する｣ 危機感も
高まっている。
　2017年末、60歳以上は総人口の17.3％、65歳以上は
11.4％になった。中国の高齢化問題は、一人っ子の親の
問題といえる。一人っ子たちは、結婚した途端に4人の親
と祖父母世代の世話をすることになるのだ｡ こうした状
況下、高齢化対策は喫緊の課題となっており、2018年1
月に日本を参考に介護保険制度が上海市など15都市で始
まった。
　1996年に「老年権益保障法」が公布され、「五つの
『老有』（扶養、医療、社会参加、生涯学習、娯楽）を実
現」という高齢者の社会保障基本方針が示された。
　上海市は「改革開放」政策の先駆的都市で、1979年に
全国平均より20年も早く高齢化社会に突入した｡「老有
所学」「老有所為」（老いて生涯学習すべきことがあり、
為すべきことがあり）の理念のもと、長い人生をどのよ
うに生きるかが重要視されている。
　近年、「社区」とよばれる地域でボランティアに参加す
る高齢者が増加している。特に2012年に上海市の高齢
者事業としてスタートした互助システム「老伙伴」（古い
仲間）が注目されている。1人の前期高齢者が後期高齢者

を5人までケア（安否確認、家事支援等）する。2017年
には4万人の前期高齢者が20万人の後期高齢者をケアし
た。また、「為老服務志愿者総隊」（定年退職者ボランテ
ィアチーム）も約2万人いて、高齢者の安否確認、ガス・
電気の点検、買物代行等を行っている。
　2003年に開始した中国老齢委員会による「銀齢行
動」も人気だ。これは大都市や東部沿海先進都市の定年
退職した医師、教授、専門技術者などが「西部地域開
発」に技術援助・指導を行うプロジェクトである。上海
市は、新疆ウィグル自治区が担当で、開始から14年間で
350人以上が参加した。さらに今後2020年までに全国
で1万人の義務教育指導ボランティアを募集している。
　上海市では、老年大学、テレビ大学でそれぞれ約40万
人の高齢者が学んでいる。「生命は運動にあり」という中
華文化の影響で、学科にはダンスや合唱などが多い。体
を動かし大声で楽しく歌うことは、健康づくり、認知症
予防にも繋がる。
　中国の高齢者は、子ども家族と隣居、近居を好む。孫
の面倒を見ることで、世代間交流ができ、子どもが安心
して働けるようにすることも「老有所為」と考える。
　最近、都市部では中高年女性が公園や広場に集まり踊
る「広場舞」がブームになっている。伝統舞踊、社交ダ
ンス、ジャズダンス、少数民族舞踊など多種多様で自由
に参加できる。激しい運動が難しい中高年に「広場舞」
は絶好の娯楽になり、健康づくりで国の医療費節約にも
なる。

1982年上海外国語大学日本言語文学専攻卒業、1990-1991年エイジング総合研究セン
ター客員研究員、1992-1996年東邦大学大学院公衆衛生学教室博士課程修了（博士号
取得）。上海人口発展研究センター副所長、上海市老齢科学研究センター副所長などを
経て2002年より現職。
他に、早稲田大学、桜美林大学訪問教授、大阪市立大学客員教授など。

研究業績：
（1）中国上海にある医療機関従事者における出産・子育てに関する意識調査（共著）

《東邦学誌》第47巻第1号、愛知東邦大学、2018年6月10日発刊
（2）日本における「プロダクティブ・エイジング」の実践とその示唆《日本言語文化

研究》延辺大学出版社、2016年5月
（3）上海市における地域福祉事情：官設民営の「健康福祉コンビニステーション」

《海外事情研究》第40巻第2号、熊本学園大学海外研究所、2013年3月、など
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51
第３部パネル

慶北大学校医科大学名誉教授

李  誠國　

経  歴  等

1950年ソウル生まれ。1976年ソウル大学校保健大学院保健学修士課程修了。1983年
東京大学医学部保健学科（疫学専攻）保健学博士号。慶北大学校医科大学にて30年以
上教鞭をとる間、韓国の文部省の奨学金で、1年間招かれて東大医学部国際地域保健学
の客員教授としても活躍。慶北大学校医科大学と東大医学部との日韓老人保健調査共
同研究を5年行ったことを契機に、疫学の専門家としてのみでなく高齢者問題の研究者
としても活動の幅を広げる。1994年から2008年まで毎年、東アジア（日本、韓国、
中国、台湾、シンガポール）高齢者問題専門家会議に参加。2013年にソウルで開かれ
た国際老年学会より、韓国老年学会の会長に就任し、2015年8月の定年退職まで務めた。
その間、山口県立大学と日韓100歳長寿の高齢者の共同研究及び日韓70歳以上の高齢
者の共同研究を行った。現在、慶北大学校医科大学名誉教授。また、1996年からはボ
ランティアで大邱の老人の電話、高齢者の在宅支援センター会長を務めており、利用者
130名程の安否確認を週1回は行っている。

発言要旨

「韓国の100歳　長寿者の地域の中の暮
らしについて」

韓国の100歳以上の高齢者は2015年11
月現在3159人で、そのうち女性が2731人で全体の
86.5%を占めている。また、2010年の100歳以上の高
齢者は1835人であり5年間で1324人（72.2%）増加し
ている。
　私の研究対象となった100歳以上の高齢者に「長寿の
秘訣」を聞き取り調査した結果、共通する特徴が3点あっ
た。
①体をよく動かし、勤勉である＜毎日何らかの仕事をし
ており、すべての日常生活の仕事をひとりでしようと
頑張る＞

②自分で生活習慣をよく理解している＜1日3回規則正し
く食べる食生活と禁煙と節酒の正しい生活習慣を自己
管理している＞

③ポジティブな心構え＜家族や周囲の人と上手に合わせ
ることが、何よりも健康長寿にとって重要な態度だと
思っている＞

　このような３つの特徴は高齢者全般について見受けら
れるものではないが、地域の中で自分の能力を生かすと
いう生き方は是非必要だと思う。

　また、これからの韓国は地域力をつけることが課題で
ある。それぞれの地域で、それぞれの地域の暮らし方に
合った取り組みを行っていく「コミュニティケア」が求
められている。
　たとえば、体は比較的元気で、敬老堂や高齢者福祉館
で仲間と話したり遊んだりすることはあっても、いきが
いを感じられるような地域の活動をする場は少なく、家
族だけが頼りで、１人になると「死にたい」と言ったり
する高齢者は少なくない。そのような人たちは、子ども
たちのために何かを作ったり、昔遊びを教えたりするこ
とで社会に役立つ喜びを得て「これからも頑張ろう」と
いう前向きな気持ちが強くなるのではないか。
　一方で、地域で生活に困っているのに孤立している、
フレイル状態、配偶者を亡くしたなど、敬老堂や高齢者
福祉館などに出て来ることができない高齢者に対する支
援もコミュニティで行っていく必要がある。ここで重要
なスタンスは、困っている人同士が相談し、困りごとを
自分たちで解決できるようにつなげていくことである。
高齢者が自分の生き方を大切にして、困っている人を助
け、健康で生きがいをもって地域で生きていくための支
援を行っていくべきである。
　これからは、「あなたのため」の支援から、「あなたの
力を社会に生かすため」の支援へと進めていく時である
と思う。
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第３部パネル

経  歴  等

東京家政大学人文学部准教授

松岡  洋子
◎第１部パネル  分科会13
　にも登壇

発言要旨

『自立』と『参加型ネットワーク社会』
『地域づくり』に向かう
ヨーロッパ等諸国

　ヨーロッパ諸国では、高齢化率20％をようやく超えよ
うかという水準であり、子供の出生数は減少していると
は言え、人口減少は始まっていない。にもかかわらず、
少子高齢化とそれに伴う制度（財政面）のサステイナビ
リティに大いなる危機意識をもち、「ニーズあるところに
サービス提供」してきた福祉国家の価値観を転換させる
ドラスチックな改革に取り組んでいる。その方向性をキ
ーワード化すれば、「自立（リエイブルメント）」「参加型
社会」「地域」であり、「できないことをしてあげるケア
から、するを支えるケアへ」「制度サービス提供から地域
での多様な資源による解決へ」という地殻変動が起こっ
ている。デンマーク、オランダ、イギリス、オーストラ
リアを取り上げる。
　デンマークでは、全市で整備されている定期巡回型在
宅ケアが却って自立を阻害していないかとの反省に立ち、
2015年より介護サービスを提供する前に、機能回復が可
能な人にはリハビリによって自立を促進する「リエイブ
ルメント」を開始して成果を上げている。これまでサー
ビス提供していた約8割が機能回復であり、リエイブルメ
ント後に6割が回復した自治体（実に半数が自立）も現れ
ている。
　オランダでは、地域住民の支え合いは古くから根付い
てきた。1968年に開始された介護保険の給付は22倍以

上に膨れ上がり、2007年以来大胆な改革が続けられてき
た。現在、家事援助・デイサービスは介護保険から外さ
れ、さまざまな生活課題をまず本人・家族の力で解決し、
地域のボランティア組織にも依頼し、最後に制度サービ
スを利用するという「インフォーマル・ファースト・モ
デル」が浸透している。ＧＰ（かかりつけ医）も診断の
つかない痛みや鬱症状を訴える患者には地域住民の助け
合いによる解決へつなぐなど、「処方付き福祉」が広がり
つつある。
　イギリスではベヴァレッジ報告以来の法改正と言われ
ている「2014年ケア法」が制定され、第1条で謳われる
「ウェルビーング原則」に基づき、本人のストレングス
と意思にフォーカスして、地域住民が創り出す資源も含
めたよりホリスティックな解決が主流となりつつある
（株式会社ＴＲＡＰＥ鎌田氏によるプレゼンテーション）。
　オーストラリアでも「1997年高齢者ケア法」による財
政支出の膨張が問題視され、2015年この法律は大きく改
変された。消費者主導のケアへの移行であり、「何ができ
るか・したいか」に焦点をあてた「ウェルネス・アプロ
ーチ」「リエイブルメント」が「共に行う」ケアへのシフ
トを加速させている。
　このようにヨーロッパ等では、福祉国家型の「できな
いことをしてあげるケア」は崩壊しつつあり、地域社会
における参加型ネットワークと住民創出型資源によるソ
リューションがメインストリームを形成しつつある。助
け合いによる高齢者の地域生活支援がどの程度可能であ
るかはパネルでの議論で深めていきたい。

　1997年のデンマーク居住をきっかけに、高齢者福祉の研究を始める。その頃はちょ
うど、「住まいとケアの分離」によってデンマークが「エイジング・イン・プレイス
（地域居住）」を進めるなか、自立型住宅と24時間在宅ケアも完璧に整い、いよいよ
要介護者向けの介護型住宅の建設をスタートしている時であった。個室の立派な施設
「プライエム」を否定した理由をさぐる中で「エイジング・イン・プレイス」の概念
に出会い、現在に至るまで研究の中心テーマになっている。
　以来、住宅・ケア・福祉の側面から高齢者福祉の研究を行い、オランダ、イギリス
にも対象を広げ日本との比較研究をしている。国際長寿センターの国際比較研究事業
の主査も務める。著書に『老人ホームを超えて：21世紀・デンマーク高齢者福祉レポ
ート』（クリエイツかもがわ、2001年）、『エイジング・イン・プレイス（地域居住）
と高齢者住宅』（新評論、 2005年）、『エイジング・イン・プレイスと高齢者住宅』（新
評論、2011年）等がある。社会福祉士、博士（社会福祉学）。
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「誰もが自分にとって最高の社会的役割
（Social Role）をもつ社会へ」
ーイギリスを中心にー

　社会はどこへ向かうの
か。
　かつては労働力が「資
本」であった。それは技
術革命により機械設備に
取って代わられ、やがて
金融資本が富とチカラの
象徴になった。今まで日
本は人口ボーナス期（人
口増加期）であり、この
期間に急速な製造業中心
のビジネスモデルで高度
経済成長を成し得た。それらを支えたのが長時間労
働・終身雇用・年功序列・定年制度であり、その土台と
なったのは young supporting old（=多くの若い人が
少数の高齢者を支える）を軸とした社会保障のシステ
ム（医療保険、介護保険含む）であった。

　でも私たちは「もうそういう時代ではない。」と気づ
いているはずである。現在の日本は人口オーナス期（人
口減少期）であり、ビジネスモデルもサービス業中心の
ものとなった。今までの働き方で社会を継続させること
が限界点に達し、同時にひとが生きる土台となる社会
保障システムもall supporting all（=みんなで社会を支
える）を軸としたものにしていく必要が出てきている。
　つまり、今こそ「ひとの可能性を追求する」という本
質に立ち返り、「人とつながり」、「社会と関わり」、「役

割を担い・果たす」ということが重要となる。つまり、
日々の活動の有機的な連鎖が社会をつくり、私たちの日
常を豊かにしてくれ、社会や関係性という資本（Social 
Capital）が私たちの幸せ（Well-being）の源泉にある
ということである。
　今までの人口ボーナス期におけるyoung supporting 
oldな社会保障時代にはおおまかな正解があったが、現
在の人口オーナス期において正解は存在しない。正解
がないからこそ常にTry & Errorの中で新たな価値づく
りを行っていく必要がある。そして生活者ファーストを
軸とするからこそニーズの多様化、ひとそれぞれの幸せ
（Well-being）なライフスタイルの尊重が実現できる
と考える。日常生活で自分なりに意味のある役割をもち、
自分なりに充実度のある状態を続けられる事ができる社
会のあり方が今後求められる。そんな誰もが自分らしい
最高の役割をもつ素敵な世界を実現したいと思い、私
はTRAPEという会社を起こし、日々Try & Error を重
ねている。
　一方、これは日本だけのことでなく、ヨーロッパ各国
でも同様のことが起きている。2017年度、2018年度
とILC-Japanのヨーロッパ各国における調査研究事業を
通してイギリスでもサービス業中心のモデルではなく、
「人とつながり」、「社会と関わり」、「役割を担い・果た
す」ことを重視する Tryがなされていることを強く学ん
だ。今回はそのイギリスにおいて現在Tryされている
「誰もが自分にとって最高の社会的役割（Social 
Role）をもつ社会づくり」の要素を通して、日本の各
地域で明日から泥くさいTryにつながる「気づき」の提
供を行っていき、泥臭い小さな実装に向けてみなさんと
ともに語り合いたいと思う。

経  歴  等

　作業療法士免許取得後、病院勤務を経て、地域医療を展開している医療法人の介護
部門をまとめセンターを設立。センター長として、介護保険の原点である「自立支
援」を軸とした介護サービス（訪問看護・リハビリ、通所リハビリ、ケアプランセン
ター）を展開。同時に、吹田市介護保険事業者連絡会会長としても多くの介護事業
者、行政、住民と交わり地域づくりに取り組む。この中でステークホルダーがそれぞ
れ感じている課題をそのままにしている業界の課題を痛感。それぞれの強みを見出し
新たなに強み同士をつなぎ合わせる（コネクトする）デザインの必要性を感じ2015年
に株式会社TRAPEを設立。
　TRAPEは、日々の何気ない日常の中で「ひと」と「ひと」が繋がり、様々なコミュ
ニティが生み出され、その中で「ひと」が自分にとって意味のある役割をもち続けら
れる状態こそが、「ひと」にとってのwell-beingであるという事を最も大切にしてい
る。こんな世界（1人の「ひと」が自分にとって最高の社会的役割を持ち続けられてい
るwell-beingに溢れた地域コミュニティ）をつくるために背景の異なる様々なメンバ
ーと多くのプロトタイプを生み出し、Try&Error を重ねて常にアップデートを行って
いる。

株式会社TRAPE代表取締役

鎌田  大啓　

発言要旨

筆者とイギリスWigan Council
でWell-being をすすめるキーパ
ーソンNiamh Rigby氏
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在宅における介護人材の確保をどうするか
～本人の尊厳・いきがいを含めて生活を支える人材の確保～

■ 進行役
医療経済研究機構研究部
主任研究員兼研究総務部次長

服部  真治
◎第１部パネル  分科会11
　にも登壇

経  歴  等

1996年 ４月	 東京都八王子市入庁
2005年 ４月	 同健康福祉部介護サービス課
	 その後、介護保険課主査、財政課主査、高齢者いきいき課課長補佐等
2014年 ４月	 厚生労働省老健局総務課・介護保険計画課・振興課併任課長補佐
2016年 ４月	 医療経済研究機構研究部研究員兼研究総務部次長
2016年10月	 公益財団法人さわやか福祉財団研究アドバイザー（現職）
2017年 ４月	 鳥取大学地域学部特任教員（現職）
2018年 ４月	 医療経済研究機構研究部主任研究員兼研究総務部次長（現職）
2019年 ４月	 放送大学客員准教授（現職）

著書（共編著）：
「私たちが描く新地域支援事業の姿　地域で助け合いを広める鍵と方策」堀田力・服
部真治（中央法規）、「入門　介護予防ケアマネジメント～新しい総合事業対応版～」
【監修】結城康博・服部真治【編著】総合事業・介護予防ケアマネジメント研究会（ぎ
ょうせい）、「地域でつくる !  介護予防ケアマネジメントと通所型サービスC－生駒
市の実践から学ぶ総合事業の組み立て方－」【著】田中明美・北原理宣【編著】服部
真治（社会保険研究所）など

発言要旨

　介護人材の確保については、介護職員
の処遇改善のほか、多様な人材の確保・
育成、離職防止、定着促進、生産性向上、
介護職の魅力向上、外国人材の受け入れ

環境整備など、総合的に進められています。いずれの対
策を取り上げても、それぞれ論点は多岐に渡るでしょう。
　一方、この分科会では、これらの介護人材確保策を踏
まえつつ、議論の対象を在宅における介護人材の確保に
絞ります。加えて、単に在宅というだけでなく、本人の
尊厳を保持し、最後までいきがいを持って幸せに暮らせ
るようにするために必要な人材の確保を考えます。
　例えば、ケアプランに基づいて、決められた曜日時間
に決められた内容のケアを提供する人材を確保できれば
良いのでしょうか。本分科会は、それでは不十分である
という認識を前提にしています。 24時間365日の生活
において、専門職が関わることができる時間は限られて
います。実際の日々の生活には多様な人々、主体が関わ
っていますし、さらに、それら地域の人々に視野を広げ
れば、本人に関わる時間をより増やす余地もあります。
専門職に限らず、本人に関わることができる人々、主体
を広げ、少しずつでも関わりを増やし、本人の生きる力、
いきがいを可能な限り引き出すことができれば、結果と
して、専門職の負担を軽減することにもつながると考え

ています。
　そこで、まず、①斉藤正身氏が、地域の住民ボランテ
ィア団体と自病院や施設との協働や多世代交流等につい
て、②山田尋志氏が、要介護状態になっても社会参加を
可能とするための介護人材のあり方や複合型地域密着型
拠点での地域住民の就労等について、③中村一朗氏が、
支え合いの原点から市町村事業を開始することの重要性
等について報告し、在宅における介護や生活支援の実際、
実践現場において求められる介護人材像、その確保のた
めの課題等を整理します。続いて、④朝川知昭氏から厚
生労働省の介護人材確保策や全国の取組状況、事例等に
ついて情報提供を受けた上で、在宅において、高齢者の
尊厳・いきがいを含めて「生活」を支えられる人材像と
はどのような人材なのか。また、そのような人材が生ま
れ、育ち、活躍するために必要なことは何なのか。具体
的に議論します。
　私たちの国は、「支え手」「受け手」という関係を超え
て、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに
つくっていく地域共生社会の実現を目指しています。	
そんな社会での「人材」は今の概念とは異なることでし
ょう。本分科会の議論が、その検討の一助になれば幸い
です。
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厚生労働省参事官（総合政策
統括担当）

朝川  知昭　

経  歴  等

昭和42年生まれ　群馬県出身
東京大学法学部卒業

平成２年	 厚生省入省（社会局）
平成７年～10年	 介護保険制度創設準備
平成10年～12年　広島市出向
平成13年～16年　年金局課長補佐（年金制度改革等）
平成16年～18年　医政局課長補佐（医療制度改革）
平成18年～19年　厚生労働大臣秘書官
平成19年～22年　雇用均等・児童家庭局少子化対策企画室長
平成22年～24年　社会保障担当参事官室政策企画官（社会保障・税一体改革）
平成24年～26年　老健局振興課長
平成26年～28年　保育課長
平成28年～30年　障害保健福祉部企画課長
平成30年～	 社会・援護局総務課長
平成31年〜	 現職
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医療法人真正会・社会福祉法
人真正会理事長

斉藤  正身　

経  歴  等

昭和31年生まれ
帝京大学医学部卒業後、埼玉医科大学病院での研修を経て、1988年医療法人真正会霞
ヶ関中央病院に入職。同医局長を経て1990年霞ヶ関南病院病院長に就任（2010年ま
で）。
2000年社会福祉法人真寿会（2019年6月より真正会に改称）、2002年医療法人真正
会の理事長に就任。現在に至る。

主な社会活動として、
日本リハビリテーション病院・施設協会会長、埼玉県地域リハビリテーション推進協議
会会長、埼玉県医師会理事、川越市医師会理事など。帝京大学医学部リハ科、兵庫県
立大学大学院経営研究科、埼玉県立大学、埼玉医科大学医学部などで講師も務める。
厚生労働省社会保障審議会介護保険部会臨時委員を歴任。

これまでの著書に
『ケアマネジメントと組織運営』（メヂカルフレンド社）、『主治医意見書のポイント』
（社会保険研究所）、『ケアプランの上手な立て方』（日本実業出版）、『医療・介護に携
わる君たちへ』（幻冬舎）などがある。

医師、社会医学系専門医・指導医、認知症サポート医、日本リハ医学会認定臨床医

発言要旨

　単に介護人材の確保に向けた提案や議
論ではなく、「本人の尊厳・いきがいを含
めて生活を支える人材の確保」について
考えることは、介護未経験者の介護分野

への窓口を拡げていく上で、重要な視点ではないかと思
います。人生100年時代において、特に中高年になると、
介護をより身近な問題として受け止めています。しかし
受け止めてはいるものの、介護に対するイメージや専門
的技術の習得の困難さが障壁となっていることも事実で
あり、新たな分野へ参入するためのハードルを下げる工
夫が必要ではないかと思います。
　私たちの地域は、人口約35万の埼玉県川越市の中で、
46年前に開発された住宅団地であり、高齢化率が45％
にも及び、高齢世帯が中心の街といっても過言ではあり
ません。その地域の住民が自ら立ち上げたボランティア
団体「たすけあいの会」があります。この団体と当法人
が委託を受けている地域包括支援センターが行ったアン
ケート調査の結果、一番の困りごとは買い物でした。そ
の課題を解決するために当法人に提案があったのが、買
い物支援のための通所リハビリテーションの車とドライ
バーの貸し出しでした。その対価は金銭ではなくお返し
ボランティアで、病院や施設にボランティアとして高齢
者の住民が入ってくるようになり、それがきっかけでパ
ート勤務に道が開けたケースも出てきました。詳細は当
日ご報告します。

　もう一つ、時間はかかるかもしれませんが、やはり子
供の頃から介護を身近な存在として意識できるような取
り組みの必要性を感じます。私たちの病院や施設では、
地域の人たちが世代を越えて交流するスペースが数多く
あります。その中の一つが特別養護老人ホームの１階フ
ロアにある地域交流スペースです。このスペースは当初
高齢者の方々の交流の場を意識して設置しましたが、実
際にはあまり活用されていませんでした。もっと誰でも
集える場所にというコンセプトでリニューアルしたとこ
ろ、実際に利用してくれているのは小学生の児童たちで
した。毎日放課後20人以上の地域の子供達が宿題をした
りゲームをしたり、全く想定外でしたが、小さな頃から
親しみやすい場所として介護の現場があることは非常に
意味のあることだと思います。実際にデイサービスの利
用者やスタッフとの交流も生まれています。私たちに将
来の夢を抱かせてもらえる接点が生まれようとしていま
す。中高年へのアプローチだけでなく、子育て世代に対
するアクションも大切ではないでしょうか？
　私たちグループとしては介護職員初任者研修を再開し
ようと思っています。その動機と目的についてもご報告
したいと思います。
　人材が全くいないわけではなく、本人の尊厳・いきが
いを含めて生活を支える人材を育成することに医療福祉
の現場が今一度目を向ける必要があるのではないでしょ
うか？
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第３部パネル

　介護保険がスタートした2000年度に
は59.4万人であった介護人材は2015年
度に183.1万人（3.3倍）となっており、
さらに国は2025年度に必要な介護人材

を約250万人近くと推定している。一方、さらに進行す
る社会の高齢化に伴い介護需要は増大し続けることが
見込まれており、不足する介護人材についての検討は
深刻な課題となっている。対応策として、イノベーショ
ンアプローチ（ICT等によるサービス効率化）、サービ
ス融合アプローチ（サービス融合による共通化）、人材
多様化アプローチなどが提案されており、とりわけ多様
化アプローチの具体的な方法として「介護助手」、「外国
人材」、「高齢者」などの介護現場への導入など、さまざ
まな人材確保の試行や制度上の動きが行われている現
状である。
　介護人材の不足と確保の検討が重要な課題であるこ
とは言うまでもないが、介護保険施行から19年が経過
したいま、介護を受ける側である高齢者の暮らしのあり
方と、関わる人材の機能について、このパネルのテーマ
でもある「本人の尊厳・いきがいを含めて生活を支え
る」視点で再検討を行う必要がある。同時に人の暮ら
しが、家族、友人、隣人、商店街などを含め多様な関
わりの総体であることから、専門職だけで対応して、抱

え込むことの不自然さに気づくことも大切ではないかと
考えている。
　初期認知症の人による就労、社会参加ができる社会
への期待が語られるようになり、要介護状態になっても
同様の役割を望む声への環境を整えること、その場合
の支援や介護に関わる人材のあり方についてどのように
考えればいいのか、さらに、中重度になり医療との連携
が日常的に必要な状態の高齢者が在宅で暮らすために
はどうすればよいのか、などについての検討は喫緊の課
題である。
　その方向性として、これからの介護人材の構成につ
いて、①地域生活継続をマネジメントできる高度な介
護人材（医療等他職種マネジメント、地域関係マネジ
メント）、②最大のボリュームゾーンである心身の中重
度介護専門人材（介護福祉士）、軽度介護・家事専門人
材（初任者研修）、③入門講座・多様な自立支援資格等
を有する生活支援・家事・リハ・フィットネスなどに従
事する人材（市町村事業及び有料サービスなど）、そし
て④話し相手、食事関連、環境整備などの役割を担う
地域の普通の人たち（小規模多機能の通いの場や介護
施設等に配置）、などの検討を提案したい。特に④につ
いて、本年４月に開設した複合型地域密着型拠点にお
いて試行をスタートしている。

発言要旨

経  歴  等

　1981年より社会福祉法人健光園に勤務。1990年「健光園」園長に、2000年「も
もやま」園長に就任。京都市内に小規模多機能居宅介護事業所など8か所のサテライ
トを開設、2011年には京都地域密着型事業所サービス協議会を設立し、現在京都市内
に100か所の小規模多機能事業所が設置されている。「個別ケアを実践できる人材育
成」養成を目的に、2006年特定非営利活動法人介護人材キャリア開発機構を設立。
2012年に「地域密着型総合ケアセンターきたおおじ」開設、社会福祉法人リガーレ暮
らしの架け橋を設立し現在に至る。
　認定介護福祉士認証・認定機構理事、京都府福祉人材育成認証事業推進会議座長、
立命館大学産業社会学部非常勤講師などを務めている。「これからの介護人材養成のあ
り方に関する検討会」（2014年度）、「社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会」
（2016年度）等厚生労働省関係委員を歴任。
　著書は「介護職員キャリアパス構築マニュアル」（共著、日経BP社）など。

地域密着型総合ケアセンター
きたおおじ代表

山田  尋志
◎第2部パネル  分科会29
　にも登壇
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第３部パネル

　防府市では、介護予防と買い物支援を
一体的に提供する「幸せます健康くら
ぶ」と高齢者の困りごとを地域で解決す
る「ほうふ・てごネっと」が厚生労働省

の「これからの地域づくり戦略」に掲載された。これら
の取り組みは、単に一つのサービスとしての効果以上に、
助け合い活動をする人材の掘り起こしの効果も高かった。
　まず、「幸せます健康くらぶ」については、地域ケア
会議を通じて地域課題を共有し、総合事業という制度
を使ってそれを解決できるということを示せたことによ
り、同様の課題を感じている市民にアピールできたと同
時に、市の意欲が多くの市民に伝わったと実感している。
また、この事業を実施した地域では、地域課題であっ
た買い物支援にパッケージさせた介護予防の重要性と
成果を肌で感じたことから、地域で次々に介護予防教
室等の通いの場が立ち上がるなどの効果を出した。
　次に、「ほうふ・てごネっと」については、介護専門
職が地域の力が必要と感じる「自立支援に資する具体
的な困りごと」を市に提供し、地域の様々な主体にそれ
を提供し、解決につなげていく仕組みだが、立ち上げに
際し、実際の困りごとを該当地域の団体に持ち込み、解
決できるかどうかを検討してもらった。さらに、この制
度自体を地域の方がやりやすい形になるよう、一緒に仕
組みを作るというスタイルでテスト実施を行った。こう

した提案や高齢者の困りごとの実態を広く地域の方に見
せた反響は非常に大きく、賛同者を多く獲得できた。ま
た、「困りごと」を媒介にSCが地域を回ることで様々
な資源や人を発見することにつながった。今年度は、
解決を依頼する対象を自治会や老人クラブ等の団体に
加え、個人ボランティアを組織化することになった。
　行政等がこれまで地域や個人に支え合いの活動を実
施する際には、出来上がった仕組みを全地域に等しく
「依頼する」というスタイルがほとんどで、常々、私は
こうした「要求」に地域は疲弊していると感じていた。
しかし、実際に困っている「個人の状況」と、それを通
じて市が何のためにこの事業を進めようとしているのか
という「意思」をしっかりと地域に伝えていくことで、
Breakthoughが起きる地域や個人は必ず出てきて、そ
れを起点に活動を全域に広めていく形が有効だと実感
している。「ほうふ・てごネっと」において、私は「も
し困りごとが100件出たとして、１件でも解決して、誰
かが助かったのなら、この仕組みは成功したことにしま
しょう」とSCに伝えた。現在、協議体を立ち上げるこ
とが目的化している現状があるが、目的は誰かを助ける
ことであり、誰かを助けたという成果は必ず地域に広が
っていくはずであり、何はともあれ、「困っている〇〇
さんを助ける」という支え合いの原点から事業を始める
ことが最善だと考える。

経  歴  等

大学卒業後、平成３年山口銀行入行。
平成５年北九州市内のホテルに入社。主にフロントクラークで勤務。
平成14年防府市役所入所。
入所初年度に介護保険室介護給付係で１年間勤務後、道路課、後期高齢者医療広域連
合給付係長、建築課市営住宅担当補佐などを経て、
平成28年から高齢福祉課主幹（政策担当）に着任。
地域の各主体と協働して介護予防と買物支援を一体的に提供する総合事業のサービス
「幸せます健康くらぶ」で「第７回健康寿命をのばそう！アワード」受賞。
厚生労働省の市町村セミナーに２度登壇。「介護予防・日常生活支援総合事業及び生
活支援体制整備事業の効果的な推進方法関する調査事業」検討委員等。
平成30年度から介護専門職が把握する高齢者の困りごとを地域団体や個人ボランティ
アで解決する「ほうふ・てごネっと」の立ち上げを進めている。
令和元年度から第１層生活支援コーディネーターを兼務。

防府市健康福祉部高齢福祉課
主幹　第１層生活支援コーデ
ィネーター

中村  一朗　

発言要旨
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第３部パネル

医師・看護師などの専門家にいきがいや助け合いの
重要性をどう理解してもらうか

発言要旨

「最期まで自宅で暮らしたい」。
　私たちの、このささやかな願いはなか
なか叶えられません。現在でもおよそ80
％の高齢者が病院で亡くなっています。

こうした実態は、「死」を暮らしから遠ざけ、見えなくし
てしまいました。しかし超高齢社会は「高齢者多死時
代」でもあります。人生の最終段階は人それぞれ。イメ
ージしにくく、実感もわきませんが、いかに質の高い死
を迎えるかということは、超高齢社会の大きな課題です。
　医療は病気を治し命を救うもの、という従来の考え方
だけでは、治せない病や様々な障がいと共に暮らしてい
るたくさんの人たちの、在宅の暮らしは支えきれません。
「暮らしを支える医療」に変わっていくためには、「病を

治す」ということから、その人の生き方、価値観、命の
質といったことに重きを置き、その人を丸ごと支える心
構えが求められます。それは、医療・看護・介護といっ
た専門職だけでは実現できず、行政、家族、ご近所さん、
地域の社会資源などなど、日々の暮らしで直接接する人
たちとのパートナーシップによって可能となるのです。
「暮らしを支える医療」は、地域包括ケアシステムの根
幹です。最期まで自宅で暮らしたいという願いを実現さ
せるために、医療職はこれまでのパターナリズムから脱
却し、パートナーシップ重視に方向転換できるか、一方
地域住民は、人任せにしてきた病や死から目をそらさず、
自らのこととして向き合うことができるかどうかが、カ
ギとなるでしょう。

■ 進行役
福祉ジャーナリスト

村田  幸子
◎第１部パネル  分科会２
　にも登壇

経  歴  等

立教大学英米文学科卒業後、ＮＨＫにアナウンサーとして入局。
報道番組のリポーターや社会性のある硬派の番組を中心に担当。
1990年、解説委員に就任。
ＮＨＫスペシャル「あなたが寝たきりになった時」、ＮＨＫモーニングワイド「高齢化
社会」のキャスター、「ラジオ夕刊」編集長など多くの番組を担当。
2004年、解説委員を退任後も高齢者問題の第一人者として活躍中。
現在、江戸川総合人生大学「介護・健康学科」学科長。
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第３部パネル

医療法人道南勤労者医療協会
函館稜北病院副院長

川口  篤也　

経  歴  等

　2003年北海道大学を卒業し、病気だけではなくその人を診るという総合診療の道に
進み、道内各地での診療を経験した。2016年４月に故郷の函館に戻り、外来・入
院・在宅と様々な場面での診療を行いながら、最期まで住み慣れた場所で暮らせるため
の地域作りの活動に力を入れている。残された人生をどう生きるのかということを、あ
らかじめ本人、周囲の人、そして医療者と話し合いを続ける「人生会議」（アドバン
ス・ケア・プランニング）の適切な普及に努めており、各地での講演活動などを行って
いる。

発言要旨

　アドバンス・ケア・プランニング（Ａ
ＣＰ）とは、意思決定能力の低下すると
きに備えて、本人があらかじめ周囲の人
や医療者などと今後の医療や介護も含め

た「生き方」を話し合い、それを続けていくことである
が、昨年厚労省の「人生会議」という愛称決定や診療報
酬への組み込みにより急速に広まった反面、終末期の特
定の医療行為をする、しないを決める事前指示との混同
や不適切な運用が散見されるようになった。専門職にと
ってＡＣＰにおいて最も大切なことは、本人、家族の価
値観を探る関わりを続けながら、残りの人生をどう生き
るかということに伴走することである。
　在宅医療を受けている人で人生の最終段階にある人や、
心身共に弱っていて今までできたことができなくなった
人たちの中には「生きがい」を見失っている人もいる。
そのような人に日々の訪問診療でどのように関わり、生
きることに伴走しているかの実例を紹介し、ＱＯＬの本
質について論じる。

　また、そのような取り組みを医師・看護師、特に急性
期病院の職員にどう理解してもらうかに関して、函館で
行っている ｢函館オープンカンファレンス｣ を紹介する。
これは急性期病院から訪問診療を行っている病院や診療
所に紹介されて、自宅や施設で亡くなった人のデスカン
ファレンスを、急性期病院を会場にして、本人に関わっ
た急性期病院の職員、在宅側の医師、訪問看護師、ケア
マネジャー、施設職員などが一堂に会するのに加えて、
事例に関わっていない人もオブザーバーとして参加でき
るようにして開催している。会場を急性期病院にて持ち
回りで行うことによって、一つの病院だけでなく市内の
いろいろな病院職員が、在宅に戻ってからの生活の様子
や、どのように生きることに伴走したかを知ることがで
き、振り返り、そして今後に活かすことができる良い機
会となっている。
　当日は上記のような内容を取り上げながら、みなさん
といきがいや助け合いの重要性をどう理解してもらうか
についてディスカッションしたいと思う。
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　地域社会の視点では、現在日本で構
築が進められている「地域包括ケアシス
テム（community-based integrated 
care）」を意識しているが、さらにケア

を受ける個人の視点を入れた形として、治療を重視し
がちな医療分野においては「病気の全経過」における
支援（ケア）の視点から、治し支える医療の視点への
意識改革が必要である。生活分野では「人生の全経
過」における支援（ケア）を意識させることが求められ
ているように、双方は互いに違った概念として受け入れ
られている。
　個々人の生活能力の根底にあるのが生きがいである。
生きがいを支えるものは、生活の満足度であり、生命の
尊厳でもある。介護保険は基本的な介護に対して能力
を発揮したが、地域で暮らす人々の満足感までは形成
をしない。こうした基本的課題に対応するためには、
個々人やその人と関わりのある人への適切な支援が必
要である。しかし、現在はまだ支援の目的が、何を目標
とするのかが明確にされていない。今後、地域で個々
人の多様化に伴い、多面的、多様に発生することが予
測されている現状では、地域全体の対応能力の強化を
図るための各地域における諸政策、啓発活動が求めら
れる。誰であっても、希望する場所で、必要とする適
切な時期に、質の保証された在宅ケアを受ける権利を

持つ。
　現状において、多くの人が「人生の最終段階」で様々
な苦悩を抱えたまま死を迎えていること、「人生の最終
段階」における様々な苦悩は、在宅ケアの充実により改
善でき、「生きがい」を持って自分らしく生きることが
できることがわかっている。しかし、多くの人が自分に
相応しい在宅ケアを知らない、受領していないことも事
実である。あるいは、誤解しているために適切な時期に
在宅医療を受けていないことがあり、この状況を改善し、
適切な時期に在宅医療を受ける人が増えるようにする
ためには、健康な時から在宅ケアについての理解を促
す必要があると考えられる。
　過度な病院頼みから抜け出し、Quality of Life
（QOL）の維持・向上を目標として、住み慣れた地域
で人生の最後まで、自分らしい暮らしを続けることがで
きる仕組みとするためには、病院・病床や施設の持って
いる機能を、地域の生活の中で確保することが必要と
なる。
　加えて、死生観・価値観の多様化も進む中、個人の
尊厳が重んぜられ、患者の意思がより尊重されるよう
必要な見直しを行い、特に人生の最終段階を穏やかに
過ごすことができる環境を整備することが求められてい
る。QOL・生きがいは在宅医療の最終目標の一つであ
る。

発言要旨

1967　早稲田大学第一商学部卒業
1979　帝京大学医学部卒業　
	 帝京大学病院第一外科・救急救命センターなどを経て
1990　東京都国立市に新田クリニック開設　在宅医療を開始
1992　医療法人社団つくし会設立　理事長に就任し現在に至る

資格・公職等
医学博士、日本外科学会外科専門医、日本消化器病学会専門医、日本医師会認定産
業医
全国在宅療養支援診療所連絡会会長、日本在宅ケアアライアンス議長、日本臨床倫理
学会理事長、福祉フォーラム・東北会長、福祉フォーラム・ジャパン副会長

■ 進行役
医療法人社団
つくし会理事長

新田  國夫
◎第２部パネル  分科会21
　にも登壇

経  歴  等
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（1）“みつぎ”における地域包括ケア
　　システムの説明
　①ハード（場所）
　　○公立みつぎ総合病院

○御調保健福祉センター（行政の一部、訪問看護ス
テーション、ヘルパーステーション、居宅介護
支援事業所、尾道市北部包括支援センター、介
護予防センター、社会福祉協議会等）

○保健福祉総合施設（有床診療所を含む介護施設
群）

○地域
②ソフト（役割）
○医療（在宅医療も含む、急性期・回復期・維持
期・終末期全般）

○保健（予防）・福祉（母子保健、介護予防も含む、
健康の一次予防、二次予防、三次予防）

○介護（入所、通所、訪問）
○人生・生活

③ハート（専門性の追求（ミクロ）と互助・共助・
公助を含めた連携（マクロ））
地域包括ケアシステム構築のための最重要事項
関わりにおける“天動説”と“地動説”（詳細は講
演内）

（2）一住民のニーズに応えるための地域包括ケアシス
テムの実践
一住民の生き方・逝き方を支えるのが地域包括ケ
アシステムの究極の目的
フォーマルである共助（専門職）連携、公助（行
政）、そしてインフォーマルである互助（関係する
地域住民、民生委員、保健推進員、地域の警察、
郵便、新聞、店舗なども含む）、それらが連動した
いわゆる“面”の連携が真の地域包括ケアシステ
ム（住民参画の例）
カンファレンス（個別地域ケア会議、各施設での
関係住民を含めた多職種カンファレンスなど）
集会所単位でのサロン事業（保健師が参画）
各種ボランティア活動（社会福祉協議会がまとめ
役）
健幸わくわく21、健康福祉展、健康福祉大学、健
康福祉推進大会（保健福祉センターが企画）

⇒一住民のために行われている保健・医療・介
護・福祉・生活に関わる各々の活動を地域包括
ケアシステムの一環としてとらえることが重要

経  歴  等

昭和56年	 広島大学医学部卒業
	 広島大学第1外科入局
平成8年	 医学博士号取得
平成17年3月より	 公立みつぎ総合病院保健福祉総合施設　副施設長
平成18年4月より	 施設長	
平成21年4月より	 副院長	
平成30年4月より	 院長

加入学会・ 資格：
日本外科学会（認定登録医）、日本東洋医学会
日本リハビリテーション医学会、日本プライマリ・ケア連合学会、日本緩和医療	
学会、日本老年医学会、日本医師会認定産業医、地域包括医療・ケア認定医

公立みつぎ総合病院院長

沖田  光昭　

発言要旨
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経  歴  等

特定非営利活動法人
さわやか徳島
幸せの家・ありがとう会長

麻野  信子　

発言要旨

　皆様に、時間通貨・ありがとうのボラ
ンティア活動と人の尊厳へのケアの実際
について、活動報告を申し上げます。
　私たちは小さな包括ケアの居場所「幸

せの家・ありがとう」を拠点とし、「誰もが安心して暮ら
せる町づくり」を目的に活動しています。
　看護の基本姿勢としては、ナイチンゲールの「生命と
生活」を守ることを基本理念として、マズローの自己実
現理論を実践上の目標としながら活動をしています。
　この居場所では、在宅での暮らしが困難と思われた時、
24時間365日、医師の往診や専門看護師や介護士、ボラ
ンティア仲間などの支援を受けることができます。また、
［助けてほしい方］と［助けたい方］との活動の場をつ
なぎ、お互いが人の尊厳を守りながら、安心して暮らせ
る町づくりを行っています。
　また、この居場所は、地域の小学生や幼稚園児の訪問、
看護大学の実習、民生児童委員、県職員の研修など多く
のふれあい活動の場としても開放しています。
　地域に開かれた「小さな包括ケアの実践現場」で、昨
年度の年間死亡は、11名です。病気は、がんや難病、精
神疾患など様々です。
　一方、介護保険事業の方は、2000年から訪問看護ステ
ーション、訪問介護、ケアプランと３事業をスタートし、
ボランティア活動と共に「人々が愛する地域で最期まで、
尊厳ある暮らしが出来る」ことを目的として活動してい
ます。
　定期的なボランティア仲間の集いもあり「まい・ふれ
んどの会」の名称で、成年後見制度や高齢社会をどう生
きるか（死ぬか）などを月一度話し合う集いの他、時間
通貨の勉強会などを開催しています。

　活動のスタートは、さわやか福祉財団会長の堀田力氏
が、20年前徳島県の職員研修で来県され、「人の尊厳につ
いて」講演されたのを拝聴したのがきっかけで、大勢の
仲間と一緒に共感と感動のもとにスタートしました。そ
の時の熱い思いは、若い仲間に受け継がれ、多死時代に
向けて活動を深めたいと本日は参加させて頂きました。
　最後になりましたが、活動事例を紹介します。
　その方は93歳で、食欲が無くなり、総合病院で検査入
院を致しました。
　検査結果は、特に異常無しとのこと。しかし、食思が
無く、入院で気持ちもうつ的になりました。
　その原因は、入院直後の尿導留置カテーテルで、その
ことが、人としての尊厳を失わせたのです。
　しかし、抜去希望しましたが、主治医に尿量の測定の
為と断られ、家族が相談に来ました。
　幸い検査結果も良好で、特に変わり無く、心が元気に
なるまで「幸せの家・ありがとう」の居場所で過ごすこ
とになりました。
　毎日のシャワー浴やトイレ排せつ、朝夕の着替えなど、
人としての基本的ニーズは整えられ、人としての尊厳を
取り戻したのです。
　そうした日の朝、「私ね、リビングウイルを書いている
の」と自分の人生に自信を見せ、少女の様にはにかんで
みせました。
　医は善行を基本理念とし、私達は、人々の予防及び生
活なども含めた地域包括ケアを推進し、安心して暮らせ
る町づくりを推進致します。
　医療職の活動目的は〝人々の尊厳ある暮らしを支える
こと であり、〝人々の生きがいや助け合いを含めた包括
的キュアやケアの在り方が重要 と考えています。

生年月日	 1943年生まれ
資　　格	 精神保健福祉士・保健師・助産師・看護師・ケアマネジャーなど
1988年	 終末ケアや精神障害を抱える人達の在宅ボランティア団体メンタルフレン

ド・あじさいの会を発足。地域ケアや母性などを大学や専門学校で講義
1995年	 さわやか福祉財団・堀田力氏の講演「人の尊厳とは」を拝聴後、自宅を開

放して、在宅での週末ケアのボランティア活動とヘルパー養成研修事業を
開始。町保健師を退職し、同財団のインストラクターとして研修後委嘱を
受け活動開始。「時間通貨・ありがとう」のツールで在宅支援活動開始

1996年	 団体名称を「さわやか徳島」と改め副会長に就任
2000年	 ＮＰＯ法人「さわやか徳島」副理事長に就任

「時間通貨・ありがとう」の名称で、無償ボランティア開始
さわやか徳島訪問看護ステーション管理者に就任
介護保険事業開始・訪問看護・介護・デイサービスの事業

2006年	 地域包括ケアセンター地域の居場所「幸せの家・ありがとう」を設立。
「終末期及び精神疾患などを抱えた方達の暮らす場」でのリーダーとして、
終末期ケアに特化し現在に至る

2009年	 ＮＰＯ法人「さわやか徳島」理事長に就任
2013年	 ＮＰＯ法人「さわやか徳島」会長に就任
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■ 進行役
東近江市永源寺診療所所長

花戸  貴司　

在宅での人生の最終章の過ごし方及び看取りのあり方
～医療関係者の関わり方、親族のあるべき態度、
　助け合い活動者の関わり方など～

経  歴  等

1970年滋賀県長浜市生まれ。1995年自治医科大学医学部卒業、1997年湖北総合病院
小児科、2000年永源寺町国保診療所（現・東近江市永源寺診療所）所長。
　永源寺診療所では内科・小児科・整形外科などのプライマリ・ケア外来の他、訪問
診療・訪問看護も積極的に行っている。保健・医療・福祉が連携した地域包括ケアはも
ちろん、さらに広く地域の人たちがつながりあう地域まるごとケアに取り組んでいる。

日本小児科学会認定専門医／日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医／滋賀医大非
常勤講師／三方よし研究会実行委員長／医学博士／東近江医師会副会長

2015年11月　 京都新聞大賞教育社会賞受賞
2016年11月　 やぶ医者大賞受賞
2017年11月    糸賀一雄記念未来賞受賞
2017年11月    東近江市教育委員会功労賞受賞
2017年12月    生協総研賞特別賞受賞

著書：	「ご飯が食べられなくなったらどうしますか ? 永源寺の地域まるごとケア」　　	
	 農山漁村文化協会　文：花戸貴司、写真：國森康弘
	 「最期も笑顔で」　朝日新聞出版

発言要旨

「はよう、まいらしてほしいわ」
患者さんからよくこのようなことを言わ
れる。「早く死にたい」という意味の言葉
なのだが皆さん笑顔だ。大きな病院から

診療所に赴任した時、なぜこのようなことを言われるの
か解らなかった。今から思うと患者さんの病気しか診て
いなかったのかもしれない。
　多くの人の人生には「生・老・病・死」がある。言い
換えれば、「病」だけではなく「老」や「死」も含めて人
生のはずなのだが、我々は生活の場面から「老」や
「死」を遠ざけすぎてはいないだろうか。医学は進歩し、
多くの「病」を治せる時代になった。患者さんの中には
不老長寿も夢ではない時代がくると思っている人もいる
かもしれないが、いまだに「若さ」をとどめておく方法
すらみつかっていないのも事実である。
　我々医師の仕事は、「老」や「死」に対して目を背ける
ことができない場面もあるが、これらは決して辛いこと、
悲しいことばかりではないと思っている。人生の最終章
を近しい人と住み慣れた地域で過ごし、「生きる」よろこ
びを分かち合い、命のバトンを次の世代に伝えていく、
私は在宅でそのような場面を幾度も目の当たりにした。
それは老いや病を抱えた人々が一生懸命に「生きている」、
とても輝いている場面なのである。
　今、私は往診先や外来で全ての患者さんに「ご飯が食

べられなくなったらどうしますか？」と尋ねている。そ
のような問いかけに対して、多くの方がとても思慮深く、
そして雄弁に自らの人生の最終章の思いを語ってくれる。
怪訝な顔をしたり、怒りをあらわすこともない。自分自
身の将来について考えておくことを当然のこととされ、
そして家族や医療者に対して自分の思いを述べることに
迷いがない。むしろ私に対して願いを込められているよ
うにすら感じる時もある。
　じつは、このような「死」をタブーにしない対話こそ
が、本人が希望する人生を最期まで送るために必要なこ
とであると、多くの人々の人生から学んだ。「はよう、ま
いらしてほしい」その言葉の中には、人生の延長線上に
ある「死」というものをみつめつつ、込められた自分ら
しい「生」への願いがある。そして、地域の人々の
「生」を支えるために必要なことは、「死」をタブーにし
ない「看取りの文化」を人々の心や地域に根付かせるこ
とに他ならないのである。病を取り除くことだけをこと
さら追い求め、生活を犠牲にしてまでも医療に頼り続け
るのは、本末転倒である。「老い」や「死」を排除するの
ではなく、看取りの文化を継承することこそが「生」を
支える我々の仕事なのだろう。
　大きな病院ではできないことでも、地域であればでき
ることがある。
　そう、信じている。
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在宅看護研究センターＬＬＰ
代表

村松  静子

経  歴  等

1983年2月、課外で訪問看護ボランティアを始める。1986年3月、看護の実践と理論
の融合をめざすナース集団「在宅看護研究センター」を設立。1992年の公益法人を対
象とした2.5人、ワンルームでできる老人訪問看護ステーション創始のモデルとなった
が、当時は民間組織のため指定を受けられず、収益事業部門として、会社・日本在宅看
護システムを設立。看護と介護の連動・連鎖活動による看取り、結婚式や旅行への付
添看護、入院先から自宅・遠隔地への付添看護等、24時間365日の種々の看護形態を
もつ組織をめざした。看護の本来あるべき実践・教育・研究にとことんこだわり、
2006年の新会社法に則り、在宅看護研究センターをＬＬＰ（有限責任事業組合）とし
て登記。看護師、看護教員、臨床心理士として理論と実践の融合を図りつつ主体的医
療をめざし、メッセンジャーナース認定協会を立ち上げ。看護道50年経った今尚、先
を見据え「時代に合った看護、看護の基本」を追究し続けている。
2009年　エイボン女性大賞受賞
2011年　フローレンス・ナイチンゲール記章受章、筑波大学心理学系田中敏

としたか

隆賞受賞
最近の著書に、『「自主逝」のすすめ～あなたの最期はあなたが決める』（海竜社）があ
る。

発言要旨

「最期は家で」を望みながらもその時期
を逸してしまう人が多い。最期まで家に
居られるためには何が必要なのか。半世
紀にわたって、各世代の人たちの多くの

看取りに居合わせた私に、今、言えることは「人生の最
期は誰もが最強の教師になる」ということである。
　入院中の患者さんたちの声…「家へ帰りたい」「私の心
は葛藤です」「せめて部屋らしい部屋で死なせてください
よ」「私のような者でも、家へ帰れるようにしてくださ
い」
　死の間際に耳にした言葉…「ありがとう！でも違うの。
いつものようにしてほしいの。いつものようにして！」
等々。
　在宅看護の道に入って35年、例え医療器材が必要であ
っても一人暮らしでも、「最期は家で」の希望を叶えるべ

く、今尚、心とこころを繋いで紡ぐ方法を模索し続けて
いる。「安心」が得られ、ホッとできる我が家で、自分ら
しく輝いて生き抜くための支援とはどうあるべきか。本
人と家族の不安や辛さ、かく生きたいというメッセージ
を的確に抱きとめることが求められた。「家庭というのは
私たち家族一人ひとりが思いを込めてつくってきたもの
です。医療職や福祉職の人は、よく人の家に土足で踏み
込んでくる。そんなことは止めてほしい。必要な時に必
要なことを必要なだけしていただければいいのです。必
要以上にされたら、私たちはパニックになってしまいま
す」。98歳の母親を看取った74歳の娘さんの言葉である。
　最期はこうありたいという心に近づき、見逃さず、そ
れぞれが連携を図って繋がり、皆が１つになって叶えよ
うと行動を起こすことで、互いの心とこころが紡がれ、
在宅で最期を迎えることは可能になる。
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住み慣れた場所での「看取りの質」を高
めるために必要な８つのこと

　日本は病院での看取り率が世界一と言
われています。歴史上をみても、世界を見渡してもこん
なに病院で亡くなる社会は日本しかありません。日本の
多くの地域でほとんど病院で亡くなる社会では、自宅で
の看取りのハードルは高いと思います。
　住み慣れた場所での看取りが推進されている日本で
すが、ただ看取りの数を増やすだけでなく、看取りの質
を高めるために私が必要だと思うのは次の８つのことで
す。
　まず一つ目に大切なことは患者本人や家族の不安を
取り除くことです。この不安を取り除くことは病院での
療養や看取りが当たり前になっている日本の社会で大切
で、在宅医療の開始時に最も大切なことだと思います。
　二つ目に大切なことは、患者家族と信頼関係を作る
ことです。これは医療の基本です。どんな困難事例の
患者でもしっかりと信頼関係を作ることが大切です。こ
の信頼関係が構築できないと医療を行うことはできませ
ん。在宅医療で関わるスタッフは、医療を施す以前に
患者本人にとって自分に共感をしてくれるという存在と
なることが大切です。
　三つ目に大切なことは、死に向き合うことです。現在
の日本の医療は、亡くなる最期まで治し続ける医療が当
たり前になっています。「治し続けて死を迎える」ので
はなく、死に向き合って「亡くなるまでどうより良く生
きるか」を考える医療への変革が必要でしょう。
　四つ目に大切なことは、「楽にすること」です。痛み
やしんどさが強ければ、今の時代だから病院に入院した

いと思うでしょう。楽にすることは在宅でも病院に遜色
なく行うことができます。とにかくとことん楽にするこ
とが大切です。
　五つ目に大切なことは、医療を最小限にすることです。
病院の医療を在宅に持ち込んでは、本人も家族や介護
者、医療者もしんどいだけです。点滴して吸引したり、
頻回の注射があっては住み慣れた場所での療養や看取
りは困難です。
　六つ目に大切なことは、医療を最小限にすれば、亡く
なる最期まで食べられます。昔ほとんどの人が自宅で亡
くなっていた時代は、点滴もなく、皆、食べられなくな
ったら枯れるように自宅で亡くなっていたはずです。医
療を最小限にすれば、亡くなる最期まで食べたいもの
を食べたいときに食べたいだけ食べることができると思
います。
　七つ目は、ただ看取るだけでなく、患者本人がやりた
いことを支援して実現することが大切です。限られた命
に向き合い、楽になって、医療を最小限にすれば必ず
やりたいことが出てきます。本人がやりたいことを実現
し、「いい時間」を過ごせれば、本人はもちろん満足し
ますし、家族にも家に連れて帰って良かったと思っても
らえることでしょう。
　八つ目に大切なことは、亡くなる最期までの意思決定
は、本人はもちろん家族にとっても大いに迷う選択だと
いうことです。意思決定をサポートするスタッフは命に
関わる重要な選択を本人や家族と一緒に悩み考え、結
果ではなく、その悩む過程を大切にすることが大切です。
一人一人にとって最善は違います。その人にとっての最
善を一緒に悩みながら考えていくことが大切です。

経  歴  等

　2000年に愛媛県松山市で在宅医療専門クリニックを開業。職員４人、患者０からス
タートする。「理念」「システム」「人材」において、高いレベルを維持することで在
宅医療の「質を高めること」を目指してきた。現在は職員数約100人となり、多職種
で協働して在宅医療を主体に有床診療所、外来診療も行う。2012年には市町村合併の
余波で廃止となった人口約1200人の町の公立診療所を民間移譲される。このへき地医
療への取組みで、2016年に第１回日本サービス大賞地方創生大臣賞を受賞。「全国在
宅医療テスト」や「今すぐ役立つ在宅医療未来道場（通称いまみら）」、「流石カフェ」
を行っている他、松山市内の専門職向け研修会等を定期的に開催し、在宅医療の普及
にも積極的に取組んでいる。

【主な経歴】
 ・2016年　第１回日本サービス大賞地方創生大臣賞受賞
 ・2016年　‌�厚生労働省「新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジ

ョン検討会」構成員
 ・2017年　厚生労働省「医療従事者の需給に関する検討会　医師需給分科会」構成員

医療法人ゆうの森理事長

永井  康徳　

発言要旨
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54
第３部パネル

特定非営利活動法人
たすけあい平田理事長

熊谷  美和子　

◎第１部パネル  分科会13
◎第２部パネル  分科会28
　にも登壇

経  歴  等

　栃木県庁勤務の後、夫の転勤で旧平田市に移住。親類、知人のいない未知の地で、
介護や子育てをする中で、助け合いの大切さを痛感。
「これからは血縁だけが頼りじゃない。困ったときはお互いさま。地域に住む者同士の
たすけあいが必要」との思いを強くし、1992年市民による助け合い制度を設立、活動
の輪を広げてきた。
　2000年、ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）を設立し、理事長となる。ボランティ
アから発展した県内初の介護保険事業者となり、ボランティアと介護保険事業者という
２つの顔を持つ組織として、それぞれの良さを活かしたきめ細かで、柔軟な福祉サービ
スの提供を行っている。
　現在も ｢困ったときはお互いさま」のたすけあい活動で、お互いが ｢地域に住むもう
ひとりの家族になろう｣ を合い言葉に活動している。
　さわやか福祉財団さわやかインストラクター

発言要旨

　いくつか看取りに関わった中で、家族、
地域、医療、介護が地域を越えて連携し、
過疎地で人生の最終章まで在宅で過ごす
ことができた事例を紹介します。

　救急車で入院し、肺気腫と診断され、在宅酸素となっ
て退院したＫさん（86歳）。介護する妻（85歳）は軽度
の認知症で円背。一人娘は、よその町に嫁いでいる。
　この事例は、半数は空き家となった過疎の地でのこと。
そこには介護事業所もなく、要介護状態になるとほとん
どの人が入所したり子供の所へ引き取られていく。
　お二人は「夫婦揃っている間は、この家で暮らした
い」という強い思いをお持ちだった。ケアマネとして、
ご本人や家族の意向を大切にサービスを調整したが、訪
問看護、訪問診療とヘルパー週２回の訪問しか確保でき
なかった。本人宅までは、事業所のある町から車で30分
余りかかるので、引き受け手がなく、残りは妻が頑張る
ことになった。
　二人の在宅生活が始まって間もなく、妻がゴミ出しに
出かけたが、重くて途中で座り込んでしまい、近所の人
が親切にゴミを運んでくれた。次回からどうしようかと
いうことになり、ケアマネが本人の了解を得て、近所の
人に ｢ゴミ出しと分別に協力して欲しい」とお願いし、
ゴミ出し券を作り、有償で引き受けてもらった。
　間もなく、近所にヘルパー資格のある人がいることが

分かり、当法人に登録してもらい、地域の人が介護保険
サービスと併せインフォーマルサービスも提供できるよ
うにした。それからは、他事業所のヘルパーと協力して
２人が、朝、昼、晩と訪問し、家事支援、服薬確認、酸
素装着確認、時にはおかずの差し入れなどをして認知症
の奥さんを支えた。
　奥さんが骨折をして入院となり、在宅酸素のＫさん一
人では暮らせなくなった。遠くに住む長女が心配して嫁
ぎ先へ連れ帰ろうとしたが「妻のことが心配だ。こうい
うときこそ、そばにいてあげたい」と主張し、「すべては
覚悟の上だ。何があっても後悔はしない。延命治療は受
けたくない｣ という。私たちの支援で一人在宅生活を続
けていたＫさんだが、救急車入院が２回ほど続き、Ｄｒ.
と家族、ケアマネで念のため、入院して延命治療を受け
る気がないかと意志を確認したが、今後もそれは必要な
いという。担当者会議を開き、Ｋさんの覚悟をスタッフ
に伝えた。結論は「万が一の時は、救急車を呼ばず、訪
問看護、Ｄｒ.に連絡すること」。おうちのベッドには、本
人の意向と連絡先を記した札を下げた。
　もう一つの事例は、長女が引き取ろうとしても「わし
がこの家で死んでなぜ悪い｣ と頑として動かず、在宅生
活を続け、家族も最後の瞬間に間に合わず、深夜ヘルパ
ーと私で最期を看取った例もある。老衰死だった。
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